
 

 

 

独立行政法人北方領土問題対策協会中期目標（案） 

 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割 

  我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島は、70

年以上にわたり今もなおロシアが法的な根拠なく占拠し続けている。 

  我が国は、北方四島の帰属の問題を解決して日露平和条約を締結し、両国間に真

の相互理解に基づく安定的な関係を確立することを一貫した基本方針としており、

首脳間の協議を始め、外交努力が重ねられている。 

  粘り強い外交交渉には、北方領土問題の解決を求める国民世論の結集が不可欠で

あり、国民運動の一層の高揚と裾野の拡大が求められている。 

  そうした中で、独立行政法人北方領土問題対策協会（以下「協会」という。）は、

国民世論の啓発、四島交流事業、元島民の援護、北方地域旧漁業権者等への融資等

について、その政策実施機関として具体的な事業に取り組み、北方領土問題の解決

の促進等を図っていく使命を負うものである。 

  現在、北方領土問題については、「新しいアプローチ」に基づく北方四島における

共同経済活動に関する協議の進展、航空機による特別墓参の実施といった日露関係

の動きや、平均 80 歳を超えた元島民の一層の高齢化など、大きな変化の時期を迎

えている。 

  協会が、理事長のリーダーシップの下、そうした情勢変化を的確に見極め、知恵

を絞り、政策目的や目標に立ち返って大胆かつ不断に取組の改善を重ねるとともに、

政府の方針に基づき機動的な対応を可能とする体制の整備を図りながら、政策実施

機関としての機能を最大化することを主眼として、この目標を定める。 

 （別添）政策体系図 

 

２．中期目標の期間 

  中期目標の期間は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までの５年間と

する。 
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３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 P0F
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  以下のとおり、各業務（一定の事業等のまとまり P1F

2
P）における目標を定める。こ

のほか、個別の事業・業務のＰＤＣＡサイクルを実効的に機能させるために必要な

指標については、「４．業務運営の効率化に関する事項（１）業務の見直し」に定め

る初年度における業務の見直しの中で併せて検討した上で、各年度の実施計画等に

おいて設定することとし、毎年度、その達成度を検証する。 

 

（１）国民世論の啓発 

   北方領土返還要求運動の中核を担う方々の一層の高齢化を踏まえ、広く国民一

般の北方領土問題に対する関心と理解を得て、国民運動としての運動の活性化と

いう観点から、本中期目標期間中に目に見える効果を上げる。そのため、全国に

おける活動の推進、青少年及び教育関係者に対する啓発等を通じた運動の担い手

としての後継者育成の強化に加え、これまで啓発の効果が必ずしも十分に及んで

いなかった世代、地域などの関心や理解の底上げを図ることに重点を置く。特に

若年層への情報発信に徹底的に取り組む。また、民間企業等（例えば、先の大戦

の関連資料等を保有する機関なども含む。）と連携した取組も進める。 

   その前提として、ＰＤＣＡサイクルの実効性を確保し、効果的な事業を実施す

るため、国民一般の北方領土問題に対する関心度や理解度などを定量的に把握す

る。本中期目標期間初年度において、内閣府と連携しつつ、事業の有効性や費用

対効果の検証を行い、その結果に基づき、既存事業の廃止や新規事業の創設、職

員の関与の合理化を含む改善・効率化を徹底的に行う。 

 

  ① 北方領土返還要求運動の推進 

    全国各地の大会、署名活動、北方領土に触れる機会を提供する企画など北方

領土返還要求運動に係る取組については、若年層など参加者の裾野の拡大や、

取組の波及効果の増大に重点を置く。 

    北方領土返還要求全国大会については、運動における中核的な行事と捉え、

協会の関与の在り方を見直しつつ、大会の成果の効果的な情報発信などを通じ、

北方領土問題に対する国民の関心度や理解度を高める。 

    都道府県等における取組の推進については、取組事例の情報収集・発信の強

化などにより、全国各地の取組の見える化、地域間の取組の情報共有・連携を

進める。 

 

  ② 青少年や教育関係者に対する啓発 

    全国の青少年が、元島民等を交え、北方領土問題に対する積極的な意見交換

を行う機会づくりやその成果の発信強化などにより、青少年の主体的な問題意

1 協会の業務に関連する政策評価の平成 29年度事前分析表は「内閣府 29-56（政策 19-施策①）」 
2 「国民世論の啓発」、「四島交流事業」、「調査研究」、「元島民等の援護」及び「北方地域旧漁業

権者等への融資」 
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識や活動への参加意欲を醸成する。 

    また、学習指導要領の改訂を踏まえ、協会が作成する学習教材集の利活用、

教育関係者による指導方法に関する研究や情報共有、その実践などを促進する。 

    

  ③ 国民一般に対する情報発信 

    民間企業等とも連携しながら、北方領土問題に関する情報発信を大胆に強化

することにより、国民一般の関心と理解を広げる。その際、情報発信の対象は

若年層に重点化するとともに、地域ごとの特性なども考慮した発信を行う。新

たなＳＮＳの活用を始め発信ツールの多様化・高度化に積極的に対応するなど、

効果的な発信方法を不断に検討する。具体の情報発信に当たっては、訴求対象

を明確にした上で、それに応じた啓発内容や媒体をきめ細かく検討し、実施す

る。 

 

これらの取組に当たっては、協会の愛称を定めるなど、これまで運動に参加した

ことのない国民が接しやすいような啓発の在り方を検討し、実施する。 

また、北方領土隣接地域の事業と連携するなどにより、北方領土を直接見る機会

の増加も含め、実感を伴った理解の浸透にも取り組む。北方館等の啓発施設につい

ても、情報発信の強化などにより、集客力を向上させる。 

 

  【指標】 

   ・ ＰＤＣＡサイクルの実効性を確保し、効果的な事業を実施するための調査

として、国民一般の北方領土問題に対する関心度や理解度、運動への参加意

欲、それらへの協会事業の寄与度などを測定する調査を初年度に実施する。

このほか、本中期目標期間中に少なくとも２回の調査を実施する。 

   ・ 北方領土返還要求全国大会や都道府県等の北方領土返還要求運動に係る取

組その他北方領土問題等に関するＳＮＳ等による各年度の情報発信の件数を

前中期目標期間最終年度比 20％増とする。［参考 平成 28年度実績：205件］ 

   ・ ＳＮＳ等による情報発信について、読者数又は反応数（媒体・ツールごと）

を前中期目標期間最終年度比 10％増とする。［参考 平成 28 年度協会ＳＮ

Ｓ（２種）読者数：10,900件／5,955件］ 

   ・ 各年度における県民大会等各地の事業への参加者のうち、若年層の割合及

び初参加者の割合が前中期目標期間最終年度の水準を上回るよう、協会は、

若年層の参加及び初参加者の拡大に向けた対策を毎年度実施する。［参考 

平成 28年度の県民大会平均：若年層参加割合 20％、初めての参加者割合 55％］ 

・ 全国の青少年が、元島民や隣接地域の地方自治体等を交え、主体的に意見

交換を行う事業を毎年度実施する。 

   ・ 協会ＨＰに掲載する学習教材集のダウンロード数を前年度比増とする。 

・ 啓発グッズの設置やイメージキャラクター「エリカちゃん」とのコラボレ

ーション、啓発イベントの連携など、毎年度新たに民間企業等から協会の取
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組への協力を得る。 

   ・ 北方館、別海北方展望塔及び羅臼国後展望塔の各年度の集客数について、

前中期目標期間の年度平均の水準を上回るものとする。［参考 平成 25年度

～平成 28年度実績平均：北方館 13.8万人、別海北方展望塔 7.4万人、羅臼

国後展望塔 2.9万人］ 

 

［指標設定の考え方］ 

・ 元島民の一層の高齢化を踏まえ、北方領土問題の解決に向けた意志を次代に

引き継ぐためには、国民運動として運動を活性化していくことが重要。取組の

ＰＤＣＡサイクルを実効的に機能させるため、北方領土問題の解決に向けた国

民世論が全体としてどの程度形成されているか、国民一般の理解度や関心度に

関連する指標を設定し、それらの到達度について評価することを基本とする。

ただし、中期目標策定時において、そうした指標を十分に有していないことか

ら、初年度に必要な調査を実施し、それらの結果を踏まえ、指標の追加・修正

等を行う。 

     ＜参考：「北方領土問題に関する特別世論調査」（内閣府）＞ 

     「北方領土問題について聞いたことがあり、問題の内容も知っている」 

                       39.2%（平成 20年）→40.5%（平成 25年） 

     「北方領土返還要求運動に参加したい」34.5%（平成 20年）→36.1%（平成 25年）等 

・ また、これまで啓発の効果が必ずしも十分に及んでいなかった世代、地域な

どへの啓発の重点化に伴い、ＳＮＳ等による情報発信量や運動への若年層の参

加、啓発の波及効果を高めるための民間企業等との連携に関する指標を設定し

ているほか、協会の取組成果等が利活用されているかという観点での指標を設

定。 

 

【重要度：高】これまで北方領土返還要求運動の中核を担ってきた元島民の高齢化

が一層進む中で、北方領土問題の解決に向けた強い意志が世代を超えて共有さ

れることが必要。そのため、あらゆる地域、世代の国民、とりわけ次代を担う

若い世代の北方領土問題に対する理解を深め、関心を高めていくことが急務で

あり、目に見える効果を上げることが必要。 

【難易度：高】問題への関心が相対的に低い層に情報を届け、関心と理解の底上げ

を図ることは容易なことではない。北方領土問題に対する関心や理解の度合い

などは、その時々の社会情勢など外部要因による影響も想定される。評価にお

いてそうしたことも考慮することを前提に、本中期目標期間において目に見え

る効果を上げていく必要から、チャレンジングな目標を設定。 

 

（２）四島交流事業 

   北方領土問題の解決を含む日露間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、

相互理解の増進を図り、問題の解決に寄与するため、関係機関・団体と連携し、
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北方四島在住ロシア人と元島民、返還運動関係者等との相互交流を着実に実施す

る。特に、日露関係等の情勢変化に応じた内閣府等の方針に基づき、体制の整備

も含め、機動的かつ適切に対応する。 

加えて、国民世論の啓発への波及効果を高める観点から、国民一般の北方領土

問題に関する関心や理解を広げる上で有益な者の参加や交流プログラムの工夫

を図るとともに、事業成果についての徹底的かつ継続的な情報発信（事業参加者

による積極的な発信の推進を含む。）、事業参加者による事後活動を推進する。 

交流プログラムについては、参加者のニーズも踏まえつつ、学術・文化・スポー

ツなどの専門家・団体とも連携し、相互理解の一層の増進につながる内容とする。 

   毎年度の事業のＰＤＣＡサイクルをより実効的に機能させるため、関係団体等

の意見を聞きながら、課題と改善策をとりまとめて内閣府に報告し、改善の実現

を図る。 

 

【指標】 

 ・ 各年度の計画に基づき、各事業を適切に実施する（日露関係等の情勢変化

に応じた内閣府等の方針に基づき、体制の整備も含め、機動的に対応するこ

とを含む。外部要因により中止される場合を除く。）。 

・ 各事業に関連する情報発信（協会による発信に加え、事業参加者による発

信も含む。）が積極的に行われるよう（ＳＮＳによる発信であれば一事業当た

り 550 件 P2F

3
P以上。他の方法による発信の場合はこれに準ずる。）、協会は必要

な措置を講ずる。 

・ 国民一般の北方領土問題に関する関心や理解を広げる上で有益な参加者につ

いて検討し、それらの者が参加する交流事業を毎年度実施する。 

・ 交流プログラムについて、相互理解の増進に加え、国民世論の啓発への波及

効果の増大にも資する企画を毎年度検討し、実施する。［参考 平成 28年度実

績：１回］ 

   ・ 事業参加者による事後活動について発信する仕組みを検討し、本中期目標

期間第４年度から本格実施する。 

 

  ［指標設定の考え方］ 

   ・ 本事業については、毎年度運用の細部も含めて事業を検証し、改善を行うこ

ととしているが、その改善策を講じていく中で、各年度の計画に基づいて事

業を適切に実施していくことが第一の目標である。特に、本中期目標期間に

おいては、内閣府等の方針に基づき、日露関係などの情勢変化に柔軟に対応

していくことが肝要。 

   ・ その上で、相互理解の増進のため、交流プログラムの更なる工夫に関する指

標に加え、国民一般の関心や理解の広がりにもつながるよう、参加者の事後

活動を含めた事業の情報発信の強化などに関する指標を設定。 

3 協会による発信 50件／事業参加者による発信 500件（一事業当たりの参加者を 50人と想定） 
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（３）調査研究 

   北方領土の現状や北方領土問題の経緯などに関する情報・資料を保有する機関

として、これまでの調査研究成果を整理し、それに対するアクセスの利便性向上

を進める。また、北方領土や北方領土問題の最新動向を踏まえ、関係機関等にと

って最も関心の高いテーマを選定して調査研究を実施する。各調査研究成果につ

いては、積極的に発信し、利活用を促進する。 

 

【指標】 

・ 本中期目標期間第２年度までに、これまでの調査研究結果を整理し、一覧

化して協会ホームページに掲載する。 

・ 本中期目標期間第３年度までに、調査研究結果を利活用した者から調査研

究内容についての評価を得る方策を導入し、次年度から実施する。 

   ・ 各年度における調査研究結果の引用・利活用の件数を測定し、その翌年度以

降、各年度において最初の測定年度以上の水準とする。 

 

  ［指標設定の考え方］ 

   ・ 調査研究の内容が関係機関等において役立つものとなっているか、また、

より多く利活用されているかという点に関する指標を設定。 

 

（４）元島民等の援護 

   元島民等が置かれている特殊な事情に鑑み、元島民等が行う返還要求運動や資

料収集等の活動について、より効果的な実施のための助言を含めた支援を行う。 

   北方四島へのいわゆる自由訪問への支援について着実に実施する。特に、航空

機による特別墓参など、その時々の日露関係の変化等に応じた内閣府等からの方

針に基づき、体制の整備も含め、機動的かつ適切に対応する。 

 

【指標】 

 ・ 元島民等の活動支援について、活動ごとに効果的な実施等のための助言を

実施する。 

 ・ 自由訪問への支援について、各年度の計画に基づき、各回、適切に実施す

る（日露関係等の情勢変化に応じた内閣府等の方針に基づき、体制の整備も

含め、機動的に対応することを含む。外部要因により中止される場合を除く。）。 

 

［指標設定の考え方］ 

  ・ 元島民等の活動支援については、元島民等の北方領土や北方領土問題への

思いを多くの人々や次世代に伝えていくため、財政的支援のみならず、効果

的な実施等のための助言を行うことを目標として明示。 

    ・ 自由訪問への支援については、各年度の計画に基づいて着実に実施するこ
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とが重要であり、特に、本中期目標期間においては、航空機を利用した墓参

を中心とする自由訪問（いわゆる航空機による特別墓参）など、その時々の

内閣府等の方針に基づき、日露関係などの情勢変化に適切に対応していくこ

とが必要。 

 

（５）北方地域旧漁業権者等への融資 

   北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律（昭和 36 年法律第 162

号）に基づき、融資事業を適切に行う。その際、北方地域旧漁業権者等が置かれ

ている特殊な地位等に鑑み、親身になってきめ細かな相談やサービスを行う。 

   融資メニューについては、社会情勢や利用者ニーズを適切に踏まえ、必要に応

じ、見直しを行う。 

   また、関係金融機関との連携を強化し、制度利用の活性化・円滑化を進める。 

 

【指標】 

   ・ 個別の融資対象者の事業の経営と生活の安定に向けた相談等の件数を前中

期目標期間最終年度比増とする。［参考 平成 28年度融資相談件数：405件］ 

・ 社会情勢や利用者ニーズを適切に踏まえ、必要に応じ、融資メニューの見

直しを実施する。 

 

  ［指標設定の考え方］ 

   ・ 北方地域旧漁業権者等が置かれている特殊な地位等に鑑み、親身になって

事業の経営や生活の安定に向けてきめ細かく相談等に応じることにより、政

策金融としての信頼を向上させていくことが必要。 

   ・ 融資事業が、北方地域旧漁業権者等の事業経営や生活の安定に資するもの

であるため、社会情勢や利用者ニーズを適切に踏まえ、必要に応じ、融資メ

ニューの見直しを行うことを明示。 

 

４．業務運営の効率化に関する事項 

（１）業務の見直し 

   本中期目標期間初年度において、理事長がリーダーシップを発揮し、国民世論

の啓発を中心に、事業の有効性や費用対効果の検証を行う。検証結果に基づき、

既存事業の廃止や新規事業の創設、職員の関与の合理化を含む改善・効率化を徹

底的に行う。なお、本中期目標が設定している指標等において行うこととしてい

る業務も含めて見直しを行うこととし、見直しの結果に基づき、必要に応じ、指

標の修正等を行う。 

また、各事業のＰＤＣＡサイクルを毎年度実効的に機能させていく。 

   効果的な事業の実施のため、委託事業については、実施内容やその効果検証に

主体的に関与するとともに、助成事業については、所期の目的が達成されている

か等の観点から事後的な確認を着実に行う。 
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（２）業務運営の効率化に伴う経費節減等 

   運営費交付金を充当する業務について、業務の効率化を進めることなどにより、

一般管理費（人件費及び一時経費を除く。）は、本中期目標期間最終年度における

当該経費の総額を、前中期目標期間最終年度に対して、７％削減する。また、業

務経費（特殊要因に基づく経費、一時経費及び四島交流等事業に要する傭船・運

航に係る経費を除く。）については、毎年度、前年度比１％の経費の効率化を図

る。 

 

（３）給与水準の適正化 

   役職員の給与水準については、政府の方針を踏まえ、国家公務員の給与水準を

十分に考慮し、手当を含めた役員の報酬、職員の給与の在り方について検証した

上で適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 

   また、職員の勤務成績を給与等に反映することにより、職員の士気を向上させ、

より効率的な業務運営を図る。 

 

（４）調達の合理化等 

公正かつ透明な調達手続による適切で迅速かつ効果的な調達を実現する観点か

ら「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月

25 日総務大臣決定）に基づき策定した「調達等合理化計画」を着実に実施する。

契約は原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争入札・公募をいい、競

争性のない随意契約は含まない。以下同じ。）によることとし、一般競争入札等に

よる場合であっても、特に企画競争、公募を行う場合には、競争性、透明性が確

保される方法により実施する。 

一者応札の縮減のため、十分な公告期間の確保や、新規参入者を考慮した仕様

書の見直しなどを図る。また、国民世論の啓発等の事業の実施に係る調達に当た

って、受託先に対しても事業の目標設定を求める手法について検討し、実施する。 

 

５．財務内容の改善に関する事項 

  独立行政法人会計基準の改訂等により、運営費交付金の会計処理として、業務達

成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位の業務ご

とに予算と実績を管理する体制を強化する。 

財務内容等の透明性を確保し、協会の活動に対する理解促進を図る観点から、決

算情報・セグメント情報の公表の充実を進める。 

更なる自己収入の確保のための方策について、具体的な検討を行う。 
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６．その他業務運営に関する重要事項 

（１）内部統制の充実・強化 

   法人としての説明責任を十分に果たすため、理事長等からの指揮命令系統や情

報伝達・共有の仕組みなど意思決定プロセスを明確化、文書主義の徹底を進める。 

   業務の有効性及び効率性、事業活動に関わる法令等の遵守、財務報告等の信頼

性を確保する内部統制の充実・強化のため、監事と内部統制推進部門との連携等

による監事機能の実効性の更なる向上や、前中期目標期間中に整備した内部統制

の仕組みが有効に機能しているかの点検・検証を通じた不断の見直しに取り組む。 

 

（２）公文書管理、個人情報保護、情報公開、情報セキュリティ対策 

   内部統制の充実・強化と連動して、法人文書の管理、個人情報の保護、情報公

開について、法令等に基づき、適正に対応する。その際、法令の改正や行政機関

における運用の動向等を十分に踏まえ、規程の整備や組織としての意識・対応力

を向上させるための措置をとる。 

   情報セキュリティ対策については、政府機関の情報セキュリティ対策のための

統一基準群を踏まえ、関係規程類を適時適切に見直し、整備する。これに基づき、

情報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、

攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。対策の実施状況を毎年度把握し、

ＰＤＣＡサイクルにより対策の改善を図る。 

 

（３）人事・労務管理 

   情勢変化に柔軟に対応するとともに、常に新たな発想をもって業務を遂行して

いくため、また、組織としての国際的なコミュニケーション能力を向上するため、

研修への参加の奨励や外部組織との人材交流の検討等を含め、計画的な人材の確

保・育成の取組を進める。また、上述の業務の大胆な効率化と相まって、長時間

労働の防止、育児・介護等との両立支援等の働き方改革を進め、職員の士気の向

上、働きやすい職場環境の整備を行う。 
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独立行政法人国民生活センター  

第４期中期目標（案）     

平成 30年○月○日 

消  費  者  庁 

 

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第29条の規定により、独立行政

法人国民生活センター（以下「センター」という。）が達成すべき業務運営に関

する目標（以下「中期目標」という。）を次のとおり定める。 

 

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 
我が国の消費者政策の基本となる事項は「消費者基本法」（昭和43年法律第

78号。平成16年に「消費者保護基本法」を改正。）により定められ、同法第２

条では「消費者政策」を「消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策」

と定義し、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」を政策推進の基本

理念としている。また、同法第１条では消費者政策の推進により「国民の消費

生活の安定・向上を確保する」ことを法の目的として掲げ、その達成に向けて

同法第９条において「消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者基本計画

を定める」ことを規定している。平成27年度から平成31年度までの５年間を対

象とした３回目の策定となる消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定。以

下単に「消費者基本計画」という。）では、消費者を取り巻く環境の変化や新

たな課題等に適切に対応した消費者政策を更に推進していくとしている。 

センターは、「独立行政法人国民生活センター法」（平成14年法律第123号。

以下「センター法」という。）第３条において、「国民生活の安定及び向上に

寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報提供及び調査研究を行

うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施する」

ことを目的として掲げている。 

国の政策体系との関係でセンターの位置付けをみると、消費者基本計画に

おいて、消費者庁は「消費者行政の司令塔・エンジン役」、センターは「消費

者問題に関する中核的実施機関」と位置付けられており、消費者政策の「実施

体制の充実・強化」が同計画で求められている。また、センターは、消費者基

本法第25条において、「国民の消費生活に関する情報の収集・提供や苦情処理

のあっせん及び相談等における中核的な機関として積極的な役割を果たす」

ものと位置付けられている。さらに、平成21年９月の消費者庁の創設と共に施

行された「消費者安全法」（平成21年法律第50号）第９条において、センター

は、都道府県・市町村に対し、都道府県・市町村による消費生活相談等の事務

の実施に関し、「情報の提供、当該事務に従事する人材に対する研修その他の

必要な援助を行う」ことや、同法第14条に基づき、消費者庁が行う消費者事故

等の情報の集約・分析及び取りまとめに対する「資料の提供、意見の表明、消

費者事故等の原因の究明のために必要な調査、分析又は検査の実施」等の協力
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を行うといった位置付けが規定されている。 

消費者を取り巻く環境をみると、消費者基本計画では「人口減少、高齢化・

独居化の進行」、「高度情報通信社会の進展、消費生活におけるグローバル化の

進展」等の環境変化により消費生活の多様化・高度化が進むとともに消費者問

題も多様化・複雑化しているとの基本認識を示した上、「高齢者や障害者など

の社会的弱者を狙った悪質商法などによる消費者被害は跡を絶た」ないとし

てこうした消費者を取り巻く環境を踏まえ、「高齢者、障害者などの被害に遭

いやすい消費者の被害の防止と救済を図ることが急務」との政策対応を求め

ている。このような環境変化の一方で、依然として消費者と事業者との間の情

報の質・量及び交渉力の格差は変わっていない。この格差を縮小し、消費者被

害の発生又は拡大の防止を図るとともに、消費者被害の迅速な回復を図るた

め、センターは、消費者庁との緊密な連携の下、国民生活に関する様々な情報

の収集・提供や被害回復のための取組等を行うことが必要とされている。また、

平成 23 年３月に発生した東日本大震災、平成 28 年４月に発生した熊本地震

を通じて国民の安全・安心に対する関心が一層高まっている。こうした環境変

化の中、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発又

は拡大の防止を図るため、消費者庁に消費者安全調査委員会が設置（平成 24

年 10月）されて以降、センターは、消費者庁との連携を強化してきたところ、

商品テスト等を通じて、生命又は身体分野の消費者安全の確保に寄与するこ

とが引き続き求められている。 

他方、こうしたセンターの役割が高まる中、センターを含めた独立行政法人

は、厳しい財政状況において事業の一層の効率化を図ることによって、限られ

た予算の中で質の高い行政サービスを提供することが求められている。 

したがって、センターが、平成 30年４月から始まる第４期中期目標期間に

おいて引き続き国、地方公共団体及び関係機関等と緊密に連携しつつ消費者

行政の中核的実施機関としてその機能の維持・強化を求められていることを

踏まえつつ質の高い行政サービスを効率的かつ効果的に提供していくため、

この中期目標を設定する。 

 

第２ 中期目標の期間 
センターの第４期中期目標の期間は、平成30年４月１日から平成35年３月

31日までの５年間とする。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
１．広報事業 

センターは、消費者基本計画において「消費者への情報提供」を行うことが

うたわれ、センター法第３条に掲げられた３つの目的のうちの１つとして「国

民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情

報の提供」を行うことが規定されている。この目的を達成するため、同法第10
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条において「国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供する」業務や

「国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供す

る」業務を実施することが規定されている。消費者基本計画やセンター法の規

定に基づき、以下の情報提供を行うとともに、広報事業の質の維持・向上及び

適切性の確保のため、以下の項目を実施する。 

 

（１）国民への情報提供 
① 報道機関等を通じた情報提供 

相談事業や商品テスト事業において分析し、取りまとめた情報について、

記者説明会の機動的な開催や、ウェブサイト上での公表など記者説明会以

外の方法による公表により、報道機関等を通じた情報提供を時宜に応じて

積極的に行う。 

 

【指標】 

・新聞（在京６紙、ネット掲載を含む）掲載回数（平成28年度実績：68回） 

・テレビ・ラジオ（ＮＨＫ及び在京キー局）放送回数 

（平成28年度実績：53回） 

 

【目標水準の考え方】 

国民への情報提供を広く行う手段として、新聞やテレビ・ラジオなどの

マスメディアによる報道を通じた広報が極めて有効であるが、当該報道

に接した読者や視聴者の数を正確に捉えることは困難であることから、

新聞（在京６紙、ネット掲載を含む）の掲載回数、テレビ・ラジオ（ＮＨ

Ｋ及び在京キー局）の放送回数を目標とし、達成水準は設定しないことと

する。 

 

【関連指標】 

・記者説明会開催回数（平成28年度実績：19回） 

・地方紙掲載回数（ネット掲載を含む）（平成28年度実績：216回） 

 

② ウェブサイト、出版物等による情報提供 

相談事業や商品テスト事業において分析し、取りまとめた情報を活用し

て、ウェブサイト、出版物等を通じて国民生活の諸問題に係る情報を適時適

切に提供する。また、消費者問題に関する専門的情報を編集したウェブ版

「国民生活」のウェブサイトへの掲載やその印刷版（簡易冊子版）の消費生

活センター等への配布、また、消費者トラブル対策に役立つ情報をコンパク

トにまとめた年1回発行の冊子「くらしの豆知識」の販売推進（無料の視覚

障害者向け録音図書「デイジー版くらしの豆知識」の配布推進を含む。）、

高齢者・障害者等に最新の消費者被害状況を迅速に伝えることを目的とす
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る「見守り新鮮情報」のメールマガジン発行及びウェブサイトへの掲載など

によって、高齢者・障害者等を含めたより広い国民や全国の消費生活センタ

ー等に必要な情報が行き渡るよう取り組む。 

 

【指標】 

・ウェブ版「国民生活」読者へのアンケート結果 ５段階評価中平均４以

上（平成28年度実績：平均4.5） 

・「くらしの豆知識」購入者へのアンケート結果 ５段階評価中平均４以

上 

 

【目標水準の考え方】 

毎月発行するウェブ版「国民生活」を着実にウェブサイトへ掲載し、重

要なテーマに関する特集を組むなど時宜に応じた編集の工夫を行い、そ

の内容の有用性につき広く国民への周知を図るとともに、特集記事等の

内容に対し読者の満足度を測る項目をアンケートに盛り込み、５段階評

価で平均４以上の読者評価が得られることを目標とする。「くらしの豆知

識」についても、アンケートにおいて購入者の満足度を測る項目を盛り込

み、５段階評価で平均４以上の購入者評価が得られることを目標とする。 

 

【関連指標】 

・ウェブ版「国民生活」全記事総アクセス数 

（平成28年度実績：5,550,235件） 

・ウェブ版「国民生活」を印刷した簡易冊子版の配布部数 

（平成28年度実績：1,195部） 

・「くらしの豆知識」販売部数（平成28年度実績：245,970部） 

・録音図書「デイジー版くらしの豆知識」作成部数 

（平成28年度実績：1,200部） 

   ・相談情報や商品テスト情報を活用した「見守り新鮮情報」の発行回数 

（平成28年度実績：24回） 

 

③ 消費者庁が行う注意喚起への協力 

消費者庁が行う注意喚起について、可能な限りの媒体を利用して消費者

に情報提供する。 

 

【関連指標】 

・消費者庁が行った注意喚起情報の紹介件数（平成28年度実績：571件） 

・他省庁が行った注意喚起情報の紹介件数（平成28年度実績：1,190件） 
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④ 災害時、消費者事故発生時その他の緊急時等における情報提供 

消費者基本計画では、平成23年３月に発生した東日本大震災後の国民の

消費生活において「消費者による必要以上の購入等による生活必需品等の

品不足」、「福島第一原発事故による風評被害」が発生したことを指摘して

「災害時の消費生活に関する情報提供」の充実を求めているほか、重大事故

を始めとする消費者事故の発生時において「消費者への注意喚起等の必要

な措置」を求めている。これらを踏まえ、災害発生又は消費者事故発生によ

り収集した情報、相談事業において緊急対応で設置した特設電話相談や都

道府県では相談対応が困難な事例に関する特設電話相談等により収集した

情報を、ウェブサイト等を通じて適時適切に提供する。 

  

【関連指標】 

・災害等関連情報の提供件数   

 

（２）消費者教育の推進に関する情報の提供 
「消費者教育の推進に関する法律」（平成24年法律第61号。以下「消費者教

育推進法」という。）及び「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（平成

30年○月○日閣議決定。以下「消費者教育推進基本方針」という。）を踏まえ、

消費者教育の推進に関する以下の取組を実施する。 

 

① 高齢者、障害者等及びこれらの者への支援を行う関係者等への情報提供 

消費者教育推進法第13条第１項の規定及び消費者教育推進基本方針に基

づき、センターは、地域において高齢者、障害者等に対する消費者教育が適

切に行われるようにするため、「見守り新鮮情報」等の情報提供を、消費者

庁が開催する「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」構

成員及び地方公共団体に対して行うほか、新たに消費者庁と連携し、消費者

安全法に基づく「消費者安全確保地域協議会」（見守りネットワーク）構成

員や民生委員協議会・社会福祉協議会・介護福祉士の活動組織等の支援機関

及びその構成員に対し、消費生活センター等を経由して情報の提供を行う

ことなどにより、センターの情報が高齢者、障害者等に到達しやすいよう積

極的な広報活動に努める。また、支援機関等による広報活動の状況を把握し、

これを踏まえて、支援機関及びその構成員に対する情報提供の方法につい

て消費生活センターを経由する以外の有効な方策を検討し、目標期間中に

適宜実施していくこととする。なお、実施する方策は、年度計画において具

体的に定める。併せて、広報を受けた高齢者等の反響を把握する仕組みを検

討し、構築した仕組みを活用して、当該取組の見直しや成果の把握を行う。 

  

【指標】 

・「見守り新鮮情報」（メールマガジン）登録者数 
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（平成28年度実績：21,873人） 

・情報提供を実施した支援機関数 

 

【目標水準の考え方】 

「見守り新鮮情報」（メールマガジン）についても「国民生活」と同様

に、その内容がより多くの人に認識され、より多くの人に読まれることに

意義があることから、発行回数そのものを単に増加させることよりも、発

行されたものがより多くの人に読まれるよう、登録者数を着実に増加さ

せることを重視する目標とする。そのための手段については、これまで実

施してきたウェブサイトでの登録呼び掛け及びセンターが主催又は参加

する各種フォーラムやイベント、講演会、研修等の様々な場で積極的に登

録を呼び掛けることに加え、民生委員、社会福祉主事、介護福祉士その他

の支援関係者や「消費者安全確保地域協議会」（見守りネットワーク）構

成員等への情報提供を行うことにより、高齢者・障害者本人のみならず、

これら支援関係者・構成員等の登録の実現と大幅な増加につなげていく

積極的な取組を行うことから、達成水準は設定しないこととする。 

 

【関連指標】 

・「見守り新鮮情報」（メールマガジン）発行回数 

（平成28年度実績：28回） 

・録音図書「デイジー版くらしの豆知識」作成部数 

（平成28年度実績：1,200部） 

 

② 消費者教育の推進に関する先進的な取組の情報提供 

消費者教育推進法第18条第１項の規定及び消費者教育推進基本方針に基

づき、センターは、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行わ

れている消費者教育に関する先進的な取組の情報を提供するため、東京事務

所及び相模原事務所の展示スペース等において、新たに情報の内容を広報す

る資料（ポスター、パンフレット等含む）を作成して掲示する。また、先進

的な取組で作成された資料や物品の展示を実施するとともに、ウェブサイト

における先進的な取組専用ページへの掲載を積極的に行う。 さらに、若者向

けの取組として、若者が慣れ親しむＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）を活用した188（消費者ホットライン）の広報を積極的に行う。 

 

【関連指標】 

・ウェブサイトにおける先進的な取組専用ページの更新回数 

・ウェブ版「国民生活」における先進的な取組の紹介回数 

・展示スペース等における先進的な取組の展示内容の更新回数 
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③ 消費生活相談実例等の消費者教育への活用 

消費者教育推進法第13条第２項の規定及び消費者教育推進基本方針に基

づき、センターは、公民館その他の社会教育施設等において、消費生活セン

ター等が収集した情報の活用による実例を通じた消費者教育が行われるよ

うＰＩＯ－ＮＥＴ情報を活用して時宜を得たテーマを選定し、情報提供する。 

 

【関連指標】 

・相談情報を活用した「見守り新鮮情報」発行回数 

（平成28年度実績：24回） 

 

２．情報収集・分析事業 
消費者基本法第25条において、センターは、「国民の消費生活に関する情報

の収集及び提供」を行うことが規定され、センター法第10条及び第42条では国

民生活に関する情報を収集、分析し、国民や関係機関等へ提供することが規定

されている。情報収集・分析事業の質の維持・向上及び適切性の確保のため、

以下の項目を実施する。 

 

（１）ＰＩＯ―ＮＥＴ等の刷新 
消費者基本計画第４章６（２）「全国消費生活情報ネットワークシステム（Ｐ

ＩＯ‐ＮＥＴ）を適切に運用するとともに、国の行政機関や地方公共団体によ

る法執行、事業者の指導への活用を促進する」との規定に基づき、以下を実施

する。 

 

① ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新 

全国消費生活情報ネットワークシステム（以下「ＰＩＯ―ＮＥＴ」という。）

については、消費生活相談の現場における利用の負担軽減と効率化による

速やかな情報収集、情報分析機能の向上による迅速な法執行や法改正の企

画立案といった行政機関等における活用促進のために、新たな解析手法で

あるテキストマイニングの導入や、人工知能（ＡＩ）、音声認識、本人認証

等の新技術の導入を検討し、平成32年度までにＰＩＯ－ＮＥＴの刷新を行

う。 

消費者庁との連携による地方公共団体等の理解と協力を得て相談受付後

の一層速やかな登録を引き続き促すことなどにより、相談受付からＰＩＯ

－ＮＥＴに登録されるまでの平均日数（以下「登録日数」という。）を短縮

するよう努める（センターが自ら受け付けた相談についても短縮に努め

る。）。  

 

【指標】 

・全国の消費生活センター等における登録日数７日以内（平成28年度実

19



績：7.0日） 

・センター受付相談の登録日数４日以内（平成28年度実績：4.3日） 

 

【目標水準の考え方】 

登録日数の短縮については、その重要性を全国の消費生活センター等

及びセンターが認識して相談現場での短縮努力やＰＩＯ－ＮＥＴのシス

テム改良等を行った結果、従来全国平均で30～40日程度要していた登録

日数が、平成28年度実績で消費生活センター等においては7.0日（当初目

標は10日）、センターにおいては4.3日（当初目標は５日）まで大幅に短

縮を超過達成した。引き続き、超過達成した実績ベースと同等程度以上の

成果を維持することが有益であり重要度も高いとみられることから、消

費生活センター等においては７日以内、センターにおいては４日以内の

目標とする。 

 

【重要度：高】 

登録日数を短縮することは、消費者被害の早期認識のために極めて重

要であり、消費者被害の発生又は拡大の防止及び被害の迅速な回復に資

するものであるため。 

 

【難易度：高】 

第３期中期目標期間における短縮努力により目標（消費生活センター

等10日以内、センター５日以内）の登録日数をすでに大幅に短縮し、困難

な目標を超過達成したところであるが、登録日数短縮の重要性に鑑み、引

き続き、新技術の導入や消費生活センター等、センター及び消費者庁の連

携による短縮努力等により、第３期中期目標の水準から更なる高みを目

指し、超過達成した実績ベースと同等程度以上の水準として、登録日数を

全国の消費生活センター等では７日以内、センターでは４日以内を目指

す目標設定とする。 

 

② ＰＩＯ－ＮＥＴの利用承認 

地方公共団体からの要望を踏まえ、ＰＩＯ－ＮＥＴの利用承認を適切

に実施する。 

 

【関連指標】 

・ＰＩＯ－ＮＥＴ利用承認件数（平成28年度実績：39件） 

 

③ 事故情報データバンクの運営 

事故情報データバンク（参画機関は13機関）について、消費者庁と連携

しながら適切な運営を実施する。 
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（２）関係機関への情報提供及び情報交換 
① 「早期警戒指標」利用機能の提供及び活用の促進  

消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、新たな手口・悪質事例等を

早期に明らかにする「早期警戒指標」（「急増指標」及び「特商法指標」の

２種類）の出力機能をＰＩＯ－ＮＥＴの機能として消費者庁、関係省庁、関

係独立行政法人、消費生活センター等の関係機関に提供するとともに、同機

能の活用を促進する。 

 

【指標】 

・全国の消費生活センター等における早期警戒指標利用者数 7,000人 

（平成28年度実績：6,719人） 

 

【目標水準の考え方】 

早期警戒指標を毎月着実に発行することとし、その上で毎月の利用者

数を確保してその内容を確実に知らせることに意義があることから、Ｐ

ＩＯ－ＮＥＴにおいて同機能の利用者を平成28年度実績と同等程度以上、

確保するよう努めることを目標とする。 

 

② 消費生活センター等への情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴの運営等について、消費生活センター等に対し情報提供

を行う。 

 

【関連指標】 

・「ＰＩＯ－ＮＥＴつうしん」発行回数（平成28年度実績：13回） 

・ＰＩＯ－ＮＥＴに関する事務連絡発出回数（平成28年度実績：26回） 

・ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に関する資料等発行回数（平成28年度実績：16回） 

・「早期警戒指標」発行回数（平成28年度実績：12回） 

・消費者行政フォーラムログイン数（平成28年度実績：約74.9万回） 

 

③ 行政機関等との情報交換 

法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資するため、消費者利益を侵

害する違法・不当行為の取締り等を行う行政機関等との間で緊密な情報交

換を行う。 

 

【関連指標】 

・情報提供依頼への対応件数（平成28年度実績：1,894件） 

・法令照会（警察／裁判所/弁護士会／適格消費者団体／センター法第40
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条第１項（和解の仲介手続によって紛争が解決されなかった消費者の訴

訟支援）／その他） 

（平成28年度実績：644件＜内訳＞警察：277件、裁判所：12件、弁護士

会：286件、適格消費者団体：59件、センター法第40条第１項（和解の

仲介手続によって紛争が解決されなかった消費者の訴訟支援）：１件、

その他：９件） 

・公益目的を有する法人その他団体から消費者利益の増進に特に寄与し

得ると判断される照会（平成28年度実績：110件） 

 

④ 適格消費者団体・特定適格消費者団体のＰＩＯ－ＮＥＴ利用  

消費者被害の発生又は拡大の防止及び迅速な回復を図るため、消費者団

体訴訟制度（適格消費者団体が事業者の不当な勧誘行為等の差止請求をす

ることができる制度及び特定適格消費者団体が事業者の不当な行為により

生じた消費者の財産的被害を集団的に回復することができる制度）が導入

されている。同制度の担い手である適格消費者団体等が、より実効的に活動

をするためには、消費者被害の情報に関する支援が必要であり、「消費者契

約法の一部を改正する法律」（平成28年法律第61号）及び「独立行政法人国

民生活センター法等の一部を改正する法律」（平成29年法律第43号）の附帯

決議において、消費者団体訴訟制度の担い手である適格消費者団体等に対

するＰＩＯ－ＮＥＴの配備等による支援を行うこととされた。このため、引

き続き、地方公共団体等関係者との調整を踏まえ、ＰＩＯ－ＮＥＴ端末の配

備に向けた検討を進めるほか、消費者団体からの要請に基づきＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ情報の提供を積極的に行う。 

 

【関連指標】 

・「急増指標」に基づく情報提供団体数 

（平成28年度実績：６団体＜内訳＞適格消費者団体：５団体、特定適格

消費者団体：１団体） 

・適格消費者団体からの照会への対応件数（平成28年度実績：59件） 

 

３．相談事業 
消費者基本計画では、消費者政策として「消費者と事業者との間の苦情処

理・紛争解決」がうたわれ、センターは、「消費生活センター等の相談支援機

能の強化に努める」こととされている。また、消費者基本法第25条では「事業

者と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談に

おける中核的な機関として積極的な役割を果たす」こと、センター法第10条で

は「国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供す

る」ことが規定されている。これらの規定を踏まえ、相談事業の質の維持・向

上及び適切性の確保のため、以下の項目を実施する。 
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（１）苦情相談 
① 経由相談及びセンター受付相談 

消費者基本計画第４章６(１)「国民生活センターによる消費生活センタ

ー等の相談支援機能の強化」に基づき、センターにおいて、弁護士・専門技

術者等専門家からのヒアリングを行う等により専門分野に特化したセンタ

ーの消費生活相談員・職員を育成し、消費生活センター等からの経由相談の

解決能力の向上を図る。また、消費生活センター等において対応困難な分野

に関する相談については、移送・共同処理等の対応を消費生活センター等と

連携を図りながら積極的に行い、その対応から得られるノウハウや知見を

消費生活センター等へ周知する。さらに消費者ホットラインの三桁化（188）

に伴う消費生活相談の増加に対応し、平日バックアップ相談、お昼の消費生

活相談、休日相談（必要な年末年始対応含む。）を適切に実施し、あっせん

を積極的に行う。 

 

【関連指標】 

・専門家からのヒアリング回数（平成28年度実績：839回）  

・事例研究会の実施回数（平成28年度実績：36回） 

・経由相談件数（平成28年度実績：7,589件） 

・うち助言件数（平成28年度実績：6,608件） 

・うち移送・共同処理等件数（平成28年度実績：859件） 

・平日バックアップ相談件数（平成28年度実績：3,740件） 

・うちあっせん件数（平成28年度実績：175件） 

・お昼の消費生活相談件数（平成28年度実績：3.021件） 

・うちあっせん件数（平成28年度実績：168件）  

・休日相談件数（平成28年度実績：5,431件） 

・うち即日対応件数（平成28年度実績：5,420件） 

 

② 個人情報に関する苦情相談 

個人情報に関する苦情相談について、「個人情報の保護に関する基本方針」

（平成16年４月２日閣議決定）に基づき、円滑かつ的確な処理に資するため、

苦情相談機能を発揮し、また、個人情報に関する苦情相談の事例を集約・分

析し、消費生活センター等に周知することにより、各種相談機関における個

別の相談事例から得られる知見を蓄積し、その共有を図るものとする。 

 

【関連指標】 

・個人情報相談件数（平成28年度実績：72件） 

・「消費生活相談緊急情報」での情報提供（平成28年度実績：２回） 
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③ 越境消費者トラブルに関する苦情相談 

消費者基本計画第４章５(３)「近年増加している越境消費者トラブルに

ついて、国民生活センターにおける相談対応を実施するとともに、連携先と

なる海外機関との更なる連携強化・拡大に努める」との規定に基づき、海外

事業者と我が国の消費者のトラブルに関する相談窓口である「越境消費者

センター（ＣＣＪ）」を活用し、越境消費者トラブルに関する相談対応を適

切に行う。また、消費者庁と連携し、越境消費者トラブルが多い国・地域を

中心に提携先海外消費者機関を拡大する。 

 

【指標】 

・海外消費者機関との新規提携件数 

 

【目標水準の考え方】 

  消費者基本計画においては、「消費生活におけるグローバル化の進展」

等の環境変化により消費生活の多様化・高度化が進むとともに消費者問

題も多様化・複雑化しているとの基本認識が示されており、我が国の消費

者が海外事業者との間で消費者トラブルとなる事案が増加している。海

外に所在する事業者との間のトラブルを国内の機関のみで解決すること

は困難な場合が多いことから、ＣＣＪと提携を結ぶ海外消費者機関を増

加させ、多国にわたり所在する多様な海外事業者との交渉を、海外機関を

利用して実施することが効果的かつ効率的であるため、海外消費者機関

との新規提携件数を目標とする。ただし、海外消費者機関との新規提携

は、相手国機関の意向や事情に大きく左右されることから、達成水準は設

定しないこととする。 

 

【関連指標】 

・ＣＣＪ受付の相談件数 （平成28年度実績4,473件） 

・「消費生活相談緊急情報」による情報提供回数（平成28年度実績：８回） 

・海外消費者機関との提携機関数（平成28年度末：12機関） 

 

④ 訪日外国人旅行者への対応 

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催（平成32

年）に向けて、また、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」を踏まえ、「明日

の日本を支える観光ビジョン」（平成28年３月30日公表）における「訪日外

国人旅行者数を2020年（平成32年）に4,000万人、2030年に6,000万人」、「訪

日外国人旅行者消費額を2020年に８兆円、2030年に15兆円」との目標や、消

費者基本計画第２章５における「消費者政策においても、短期滞在する外国

人旅行者を含む我が国に在留する外国人に対する対応、例えば情報提供や

相談対応における多言語対応などが求められている」との政策的要請に基
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づき、センターは、関係機関と連携し、訪日外国人旅行者が訪日中に被害に

遭いやすい消費者トラブルについて、訪日外国人旅行者に向けた積極的な

情報提供を行う。また、訪日外国人旅行者が訪日中に被害に遭った消費者ト

ラブルに係る苦情相談については、平成30年度に新たに設置する訪日外国

人向け電話相談窓口において、外国語通訳サービス（三者間通話システム）

の活用等により被害の救済に取り組むとともに、外国人相談対応で得た情

報・ノウハウを活用して多言語による情報提供を行う等、訪日外国人の消費

者被害の発生又は拡大の防止に役立てる。 

  

【関連指標】 

・訪日外国人苦情相談数 

 

⑤ 災害時、消費者事故発生時その他の緊急時等における相談対応 

消費者基本計画では、平成23年３月に発生した東日本大震災後の国民の

消費生活において「消費者による必要以上の購入等による生活必需品等の

品不足」、「福島第一原発事故による風評被害」が発生したことを指摘して

災害時の消費生活に関する相談体制の充実を求めていること、また、重大事

故等を始めとする消費者事故等の発生時には収集した事故情報に基づき消

費者への注意喚起等の必要な措置を求めていることを踏まえ、災害時、消費

者事故発生時その他の緊急時等における相談対応を適切に行う。 

さらに、地方公共団体の意向を踏まえ、都道府県・市町村等に対し援助者

の派遣や平成28年度の「熊本地震消費者トラブル110番」や平成26年度の「キ

ャッシュレスでの買い物トラブル110番」と同様の緊急対応の特設電話及び

都道府県では相談対応が困難な事例に関する特設電話の設置等による支援

を迅速に実施する。 

 

【関連指標】 

・特設電話相談実施回数（平成28年度実績：２回（「熊本地震消費者トラ

ブル110番」、「60歳以上の消費者トラブル110番」）） 

・特設電話相談受付件数（平成28年度実績：「熊本地震消費者トラブル110

番」875件、「60歳以上の消費者トラブル110番」95件） 

 

（２）国民への情報提供 
消費者基本計画第４章５(２)「消費者事故等の情報収集及び発生・拡大防止」

に基づき、以下の情報提供を行う。 

 

① 報道機関を通じた情報提供 

ＰＩＯ―ＮＥＴ等に蓄積されている情報やセンターで処理された苦情相

談を分析し、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等
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に関する財産事案に係る情報を迅速に分析して取りまとめ、報道機関を通

じた情報提供を行う。 

 

【関連指標】 

・公表件数（相談情報部公表分）（平成28年度実績：36件） 

・取材対応件数 

 

② ウェブサイト等による情報提供 

センターのウェブサイトに設置している「消費者トラブルメール箱」や

「注目テーマ」のコンテンツについては、寄せられた情報を積極的に活用し、

分析した上で、必要な情報を迅速かつより分かりやすくウェブサイト等を

通じて提供する。 

 

【指標】 

・情報提供数（平成28年度実績：52件） 

 

【目標水準の考え方】 

情報提供については、回数の多さを目標とするよりもそれぞれの提供

の内容が重要であることから、その内容を充実させて新たな手口や消費

者トラブルメール箱等に寄せられる手口を中心とした情報を着実に情報

提供することを目標とする。なお、情報提供件数は、消費者トラブルの傾

向等によって変動すると考えられることから達成水準は設定しないこと

とする。 

 

【関連指標】 

・「消費者トラブルメール箱」受信件数（平成28年度実績：9,387件） 

・「消費者トラブルメール箱」ＦＡＱコーナーへのアクセス件数 

（平成28年度実績：132,054件） 

 

（３）関係機関への情報提供、情報共有及び情報交換 
① 消費者庁等への情報提供、情報共有 

消費者事故等の発生に関して、必要な事項を適切な方法で消費者庁へ通

知するとともに、財産事案に係る情報共有のための会議の場等を通じ、ＰＩ

Ｏ－ＮＥＴ等に蓄積されている情報等の分析結果や、消費者に同種被害が

多数発生している事例、深刻な被害事例等について、消費者庁との情報共有

をより緊密に行う。また、公共料金の値上げが消費生活に及ぼす影響の大き

さに鑑み、公共料金に関して受け付けた意見・相談内容等を取りまとめ、消

費者庁へ報告する。 

さらに、関係行政機関への情報提供を積極的に行う。 
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【指標】 

・関係機関等への情報提供件数（相談情報部提供分） 

（平成28年度実績：31件） 

 

【目標水準の考え方】 

 相談事例等から得られる新たな手口・悪質事例等の情報は、消費者被害

の発生又は拡大の防止を図るため重要であることから、関係機関等への

情報提供件数を目標とする。これらは、情報提供件数の多さを目標とする

よりも消費者被害の多数性、普遍性、深刻性等をより迅速に関係機関等へ

情報提供することが重要であることから、達成水準は設定しないことと

する。 

 

【関連指標】 

・重大事故等のおそれがあるものについての情報提供件数 

（平成28年度実績：42件） 

・消費者事故等のおそれがあるものについての情報提供件数 

（平成28年度実績：63件） 

・消費者庁への報告件数（公共料金等）（平成28年度実績：29件） 

・情報提供における関係行政機関の対応件数 

（相談情報部：行政処分や業務改善等の対応）（平成28年度実績：６件） 

 

② 消費生活センター等への情報提供 

消費生活センター等からの経由相談及びセンター受付相談への対応から

得られる知見や苦情相談に係る緊急情報について、消費生活センター等に

対して、月２回以上の情報提供を行う。 

  

③ 行政機関等との情報交換 

法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資するため、消費者利益を侵

害する違法・不当行為の取締り等を行う消費者庁を始めとした行政機関等

との間で緊密な情報交換を行う。 

       

【関連指標】 

・審議会や検討会等からのヒアリング対応回数（平成28年度実績：40件） 

 

④ 「早期警戒指標」の活用と関係機関等への情報提供 

消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため「早期警戒指標」を活用し、

消費者庁、関係省庁、関係独立行政法人、消費生活センター等の関係機関等

へ新たな手口・悪質事例等の迅速な情報提供を行う。 
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【関連指標】 

・「早期警戒指標」を活用した情報提供件数（平成28年度実績：４件） 

 

（４）関係行政機関等に対する改善要望 
消費者基本計画の「新たな課題の解決に向けて今後も不断の努力を続け、消

費者政策の更なる充実を目指していくことが求められる」（第１章）に基づき、

消費生活相談情報の収集・分析結果等を基に、関係行政機関等に対して制度等

に関する改善要望を積極的に提出する。 

 

【指標】 

・関係行政機関等への要望件数（相談情報部要望分） 

（平成28年度実績：３件） 

 

【目標水準の考え方】 

 制度改正等への要望は、消費者被害の発生又は拡大の防止に直接的に

結びつくものであり、センターの大きな役割の一つであることから、関係

行政機関等への要望件数を目標とする。ただし、消費者被害は、発生する

まで内容の普遍性、深刻性等は分からず、都度の対応が必要であることか

ら、達成水準は設定しないこととする。 

 

【関連指標】 

・関係行政機関の対応件数（相談情報部要望分） 

 

（５）消費生活相談員の処遇改善を通じた相談事業の質の維持・向上 
消費者安全法（平成21年法律第50号）第10条の３による消費生活相談員の法

定化（平成26年６月13日同法改正）や、同法第11条及び消費者基本計画第４章

６（２）の消費生活相談員に係る規定等を踏まえ、センターの消費生活相談員

に対し、専門職としての職務と能力に鑑み適切な評価を行い、処遇改善を通じ

た人材確保により相談事業の質の維持・向上を図る。 

 

４．商品テスト事業 
消費者基本法第25条において、センターは、「消費者からの苦情等に関する

商品についての試験、検査等」における中核的な機関として積極的な役割を果

たすことが規定されている。商品テスト事業の質の維持・向上及び適切性の確

保のため、以下の項目を実施する。 

 

（１）商品テストの実施 
① 商品テストの実施 
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消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の生活実態に即し

て必要な商品テストを行う。具体的には、地方公共団体から依頼のあった相

談解決のための商品テスト及びＰＩＯ－ＮＥＴや消費者庁と共同運営し、

全国の参画医療機関より注意喚起等に有効な端緒情報を収集する医療機関

ネットワークなどの事故情報から、重篤性や多発性、新規性等の観点から事

案を選定した注意喚起のための商品テストを積極的に実施するとともに、

相談解決のための商品テストについては、原則として全てに対応し、重大事

故等のおそれのあるテスト結果についても情報提供する。また、消費者安全

法第14条の規定を踏まえ、消費者事故等の原因究明や情報提供のために、消

費者庁（消費者安全調査委員会を含む。）からの求めに応じ必要な協力を行

う。なお、情報提供案件については、各分野の有識者により構成される商品

テスト分析・評価委員会により、テストの企画立案及びテスト結果の分析・

評価、公表の妥当性等について審議を行うほか、必要に応じて関係機関との

連携強化、外部化を始め、商品テスト事業を強化する。 

  

【指標】 

・テスト依頼への技術相談を含めた対応率 100％ 

（平成28年度実績：100％） 

・注意喚起のための商品テスト実施件数（平成28年度実績：10件） 

 

【目標水準の考え方】 

地方公共団体から依頼のあった相談解決のための商品テストについて

は、中核的機関としての地方支援の役割に鑑み、引き続き原則として全て

に対応する。 

注意喚起のための商品テスト実施件数については、同テストの重要度

が高いことから、今後もこれまで以上の実施が期待される。しかし、注意

喚起が必要となる事案は年度により様々であり、単に当該テストの件数

を増加させることよりも、テスト内容を充実させ、より有益な情報発信を

していくことが重要であることから、達成水準は設定しないこととする。 

 

【関連指標】 

・商品テスト実施件数（平成28年度実績：230件） 

・うち消費生活センター等からの依頼に基づく商品テスト実施件数（前

年度受付分を含む）（平成28年度実績：214件（前年度受付分を含む）） 

・うち消費者庁からの依頼に基づく商品テスト実施件数（平成28年度実

績：６件） 

・うち注意喚起のための商品テスト実施件数 （平成28年度実績：10件） 

・消費生活センター等からの依頼・相談件数（平成28年度実績：373件） 

・うち消費生活センター等からの商品テスト依頼の受付件数 
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（平成28年度実績：205件） 

・うち消費生活センター等からの技術相談等の件数 

（平成28年度実績：168件） 

・医療機関ネットワーク参画機関数（平成28年度実績：30機関） 

・医療機関ネットワーク基本情報収集件数（平成28年度実績：8,286件） 

・うち詳細情報収集件数（平成28年度実績：281件） 

・うち追跡調査実施件数（平成28年度実績：４件） 

・商品テスト分析・評価委員会開催回数（平成28年度実績：20件） 

・商品テスト分析・評価委員会の意見を反映させた情報提供件数 

（平成28年度実績：10件） 

・他機関の知見等の活用回数（平成28年度実績：27件） 

 

（２）国民への情報提供 
① 報道機関等を通じた情報提供  

ＰＩＯ―ＮＥＴ等に蓄積されている危害・危険、品質等に関する相談情報

や医療機関ネットワーク等に登録された事故事例を調査・分析し、消費者に

同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等に関する情報を迅速

に分析して取りまとめ、情報提供を行う。 

 

【関連指標】 

・公表件数（商品テスト部公表分）（平成28年度実績：28件） 

・事業者名を含めた公表件数（商品テスト部公表分） 

（平成28年度実績：７件） 

・取材対応件数 

 

② ウェブサイト、出版物等による情報提供  

ウェブサイト、出版物等を通じて国民生活に関する諸問題に係る情報を

適時適切に提供する。特に「くらしの危険」については、公表情報を積極的

に活用し、事故防止に必要な情報をより分かりやすく提供する。 

 

【関連指標】 

・ウェブサイト又はＦＡＸ公表回数（平成28年度実績：28件） 

・「くらしの危険」発行回数（平成28年度実績：６件） 

・「くらしの危険」アクセス数（平成28年度実績：239,551件） 

 

（３）関係機関への情報提供、情報共有及び情報交換 
① 消費者庁等への情報提供、情報共有 

重大事故等や消費者事故等のおそれがある商品テスト結果に関して、必

要な事項を適切かつ迅速に消費者庁へ通知するとともに、生命身体事案に
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係る情報共有のための会議の場等を通じ、ＰＩＯ－ＮＥＴ等に蓄積されて

いる情報等を調査・分析し、消費者に同種被害が多数発生している事例、深

刻な被害事例等について、消費者庁との情報共有をより緊密に行う。 

また、東日本大震災からの復興を支援するため、放射性物質に関する検査

について、引き続き地方公共団体における実施体制を支援するとともに、地

方公共団体からの依頼に基づく検査を積極的に実施する。  

さらに、商品テスト等の対象商品・役務に関連する関係省庁、事業者団体

などへの情報提供を積極的に行う。 

 

【指標】 

・関係機関への情報提供件数（商品テスト部：関係行政機関への情報

提供）（平成28年度実績：15件） 

 

【目標水準の考え方】 

商品テスト等を実施した情報はそれぞれの内容に応じて、関係省庁、

事業者団体において活用されるよう適切に提供することが重要であるた

め、達成水準は設定しないこととする。 

 

【関連指標】 

・相談解決のためのテストにおける重大事故等テスト結果の情報提供件

数（平成28年度実績：10件） 

・相談解決のためのテストにおける法律に抵触するおそれのあるテスト

結果の情報提供件数（平成28年度実績：７件） 

・重大事故等のおそれがあるものについての情報提供件数 

（平成28年度実績：４件） 

・消費者事故等のおそれがあるものについての情報提供件数 

（平成28年度実績：０件） 

・情報提供における関係行政機関の対応件数（商品テスト部：行政処分や

業務改善等への要望についての対応）（平成28年度実績：２件） 

・放射性物質に関する精密検査実施件数（平成28年度実績：７件） 

・放射性物質に関する全国研修会実施回数（平成28年度実績：１回） 

・放射性物質に関する研修会への講師派遣回数（平成28年度実績：１回） 

 

② 消費生活センター等への情報提供 

商品テストに係る技術情報等について、消費生活センター等に対し情報

提供を行う。 

 

【関連指標】 

・消費生活センター等のテスト技術職員等との情報交換 
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（平成28年度実績：２回） 

・「製品関連事故情報」作成回数（製品関連）（平成28年度実績：12回） 

・消費生活センター等に情報提供したテスト実施機関数 

（平成28年度実績：261機関） 

・商品テスト情報のデータベースへの登録件数（平成28年度実績：232件） 

 

③ 行政機関等との情報交換 

法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資するため、商品テストを通

じて得た知見や専門性を活かし、消費者利益を侵害する違法・不当行為の取

締り等を行う行政機関等との間で緊密な情報交換を行う。 

       

【関連指標】 

・審議会や検討会等への出席回数（平成28年度実績：20回） 

 

④ 関係機関等との情報交換、連携及びテスト重複の排除  

類似又は同種の商品テストを実施する関係機関等との間で、定期的な会

議を行うなど緊密な情報交換を行い、連携をより強化するとともに、商品テ

ストが重複することのないよう調整を行う。 

 

（４）関係行政機関等に対する改善要望 
商品テスト結果等を基に、関係行政機関等に対して制度等に関する改善要

望を積極的に行う。 

 

【指標】 

・関係行政機関等への要望件数（商品テスト部要望分） 

（平成28年度実績：11件） 

 

【目標水準の考え方】 

商品テスト結果等により明らかになった問題点について、関係省庁や

事業者団体に規格・基準の制定・見直し及び改善を要望するためには、

商品テスト内容等を充実させ、的確な情報提供をしていくことが重要で

あるため、達成基準は設定しないこととする。 

 

【関連指標】 

・関係行政機関等の対応件数（商品テスト部要望分） 

（平成28年度実績：８件） 

 

５．教育研修事業  
センターは、消費者基本計画第４章４（２）「消費者教育の推進」及び第４

32



章６「国や地方の消費者行政の体制整備」、消費者教育推進法、消費者教育推

進基本方針及び消費者安全法に基づき、時々刻々と変化する状況に応じた受

講ニーズを把握しつつ、消費者庁が推進する施策の内容も踏まえ、消費者教育

の担い手を育成するための研修、消費者行政職員及び消費生活相談員等を対

象とした研修等の実施において中核的な機関として積極的な役割を果たす必

要がある。教育研修事業の質の維持・向上及び適切性の確保のため、以下の項

目を実施する。 

  

（１）実務能力向上のための研修 
消費者行政職員、消費生活相談員等にとどまらず、社会福祉関係者、学校教

育関係者、消費者教育の担い手、また、消費者の利益の擁護又は増進を図るた

めの活動を行う民間の団体又は個人、さらには、消費者志向の経営を意識する

事業者を対象とした研修を実施する。また、消費生活相談窓口等への現場復帰

や就職を目指す「消費生活相談員」等の資格を有する者を対象とした、専門知

識アップデートのための研修を実施する。研修の手法としては、効果の高い事

例検討型・参加体験型研修を主体とするとともに、研修対象者のニーズに積極

的に応じ、その充実を図る。なお、事業者を対象とした研修については、参加

しやすさを念頭に実施方法等を工夫する。 

また、各地の地理的条件に配慮して、地方都市においても高い水準の研修

を実施するとともに、インターネット等を活用した遠隔研修を推進する。 

 

【指標】 

・受講者等アンケート結果における満足度 ５段階評価中平均４以上 

 （平成28年度実績：平均4.8） 

・受講者所属先自治体アンケート結果における満足度 ５段階評価中平

均４以上（平成28年度実績：平均4.9） 

 

【目標水準の考え方】 

研修内容に対する受講者へのアンケートについては、受講者から好意

的な回答がなされる場合も多く、５段階評価において３（普通）未満の２、

１の評価が付されることは少ないことから、４の評価を標準とし、４以上

の評価を確実に得られるよう努めることを目標とする。また、アンケート

の精度を向上させるため、評価段階数や質問項目数を増やすこと、各項目

の質問内容を多様化し回答の選択肢を多くすることなど、工夫に努める

こととする。 

 

【関連指標】 

・消費者行政職員研修、消費生活相談員研修実施回数 

（平成28年度実績：83回） 
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・うち相模原事務所研修施設及び徳島県内で実施する研修実施回数 

（平成28年度実績：60回（地方都市における研修を除く）） 

・うち地方都市における研修実施回数  

（平成28年度実績：専門講座地域コース10回、相談関連業務支援コー

ス（講師派遣事業）13回） 

・消費者行政職員研修、消費生活相談員研修人員数 

（平成28年度実績：4,924人） 

・うち相模原事務所研修施設及び徳島県内で実施する研修人員数 

（平成28年度実績：3,673人（地方都市における研修を除く）） 

・相談員資格の有資格者向け「専門知識アップデート講座」実施回数 

（平成28年度実績：１回） 

・相談員資格の有資格者向け「専門知識アップデート講座」人員数 

（平成28年度実績：66人） 

・事業者を対象とした研修実施回数（平成28年度実績：７回） 

・事業者を対象とした研修人員数（平成28年度実績：229人） 

・遠隔研修の登録箇所数（平成28年度実績：844箇所） 

・遠隔研修のコンテンツ本数（平成28年度実績：10本） 

・消費生活相談員向け研修への国家公務員の受入数 

（平成28年度実績：35人） 

 

（２）消費者教育推進のための研修 
消費者教育推進法及び消費者教育推進基本方針、消費者安全法を踏まえ、消

費者教育の推進に関する以下の取組を実施する。 

① 高齢者・障害者等の消費者被害防止のための民生委員等への研修の実施 

消費者教育推進法第13条第１項の規定及び消費者教育推進基本方針に基

づき、センターは、地域において高齢者、障害者等の消費生活上特に配慮を

要する消費者の消費者被害を防止し、安全を確保するための消費者教育が

適切に行われるようにするため、民生委員、社会福祉主事、介護福祉士その

他の支援関係者に対する消費者教育の担い手を育成するための研修を実施

する。また、研修で得た知見等をそれぞれの地域においてどのように活用し

ているかの状況把握の方法について検討し、今後の見直し等に活用する。 

 

【関連指標】 

・消費者教育推進のための研修実施回数（平成28年度実績：18回） 

・消費者教育推進のための研修人員数（平成28年度実績：610人） 

・「民生委員等向け消費者教育に携わる講師養成講座」実施回数 

（平成28年度実績：３回） 

 

② 「実例を通じた消費者教育」推進のための消費生活センター等への支援 
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消費者教育推進法第13条第２項の規定及び消費者教育推進基本方針に基

づき、消費生活センター等が収集した情報の活用による「実例を通じた消費

者教育」が行われるようにするため、消費生活センター等に対し、情報提供

等についての支援を行う。 

 

【関連指標】 

・具体的な相談事例を取り上げたり紹介したりなどして実施した消費者

教育関連の研修実施回数（平成28年度実績：６回）  

 

③ 消費生活相談員等への専門的知識修得のための研修の実施 

消費者教育推進法第16条第１項の規定及び消費者教育推進基本方針に基

づき、消費生活相談員等に対する消費者教育に関する専門的知識を修得す

るための研修を実施する。 

 

【関連指標】 

・「消費者教育に携わる講師養成講座」等実施回数 

（平成28年度実績：13回） 

 

④ コーディネーター育成のための研修の実施 

消費者教育推進基本方針に基づき、消費者教育を担う多様な関係者や場

をつなぐために調整をする役割を担うコーディネーターを育成するための

研修を実施する。 

 

【関連指標】 

・コーディネーター育成研修実施回数（平成28年度実績：２回） 

 

⑤ 消費者教育の担い手育成のための教員向け研修の実施 

消費者教育推進基本方針に基づき、消費者教育の担い手である教職員の

指導力向上のため、大学や教育委員会等における教員養成課程や現職教員

研修等において消費者教育に関する内容が積極的に取り入れられ、充実す

るよう、教員向け研修を実施する。 

 

【関連指標】 

・教員向け研修実施回数（平成28年度実績：１回） 

 

⑥ 「見守りネットワーク」構成員等への研修の実施 

消費者安全法第11条の３の規定に基づく「消費者安全確保地域協議会」

（見守りネットワーク）の枠組みを活用した高齢者の見守り等消費者教育

の実施と担い手の育成のため、構成員等に対する研修又は講師派遣研修等
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を実施する。なお、実施にあたっては参加しやすさを念頭に開催場所も含め

て工夫する。また、研修で得た知見等をそれぞれの地域においてどのように

活用しているかの状況把握の方法について検討し、今後の見直し等に活用

する。 

 

【関連指標】 

・「地域の見守りネットワーク推進のための講座」実施回数 

（平成28年度実績：５回） 

・「地域の見守りネットワーク推進のための講座」人員数 

（平成28年度実績：159人） 

 

（３）試験業務 
① 消費生活相談員資格試験 

消費者安全法第11条の11第１項の規定に基づき、消費生活相談員資格試

験を登録試験機関（平成28年４月26日に登録）として適正に実施する。 

消費生活相談員資格試験の実施に当たっては、消費生活相談員資格保有

者の地域偏在の解消を図るという観点から、都道府県に試験会場設置に関

する意向調査を実施し、資格保有者数や地域バランス等を考慮した上で、地

方都市においても実施する。また、今後、更新制導入の要否について検討が

なされるに際しては、消費生活相談員資格の制度に係る運用状況等に留意

し、検討のための資料及び情報を消費者庁へ提供する。 

 

【指標】 

・試験実施箇所数 全国20箇所以上のうち、より地域偏在解消を図る観点

から設置する会場数 ５箇所以上（平成28年度実績：20箇所） 

 

【目標水準の考え方】 

 試験実施箇所数については、平成27年度の26箇所から、平成28年度には

受験者の利便性に支障がないよう配慮しつつ実施経費を削減して20箇所

へ絞り試験を実施した。第４期中期目標期間においても受験生の利便性

に配慮し、交通の要衝を中心に全国15箇所以上で開催し、さらに、より資

格保有者の地域偏在解消を図る観点から設置する会場数として、全国５

箇所以上を目標設定とする。 

 

【関連指標】 

・受験申込者数 （平成28年度：1,714人） 

・合格者数（平成28年度：735人） 

 

② 消費生活専門相談員資格認定制度 
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消費生活センター等において相談業務に携わる消費生活相談員の資質・

能力の向上等を図るため、消費生活相談員資格試験と併せて、５年ごとに更

新を必要とする消費生活専門相談員資格の審査及び認定を行う。 

消費生活センター等での実務に就いていない消費生活専門相談員資格保

有者が５年ごとに資格の更新を行う際に受講する講座を実施する。 

なお、消費生活専門相談員資格認定制度に係る業務に関しては、その実施

状況等を見つつ、必要な業務の見直しについて検討を行う。 

 

【関連指標】 

・受験申込者数／資格認定者（平成28年度：1,714人／735人） 

・更新対象者／更新者（平成28年度：1,194人／960人） 

・更新講座実施回数／実施箇所数／受講による更新者数 

（平成28年度：６回／１箇所及びインターネット配信／520人） 

・更新対象者／更新者／更新率（平成28年度：1,194人／960人／80.4％） 

 

（４）調査研究及び海外の消費者行政の情報収集・提供 
国・地方の消費者政策の企画立案や消費者行政の国際的展開に資するため、

消費生活に重大な影響を及ぼす問題について、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報等を活用

しつつ調査研究を行うとともに、海外の消費者行政の動向について情報収集

を行い、広く国民に情報提供する。 

 

【関連指標】 

・調査研究の情報提供件数 

・「国民生活研究」発行回数 

 

（５）教育研修の合理化と経費の節減 
教育研修事業について、研修受講者のニーズや受講者数の動向を踏まえ、カ

リキュラムの内容の工夫や研修コースに応じた開催時期の設定等による合理

化を図るとともに、地方公共団体との共催を図るなど経費を節減する。 

 

６．裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）事業 
センターは、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施す

る中核的な機関として、センター法第３章第２節の規定に基づき、積極的に裁

判外紛争解決手続（以下「ＡＤＲ」という。）を実施するとともに、事業の質

の維持・向上及び適切性の確保のため、「独立行政法人国民生活センターＡＤ

Ｒの実施状況に関する検討会報告書（平成29年７月28日公表）第Ⅲ章において

提言された今後の対応に係る取組を実施する。 
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（１）ＡＤＲの適切な実施及び利用しやすいＡＤＲへの改善 

消費者紛争の迅速・適正な解決と同種紛争の発生又は拡大の防止のため、Ａ

ＤＲを適切に実施し、解決水準を確保しつつ、申請日から４か月以内の手続終

了（センター法施行規則第18条）とその期間短縮に努めるとともに、和解率を

高めるよう努める。また、消費者がセンターのＡＤＲを利用しやすいよう申請

書類の記入項目数、記入内容等の簡素化を図り、センター東京事務所以外（都

内、地方都市）での開催や勤労者が出席しやすい夕刻からの開催といった開催

場所や開催時間の柔軟化についても推進する。 

 

【指標】 

・申請日から手続終了までの日数 平均95日以内 

 

【目標水準の考え方】 

申請日から手続終了までの所要日数の過去５年間の実績は、平成24年

度102．2日、平成25年度96.1日、平成26年度86.3日、平成27年度102.1日、

平成28年度86.4日と年度により振れがあること、また、所要日数は消費者

及び事業者（複数の場合あり）の双方の都合に依存し紛争内容も様々であ

るため紛争解決委員会及びセンターの紛争解決委員会事務局のみの取組

では短縮が難しいこと、さらに、過度に所要日数の短縮を図ることよりも

本来の目的である適切な解決水準を確保することが重要であること等か

ら、上記過去５年間の年度平均の所要日数が94.6日であることを勘案し、

実績ベースを重視した目標として「95日以内」とし、紛争解決委員会及び

センターの紛争解決委員会事務局の責によらない明らかに特殊な事案が

あれば業務実績評価において勘案する。 

 

【指標】 

・和解率 60％以上 

 

【目標水準の考え方】 

和解率の過去５年間の実績は、平成24年度64.6％、平成25年度58.6％、

平成26年度60.1％、平成27年度66.2％、平成28年度60.6％とおおむね６割

を示し、他のＡＤＲ機関の和解率と比較しても良好な実績を示しており、

引き続き、和解率の向上に努めていくことが期待される。一方で、和解率

の数値の性質からその引上げには一定の限界があること、和解率の数値

の引上げを過度に優先すれば消費者にとり和解水準の低下につながるお

それもあることから、和解率については過去の実績ベースを重視した目

標とし、これを着実に達成した上で更なる高みを目指すことが重要であ

ることから、過去実績と同等程度以上を目指した「60％以上」を目標とす

る。 
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【関連指標】 

・事前問合せ対応件数（平成28年度実績値：969件） 

・申請件数（平成28年度実績値：167件） 

・平均所要日数（平成28年度実績値：86.4日） 

・センター東京事務所以外（都内、地方都市等）での期日開催回数 

（平成25年度から平成28年度までの平均：22回） 

・勤務時間外の期日開催回数（平成28年度実績値：９回） 

 

（２）ＡＤＲの結果の相談業務等への活用推進 
センターが実施したＡＤＲの結果を全国の消費生活センター等の相談業務

等へ活用するため、消費生活相談員等の「期日」（紛争解決委員と消費者、事

業者との話合いの場）への同席等や申請を支援した消費生活センター等への

ＡＤＲ結果のフィードバック、解決水準の確保による「解決指針」の提示等の

取組を行う。 

 

【関連指標】 

・申請を支援した消費生活センター等へのフィードバック件数 

 

（３）和解内容の履行確保 
事業者による和解内容の履行を確保し、消費者被害の救済を実現するため、

事案の性質に応じ、和解書の執行証書化による履行の確保、和解から仲裁への

移行、消費者による裁判への積極的な支援等の取組を行う。 

 

（４）消費者裁判手続特例法への対応 
「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関

する法律」（平成25年法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法」という。）

は、附則第２条により消費者裁判手続特例法の施行前事案に関する消費者の

請求に係る金銭の支払義務には適用されないことから、消費者の財産的被害

が適切に回復されるよう、消費者裁判手続特例法附則第６条に規定するＡＤ

Ｒ（以下「センターＡＤＲ」という。）の利用を促進し、その必要な措置を適

切に実施する。 

このセンターＡＤＲの利用に際しては、第１段階の共通義務確認訴訟中の

センターＡＤＲの保留が有益な場合もあることから、センターは、申請又は手

続の進行を留保する仕組み、併合手続を行う仕組みを検討する。 

また、消費者裁判手続特例法の施行後の事案であってもセンターＡＤＲを

消費者が選択しようとする場合には、センターは、第２段階の簡易確定手続へ

の参加の利点とセンターＡＤＲの選択に係る情報提供を適切に行う。 
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 （５）国民への情報提供 
国民生活の安定及び向上に図るために必要と認めるときは、紛争解決委員

会の決定に従い、センターは、結果の概要について記者公表を行うことにより

報道機関等を通じた国民への情報提供を行う。 

 

【関連指標】 

・記者公表件数（紛争解決委員会事務局公表分） 

（平成28年度実績値：４件） 

・事業者名を含めた記者公表件数（紛争解決委員会事務局公表分） 

（平成28年度実績値：23件）   

 

７．特定適格消費者団体立担保支援事業 
センターは、センター法第10条第７号に規定する「特定適格消費者団体が行

う消費者裁判手続特例法第56条第１項の申立てに係る仮差押命令の担保を立

てる」（以下「立担保」という。）業務及びセンター法第43条の２「長期借入

金をする」等の業務を円滑かつ効果的に実施するため、以下の取組を行う。 

 

（１）特定適格消費者団体との連携、協力 
特定適格消費者団体からの事前相談による情報共有や同団体との意見交換

等によって連携を図りながら協力するよう努める。 

 

（２）立担保期限の遵守 
特定適格消費者団体からセンターへ担保を立てる要請があり有識者による

審査を経てセンターが担保を立てる決定をした事案については、裁判所が命

じた期限までに担保を立てる。 

 

（３）立担保事案の適切な管理、求償 
担保を立てた事案について、その後の裁判手続の経過と権利義務関係を把

握し、適切な管理、求償を実施する。 

 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 
１．一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費の削減  

一般管理費（人件費を除く。）について、毎年度、前年度比３％以上の削減、

業務経費について、毎年度、前年度比１％以上の削減を図る。なお、いずれか

の目標が未達成の場合において、一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費

の合計額について、前年度合計額比1.21％以上の削減でも可とする。 

なお、各年度以降で新規に追加されるもの、拡充分、特殊要因や公租公課に

より増減する経費を除くこととし、新規に追加されるものや拡充分について

は、翌年度から同様の方式に基づく削減により効率化を達成する。 
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【指標】 

・一般管理費増減比 -3.0％以上（平成28年度実績：-3.0％） 

・業務経費増減比 -1.0％以上（平成28年度実績：-1.0％） 

又は 

・一般管理費と業務経費合計額の増減比 -1.21％以上  

 

【目標水準の考え方】 

 第４期中期目標においても、毎年度、一般管理費の削減額３％以上（効

率化係数0.97）、業務経費の削減額１％以上（効率化係数0.99）を原則と

するが、一般管理費と業務経費の比率は、おおむね１：９程度であること

から、仮に業務経費で大幅な削減の成果を上げて目標を大きく超過達成

しても、一般管理費でわずかに削減目標を達成できなかった場合、第３期

中期目標では目標未達成との評価となる。このため、第４期中期目標にお

いては両経費の合計の削減金額により目標達成の評価を行うことも可と

する。この場合、効率化係数0.9879を前年度の両経費合計額に乗じた金額

以下であれば当年度の両経費合計額の削減目標を達成することが可能と

なるため、合計額の削減を前年度合計額比1.21％以上とする目標とする。 

 

【関連指標】 

・一般管理費  

・業務経費 

 

２．総人件費の削減  
総人件費については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ見直すこ

ととし、更なる業務の効率化や、相談業務等への重点配置などの人員配置の適

正化を図りつつ、非常勤職員を真に必要な業務に限定するなど、必要な取組を

実施する。 

また、ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新に伴う効率化による総人件費の更なる削減に

ついて検討を行い、平成32年度の年度計画に具体的な削減に係る措置を記載

する。 

 

【関連指標】 

・役職員給与（退職手当を除く）の予算額／決算額 

・減額／減額率 

 

３．適正な給与水準の維持  
給与水準については、国民の理解と納得が得られるよう、国家公務員の給与

水準を十分に考慮し、手当を含めた役員の報酬、職員の給与の在り方について
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検証を行った上で、引き続き給与水準の適正化を図る。職員の給与水準につい

ては、平成27年度業務実績評価における主務大臣による「対国家公務員ラスパ

イレス指数（年齢・地域・学歴勘案）が計画値の100を上回らないよう、人員

の構成を是正し、給与水準の抑制を徹底することが必要」との指摘事項を踏ま

え、引き続き、対国家公務員ラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘案）が100

を上回らないようにする。 

なお、給与水準の適正化に当たっては、その取組状況や検証結果について公

表する。 

また、国家公務員の給与見直しが行われた際は、その動向を見つつ、必要な

措置を講じる。 

 

【指標】 

・ラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘案）100以下  

 

【目標水準の考え方】 

ラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘案）については、第３期中期目

標の水準（100）を勘案し、また、平成27年度業務実績評価における総合

評定表及び項目別評定表で主務大臣が「課題、改善事項」として指摘した

「対国家公務員ラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘案）が計画値の100

を上回らないよう、人員の構成を是正し、給与水準の抑制を徹底すること

が必要」との指摘事項を踏まえ、第４期中期目標期間においても、引き続

き、対国家公務員ラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘案）100以下を

目標とする。 

 

４．適正な入札・契約の実施  
契約は、原則として一般競争入札等による競争性のあるものとし、以下の取

組により、随意契約の適正化等を推進し、契約に係る情報の公開を引き続き推

進する。 

また、監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施に

ついてチェックを受けるものとする。 

 

（１）「調達等合理化計画」に基づく取組の実施及び公表 
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年５

月25日総務大臣決定）に基づき、センターが策定する「調達等合理化計画」に

基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表する。 

 

（２）契約の競争性の推進 
競争性のある契約の割合が契約件数全体の85％以上となるよう努める。契

約に係る情報公開を引き続き推進する。 
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【指標】 

・競争性のある契約の割合 契約件数全体の85％以上（平成24～28年度の

平均実績85％） 

 

【目標水準の考え方】 

競争性のある契約の割合については、実績ベースで平成24年度83．0％、

25年度90.2％、26年度84.1％、27年度90.8％、28年度77.5％であり、平均

で85．1％となることから、これと同等水準以上を目指すこととし、85％

以上を目標とする。 

 

【関連指標】 

・契約件数 

・契約金額 

・競争性のない随意契約件数 

・競争性のない随意契約金額 

・競争性のある契約金額 

・一者応札・一社応募 

・「契約監視委員会」開催回数 

・対象件数 

・委員から見直し等の指摘があった件数  

 

５．保有資産の有効活用 
相模原事務所について、「国民生活センター相模原事務所研修施設の活用に

関する懇談会報告書」（平成26年８月公表）の趣旨に基づき、宿泊室及び研修

室の一定水準の稼働率の確保を目指し、研修受講者に加え一般利用者の施設

利用を一層推進するとともに、より快適な利用のための施設サービスの充実

（食事、宿泊室備品・宿泊用品、通信環境等の充実）に努める。 

また、建物管理等における民間委託の更なる活用を実施する。 

 

【指標】 

（宿泊室稼働率）  

・平成29年度 40％（基準値） 

・平成30年度 42％ 

・平成31年度 44％ 

・平成32年度 46％ 

・平成33年度 48％ 

・平成34年度 50％ 
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（研修室稼働率）  

・平成29年度 57％（基準値） 

・平成30年度 58％ 

・平成31年度 59％ 

・平成32年度 60％ 

・平成33年度 61％ 

・平成34年度 62％ 

 

【目標水準の考え方】 

宿泊室稼働率は、第３期中期目標の41.4％以上を第４期中期目標策定

における平成29年度基準値とすべきところ、平成29年度実績見込が

37.5％と目標未達成であることを勘案し、平成29年度目標値から未達成

分の半分を差し引いて40％を基準値とし、平成30年度から始まる第４期

中期目標期間中に毎年度２％上昇させ、最終年度の平成34年度に50％と

する。 

研修室稼働率は、平成29年度実績（見込）値57.3％に基づき基準値（平

成29年度）を57％とし（実績（見込）値が目標値を超過達成しているため

実績（見込）値をそのまま基準値とする）、平成30年度から始まる中期目

標期間中に毎年度１％上昇させ、最終年度の平成34年度に62％とする。 

宿泊室及び研修室の稼働率を算定する分母日数を365日（閏年度は366

日）とする。 

 

【関連指標】 

・研修コース数 

・研修人員 

 

６．自己収入の拡大・経費の節減 
出版物の販売、研修受講料・宿泊料等について、受益者負担が適正かどうか

検証し、必要に応じて見直す。宿泊料の単価については、固定経費の実績を踏

まえた価格設定を行う。 

 

第５ 財務内容の改善に関する事項 
中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、適正に計画し

健全な財務体質の維持を図る。独立行政法人会計基準（平成12年２月16日独立

行政法人会計基準研究会策定、平成27年１月27日改訂）等により、運営費交付

金の会計処理として、業務達成基準による収益化が原則とされたことを踏ま

え、引き続き、収益化単位として業務ごとに予算と実績を管理する。また、「第

４．業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項について配慮した中期計画

及び年度計画の予算を作成し、当該予算の範囲で業務運営を行うとともに、独
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立行政法人会計基準等を遵守し、適正な会計処理に努める。 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 
１．市場化テストの実施  

「公共サービス改革基本方針」（平成29年７月閣議決定）に基づき民間競争

入札により事業を実施している以下の業務については、実施要領に基づき適

切に運営する。 

・全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）運用支援業務 

 （契約期間：平成27年５月から平成32年９月までの５年５か月間） 

・企業・消費者向けの教育研修事業 

 （契約期間：平成30年４月から平成33年３月までの３年間） 

・相模原事務所の企画・管理・運営業務 

  （契約期間：平成30年４月から平成33年３月までの３年間） 

 

２．情報セキュリティ対策  
政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、「独立行政

法人国民生活センター情報セキュリティ基本方針」、「情報セキュリティ対策

基準」、「情報セキュリティ規則」、「緊急時対応計画書」、「情報セキュリ

ティ監査者規則」その他の情報セキュリティに係る規定を適時適切に見直す

とともに、これらに基づき情報セキュリティ対策を講じ、センターに対するサ

イバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。また、

情報セキュリティ対策の実施状況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより

情報セキュリティ対策の改善を図る。 

 

３．内部統制の充実・強化 
「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」

（平成26年11月28日総管査第322号総務省行政管理局長通知）に基づき、業務

方法書に定めた事項を確実に実施する。内部統制の充実・強化を図るため内部

統制委員会の開催や内部通報制度の整備・運用等によるコンプライアンスの

徹底等、内部統制環境を整備・運用するとともに不断の見直しを行う。また、

定期的に内部監査等によりモニタリングや検証を行い、監事及び会計監査人

による監査機能・体制を強化する。 

 

【関連指標】 

・内部監査の実施回数 

・コンプライアンス研修実施回数  

 

４．商品テスト及び教育研修の新たな取組 
「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」（平成28年９月１
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日まち・ひと・しごと創生本部決定）に基づき実施する徳島県を実証フィール

ドとした先駆的な商品テストの実証的な取組については、事業者の商品企画、

行政による法執行、消費者への注意喚起等に活用するため、報告書を作成して

公表し、取組の成果について適切に検証・見直しを行う。また、「政府関係機

関の地方移転にかかる今後の取組について」に基づき実施する、「徳島独自の

研修」を含む研修の新たな取組の成果についても公表し適切に検証・見直しを

行う。これらの検証・見直しの結果として生じた新たな目標等については、中

期目標へ追記する。 

 

＝文書の終わり＝ 
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○消費者行政の司令塔・エンジン役
・地方消費者行政に関する政策の企画・立案、推進

・消費者事故に関する情報の集約、分析、発信

・消費者安全法に係る「隙間事案」の執行

・適格消費者団体・特定適格消費者団体の認定・監督

○消費者基本法第25条に基づく役割

国及び消費者団体等の関係機関と連携し、

・国民の消費生活に関する情報の収集及び提供 ・消費者に対する啓発及び教育等

・事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談 ・消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等

・事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決 ・役務についての調査研究等

における中核的な機関として積極的な役割を果たす

国の政策体系における独立行政法人国民生活センター

○経済社会の発展に即応して、消費者の権利の尊重及びその自立の支援等を基本とした消費者政策の推進 （消費者基本法第3条）

⇒ 消費者政策の推進に関する計画の策定（消費者基本計画）

○消費生活に関する知識を習得し、適切な行動に結びつける実践的能力の育成（消費者教育の推進に関する法律第３条）

⇒ 消費者教育に関する基本的な方向及び推進内容等を策定（消費者教育の推進に関する基本的な方針）

国の政策

国民生活センター

○相談情報の収集・分析・提供
・全国の相談情報の収集・分析

・PIO-NETの運営・管理

○相談
・消費生活センター等からの経由相談への対応

・地方のバックアップ機能としての消費者

からの相談受付

・越境消費者センターによる相談対応

・相談の分析・注意喚起
○裁判外紛争解決手続（ADR）

・「重要消費者紛争」の適切・迅速な解決に
向けた裁判外手続を実施

・手続の結果概要を公表

○商品テスト
・相談解決のためのテスト

・被害拡大防止のためのテスト及びそれに基づく

注意喚起

○広報・普及啓発
・記者説明会、出版物等を通じた広報・普及啓発

○教育研修・資格制度

・地方公共団体の消費生活相談員、
消費者行政職員等の能力向上のための研修

・消費生活相談員資格試験の実施

事務・事業

消費者庁の政策

○特定適格消費者団体立担保支援事業
・消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体の

被害回復の支援等

・消費者教育に関する政策の企画・立案、推進

・消費生活に関する制度の企画・立案、推進

・特定商取引法、景品表示法等に係る執行

・食品安全に係る総合調整

47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人日本学術振興会が達成すべき 

業務運営に関する目標 

（中期目標） 
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平成３０年○月○日 

 

文部科学省 
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49



独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条の規定により、独立行政法人

日本学術振興会が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術の振興を図ることを目

的とする我が国唯一の独立した資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、学

術研究の助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、大学改革や大学のグローバル

化の支援、学術の応用に関する研究とともに、国内外の学術研究動向や諸外国の学術振興方

策に関する調査・研究などを総合的に行うことにより、広く我が国の学術の振興を担ってい

る。 

人類社会の持続的発展とともに国の国際競争力の強化に貢献する卓越した知は、研究者一

人ひとりの自由で柔軟な思考と斬新な独創的発想に基づく果敢な挑戦によって生み出され

るものであり、研究者の自由な発想を源泉として新たな知を生み出す学術研究の役割は極め

て大きい。平成 28年１月 22日に閣議決定された「科学技術基本計画」においては、学術研

究の推進を初めて盛り込み、「イノベーションの源泉」として、「挑戦性、総合性、融合性及

び国際性の観点から改革と強化」を進めるべきものと位置付けており、振興会は、文部科学

省の政策目標の達成に向けて必要不可欠なものとして、研究者の活動を安定的・継続的に支

援する役割が求められる。 

一方、情報通信技術の急速な進化やグローバル化は学術研究に大きな構造変化をもたら

し、世界レベルでの学術研究の競争も激しさを増す中、研究者が国内外の垣根なく協働して

いく時代にある。このような変化の中、振興会には、我が国の研究者が学術研究を先導して

いくことができる国際的な研究基盤を構築するとともに、事業の枠を超えた総合的視野から

研究者の活動等を支える業務基盤を確立し、国や分野の枠にとらわれず知の開拓に挑戦する

研究者を支えることが一層求められる。 

このような役割を果たすため、振興会の中期目標は、以下のとおりとする。 

 

（別紙）政策体系図 

 

Ⅱ 中期目標の期間 

振興会が実施する学術振興事業は、研究助成や研究者養成、学術の国際交流など長期的な

視点に立って推進すべきものが多いことから、中期目標の期間は、平成 30 年４月１日から

平成 35年３月 31日までの５年間とする。 

 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 総合的事項 

  我が国の学術振興の中核機関として、研究者の活動を安定的・継続的に支援する役割を

十分に果たすため、研究者を中心とする幅広い関係者の意見を取り入れるとともに、研究

者の自由な発想と研究の多様性、長期的視点、継続性等の学術研究の特性に基づき、挑戦

性、総合性、融合性及び国際性の観点を踏まえた業務運営を行う。 
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（１）研究者等の意見を取り入れた業務運営 

学術の振興を目的とする振興会の事業の特性に配慮し、評議員会や学術研究に対する高

い識見を持つ学識経験者の意見を反映させるとともに、学術研究を実際に行う研究者の意

見を取り入れることにより、研究者コミュニティの信頼を得つつ、効果的な業務運営を行

う。 

 

（２）第一線級の研究者の配置による審査・評価機能の強化 

学術システム研究センターに第一線級の研究者を配置し、事業の実施に必要な調査・研

究機能や審査・評価業務に係る機能を充実・強化する。また、新たな課題への提案・助言

を機動的な運営体制の下で行う。 

 

（３）学術研究の多様性の確保等 

  年齢や性別、分野、機関にかかわらず研究者が自らの能力を発揮できるよう多様性を確

保するとともに、研究の長期的視点、継続性等を踏まえて事業を推進する。また、学術研

究の現代的要請である挑戦性、総合性、融合性及び国際性の観点を踏まえた業務運営を行

う。 

 

【評価指標】 

１－１ 研究者等の意見聴取状況（評議員会の開催実績等を参考に判断） 

１－２ 学術システム研究センターによる各種事業への提案・助言の状況（有識者の意見

を踏まえ判断） 

１－３ 学術研究の多様性の確保と現代的要請を踏まえた業務運営状況（有識者の意見を

踏まえ判断） 

 

【目標水準の考え方】 

１－１ 研究者等の意見を取り入れる機会を確保し、業務運営に適切に反映されたか、評

議員会の開催実績や学識経験者からの意見聴取実績及びそれら意見を踏まえた

業務運営状況を参考に判断する。 

１－２ 第一線級の研究者の知見を生かした、各種事業への提案・助言が行われたか、有

識者の意見を踏まえ判断する。 

１－３ 学術研究の多様性を確保する観点から、幅広い分野等への支援や女性研究者の参

画を促進するとともに、学術研究の現代的要請を踏まえた業務運営が行われてい

るか、有識者の意見を踏まえ判断する。 

 

２ 世界レベルの多様な知の創造 

我が国が世界の学術研究を先導していくため、研究者の自由な発想に基づく独創的・先

駆的な研究を支援することにより、研究者が世界レベルの多様な知を創造できる環境を創

出する。 
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（１）科学研究費助成事業の充実・強化に資する取組の推進 

  科学研究費助成事業（科研費事業）により、人文学、社会科学、自然科学の各学問分野

の独創的・先駆的な学術研究に対する幅広い助成を行い、創造的で優れた学術研究の発展

に寄与する。科研費事業は、科学研究費補助金事業及び学術研究助成基金事業（文部科学

大臣が財務大臣と協議して定める基金運用方針に規定する事業）により実施する。その際、

国の事業としての一体性を確保し、それぞれの研究種目に応じて長期的観点や国際的な観

点も考慮して審査・評価業務を適切、公正に行うとともに、研究の進捗状況に応じた柔軟

な運用を確保しつつ早期の交付に努める。 

科研費の公募・審査の在り方を抜本的に見直した科研費審査システム改革について、研

究者コミュニティにおける新たな審査システムの理解向上に資する取組を行いその定着

を図りつつ、課題等の把握に努める。また、中期目標期間中に新たな審査システムの評価

を行い、その結果を踏まえて必要な改善に取り組む。 

科研費事業のうち、文部科学省が直接業務を行っている新学術領域研究について、業務

の効率化と研究者の利便性の向上を図る観点から、中期目標期間中に振興会への業務の一

元化を行うための体制を整備する。 

 

（２）研究の国際化と国際的な共同研究等の推進 

  国を越えた学術研究を振興する観点から、学術研究を支援する事業における国際性を高

めるとともに、国際的な共同研究等を支援する。 

特に、諸外国の学術振興機関とのマッチングファンドによる国際共同研究については、

世界レベルの研究を円滑・確実に支援する新たな枠組みを検討・調整し、中期目標期間の

早期に導入する。 

 

（３）学術の応用に関する研究等の実施 

様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会的問

題の解決につながるような学術研究等を行う。 

 

【重要度：高】【難易度：高】 

世界レベルの多様な知の創造を目的とした研究支援業務は、学術の振興を目的とする

資金配分機関としての根幹をなすものであり、我が国の研究者が国内外で学術研究を先

導していくための取組として極めて重要である。また、その実施に当たっては、膨大な

研究課題の中から極めて効果的かつ効率的な手法により、短期間で公正性、透明性を確

保した審査を行い、優れた研究課題を選定することや、前例のない国際共同研究への新

たな支援枠組みの導入に際しては、相手国との間で、異なる諸制度の調整を行い、研究

者にとって使いやすい仕組みを構築する必要があることから難易度は高い。 

 

【評価指標】 

２－１ 科研費の審査・評価の公正性、透明性（有識者の意見を踏まえ判断） 
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２－２ 科研費の交付処理状況（Ｂ水準：ヒアリング審査等の必要な研究課題を除き４月

上旬に交付内定を通知） 

２－３ 国際共同研究における新たな枠組みの導入による申請・審査過程の効率化・国際

化（有識者の意見を踏まえ判断） 

２－４ 学術の応用に関する研究における適切な課題設定に向けた取組状況（有識者から

の意見聴取実績等を参考に判断） 

 

【関連指標】 

２－Ａ 科学技術の状況に係る総合的意識調査（文部科学省科学技術・学術政策研究所）

における科研費に関する調査 R（※）R結果 

（※）「科学研究費助成事業は、研究者が新たな課題を積極的に探索し、挑戦することに

十分に寄与していると思いますか」という質問 

２－Ｂ 事後評価を行う科研費の研究種目において、期待どおり、あるいはそれ以上の成

果を上げた課題の割合 

２－Ｃ 二国間共同研究・セミナーのうち、次のステージとなる共同研究に結び付いた発

展的な成果を出したと研究者自身が評価する共同研究及びセミナーの割合 

２－Ｄ 事後評価を行う国際的な共同研究等を支援する事業において、想定どおり、ある

いはそれ以上の成果を上げた課題の割合 

 

【目標水準の考え方】 

２－１ 資金配分機関として公正性、透明性を確保した適切な審査等が行われたか、有識

者の意見を踏まえ判断する。 

２－２ 交付処理の迅速性を確保する観点から、ヒアリング審査等の必要な研究課題を除

き４月上旬に交付内定を通知することを達成水準とする。 

２－３ 英語での申請に加え、相手国対応機関と審査を分担することにより、審査過程の

効率化・国際化が図られたか、有識者の意見を踏まえ判断する。 

２－４ 様々な学術的・社会的要請に応えた課題設定に向けた取組が行われたか、有識者

からの意見聴取実績や情報収集の取組等を参考に判断する。 

２－Ａ 卓越した研究成果が持続的に生み出されるための環境の整備状況を把握するた

め、当該指標について毎年度確認を行うとともに、平成 28 年度調査における実

績（指数 5.6R（※）R）を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

（※）指数 5.5以上で、最も高い水準である「状況に問題はない」とされる。 

２－Ｂ 独創的・先駆的な学術研究への支援状況を把握するため、当該指標について毎年

度確認を行うとともに、前中期目標期間における実績（平成 25～28 年度の評価

において、期待どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたと評価された課題の割

合：73％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

２－Ｃ 国際的な共同研究の促進と国を越えた優れた学術研究への支援状況を把握する

ため、当該指標について毎年度確認を行うとともに、前中期目標期間における事

業実施後のアンケート調査結果（平成 25～28 年度の調査において、研究成果の
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発展予定、別事業への申請予定、相手国側とのネットワークの形成・拡大、研究

者の育成等の点で進展があると評価された共同研究及びセミナーの割合：75％）

を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

２－Ｄ 国を越えた優れた学術研究への支援状況を把握するため、当該指標について毎年

度確認を行うとともに、前中期目標期間における実績（平成 25～28 年度の評価

において、想定どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたと評価された課題の割

合：84％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

 

３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成 

将来にわたり我が国の学術研究の水準を高めていくため、国際的な頭脳循環を踏まえな

がら、若手研究者が自立して研究に専念できるよう支援を充実するとともに、優れた研究

者の顕彰や国際的な研さんの機会を提供すること等により、国や分野にとらわれず知の開

拓に挑戦する研究者を養成する。 

 

（１）自立して研究に専念できる環境の確保 

若手研究者に対し、自由な発想の下に主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する

機会を与えるため、目的や対象者に応じた多様な方法により、研究を奨励するための資金

を支給する「特別研究員事業」を計画的・継続的に実施する。事業の実施に当たっては、

国内外の関連事業にも留意し、事業に係る申請・採用動向や採用者を巡る環境の変化等を

随時把握するとともに、必要に応じて、採用者の処遇改善や制度改善等の対応を行う。 

 

（２）国際舞台で活躍する研究者の養成 

国際舞台で活躍する世界レベルの研究者を養成するため、目的や対象者に応じた多様な

方法により、「海外特別研究員事業」等、優れた若手研究者を海外に派遣する取組を計画

的・継続的に実施する。事業の実施に当たっては、国内外の関連事業にも留意し、事業に

係る申請・採用動向や採用者を巡る環境の変化等を随時把握するとともに、必要に応じて、

採用者の処遇改善や制度改善等の対応を行う。 

また、目的やキャリアステージに応じた優れた外国人研究者の招へいや研究者の交流を

行い、国際的な頭脳循環の中で若手研究者の研究環境の国際化を図る。 

 

（３）研究者の顕彰・研さん機会の提供 

研究者としてのキャリアステージに応じ、優れた研究能力を有する研究者を顕彰するこ

とにより、研究者の研究意欲を高め、研究の発展を促進する。また、優れた若手研究者に

対し、シンポジウムやセミナーの開催等を通じて国際的な研さんの機会を提供することに

より、学術的・国際的視野を広げ、リーダーとなる人材の育成を図る。 

 

【重要度：高】 

  次世代の研究者の養成に係る業務は、学術の振興を目的とする資金配分機関として、研

究支援業務と並んで根幹をなすものであり、将来にわたり我が国の学術研究の水準を高め
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ていくための取組として重要であるため。 

 

【評価指標】 

３－１ 特別研究員及び海外特別研究員採用者への支援に対する評価（Ｂ水準：アンケー

ト調査により肯定的評価を得た割合が 80％程度） 

３－２ 特別研究員及び海外特別研究員の受入先の評価（Ｂ水準：アンケート調査により

肯定的評価を得た割合が 80％程度） 

３－３ 外国人研究者を受け入れた研究機関における研究環境の国際化状況（Ｂ水準：受

入研究者へのアンケート調査により肯定的評価を得た割合が 75％程度） 

３－４ 若手研究者への国際的な研さん機会の提供に係る取組状況（Ｂ水準：振興会が実

施するシンポジウム等参加者へのアンケート調査により肯定的評価を得た割合

が 95％程度） 

 

【関連指標】 

３－Ａ 特別研究員事業及び海外特別研究員事業における採用終了後の就職状況 

 

【目標水準の考え方】 

３－１ 特別研究員事業及び海外特別研究員事業について、採用者のニーズを踏まえてさ

らなる制度改善を図る観点から、現状の支援に関するアンケート調査を実施し、

80％程度の肯定的評価を得ることを達成水準とする。 

３－２ 特別研究員及び海外特別研究員の受入先に対し、特別研究員及び海外特別研究員

の活動状況に関するアンケート調査を実施し、80％程度の肯定的評価を得ること

を達成水準とする。 

３－３ 国際的な頭脳循環の中で、外国人研究者の受入れによって受入機関の研究環境の

国際化を図る観点から、前中期目標期間における事業実施後のアンケート調査の

結果（平成 25～28 年度実績：76.8％）を踏まえ、75％程度の肯定的評価を得る

ことを達成水準とする。 

３－４ 若手研究者の学術的・国際的視野を広げる観点から、振興会が実施するシンポジ

ウム等へ参加したことによる効果についてアンケート調査を実施し、前中期目標

期間におけるアンケート調査の結果（平成 25～28年度実績：91～100％）を踏ま

え、各シンポジウム等において 95％程度の肯定的評価を得ることを達成水準とす

る。 

３－Ａ 事業による支援の結果、優秀な学術の研究者の養成に寄与したかを把握するた

め、当該指標について毎年度確認を行うとともに、平成 28 年度の状況（５年経

過後特別研究員-PD は 91.6％、５年経過後海外特別研究員は 94.2％、10 年経過

後特別研究員-DCは 88.5％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

 

４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化 

卓越した知を生み出す環境を整備するため、学術振興の観点から、大学等における教育
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研究拠点の形成やグローバル化の取組等を支援することにより、大学等の強みを生かした

教育研究機能の強化を行う。 

 

（１）世界最高水準の研究拠点の形成促進 

国の方針を踏まえ、国際的な体制の下で審査・評価等を行い、国内外の第一線の研究者

を引きつける優れた研究環境と高い研究水準を誇る研究拠点の形成や、その成果の最大化

に向けた取組を総合的に支援する。 

 

（２）大学教育改革の支援 

  大学が自らの強みや特色を生かし学部や大学院の教育改革に取り組むことで、我が国の

大学教育を牽引することができるよう、国の方針を踏まえた審査・評価等を行う。 

 

（３）大学のグローバル化の支援 

我が国の大学教育の国際競争力の向上及びグローバル人材の育成を図るため、国の方針

を踏まえた審査・評価等を行う。 

 

【評価指標】 

４－１ 世界最高水準の研究拠点の形成を目指す事業に係る国際的な審査・評価等の実施

状況（審査・評価等を行う委員会の体制整備状況等を参考に判断） 

４－２ 大学教育改革の支援及び大学のグローバル化の支援における国の方針を踏まえ

た審査・評価等の実施状況（委員会の開催実績等を参考に判断） 

 

【関連指標】 

４－Ａ 大学等における教育研究拠点の形成やグローバル化の取組等を支援する事業に

おける採択機関の取組状況 

 

【目標水準の考え方】 

４－１ 世界最高水準の研究拠点の形成を目指す事業の審査・評価等を行う委員会におい

て、国の方針を踏まえ、国際的な観点から事業及び研究拠点の形成に有益な指摘

を得るための審査・評価等が適切に行われたか、委員会における外国人委員参画

割合、英語による審査・評価等を行う体制整備の状況等を参考に判断する。 

４－２ 国の方針を踏まえた審査・評価等が適切に行われたか、委員会等開催実績や審

査・評価等実施件数等を参考に判断する。 

４－Ａ 振興会の関与を通じ、国の方針を踏まえた取組が適切に行われたかを把握するた

め、事業採択機関における取組状況について事後評価等を通じて毎年度確認を行

うとともに、前中期目標期間における実績（世界最高水準の研究拠点の形成を目

指す事業については、研究水準及び運営のいずれも世界最高水準であると認定さ

れた割合が 100％（平成 28 年度実績）、大学教育改革の支援及び大学のグローバ

ル化の支援については、想定どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたとする事
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業の割合が 75％（平成 25～28年度における中間評価及び事後評価の実績））を基

準とした状況変化を評価において考慮する。 

 

５ 強固な国際研究基盤の構築 

国際的な競争が激しさを増す中で、我が国の研究者が学術研究を先導し、そのプレゼン

スを高めていくことができるよう、諸外国の学術振興機関、海外拠点、在外研究者等との

協働により、強固な国際研究基盤を構築する。 

 

（１）事業の国際化と戦略的展開 

国際的視点に立って国内外の垣根なく事業を推進していくことを目指し、各種事業を通

じた国際的な活動の動向や海外関係機関等の動きなどを定期的に集約・共有するととも

に、戦略的かつ機動的に国際的な取組を展開できる体制を整備し、積極的に事業の国際化

に取り組む。 

また、前中期目標期間中に「強固な国際協働ネットワークの構築」として実施した業務

の実績を総括するとともに、戦略的な国際共同研究の在り方や外国人研究者の招へいと定

着促進策、海外研究連絡センターの運営の在り方等について検討し、中期目標期間の早期

に一定の結論を得て、必要な改善・強化を行う。 

さらに、中期目標期間の早期に、国際的な取組の種別や内容が研究者にとってより分か

りやすくなるよう体系的に整理し、発信する。 

 

（２）諸外国の学術振興機関との協働 

地球規模課題や世界各国の学術振興上の共通の課題の解決に向けた多国間の学術振興

機関ネットワークにおいて主導的な役割を果たすとともに、各国学術振興機関とのパート

ナーシップを形成し、質の高い国際的な共同研究や学術交流を推進する基盤を構築・強化

する。 

 

（３）在外研究者コミュニティの形成と協働 

振興会の事業を経験した外国人研究者や在外日本人研究者によるコミュニティの形成

やその活動支援を行うことにより、我が国と諸外国との学術交流を持続的に発展させる。 

 

（４）海外研究連絡センター等の展開 

海外研究連絡センター等が、所在地域の学術振興機関、在外公館、その他の海外拠点等

と連携し情報の収集と発信に努め、我が国の大学等のグローバル化を支援するとともに、

我が国の学術研究のプレゼンスの向上に寄与する。 

 

【難易度：高】 

強固な国際研究基盤の構築に当たっては、振興会の業務全般を横断する基盤的機能を有

する組織の整備という初めての取組を行うこととしており、また、これまで長期的に実施

してきた事業の在り方を検討する際には、多様な関係者の理解を得ながら実施するプロセ

57



スが不可欠であることから、難易度は高い。 

 

【評価指標】 

５－１ 前中期目標期間中に「強固な国際協働ネットワークの構築」として実施した業務

との比較による改善・強化状況（有識者の意見を踏まえ判断） 

５－２ 国際的な取組の内容に関する発信状況（有識者の意見を踏まえ判断） 

５－３ 諸外国の学術振興機関等との交流の見直し等の状況（有識者の意見を踏まえ判

断） 

５－４ 同窓会の活動状況及び在外日本人研究者コミュニティとの連携状況（同窓会イベ

ント等の開催実績等を参考に判断） 

５－５ 海外研究連絡センター等における活動状況（Ｂ水準：ホームページによる情報発

信数が年間 840件程度） 

 

【関連指標】 

５－Ａ 国際交流事業の採用者による国際共著論文数 

 

【目標水準の考え方】 

５－１ 事業の在り方に係る検討を経て、効果的な改善・強化が行われたか、有識者の意

見を踏まえ判断する。 

５－２ 国際的な取組を体系的に整理し、効果的な周知がなされたか、有識者の意見を踏

まえ判断する。 

５－３ 質の高い国際的な共同研究や学術交流を推進する基盤を構築する観点から、各国

の学術振興機関との交流状況に応じて適切に協定の廃止・改訂や、新規立ち上げ

が行われているか、有識者の意見を踏まえ判断する。 

５－４ 同窓会主体の活動が活発に行われたか、また外国人研究者と在外日本人研究者コ

ミュニティ等が連携する機会が提供されたか、同窓会イベント等の開催実績、会

員数等を参考に判断する。 

５－５ 現地の事務所を利用した効果的な情報収集・情報発信を実施する観点から、前中

期目標期間における実績（平成 25～28年度実績：年間 652～1,181件）を踏まえ、

全センターのホームページで年間840件程度の情報発信が行われることを達成水

準とする。 

５－Ａ 学術の国際的な競争・協働の中で我が国のプレゼンス向上の状況を把握するた

め、国際交流事業の採用者による国際共著論文数について毎年度確認を行うとと

もに、その状況変化を評価において考慮する。 

 

６ 総合的な学術情報分析基盤の構築 

事業の枠を超えた総合的視野から研究者の活動等を支えることができるよう、振興会の

諸事業等に関する情報を総合的に分析・活用する基盤を構築する。 
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（１）情報の一元的な集積・管理 

事業の枠を超えて情報を総合的に活用することができるよう、情報セキュリティや個人

情報保護を徹底した上で、振興会の諸事業に係る情報を一元的に集積・管理する。 

 

（２）総合的な学術情報分析の推進 

  振興会の諸事業の動向や成果を総合的、長期的に把握・分析するとともに、諸事業の改

善・高度化に向けた調査研究を行うことにより、総合的視点に立った企画・立案と事業改

善に資する。 

 

（３）学術動向に関する調査研究の推進 

振興会の諸事業を長期的観点に立って効果的に展開するため、国内外における学術振興

施策の現状や学術研究の動向等の調査研究を行うとともに、その結果を新たな事業の企

画・立案等に活用する。 

 

【評価指標】 

６－１ 情報の一元的な管理の状況（取組実績を参考に判断） 

６－２ 情報の分析や調査研究の成果の発信状況（Ｂ水準：中期目標期間中に 10件程度） 

６－３ 学術動向調査の実施件数（Ｂ水準：中期目標期間中に 614件程度） 

 

【目標水準の考え方】 

６－１ 事業の枠を超えた活用を可能とする情報基盤が構築されているか、情報の一元的

な管理に係る取組実績を参考に判断する。 

６－２ 振興会の諸事業に係る情報を横断的に活用し、各種事業の動向や成果を総合的、

長期的に把握・分析する観点から、10件程度のテーマを設定し、分析や調査研究

を行い、その成果について発信することを達成水準とする。 

６－３ 学術の振興を図るための諸事業を長期的観点に立って効果的に展開する観点か

ら、国内外における学術振興施策の現状や学術研究の動向等の調査研究につい

て、前中期目標期間における実績（614 件）と同程度実施することを達成水準と

する。 

 

７ 横断的事項 

振興会の事業が、研究者のみならず社会からもより高い支持、信頼を得られるよう、横

断的な取組を行う。 

 

（１）電子申請等の推進 

研究者の負担軽減や業務効率化の観点から、電子申請等に必要な情報システムを整備す

る。 

 

（２）情報発信の充実 
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振興会の活動及びその成果を総合的・効果的に情報発信することができるよう、広報活

動に係る体制を整備する。その上で、受け手のニーズを踏まえた積極的な情報発信に取り

組むとともに、情報発信の在り方について更なる検討を進め、中期目標期間の早期に一定

の結論を得る。 

 

（３）学術の社会的連携・協力の推進 

大学と産業界の研究者等による情報交換等を促進することにより、相互のインターフェ

イス機能の充実を図る。 

 

（４）研究公正の推進 

助成・支援事業の実施に当たり、研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除並びに研

究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策を徹底するとともに、研究者

の所属機関に対し、研究費の適切な管理・執行を促す。 

 

（５）業務の点検・評価の推進 

自己点検評価や外部評価を実施し、その結果を踏まえて業務運営の改善を図る。 

 

【評価指標】 

７－１ 電子申請等の推進状況（応募手続や審査業務等の電子化実績等を参考に判断） 

７－２ 振興会ホームページへのアクセス状況（アクセス数等を参考に判断） 

７－３ 大学と産業界の研究者等による情報交換の場として新たに設置した委員会・研究

会数（Ｂ水準：中期目標期間中に８件程度） 

７－４ 研究倫理教育の高度化に係る支援状況（Ｂ水準：研究分野横断的又は研究分野の

特性に応じたセミナー若しくは関係機関と連携したシンポジウムを毎年度２回

程度開催） 

７－５ 業務の点検・評価の実施状況（Ｂ水準：自己点検評価及び外部評価を毎年度実施） 

 

【目標水準の考え方】 

７－１ 研究者の負担軽減や業務効率化を図るための情報システムが整備されているか、

応募手続や審査業務等の電子化の実績及び制度改善や研究者等の意見を踏まえ

たシステムの改修実績等を参考に判断する。 

７－２ 振興会の活動及びその成果の総合的かつ効果的な情報発信が行われているか、ホ

ームページへのアクセス件数（平成 26～28 年度の各年度平均実績：478 万件）、

コンテンツごとのアクセス動向等を参考に判断する。 

７－３ 適時適切な研究テーマの設定により、学界と産業界の交流・連携を促進する観点

から、平成 29 年度中に活動している研究開発専門委員会と先導的研究開発委員

会の合計８委員会全てを中期目標期間中に刷新することを達成水準とする。 

７－４ 研究機関における研究倫理教育の高度化を効果的に支援する観点から、研究分野

横断的又は研究分野の特性に応じたセミナー若しくは関係機関と連携したシン
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ポジウムを毎年度２回程度開催することを達成水準とする。 

７－５ 継続的な業務運営の改善を図る観点から、自己点検評価及び外部評価を毎年度実

施することを達成水準とする。 

 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 組織の編成及び業務運営 

国の定めた法令等を遵守し、事業に対する研究者及び国民の信頼性を維持しつつ、機能

的・効率的な体制整備や業務運営の見直しを図り、経費の効率的執行を推進する。 

効果的かつ効率的な業務運営を実現するため、複数の部署にまたがる共通的な業務につ

いて、一元的な運営が可能な組織体制を整備する。 

また、法人の行う業務については、既存事業の見直し等により、効率化を進める。なお、

効率化に際しては、長期的視点に立って推進すべき学術研究を担う振興会の事業の特性に

鑑み事業の継続性に十分留意する。 

さらに、他のファンディングエージェンシーや大学等の幅広い関係機関との適切な連

携・協力関係を構築する。 

 

２ 一般管理費等の効率化 

効率的な運営の追求及び業務・経費の合理化に努め、運営費交付金を充当して行う事

業は、新規に追加されるもの、拡充分は除外した上で、一般管理費（人件費、公租公課、

本部建物借料及び特殊経費を除く。）に関しては、中期目標期間中、毎事業年度、対前年

度比３％以上、その他の事業費（人件費、本部建物借料及び特殊経費を除く。）について

は、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。 

なお、新規に追加されるものや拡充分は翌年度から効率化を図るものとする。 

また、給与水準については、政府の方針を踏まえ、国家公務員の給与水準を考慮して厳

しく検証を行い、適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 

 

３ 調達等の合理化 

引き続き「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年５月

25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、外部有識者からなる契約監視委員会を

開催することにより契約状況の点検を徹底する。 

 

４ 業務システムの合理化・効率化 

ICT等を活用した業務システム整備に取り組む。 

 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 

寄附金等の外部資金や自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、事業ごとに適正な財

務管理の実現を図る。また、毎年の運営費交付金額の算定に向けては、運営費交付金債務残

高の発生状況にも留意する。 
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 

１ 内部統制の充実・強化 

  理事長のリーダーシップの下で適切な業務運営を図るため、規程の整備に加え、理事長

の指示が全役職員に伝達される仕組みを整備・運用するとともに、法令遵守（コンプライ

アンス）を徹底する。また、内部統制が適切に機能しているか継続的に点検・検証し、必

要に応じて規程及び体制の見直しを行う。 

 

２ 情報セキュリティへの対応 

  「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」を踏まえ、情報セキュリテ

ィ・ポリシーを適時見直すとともに、情報セキュリティ対策を推進する。また、サイバー

セキュリティ戦略本部が実施する監査において特定される課題を解決する。 

 

３ 施設・設備 

  施設・設備の整備については、長期的視点に立って推進する。 

 

４ 人事 

  職員の能力と実績を適正かつ厳格に評価し、その結果を処遇に反映させるとともに、適

材適所の人事配置を行うなど、職員の能力の向上を図る。また、振興会の業務を継続的か

つ発展的に遂行するため、中長期的な視点で、振興会の核となる職員の育成・充実を図る。 
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日本学術振興会が果たすべき役割

世界レベルの多様な知の創造

研究者の自由な発想に基づく独創的・先駆的な研究を支援
することにより、研究者が世界レベルの多様な知を創造で
きる環境を創出

知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成

若手研究者が自立して研究に専念できるよう支援を充実す
ること等により、国や分野にとらわれず知の開拓に挑戦す
る研究者を養成

大学等の強みを生かした教育研究機能の強化

大学等における教育研究拠点の形成やグローバル化の取
組等を支援することにより、大学等の強みを生かした教育
研究機能を強化

強固な国際研究基盤の構築

諸外国の学術振興機関、海外拠点、在外研究者等との協働
により、強固な国際研究基盤を構築

～ 「文部科学省政策評価基本計画」（平成25年3月29日 文部科学大臣決定）
における「文部科学省の使命と政策目標」より抜粋 ～

政策目標４ 個性が輝く高等教育の振興
－ 施策目標４－１ 大学などにおける教育研究の質の向上

政策目標７ イノベーション創出に向けたシステム改革
－ 施策目標７－２ 科学技術の国際活動の戦略的推進

政策目標８ 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化
－ 施策目標８－１ 科学技術イノベーションを担う人材力の強化
－ 施策目標８－２ イノベーションの源泉としての学術研究と基礎

研究の推進

■第５期科学技術基本計画（平成28年1月22日 閣議決定）
・若手研究者の育成・活躍促進
・大学院教育改革の推進
・国際的な研究ネットワーク構築の強化
・学術研究の推進に向けた改革と強化
・国際共同研究の推進と世界トップレベルの研究拠点の形成 等

■科学技術イノベーション総合戦略2017（平成29年6月2日 閣議決定）
・博士課程学生への経済的支援を充実
・若手研究者等が独立して研究可能な競争的資金による独創的な研究を促進
・大学等研究機関における、高いポテンシャルを有する海外研究機関との研究者の派遣・受入れ
・相手国・地域のポテンシャル・分野と協力フェーズに応じた多様な国際共同研究及び研究交流
を促進 等

■教育振興基本計画（平成25年6月14日 閣議決定）
・博士課程を中心とする大学院教育の抜本的な改革・強化を図る
・各大学等の強みを生かした教育研究拠点の形成を促進 等

（振興会の目的）
第三条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術
の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。

独立行政法人日本学術振興会法

学術の振興を目的とする我が国唯一の独立した資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、研究者の活動を安定的・継続的に支援

主な政府方針 文部科学省の政策目標における位置づけ

総合的な学術情報分析基盤の構築

振興会の諸事業等に関する情報を総合的に分析・活用する
基盤を構築
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（序文） 
 独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 35 条の４第１項及び特定国

立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法（平成 28 年法律第

43 号）（以下「特措法」という。）第５条の規定に基づき、国立研究開発法人理化

学研究所が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中長期目標」という。）を定

める。 
 
１．政策体系における法人の位置付け及び役割 
国立研究開発法人理化学研究所（以下「研究所」という。）は、その起点である

財団法人理化学研究所の設立から百年を超える歴史を積み重ね、今日では我が国

で最大規模かつ最高水準の自然科学全般に関する総合的研究機関へと発展した。

その蓄積の上に、特措法に基づく特定国立研究開発法人として位置付けられた研

究所は、次の新たな世紀を迎え、その総力を発揮し、国や社会の要請に対応する

世界最高水準の研究開発成果を生み出し、我が国のイノベーションシステムを強

力に牽引する中核機関として活躍することが期待されている。 
このため研究所は、当期の中長期目標期間においては、科学技術基本計画をは

じめとする国や社会からの要請に基づく様々な研究分野における優れた研究成果

の創出、世界トップレベルの研究基盤の整備・共用を進めるとともに、他の研究

機関の模範となる優れた研究環境や先進的な研究システムの整備等に積極的に取

り組み、特定国立研究開発法人として我が国におけるイノベーションの創出、す

なわち、新たな知的・文化的価値の創造に加え、それらを研究機関等と活発な連

携を図り社会的・公共的・経済的価値の創造に結びつけることをこれまで以上に

志向する機関として、一層の飛躍を遂げることが求められる。その際、研究所が

これまでにない新たな研究領域を切り拓き、世界を革新する研究シーズを創出す

ることにより、地球規模での研究開発の潮流を自らが創出する世界最高峰の研究

機関となることが期待される。 
 このような役割を担うに当たっては、理事長のリーダーシップのもとに、イノ

ベーションの創出を志向した研究所の運営システムを構築することが重要であり、

そのために必要なビジョンの策定や体制・制度の整備・運用等に取り組むことが

求められる。そして、本運営システムの下、国家戦略等に基づく戦略的研究開発、

世界トップレベルの研究基盤の構築・運営・高度化、将来のイノベーション創出

を支える新たな科学の創生、外部機関との組織対組織の連携等による成果の社会

還元、優れた研究環境の整備や優秀な人材の育成・輩出に取り組むことが求めら

れる。この際、研究所全体の運営方針が各組織や職員に広く浸透することが重要

であり、個々の研究者がビジョンを共有した中で、それぞれの創意工夫を活かし

た研究開発活動に邁進していく環境を整えることが重要である。 
加えて、研究不正、研究費不正、倫理の保持、法令遵守等についても研究所は

他の研究者及び研究開発機関の模範となるべく対応が求められる。 
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（別添１）政策体系図 
 
２．中長期目標期間 
 研究所の当期の中長期目標の期間は、平成 30 年（2018 年）4 月 1 日から平成

37 年（2025 年）3 月 31 日までの７年間とする。 
 
３．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 
１で示した、政策体系における法人の位置付け及び役割を踏まえて、以下に各

項目の具体的目標を示す。 
なお、以下の取組に加え、諸情勢に鑑み、研究所が実施すべき必要性が増大し

たもの等については、機動的に対応する。特に、特措法に基づき、科学技術に関

する革新的な知見が発見された場合や、その他の科学技術に関する内外の情勢に

著しい変化が生じた場合において、文部科学大臣から当該知見に関する研究開発

その他の対応を求められた際は、迅速に対応する。 
評価は、別添の評価軸及び関連指標等を用いて行う。 
（別添２）評価軸 

 
３．１ 研究開発成果を最大化し、イノベーションを創出する研究所運営シス

テムの構築・運用 
特定国立研究開発法人として、理事長のリーダーシップのもと、他の研究機

関の模範となるような研究所運営システムの構築や強化に必要な制度を整備・

運用するため、以下に示す取組を行い、研究開発成果を最大化させ、イノベー

ションを創出する中核機関としての力を強化する。 
 

（１）理事長のリーダーシップによる研究所運営を支える体制・機能の強化 
理事長のリーダーシップによりイノベーション創出のための自律的な法人

運営がなされるよう、研究所は、理事長の研究所運営判断を支える体制・機能

を強化し、運用する。 
具体的には、研究所の有する研究・経営資源等を踏まえ、国家戦略及び将

来のあるべき社会像を分析し、研究所が向かうべき方向性をビジョンとして

とりまとめ、具体的な研究開発を企画・立案・推進する機能を強化する。ま

た、法人運営にあたって、海外の著名な研究者を含む外部有識者等による研

究開発活動及び法人経営への提言や評価を受けるとともに、研究所内の中核

的な研究者による科学的見地から新たな研究分野の開拓等を目指した研究開

発の方向性や戦略等の助言を得ることで、研究所内外の幅広い視点からの研

究開発や法人運営の課題抽出・課題解決につなげる等の取組を行う。さらに、

これら研究所の業務の改善を進める上で、理事長の裁量による研究費等の機

動的な措置や、最適な予算の配分など、理事長のリーダーシップとそれを支
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える機能のもと、最適な研究所運営が可能となるよう取り組む。その際、イ

ノベーション創出を促す組織横断的かつ柔軟な研究体制やネットワーク構築

を進める。 
 

（２）世界最高水準の研究成果を生み出すための研究環境の整備や優秀な研究

者の育成・輩出等 
世界トップレベルの研究開発機関として発展するために、若手、女性、外

国人を含め、多様な優れた研究者を積極的に登用し、活気ある研究環境を整

備する。 
特に、若手をはじめとする研究者等が、中長期的視点を持って研究に専念

出来るよう、研究者等の任期の長期化や一部の無期雇用化を含む、人事制度

の改革・運用を行う。この際、様々な特色ある発想・知見を持った研究者を

受け入れ、また輩出する機能が、研究所の活性化や科学界全体の発展に重要

であることに鑑み、人材の流動性と安定性のバランスには十分配慮するとと

もに、無期雇用となった研究者等については、自らの研究の推進のみならず、

より広範な研究分野での貢献等、研究所全体の発展に向けた取組への参画を

促すこととする。 
また、研究者が自らの研究開発活動を効果的・効率的に行うとともに成果

の最大化を図り、研究所としてその得られた成果の社会還元を進めるために、

研究系事務職員や研究補助者といった研究支援者、研究所内外の連携を進め

るためのコーディネート人材等の配置や、そのための適切な事務体制の構築

等、研究開発活動を事務・技術で強力に支える機能・体制を構築する。 
さらに、世界に開かれた国際頭脳循環のハブとして研究所が機能すること

により、科学技術の水準の向上と国内の若手研究者の育成等を推進するため、

大学との研究協力及び優れた人材の育成の観点から組織的な連携を進め、国

内外の優秀な研究者の受入れとその育成・輩出、大学からの学生の積極的な

受入れに取り組むとともに、海外の研究機関との共同研究・人事交流等の連

携や、海外の研究拠点の形成・運営などを、戦略的に推進する。 
これらを進める上で、女性や外国人研究者等が円滑に研究活動に従事でき

るよう、ダイバーシティの計画的な推進に配慮した環境の整備に努める。 
加えて、我が国を代表する研究機関として、自らの活動を科学界のみなら

ず広く一般社会に発信し、その意義や価値について、幅広く理解され、支持

を得ることが重要である。このため、論文発表、シンポジウム、広報誌や施

設公開等において、引き続き、研究活動や研究成果の分かりやすい発表・紹

介に取り組むとともに、あわせて、当該研究によって期待される社会還元の

内容等について情報発信を行い、国内外の各層から幅広く理解・支持される

よう努める。 
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（３）関係機関との連携強化等による、研究成果の社会還元の推進 
イノベーション創出のために、研究所が有する革新的研究シーズの社会還

元を加速する。このため、産業界や大学といった外部機関との連携を強化し、

分野や業種を超えて結びつく場として、研究所の研究成果の実用化や、関係

機関による新たな価値の共創のためのオープンイノベーションの推進や、そ

のための企画・立案機能の強化及び体制整備、知的財産の戦略的な取得・管

理・活用等の取組を推進する。また、それらの取組を通じ、外部資金の獲得・

活用に努める。 
特に、外部機関との連携にあたっては、個々の研究者同士の共同研究を実

施するだけではなく、組織対組織の連携を強化し、研究所内外の知識や技術

を融合・活用することでオープンイノベーションの推進に資する。 
産業界との連携にあたっては、組織的かつ大型の共同研究等の取組を強化

することで、外部資金を獲得・活用しつつ、自らの研究シーズの社会還元を

行う。その際、イノベーション創出を促進し先導する観点から、研究所の知

的財産の管理・活用、法人発ベンチャーの育成・支援のための組織的な取組

を強化する。 
大学との連携にあたっては、複数の分野の研究者が流動性を持ちながら、

組織的に連携するハブとしての機能を研究所が中心となって構築し、それぞ

れの強みを活かしつつ組織や分野の壁を越えた融合研究を展開する場を構築

することで、研究所及び連携先の大学による新たな革新的研究シーズの創出

につなげるとともに、当該ハブ機能を中核として地方自治体や地域産業との

連携を強化し、成果の社会還元につなげる。 
また、オールジャパンでの研究成果の実用化に向けた橋渡しへの貢献とし

て、健康・医療分野においても、研究所の有する研究基盤を横断的に活用す

ることで、内外の革新的シーズを実用化するために必要な支援を行うなど、

政府の関係機関等と連携しながら、革新的な創薬や医療技術の創出につなげ

る取組を推進する。 
 
（４）我が国の持続的なイノベーション創出を支える新たな科学の開拓・創成 

科学技術イノベーションの実現のためには、新たな研究領域を開拓・創成

し、インパクトのある新しい革新的研究シーズを創出していくことが重要で

ある。 
このため、研究分野を問わず、卓越した研究実績と高い識見及び指導力を

有する研究者による、豊かな知見・想像力を活かした研究開発や、研究所内

の組織・分野横断的な融合研究を実施し、新たな研究領域の開拓・創成につ

なげる。 
この取組を進めるにあたっては、研究者の分野を超えた取組を強化し、各

研究開発の目標設定と進捗管理をそれぞれの課題の科学的・社会的意義等に
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照らし厳格に行い、諸情勢に鑑み対応の重要性・必要性が生じた課題に対し

て機動的かつ重点的に取り組むとともに、必要性・重要性が低下したものは

廃止を含めた見直しを行うなど、不断の改善に取り組む。 
 
３．２ 国家戦略等に基づく戦略的な研究開発の推進 

  我が国の科学技術イノベーション政策の中核的な研究機関として、科学技術

基本計画をはじめとする国家戦略等に挙げられた国家的・社会的な要請に対応

し、以下に示す研究開発領域において、戦略的な研究開発を行い、優れた研究

開発成果の創出及びその最大化を目指す。 
  各領域において定める目標を達成するために、研究所は、国家戦略等を踏ま

え、新たな知見の創出から研究成果の最終的な社会への波及までを見据えた主

要な研究開発課題を領域毎に設定し、その進め方及び進捗に応じて見込まれる

成果等について、中長期計画及び年度計画において定めることとする。 
これらをもとに、各領域において、３．１に示した研究所全体の運営システム

のもとで、年度ごとに各研究開発の進捗管理・評価とそれらを踏まえた改善・見

直しの実施、研究所内の組織横断的な連携の活用等の取組を行うとともに、各領

域に応じた個別の研究開発マネジメントを実施し、研究開発成果の最大化を目指

す。 
 
 （１）革新的知能統合研究 
   ICT の発展に伴い、IoT や人工知能技術の利活用が進む中、我が国が世界に

先駆けて「超スマート社会」を実現し、ビッグデータ等から付加価値を生み

出していくことが求められている。このため、深層学習の原理の解明に向け

た理論の構築や、現在の人工知能技術では対応できない高度に複雑・不完全

なデータ等に適用可能な基盤技術の実現に向けた研究を推進するとともに、

これらの基盤技術も活用し、再生医療等の我が国が強みを有する分野の科学

研究の更なる強化及び防災等の国内の社会課題の解決に資する研究成果を創

出する。また、人工知能技術等の利活用にあたっての倫理的、法的、社会的

問題について研究・発信する。これらを通じて、高度な研究開発人材等の育

成を行う。その際、関係省庁、機関及び民間企業と緊密に連携し、世界的な

動向を踏まえながら、これらの取組を着実に進める。 
 
 （２）数理創造研究 
   自然科学や社会科学における学際研究の重要性が益々高まりつつある中、

各分野で個別に進化してきた科学的方法の共有と結合、大規模データからの

情報抽出や高度に複雑なシステムの制御に必要な数理科学的手法の開発が求

められている。このため、数学・数理科学を軸として、物理学、化学、生物

学等における理論科学や計算科学等を融合し、数理科学の視点から自然科学
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における基本問題（宇宙や生命の起源等）や、国家的・社会的ニーズに応え

るための諸課題（自然現象や社会現象の数理モデリング技術の進展等）の解

決に向けた取組を推進する。また、それらの分野や階層を横断的に見ること

で解明可能な社会課題の発掘と、これらの推進を行う人材の育成を行う。 

 
 （３）生命医科学研究 
   がんや生活習慣病の克服のために革新的な免疫療法をはじめとした治療法

が開発されているが、薬効の個人差や副作用がその普及に向けた課題であり、

遺伝子レベルでの層別化や発症メカニズムの包括的解明による個人に最適な

治療選択が必要である。このため、ヒト免疫系基本原理の解明やヒト化マウ

ス等の基盤技術開発、疾患関連遺伝子の網羅的同定、一細胞技術を活用した

機能性ゲノム解析研究等の成果を発展・融合させ、がん免疫治療等における

個別化医療・予防医療の実現に向けた研究を推進する。 
 
 （４）生命機能科学研究 
   超高齢社会である我が国においては健康寿命の延伸が求められており、ヒ

トの健康状態の維持と老化メカニズムの解明が急務となっている。この課題

の解決に向け、細胞状態の診断と評価手法の確立を目指した非侵襲による可

視化技術と予測・操作手法の開発、次世代の再生医療を目指した臓器の立体

形成機構とその制御原理の解明、および健康・正常状態を測定するための非・

低侵襲の計測技術の開発を行う。またこれらの技術等を用いて、発生から成

長・発達・老化までの分子レベルから個体レベルに至る生命機能維持の仕組

みを解明し、加齢に伴う機能不全の克服に向けた研究を推進する。 
 
 （５）脳神経科学研究 
   超高齢社会である我が国においては、精神・神経疾患の発症メカニズム解

析及び診断・治療法の開発や、人工知能の高度化等に向け、ヒト脳の高次機

能の解明が求められている。このため、これまでの知見をもとに、脳高次認

知機能のイメージング研究、脳の遺伝子レベルから表現型レベルまでの全階

層を対象にした横断的研究、高次認知機能などに関わる脳の計算原理の研究、

データ駆動型脳研究、精神・神経疾患の診断・治療法開発研究等の、ヒト脳

の構造と機能の理解に向けた研究を推進する。 
 
 （６）環境資源科学研究 
   資源枯渇・気候変動・食料不足等の地球規模の課題を解決するためには、

食料、バイオマス、医薬品・化学工業原料等を少ない環境負荷で効率的に生

産する革新的な技術の開発が求められている。このため、植物科学、微生物

学、化学等を融合し、ゲノム情報や、環境データ等を活用したデータ科学を
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取り入れ、植物の形質改良、植物や微生物からの有用物質の合成、地球資源

を利用する高機能資源化触媒の開発、有用機能を持つ高分子素材の開発等を

推進する。 
 
 （７）創発物性科学研究 
   環境調和型の持続可能な社会の実現に向けて、超低消費電力デバイス等の

環境・省エネルギー関連技術の研究開発が求められている。このため、これ

までの研究開発を融合・加速させ、エネルギー機能創発物性、創発機能性ソ

フトマテリアル、量子情報電子技術、トポロジカルスピントロニクスの４つ

の研究テーマに取り組み、環境中の熱や光を高効率で収集しエネルギーに変

換する新物質の開発や超高速・超効率的な情報処理技術、超低消費エネルギ

ー技術などの、革新的なハードウェアの創製を可能にする新しい学理の構築

と概念実証デバイスの開発を推進する。 

 
 （８）光量子工学研究 
   光・量子技術は、「超スマート社会」の実現に資する我が国が強みを有する

基盤技術であり、革新的な計測技術、情報・エネルギー伝達技術、加工技術

の強化等が求められている。このため、超高速の物理現象の解明や生体の超

解像イメージング等の最先端の学術研究に加え、革新的な材料開発、インフ

ラ構造物の保全等、社会的にも重要な課題の解決に向けて、これまで得られ

た知見を活用しつつ、極短パルスレーザーの発生・計測技術、超高精度レー

ザーの制御技術、非破壊検査技術といった最先端の光・量子の発生、制御、

計測による新たな光量子技術の研究開発を推進する。 
 
 （９）加速器科学研究 
   物質の根源的理解や物質創成の謎の解明を進めるとともに、その成果を応

用することにより、食料・健康・環境・エネルギー・資源問題の解決に資す

ることが求められている。このため、研究基盤である RI ビームファクトリー

の加速器施設の高度化を進め、元素合成過程の解明等の原子核基礎研究を幅

広く展開するとともに、重イオンビームによる農業・工業・RI 医薬等の産業

応用を推進する。さらに、原子番号 119 番以上の新元素合成に挑み、原子核

の寿命が極めて長くなると予想されている「安定原子核の島」への到達に向

けた核合成技術の確立を目指す。 
 
３．３ 世界最先端の研究基盤の構築・運営・高度化 

  世界トップレベルの研究機関として、以下の通り、超高速電子計算機、バイ

オリソース基盤、大型放射光施設等の最先端の研究基盤を着実に整備し、共用

に供するとともに、高度化・利活用研究を進めることで、研究所内外での優れ
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た研究開発成果の創出及びその最大化を目指す。 
  各研究基盤の領域において定める目標を達成するために、研究所は、研究所

内外における研究開発成果の創出を見据えつつ、研究基盤の運用・高度化・利

活用研究に関して取り組むべき具体的に課題を領域毎に設定し、その進め方及

び進捗に応じて見込まれる成果等について、中長期計画及び年度計画において

定めることとする。また、これらをもとに、各研究開発基盤の領域において、

３．１に示した研究所全体の運営システムのもとで、年度毎にそれぞれの取組

の進捗管理・評価とそれらを踏まえた改善・見直しの実施、研究所内の組織横

断的な連携の活用等の取組を行うとともに、各領域に応じた個別の研究開発マ

ネジメントを実施し、研究開発成果の最大化を目指す。 
 
 （１）計算科学研究 
   スーパーコンピュータ「京」について、特定先端大型研究施設の共用の促

進に関する法律（平成６年法律第 78 号）（以下「共用法」という。）に基づき、

これまでの極めて安定した運用実績等を踏まえ、研究者等への共用を着実に

推進する。また、その後継となるポスト「京」について、早期に運用開始す

ることを目指し、その開発を実施するとともに、「京」からポスト「京」への

移行を円滑に実施し、必要な計算資源を研究者等への共用に供する。さらに、

「京」及びポスト「京」で得られた計算科学及び計算機科学の知見を発展さ

せ、社会的・科学的課題の解決に資するよう、成果創出や普及を促進する。 
 
 （２）放射光科学研究 
   学術利用から産業応用まで幅広く利用される大型放射光施設（SPring-8）

及び X 線自由電子レーザー施設（SACLA）について、共用法に基づき、安定

的な運転により利用者への着実な共用を進めるとともに、データ処理技術の高

速・大容量化等の利用技術の高度化、利用者支援体制の拡充、施設性能の強化

等を図り、学術利用のみならず産業利用についても、その促進を図る。また、

これまでに得られた知見を活かし、SPring-8 及び SACLA と相補的な構造解

析に資する基盤技術開発を進める。 
 
 （３）バイオリソース研究 
   基礎基盤研究から社会的課題を解決する開発研究までの幅広い研究に対し

て、社会的ニーズ・研究ニーズを捉えながら、利用価値、付随情報、品質等

について世界最高水準のバイオリソースを戦略的に整備し、提供する。また、

効果的・効率的なバイオリソース整備を実施するために、保存・利用技術等

の基盤技術開発を実施する。さらに、研究動向を的確に把握し、整備したバ

イオリソースの利活用に資する研究開発を推進する。加えて、バイオリソー

ス事業に関わる人材の育成、研究コミュニティへの技術移転のための技術研
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修や普及活動を行う。 
 
４．業務運営の改善及び効率化に関する事項 
 研究所が行う業務の運営について、以下に示す取組を行うとともに、法人独自

の創意工夫を加えつつ、その改善に取り組む。 
 
４．１ 経費の合理化・効率化 

組織の見直し、調達の合理化、効率的な運営体制の確保等に引き続き取り組

むことにより、経費の合理化・効率化を図る。 
 運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分は除外

した上で、一般管理費（人件費、特殊経費及び公租公課を除く。）及び業務経費

（人件費及び特殊経費を除く。）の合計について、毎年度平均で前年度比 1,16%
以上の効率化を図る。なお、新規に追加されるもの及び拡充される分は、翌年

度から同様の効率化を図る。 
 
４．２ 人件費の適正化 

適切な人件費の確保に努めることにより優れた研究者及び研究支援者を育

成・確保するべく、政府の方針に従い、必要な措置を講じる。給与水準につい

ては、国家公務員の給与水準を考慮し、手当を含め役職員給与の在り方につい

て厳しく検証した上で、研究所の業務の特殊性を踏まえた適正な水準を維持す

るとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 
 なお、国際的に卓越した能力を有する人材の確保のために、必要に応じて弾

力的な給与を設定できるものとし、その際には、国民に対して納得が得られる

説明に努める。 
 
４．３ 調達の合理化及び契約の適正化 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5
月 25 日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、契約の公正性、透明性の

確保等を推進し、業務運営の効率化を図る。 
 また、監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施に

ついて徹底的なチェックを行う。 
 
５．財務内容の改善に関する事項 
研究所は、予算の効率的な執行による経費の削減に努めるとともに、受益者負

担の適正化にも配慮しつつ、積極的に、施設使用料、寄付金、特許実施料等の自

己収入や競争的資金等の外部資金の確保や増加、活用等に努める。 
 独立行政法人会計基準の改訂等により、運営費交付金の会計処理として、業務

達成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、 収益化単位の業
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務ごとに予算と実績を管理する。 
また、運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を計画的に執行する。

必要性がなくなったと認められる保有資産については適切に処分するとともに、

重要な財産を譲渡する場合は計画的に進める。 
 
６．その他業務運営に関する重要事項 
 
６．１ 内部統制の充実・強化 

内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の

整備」（平成 26 年 11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）等を踏まえ、理事

長のリーダーシップのもと、コンプライアンス体制の実効性を高めるとともに、

中長期的な視点での監査計画に基づき、監事との緊密な連携を図り、組織的か

つ効率的な内部監査の着実な実施、監査結果の効果的な活用等により、内部統

制を充実・強化する。 
 特に、研究活動等における不正行為及び研究費の不正使用の防止を含めた、

研究所のミッション遂行の阻害要因となるリスクの評価や分析、適切な対応等

を着実に進める。 
 
６．２ 法令遵守、倫理の保持 

研究開発成果の社会還元というミッションの実現にあたり、法令遵守や倫理

に対する意識を高め、社会の中での信頼の確保に努める。 
 特に、研究活動等における不正行為及び研究費の不正使用の防止について、

国が示した「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平

成 26 年８月 26 日文部科学大臣決定）等の遵守を徹底するとともに、再発防止

のために研究所が策定し実施したアクションプラン等を踏まえつつ、引き続き

適切な対応を行う。さらに、研究不正等に係る研究者等の意識の向上や、研究

不正等の防止に向けた取組の社会への発信等を通じて、他の研究機関の模範と

なる取組を進める。 
  
６．３ 業務の安全の確保 

業務の遂行にあたっては、安全の確保に十分留意して行うこととし、業務の

遂行に伴う事故の発生を事前に防止し業務を安全かつ円滑に推進できるよう、

法令等に基づき、労働安全衛生管理を徹底する。 
 
６．４ 情報公開の推進 
適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、「独立行政法人等の保有

する情報の公開に関する法律」（平成 13 年法律第 140 号）に基づき、適切かつ

積極的に情報の公開を行う。 
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６．５ 情報セキュリティの強化 

サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）に基づき策定され

た「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成 28年８月

31日サイバーセキュリティ戦略本部決定）を踏まえ、適切な対策を講じるため

の体制を強化するとともに、これに基づき情報セキュリティ対策を講じ、情報

システムに対するサイバー攻撃への防御力を高めるなど、外部からの攻撃や内

部からの情報漏えいの防止に対する組織をあげた対応能力の強化に取り組む。 
それらの対策の実施状況を毎年度把握するとともに、サイバーセキュリティ

対策本部が実施する監査において指摘される課題にも着実に対応し、PDCA サ

イクルにより情報セキュリティ対策の不断の改善を図る。 
 
６．６ 施設及び設備に関する事項 

将来の研究の発展と需要の長期的展望に基づき、良好な研究環境を維持する

ため、研究所は、既存の研究施設及び中長期目標期間中に整備される施設の有

効活用を進めるとともに、高経年化対策を含め、施設・設備の改修・更新・整

備を計画的に実施する。 
 
６．７ 人事に関する事項 

研究開発成果の最大化及び効果的かつ効率的な業務の実施のため、任期付職

員の任期の見直しや無期雇用職の導入に係る人事制度改革を、流動性と安定性

のバランスに配慮しつつ、着実に進める。また、クロスアポイント等も活用し

つつ、多様で優秀な人材を確保するとともに、職員の能力向上、適切な評価・

処遇による職員の職務に対するインセンティブ向上に努める。 
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国立研究開発法人理化学研究所に係る政策体系図

科学技術基本計画等に基づき以下の取組を実施。
・未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取組（超スマート社会の実現等）
・経済・社会的課題への対応（健康長寿社会の形成、地球規模課題への対応等）
・科学技術イノベーションの基盤的な力の強化（多様な人材の育成、能力・意欲を発揮できる環境の整備等）
・イノベーション創出に向けた好循環システムの構築（企業、大学等との連携強化、ベンチャーの創出強化等） 等

我が国で最高水準の自然科学全般に関する総合研究機関としての強みを活かし、科学技術基本計画等に掲げられる国
家的な課題や社会的な課題に対応するとともに、新たなイノベーションの創出、成果の社会還元により、イノベーションシス
テムを牽引する中核機関である特定国立研究開発法人としての役割を果たし、科学技術の水準の向上及び研究成果の最
大化を実現する。

【国の政策】

【本中長期目標期間における法人としての取組】

【特定国立研究開発法人としての使命】【個別法に定める業務】

・科学技術に関する試験及び研究の実施
・成果の普及及びその活用の促進
・研究所の施設及び設備の共用
・研究者及び技術者の養成及びその資質の向上 等

・世界最高水準の研究開発成果の創出と普及・活用の促進

・イノベーションを強力に牽引する中核機関としての役割
・特措法第７条に基づく主務大臣による措置要求への対応

等

１．研究開発成果を最大化し、イノベーションを創出する研究所運営システムの構築・運営

・理事長のリーダーシップによる研究所運営を支える体制・機能の強化

・世界最高水準の研究成果を生み出すための研究環境の整備や優秀な研究者の育成・輩出等

・関係機関との連携強化等による研究成果の社会還元の促進

・我が国の持続的なイノベーション創出を支える新たな科学の開拓・創成

２．国家戦略などに基づく戦略的な研究開発

３．世界最先端の研究基盤の構築・運営・高度化

（別添１）
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国立研究開発法人理化学研究所の評価に関する評価軸等について（案） 

 
項目 評価軸 備考（関連する評価指標、モニタリング指標等） 

３.１研究開発成果を最大化し、

イノベーションを創出する研究

所運営システムの構築・運用 

理事長のリーダーシップによる

研究所運営を支える体制・機能

の強化 

〇理事長のリーダーシップの下、研究開発成果を最大化し、イノベーションを

創出するための、他の国立研究開発法人の模範となるような法人運営システム

を構築・運用できたか。 
〇特措法第７条に基づく主務大臣による措置要求に適切に対応できているか

（該当事例があった場合のみ）。 
 

（評価指標） 
・我が国や社会からの要請の分析や、法人運営に係る適切な評価の実施と、これらを踏ま

えた理事長のリーダーシップによる法人運営の改善状況 
・人事制度の改革、多様で優れた人材の登用、女性や外国人等が働きやすい制度の整備及

び運用、研究支援機能の構築などの、研究環境の整備状況 
・国内外からの研究者の受け入れと育成・輩出の状況、学生の受入状況 
・海外の研究機関等との連携状況 
・研究成果の発信、アウトリーチ活動の取組状況 
・組織対組織での産業界や大学との連携状況と、これによる研究成果の社会還元等の状

況 
・知的財産のマネジメント、ベンチャー創出・育成の進捗状況 
・新たな科学の開拓・創成の取組状況と、これによる革新的シーズの創出等の成果 
等 
 
（モニタリング指標） 
・無期雇用化した職員数 
・研究者の外国人比率、女性比率、研究支援者等の数 
・国内外から受け入れた若手研究者数、大学から受け入れた学生数 
・学術論文誌への論文掲載数、論文の質に関する指標（Top10%論文数等） 
・アウトリーチ活動の実施件数 
・国内外の外部の研究機関等との連携数、連携プロジェクト数 
・大型の共同研究等による民間企業からの資金受入状況、特許件数（出願、登録）、10 年

以上保有している特許の実施化率、研究所発ベンチャー数 
・新たな科学の開拓・創成に係る、卓越した研究実績と高い識見及び指導力を有する研究

者（主任研究員）の活動状況、組織・分野横断的な融合研究の実施件数 
等 

世界最高水準の研究成果を生み

出すための研究環境の整備や優

秀な研究者の育成・輩出等 

関係機関との連携強化等によ

る、研究成果の社会還元の促進 

我が国の持続的なイノベーショ

ン創出を支える新たな科学の開

拓・創成 

３.２国家戦略等に基づく戦略的

な研究開発 
革新的知能統合研究 〇科学技術基本計画等に挙げられた、我が国や社会からの要請に対応するため

の研究開発を、中長期目標・中長期計画等に基づき戦略的に推進できているか。 
〇世界最高水準の研究開発成果が創出されているか。また、それらの成果の社

会還元を実施できているか。 
〇研究開発成果を最大化するための研究開発マネジメントは適切に図られて

いるか。 
〇特措法第７条に基づく主務大臣による措置要求に適切に対応できているか

（該当事例があった場合のみ）。 

（評価指標） 
・中長期目標・中長期計画等で設定した、各領域における主要な研究開発課題等を中心と

した、戦略的な研究開発の進捗状況 
・世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の社会還元 
・研究開発の進捗に係るマネジメントの取組 
等 
 
（モニタリング指標） 
・学術論文誌への論文掲載数、論文の質に関する指標（Top10%論文数等） 
・特許件数（出願、登録）、外部資金受入状況、連携数（共同研究等） 
等 

数理創造研究 
生命医科学研究 
生命機能科学研究 
脳神経科学研究 
環境資源科学研究 
創発物性科学研究 
光量子工学研究 
加速器科学研究 
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３.３世界最先端の研究基盤の構

築・運営・高度化  
計算科学研究 〇中長期目標・中長期計画等に基づき、研究開発基盤の運用・共用・高度化・

利活用研究の取組を推進できているか。 
○研究所として、高度化、利活用のための卓越した研究成果が創出されている

か。また、それらの成果の社会還元を実施できているか。 
○研究開発基盤の外部への共用等を通じ、科学技術や経済社会の発展等に貢献

する成果を創出できたか。 
〇研究開発成果を最大化するための研究開発マネジメントは適切に図られて

いるか。 
〇特措法第７条に基づく主務大臣による措置要求に適切に対応できているか

（該当事例があった場合のみ）。 

（評価指標） 
・中長期目標・中長期計画等で設定した、主要課題を中心とした、研究開発基盤の運用・

共用・高度化・利活用研究の取組の進捗状況 
・高度化、利活用のための卓越した研究開発成果の創出、成果の社会還元 
・外部への共用等を通じた成果創出 
・研究開発基盤の運用・共用・高度化・利活用研究の進捗に係るマネジメントの取組 
等 
 
（モニタリング指標） 
・共用件数等 
・学術論文誌への論文掲載数、論文の質に関する指標（Top10%論文数等） 
・特許件数（出願、登録）、外部資金受入状況、連携数（共同研究等） 
等 

放射光科学研究 

バイオリソース研究 
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平成３０年２月○日 
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総 務 省 

文 部 科 学 省 

経 済 産 業 省  
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 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第35

条の４第１項の規定により、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下

「JAXA」という。）が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中長期目標」と

いう。）を定める。 

 

Ｉ. 政策体系における JAXA の位置付け及び役割 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成 14 年法律第 161 号。以下

「JAXA法」という。）において、JAXAは、宇宙科学に関する学術研究及び宇宙航

空に関する基礎・基盤的な研究開発並びに人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び

運用等の業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙

科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図

ることとされている。 

また、宇宙分野の研究開発及び利用に関しては、JAXA法第 19条において、主

務大臣が JAXAの中長期目標を定め、又は変更するに当たっては、宇宙基本法（平

成 20 年法律第 43 号）第 24 条に規定する宇宙基本計画（以下「宇宙基本計画」

という。）に基づかなければならないこととされている。さらに、航空分野に関

しては、第５期科学技術基本計画（平成 28年１月 22日閣議決定）に対応する研

究開発計画（平成 29年２月文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価分

科会。以下「研究開発計画」という。）において重点的に実施すべき研究開発の

取組等が定められている。 

我が国における宇宙航空分野の研究開発及び利用の重要性は次のとおりであ

る。現在、宇宙空間は、我が国の安全保障の基盤として、情報収集や位置の確認、

指揮統制等に活用され、非常に重要な役割を果たすとともに、測位、通信・放送、

気象観測、防災等の国民生活や社会経済活動を支えるインフラとしての利用も

定着しつつあり、また、地球規模課題の解決や人類の知的資産の創出にも貢献す

るなど、宇宙開発利用は安全・安心で豊かな社会の実現のために必要不可欠なも

のとなっている。今後、宇宙開発利用がますます国の成長と発展に強固に結びつ

いていく中で、我が国は、これまで以上に宇宙分野における研究開発及び利用を

強力に推進していく必要がある。また、航空分野は我が国の成長分野の１つとし

て期待されており、国際競争力を強化し、我が国の航空産業の飛躍的な成長に貢

献するため、安全性、環境適合性及び経済性の向上等に資する技術の高度化や革

新的技術の創出につながる研究開発に取り組む必要がある。 

さらに、我が国及び JAXAは第１期及び第２期中期目標期間において、主に宇

宙科学技術水準の向上を目指してきた。そのような中、第３期中期目標期間には、

宇宙科学技術全般が実社会において幅広く役立つ段階にまで到達し、宇宙開発

利用が国の成長・発展に直結するようになった。このような変遷において、JAXA
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は我が国の宇宙航空政策の主体としてロケット・人工衛星の開発・運用、有人宇

宙開発、宇宙科学・探査、航空科学技術の各分野、宇宙航空産業の発展等におい

て多くの実績を上げてきた、世界トップレベルの研究開発能力及び技術・知見を

有する組織である。これらを踏まえ、第４期中長期目標期間において、我が国が

より一層、安全保障分野や民生分野等での宇宙航空技術の活用に取り組むに当

たり、JAXA は社会に対して積極的な企画・提案を行い新たな価値を生み出すこ

とを通じて、これまで以上に中心的役割を果たしていくことが期待されている。 

以上の JAXAの位置付け、宇宙航空分野における研究開発及び利用の必要性や

JAXAへの期待を踏まえ、特に宇宙基本計画及び研究開発計画における JAXAの役

割を次のとおり整理する。 

 

１．宇宙政策の目標達成に向けた政策体系（宇宙基本計画における役割） 
宇宙基本計画（平成 28年４月１日閣議決定）において、我が国の宇宙政策の

目標として、「宇宙安全保障の確保」、「民生分野における宇宙利用の推進」、「宇

宙産業及び科学技術の基盤の維持・強化」の３つが掲げられており、具体的アプ

ローチとして、当該政策目標を達成するための具体的取組が工程表とともに示

されている。 

宇宙基本計画の中で、JAXAは、「政府全体の宇宙開発利用を技術で支える中核

的実施機関」と位置付けられており、以上の３つの政策目標及び工程表の実現に

向けて、基盤的な研究開発等により技術力を高め、着実に各プロジェクトを実行

し、その成果を社会に展開することが求められている。 

今般、本政策目標を達成するための JAXAの役割を当該政策目標ごとに以下の

とおり確認する。 

 

１．１．宇宙安全保障の確保 
我が国の安全保障環境が一層厳しさを増している中、安全保障能力を強化し

ていくためにも、宇宙を効果的に活用していくことが必要とされている。宇宙空

間の安全保障上の重要性が増大する一方で、スペース・デブリの増加や対衛星攻

撃等の宇宙空間の安定的利用を妨げる脅威・リスクが深刻化しており、宇宙空間

の安定的利用を確保していくことは喫緊の課題となっている。このため、宇宙基

本計画では、宇宙空間の安定的利用の確保、宇宙を活用した我が国の安全保障能

力の強化等が政策目標として掲げられ、具体策が工程表において示されている。  

これを踏まえ、JAXA は、宇宙空間の状況把握やスペース・デブリの脅威・リ

スクに対処するための研究開発や政府による宇宙利用に関する国際ルール作り

への協力等により、宇宙空間の安定的な利用の確保に貢献する。また、JAXAは、

測位、通信、情報収集等のための宇宙システムを我が国の外交・安全保障政策等
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においてこれまで以上に活用可能なものとすべく、その高度化を達成するため

の研究開発及びそれらを支える宇宙輸送システム等の安定的運用により我が国

の安全保障能力の強化に貢献する。 

 

１．２．民生分野における宇宙利用の推進 
エネルギー問題、気候変動問題等の地球規模の課題が顕在化している中で、

「広域性」、「同報性」等の特長を有する宇宙システムが地球規模課題の解決に果

たす役割は増大しつつある。また、宇宙分野の最先端の技術や宇宙データは我が

国産業全体の新たな価値の創造等に大きく貢献するものである。このため、宇宙

基本計画では、宇宙を活用した地球規模課題の解決と安全・安心で豊かな社会の

実現、関連する新産業の創出を政策目標として掲げ、具体策を工程表において示

している。  

これを踏まえ、JAXA は、リモートセンシング衛星等の各種宇宙システムの活

用や利用促進を通じ、地球規模課題の解決に貢献するとともに、大規模災害等へ

の対応に役立てることにより、我が国の国民生活の向上に貢献する。また、政府

や民間事業者と連携し、衛星技術の高度化と衛星データの安定的供給、幅広い産

業での利用を見据えたビッグデータとしての管理・提供、その他利用拡大のため

の取組を進めることにより、新サービス・新産業の創出に貢献する。この際には、

我が国の地理空間情報政策との連携にも留意しながら取組を進める。 

 

１．３．宇宙産業及び科学技術の基盤の維持・強化 
我が国の宇宙機器産業の市場は官需が大半を占め、限られた市場の中では十

分な収益を確保できず国際競争力も低下するなど、我が国の宇宙産業基盤は揺

らぎつつある。また、利用ニーズと技術シーズの有機的サイクルの形成を意識し

た先端的な研究開発を行い、その成果を安全保障・産業振興等につなげていくこ

とが必要とされている。このため、宇宙基本計画では、宇宙産業基盤の維持・強

化、価値を実現する科学技術基盤の維持・強化を図っていくことを政策目標とし

て掲げ、具体策を工程表において示している。 

これを踏まえ、JAXA は、我が国の宇宙活動の自立性確保に向けて、宇宙産業

基盤を維持・強化するため、人工衛星等を利用した新たな国内需要の拡大に貢献

し、我が国の宇宙産業の国際競争力を強化するとともに、その国際展開に向け、

政府や民間事業者と連携し、諸外国との国際協力を拡大する。また、JAXA は、

我が国の安全保障能力の強化、産業の振興、国民生活の向上、宇宙科学・探査の

発展等の観点から、ニーズに応えた価値を実現する科学技術基盤の維持・強化に

貢献する。 
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２．研究開発計画における航空科学技術に関する役割 
航空科学技術については、研究開発計画に基づき、我が国の航空産業の振興、

国際競争力向上という目標に貢献するため、社会からの要請に応える研究開発、

次世代を切り開く先進技術の研究開発及び航空産業の持続的発展につながる基

盤技術の研究開発を推進する役割が JAXAに求められている。 

 

（別添１）政策体系図 

 

Ⅱ. 中長期目標の期間 

中長期目標の期間は、平成 30年（2018年）４月１日から平成 37年（2025年）

３月 31日までの７年間とする。 

 

Ⅲ．宇宙航空政策の目標達成に向けた具体的取組 

 通則法第 35条の４第２項における「研究開発の成果の最大化その他の業務の

質の向上に関する事項」を定める。Ⅲ．１項及びⅢ．２項については、Ⅲ．３項

以降の事項に取り組むに当たっての環境変化及び方針を記載するものである。

このため、法人評価はⅢ．３項以降において行う。また、本事項の項目は、「独

立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成 26 年９月２日総務大臣決定）に

従い、宇宙政策の目標達成に向けた宇宙プロジェクトの実施、宇宙政策の目標達

成に向けた分野横断的な研究開発等の取組、航空科学技術、宇宙航空政策の目標

達成を支えるための取組及び情報収集衛星に係る政府からの受託を JAXAの主要

な事業と捉え、それぞれを一定の事業等のまとまりとして設定する。 

評価については、国際的水準や社会情勢等を考慮するとともに、当初意図した

ものとは異なる成果も含め、研究開発の過程で得られた成果や目的達成のため

に行った取組や工夫についても適切に評価することに留意しつつ、別添２に掲

げる評価軸及び関連指標に基づいて実施する。 

 本事項においては、JAXA を取り巻く環境変化を示すとともに、これを踏まえ

て各事業を推進するに当たり JAXAが目指す大局的な方向性を確認する。その後、

当該方向性に沿って具体的な事業ごとに目標を設定する。 

 
１．JAXA を取り巻く環境変化 
 Ⅰ項において整理された政策体系における JAXAの位置付け及び役割を踏まえ

た上で、JAXAを取り巻く環境の変化を次に示す。 

  宇宙空間は、安全保障の基盤として、情報収集や位置の確認、指揮統制等

に活用され、宇宙システムの利用なしに、現代の安全保障は成り立たなくな

ってきている。このように宇宙空間が安全保障上重要になる一方で、宇宙活
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動国の増加等により、宇宙空間が混雑化するとともに、宇宙空間におけるス

ペース・デブリ等の脅威・リスクが高まっている。これらのことから、宇宙

空間の安定的利用の確保の必要性が一層増している。 

また、グローバル化の進展により世界各国において経済活動が活発化して

きた反動により顕在化した、エネルギー問題、気候変動問題、環境問題、食

料問題、大規模自然災害等の地球規模課題の解決や、持続可能な開発目標

（SDGs）等の国際共通的な課題への取組が重要となってきた。さらに、安全・

安心な社会の確立に向けて、昨今頻繁に発生する災害への対策や防災・減災

に係る取組も非常に重要となってきた。 

  我が国の宇宙機器産業は国内官需が大部分を占め、事業規模についても、

先行する海外企業に比べて必ずしも十分な国際競争力を有していない。欧米

では、新たなベンチャー企業が参入し、ベンチャー企業ならではの迅速な経

営判断や短い開発サイクル、コスト競争力などを武器に、公的機関からの技

術移転等の支援も受けながら急成長しており、新たなプレイヤーの参入によ

り世界的に競争は激化しつつある。さらに、宇宙利用産業については、欧米

では人工知能（AI）、Internet of Things（IoT）、ビッグデータ等の情報通

信技術を活用して、様々な分野の課題に対し、衛星データを活用したソリュ

ーションを提供する事業者などが多く出現しているが、我が国は欧米に比べ

て事業者が少ない状況にある。また、衛星の小型化、低コスト化に伴い、複

数の小型衛星による通信網や地球観測網を整備して新しいビジネスを展開

する事業者も現れている。さらには、スペース・デブリ除去等の軌道上サー

ビスや宇宙旅行、宇宙資源探査等の従来にはない全く新しいビジネスを計画

している事業者もいる。我が国では、民間事業者の宇宙活動の進展に伴い、

宇宙二法 P0F

1
Pが平成 28年 11月に成立するとともに、宇宙産業全体の市場規模

拡大を目標とした「宇宙産業ビジョン 2030」が平成 29 年５月に策定され、

民間事業者が主体となって宇宙活動を実施できる環境が整いつつあり、今後

宇宙産業の活発化が期待されている。これらのことから、JAXA においても

宇宙産業振興や国際競争力強化の取組の一層の推進により、国内需要に加え

て、国外の需要にも応え、新たな市場を開拓していくことが重要となってき

た。さらに、科学技術基本計画を踏まえ、オープンイノベーションの仕組み

の強化等を通じた研究開発成果の産業界への橋渡しや社会実装に対する期

待が高まっており、国立研究開発法人において、それらにスピード感を持っ

て応える必要性が生じてきた。 

  宇宙科学・探査分野においても、中国やインドを始めとする新興国や民間

1 「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」及び「衛星リモートセンシン

グ記録の適正な取扱いの確保に関する法律」 
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企業等の台頭が進んできており、同分野における我が国の存在感や技術的優

位性が揺らぎつつある。そのような状況において、我が国が同分野において

引き続き世界一級の研究成果を生み出し続けるとともに、次の大型国際共同

計画として、各国が協調した国際宇宙探査計画が議論されており、我が国と

しても、深宇宙探査のインフラ構築等において不可欠でキーとなる技術のう

ち、我が国として優位性が見込まれる技術や波及効果が大きく今後伸ばして

いくべき技術を戦略的に担うことで、我が国の国際的プレゼンスを維持する

ことが期待されている。 

  航空科学技術分野において、世界の航空機市場が飛躍的な成長を見せる中、

我が国としても航空産業は重要な成長産業であり、航空科学技術は国家戦略

上重要な基幹技術として位置付けられている。一方で、現在の民間航空機に

ついては、安全性の向上、低騒音化などを含む環境適合性の向上、燃費の改

善をはじめとする経済性の向上が求められている。さらに、航空科学技術を

長期にわたり高めていくための先進技術や、航空産業の持続的な発展に必要

となる基盤技術の維持・強化も求められている。これらの要求を踏まえ、JAXA

は、他国よりも優位な技術を早急に獲得すること等により、我が国の航空産

業の振興、国際競争力強化に貢献することが求められている。 

 

２．JAXA の取組方針 
JAXA を取り巻く環境の変化を踏まえ、本中長期目標期間において、宇宙基本

計画及び研究開発計画で示された具体的施策を引き続き着実に実行することに

加え、宇宙基本計画及び研究開発計画で示された我が国の宇宙航空政策の目標

を見据えた４つの取組方針を定める。 

 

（１）安全保障の確保及び安全・安心な社会の実現 

宇宙空間の安定的な利用の確保のための国際的な取組を先導及び推進する。

宇宙システムの機能保証（ミッション・アシュアランス）への貢献をはじめと

する安全保障分野におけるニーズに応えた取組の充実、防災・災害対策などの

安全・安心な社会の実現等に資する研究開発や基盤の維持・強化のための取組

等を推進する。 

具体的には、宇宙システムの安定的利用を図るため、防衛省をはじめとした

安全保障関係機関と連携し、宇宙システム全体の機能保証に関する政府の検討

や宇宙利用に関する国際ルールづくりを支援するとともに、宇宙状況把握能力

の確保及び向上やスペース・デブリ対策等に取り組む。また、世界的な衛星測

位技術の発展等を踏まえた我が国の測位システムを支える技術の研究開発、抗

たん性向上やデータの大容量伝送に貢献する光衛星間通信技術等の衛星通信
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の高度化に向けた研究開発、海洋の状況把握、防災・災害対策、地球規模課題

解決等に資する先進的な地球観測衛星等の研究開発及び衛星データ利用、情報

収集衛星の着実な研究開発（受託事業）等を進め、測位、通信、情報収集等の

ための宇宙システムの安全保障への一層の活用にも貢献する。さらに、自立的

宇宙輸送能力の継続的確保及び向上を図るため、基幹ロケットの着実な運用と

新型基幹ロケット（H3ロケット）の着実な開発を進める。また、防衛省をはじ

めとした安全保障関係機関との連携を強化するため、継続的かつ安定的に相互

の意見交換や情報共有等を行うための仕組みづくり等の取組の充実に努める。 

 

（２）宇宙利用拡大と産業振興 

民間事業者等との協働や技術面での支援・助言等による新たな事業の創出等

の宇宙利用の拡大に向けた取組を主体的に推進する。また、宇宙産業における

国際競争力の強化に資する研究開発等を推進する。 

具体的には、民間事業者等と協働で行う事業の強化やオープンイノベーショ

ンに係る取組の強化、各種宇宙実証機会の提供、日本実験棟「きぼう」の利用

促進等の推進により、宇宙利用拡大や産業振興等を進める。また、利用者のニ

ーズに対応した衛星データの提供や利便性の向上等によりデータ利用拡大を

進め、新サービス・新産業の創出や地球規模課題解決等に貢献する。H3ロケッ

トや次世代通信衛星の研究開発、政府の宇宙関連施策への協力等の宇宙産業の

国際競争力強化や産業基盤の維持・強化のための取組を進める。また、我が国

の宇宙産業における人的基盤を強化する観点からも、民間事業者等との相互の

人材交流等の人材流動性を高めるための取組を推進する。 

 

（３）宇宙科学・探査分野における世界最高水準の成果創出及び国際的プレゼン

スの維持・向上 

世界最高水準の科学成果の創出を目指し宇宙科学研究を推進するとともに、

宇宙探査活動、有人宇宙活動を推進することで我が国の国際的プレゼンスの維

持・向上に貢献する。 

具体的には、宇宙基本計画に定める各プロジェクトを他機関と連携して推進

するとともに、国際宇宙探査に向けてオープンイノベーション等の仕組みも活

用しつつ探査に必要な研究開発を推進することを通じて、国際宇宙探査におけ

る主導権の確保を目指す。 

また、長期的な視野から革新的な技術シーズの創出を目指す先端的な研究開

発にも積極的に取り組むなど、科学技術基盤の維持・強化に取り組む。 

 

（４）航空産業の振興・国際競争力強化 
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我が国の航空産業の振興、国際競争力強化を目指した次世代を含めた航空機

の安全性・環境適合性・経済性の向上等の社会からの要請に応える研究開発、

次世代を切り開く先進技術や航空産業の持続的発展につながる基盤技術の研

究開発を推進する。 

具体的には、オープンイノベーションを推進する仕組みも活用しつつ、次世

代エンジン技術、低騒音機体技術等の研究開発、将来に向けた静粛超音速機統

合技術の研究開発、数値シミュレーション等の基盤技術の向上等を通じて、我

が国の航空産業の振興、国際競争力強化に貢献する。 

 

宇宙基本計画及び研究開発計画に示された具体的施策及び上述の取組方針を

実行するとともに、新たな事業を創出する先導的な研究開発や宇宙航空事業の

推進に必要な人材及び設備等の基盤の充実並びに国際連携及び国民の理解増進

に係る活動の強化を図り、社会に対するアウトカムを見据えた積極的な企画・提

案を行う。これらを通じ、JAXA は社会を科学・技術で先導し、新たな価値を創

造する組織へと自らを変革し、我が国の宇宙航空政策の目標達成に貢献するこ

とを目指す。また、当該目標の達成に当たっては、内外の関係機関等との資金面

を含む適切な役割分担や協力等により、その成果の最大化を目指す。 

以下に各項目について、４つの取組方針を踏まえた具体的目標を設定する。 

 
３．宇宙政策の目標達成に向けた宇宙プロジェクトの実施 

前項における JAXAの取組方針を踏まえ、以下の取組を実施する。なお、個々

のプロジェクトの実施に当たっては、将来の安全保障、産業動向、科学技術、国

際情勢等の環境変化を踏まえ、JAXA の能力を最大限に発揮できるよう柔軟に対

応していくものとする。 

 

３．１．衛星測位 

衛星測位は、安全保障に大きく貢献するほか、国民生活・社会経済活動を支え

る極めて重要なインフラとなっている。その重要性から、我が国を含む主要国に

おいて、独自に測位衛星の開発・整備や高精度化をはじめとする衛星測位技術の

高度化が進められており、国際的な競争が激化している状況にある。また、社会

にとって重要なインフラとなる一方で、妨害電波等の脅威・リスクも増大してお

り、安定的に測位情報を提供するためにも抗たん性強化が求められている。 

我が国において整備している準天頂衛星は、アジア・オセアニア地域もカバー

しており、国内外において利活用拡大を進めるためにも、海外の技術動向や国内

外のニーズを踏まえつつ、測位技術の高度化を戦略的かつ継続的に進めていく

ことが重要となる。 
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このため、我が国の安全保障の確保及び産業の振興への貢献の観点から、世界

的な衛星測位技術の発展や政府及び民間のニーズ、海外展開ニーズ等を踏まえ

つつ、我が国の測位システムの高度化、高精度測位配信サービスの実現、抗たん

性強化等を念頭に、先進的な研究開発を行うことにより、我が国の測位システム

を支える技術の向上を図り、当該システムの発展に貢献する。 

 
３．２．衛星リモートセンシング 

先進的なリモートセンシング衛星の研究開発、運用、利用等を通じて、社会に

おける諸課題に以下のとおり対応する。なお、人工衛星を使用した海洋状況把握

及び早期警戒機能等に関する取組については、Ⅲ．３．６項において目標を定め

る。 

安全・安心な社会の実現に向けた防災・災害対策について、利用ニーズに対応

した衛星データを防災機関や自治体等へ迅速かつ正確に提供し、避難勧告の発

出等の減災に直結する判断情報として広く普及させることによって、実際の人

命保護・救助や財産保護等に一層貢献する。また、国土管理及び海洋観測に資す

る衛星データの利用を促進し、安全・安心な社会の実現に貢献する。さらに、衛

星データを適切に国外へ提供し、海外における災害被害の軽減と海外との相互

支援・互恵関係の構築に貢献する。 

また、地球規模課題の解決に向けた気候変動対策について、国内外のユーザに

対し同対策に一層貢献できる気候変動関連の衛星データの提供を行い、政府の

方針に基づく気候変動対策への協力や国際協力を推進することにより、衛星デ

ータが気候変動対応活動の判断指標や評価指標として定着することを目指す。 

産業振興及び公共的な衛星利用分野の拡大に資するため、既存事業の高付加

価値化や新サービス、新産業の創出への将来的な貢献を見据えた上で、民間事業

者や政府機関等と積極的に連携してAI等の革新技術も活用しつつ、衛星データ

の処理・分析等に係る研究開発を行い、衛星データの利便性を向上させることで

衛星データの利用を促進する。 

衛星により取得した各種データについて、政府の方針、海外の動向等を踏まえ、

政府や民間事業者等と連携し、幅広い産業での利用を見据えてビッグデータと

して適切な管理・提供を行う。また、政府の方針等を踏まえ、衛星の各機能の統

合利用の検討等も含む先進的な衛星関連技術の研究開発を行う。これらの取組

により、宇宙利用の拡大や産業の振興に貢献する。 

 
３．３．衛星通信 

衛星通信は、安全保障関係機関の迅速な情勢判断や指揮に資する情報共有手

段として活用されるなど安全保障にとって重要となる一方で、傍受や通信妨害
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などの脅威・リスクも増大しており、安定的な通信を確保していくためにも通信

の秘匿性や抗たん性の向上が必要とされている。また、衛星通信は、国民生活・

社会経済活動においても不可欠な存在となっており、近年の通信大容量化等の

ニーズに対応して、衛星通信技術の高度化が求められている。商業通信衛星市場

は世界の衛星市場の大半を占め、今後も新興国の需要拡大も含め将来の市場成

長が見込まれることから、通信衛星システムの海外展開は我が国の経済成長に

大きく貢献し得るものである。しかし、大容量通信衛星の技術開発について、我

が国の国際競争力は欧米に比べ劣後しており、我が国の商業通信衛星シェアも

低い状況にある。また、小型衛星通信網による新たなビジネスも計画されており、

その動向にも注視していく必要がある。 

このため、我が国の安全保障や産業の振興の観点から、衛星通信技術に関する

先進的な研究開発等を行う。製造事業者のみならず最終的なユーザとなる衛星

通信サービス事業者とも連携して、世界的な技術開発、ビジネス動向及び利用ニ

ーズの把握に努め、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）をはじめとする

官民関係者との適切な役割分担の下、研究開発を行う。これらの取組により、我

が国の先進的かつ革新的な衛星通信システムを実現し、衛星通信技術の国際競

争力を強化することで、2020年代における世界の商業通信衛星市場において、我

が国の民間事業者が現状より多くのシェアを獲得することに貢献する。 

また、我が国の安全保障の確保及び産業の振興への貢献を目指し、データ伝送

の秘匿性向上も念頭に光衛星間通信技術の研究開発及び実証を行い、大容量の

データ伝送を実現する。 

 

３．４．宇宙輸送システム 

我が国の安全保障の確保への貢献の観点から、宇宙輸送システムは、我が国が

必要とする時に、必要な人工衛星等を、自立的に宇宙空間に打ち上げるために不

可欠な手段であり、基幹ロケット及び当該産業基盤の維持・発展に向けた継続的

な取組により宇宙輸送能力を切れ目なく保持する。 

現行のH-IIA/H-IIBロケットについて、継続的な信頼性の向上や基盤技術の維

持、射場設備を含む施設設備の適切な維持管理等により、世界最高水準の打上げ

成功率とオンタイム打上げ率を維持しつつ、国内外の衛星打上げ需要に確実に

対応する。 

さらに、現行のH-IIA/H-IIBロケットと比して、より多様なユーザのニーズに

対応し、打上げ費及び設備維持費が安価なH3ロケットを開発するとともに、民間

事業者による衛星打上げサービスへの移行を速やかに完了し、我が国の自立的

な打上げ能力の拡大及び国際競争力の強化を図る。開発完了後も、射場設備を含

む施設設備の適切な維持管理等により、継続的な打上げ成功に貢献する。また、
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H3ロケットの開発と並行して、我が国の宇宙輸送技術の継続的な向上のための

研究開発を推進し、我が国の宇宙事業の自立性の維持、国際競争力強化及び経済

性の向上に貢献する。 

戦略的技術として重要な固体燃料ロケットシステムであるイプシロンロケッ

トについては、継続的な信頼性の向上や基盤技術の維持、施設設備の適切な維持

管理等により着実な打上げを続けるとともに、H3ロケットとの部品の共通化等、

シナジー効果を発揮する開発及び飛行実証を行い打上げ費を低減する。これら

の取組により、国際競争力を強化し、国内外の多様な需要に柔軟かつ効率的に対

応できるよう民間事業者による衛星打上げサービスへの移行を完了する。 

また、上述の取組と並行して、産業振興の観点から、ロケット開発に取り組む

他の民間事業者等への支援を行う。 

 

３．５．宇宙状況把握  

国民生活・社会経済活動の維持及び我が国の安全保障の確保の観点から、宇宙

空間の持続的・安定的利用の確保が我が国の重要な課題と認識されてきたこと

やスペース・デブリの増加等に鑑み、宇宙基本計画において平成30年代前半まで

に宇宙状況把握（SSA）運用体制を構築することとされている。さらに、SSAを活

用した宇宙交通管制（STM）などの新たな議論が行われている。これを踏まえ、

関係政府機関が一体となったSSA運用体制の構築に貢献するため、保有するSSA

関連施設の整備・運用及びより一層のSSA能力向上に向けた研究開発を行うとと

もに、関係機関との連携を通じ、JAXAの有する技術や知見等の共有を図る。本取

組により、安全保障分野や民生利用分野における宇宙空間の持続的・安定的な利

用の確保に貢献することを通して、我が国の安全保障の確保に貢献する。 

 

３．６．海洋状況把握・早期警戒機能等 
我が国の領海及び排他的経済水域内での外国漁船による違法操業、深刻化す

る気象災害、海域で発生する地震や津波、海洋汚染など、海洋における様々な人

為的又は自然の脅威・リスクが顕在化しており、海洋状況把握（MDA）によりこ

れらの脅威・リスクに対応していくことは、我が国の海洋政策・国家安全保障政

策等における喫緊かつ今後ますます重要となる課題である。 

このため、防衛省や海上保安庁をはじめとする安全保障関係機関と連携し、以

下の取組により我が国の安全保障の確保に貢献する。 

海洋状況把握について、安全保障関係機関と連携し、政府の検討を支援すると

ともに、先進的な地球観測衛星、船舶に関する情報を衛星から取得するための船

舶自動識別装置（AIS）、関連するデータ処理・解析技術に係る研究開発・運用

及び衛星データ利用の推進を通じ、我が国の海洋状況のより詳細な把握に貢献
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する。 

 早期警戒機能等について、安全保障関係機関と連携し、要素技術に係る政府の

有効性実証の支援を行うとともに、我が国の早期警戒能力の確保に向けた民生

技術などの幅広い技術の活用可能性を含む今後の在り方に関する政府の検討を

踏まえ、将来必要となる要素技術に係る研究開発等を推進する。 

安全保障関係機関との連携を深め、将来的な安全保障分野での宇宙の利用ニ

ーズを捉えた研究開発を推進する。 

                

３．７．宇宙システム全体の機能保証 
安全保障や国民生活・社会経済活動における宇宙システムへの依存度が高ま

る一方で、宇宙システムに対する脅威・リスクが増大しており、宇宙空間の安定

的利用を確保することが喫緊の課題となっている。宇宙空間における異変が我

が国の安全保障等に悪影響を及ぼすことを防ぐため、我が国の人工衛星や地上

設備などの宇宙システム全体の機能保証の強化の必要性が高まっている。 

これを踏まえ、宇宙システム全体の機能保証について、内閣府や防衛省をはじ

めとする安全保障関係機関と連携し、政府の検討に対し、機能保証の観点から宇

宙システムの開発や運用に関する知見を提供するなどの技術的な支援を行い、

我が国の宇宙システム全体の機能保証に貢献する。また、機能保証と密接な関係

にある我が国の将来の射場や即応型小型衛星等の在り方に関する政府の検討に

ついても技術的な支援を行う。 

また、政府の検討を踏まえ、我が国の安全保障や国民生活・社会経済活動等に

重要な役割を果たすJAXAが保有する宇宙システムの脆弱性評価を行うとともに、

その結果を踏まえた必要な取組を進める。 

 

３．８．宇宙科学・探査 

宇宙科学・探査に関する研究の推進により、英知を結集して人類共通の知的資

産を創出するとともに、宇宙空間における活動領域の拡大を可能とする革新的・

萌芽的な技術の獲得を通じた新たな宇宙開発利用の開拓を目指し、世界最高水

準の成果創出及び我が国の国際的プレゼンスの維持・向上に貢献する。 

上述の目標の実現に当たっては、他機関と連携して、宇宙基本計画にて定める

「戦略的中型計画」、「公募型小型計画」、「多様な小規模プロジェクト」の各

機会を活用し、人工衛星・探査機及び観測ロケットや大気球等の小型飛翔体の着

実な開発と運用により、世界最高水準の科学的成果を創出する。 

宇宙科学・探査ミッションの遂行及び研究に当たっては、大学共同利用システ

ムを通じたボトムアップを基本として、国際宇宙探査との連携も考慮した上で、

長期的な視点に立って戦略的に成果を得られるようプログラム化も行いつつ推

進する。また、プロジェクトの創出及び実施に当たっては、大学共同利用システ
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ムの下で大学を含む外部機関等との連携を強化する。 

また、上述の取組を通じて得た研究開発成果について、民間事業者等との連携

等による産業振興への貢献をはじめとした社会還元に努める。 

なお、宇宙科学に関する研究は長期的な視点での取組が必要であることから、

人材育成をはじめとした必要な施策を進め、研究開発を担う人材を積極的かつ

継続的に確保する。 

さらに、大学院教育への協力を行い、宇宙航空分野にとどまらず産業界を含む

幅広い分野で活躍する人材の育成に貢献する。 

 

３．９．国際宇宙ステーション 

日米協力をはじめとした多国間の国際協力関係の象徴として、我が国は、有人

宇宙技術の獲得やイノベーションの創出及び産業の振興、科学的知見の創出、我

が国の国際的プレゼンスの維持・向上への貢献等を目的に国際宇宙ステーショ

ン（ISS）計画へ参画し、国際協働による有人宇宙活動において中核的な役割を

担ってきた。今後は、民間事業者を含む多様なプレイヤーによる有人宇宙活動が

拡大していく方向性を踏まえ、イノベーションの創出や産業の振興、国際競争力

のある有人宇宙技術の獲得による我が国の国際的プレゼンスの維持・向上等へ

の貢献に重点化し、費用対効果を向上させつつ、以下の取組を行う。 

  日米オープン・プラットフォーム・パートナーシップ・プログラム(JP-US OP3)

に基づき、ISS計画の成果の最大化を図り、日米協力関係の強化に貢献する。 

日本実験棟（JEM）「きぼう」が持つ微小重力環境での実験機会を利用して科

学的・学術的成果の創出を促進するとともに、船外プラットフォーム等を利用し

た宇宙実証機会の利用・提供を通じて、我が国の国際的プレゼンスの維持・向上、

産業の振興、国民生活の向上等に貢献する。さらに、2020年までに、大学や民間

事業者等とのより一層の連携強化を通じて「きぼう」が科学技術イノベーション

を支える研究開発基盤として産学官で幅広く利用されることを目指す。 

これらの取組を通じ、宇宙利用の拡大及び産業の振興の観点から、「きぼう」

を利用したサービスが民間事業者等の事業として自立することを目指す。さらに、

国際的動向を踏まえ、地球低軌道有人宇宙活動の2025年以降の在り方や可能性に

ついて、検討を進める。 

 宇宙ステーション補給機（HTV）「こうのとり」を高度化させ、将来への波及

性の高い新たな宇宙機を開発することで、ISSへの輸送能力の向上と運用コスト

の低減を実現するとともに、ISS物資輸送機会を活用した技術実証機会の提供を

実現することで、我が国の効率的な有人宇宙活動の実現、産業の振興等に貢献す

る。 

 「きぼう」・「こうのとり」等の運用や日本人宇宙飛行士の活躍を通じ、ISS

計画において基幹的な役割を引き続き果たすとともに、我が国を通じたISS利用
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機会の提供を海外に広げる。これらを通じ、ISS参加国にとどまらず、アジア諸

国や国連等から高い評価を獲得し、我が国の国際的プレゼンスの維持・向上に貢

献する。 

 ISSにおいて、国際競争力のある有人宇宙滞在及び探査技術の実証を推進する

ことで、国際協調による将来の有人宇宙活動等への参画を可能とし、日本の主導

権の確保を目指す。 

 

３．１０．国際有人宇宙探査 

日米協力関係の強化をはじめとする国際協調を基本として、人類の活動領域

を拡大する「国際宇宙探査（有人探査のために先行して行われる無人探査も含

む。）」に我が国が重要な役割をもって参画することにより、地球低軌道より遠

方の深宇宙における我が国の主導権、発言権を強化し、新たな国際協調体制やル

ール作りに当たって、我が国がイニシアティブを発揮することを目指す。 

米国が構想する月近傍の有人拠点構築への参画や、国際協力による月への着

陸探査活動の実施などを念頭に、国際的なプログラムの具体化が図られるよう、

主体的に技術面を含めた我が国の計画の検討を進めるとともに、我が国として

優位性や波及効果が見込まれる技術（深宇宙補給技術、有人宇宙滞在技術、重力

天体離着陸技術、重力天体表面探査技術）の実証に、宇宙科学・探査における無

人探査と連携して取り組む。 

これらの活動により、ISSパートナーとの関係の一層の強化、新しいパートナ

ーとの関係の構築、我が国の国際的プレゼンスの維持・向上、世界最高水準の科

学的成果及び獲得した技術の波及による産業の振興に貢献する。 

 
３．１１．人工衛星等の開発・運用を支える基盤技術（追跡運用技術、環境試験

技術等） 

人工衛星等の安定的な運用や確実な開発に必要な基盤技術である追跡運用技

術、環境試験技術等について、次の取組を行い、我が国の宇宙政策の目標達成に

貢献する。 

追跡運用技術等について、人工衛星の追跡管制及びデータ取得のためのアン

テナ等の施設設備の維持・運用により人工衛星の確実なミッション達成に貢献

する。さらに、追跡運用技術の研究開発等を通じ、追跡管制及びデータ取得のた

めのシステムのより一層の性能・機能向上や効率化を実現し、我が国の安全保障

の確保や産業の振興等に貢献する。 

JAXAの人工衛星、ロケット、航空機等で必要とされる無線局について、国際及

び国内の周波数利用の規則に基づき許認可を確実に取得し、各ミッション達成

に貢献する。 
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保有する環境試験設備について、人工衛星等の安定的運用や確実な開発に向

けて適切に維持・運用し、環境試験を着実に遂行することで、確実なミッション

達成に貢献する。また、環境試験技術の研究開発等を通じ、環境試験のより一層

の効率化を進めることで人工衛星等の開発の効率化を目指し、我が国の安全保

障の確保や産業の振興等に貢献する。さらに、培った環境試験技術の他産業への

展開及び設備の産業界への供用促進を行い、技術・設備の利用拡大・社会還元を

図る。 

 
４．宇宙政策の目標達成に向けた分野横断的な研究開発等の取組 
 
４．１．民間事業者との協業等の宇宙利用拡大及び産業振興に資する取組 
宇宙利用の拡大及び産業の振興の観点から、民間事業者等と適切な役割分担

に基づいたパートナーシップを結び、協働で研究開発を推進するととともに、産

業界の動向も踏まえて異分野の技術を融合したオープンイノベーションに係る

取組を進め、民間資金等の活用を図りつつ、民間事業者を主体とする新たな宇宙

関連事業の創出、宇宙分野に閉じることのない技術革新を目指す。 

また、JAXA の研究開発成果の社会還元を民間事業者等と連携しつつ積極的に

推進することで、ベンチャービジネス等の新たな事業の創出を実現するととも

に、宇宙産業を担う人材の育成にも貢献する。 

これらの取組に資することも考慮し、戦略的に知的財産制度の柔軟かつ継続

的な改善を行い、JAXAの知的財産がより一層活用されることを目指す。 

さらに、金融機関等との連携やロケットの相乗りによる宇宙実証機会の提供、

衛星データのアクセス性向上に資する施策の実施、民間事業者による宇宙ビジ

ネスの創出や高付加価値化に資する各種支援等を通じ、広く産業の振興に貢献

する。また、宇宙実証機会の提供等については、民間事業者等の事業としての自

立化を目指す。 

 
４．２．新たな価値を実現する宇宙産業基盤・科学技術基盤の維持・強化（スペ

ース・デブリ対策、宇宙太陽光発電含む） 
将来的に、我が国の安全保障の確保、安全・安心な社会の実現、宇宙利用の拡

大と産業の振興、世界最高水準の科学的成果創出及び我が国の国際的プレゼン

スの維持・向上等に貢献することを見据え、スペース・デブリ対策技術、再使用

型宇宙輸送システム技術（低コストで高頻度な宇宙輸送を可能とする技術）等の

社会を先導するような挑戦的な研究開発を推進し、新たな事業領域の開拓や非

連続的な技術革新を目指す。また、政府その他関係機関、民間事業者等とも連携

して、要素技術、センサ、部品・コンポーネント、システム開発手法等の研究開
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発等に取り組み、人工衛星等のシステムとしての自立性・国際競争力の維持・向

上や確実なミッション達成、ひいては我が国の宇宙産業基盤の維持・発展に貢献

する。また、有人宇宙技術研究や宇宙科学研究等と協調し、異分野技術も取り入

れた宇宙探査に関する研究を推進し、国際宇宙探査と産業の振興に貢献する。 

また、エネルギー、気候変動、環境等の人類が直面する地球規模課題の解決の

可能性を秘めた宇宙太陽光発電システムについて、エネルギー送受電技術の研

究開発を推進する。さらに、液化天然ガス（LNG）推進系技術の研究開発に取り

組み、長期的な視野をもって我が国の国際競争力強化に貢献する。 

さらに、宇宙実証機会の提供等による先進的な技術や民生品の宇宙システム

での利用拡大等を図り、我が国の科学技術基盤の維持・発展と宇宙産業の振興に

貢献する。 

人工衛星を利用する官公庁や民間事業者等のユーザと連携し、当該ユーザへ

の研究開発成果の橋渡しを意識しつつ、JAXAを取り巻く環境変化や社会課題解

決の必要性を踏まえ、新たな人工衛星システムの検討、企画・立案、初期の研究

開発や実証を積極的に行うことで、より高度なソリューションの提供と新たな

宇宙利用の開拓を目指す。 

 

５．航空科学技術 
航空科学技術について、研究開発計画に基づき、社会からの要請に応える研究

開発、次世代を切り開く先進技術の研究開発及び航空産業の持続的発展につな

がる基盤技術の研究開発を推進し、我が国の航空産業の振興・国際競争力向上を

目指す。また、オープンイノベーションを推進する仕組み等も活用し、国内外の

関係機関との連携並びに民間事業者への技術移転及び成果展開を行うとともに、

航空分野の技術の標準化、基準の高度化等を積極的に支援し、航空産業の発展と

振興に貢献する。 

 

（１）社会からの要請に応える研究開発 

  次世代エンジン技術、低騒音機体技術、航空機利用の拡大技術等の研究開発

を民間事業者等と連携して進め、国際競争力の高い技術の実証及びその技術

の民間移転等を行うことで、航空機の環境適合性、経済性及び安全性の向上を

目指す。ひいては、我が国の民間事業者が取り組む国際共同開発におけるより

高いシェアの獲得、我が国の完成機事業及び装備品産業の発展に貢献する。 

 

（２）次世代を切り開く先進技術の研究開発 

  低ソニックブーム設計技術を核とする静粛超音速機統合設計技術を獲得し、

我が国の航空科学技術の国際優位性を向上させるとともに、国際基準策定活
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動に積極的に貢献する。さらに、航空機起源のCOR2R排出量を抜本的に削減する

より高度な電動航空機等の研究開発の推進により、社会に変革をもたらす航

空技術の革新を目指す。 

 

（３）航空産業の持続的発展につながる基盤技術の研究開発 

  我が国が得意とする数値流体力学（CFD）等の分野における世界最高水準の

数値シミュレーション技術を更に向上させるとともに、試験・計測技術、材料

評価技術等の基盤技術を維持・強化する。これらを通じて、航空機開発の迅速

化、効率化等を実現する航空機設計技術の確立等を目指し、我が国の航空産業

の持続的な発展に貢献する。 

 

６．宇宙航空政策の目標達成を支えるための取組 
 
６．１．国際協力・海外展開の推進及び調査分析 
（１）国際協力・海外展開の推進 

主要な海外宇宙機関との互恵関係を、我が国の安全保障の確保をはじめとし

た外交的価値にも考慮しつつ、高いレベルで構築・維持し、事業の効率的かつ

効果的な推進に貢献する。 

また、各国の宇宙機関及び宇宙利用機関あるいは国際機関との積極的な連携

を通じ、我が国の宇宙関連技術や宇宙利用の有用性を国外に展開・発信し、東

南アジア諸国連合（ASEAN）諸国等の各国の宇宙利用の拡大や宇宙市場規模の

拡大に貢献する。さらに、我が国との間で相互に利益のある関係の構築・維持

を担える人材の養成を行うことで、前述の取組に貢献する。これらを通じ、各

国のニーズを踏まえた宇宙利用の拡大と社会基盤としての宇宙インフラの定

着を図るとともに、政府が推進する官民一体となった宇宙インフラの海外展開

を支援することにより、我が国の産業基盤の維持及び強化並びに産業の振興に

貢献する。 

加えて、国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS）等における宇宙空間の持続

的・平和的利用のための法令問題に関する国際的な検討の促進及び宇宙資源探

査や軌道上サービスといった先端的な宇宙活動の国内外への展開・実施に必要

となる法的基盤形成の促進を目的とした政府の活動を積極的に支援すること

で、我が国の安全保障の確保と我が国の産業の振興に貢献する。 

 
（２）調査分析 

国内外の宇宙安全保障の重要性増大、新たな民間事業者の参入などの宇宙ビ

ジネスの環境変化、先進国における国際競争の激化、新興国の台頭等により宇
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宙航空分野を取り巻く国際的状況が大きく変化してきたことに鑑み、宇宙航空

分野に関わる国内外の動向把握・分析の必要性は従来よりも増している。この

ため、国内外の動向調査及びその分析機能の強化を図り、その成果をJAXAにお

ける戦略策定に活用する。また、政府等に調査分析情報や提言等を積極的に提

供・発信することにより、戦略的かつ効果的な政策と事業の企画立案に貢献す

る。 

 
６．２．国民の理解増進と次世代を担う人材育成への貢献 
（１）国民的な理解の増進 

宇宙航空事業の推進には、ユーザであり実質的な出資者である国民の理解を

得ることが不可欠である。  

このため、政府全体の宇宙開発利用等を技術で支える中核的実施機関及び国

立研究開発法人として、宇宙航空分野の事業を推進する意義と創出した成果及

び今後創出する成果の価値と重要性について、必要に応じ政府や民間事業者等

の外部と連携して、適時・適切に丁寧で分かりやすい情報発信を行うことによ

り、この責任を果たすとともに、一層の理解を増進する。 

 

（２）次世代を担う人材育成への貢献 

 グローバル化や情報化、技術革新を背景として、多角的なものの見方・考え

方や自律的、主体的、継続的な学習態度の醸成が重要である。このため、幅広

い層の学習者と学習支援者に対し、宇宙航空分野に興味関心を抱く機会の積極

的提供や研究開発を通じて得た成果・知見を踏まえた教育素材の活用をはじめ

とする取組を行い、未来社会を切り拓く人材育成に貢献する。 

 

６．３．プロジェクトマネジメント及び安全・信頼性の確保 
JAXA 全体におけるプロジェクトマネジメントに関するルールの遵守・徹底及

び関連する分野や研究等の動向も踏まえた継続的な改善を行うことで、プロジ

ェクトにおける信頼性の確保及び JAXA全体でのプロジェクトマネジメント能力

の向上を図るとともに、プロジェクトの計画立案から準備段階における初期的

な検討や試行的な研究開発を充実させることで、事業全体におけるリスクを低

減し、より効果的な事業の創出と確実なミッション達成に貢献する。 

なお、計画の大幅な見直しや中止、ミッションの喪失等が生じた場合は、徹底

した原因究明をはじめとした取組と、国民の信頼を損なうことのない真摯な対

応を行い、その後の再発防止に努める。その際は、新たな挑戦への意欲を削ぐこ

とがないよう留意して取り組む。 

また、安全・信頼性の維持・向上に関する取組を行い、JAXA 事業の円滑な推
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進と成果の最大化、更には国際競争力の強化に貢献する。 

さらに、プロジェクトマネジメント及び安全・信頼性の確保に係る知見につい

て外部との情報交換等を推進する。 

 
６．４．情報システムの活用と情報セキュリティの確保 
（１）情報システムの活用 

JAXA内で共通的に利用する情報システムの整備及びその積極的な改善によ

り、事務的な業務の効率化と適切な労働環境の維持・向上に貢献する。 

また、JAXAが保有するデータ等を外部と共有するための基盤的な情報システ

ムの改善及び利用促進により、他の研究機関や民間事業者との連携の促進・効

率化に貢献する。 

 

（２）情報セキュリティの確保 

「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成28年8月

31日サイバーセキュリティ戦略本部決定）に沿った情報セキュリティポリシー

に基づき、サイバーセキュリティ戦略本部が実施する監査による助言等を踏ま

えつつ、情報セキュリティ対策を推進し、重大な情報セキュリティインシデン

トの発生防止と宇宙機の運用に不可欠な情報システムのセキュリティ対策の

強化により、技術情報の適切な保護を通じたJAXAの安定的な業務運営及び我が

国の安全保障の確保に貢献する。 

 
６．５．施設及び設備に関する事項 
JAXA内で共通的に利用する施設及び設備に対し、老朽化対策やリスク縮減対

策をはじめとする中長期的な更新・整備・維持運用計画を立案し、実施すること

により、JAXA事業の円滑かつ効果的な推進に貢献する。 

 

７．情報収集衛星に係る政府からの受託 
情報収集衛星に関する事業について、政府から受託した場合には、必要な体制

を確立して着実に実施する。 

 

Ⅳ．業務運営の改善・効率化に関する事項 

Ⅲ項の業務を円滑に遂行し、我が国の宇宙航空政策の目標達成と研究開発成

果の最大化を実現するため、業務運営に関して改善・効率化を図る。なお、業務

運営に当たっては、我が国の宇宙航空政策の目標達成に貢献する研究開発能力

を損なうものとならないよう、十分に配慮するものとする。 
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（１）社会を科学・技術で先導し新たな価値の創造に向けた組織体制の整備 

我が国の宇宙航空政策の目標達成に向けて、社会情勢の変化等を踏まえた柔

軟で機動的かつ効果的な組織体制の整備を進める。これにより、JAXAの総合力

の向上を図ることで、社会に対して新たな提案を積極的に行い、社会を科学・

技術で先導し新たな価値を創造する組織への変革を実現する。 

 

（２）効果的かつ合理的な業務運営の推進 

効率的な運営の追求及び業務・経費の合理化に努め、運営費交付金を充当し

て行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分は除外した上で、一般管理費（人

件費、公租公課、法人運営を行う上で各種法令等の定めにより発生する義務的

経費及び特殊経費を除く。）及びその他の事業費（人件費、法人運営を行う上

で各種法令等の定めにより発生する義務的経費及び特殊経費を除く。）の合計

について、毎年度平均で前年度比 1.07%以上の効率化を図る。新規に追加され

るものや拡充される分は翌年度から効率化を図るものとする。これらを通じ、

政策や社会ニーズに応えた新たな事業の創出や成果の社会還元を効果的かつ

合理的に推進する。なお、人件費の適正化については、次項において取り組む

ものとする。 

また、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成

27年５月 25日総務大臣決定）を踏まえ、公正性や透明性を確保しつつ、合理

的な調達を行う。また、国内外の調達制度の状況等を踏まえ、会計制度との整

合性を確認しつつ、国際競争力の強化につながるよう効果的な調達を行う。 

 

（３）人件費の適正化 

給与水準については、政府の方針に従い、役職員給与の在り方について厳し

く検証した上で、国家公務員の給与水準や業務の特殊性を踏まえ、組織全体と

して適正な水準を維持することとし、その範囲内で、適切な人材を確保するた

めに弾力的な給与を設定する。また、検証結果や取組状況を公表するとともに、

国民に対して理解が得られるよう丁寧な説明に努める。 

 

Ⅴ．財務内容の改善に関する事項 

（１）財務内容の改善 

運営費交付金等の債務残高を勘案しつつ、適切な予算管理を通じて予算を効

率的に執行するとともに、「独立行政法人会計基準」等を踏まえた適切な財務

内容の実現や財務情報の公開により、着実なJAXAの運営及び国民の理解増進に

貢献する。なお、必要が無くなったと認められる保有資産については適切に処

分するとともに、重要な財産を譲渡する場合は計画的に進める。 
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（２）自己収入増加の促進 

運営費交付金等による政策の実現や社会ニーズに応えるための取組の実施

に加え、新たな事業の創出及び成果の社会還元等を効率的に進めていくため、

競争的研究資金の獲得やJAXAの保有する様々な宇宙航空技術に関する知見の

提供等の国内外の民間事業者及び公的研究機関との連携強化等を通じた外部

資金の獲得に向けた積極的な取組を行い、もって自己収入の増加を促進する。 

 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項 

 
１．内部統制 
理事長のリーダーシップの下、関係法令等を遵守しつつ合理的かつ効率的に

業務を行うため、業務方法書等に基づき JAXA特有の業務を勘案した内部統制シ

ステムを適時適切に運用するとともに、事業活動における計画、実行、評価に係

る PDCAサイクルを効果的に循環させ、適切な内部統制を行うことで、我が国の

宇宙航空政策の目標達成に貢献する。 

特に研究不正対策については、国のガイドライン等に従い、研究活動における

不正行為及び研究費の不正使用を未然に防止する効果的な取組を推進する。 

なお、内部統制システムの一部を構成するプロジェクトマネジメントに関し

ては、Ⅲ．６．３項にて目標を定める。 

 
２．人事に関する事項 

民間事業者等との相互の人材交流を含めた最適な人員配置や、JAXA の役割を

踏まえた将来に繋がる JAXA内の人材育成等の人材マネジメントを戦略的に推進

し、着実なプロジェクト実施や新たな研究開発を主導するリーダーの養成に取

り組むとともに、社会を科学・技術で先導し新たな価値を創造する組織の人的基

盤を形成する。また、働き方の恒常的な改善により、労働環境を維持・向上させ、

生産性向上を図るとともに、男女・年齢等を問わずダイバーシティ推進を図り、

多様な人材の活躍に貢献する。 
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科学技術基本計画等の科学技術に関する政府の方針
【科学技術基本計画】

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法
（機構の目的）
第４条 （略）大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とする。

宇宙航空研究開発機構に係る政策体系図（案）

宇宙基本計画等の宇宙に関する政府の方針
【宇宙基本計画における我が国の宇宙政策の目標】

○宇宙安全保障の確保
○民生分野における宇宙利用の推進
○宇宙産業及び科学技術の基盤の維持・強化

第４期中長期目標期間における取組
宇宙基本計画及び研究開発計画で示された具体的施策を着実に実行。

社会を科学・技術で先導し新たな価値を創造する組織へ変革し、以下の４つの取組方針を踏まえ事業を推進。

政府全体の宇宙開発利用等を技術で支える中核的な実施機関

航空分野における文部科学省の方針
【研究開発計画（科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会）】
○国家戦略上重要な基幹技術の推進（航空科学技術分野）

科学技術基本法

安全保障の確保及び安全・安心な社会の実現

宇宙基本法

宇宙利用拡大と産業振興

宇宙科学・探査分野における世界最高水準の成果創出及び国際的プレゼンスの維持・向上 航空産業の振興・国際競争力強化

機構を取り巻く環境の変化

宇宙空間の安全保障
上の重要性増大

災害対策等の
重要性増大

宇宙航空産業
への期待

宇宙航空産業の
国際的競争激化

宇宙航空分野にお
ける新興国の台頭

世界各国での
探査活動の活発化

気候変動対策
の重要性増大
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（別添２）評価軸及び関連指標 
 

中長期目標の項目 評価軸 備考（関連する評価指標、モニタリング指標） 
３．宇宙政策の目標達成に向け

た宇宙プロジェクトの実

施 
3.1. 衛星測位 
3.2. 衛星リモートセンシング 
3.3. 衛星通信 
3.4. 宇宙輸送システム 
3.5. 宇宙状況把握 
3.6. 海洋状況把握・早期警戒機

能等 
3.7. 宇宙システム全体の機能

保証 
3.8. 宇宙科学・探査 
3.9. 国際宇宙ステーション 
3.10. 国際有人宇宙探査 
3.11. 人工衛星等の開発・運用

を支える基盤技術（追跡

運用技術、環境試験技術

等） 
 
４．宇宙政策の目標達成に向け

た分野横断的な研究開発

等の取組 
4.1. 民間事業者との協業等の

宇宙利用拡大及び産業振

興に資する取組 
4.2. 新たな価値を実現する宇

宙産業基盤・科学技術基盤

【安全保障の確保及び安全・安

心な社会の実現】 
 
○我が国の安全保障の確保及び

安全・安心な社会の実現に貢

献する取組の立案・検討・マネ

ジメントは適切に進められた

か。それに伴う成果が生まれ

ているか。 
 
（主に 3.1～3.7、3.11、4.2 項） 

＜評価指標＞ 
（成果指標） 

○安全保障の確保及び安全・安心な社会の実現に係る取組の成果 
（マネジメント等指標） 

○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 
○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 
（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○安全保障・防災関係機関等の外部との連携・協力の状況 
 
＜モニタリング指標＞ 
（成果指標） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 
（例：基幹ロケットの打上げ成功率・オンタイム成功率等） 

（マネジメント等指標） 
○安全保障・防災関係機関等の外部との連携・協力の状況 
（例：協定・共同研究件数等） 

○外部資金等の獲得・活用の状況（例：受託件数等） 
 

【宇宙利用拡大と産業振興】 
 
○新たな事業の創出等の宇宙利

用の拡大及び産業振興、宇宙産

業の国際競争力強化に貢献す

るための立案・検討・マネジメ

ントは適切に進められたか。そ

れに伴う成果が生まれている

か。 
 
（主に 3.1～3.5、3.8～3.11、4項） 

＜評価指標＞ 
（成果指標） 

○宇宙利用の拡大と産業振興、宇宙産業の国際競争力強化に係る取組の成果 
（品質・コスト・スケジュール等を考慮した取組を含む） 

（マネジメント等指標） 
○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 
○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 
（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○民間事業者等の外部との連携・協力の状況 
 
＜モニタリング指標＞ 
（成果指標） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 
（例：基幹ロケットの打上げ成功率・オンタイム成功率等） 

○宇宙実証機会の提供の状況 
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の維持・強化（スペース・

デブリ対策、宇宙太陽光発

電含む） 
 
 
 

（例：民間事業者・大学等への実証機会の提供数等） 
○研究開発成果の社会還元・展開状況 
（例：知的財産権の出願・権利化・ライセンス供与件数、受託件数、ISS 利用件数、

施設・設備の供用件数等） 
○新たな事業の創出の状況 
（例：JAXA が関与した民間事業者等による事業等の創出数等） 

○外部へのデータ提供の状況 
（例：国内外の関係機関等への衛星データ提供数等） 

（マネジメント等指標） 
○民間事業者等の外部との連携・協力の状況 
（例：協定・共同研究件数、技術支援件数、JAXA の施策・制度等への民間事業者・

大学等の参入数又は参加者数等） 
○外部資金等の獲得・活用の状況 
（例：民間資金等を活用した事業数等） 

 
【宇宙科学・探査分野における

世界最高水準の成果創出及び

国際的プレゼンスの維持・向

上等】 
 
○世界最高水準の科学成果の創

出や我が国の国際的プレゼン

ス維持・向上等に貢献する宇

宙科学研究、宇宙探査活動、有

人宇宙活動等の立案・検討・マ

ネジメントは適切に進められ

たか。それに伴う成果が生ま

れているか。 
 
（主に 3.8～3.10、4.2 項） 

＜評価指標＞ 
（成果指標） 

○宇宙科学・探査分野における世界最高水準の成果創出及び国際的プレゼンスの維

持・向上等に係る取組の成果 
（マネジメント等指標） 

○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 
○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 
（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○大学・海外機関等の外部との連携・協力の状況 
 
＜モニタリング指標＞ 
（成果指標） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 
（例：著名論文誌への掲載状況等） 

○人材育成のための制度整備・運用の成果（例：受入学生の進路等） 
（マネジメント等指標） 

○大学・海外機関等の外部との連携・協力の状況 
（例：協定・共同研究件数等） 

○人材育成のための制度整備・運用の状況 
（例：学生受入数、人材交流の状況等） 

○論文数の状況（例：査読付き論文数、高被引用論文数等） 
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○外部資金等の獲得・活用の状況 
（例：科研費等の外部資金の獲得金額・件数等） 

 
５．航空科学技術 【航空産業の振興・国際競争力

強化】 
 
○我が国の航空産業の振興、国

際競争力の強化に貢献するた

めの立案・検討・マネジメント

は適切に進められたか。それ

に伴う成果が生まれている

か。 

＜評価指標＞ 
（成果指標） 

○航空産業の振興・国際競争力強化に係る取組の成果 
（マネジメント等指標） 

○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 
○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 
（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○大学・民間事業者等の外部との連携・協力の状況 
 
＜モニタリング指標＞ 
（成果指標） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 
○研究開発成果の社会還元・展開状況 
（例：知的財産権の出願・権利化・ライセンス供与件数、施設・設備の供用件数等） 

（マネジメント等指標） 
○大学・民間事業者等の外部との連携・協力の状況 
（例：協定・共同研究件数等） 

○外部資金等の獲得・活用の状況（例：受託件数等） 
 

６．宇宙航空政策の目標達成を

支えるための取組 
  

6.1. 国際協力・海外展開の推進

及び調査分析 
○国際協力・海外展開の推進及

び調査分析により、目標Ⅲ.2
項にて定める JAXA の取組方

針の実現に貢献できている

か。 

＜評価指標＞ 
○戦略的な国際協力による効率的・効果的な事業の推進に係る取組の状況 
○国際協力・海外展開の推進による相手国の社会基盤としての宇宙利用の定着に貢献

する取組の状況 
○宇宙活動に関する法的基盤形成に貢献する取組の状況 
○国の政策立案や JAXA の事業の企画立案に資する調査分析の取組の状況 

 
＜モニタリング指標＞ 
○役員級の会合を踏まえた国際協力案件の創出の状況（例：MOU 締結等新たな協力の

立ち上げ件数等） 
○国の政策立案に資する情報の提供状況（例：調査情報共有システムの利用頻度） 

 

107



6.2. 国民の理解増進と次世代

を担う人材育成への貢献 
○国民の理解増進と次世代を担

う人材育成への貢献により、

目標Ⅲ.2 項にて定める JAXA
の取組方針の実現に貢献でき

ているか。 

＜評価指標＞ 
○国民と社会への説明責任を果たし一層の理解を増進する取組の状況 
○未来社会を切り拓く人材育成に幅広く貢献する取組の状況 

 
＜モニタリング指標＞ 

○各種団体等の外部との連携の構築状況 
 

6.3. プロジェクトマネジメン

ト及び安全・信頼性の確保 
○プロジェクトマネジメント及

び安全・信頼性の確保により、

目標Ⅲ.2 項にて定める JAXA
の取組方針の実現に貢献でき

ているか。 

＜評価指標＞ 
○事業全体におけるリスクを低減する取組及びより効果的な事業の創出と確実なミッ

ション達成に貢献する取組の状況（プロジェクトの計画段階から準備段階における

初期的な検討や試行的な研究開発の活動状況含む） 
○プロジェクトマネジメント能力の維持・向上に係る取組の状況 
○事業の円滑な推進と成果の最大化、国際競争力の強化に貢献する安全・信頼性の維

持・向上に係る取組の状況 
 
＜モニタリング指標＞ 
○プロジェクトの実施状況の客観的評価及びプロジェクト評価結果の活用の状況 
○ミッションの喪失が生じた場合の原因究明と再発防止策の検討及び実施の状況 
 

6.4. 情報システムの活用と情

報セキュリティの確保 
○情報システムの活用と情報セ

キュリティを確保することに

より、目標Ⅲ.2 項にて定める

JAXA の取組方針の実現に貢

献できているか。 

＜評価指標＞ 
○事務的な業務の効率化と適切な労働環境の維持・向上に貢献する JAXA 内で共通的

に利用する情報システムの整備・活用の取組の状況 
○JAXA が保有するデータ等を外部と共有するための基盤的な情報システムの活用等

の取組の状況 
○安定的な業務運営及び我が国の安全保障の確保に貢献する情報セキュリティ対策の

取組の状況 
 
＜モニタリング指標＞ 
○重大な情報セキュリティインシデントの発生防止と宇宙機の運用に不可欠な情報シ

ステムのセキュリティ対策の状況 
 

6.5. 施設及び設備に関する事

項 
○施設及び設備に関して、目標

Ⅲ.2 項にて定める JAXA の取

組方針の実現に貢献できてい

るか。 

＜評価指標＞ 
○JAXA 内で共通的に利用する施設及び設備の計画的な更新・整備と維持運用による

JAXA 事業の円滑かつ効果的な推進に貢献する取組の状況。 
 
＜モニタリング指標＞ 
○JAXA 内で共通的に利用する施設及び設備に関する老朽化更新、リスク縮減対策の
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状況（例：重大事故の有無、顕在化する前に処置を行ったリスクの数等） 
○施設及び設備の改善等への取組の状況 

 
７．情報収集衛星に係る政府か

らの受託 
○情報収集衛星に関する受託を

受けた場合には、着実に業務

が進められているか。 
 

＜評価指標＞ 
○必要な体制の確立を含めた受託業務の実施状況 

 

注）「評価指標」とは、評価・評定の基準として取り扱う指標。また、「モニタリング指標」とは、正確な事実を把握し適正・厳正な評価に資するために必

要な指標。実際の運用にあたっては、評価項目に応じて適切な指標を柔軟に選択・設定するとともに、当初意図したものとは異なる成果も含め、研究

開発の過程で得られた成果や目的達成のために行った取組や工夫についても適切に評価する。 
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独立行政法人日本スポーツ振興センターが

達 成 す べ き 業 務 運 営 に 関 す る 目 標

（中期目標）

（案）

平成３０年○月○日

文部科学省
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（序文）

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第29条の規定に基づき、独立行政法人日

本スポーツ振興センター 以下｢ＪＳＣ｣という が達成すべき業務運営に関する目標 以（ 。） （

下「中期目標」という ）を次のとおり定める。。

Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び役割

ＪＳＣは、我が国のスポーツ振興の中核機関として、スポーツ基本法（平成23年法律

第78号）及び平成29年度から平成33年度までのスポーツ政策の重要な指針となる「第２

」（ 、 「 」期スポーツ基本計画 平成29年３月24日文部科学大臣決定 以下 スポーツ基本計画

という ）等に基づき、日本体育協会（以下「日体協」という 、日本オリンピック委。」 。）

（ 「 」 。）、 （ 「 」 。）、員会 以下 ＪＯＣ という 日本パラリンピック委員会 以下 ＪＰＣ という

日本アンチ・ドーピング機構（以下「ＪＡＤＡ」という ）等のスポーツ関係団体と連。

携・協議しながら、日本のスポーツ界を支えることが期待されている。

現在、我が国においては、ラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック競

技大会・東京パラリンピック競技大会（以下「2020年東京大会」という ）等の大規模。

国際競技大会の開催を控え、これまでになくスポーツに対する関心が高まっている。

、 、 、ＪＳＣは この絶好の機会を逃すことなく 子供たちはもとより広く国民各層に対し

スポーツにより人生を健康で生き生きとしたものにし、年齢、性別、障害等の有無に関

わらず、スポーツを通じて人々がつながり、前向きで活力に満ちた社会を作ることがで

きるなど、スポーツの価値を伝え 「スポーツ参画人口」を拡大し、関係各団体との連、

携・協力により「一億総スポーツ社会」の実現に取り組み、日本のスポーツ界における

中核的な拠点としての政策実施機能を的確に発揮することが求められる。

以上の位置付け及び役割のもと、第３期中期目標期間における業務の実績についての

評価等を踏まえ、ＪＳＣの第４期中期目標を以下のとおりとする。

（別添）政策体系図

Ⅱ．中期目標の期間

中期目標の期間は、スポーツ基本計画の取組を着実に実施すること及びその評価を行

う必要があることから、平成30年４月１日から平成35年３月31日までの５年間とする。

Ⅲ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１．スポーツ施設の管理運営、並びにスポーツ施設を活用したスポーツの振興等

保有するスポーツ施設において、スポーツを「する 「みる 「ささえる」場を提供」 」

し、スポーツの振興を図るためには、ＪＳＣが長年蓄積してきたノウハウを活用した

管理運営を行うとともに、施設利用者が安心して使用でき、満足度の高いサービスを
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提供する必要があることから、施設利用者のニーズを的確に把握し、それに基づいた

管理運営や改善に取り組むこととする。

また、新国立競技場をはじめとしたスポーツ施設の管理運営等の今後の在り方の検

、 、 。討に当たっては 政府方針等に基づきながら 適切に対応していくことが必要である

＜具体的な取組＞

・サービスの向上を図るため、中期目標期間中に様々な施設利用者へ毎年度２回程

度、サービス等の内容についてアンケート調査を行い、その結果から得られた情報

を踏まえて必要な改善を実施し、その改善効果を把握する。

・新国立競技場については 「新国立競技場の整備計画 （平成27年８月28日新国立、 」

競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議決定 「大会後の運営管理に関する基）、

本的な考え方 （平成29年11月13日大会後の運営管理に関する検討ワーキングチー」

ム決定）等の政府方針を踏まえ、2020年東京大会後の運営の在り方の検討を行う。

・スポーツ機会を十分に提供できるようにするため、中期目標期間中に施設の早朝

営業等の利用者のニーズを踏まえた弾力的な施設運営を行う。

・秩父宮記念スポーツ博物館・図書館については、機能や役割など今後の在り方に

ついて、平成30年度中に結論を出し、その結果を踏まえて具体的な取組を進める。

・国立登山研修所については、高校登山部顧問教員等の資質向上のための研修会の

開催、指導参考資料の作成をするとともに、一般登山者への安全な登山の基礎的な

知識や技術の普及・啓発を含め、中期目標期間中に機能や役割について見直しを行う。

＜評価指標＞

・施設利用者のニーズ等を踏まえた改善を実施し、その改善効果を把握するためア

ンケートやヒアリング等による満足度調査を行い、80％以上から「満足している・

やや満足している」との高評価を得る。

・保有するスポーツ施設の活用を促進し 「する 「みる 「ささえる」スポーツ参、 」 」

画人口を前年度比で増加させる。
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＜目標水準の考え方＞

・施設利用者の満足度を高めるためには、イベント出場者、観客、イベント主催者

等の様々な施設利用者のニーズを的確に把握し、そのニーズ等を踏まえた改善を行

うとともに、改善の結果を評価し、更なる改善につなげるＰＤＣＡサイクルを機能

させる必要がある。

前中期目標期間で実施したイベント主催者への満足度調査（５段階評価）におい

て、スポーツ利用及び一般利用の施設・サービスに対する上位２段階の評価（満足

） 、・やや満足 の割合が平成25年度から28年度の平均が79.6％であったことを踏まえ

同水準以上の割合を指標として設定した。

・スポーツ基本計画の目標であるスポーツ参画人口の拡大に資するため、ＪＳＣが

保有するスポーツ施設の活用の促進を図り、その結果として、スポーツ施設におけ

るスポーツ参画人口を毎年度増加させていくことが必要であることから指標として

設定した。

【重要度：高】

施設利用者のニーズを踏まえた満足度の高い施設運営を行うことや新国立競技場

をはじめとしたスポーツ施設の今後の在り方を検討していくことは、今後のスポー

ツ振興を図っていくために非常に重要なことであるため。

２．国際競技力の向上のための取組

「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営

に関する施策の推進を図るための基本方針 （平成27年11月27日閣議決定）や「競技」

力強化のための今後の支援方針（鈴木プラン （平成28年10月３日スポーツ庁長官決）」

定 「スポーツ基本計画」を踏まえ、我が国の国際競技力向上の中核機関である国立）、

スポーツ科学センターやナショナルトレーニングセンターから構成されるハイパフォ

ーマンスセンターについて、その機能の整備・充実を図りながらＪＯＣ、ＪＰＣ及び

各中央競技団体等と連携し、2020年東京大会だけでなく、その後を見据え、我が国の

トップアスリートが国際競技大会等において優れた成績を収めることができるよう国

際競技力の向上に取り組む。

＜具体的な取組＞

・ＪＯＣ及びＪＰＣ等と連携し、各中央競技団体が行う中長期の強化戦略に基づい
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た自律的かつ効果的な競技力強化を支援するシステムを構築するとともに、そのシ

ステムの不断の改善を図る。これにより、中央競技団体がシニアとジュニア（次世

代）のトップアスリートの強化等を４年単位で総合的・計画的に進めることができ

るよう支援する。

・日体協との連携などにより、地域に存在している将来有望なアスリート（次世代

アスリート）の発掘・育成や、当該アスリートを中央競技団体等の本格的な育成・

強化コース（パスウェイ）に導くための戦略的な支援を実施する。

・ハイパフォーマンスに関する情報収集・分析、競技用具の機能向上のための技術

等の開発、アスリートのパフォーマンスデータ等の一元化等を戦略的に行う体制と

してハイパフォーマンスセンターの機能を構築し、トップアスリートに対するスポ

ーツ医・科学、技術開発、情報などにより、多面的で高度な支援及びその基盤とな

る研究の充実を図る。

・事業の実施に当たっては、外部有識者で構成する評価委員会による外部評価を実

施するとともに、評価結果や意見等を各年度の事業に反映させるなど、効果的・効

率的に事業を実施する。

＜評価指標＞

・オリンピック競技大会（以下「オリンピック」という ・パラリンピック競技大。）

会 以下 パラリンピックという における我が国のトップアスリートの成績 過（ 「 」。） （

去最高の金メダル数を獲得する等）及び当該成績への寄与・貢献状況

＜目標水準の考え方＞

・スポーツ基本計画において、ＪＯＣ及びＪＰＣの設定したメダル獲得目標を踏ま

えつつ 「オリンピック・パラリンピックにおいて過去最高の金メダル数を獲得す、

る等優秀な成績を収めることができるよう支援する」とされていることを踏まえ指

標として設定した。

・評価にあたっては、ＪＯＣ及びＪＰＣの設定したメダル獲得目標や金メダル数の

ほか、入賞数や優れた成績を挙げた競技数等を踏まえ判断する。また、成績への寄

与・貢献の判断にあたっては、ＪＳＣにおける取組状況やそれぞれの取組の外部評
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価結果等を踏まえ判断する。

・オリンピック・パラリンピックが開催されない年度については、世界選手権大会

等の主要な国際競技大会における成績等を踏まえ、次のオリンピック・パラリンピ

ックでの我が国のトップアスリートの優秀な成績獲得に向けたＪＳＣの国際競技力

向上のための取組の進捗状況により評価を行う。

【難易度：高】

「オリンピック・パラリンピックにおいて過去最高の金メダル数を獲得する等」

の極めて高い水準への寄与・貢献状況を目標にしていることに加え、優秀な成績を

収めるためには、ＪＯＣ及びＪＰＣ、各中央競技団体等と連携して取り組む必要が

あること、諸外国においても競技力強化の取組が進展しており、国際的に激しい競

争が行われている状況等に鑑み、難易度を「高」とする。

３．スポーツ振興のための助成財源の確保と効果的な助成の実施

スポーツの振興を図るため スポーツ振興基金やスポーツ振興くじによる助成金 以、 （

下 「スポーツ振興助成制度」という ）について、十分な財源の確保に努めるととも、 。

に、その財源を効果的に助成していく必要がある。

特に、スポーツ振興くじによる助成金については、地域スポーツの振興を図る上で

非常に重要な財源となっていることから、魅力的な商品開発等を行うことにより、売

上拡大に努めるとともに、地域スポーツの振興のためにニーズを踏まえた効果的な助

成を行う必要がある。

＜具体的な取組＞

・スポーツ振興くじの販売については、魅力的な商品開発や効果的な広告宣伝等を

行うことにより、更なる売上拡大に努める。

・助成メニューの見直しに当たっては、地域スポーツの振興に関するニーズ等を適

切に把握した上で行うとともに、助成事業の効果を客観的に評価できる指標・手法

による事業効果の測定等により行うこととする。

・スポーツ振興助成制度については、その制度主旨が国民に理解され、広く社会に

浸透するような取組を行う。
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＜評価指標＞

・スポーツ振興くじの売上を中期目標期間の最終年度において、前中期目標期間の

平均と同規模程度の売上を達成する。

、 「 」「 」「 」・スポーツ振興くじによる助成により 助成した事業の する みる ささえる

スポーツ参画人口を前年度比で増加させる。

＜目標水準の考え方＞

・地域スポーツの更なる振興を図るため、スポーツ振興くじの売上を拡大させ、ス

ポーツ振興の財源を確保することが必要であることから指標として設定した。

なお、各年度の計画値については、年度計画において定めることとする。

・スポーツ基本計画の目標であるスポーツ参画人口の拡大に資するため、スポーツ

振興くじによる助成金を効果的に配分することにより、当該地域のスポーツ参画人

口を毎年度増加させていくことが必要であることから指標として設定した。

【重要度及び難易度：高】

スポーツ振興くじによる助成金については、地域スポーツの振興を図る上で欠か

せない財源であり、魅力的な商品開発や効果的な広告宣伝等により、その売上を拡

大させることが重要であるため。

一方、その売上を拡大させることは、売上額の減少傾向が続いているくじ市場の

状況 平成20年度売上額約1.1兆円をピークに 平成28年度売上額約9,600億円 15.（ 、 （

5％減少 ）を踏まえると、非常に難易度が高いため。）

４．スポーツ・インテグリティの保護・強化

クリーンでフェアなスポーツの推進によりスポーツの価値の向上を図るため 「ア、

ンチ・ドーピング体制の構築・強化について （平成28年11月８日アンチ・ドーピン」

グ体制の構築・強化に向けたタスクフォース）を踏まえたスポーツにおけるドーピン

グ防止活動の推進に関する業務を中心に、ＪＡＤＡ等の関係機関と連携し、スポーツ

・インテグリティの保護・強化のために必要な業務を実施する。
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＜具体的な取組＞

・ＪＡＤＡ等の関係機関と連携し、スポーツにおけるドーピングの防止に係るイン

テリジェンス活動（アンチ・ドーピング規則違反行為の特定に関する調査をはじめ

とする情報の収集、分析及び評価活動）を実施することを通じて、ドーピング検査

だけでは対処しきれないドーピング防止活動を推進する。

・公正かつ適切に日本アンチ・ドーピング規律パネル（有識者で構成される聴聞会

の開催により、アンチ・ドーピング規則違反について、その事実の有無を認定し、

措置を決定する機関）の運用を行う。

・スポーツ・インテグリティに関する国際的な動向及び国内のスポーツ・インテグ

リティに関する現況等を把握するとともに、このような情報を国内の関係機関及び

団体に情報提供すること等を通じて、我が国のスポーツ・インテグリティの保護・

強化を図るための体制を構築する。

・スポーツ団体に対して、ガバナンス等に関する現況を把握するためのモニタリン

グを継続的に実施し、その結果をスポーツ団体に共有するとともに、現況の変化に

応じてスポーツ・インテグリティを脅かすリスクに関する注意喚起を行うこと等に

より、スポーツ・インテグリティを脅かす不適切な行為を未然に防ぐための活動を

行う。

＜評価指標＞

・ＪＳＣが行うドーピング防止活動の実施状況や取組内容等について、外部評価会

議の点検を受け、フェアプレイに徹するアスリートを守り、スポーツ競技大会にお

ける公正性を確保するために「効果的」等の高評価を得る。

・毎年度５つのスポーツ団体に対して継続的なモニタリングやその結果の共有等を

行い、当該団体のスポーツ・インテグリティの保護・強化に関する理解促進等を図

り、スポーツ団体のガバナンス・コンプライアンスに関する取組等を促進する。

＜目標水準の考え方＞

・スポーツ基本計画に「フェアプレイに徹するアスリートを守り、スポーツ競技大
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会における公正性を確保するため、また、我が国で開催するラグビーワールドカッ

プ2019及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめとするスポ

ーツ競技大会をドーピングのないクリーンな大会にするために、ドーピング防止活

動を質と量の両面から強化する 」とされている。これを踏まえ、ＪＳＣが行うド。

ーピング防止活動について効果的・効率的に行う必要があることから、外部評価会

議の点検で４段階の評価を受けることとし、最上位の評価を得ることを評価指標と

して設定した。

・スポーツ・インテグリティを脅かす事案の発生を未然に防ぐためには、スポーツ

団体の理解、また、それに伴うガバナンス・コンプライアンスの向上に関する取組

が必須である。

平成28年度のスポーツ庁調査では、日体協加盟団体及び日本障がい者スポーツ協

、 、会加盟団体のうち コンプライアンス規程を整備していないスポーツ団体が７団体

コンプライアンス窓口（ハラスメントや不正等に関する相談窓口）を設置していな

い団体が12団体であり、このような団体の理解促進が急務であるため、毎年度平均

５団体を指標として設定した。

なお、ガバナンス・コンプライアンスの改善内容については、各団体が置かれて

いる状況等が異なり、一律に設定するのは困難であるため、評価に当たっては当該

団体の状況等を踏まえながら行うものとする。

５．災害共済給付の実施と学校安全支援の充実

学校の管理下における児童生徒等の災害に対して災害共済給付を行うとともに、給

付業務から得られた事例を収集・分析し、学校関係者等に広く提供することで、学校

事故防止策の普及や安全教育の充実支援等を行う。

＜具体的な取組＞

・災害共済給付業務においては、引き続き、公正かつ適切な給付事務を着実に実施

するとともに、加入の促進、利用者の利便性の向上、迅速な給付、業務運営の効率

化等の改善に取り組み、社会情勢に対応した給付を行う。

・学校安全支援業務においては、災害共済給付業務から得られた事故情報を学校に

おける事故防止のための対策に活用できるよう整理・分析した上で、教職員まで行

き渡るように工夫するほか、学校安全に関する団体等の新たな連携・協力関係を構

築することにより、学校における事故防止の取組を支援する。
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＜評価指標＞

・中期目標期間の最終年度において、子ども子育て支援新制度開始（平成27年度）

以後に災害共済給付の加入対象となった教育・保育施設における同制度への加入率

を65％以上とする。

・中期目標期間の最終年度において、平成29年度の差戻し件数と比較して10％削減

する。

・中期目標期間の最終年度において、学校現場に提供している事故防止のための資

料等の活用状況を調査し、80％以上から「活用している」などの高評価を得る。

＜目標水準の考え方＞

・子ども子育て支援新制度開始以後に災害共済給付制度の加入対象となった教育・

保育施設の加入率は平成29年度では約50％であり、同年齢幼児等が通う「幼稚園」

や「保育所」の加入率である80％台に近づけることが必要である。これまでの加入

率の増加傾向（平成27年度加入率25％、平成28年度加入率42％）を踏まえ、今期に

おいては、65％以上を指標として設定した。

・請求における差戻しは、平成29年度では約10万件発生しており、このうち、記載

不備や提出書類の不足などの差戻しは約２万件を占めている。この差戻し約２万件

について、本目標期間中に半減させ、業務の効率化を推進するとともに利用者の利

、 。便性を向上させるため 全差戻し件数の10％を削減することを指標として設定した

・第３期では、評価指標の設定におけるアンケート調査の数値目標は 『ＪＳＣか、

らの情報提供に対する満足度調査（４段階評価）を行い、80％以上から「有意義で

あった」などのプラスの評価を得る』ことを目標とし 「大変有意義であった」と、

の回答が約80％であった （平成27年度80.98%、平成28年度80.54％）第４期では、。

更に具体的に取組の成果を測る必要があることから 提供した資料等の活用状況 効、 （

果的に利用すること）について同水準以上を指標として設定した。

なお、上記の評価指標の各年度の計画値については、年度計画において定めるこ

ととする。
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６．国内外の情報の分析・提供等

社会全体でスポーツを振興するために、スポーツ団体にとどまらず、様々な関係者

と相互に連携・協働を推進するとともに、スポーツを通じた国際交流・協力を戦略的

に展開するため、国内外のネットワークや海外拠点を活用して収集・分析したスポー

ツに関する情報を政府、地方公共団体、スポーツ団体等へ提供することにより、国内

外における我が国のスポーツ振興に役立てる。

＜具体的な取組＞

・海外スポーツ機関とのネットワーク及び海外拠点の活動等の充実を図り、スポー

ツを通じた国際交流による地域活性化、諸外国のスポーツ国際戦略、国際スポーツ

界の最新動向等に関する情報の収集・分析を行う。

・国内外の関係機関との連携・ネットワークの充実及びそれを活用した国際連携活

動を行う。

・スポーツ未実施者等のスポーツ参加促進等に資する国内外の最新取組に関する情

報の収集・分析を行う。

・地域スポーツの振興やスポーツ界全体の連携・協働を推進するため、地方公共団

体等との連携協定（JAPAN SPORT NETWORK（以下「ＪＳＮ」という ）に基づく取。）

組の充実を図る。

・収集・分析した情報については、的確な分析等により情報の精選を行った上で、

、 、 、スポーツ庁をはじめとした政府機関 地方公共団体 及びスポーツ団体等に対して

メール配信やＳＮＳの活用などの多様な方法により提供する。また、提供した情報

が提供先でどの程度活用されているかを把握し、より一層の効果的な活用が可能と

なるよう戦略的な提供方法を検討する。

＜評価指標＞

・ＪＳＮの取組や海外スポーツ機関とのネットワーク等から有用であると思われる

情報を毎年度100件以上収集する。

・ＪＳＣが提供した情報が、スポーツ庁をはじめとした関係機関の政策・施策の立
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案過程において、有効に活用されたのかを調査し、毎年度80%以上から「有効な情

報である・やや有効な情報である」などの高評価を得る。

＜目標水準の考え方＞

・ＪＳＮや国内外の関係機関等からの情報収集に当たっては、国内外の最新情報を

入手するため、論文検索、国内外の研究者からの聞き取り、海外専門誌の翻訳等、

様々な方法で行い、最低でも毎週２件の情報入手を目標とすることを指標として設

定した。

・ＪＳＣが収集・分析した情報が提供先で有効に活用されるためには、ニーズに合

致していることや有効に活用されるような工夫がなされていることが、非常に重要

である。

一方、これまでにこのような調査を行ったことがないため、同種の調査（５段階

評価）実績の水準を踏まえ、指標として設定した。

Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項

、 、 、業務運営に関しては 業務の質の確保に留意しつつ 事業の見直し・効率化を進め

一般管理費及び事業費については、中期目標期間の最終年度において、平成29年度比

５％の削減を図る。また、人件費については、中期目標期間の最終年度において、平

成29年度比５％の削減を図る。

＜具体的な取組＞

・毎年度、既存業務の点検・評価を行い、事業の見直し・効率化を行うとともに、

平成31年度までに他法人と共同した物品の調達などの間接業務の共同実施について

検討する。

・ 国の行政の業務改革に関する取組方針～行政のICT化・オープン化、業務改革の「

徹底に向けて～ （平成26年７月25日総務大臣決定）に準じ、業務の効率化等を図」

るため、平成31年度までに電子決裁の導入等の事務処理の電子化を検討するなど費

用対効果も含めて業務の効率化について検討する。

・理事長によるガバナンスの点検や必要な助言を受けるため、外部有識者で構成す

る「運営点検会議」を毎年度３回実施し、その結果を業務運営及び組織の見直しに
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活用する。

（ 。） 、・一般管理費及び事業費 新規に追加される業務に係る経費を除く については

毎年度既存業務の点検・評価等を通じて効率化を進める。

・給与水準については、毎年度国家公務員の水準を十分に考慮し、当該給与水準に

ついて検証を行い、適正化に取り組むととともに、その検証結果や取組状況を公表

するものとする。

・ 独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について （平成27年５月25日「 」

総務大臣決定）に基づき策定する「調達合理化計画」の取組を着実に実施する。

・全ての内部規程等を確認し、業務が非効率となっている又は実態に即していない

規程を平成32年度末までに見直すことにより、業務の効率化と適正化を図る。

・資産の適切かつ効率的な管理のために、毎年度１回の研修を実施するとともに、

内部監査の結果を踏まえながら、効率的な業務運営が可能となる体制を整備する。

Ⅴ．財務内容の改善に関する事項

１．予算の適切な管理と効率的な執行等

業務の成果の最大化を実現するため、適切な予算配賦を行うとともに、予算の執行

状況を一元的に管理するなど効率的な執行に取り組む。

＜具体的な取組＞

・独立行政法人会計基準の改訂等により、運営費交付金の会計処理として、業務達

成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位の業務ご

とに予算と実績を管理する体制を強化する。

・運営費交付金債務に留意し、予算を計画的に執行する。なお、残高が発生した場

合は、その発生原因等を分析し、解消を図る方策を講ずる。

・予算の適切な配賦や効率的な執行など経営努力を継続し、国への財政依存度の減

少に努める。
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・資金の長期借入等を行う場合は、その時期や借入金額等について十分な検討を行

った上で、他の業務に支障が生じないような償還計画を作成する。

２．自己収入の拡大

自己収入に関しては、以下の取組を行うことにより多様な財源を確保し、中期目標

期間の最終年度において、前中期目標期間の平均に比べ３％の増加を図る。

＜具体的な取組＞

・スポーツ施設の更なる利用促進に向けた取組を行い、利用率の向上を図るととも

に、定期的に利用料金の検証を行う。

・インターネットを通じ広く寄付金を募るなど新たな寄附金の獲得方策を行う。

・ネーミングライツの導入が行われていない施設について導入を検討する。

Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項

１．長期的視野に立った施設整備の実施

長期的視野に立ったスポーツ施設の整備・修繕計画を作成し、その計画に基づいた

整備を行うとともに、バリアフリー改修など施設利用者のニーズを的確に踏まえた整

備を行う。

＜具体的な取組＞

、 、 、・新国立競技場については 関係閣僚会議の点検を受けながら 整備計画に基づき

着実な整備を推進する。

・長期的視野に立ったスポーツ施設の整備・修繕計画を平成32年度までに作成し、

その計画に基づいた着実な整備を行う。

・施設利用者のアンケート調査等から施設の改善点のニーズを把握し、それらを踏

まえた的確な整備を行う。

２．内部統制の強化

前中期目標期間において、新国立競技場の整備に端を発したガバナンス体制の不備
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及び会計検査院から不適切な会計処理について指摘を受けたことを踏まえ、理事長の

リーダーシップの下、役職員の意識改革や監査体制の強化など内部統制の強化の取組

を推進する。

＜具体的な取組＞

・内部統制に関する職員の認識を調査し、その結果から導き出された必要な対策を

行うとともに、継続的な職員研修会等の意識改革の取組を行う。

、 、・監査計画に基づき監視 評価等を行うモニタリングの体制を構築することにより

ＰＤＣＡサイクルの確立と徹底を図る。

・内部統制に関するアクションプラン及び進捗管理のためのスケジュールを作成

し、それに基づいた内部統制の取組を推進・強化する。

３．適正な人員配置等

業務の効果的・効率的な実施のため、人員の適正かつ柔軟な配置を行うとともに、

組織の機能向上のため、組織運営についても不断の見直しを行うこととする。

＜具体的な取組＞

・組織の肥大化を防ぐため、平成30年度中に中長期的視野に立った人員計画を作成

し、それに基づいた適切な人員配置を行う。

・既存業務の点検や職員からのヒアリング等を通じて、業務量等を把握することに

より、適正な人員配置や組織の見直しを行う。

・人事に関する基本方針に基づき、研修機会の充実や適切な人員配置を行い、職員

の能力や専門性、モチベーションを向上させることにより、法人全体の業務成果の

最大化を図る。

・男女共同参画の推進及び障害者雇用の推進のための措置を通じて、職場環境の充

実を図る。
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４．情報セキュリティ対策の強化

「サイバーセキュリティ戦略（平成27年９月４日閣議決定 」及びサイバーセキュ）

リティ対策に関する対策の基準となる「統一基準群」を踏まえ、情報セキュリティポ

リシーを適時適切に見直すとともに、これに基づき情報セキュリティ対策を講じ、情

報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に

取り組む。

＜具体的な取組＞

・情報セキュリティポリシーを随時見直すとともに、全ての職員が情報セキュリテ

ィに関しての理解度が深まるように周知徹底を行う。

・情報セキュリティに関する職員の専門性を高めるため、職員の研修機会の充実を

図る。

・情報セキュリティ監査、情報セキュリティ対策の実施状況を把握し、ＰＤＣＡサ

イクルによる情報セキュリティ対策の改善を図る。
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独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）に係る政策体系図

第１期スポーツ基本計画
障害者スポーツが
厚労省から
文科省へ移管

２０２０年
東京大会の
開催決定

スポーツ庁の
創設

東京オリンピック・
パラリンピック
競技大会

ラグビー
ワールドカップ等

２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２２０１２ ２０１７

ワールド
マスターズ
ゲームズ関西

2020年東京大会の競技会場等
となる新国立競技場をはじめとし
た所有施設の着実な整備
所有施設を活用したスポーツの
振興

「鈴木プラン」に基づき、ＪＯＣ・ＪＰＣ
と協働しながら、「４年単位・２大会
先」の強化戦略プランを策定
強化戦略プランに基づき、
ＪＯＣ・ＪＰＣと連携した取組の実施

スポーツ振興財源を確保するため
に各種の売上拡大方策を実施
スポーツ参画人口の拡大を図る
ため、適切な助成事業を実施

ＪＡＤＡと連携し、ドーピング防止
活動を推進
スポーツ指導における暴力行為
等に関する第三者相談・調査を
実施
スポーツ団体のガバナンス強化
に係る調査・研究を実施

文部科学省(スポーツ庁)、ＪＯＣ、
ＪＰＣ、ＪＡＤＡなどの関連団体
等と連携しながら事業を実施する
ことにより、国民の心身の健全な
発展に寄与する。

法人の役割

法人の事業

スポーツ政策等の現状

国際競技力の向上「する」「みる」「ささえる」
スポーツ参画人口の拡大

クリーンでフェアな
スポーツの推進

スポーツを通じた活力があり
絆の強い社会の実現

スポーツ立国の実現に向けた施策の展開

災害共済給付の着実な実施
スポーツ等の事故防止に関する調査研究や情報の提供

スポーツ施設の
運営等

国際競技力の
向上

スポーツ振興
くじの実施

スポーツの
安全の確保

スポーツ
インテグリティ

の確保

2017年4月より第２期スポーツ基本計画始動

スポーツを通じ「国民が生涯にわたり心身ともに健康で
文化的な生活」を営むことができるスポーツ立国の実現

ミッション

これからの５年間は2020年東京大会をはじめとする国際
競技大会が相次いで開催され、スポーツに対する機運が
高まる絶好の機会

スポーツを取り巻く環境

スポーツ立国の実現に向けた
中核的な役割を果たす

第２期スポーツ
基本計画策定
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文部科学省 

 

128



目  次 

 

 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

 

Ⅱ 中期目標の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 ・・・・２ 

 

１ 文化芸術活動に対する援助 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

 ２ 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演 ・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

 ３ 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他関係者の研修 

・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 ４ 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用 

                       ・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

※Ⅲ１～４の各項目を一定の事業等のまとまりとする。また、Ⅲ１～４及びⅣ～Ⅵの各項

目を評価の単位とする 

129



 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 29 条の規定により、独立行政法人日本

芸術文化振興会が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定める。 

 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）は、我が国の文化芸術振興

の中核的拠点として、①文化芸術の豊かな広がりを実現すること、②我が国の貴重な財産で

ある伝統芸能を後世に伝えていくこと、③多彩で豊かな芸術の創造活動を活性化させるこ

と等の役割を果たすことが求められているところであり、その基盤の整備、活動の発展は我

が国の文化芸術の振興において不可欠である。 

このため、振興会は、芸術家及び芸術団体等が行う文化芸術活動に対する援助を行うとと

もに、自らが設置する劇場施設において、我が国古来の伝統的な芸能（以下「伝統芸能」と

いう。）の保存振興及び我が国における現代の舞台芸術（以下「現代舞台芸術」という。）の

振興普及を図るための伝統芸能の公開・現代舞台芸術の公演等各種事業を実施することに

より、芸術その他の文化の向上に寄与していく必要がある。 

平成 29 年 6 月には、「文化芸術基本法」（平成 13 年法律第 148 号）が改正され、文化芸

術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野

における施策を法律の範囲に取り込むとともに、文化芸術により生み出される様々な価値

を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが目指されるなど、文化芸術の重要性は一

層高まっている。 

また、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「2020 年東京大会」と

いう。）を契機とする文化プログラムの実施等を通じて、観光振興、地方創生、経済の活性

化等への貢献等も求められる中においては、振興会は、我が国の舞台芸術の魅力を世界に発

信する取組を強化していくことが求められる。 

さらに、少子高齢化や人口の減少等、振興会を取り巻く環境は大きく変容しており、振興

会がより幅広く多くの人に鑑賞機会を提供していくためには、新たな観客層の開拓・育成等

を図ることが重要な課題であり、その対応に向けた取組については一層戦略的に進めてい

く必要がある。 

以上の位置付け及び役割のもと、第３期中期目標期間における業務の実績についての評価

等を踏まえ、振興会の第４期中期目標を以下のとおりとする。 

（別添）政策体系図 

 

Ⅱ 中期目標の期間 

  中期目標の期間は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。 
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Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 文化芸術活動に対する援助 

  振興会は、我が国の文化芸術振興の中核的拠点として、芸術の創造又は普及を図るため

の活動、地域の文化の振興を目的として行う活動などに対して多様な資金を活用した文

化芸術活動に対する助成金の交付及びこれらに関する情報提供などに積極的に取り組む

必要がある。また、公的支援については、社会的費用から社会的必要性に基づく戦略的な

投資として捉え直すなどその社会的な捉え方も変化している。 

  以上を踏まえ、次の目標に従い業務を実施することとする。 

(1) 助成金の交付 

水準の高い活動への助成、その普及や地域性等にも配慮した幅広く多様な助成との

バランスを図り、より効果的で戦略的な支援を行うことを目標として、次に掲げる活動

に対し助成金を交付すること。 

  ① 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示

等の活動 

  ② 文化施設において行う公演、展示等の活動又は文化財を保存し、若しくは活用する

活動で地域の文化の振興を目的とするもの 

  ③ その他、文化に関する団体が行う公演及び展示、文化財である工芸技術の伝承者の

養成、文化財の保存のための伝統的な技術又は技能の伝承者の養成その他の文化の

振興又は普及を図るための活動 

   事業の実施に当たっては、より効果的かつ効率的な助成を行うために、助成対象活 

動の実施状況及び当該分野の現状等の調査を実施し、事業に反映させること。 

   また、芸術文化振興基金の運用収入の将来予測等を踏まえ、効果的かつ効率的な支援

の在り方について検討すること。 

   さらに、公的支援に対する社会的な捉え方の変化等を踏まえ、調査研究の実施、関係

機関とのネットワークの構築等を進め、アーツカウンシル機能（専門家による助言、審

査、評価等）の連携・強化等を図り、支援策等をより有効に機能させるとともに、助成

事業によって得られた成果等について、振興会の他の業務等に活かしていくことを検

討すること。 

(2) 助成に関する情報等の収集・提供 

   集積した情報のデータベース化や、文化芸術活動への助成に関する情報等の収集・提

供を推進すること。 

(3) 芸術文化振興基金の管理運用 
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   安全性に留意しつつ、客観性及び透明性の確保を図りながら、資金の確保に努めるこ

と。 

 

【指標】 

1-1 効果的な助成が行われたか。（独立行政法人日本芸術文化振興会法第 12 条に基づき設

置する評議員会が行う評価（以下「評議員会の評価」という。）を踏まえ判断する。） 

1-2 助成金の交付状況（交付件数等の実施内容を踏まえ判断する） 

1-3 公演等調査件数（前中期目標期間実績（平成 25 年度から平成 29 年度実績の平均値を

いう。以下同じ。）の維持） 

1-4 会計調査件数（前中期目標期間実績の維持） 

1-5 プログラムディレクター・プログラムオフィサーと芸術団体等との意見交換会及び応

募相談会の実施件数（前中期目標期間実績以上） 

1-6 文化芸術活動に対する援助について、目標に従い業務を実施しているか（評議員会の

評価を踏まえ判断する） 

 

【関連指標】 

1-A 芸術文化振興基金の運用状況や資金の受入状況（運用収入等の状況等を踏まえ判断す

る） 

 

【重要度：高】 

アーツカウンシル機能は、平成 28 年度から本格稼働となったものであり、試行的な取組

の結果を踏まえ、専門的な助言・相談、申請事業の審査、助成事業の事後評価、調査研究等

については一層充実させるための取組を進め、文化芸術への支援をより有効に行うことは

重要となる。 

 

＜目標水準の考え方＞ 

1-1 効果的な助成が行われたかを判断するため、振興会のアーツカウンシル機能が実施す

る定性的な事後評価結果の情報を、振興会が設置する評議員会が行う評価に対して提

供し、これに基づく意見を踏まえ判断する。 

1-2 助成金の交付については件数等を毎年度確認することにより実施状況を把握し、第３

期中期目標期間における実績を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

1-3、1-4 助成事業が効果的かつ効率的に実施されているかについては継続的に確認してい

く必要があることから、公演等調査件数、会計調査件数については、第３期中期目標期
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間と同水準の目標値を設定する。 

1-4 文化芸術活動をより充実させるためには、アーツカウンシル機能の一層の推進が必要

であり、実施体制の中心であるプログラムディレクター及びプログラムオフィサーが、芸

術団体に対し、より緊密に助言等の協力を行う必要があるという観点から芸術団体等の

意見交換会等の実施件数については、第３期中期目標期間の実績以上の目標値を設定す

る。 

1-5 支援の在り方についての検討状況、助成に関する情報等の収集・提供状況等、文化芸

術活動に対する援助について、目標に従い実施しているかについては、評議員会が行う評

価の意見を踏まえ判断する。 

1-A 芸術文化振興基金の運用収入や資金の受入状況等については、金利の状況等により変

動することから、それらについては状況を毎年度確認するとともに、第３期中期目標期間

における実績を基準とした状況変化を評価において考慮する。 

 

２ 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演 

振興会は、伝統芸能の保存振興及び現代舞台芸術の振興普及を図るため、幅広く多くの

人が鑑賞できるよう、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行う必要がある。 

また、2020 年東京大会に向けた文化プログラムの開催等を通じて、我が国の舞台芸術

の魅力を世界に示すとともに、外国人を含む新たな観客層の獲得に向け、多言語による公

演や外国人向けの体験型プログラム、海外の芸術団体、関係機関等との連携・協力体制の

構築等、コンテンツとしての伝統芸能及び現代舞台芸術の魅力を高めるための取組を一

層強化していく必要がある。 

なお、これらの取組を推進するに当たっては、入場者数の増加を目指すとともに、企画

内容や広報、営業宣伝、ニーズの把握、関係団体との連携等について戦略的に取組む必要

がある。 

  以上を踏まえ、次の目標に従い業務を実施することとする。 

(1) 主催公演 

  ① 伝統芸能を伝承のままの姿で公開するように努めること。 

  ② 国際的に比肩しうる高い水準の現代舞台芸術を自主制作により公演すること。 

 ③ 公開・公演の目的、期待する成果等を明確にし、外部の専門家等からの意見や鑑賞

者の要望等を踏まえた評価等を行い、事業の充実に反映させること。 

  ④ 幅広く多くの人が鑑賞することを目指して新たな観客層の開拓に努めるとともに、

各公演において、適切な鑑賞者数の目標を設定し、その達成に努めること。 

  ⑤ 国、地方公共団体、他の劇場、音楽堂等、芸術団体、企業等との連携協力等を強化
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すること。 

  ⑥ 青少年や社会人等を対象とする公演の種類、回数を充実するとともに、各鑑賞事業

の連携協力を強化すること。 

  ⑦ 多言語による公演や外国人向けの体験型プログラム、海外の芸術団体等との連携・

協力体制の構築等、コンテンツとしての伝統芸能及び現代舞台芸術の魅力を高める

ための取組を強化すること。 

(2) 快適な観劇環境の形成 

   各劇場の鑑賞者や観劇希望者の要望、利用実態等を踏まえたサービスを提供すると

ともに、高齢者、障害者、外国人等を含めた来場者本位の快適な観劇環境を形成するこ

とにより、来場者の満足度の向上を図ること。 

   また、これらを把握する手法として、テナント事業者が運営するショップ、レストラ

ン等も含め、幅広い観点で観客に対するアンケート調査を実施し、観劇環境の向上に活

用すること。 

(3) 広報・営業活動の充実 

   年間の主催公演を通して購入できるシーズンシートの拡充や、運営する会員組織の

会員に向けた各種サービスの提供、外国人向けの広報・営業、潜在的なニーズの把握、

関係機関との連携等に戦略的に取組むこと。 

   なお、ホームページについては、利用者が最新の情報に容易にアクセスできるように

すること。 

(4) 劇場の使用効率の向上等 

   主催公演の日程をより効率的に設定するなど、劇場の使用効率の向上を図るととも

に、国民の鑑賞機会の増加を図ること。 

   また、振興会が有する６劇場の相乗効果を最大限に発揮するための取組を推進し、効

果的な運営を行うこと。 

 

【指標】 

2-1 各公演における入場者数（達成目標は年度計画で公演毎に設定する） 

2-2 歌舞伎、文楽、オペラ等の分野毎の入場者数（達成目標は年度計画で分野毎に設定す

る。） 

2-3 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演の公演数（前中期目標期間実績の維持） 

2-4 青少年や社会人等を対象とした公演の入場者数（前中期目標期間実績の維持） 

2-5 外国人向け公演の入場者数（前中期目標期間実績以上） 

2-6 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演について、目標に従い業務を実施しているか
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（評議員会の評価を踏まえ判断する） 

 

【関連指標】 

2-A 全国各地の文化施設等における公演数（共催・受託公演や地方自治体等の協賛公演等

の公演数） 

 

【重要度：高】 

2020 年東京大会に向け、我が国の舞台芸術の魅力を世界に発信する取組を強化していく

とともに、少子高齢化や人口減少等を踏まえ、新たな観客層の開拓・育成等を図ることは、

我が国における伝統芸能の保存振興及び現代舞台芸術の振興普及の中核的拠点である振興

会として重点的に取り組むべき課題である。 

 

＜目標水準の考え方＞ 

2-1 各公演における入場者数については、公演内容毎に目標値が異なることから、年度計

画で公演毎に目標値を設定する。 

2-2 分野毎の入場者数については、分野毎に制作方針等が異なることから、年度計画で目

標値を設定する。 

2-3 伝統芸能の公開によるその適切な保存振興、国際的に比肩し得る高い水準の現代舞台

芸術の振興普及は、継続的かつ安定的に実施する必要があることから、公演数について

は第３期中期目標期間と同水準の目標値を設定する。 

2-4 青少年や社会人等を対象とした公演の入場者数については、少子高齢化等の社会情勢

を踏まえ第３期中期目標期間と同水準の目標値を設定する。 

2-5 外国人向け公演の入場者数については、2020 年東京大会に向け取組等を強化すること

により、第３期中期目標期間の実績以上とする目標値を設定する。 

2-6 公演内容の企画性やその成果、観客層の多様化の状況や新たな観客層の開拓に向けた

取組状況、快適な観劇環境の形成、広報・営業活動の充実、劇場の使用効率の向上並び

に経費の適切な見直し等、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演について、目標に従

い実施しているかについては、評議員会が行う評価の意見を踏まえ判断する。 

2-A 全国各地の文化施設等における公演数については、共催・受託等の相手方となる地方

自治体等の状況に影響を受けることから、その実施状況を毎年度確認するとともに、前

年度を基準とした変化等を評価において考慮する。 

 

＜想定される外部要因＞ 
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公演については、工事等の事情が生じた場合は、休館等をせざるを得ないことがある。こ

れらの事情を考慮し、評価においては適切に対応するものとする。 

入場者数については、劇場の座席数による制約が前提として存在する。また、外国人向け公

演の入場者数の増加は、訪日外国人の増加等にも影響されることから、これらの事情を考慮

し、評価においては適切に対応するものとする。 

 

３ 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修 

  振興会は、伝統芸能の保存振興、現代舞台芸術の振興普及を図るため、伝統芸能の伝承

者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を長期的な視点に立ち効果的

かつ効率的に実施する必要がある。 

  以上を踏まえ、次の目標に従い業務を実施することとする。 

(1) 伝統芸能の伝承者の養成については、民間では養成が困難であることから振興会とし

て実施すべき分野に限定すること。 

また、関係団体の要望や外部専門家等の意見等を踏まえ、養成すべき分野の選択に係

る具体的な方針を定めるとともに、養成すべき分野、養成人数等の選定に至った経緯、

理由を明らかにし、毎年度、各分野の実情及び研修修了者の動向を把握して不断の見直

しを行い、伝承者の充実を図ること。 

(2) 現代舞台芸術の実演家の研修については、高い技術と豊かな芸術性を備えたオペラ歌

手、バレエダンサー及び演劇俳優を確保することを目的に、新国立劇場の公演をはじめ

とする水準の高い舞台に出演する実演家を養成するよう努めること。 

   なお、事業の実施に当たっては、民間団体の役割を踏まえつつ、グローバルな視点に

立って組まれた体系的なカリキュラムによって、安定的かつ継続的に行うこと。 

   また、研修成果については、研修修了者の活動状況を示すなど、国民に分かりやすい

形で明らかにすること。 

   加えて、外部専門家等の意見を聴取し、成果の検証を厳密に行い、長期的な視点を踏

まえて研修分野・規模について不断の見直しを行うこと。 

(3) 上記のほか、以下の観点を踏まえて事業を実施すること。 

  ① 養成・研修事業の国民への周知 

  ② 学校等との連携による養成・研修成果の活用 

  ③ 伝統芸能の伝承者及び現代舞台芸術の実演家等を確保するための効果的かつ効率

的な取組の検討 

  ④ 伝統芸能と現代舞台芸術の分野の相互交流 

  ⑤ 公演の制作及び舞台技術等に関するインターンシップや実地研修の受入等による
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人材養成 

 

【指標】 

3-1 研修発表会の開催回数（前中期目標期間実績の維持） 

3-2 既成者研修発表会の開催回数（前中期目標期間実績の維持） 

3-3 事業の周知、研修志望者の研修内容への理解や応募者の増加に関する取組の実施状況

（研修見学会や広報活動の内容等） 

3-4 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修について、

目標に従い業務を実施しているか（評議員会の評価を踏まえ判断する） 

 

【関連指標】 

3-A 公演制作及び舞台技術等に関する人材養成の取組状況（公演制作者や舞台技術者等の

実地研修の受入れ状況等） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

3-1、3-2 研修発表会や既成者研修発表会は、研修生等の技芸の習得及び向上という観点か

ら、一定の段階毎にその成果を測るため必要であることから、開催回数については、第

３期中期目標期間と同水準の目標値を設定する。 

3-3 次期研修生の募集が、分野により 1 年から 3 年おきに行われることから、事業の周知

等に関する取組については、その実施状況を毎年度確認するとともに、前中期目標期間

における実績を基準とした推移を評価において考慮する。 

3-4 養成・研修の実施状況、研修修了生の状況、研修修了者等が実施する文化普及活動、

伝統芸能分野と現代舞台芸術分野の相互交流の実施状況等、伝統芸能の伝承者の養成

及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修について、目標に従い実施している

かについては、評議員会が行う評価の意見を踏まえ判断する。 

3-A 公演制作者や舞台技術者等の実地研修の受入れについては、外部からの要望へ対応し

て実施されることが想定されるため、その実施状況を毎年度確認するとともに、前年度

を基準とした変化等を評価において考慮する。 

 

４ 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用 

  振興会は、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演の充実等に資するため、調査研究・

並びに資料の収集及び活用を実施する必要がある。 

  また、得られた成果等については、伝統芸能及び現代舞台芸術の理解と促進を図るため、
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大学等の研究者、他の劇場、音楽堂等、芸術団体及び国民一般に幅広く提供するとともに、

関係機関等と連携した取組を進めるなど効果的に活用する必要がある。 

  以上を踏まえ、次の目標に従い業務を実施することとする。  

(1) 調査研究については、所期の目的を達成したものから見直しを行い、振興会ならでは

の特性のあるものに重点化を図ること。 

(2) 成果については、文化デジタルライブラリーや一般公開施設における展示公開等多様

な方法を用いて幅広く提供するとともに、関係機関等と連携した取組を進めるなど、よ

り効果的に活用すること。その際には、利用者の利便性の向上と広報活動の強化を図る

こと。 

(3) 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する公開の講座、公演記録映像の鑑賞会等を実施する

こと。 

(4) 公演の映像記録については、必要な著作権等の処理を行った上で、一層の有効活用に

努めること。 

(5) 一般利用者等の意見・要望等を聴取するとともに、外部専門家等の意見を踏まえ、事

業の充実に反映させること。 

 

【指標】 

4-1 展示公開の来場者数（前中期目標期間実績以上） 

4-2 文化デジタルライブラリーアクセス件数（前中期目標期間実績以上） 

4-3 調査研究の実施並びに資料の収集及び活用について、目標に従い業務を実施している

か（評議員会の評価を踏まえ判断する） 

 

【関連指標】 

4-A 公演記録の作成状況（公演記録の作成件数等） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

4-1、4-2 調査研究における成果や収集した資料等について活用を拡大するという観点から

展示公開の来場者数及び文化デジタルライブラリーアクセス件数については、第３期中

期目標期間の実績以上の目標値を設定する。 

4-3 調査研究、資料収集・活用の実施状況、刊行実績、展示公開、資料等の活用における

関係機関等との連携、公開講座等の実施状況等、調査研究の実施並びに資料の収集及び活

用について、目標に従い実施しているかについては、評議員会が行う評価の意見を踏まえ

判断する。 
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4-A 公演記録の作成は公演事業の実施状況に対応して変動することから、実施状況を毎年

度確認するとともに、前年度を基準とした変化等を評価において考慮する。 

 

＜想定される外部要因＞ 

展示公開については、工事等の事情が生じた場合は、休館等をせざるを得ないことがある。

これらの事情を考慮し、評価においては適切に対応するものとする。 

 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 業務運営の取組 

  業務運営に関しては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 

24 日閣議決定）等を踏まえ、国民に対して提供するサービスの質の維持向上等に十分配

慮しつつ、自主的・戦略的な業務運営を行い、最大限の成果を上げていくために、調達合

理化の推進等により、一層の業務の効率化に取組むものとする。具体的には、効率化にな

じまない特殊要因を除き、平成 29 年度予算を基準として中期目標期間中、一般管理費

15％以上、業務経費毎事業年度につき 1％以上の効率化を図るものとする。 

２ 組織体制の整備・強化 

  組織の機能向上のため、劇場間の連携強化や業務・組織体制の整備等を図ること。特に、

2020 年東京大会等の開催に向け、我が国の舞台芸術の魅力を国内外に戦略的に発信する

ため、企画立案・広報機能の強化を図ること。 

３ 給与水準の適正化等 

  給与水準については、公務員の給与改定に関する動向等を踏まえ、国家公務員の給与水

準等とともに業務の特殊性を十分考慮し厳しく検証したうえで、その適正化に取り組む

とともに、検証結果や取組状況を公表すること。 

４ 契約の適正化 

  契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27

年 5 月 25 日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、「調達等合理化計画」に沿っ

て、一層の競争性、公正性及び透明性の確保に努め、契約の適正化を推進すること。 

５ 共同調達等の取組の推進 

  周辺の機関等と連携し、コピー用紙等の消耗品や役務について、共同して調達する取組

を年度計画等に具体的な対象品目等を定めた上で進めること。 

６ 情報通信技術を活用した業務の効率化 

  グループウェア等の活用により、業務の効率化を推進すること。 

７ 予算執行の効率化 
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  運営費交付金の会計処理として、収益化単位の業務ごとに予算と実績を適切に管理す

ること。 

  

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 

 １ 自己収入の確保 

  事業を一層充実させる観点から、国民の鑑賞機会の確保、芸術活動の独創性等に十分留

意しつつ、入場料、施設使用料、外部資金等の増加に向けた取組を進めることとし、前中

期目標の期間の実績以上の自己収入を得ること（芸術文化振興基金の運用収入を除く。）。 

  また、自己収入の取扱いにおいては、各事業年度に計画的な収支計画を作成し、経費の

適切な見直しを行いつつ、当該収支計画による運営に努めること。 

２ 決算情報・セグメント情報の充実等 

  振興会の財務内容等の透明性を確保するとともに、活動内容を政府・国民に対して分か

りやすく示し、理解促進を図る観点から、事業のまとまりごとに決算情報・セグメント情

報の公表の充実等を図ること。 

３ 保有資産の処分 

  保有資産の見直し等については、「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本的視

点について」（平成 26 年 9 月 2 日付け総管査第 263 号総務省行政管理局通知）に基づき、

保有の必要性を不断に見直し、保有の必要性が認められないものについては、不要財産と

して国庫納付等を行うこと。 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 内部統制 

  法令等を遵守し、有効かつ効率的に業務を遂行するため、業務の特殊性や実施体制に応

じた効果的な統制機能の在り方を検討し、更なる内部統制の充実・強化に取り組むこと。

また、その取組状況及びそれらが有効に機能しているか等については、内部監査、監事監

査等において定期的に検証し、必要に応じて見直しを行うこと。 

  振興会における業務運営全般について、外部有識者を含めて検討を行い、その結果を組

織、事務、事業等の改善に反映させること。 

２ 情報セキュリティ対策 

  保有する情報については、法令等に基づき適切に情報の開示を行うとともに、政府の方

針を踏まえた適切な情報セキュリティ対策を推進するなど、責任ある体制を構築するた

めに必要な措置を取ること。 

  情報セキュリティについては、政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群
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を踏まえ、情報セキュリティポリシーを適時かつ適切に見直すとともに、これに基づき情

報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対す

る組織的対応能力の強化に取り組むこと。 

  また、対策の実施状況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリティ対策

の改善を図ること。 

３ 施設及び設備に関する計画 

① 劇場等の安全かつ快適な施設環境を維持するとともに、業務の目的・内容に適切に対 

応するため、長期的視野に立った施設・設備の整備計画を作成すること。 

② 国立劇場本館は開場から 50 年を経過していることから、老朽化に対応した改修等を

計画的に行うこと。 

４ 人事に関する計画 

  人事管理（人件費、意識改革、専門性の確保等）、人事交流の適切な実施により、内部

管理事務の改善を図ること。 

５ その他の事項 

  特定の公益法人に対し随意契約により継続して委託している新国立劇場及び国立劇場

おきなわの管理運営業務については、収支構造の改善のため、経費の見直しや自己収入の

確保等に計画的に取り組むこと。 

  また、当該契約内容を検証し、更に効率化を図るとともに、透明性を確保すること。 
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（別添）独立行政法人日本芸術文化振興会に係る政策体系図

第４期中期目標期間における日本芸術文化振興会のミッション

１ 振興会を取り巻く現状と課題

平成29年6月に、「文化芸術基本法」が改正され、文化芸術の
振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、
産業その他の関連分野における施策を法律の範囲に取り込むとと
もに、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、
発展及び創造に活用することが目指されるなど、文化芸術の重要
性は一層高まっている。

文化芸術基本法の改正

2020年東京大会を契機とする文化プログラムの実施等を通
じて、観光振興、地方創生、経済の活性化等への貢献等も求め
られる中においては、振興会は、我が国の舞台芸術の魅力を世
界に発信する取組を強化することが求められる。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

少子高齢化や人口の減少等、振興会を取り巻く環境は大きく
変容している。

社会情勢

２ 振興会のミッション

・水準の高い活動への助成、その普及や地域性等にも配慮した幅広く多様な助成とのバランスを図り、より効果的で戦略的な支援を行
うことを目標として、助成金を交付する

・伝統芸能の保存振興及び現代舞台芸術の振興普及を図るため、幅広く多くの人が鑑賞できるよう、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術
の公演を行う

・2020年東京大会に向けた文化プログラムの開催等を通じて、我が国の舞台芸術の魅力を世界に示すともに、外国人を含む新たな観
客層の獲得に向け、多言語による公演や外国人向けの体験型プログラム等、伝統芸能及び現代舞台芸術の魅力を高める取組を一層強
化する

・伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を長期的な視点に立ち効果的かつ効率的に実施する
・得られた成果等については、伝統芸能及び現代舞台芸術の理解と促進を図るため、幅広く提供するとともに、効果的に活用する

第４期中期目標期間における日本芸術文化振興会のミッション
３ 主要な事業

１ 芸術文化活動に対する援助
２ 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演
３ 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修
４ 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用142



日本私立学校振興・共済事業団が達成すべき助成業務
に係る業務運営に関する目標（中期目標）

（ 案 ）

平成３０年○月○日

文 部 科 学 省
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- 1 -

（ ）序文

日本私立学校振興・共済事業団法（平成9年法律第48号）第26条の規定により、

日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」という ）が達成すべき助成業務。

に係る業務運営に関する目標（以下「中期目標」という ）を次のとおり定める。。

１．政策体系における法人の位置付け及び役割

我が国の学校教育における私立学校が果たす重要な役割にかんがみ、教育基本法

（平成18年法律第120号 、私立学校法（昭和24年法律第270号）及び私立学校振興）

助成法（昭和50年法律第61号）等に基づき、国及び地方公共団体は私立学校の自主

性を尊重し、公共性にも十分配慮しつつ、私立学校教育の振興に努めているところ

である。

事業団の助成業務は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定を図

るため、補助金の交付、資金の貸付け、受配者指定寄付金の受入れ・配付、学術研

究振興資金の交付、経営相談その他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合

的かつ効率的に行い、もって私立学校教育の振興に資することを目的としている。

18歳人口の大幅な減少期を迎え、私立学校における経営環境が一層厳しくなるこ

とが予想されること、また 「経済財政運営と改革の基本方針2017 （平成29年6月、 」

9日閣議決定）等の政府方針において、教育へのアクセス向上や大学教育の質の向

上、経営力強化などが掲げられたことなど、国の施策と連携した私立学校に対する

事業団の支援の充実等が一層求められている。

このような理念のもと、第3期中期目標期間終了時に見込まれる中期目標期間の

業績についての評価結果や 「日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）見直し、

内容 （平成29年8月25日文部科学省）等を踏まえ、事業団の助成業務に関する事」

務及び事業について見直しを行った結果、平成30年4月からの中期目標は以下のと

おりとする。

（別添）政策体系図

２．中期目標期間

事業団の助成業務は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定を図

り、私立学校の教育の振興に資することを目的として実施されており、成果を得る

までには相当の期間を要するものが多く、中長期的観点から目標を定める必要があ

ることから、中期目標の期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間

とする。
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- 2 -

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

補助事業 貸付事業 経営支援 情報提供事業 寄付金事業 学術研究振興「 」「 」「 ・ 」「 」「

基金 資金事業 の各種事業を総合的かつ効率的に実施するため、本法人の有する情・ 」

報 知見を活かし 文部科学省と連携の下 これらの事業を通じた 各私立大学等に・ 、 、 、

おける教育条件や研究環境の向上に向けた取組を促進する方策や、地域に貢献する

私立大学等の支援方策、経済的負担軽減方策等について検討し、必要な措置を講ず

る 併せて 各事業の成果 効果の周知を通じた私立学校の改善取組の促進や経営支。 、 ・

援を行うとともに 各事業の不断の改善 見直しを行うなどのＰＤＣＡサイクルの構、 ・

築に向けた検討を行い、必要な措置を講ずる。

３．１ 補助事業

(１) 各私立大学等に対する補助金の交付については、関係法令及び交付要綱

等を遵守した適正な配分を行う。

(２) 文部科学省の政策に沿って、配分方法を適時適切に見直すとともに、各

私立大学等の教育研究の質の向上に資する取組、定員充足状況、教育情

報 財務情報の公表状況等に応じた増減の厳格化など 一層のメリハリある・ 、

配分 重点支援を実施する。併せて、補助金の効果的 効率的な交付に資す・ ・

るため、補助事業の効果検証を行う。

(３) 補助金の申請段階のミスの防止を図るとともに、補助金の適正な使用を

徹底するため、補助金説明会の充実等の取組を行い、各私立大学等の補助

金制度への理解を深める。

<指標>

・各私立大学等に対する適正な補助金の配分、文部科学省の政策に沿った配

分方法の見直し、メリハリのある配分が行われたか。また、補助事業の効

果検証が行われたか（有識者の意見を参考に判断する）

・補助金説明会の実施回数及びアンケートにおける理解度：実践編9回以上､

基礎編8回以上（平成28年度実績値：実践編9回、基礎編8回 、理解度90％）

以上（平成28年度実績値：実践編94％、基礎編87.5％）

・アンケート結果を踏まえて説明会の内容の充実を図ったか

<目標水準等の考え方>

・各私立大学等に対する適正な補助金の配分、文部科学省の政策に沿った配

分方法の見直し、メリハリのある配分が行われたか。また、補助事業の効

果検証が行われたか：有識者の意見を参考に判断する。

、・補助金説明会の実施回数及びアンケートにおける理解度：達成された場合

Ｂ評定とする。

・アンケート結果を踏まえて説明会の内容の充実を図ったか：達成された
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場合、Ｂ評定とする。

<重要度>

・私学助成の配分見直し等については､「経済財政運営と改革の基本方針2017」

にも掲げられており、喫緊の課題であるため、重要度を「高」とする。

３．２ 貸付事業

(１) 学校法人等の資金需要を踏まえて貸付規模を適切に把握するとともに、

貸付財源を安定的に確保する。また、学校法人等のニーズに応じた利便性

の向上に努めるなど、融資促進活動の更なる充実 強化を図る。・

(２) 適正なリスク管理を行うことにより、総貸付残高に対するリスク管理債

権の割合を抑制するとともに、学校法人等の自主性・自律性の観点から、

経営状況が悪化している学校法人等に対しては 「経営支援・情報提供事、

業」と連携し、自ら改善等を行うよう促すなど、貸付債権の確実な回収に

努める。

<指標>

・学校法人等の需要等を踏まえた財源を確保できたか

・学校法人等のニーズを把握し、融資制度の改善に向けた取組が行われたか

・学校法人等の満足度調査における 「満足した」の割合：融資制度89％以、

上、利便性70％以上（平成25～平成28年度実績平均値：融資制度89％、利

便性70％）

・融資促進活動のため訪問した学校法人等数及び相談会等で個別相談を受け

た学校法人等数（熊本地震関係を除く ：80法人以上（平成28年度実績値）

：76法人）

・総貸付残高に対するリスク管理債権の割合：2.1％以下（第1期中期目標期

間～第3期中期目標期間(平成28年度まで)実績平均値：2.13％）

・9月償還分において新たに元金の滞納が発生した学校法人等のうち年度内に

回収できた学校法人等の割合：95％以上（平成28年度実績値(9月･3月)：95％）

<関連指標>

・貸付規模（平成25年度、平成26年度及び平成28年度実績平均値 ：593億円）

<目標水準等の考え方>

・学校法人等の需要等を踏まえた財源を確保できたか：達成された場合、Ｂ

評定とする。

・学校法人等のニーズを把握し、融資制度の一層の改善に向けた取組が行わ

れたか：達成された場合、Ｂ評定とする。

・学校法人等の満足度調査における 「満足した」の割合：達成された場合、、

Ｂ評定とする。

・融資促進活動のため訪問した学校法人等数及び相談会等で個別相談を受け

た学校法人等数：達成された場合、Ｂ評定とする。
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・総貸付残高に対するリスク管理債権の割合：達成された場合、Ｂ評定とす

る。

・9月償還分において新たに元金の滞納が発生した学校法人等のうち年度内に

回収できた学校法人等の割合：達成された場合、Ｂ評定とする。

・貸付規模：学校法人等の需要により変動するものの、事業団の業務運営に

影響を及ぼすことから、毎年度確認し、著しく増減があった場合、評価に

考慮する。

３．３ 経営支援 情報提供事業・

(１) 私立学校への支援について 事業団の有する情報 知見を更に活かせるよ、 ・

う、事業横断的に支援できる体制等を構築する。また、学校法人の経営に

関する指導及び助言を行う文部科学省と連携し、大学教育の質の向上や経

・営の安定化等に向け、私立学校の教育及び経営等に関する各種情報の収集

分析の充実を図るとともに、経営相談等の取組を強化する。

(２) 私立学校が自ら検証・改善等を図れるよう、好事例を含めた私立学校の

教育及び経営等に関する各種情報を積極的に私立学校に提供するととも

に、経営相談等にも活用する。

<指標>

・事業横断的に支援できる体制等が構築されたか

・私立学校のニーズを適切に把握できたか。また、事業団が自ら発信する私

立学校の教育及び経営等に関する各種情報について、私立学校のニーズ等

を踏まえた項目の追加・見直し等の改善が図られたか

・好事例・特色ある取組の収集・提供件数：10件/年以上

・経営相談を受けた学校法人のうち、大学教育の質の向上や経営の安定化等

につながる等と回答のあった割合：中期目標期間中に80％以上

<関連指標>

・学校法人等からの依頼に基づき情報提供を行った件数及び割合（平成28年

度実績値 ：年間127件、100％）

・経営相談を受けた学校法人のうち、経営が改善された学校法人の割合（平

成25年度相談分実績 ：51.9％）

※相談を受けた年度を含めた過去3年間の収支差額の平均と経営相談後3年

間の収支差額の平均の比較

・経営相談等の件数（平成25～平成28年度実績平均値 ：72件）

<目標水準等の考え方>

・事業横断的に支援できる体制等が構築されたか：達成された場合、Ｂ評定

とする。

・私立学校のニーズを適切に把握できたか。また、事業団が自ら発信する私

立学校の教育及び経営等に関する各種情報について、私立学校のニーズ等
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を踏まえた項目の追加・見直し等の改善が図られたか：達成された場合、

Ｂ評定とする。

、 。・好事例・特色ある取組の収集・提供件数：達成された場合 Ｂ評定とする

・経営相談を受けた学校法人のうち、大学教育の質の向上や経営の安定化等

につながる等と回答のあった割合：達成された場合、Ｂ評定とする。

・学校法人等からの依頼に基づき情報提供を行った件数：私立学校における

経営環境が一層厳しくなることが予想されるため、学校法人等の求めに応

じて実施した情報提供・経営相談の状況や、その成果を把握する必要があ

ることから、毎年度確認し、著しく増減があった場合、評価に考慮する。

・経営相談を受けた学校法人のうち、経営が改善された学校法人の割合：私

立学校における経営環境が一層厳しくなることが予想されるため、学校法

人等の求めに応じて実施した情報提供・経営相談の状況や、その成果を把

握する必要があることから、毎年度確認し、著しく増減があった場合、評

価に考慮する。

・経営相談の件数：私立学校における経営環境が一層厳しくなることが予想

されるため、学校法人等の求めに応じて実施した情報提供・経営相談の状

況や、その成果を把握する必要があることから、毎年度確認し、著しく増

減があった場合、評価に考慮する。

<重要度>

・18歳人口の大幅な減少期を迎え、私立学校における経営環境が一層厳しく

なることが予想され、これまで以上に、事業団による支援が求められてい

ることから、重要度を「高」とする。

３．４ 寄付金事業

(１) 学校法人等の多元的な財政基盤を確立するため、学校法人等の寄付金募

金活動に対する支援の充実を図るとともに、広く社会に向けて、学校法人

等への寄付に係る各種税制優遇制度等の更なる周知などの支援を行う。

(２) 平成30年度から新たに資金を交付する「若手・女性研究者奨励金事業」

、 、 。については 制度の更なる周知を図るなど 寄付金確保の取組を充実する

<指標>

・学校法人等への寄付に係る各種税制優遇制度等の周知が充実されたか：経

済団体等への訪問等件数 21件以上（平成28年度実績値:21件）、学校法人

等の研修会における周知活動件数 12件以上（平成29年度上半期 実績値:6件）

・ 若手・女性研究者奨励金事業」に係る寄付金の受入れ金額：第4期中期目標「

期間中に1.5億円以上

<関連指標>

・学校法人等における毎年度の寄付金の受入れ金額（平成23～平成27年度実

績平均値 ：約2,100億円）
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<目標水準等の考え方>

・学校法人等への寄付に係る各種税制優遇制度等の周知が充実されたか：達

成された場合、Ｂ評定とする。

・ 若手・女性研究者奨励金事業」に係る寄付金の受入れ金額：目標以上に寄付を「

受け入れた場合はＡ評定以上を検討し、目標に達しなかった場合において

も寄付金の獲得に向けた取組がなされている場合はＢ評定とする。

・学校法人等における毎年度の寄付金の受入れ金額：学校法人等の寄付金募

金活動に対する支援の充実には、学校法人等における寄付金の受入れ金額

を把握する必要があることから、毎年度確認し、著しく増減があった場合、

評価に考慮する。

<難易度>

・ 若手・女性研究者奨励金事業」に係る寄付金等の募集については、制度「

が開始されたところであり、今後制度の周知や寄付金募集活動を通じて得

られる社会からの要望等を奨励金に反映することにより、寄付者の拡大と

定着を進めていく必要があることから、難易度が高いと認められる。その

ため難易度を「高」とする。

３．５ 学術研究振興基金 資金事業・

私立大学等における学術研究の充実を図るため、基金の運用等により財

源を確保し、安定的な支援を行う。

<指標>

・ 学術研究振興資金」を安定的に交付するための財源を確保できたか：年「

間80百万円以上（平成28年度実績値：80百万円）

<目標水準等の考え方>

・ 学術研究振興資金」が安定的に交付するための財源を確保できたか：達「

成された場合、Ｂ評定とする。

４．業務運営の効率化に関する事項

４．１ 効率的な業務運営体制の確立

「３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

事項」の実現に向け、私学振興に係る業務を総合的かつ効率的に実施でき

るよう、組織や人員配置の見直しを適切に行うとともに、企画立案機能を

強化する。

<指標・目標水準等の考え方>

・組織や人員配置の見直しを適切に行ったか： ３．国民に対して提供する「
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」 。サービスその他の業務の質の向上に関する事項 の評定を参考に判断する

４．２ 経費等の見直し 効率化・

、 、事業団の助成業務の運営に関しては 社会情勢の変化等も勘案しながら

業務の徹底した見直しを進めるとともに、収入の適正化等による自己収入

の確保・増に努め、経費の見直し、効率化を進める。

<指標・目標水準等の考え方>

・一般管理費の金額（171百万円以下（平成25～平成28年度実績平均値：171

百万円 ：達成された場合、Ｂ評定とする。））

・自己収入額（8百万円以上（平成25～平成28年度実績平均値：8百万円））

：達成された場合、Ｂ評定とする。

・自己収入の増・確保及び経費の効率化を図るための取組が行われたか：達

成された場合、Ｂ評定とする。

４．３ 契約の適正化

事業団の締結する契約については、真にやむを得ないものを除き、原則

として一般競争入札による。また、一般競争入札のうち結果として一者応

、 。 、札となった場合 要因の分析を行うなど改善に向けた取組を行う 併せて

契約の適正な実施については監事による監査を受けるとともに、その契約

状況を公表する。

<指標・目標水準の考え方>

・一者応札について改善に向けた原因の分析又は取組が行われたか：達成さ

れた場合、Ｂ評定とする。

５．財務内容の改善に関する事項

５．１ 収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の実現

(１) 事業年度ごとに収支計画を作成するとともに、当該収支計画に沿った適

切な運営を行う。

(２) 事業団の健全な財政運営を維持するため、貸付規模を確保するための取

組を行うなど、収益の確保・増に努める。併せて、私立学校施設の耐震化

を促進するため、平成23年度から平成27年度に実施した耐震改築低利融資

事業による事業団の財政運営への影響が縮小する第4期中期目標期間中に

当期純損失の発生を解消する。
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<指標・目標水準等の考え方>

・収支計画に沿った運営が行われたか。収益の確保・増に向けた取組が行わ

れたか。また、第4期中期目標期間中に当期純損失の発生が解消されたか：

達成された場合、Ｂ評定とする。

<関連指標等>

・利息収支差（貸付金利息から支払利息を控除）：毎年度確認し、著しく増

減があった場合、評価に考慮する。

・貸付規模：学校法人等の需要により変動するものの、事業団の業務運営に

影響を及ぼすことから、毎年度確認し、著しく増減があった場合、評価に

考慮する 【再掲】。

５．２ 財務内容の管理の適正化

事業毎に厳格かつ客観的な評価・分析を実施し、その結果を踏まえ事業

への経費配分や業務運営の効率化に反映させるとともに、財務状況等の健

全性・透明性を確保する。

<指標・目標水準等の考え方>

・事業毎の評価・分析を踏まえた経費配分等が行われたか。また、財務状況

、等の健全性・透明性を確保するための取組が行われたか：達成された場合

Ｂ評定とする。

・総貸付残高に対するリスク管理債権の割合：達成された場合、Ｂ評定とす

る 【再掲】。

５．３ 人件費の適正化

給与水準については、国家公務員等の給与水準も十分に考慮し、手当を

含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、給与水準の適正化

を図るとともに、給与水準及びその合理性・妥当性を対外的に公表する。

<指標・目標水準等の考え方>

・毎年度検証し、給与水準等を対外的に公表する ：達成された場合、Ｂ評。

定とする。

６．その他業務運営に関する重要事項

６．１ 内部統制に関する事項

法令等を遵守しつつ業務を行い、事業団の目的を有効かつ効率的に果た

152



- 9 -

すため、独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備（平成

26年11月28日総務省行政管理局長通知）に基づき業務方法書に定めた事項

を着実に運用するとともに、必要に応じ、内部統制を強化する取組の実施

及び各種規定の見直しを行う。

<指標・目標水準等の考え方>

・内部監査及び監事監査は監査計画を策定し、その計画に沿った監査を実施

する。また、各部署は当該監査において指摘された事項について、改善す

る：達成された場合、Ｂ評定とする。

６．２ 情報セキュリティに関する事項

引き続き 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（サイ、

バーセキュリティ戦略本部決定 」に沿って策定した情報セキュリティ・）

ポリシーに基づき、情報セキュリティ対策を推進することに加え、サイバー

セキュリティ戦略本部が実施する監査において特定される課題を解決する。

<指標・目標水準等の考え方>

・毎年度、全職員を対象とした研修を実施する：達成された場合、Ｂ評定と

する。

・情報セキュリティ内部監査の実施：情報セキュリティ監査計画を策定し、

、 。２年間で全ての部署に対して監査を行う：達成された場合 Ｂ評定とする

６．３ 事業に関する情報開示

(１) 私立大学等経常費補助金の交付先・客観的指標の反映状況等の事業に関

する情報や、受配者指定寄付金及び学術研究振興資金の交付先等の事業に

関する情報については、ホームページ等を活用した積極的な情報開示を行

う。

(２) 公表すべき資料については速やかに開示するとともに、原則として開示

と同時にホームページに掲載する。

<指標・目標水準等の考え方>

・事業に関する各種情報の開示件数（100件以上（平成25～平成28年度実績平

均値：100件 ：達成された場合、Ｂ評定とする。））

・公表が義務付けられている情報のホームページでの公表が速やかに行われ

たか：達成された場合、Ｂ評定とする。
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６．４ 施設 設備に関する事項・

、 。事業団における老朽化した施設・設備について 必要な改修を実施する

<指標・目標水準等の考え方>

・中期計画等で定める計画に沿って改修が進められたか：達成された場合、

Ｂ評定とする。

（計画に基づき、改修を行わない年度については評定を付さない ）。

６．５ 人事に関する事項

業務に必要な専門知識の向上を図るため、職員の研修の推進を図る。

<指標・目標水準等の考え方>

、 、 。・毎年度 役職等に応じた研修を実施する：達成された場合 Ｂ評定とする

・毎年度、全職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施する：達成され

た場合、Ｂ評定とする 【再掲】。

６．６ 研修等助成に関する事項

私立学校教育の振興上必要と認められる私立学校の教職員の研修等に対

する助成事業を計画的に実施する。

<指標・目標水準等の考え方>

・中期計画等で定める計画に沿って助成されたか：達成された場合、Ｂ評定

とする。

（計画に基づき、日本私立学校振興・共済事業団法第23条第4項に定める残

余が生じない場合は評定を付さない ）。
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日本私立学校振興・共済事業団(助成業務)に係る政策体系上の位置付け

私 立 学 校 教 育 の 振 興

○教育振興基本計画
基本施策２９私立学校の振興
【主な取組】財政基盤の確立とメリハリある資金配分、多元的な資金

調達の促進、学校法人に対する経営支援の充実 等

○私立学校振興助成法
第１条 この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんが

み、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規
定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校
に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減
を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全
な発達に資することを目的とする。

第11条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法の定めるところにより、この
法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立
学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。

国 の 政 策 目 標 ・ 方 針 等

○経済財政運営と改革の基本方針、日本再興戦略 等

日本私立学校振興・共済事業団

（設立の目的）日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員
の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ
効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資す
ることを目的とする。

補助事業：私立大学等経常費
補助金の交付

貸付事業：学校法人等に対する施設設備整備
その他経営のために必要な資金の貸付

寄付金事業：学校法人に対する受配
者指定寄付金の受入と配布等

学術研究振興基金・資金事業：学術研究振
興基金の募金と学術研究振興資金の交付

経営支援・情報提供事業：学校法人
等に対する経営支援・情報提供

助成事業：私立学校教職員の
研修に対する助成金の交付

国
（
私
学
助
成
等
）

学

校

法

人

等

○文部科学省の政策目標
政策目標６ 私学の振興
私立学校の振興に向け、教育研究条件を高めるとともに経営の健全性
の維持向上を図る。
施策目標６－１特色ある教育研究を展開する私立学校の振興

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助

私立高等学校等経常費助成費補助、施設
費補助、私立学校に対する指導・助言等

事業団の役割・位置付け等

都 道 府 県

別添
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独立行政法人勤労者退職金共済機構中期目標（案） 

 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）第 29 条第１項の規

定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）が達成すべき業務運

営に関する目標（以下「中期目標」という。）を次のとおり定める。 

 

2018（平成 30）年２月 ０日 

厚生労働大臣  加藤 勝信 

 

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

近年、多くの企業で人材不足が深刻化している中、労働力の確保等を通じた中小企業の経営基

盤の充実を図る必要性は一層高まっており、政府は、「経済財政運営と改革の基本方針 2017」（平

成 29 年６月９日閣議決定）において、中小企業・小規模事業者の人手不足及び働き方改革への

対応を行うとの方針を示しているところである。 

 こうした状況のもと、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業について退職金制度

を確立させることにより、勤労者の福祉の増進及び生活の安定を図るとともに、労働力の確保を

通じた企業の振興を目的とした中小企業退職金共済制度の運営を充実強化し、その積極的な普及

を図ることが、ますます重要になっている。 

また、勤労者財産形成持家融資（以下「財形持家融資」という。）制度は、勤労者の持家取得

を事業主及び国の支援により促進し、豊かで安定した勤労者生活の実現を図ることを目的とする

制度であるが、総務省統計局「住宅・土地統計調査」（2013（平成 25）年）によると、勤労者世

帯の持家率は約 62％であり、自営業主世帯の約 84％に比べ今なお立ち後れが見られることから、

財形持家融資制度の積極的な普及に取り組む必要がある。 

 こうしたことを踏まえ、機構は、公共上の見地から必要な事務及び事業であって民間では必ず

しも実施されないおそれがあるもの等を実施するという独立行政法人の目的に基づき、より一層、

中小企業退職金共済制度及び財形持家融資制度の適切な運営及び普及を図ることにより、従業員

の福祉の増進、中小企業の振興及び国民経済の健全な発展に寄与するものとする。 

（別添）政策体系図及び一定の事業等のまとまり 

 

第２ 中期目標の期間 

通則法第 29 条第２項第１号の中期目標の期間は、2018（平成 30）年４月から 2023（平成 35）

年３月までの５年間とする。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

通則法第 29 条第２項第２号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る事項は、次のとおりとする。 
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Ⅰ 退職金共済事業 

１ 一般の中小企業退職金共済事業 

機構は、一般の中小企業退職金共済（以下「中退共」という。）事業に係る業務に関し、近年

の人手不足の深刻化により労働力の確保を通じた中小企業の経営基盤の充実の必要性が一層高

まっていること等を踏まえ、共済契約者及び被共済者（以下「加入者」という。）の視点に立ち、

安定的な退職金共済制度を確立させることで、従業員の福祉の増進及び中小企業の振興を図るこ

とが必要であることから、以下の取組を着実に実施するとともに、必要に応じて見直しを行うこ

と。 

 

（１）資産の運用 

① 資産運用の目標 

資産運用は、退職金支給に必要な流動性を確保しつつ、中期的に中退共事業の運営に必要な利

回り（予定運用利回りに従って増加する責任準備金の額及び業務経費の合計の資産に対する比率

をいう。）を最低限のリスクで確保することを目標とすること。 

 

② 健全な資産運用等 

資産運用は、①で定める資産運用の目標に従い、資産運用委員会の議を経て作成又は変更する

基本ポートフォリオ等を定めた「資産運用の基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、

実施すること。 

また、資産運用の健全性を確保するため、資産運用委員会による資産運用の状況その他の運用

に関する業務の実施状況の監視を徹底し、その結果を事後の資産運用に反映させること。併せて、

経済情勢の変動に迅速に対応できるよう、資産運用の結果その他の財務状況について、常時最新

の情報を把握すること。 

 

【指標】 

・ 委託運用部分について、毎年度、各資産のベンチマーク収益率（市場平均収益率）を確保す

ること。 
 

 [目標設定等の考え方] 

・ 基本ポートフォリオについて、中退共事業の運営に必要な利回りを中期的に確保し得るもの

とした上で、委託運用部分について、ベンチマーク収益率を確保することで、中期的に必要な

利回りを確保することとする。 
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【重要度 高】 

共済契約者から納められた掛金を運用し、一定の利回りを付与した上で被共済者に退職金を支

払うことが退職金共済制度の根幹であり、資産運用業務は退職金共済事業の運営において主要な

役割を果たすことから、重要度を高とする。 

  

（２）確実な退職金の支給に向けた取組 

未請求退職金の縮減の観点から、退職時等における被共済者の住所把握の徹底、退職後一定期

間経過後における退職金請求勧奨、退職金未請求者へのアンケート調査結果を踏まえた対策の実

施及び未請求者数縮減のための効果的な周知広報を行うこと。 

  

【指標】 

・ 請求権が発生した年度における退職者数に対する当該年度から３年経過後の未請求者数の比

率を、毎年度 1.3％以下とすること。 

・ 請求権が発生した年度における退職金総額に対する当該年度から３年経過後の未請求退職金

額の割合を、毎年度 0.4％以下とすること。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 未請求者数の比率については、前中期目標期間中で最も低い水準であった年度の比率を踏ま

えた目標とすることとする。（2013（平成 25）年度:1.60%、2014（平成 26）年度:1.46%、2015

（平成 27）年度:1.27%、2016（平成 28）年度:1.26%） 

・ 未請求退職金額については、前中期目標期間中で最も低い水準であった年度の割合を踏まえ

た目標とすることとする。（2013（平成 25）年度:0.45%、2014（平成 26）年度:0.45%、2015

（平成 27）年度:0.38%、2016（平成 28）年度:0.37%） 

 

（３）加入促進対策の効果的実施 

中小企業数の推移予測、業種の分布等の分析及び景気要因による労働需給予測に加え、中退共

制度を知らない企業及び中退共制度の加入又は未加入理由の調査を実施することにより、加入勧

奨対象を的確に把握した上で、効率的かつ効果的な加入促進対策を講ずること。 

地方自治体、金融機関及び関係事業主団体等との連携強化等を行うなど、引き続き、中期計画

に定める効率的かつ効果的な加入促進対策を講ずること。 

 

【指標】 

・ 中期目標期間中に新たに加入する被共済者数を 165 万人以上とすること。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 過去の実績を、雇用需給要因、長期的トレンド、制度変更要因等により回帰分析し、厚生年
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金基金からの移換見込み人数（３万人）を加え、指標を設定することとする。 

※ 前中期目標期間中に新たに加入した被共済者数（2013（平成 25）年度～2017（平成 29）
年 12 月末現在）168 万 5,021 人 
 

（４）サービスの向上 

① 業務処理の効率化 

加入者の利便性の向上及び機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続及び事

務処理等の再点検を行い、必要に応じて見直しを行うこと。 

また、契約及び退職金給付に当たり、引き続き、厳正かつ迅速な審査を実施すること。 

 

【指標】 

・ 退職金請求について、受付日から 18 業務日以内に、退職金を全数支給すること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標の水準を業務日数に換算した上で、退職金請求の事務処理期限を指標として設定

することとする。 

※ 前中期目標期間（2013（平成 25）～2017（平成 29）年度）に目標として定めた処理日数の

最終期限（暦日）25 日 

 

② 情報提供の充実、加入者からの照会・要望等への適切な対応等 

相談コーナー及びホームページにおける相談内容及び意見・苦情等のほか、ホームページ閲覧

者等の満足度調査の結果を、コールセンター等の相談業務及びホームページのコンテンツの改善

に反映させること等により、相談業務及び情報提供の質を向上させること。 

また、2018（平成 30）年５月から施行される確定拠出年金法等の一部を改正する法律（平成

28 年法律第 66 号）に基づき、企業合併等に伴う企業年金制度と中退共制度間の資産移換が可能

となること等について、2018（平成 30）年度に周知広報を実施するとともに、2019（平成 31）

年度以降も適切に相談に応じること。 

 

【指標】 

・ 毎年度、ホームページの閲覧者の満足度（参考になった割合）を 80％以上とすること。 

・ ホームページの中退共制度の情報へのアクセス件数を、毎年度 115 万件以上とすること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標期間中における類似の満足度調査結果等の水準を踏まえ、従来の調査の範囲を広

げることも考慮した指標を設定することとする。 
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※ 類似の満足度調査結果（Ｑ＆Ａ閲覧者が「参考になった」とした割合（2013（平成 25）～

2016（平成 28）年度平均）：約 86% 

※ 前中期目標期間中（2013（平成 25）～2016（平成 28）年度）における平均アクセス件数：

1,156,817 件 

 

③ 積極的な情報の収集及び活用 

加入者及び関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理するとともに、実態調査等

により積極的に情報を収集した上で、当該情報を分析して対応策を検討し、中退共事業の運営に

反映させることにより、当該事業の改善を図ること。 

 

【指標】 

・ 毎年度１回以上、加入者及び関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理・分析

し、対応策を検討、実施すること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 中退共制度をとりまく環境の変化を把握し、迅速に対応するために、毎年度１回以上、統計

等の各種情報を整理・分析し、事業を改善することを指標とすることとする。 
 

２ 建設業退職金共済事業 

機構は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）事業に係る業務に関し、近年の建設技

能労働者の高齢化や人手不足の深刻化といった建設業界を取り巻く課題を踏まえ、加入者の視点

に立ち、安定的な退職金共済制度を確立させることで、従業員の福祉の増進及び建設業を営む中

小企業の振興を図ることが必要であることから、以下の取組を着実に実施するとともに、必要に

応じて見直しを行うこと。 

 

（１）資産の運用 

① 資産運用の目標 

資産運用は、退職金支給に必要な流動性を確保しつつ、累積剰余金の水準を勘案の上、中期的

に建退共事業の運営に必要な利回り（予定運用利回りに従って増加する責任準備金の額及び業務

経費の合計の資産に対する比率をいう。）を最低限のリスクで確保することを目標とすること。 

 

② 健全な資産運用等 

資産運用は、①で定める資産運用の目標に従い、資産運用委員会の議を経て作成又は変更する

基本ポートフォリオ等を定めた基本方針に基づき、実施すること。 

また、資産運用の健全性を確保するため、資産運用委員会による資産運用の状況その他の運用

に関する業務の実施状況の監視を徹底し、その結果を事後の資産運用に反映させること。併せて、
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経済情勢の変動に迅速に対応できるよう、資産運用の結果その他の財務状況について、常時最新

の情報を把握すること。 

 

【指標】 

・ 委託運用部分について、毎年度、複合ベンチマーク収益率（複合市場平均収益率）を確保す

ること。 
 

 [目標設定等の考え方] 

・ 基本ポートフォリオについて、建退共事業の運営に必要な利回りを中期的に確保し得るもの

とした上で、委託運用部分について、複合ベンチマーク収益率を確保することで、中期的に必

要な利回りを確保することとする。 

 

【重要度 高】 

 共済契約者から納められた掛金を運用し、一定の利回りを付与した上で被共済者に退職金を支

払うことが退職金共済制度の根幹であり、資産運用業務は退職金共済事業の運営において主要な

役割を果たすことから、重要度を高とする。 

 

（２）確実な退職金の支給に向けた取組 

① 長期未更新者数の縮減等のための取組 

過去３年以上手帳の更新を行っていない被共済者（以下「長期未更新者」という。）数の縮減

の観点から、新規加入時及び共済手帳更新時における被共済者の住所把握を徹底するとともに、

過去３年間手帳更新がない被共済者及び高齢の被共済者に対する現況調査により、共済手帳の更

新又は退職金の請求等の手続をとるよう要請すること。 

被共済者の重複加入の確認を徹底し、重複加入及び退職金の支払い漏れを防止すること。 

 

【指標】 

・ 長期未更新者のうち住所が把握できた全ての者に対し、未更新期間が３年経過時点及びその

後一定の期間経過時点に、共済手帳の更新又は退職金の請求等の手続をとるよう要請すること。 

・ 中期目標期間の最終年度までに、長期未更新者数を、前中期目標期間の終了時の数から減少

させること。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 共済手帳の更新要請等を行うことで、長期未更新者数を減少させることを指標として設定す

ることとする。 

※ 過去３年以上手帳の更新を行っておらず掛金納付月数 24 月以上の被共済者推移 

2014（平成 26）年度末 366,821 人、2015（平成 27）年度末 367,180 人、 
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2016（平成 28）年度末 368,088 人、2017（平成 29）年 12 月末 369,299 人 

 

【難易度 高】 

建設業における期間労働者については、建設工事全体の中の特定の専門工事に従事するため現

場を転々と移動する場合も多く、雇用の流動性が高いこと、重層下請構造により雇用関係が複雑

であること等から、建設事業者による雇用管理の取組が容易でない実態があること等から、長期

にわたり、労働者の住所及び勤務先を把握し続けることが難しいため。 

 

② 共済証紙の適正な貼付に向けた取組 

過去２年間手帳の更新をしていない共済契約者への手帳更新等の要請、被共済者の就労日数に

応じた共済証紙の確実な貼付の周知及び受払簿の厳格な審査等により、共済証紙の適正な貼付の

ための取組を促進すること。 

 

【指標】 

・ 毎年度１回以上、共済契約者に対して、共済証紙の適正な貼付に関する周知を行うこと。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 一定期間以上、手帳が更新されていない場合、手帳への共済証紙の貼付が適正に行われてい

ない可能性があることから、過去２年間手帳を更新していない共済契約者に対して、手帳の更

新の要請を行うこととする。就労日数に応じた共済証紙の確実な貼付のため、共済契約者に対

して、毎年度１回以上、周知を図ることを指標として設定することとする。 

 

（３）加入促進対策の効果的実施  

建設業に係る技能労働者数等の推移予測、景気要因等による労働需給予測により、加入勧奨対

象を的確に把握した上で、関係事業主団体との連携強化により、中期計画に定める効率的かつ効

果的な加入促進対策を講ずること。 

 

【指標】 

・ 中期目標期間中に新たに加入する被共済者数を 54 万 5,000 人以上とすること。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標期間中の取組水準及び建設技能労働者の減少傾向を踏まえ、指標を設定すること

とする。 

※ 前中期目標期間中に新たに加入した被共済者数（2013（平成 25）年度～2017（平成 29）年

度 12 月末現在）58 万 465 人  
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※ 建設技能労働者数の推移 （2006（平成 18）～2016（平成 28）年度の 1年平均の技能労働

者数の減少率）－1.3％ 

 

（４）サービスの向上 

① 業務処理の効率化 

加入者の利便性の向上及び機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続及び事

務処理等の再点検を行い、必要に応じて見直しを行うこと。 

また、契約及び退職金給付に当たり、引き続き、厳正かつ迅速な審査を実施すること。 

 

【指標】 

・ 退職金請求について、受付日から 22 業務日以内に、退職金を全数支給すること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標の水準を業務日数に換算した上で、退職金請求の事務処理期限を指標として設定

することとする。 

※ 前中期目標期間(2013（平成 25）～2017（平成 29）年度)に目標として定めた処理日数の最

終期限（暦日）30 日 

 

② 情報提供の充実、加入者からの照会・要望等への適切な対応等 

共済契約者等の利便性を高める観点からホームページの充実を図るほか、共済契約者等のニー

ズに即した相談対応、情報提供を行う等により、相談業務及び情報提供の質の向上を図ること。 

 

【指標】 

・ ホームページの建退共制度の情報に関するアクセス件数を、毎年度 66 万件以上とすること。 

  

[目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標期間中の取組水準を踏まえ、指標を設定することとする。 

※ 前中期目標期間中（2013（平成 25）～2016（平成 28）年度）における平均アクセス件数：

661,819 件 

 

③ 積極的な情報の収集及び活用 

加入者及び関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理するとともに、実態調査等

により積極的に情報を収集した上で、当該情報を分析して対応策を検討し、建退共事業の運営に

反映させることにより、当該事業の改善を図ること。 
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【指標】 

・ 毎年度１回以上、加入者及び関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理・分析

し、対応策を検討、実施すること。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 建退共制度をとりまく環境の変化を把握し、迅速に対応するために、毎年度１回以上、統計

等の各種情報を整理・分析し、事業を改善することを指標とすることとする。 

 

３ 清酒製造業退職金共済事業 

機構は、清酒製造業退職金共済（以下「清退共」という。）事業に係る業務に関し、人材の確

保及び育成といった清酒製造業界を取り巻く課題を踏まえ、加入者の視点に立ち、安定的な退職

金共済制度を確立させることで、従業員の福祉の増進及び清酒製造業を営む中小企業の振興を図

ることが必要であることから、以下の取組を着実に実施するとともに、必要に応じた見直しを行

うこと。 

 

（１）資産の運用 

① 資産運用の目標 

資産運用は、退職金支給に必要な流動性を確保しつつ、累積剰余金の水準を勘案の上、中期的

に清退共事業の運営に必要な利回り（予定運用利回りに従って増加する責任準備金の額及び業務

経費の合計の資産に対する比率をいう。）を最低限のリスクで確保することを目標とすること。 

 

② 健全な資産運用等 

資産運用は、①で定める資産運用の目標に従い、資産運用委員会の議を経て作成又は変更する

基本ポートフォリオ等を定めた基本方針に基づき、実施すること。 

また、資産運用の健全性を確保するため、資産運用委員会による資産運用の状況その他の運用

に関する業務の実施状況の監視を徹底し、その結果を事後の資産運用に反映させること。併せて、

経済情勢の変動に迅速に対応できるよう、資産運用の結果その他の財務状況について、常時最新

の情報を把握すること。 

 

【指標】 

・ 委託運用部分について、毎年度、複合ベンチマーク収益率（複合市場平均収益率）を確保す

ること。 
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 [目標設定等の考え方] 

・ 基本ポートフォリオについて、清退共事業の運営に必要な利回りを中期的に確保し得るもの

とした上で、委託運用部分について、複合ベンチマーク収益率を確保することで、中期的に必

要な利回りを確保することとする。 

 

【重要度 高】 

 共済契約者から納められた掛金を運用し、一定の利回りを付与した上で被共済者に退職金を支

払うことが退職金共済制度の根幹であり、資産運用業務は退職金共済事業の運営において主要な

役割を果たすことから、重要度を高とする。 

 

（２）確実な退職金の支給に向けた取組 

長期未更新者数の縮減の観点から、新規加入時及び共済手帳更新時における被共済者の住所把

握を徹底するとともに、長期未更新者に対する現況調査により、共済手帳の更新又は退職金の請

求等の手続をとるよう要請すること。 

被共済者の重複加入の確認を徹底し、重複加入及び退職金の支払い漏れを防止すること。 

加えて、2017（平成 29）年度に実施した被共済者の実態調査の結果を踏まえ、長期未更新者

数縮減のための取組を検討するとともに、効果的な周知広報を行うこと。 

 

【指標】 

・ 長期未更新者のうち住所が把握できた全ての者に対し、未更新期間が３年経過時点及びその

後一定の期間経過時点に、共済手帳の更新又は退職金の請求等の手続をとるよう要請すること。 

・ 中期目標期間の最終年度までに、長期未更新者数を、前中期目標期間の終了時の数から減少

させること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 共済手帳の更新要請等を行うことで、長期未更新者数を減少させることを指標として設定す

ることとする。 

※ 過去３年以上手帳の更新を行っておらず掛金納付月数 24 月以上の被共済者推移 
  2014（平成 26）年度末 3,187 人、2015（平成 27）年度末 3,202 人、 

2016（平成 28）年度末 3,199 人、2017（平成 29）年 12 月末 3,009 人 

 

（３）加入促進対策の効果的実施  

清酒製造業に係る産業や労働需給の動向について情報収集し、加入勧奨対象者を的確に把握し

た上で、関係事業主団体との連携強化により、中期計画に定める効率的かつ効果的な加入促進対

策を講ずること。 
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【指標】 

・ 中期目標期間中に新たに加入する被共済者数を 600 人以上とすること。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標期間中の取組水準を踏まえ、指標を設定することとする。 

※ 前中期目標期間中に新たに加入した被共済者数（2013（平成 25）年度～2017（平成 29）年

12 月末現在）655 人 

※ 実績値 2013（平成 25）年度：142 人、2014（平成 26）年度：137 人、 

2015（平成 27）年度:134 人、2016（平成 28）年度：131 人 

 

（４）サービスの向上 

① 業務処理の効率化 

加入者の利便性の向上及び機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続及び事

務処理等の再点検を行い、必要に応じて見直しを行うこと。 

また、契約及び退職金給付に当たり、引き続き、厳正かつ迅速な審査を実施すること。 

 

【指標】 

・ 退職金請求について、受付日から 22 業務日以内に、退職金を全数支給すること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標の水準を業務日数に換算した上で、退職金請求の事務処理期限を指標として設定

することとする。 

※ 前中期目標期間中(2013（平成 25）～2017（平成 29）年度)に目標として定めた処理日数の

最終期限（暦日）30 日 

 

② 情報提供の充実、加入者からの照会・要望等への適切な対応等 

共済契約者等の利便性を高める観点からホームページの充実を図るほか、共済契約者等のニー

ズに即した相談対応、情報提供を行うこと等により、相談業務及び情報提供の質の向上を図るこ

と。 

 

【指標】 

・ ホームページの清退共制度の情報に関するアクセス件数を、毎年度１万 6,000 件以上とする

こと。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標期間中の取組水準を踏まえ、指標を設定することとする。 
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※ 前中期目標期間中（2013（平成 25）～2016（平成 28）年度）における平均アクセス件数：

16,319 件 

 

③ 積極的な情報の収集及び活用 

加入者及び関係団体等の意見・要望並びに各種統計及び現況調査等の情報を整理した上で、当

該情報を分析して対応策を検討し、清退共事業の運営に反映させることにより、当該事業の改善

を図ること。 

 

【指標】 

・ 毎年度１回以上、加入者及び関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理・分析

し、対応策を検討・実施すること。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 清退共制度をとりまく環境の変化を把握し、迅速に対応するために、毎年度１回以上、統計

等の各種情報を整理、分析し、事業を改善することを指標とすることとする。 

 

４ 林業退職金共済事業 

機構は、林業退職金共済（以下「林退共」という。）事業に係る業務に関し、人材の確保及び

育成といった林業業界を取り巻く課題を踏まえ、加入者の視点に立ち、安定的な退職金共済制度

を確立させることで、従業員の福祉の増進及び林業を営む中小企業の振興を図ることが必要であ

ることから、以下の取組を着実に実施するとともに、必要に応じた見直しを行うこと。 

 

（１）資産の運用 

① 資産運用の目標 

資産運用は、退職金支給に必要な流動性を確保しつつ、中期的に林退共事業の運営に必要な利

回り（予定運用利回りに従って増加する責任準備金の額、業務経費及び累積欠損金の計画的な解

消を図るための費用の合計の資産に対する比率をいう。）を最低限のリスクで確保することを目

標とすること。 

ただし、今後行われる予定の財政検証（中小企業退職金共済法（昭和 34 年法律第 160 号）第

85 条に規定する掛金及び退職金等の額の検討をいう。以下同じ。）までの間は、上記によらず、

被共済者の実態調査を行い、資産運用における中退共事業との合同運用部分の割合を退職金支給

に必要な流動性を確保した上でどの程度まで高くできるかについて、2018（平成 30）年度末ま

でに検討し、必要に応じて見直しを行うこと。 
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② 健全な資産運用等 

資産運用は、①で定める資産運用の目標に従い、資産運用委員会の議を経て作成又は変更する

基本ポートフォリオ等を定めた基本方針に基づき、実施すること。 

また、資産運用の健全性を確保するため、資産運用委員会による資産運用の状況その他の運用

に関する業務の実施状況の監視を徹底し、その結果を事後の資産運用に反映させること。併せて、

経済情勢の変動に迅速に対応できるよう、資産運用の結果その他の財務状況について、常時最新

の情報を把握すること。 

 

③ 累積欠損金の処理等 

2019（平成 31）年度までに行われる予定の財政検証の結果を踏まえ、機構が 2005（平成 17）

年 10 月に策定した「累積欠損金解消計画」（以下「解消計画」という。）の見直しを財政検証の

終了後９ヶ月以内に行い、見直し後の解消計画に沿って着実な累積欠損金の解消を図ること。 

 

【指標】 

・ 委託運用部分について、毎年度、各資産のベンチマーク収益率（市場平均収益率）を確保す

ること。 

・ 見直し後の解消計画に基づき、年度ごとに定める解消すべき累積欠損金を解消させること。

（財政検証の翌年度以降） 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 基本ポートフォリオを①の目標を達成し得るものとした上で、委託運用部分について、ベン

チマーク収益率を確保することで、中期的に必要な利回りを確保することとする。 

見直し後の解消計画に基づき、累積欠損金の着実な解消が必要であることから、指標とし

て設定することとする。 

 

【重要度 高、難易度 高】 

共済契約者から納められた掛金を運用し、一定の利回りを付与した上で被共済者に退職金を支

払うことが退職金共済制度の根幹であり、資産運用業務は退職金共済事業の運営において主要な

役割を果たすことから、重要度を高とする。 

また、累積欠損金解消計画の見直しについては、資産運用面の検討のみならず、加入者確保対

策の強化等関係機関との連携による取組みも含め慎重な調整を要するものであるため、難易度を

高とする。 
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（２）確実な退職金の支給に向けた取組 

長期未更新者数の縮減の観点から、新規加入時及び共済手帳更新時における被共済者の住所把

握を徹底するとともに、長期未更新者に対する現況調査により、共済手帳の更新又は退職金の請

求等の手続をとるよう要請すること。 

被共済者の重複加入の確認を徹底し、重複加入及び退職金の支払い漏れを防止すること。 

 

【指標】 

・ 長期未更新者のうち住所が把握できた全ての者に対し、未更新期間が３年経過時点及びその 

後一定の期間経過時点に、共済手帳の更新又は退職金の請求等の手続をとるよう要請すること。 

・ 中期目標期間の最終年度までに、長期未更新者数を、前中期目標期間の終了時の数から減少

させること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 共済手帳の更新要請等を行うことで、長期未更新者数を減少させることを指標として設定す

ることとする。 

※ 過去３年以上手帳の更新を行っておらず掛金納付月数 24 月以上の被共済者推移 

  2014（平成 26）年度末 2,369 人、2015（平成 27）年度末 2,338 人、 

2016（平成 28）年度末 2,294 人、2017（平成 29）年 12 月末 2,242 人 

 

（３）加入促進対策の効果的実施   

林業に係る産業や労働需給の動向について情報収集し、加入勧奨対象を的確に把握した上で、

関係事業主団体との連携強化により、中期計画に定める効率的かつ効果的な加入促進対策を講ず

ること。 

 

【指標】 

・ 中期目標期間中に新たに加入する被共済者数を 9,500 人以上とすること。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標期間中の取組水準を踏まえ、指標を設定することとする。 

※ 前中期目標期間中に新たに加入した被共済者数（2013（平成 25）年度～2017（平成 29）年

12 月末現在）9,048 人 

※ 実績値 2013（平成 25）年度：1,736 人、2014（平成 26）年度：1,820 人、 

2015（平成 27）年度：2,372 人、2016（平成 28）年度：1,768 人 
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（４）サービスの向上 

① 業務処理の効率化 

加入者の利便性の向上及び機構内の事務処理の簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続及び事

務処理等の再点検を行い、必要に応じて見直しを行うこと。 

また、契約及び退職金給付に当たり、引き続き、厳正かつ迅速な審査を実施すること。 

 

【指標】 

・ 退職金請求について、受付日から 22 業務日以内に、退職金を全数支給すること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標の水準を業務日数に換算した上で、退職金請求の事務処理期限を指標として設定

することとする。 

※ 前中期目標期間中(2013（平成 25）～2017（平成 29）年度)に目標として定めた処理日数の

最終期限（暦日）30 日 

 

② 情報提供の充実、加入者からの照会・要望等への適切な対応等 

共済契約者等の利便性を高める観点からホームページの充実を図るほか、共済契約者等のニー

ズに即した相談対応、情報提供を行うこと等により、相談業務及び情報提供の質の向上を図るこ

と。 

 

【指標】 

・ ホームページの林退共制度の情報に関するアクセス件数を、毎年度３万 2,000 件以上とする

こと。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標期間中の取組水準を踏まえ、指標を設定することとする。 

※ 前中期目標期間中（2013（平成 25）～2016（平成 28）年度）における平均アクセス件数：

32,557 件 

 

③ 積極的な情報の収集及び活用 

加入者及び関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理するとともに、実態調査等

により積極的に情報を収集した上で、当該情報を分析して対応策を検討し、林退共事業の運営に

反映させることにより、当該事業の改善を図ること。 
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【指標】 

・ 毎年度１回以上、加入者及び関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理・分析

し、対応策を検討・実施すること。 

 

 [目標設定等の考え方] 

・ 林退共制度をとりまく環境の変化を把握し、迅速に対応するために、毎年度１回以上、統計

等の各種情報を整理・分析し、事業を改善することを指標とすることとする。 

 

Ⅱ 財産形成促進事業 

１ 融資業務の着実な実施 

融資業務の運営に当たっては、勤労者世帯の持家取得について、自営業主世帯に比べて立ち後

れが見られることに鑑み、勤労者の生活の安定に資するため、適正な貸付金利の設定となるよう、

融資資金の調達及び貸付方法について、現在の金融情勢や機構の財務状況に適しているかなどを

検証し、必要に応じ、厚生労働省の支援を得ながら金融機関との調整を実施すること。 

また、勤労者に対して提供するサービスの質を向上させるため、職員研修を実施すること等に

より中期計画に定める審査業務の迅速化に向けた取組を継続して行うこと。 

 

【指標】 

・ 貸付決定までの審査期間について、財形持家融資取扱金融機関において借入申込書を受理し

た日から平均５業務日以下とすること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 迅速な審査を行い、引き続き利用者の利便性を維持する必要があるため、前中期目標期間中

（2013（平成 25）～2016（平成 28）年度）における平均審査期間を指標とすることとする。 

 

２ 利用促進対策の効果的実施 

（１）特別な支援を必要とする者への対応等 

政府方針を踏まえ、適時適切に、特別な支援を必要とする利用者への融資内容の見直しを行う

とともに、必要に応じ、関係機関と連携しつつ、財形持家融資制度のみならず、財形制度全体の

周知を行うなど、利用者の減少を踏まえた利用促進対策に取り組むこと。 

 

（２）情報提供の質の向上 

ホームページ、パンフレット、インターネット広告等の広告媒体については、閲覧状況及び閲

覧者の意見等を不断にモニタリングし、内容を分析した上で、コンテンツの改善に反映させるこ

と等により、情報提供の質を向上させること。 
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【指標】 

・ 財形持家融資等に関する相談受付件数を、毎年度 700 件以上とすること。 

・ 中期目標期間中の財形持家融資の新規借入申込件数を、合計 2,080 件以上とすること。 

・ ホームページの財形持家融資制度の情報に関するアクセス件数を、毎年度 31 万件以上とす

ること。 

・  毎年度、ホームページ及びパンフレット等の閲覧者の満足度（わかりやすい等の割合）を

80％以上とすること。 

  

[目標設定等の考え方] 

・ 利用促進のためには広く相談を受けることが重要であることから、相談受付件数については、

前中期目標期間で最多であった 2016（平成 28）年度ベースの件数を目標とすることとする。 

※ 2016（平成 28）年度実績 707 件 

・ 新規借入申込件数については、前中期目標期間中の取組水準及び新規貸付件数の減少傾向を

踏まえ、指標を設定することとする。 

※ 2014（平成 26）～2016（平成 28）年度における貸付決定件数に基づく年度平均減少率 10％ 

※ 実績値 2014（平成 26）年度：751 件、2015（平成 27 年度）：681 件、 

2016（平成 28）年度：614 件 

・ アクセス件数については、ホームページの利便性を図るため、これまでの実績を基に指標を

設定することとする。 

※ 2013（平成 25）～2016（平成 28）年度の平均アクセス件数 31 万件 

・ ホームページ及びパンフレット等の閲覧者の満足度については、利用者等の満足度を調査し

た上で、更なる向上を図るため、大多数の利用者から満足（わかりやすい等の割合）が得られ

る水準を指標として設定することとする。 

 

３ 財務運営 

（１）自立的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施すること。 

 

（２）剰余金は、金融リスクへの備え、政府方針を踏まえた特別な支援を必要とする利用者への

融資内容の見直し、融資業務の体制強化等に充てること。 

 

Ⅲ 雇用促進融資事業 

雇用促進融資業務については、債権管理を適切に行い、リスク管理債権（貸倒懸念債権及び破

産更生債権等）の処理を進めるとともに、財政投融資の償還期限が 2019（平成 31）年度末であ

ることを踏まえ、期限までに着実な償還を行うこと。 
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第４ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第 29 条第２項第３号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 効率的かつ効果的な業務実施体制の確立等 

機構の業務運営については、法人の長を中心に、業務の効率的・効果的実施等の観点から見直

しを検討し、実施すること。また、機構の事務については、外部委託を拡大する等により、事務

処理の効率化及び経費の縮減を図ること。 

 

２ 業務運営の効率化に伴う経費削減 

業務運営の効率化に努め、中期目標期間の最終年度までに、各退職金共済事業における被共済

者管理システム関連経費及び勤労者財産形成システム関連経費（再構築・改修費及び保守費）等

の新規追加分並びに公租公課等の所要計上を必要とする経費を除き、一般管理費（人件費を除く。）

については、2017（平成 29）年度予算額に比べて 15％以上、業務経費（財産形成促進事業並び

に雇用促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除く。）については、2017（平成 29）

年度予算額に比べて５％以上の削減を行うこと。 

 

３ 給与水準の適正化 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含めた役員の報酬、職員の

給与等の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期間を設定して、その適正化に計

画的に取り組むとともに、その検証結果及び取組状況を公表すること。 

 

４ 業務の電子化に関する取組 

中退共事業における中退共電算システムについて、プログラミング言語を刷新し、制度改正等

に迅速かつ柔軟に対応するためのシステムの再構築を行うこと。 

建退共制度における掛金納付方法について、事務の煩雑さの軽減等を図るため電子申請方式の

実証実験を実施し、導入の可否を検討すること。 

 

【指標】 

・ 中退共事業における中退共電算システムについて、2018（平成 30）年度末までに現行シス

テムの調査・分析を行い、2020（平成 32）年度末までに新システムの要件定義・再構築手法

等を決定し、2021（平成 33）年度からシステム再構築を開始すること。 

・ 建退共制度における掛金納付方法に係る電子申請方式の導入の可否について、2018（平成

30）年６月までに実証実験を終了し、実証実験参加者その他の関係者の意見を踏まえて検討を

行い、2018（平成 30）年 12 月までに検討結果を取りまとめること。 
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[目標設定等の考え方] 

・ 中退共事業における中退共電算システムについて、再構築の目的を達成するために必要な工

程を指標として設定することとする。 

・ 建退共制度における実証実験について、実験終了年度に検討結果を取りまとめることを指標

として設定することとする。 

 

５ 契約の適正化の推進 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５

月 25 日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施することとし、以下の取組により、契約の適

正化を推進すること。 

 

（１）公正かつ透明な調達手続による適切、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、機構の

「調達等合理化計画」に基づき取組を着実に実施すること。特に、システム改修等の調達につい

ては、安易に随意契約とせず、透明性を確保すること。また、契約監視委員会において、契約の

適正な実施について点検を受けること。 

 

（２）契約については、原則として一般競争入札によるものとし、企画競争や公募を行う場合に

は、競争性及び透明性が十分確保される方法により実施すること。中期目標期間における一者応

札の平均件数を前中期目標期間における一者応札の平均件数よりも増加させないよう努めるこ

と。 

 

（３）監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェ

ックを受けること。 

 

第５ 財務内容の改善に関する事項 

通則法第 29 条第２項第４号の財務内容に関する事項は、次のとおりとする。 

「第３ Ⅰ ４（１）③累積欠損金の処理等」で定めた事項に基づき、累積欠損金の着実な解消

を図ること。また、「第４ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項を考慮した中期計画

の予算を作成し、当該予算の適切な管理を通じた運営を行うこと。 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

１ 内部統制の強化 

内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成 26

年 11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）に基づく業務方法書に定める規程を適時適切に見直

し、各種会議及び研修等を通じて、役職員で認識を共有すること。また、内部統制の仕組みが有

効に機能しているかの点検・検証を行い、当該仕組みが有効に機能するよう見直しを行うこと。 
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２ 情報セキュリティ対策の推進等 

（１）情報セキュリティ対策の推進 

サイバー攻撃の脅威が急速に高まる中、サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104

号）の改正及び政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、同法等に基づく

適切な措置として、各種規程の整備、研修・教育等を行いつつ、インシデント発生時の迅速かつ

適切な対応を確保するための組織体制及び手順の確立・浸透を図ること。 

システムの運用委託先において、機構のインシデント発生時等に同法等に基づき適切な対処が

なされるよう、リスク管理体制の強化を図ること。 

また、上記の対策の実施状況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリティ対策

の改善を図ること。 

 

（２）災害時等における事業継続性の強化  

災害やサイバー攻撃等によるシステムの機能停止やデータ破損等に備えて、データのバックア

ップ、体制整備及び対応マニュアルの整備など事業継続性を強化するための対策を講じること。 

 

３ 退職金共済事業と財産形成促進事業との連携 

退職金共済事業と財産形成促進事業の利用促進対策を効率的かつ効果的に行うため、加入促進

対策を相互活用すること。 

特に、機構の強みである中小企業との結びつきの強さを、中小企業の利用率が低下している財

形持家融資制度の利用促進に活用すること。 

 

【指標】 

・ 中退共の未加入事業主に対する説明会等あらゆる機会をとらえて、毎年度 15 回以上、財形

持家融資制度の利用促進を図ること。 

 

[目標設定等の考え方] 

・ 前中期目標期間中の実績を踏まえ、指標を設定することとする。 

※ 2015（平成 27）年度実績 15 回、2016（平成 28）年度実績 15 回 

 

４ 資産運用における社会的に優良な企業への投資 

各退職金共済事業の資産運用において、安全かつ効率的な運用を害しない範囲内で、社会的に

優良な企業に投資を行うことで、労働環境の改善及び雇用の安定に寄与する仕組みについて、機

構の特性を踏まえてどのように実施できるかを検討し、2018（平成 30）年度末までに結果をと

りまとめ、可能な場合は実施すること。 
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独立行政法人勤労者退職金共済機構の政策体系図

法人の事務事業（制度の実施）

中期目標期間における主な課題

厚生労働省の任務は国民生活の保障・向上と経済の発展への寄与。
中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成促進制度の適切な運営と普及は、これらに寄与し、勤労者生活

の充実を図るための重要な政策手段である。

勤労者退職金共済機構は中小企業退職金共済法に基づき、中小企業退職金共済制度の運営及び勤労者財産形成持家融資
業務を行う

従業員にとっては退職後の生活の安定、事業主にとっては
人材の安定確保等のメリットを享受することによって、従業員
の福祉の増進と中小企業の振興に寄与するもの

一般に資力に劣る勤労者の計画的な財産形成を促進する
ことにより国民経済の健全な発展に寄与するもの

勤労者財産形成促進制度の意義中小企業退職金共済制度の意義

○資産の運用
「安全かつ効率的」な運用方針のもと必要な利回りを確保

○確実な退職金の支給に向けた取組
費用対効果を前提とした退職金支給の取組

○加入促進対策の効果的実施
労働市場の動向等を踏まえた加入促進対策

○サービスの向上
○業務システムの再構築等

国の政策

中小企業退職金共済制度
○財形融資業務の着実な実施
勤労者の生活の安定等に資する財形融資の実施

勤労者財産形成促進制度

○情報セキュリティ対策の推進
政府方針に則った組織体制の整備

業務運営

次期中期目標期間（ 2 0 1 8～2 0 2 2年度）における法人の役割

○中小企業・小規模事業者の人手不足や働き方改革への対応を行う（「経済財政運営と改革の基本方針2017」 （平成29年6月9日閣議決定））
○独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業が存在
○勤労者世帯の持ち家率は約62％で、自営業主世帯の約84％からみると、今なお立ち後れ
○近年の低金利の継続など難しい投資環境
○世界的なサイバーテロ脅威の高まり

背景
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一定の事業等のまとまり 

（（独）勤労者退職金共済機構 第４期中期目標） 

 

Ⅰ 中小企業退職金共済制度 

１ 一般の中小企業退職金共済事業（第３のⅠの１） 

２ 建設業退職金共済事業（第３のⅠの２） 

３ 清酒製造業退職金共済事業（第３のⅠの３） 

４ 林業退職金共済事業（第３のⅠの４） 

 

Ⅱ 財産形成促進事業（第３のⅡの１～３） 
 
 
Ⅲ 雇用促進融資事業（第３のⅢ） 
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 第４期中期目標 

 

 

平成30年 月 日付厚生労働省発職雇  第 号指示 

 

 

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第29条第１項の

規定に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）が

達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を次のとおり定める。 

 

平成30年 月 日 

 

厚生労働大臣 加藤 勝信  

 

 

第１章 政策体系における法人の位置付け及び役割 

少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少や第４次産業革命の進展による産業構造

と就業構造の急激な変化など、近年、我が国の労働市場を取り巻く環境が大きく変化して

いる中、厚生労働省は、若者、女性、高齢者、障害者等の働く意欲のある全ての人々がそ

の能力を最大限発揮できる環境の整備や、働き手一人一人の能力・スキルを産業構造の変

化に合わせ、経済社会全体の生産性を向上させるための人材への投資といった取組を着実

に実施していく必要がある。 

機構は、高齢者の雇用確保に向けた企業支援、障害者に対する職業リハビリテーション、

離職者等に対する職業訓練等を通じて、我が国経済の発展と労働者の職業の安定に貢献し

てきたという長い歴史と伝統を承継する法人であり、また、現在においては、独立行政法

人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成 14年法律第 165号。以下「機構法」という。）

に基づき、高齢者、障害者、求職者及びその他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を

図るとともに経済及び社会の発展に寄与するという目的のもと、全国において、高齢者、

障害者、求職者及び地域の企業その他の関係団体等に対して総合的な支援を実施している

我が国唯一の法人である。 

このため、機構は、これまで培ってきた支援に係るノウハウや高い専門性を有する人材、

全国規模で展開する地方組織といった機構の有する強みを最大限に活用して、我が国が直

面する政策課題の解決に向けて取り組むことが求められている。 

以上を踏まえ、第４期中期目標期間においては、主に以下の課題に重点を置きつつ、効

果的かつ効率的に業務を遂行するものとする。 

① 少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少が課題となる中、高齢者が年齢に関わり

なく働き続けることができる生涯現役社会を実現するため、65 歳を超えた継続雇用延

長や 65歳以上への定年引上げに取り組む事業主に対する支援を充実する。 

② 障害の有無に関係なく、希望や能力、適性等に応じて活躍できる社会の実現が求めら

れる中、個別性の高い支援を必要とする障害者が増加していることを踏まえ、新たに障

（案） 
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害者を雇用する企業や、より困難性の高い障害者への個別対応等に直接的な支援の重点

を置くとともに、地域の就労支援機関や企業が相互に連携し、障害者雇用に独自に取り

組めるような環境・体制整備をさらに進める。 

③ 第４次産業革命（IoT、ロボット、ビッグデータ、AI等）の進展に伴い、あらゆる産

業で IT との組合せが進行していることを踏まえ、中小企業等の生産性や技能・技術の

向上（以下「生産性向上等」という。）に向けた人材育成支援を充実させ、生産現場等

の「IT力」の強化に取り組む。 

 

（別紙１）政策体系図 

（別紙２）一定の事業等のまとまり 

（別紙３）指標の設定及び水準の考え方 

 

 

第２章 中期目標の期間 

通則法第 29 条第２項第１号の中期目標の期間は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３

月 31日までの５年間とする。 

 

 

第３章 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

通則法第29条第２項第２号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項   

少子高齢化の進展により労働力人口が減少している中で我が国の成長力を確保してい

くためにも、意欲ある高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる環境の整備が

必要であり、将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくため、事業主の自発

的な動きが広がるよう、65歳を超えた継続雇用延長や65歳以上への定年引上げを行う事業

主への支援の充実が重要になっている。 

このため、第４期中期目標期間において、給付金の支給や高年齢者等の雇用に関する技

術的事項についての相談・援助等により、65歳を超えた継続雇用延長や65歳以上への定年

引上げを行う事業主への支援に重点的に取り組むこととする。 

 

(1) 高年齢者等の雇用の安定等を図る事業主等に対する給付金の支給 

高年齢者等の雇用の安定等を図る観点から、65歳を超えた継続雇用延長や65歳以上へ

の定年引上げ等についての事業主等の自発的な動きが広がるよう、給付金による支援を

実施すること。 

① 給付金の効果的活用の促進に向けた周知・広報 

給付金の効果的活用を図るため、給付金制度及び申請手続の説明会を実施するなど、

事業主等に対する積極的な周知・広報を図ること。 

② 効率的な給付金支給業務の運営 
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高年齢者等の雇用に関する事業主等への給付金支給業務については、法令の趣旨・

目的に従い適正に実施するとともに、事務手続の合理化等を通じて効率的な運営を図

ること。 

③ 適正な支給業務の実施 

高年齢者等の雇用に関する事業主等への給付金支給業務については、職業安定機関

との連携及び適切な情報共有等により、適正な実施を図ること。 

また、適正な審査、調査の実施により、不正受給を防止するとともに、不正受給が

発生した場合は、的確に対応すること。 

 

【指標】 

１ 事業主等に対する給付金の説明会について、毎年度650回以上実施すること。 

２ 創設１年目の給付金を除く申請１件当たりの平均処理期間を90日以内にすること。 

 

(2) 高年齢者等の雇用に係る相談・援助、意識啓発等 

高年齢者等の安定した雇用の確保のため、事業主等に対する専門的・技術的な支援の

重要性がより一層増していることから、事業主等に対して必要な支援を効果的に実施す

ること。 

また、生涯現役社会の実現に向け、高年齢者雇用の促進に関しての社会全体での気運

の醸成を図るための啓発・広報活動を実施すること。 

① 事業主等に対する効果的な相談・援助等の実施 

ア 65歳超雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーによる高年齢者等の

雇用に関する専門的・技術的な相談・援助の実施 

高年齢者雇用アドバイザーによる事業主等に対する高年齢者等の雇用の技術的

問題全般に関する相談・援助に加え、65歳超雇用推進プランナーを新たに配置し、

機構で蓄積している専門的知見を基に、事業主等に対する65歳を超えた継続雇用延

長・65歳以上への定年引上げに係る具体的な制度改善提案による提案型の相談・援

助を行うこと。また、制度改善提案を行うに当たっては、65歳超雇用推進マニュア

ル等の機構が開発したツールのほか、民間団体を活用し、効果的・効率的に取り組

むこと。 

イ 65歳超雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーによるサービスの質

の向上 

事業所の規模、業種や職種等を踏まえた人事労務管理方策等の高年齢者等の雇用

を進めていく上での課題解決に資する実践的手法や、65歳超雇用推進プランナー及

び高年齢者雇用アドバイザーが活用するツールを開発するとともに、65歳超雇用推

進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助スキル、資質向上のため

の研修を実施すること。 

ウ 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするた

めの助言、援助 

労働者が早い段階から自らの希望と能力に応じた多様な働き方を選択し実現で

きるよう、高齢期における職業生活の設計のための助言、援助を行うこと。 
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② 生涯現役社会の実現に向けた気運を醸成するための啓発広報等 

少子高齢化が進展し、労働力不足が課題となっている中、働く意欲のある高年齢者

が能力や経験を生かし、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会の実現が重

要であることから、その意義や重要性などを広く国民に周知・広報し、生涯現役社会

の実現に向けた社会全体での気運の醸成を図るための取組を実施すること。 

ア 啓発広報活動等の実施 

高年齢者等の雇用に関する国民の理解の促進を図るため、高年齢者雇用を支援す

る月間を設け、事業主等による高年齢者雇用に関する取組の好事例の収集・選定・

表彰等を行うとともに、高年齢者等の雇用に関するシンポジウムを充実させる等、

一層積極的かつ効果的に啓発活動を実施すること。また、刊行誌の発行、ホームペ

ージへの掲載、マスメディア等の活用、経済団体等との連携によって、啓発広報活

動を積極的かつ効果的に展開すること。 

イ 高年齢者等の雇用に係る事業主等による取組の好事例の展開 

65歳を超えた継続雇用延長や65歳以上への定年引上げを推進するため、65歳超雇

用推進マニュアルの内容をさらに充実させ、その周知・普及を進めるとともに、事

例情報提供システムの強化等により、高年齢者等の雇用に係る事業主等による取組

の好事例の展開及び効果的な活用を促進すること。 

 

【指標】 

１ 65歳を超えた継続雇用延長・65歳以上への定年引上げに係る具体的な制度改善提案

について、30,000件以上を実施すること。 

２ 制度改善提案を行った事業主に対して追跡調査を実施し、40％以上の事業主から

「提案を受けて見直しを進めた」旨の回答が得られるようにすること。 

 

【重要度：高】 

労働力人口が減少している中で我が国の成長力を確保していくためには、高年齢者が

年齢に関わりなく働き続けることができる環境の整備が必要であり、「働き方改革実行

計画」(平成29年３月28日働き方改革実現会議決定)に盛り込まれた「65歳以降の継続雇

用延長や65歳までの定年延長を行う企業への支援を充実し、将来的に継続雇用年齢等の

引上げを進めていくための環境整備を行っていく」ことに直接寄与する業務であり、極

めて重要な業務であるため。 

 

【難易度：高】 

65 歳を超えた継続雇用延長・65 歳以上への定年引上げについては、事業主にとって

は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46年法律第 68号）で定める法定義務

を超えた取組であることに加え、人件費の増加等を勘案した重大・慎重な経営判断を要

する人事制度の改正を伴うものであり、取組を進めていくに当たっての難易度が特に高

いため。 

 

２ 障害者職業センターの設置運営業務等に関する事項 
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 一億総活躍社会の実現に向け、障害の有無に関係なく、希望や能力、適性等に応じて活

躍できる社会としていくことが求められる中、特に、精神障害者等に対する個別性の高い

雇用管理や職場適応を実現するための質の高い支援に対するニーズが増加している。 

このため、新たに障害者を雇用する企業やより困難性の高い障害者への個別対応等に直

接的な支援の重点を置くとともに、地域の就労支援機関や企業が相互に連携し、障害者雇

用に独自に取り組めるような環境・体制整備をさらに進めることとする。 

 

(1) 地域障害者職業センター等における障害者及び事業主に対する専門的支援 

① 障害者の個々の特性に応じた職業リハビリテーションの実施 

地域障害者職業センター（以下「地域センター」という。）については、就労支援

ニーズを的確に把握した上で、他の就労支援機関と連携しながら、より就職・職場定

着に結びつく効果的な職業リハビリテーションをどの地域においても均等・公平に受

けられるようにしつつ、他の機関では支援が困難な個別性の高い支援を必要とする障

害者（精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者）に対する専門的支援を重点的

に実施すること。 

また、精神障害者、発達障害者等のうち、特に困難性の高い課題を有する者の具体

的な状況について整理するとともに、効果的な支援方法について検討を進めること。 

② 障害者の雇用管理に関する支援の実施 

地域センターにおいて、職業リハビリテーション専門機関の立場から、事業主に対

する雇用管理に関する助言その他の援助を事業主のニーズに応じて的確に実施し、障

害者の就職又は職場適応を促進すること。 

その他、民間企業における障害者雇用管理の経験者等の人材情報を登録し、事業主

が抱える課題に応じて経験者等による実務的な助言・援助が受けられる体制を新たに

整備すること。 

 

【指標】 

１ 職業リハビリテーションサービスを実施した精神障害者、発達障害者及び高次脳機

能障害者の数を96,000人以上（毎年度19,200人以上）とすること。 

２ 障害者の雇用管理に係る支援の実施事業所数を91,000所以上（毎年度18,200所以上）

とすること。 

３ 職業準備支援の修了者のうち精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の就職

率を67％以上とすること。 

４ ジョブコーチ支援事業の終了者のうち精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害

者の支援終了６か月後の職場定着率を85％以上とすること。 

 

【関連指標】 

１ 職業準備支援の修了者の障害別就職率（目標水準：精神障害者66％、発達障害者67％、

高次脳機能障害者77％、身体障害者74％、知的障害者78％） 

２ ジョブコーチ支援事業の終了者の障害別職場定着率（目標水準：精神障害者81％、

発達障害者90％、高次脳機能障害者89％、身体障害者85％、知的障害者89％） 
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【重要度：高】 

一億総活躍社会の実現に向け、障害の有無に関係なく、希望や能力、適性等に応じて

活躍できる社会としていくことが求められる中、特に精神障害者等に対する個別性の高

い雇用管理や職場適応を実現するための質の高い支援ニーズが増加しており、これに応

えることは極めて重要であるため。 

 

【難易度：高】 

精神障害者等の個別性の高い支援を必要とする障害者への支援の一層の重点化を図

りつつ、それ以外の障害者についても他の就労支援機関と連携しながら的確な支援を実

施するとともに、新たに障害者を雇用する事業所を含め支援実施事業所数の増加を目指

し、かつ、就職率、職場定着率を高い水準で維持することは、高度な専門性に加え、各

支援場面における創意工夫、きめ細やかな対応を必要とするため。 

 

(2) 地域の関係機関に対する助言・援助等及び職業リハビリテーションの専門的な人材の

育成 

① 地域の関係機関に対する助言・援助等の実施 

各地域における障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、教育機関、

医療機関、その他の関係機関が障害特性等を踏まえたより効果的な職業リハビリテー

ションサービスを実施することができるよう、地域センターにおいて、これらの関係

機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の

援助を積極的に行うとともに、障害者職業総合センター（以下「総合センター」とい

う。）との共同によりこれらの関係機関の職員等への職業リハビリテーションに関す

る実践的な知識・技術等の向上のためのマニュアル・教材の作成及び提供並びに実務

的研修を実施すること。 

② 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成 

職業リハビリテーションの発展及び円滑な推進に資するため、総合センターにおい

て、障害者職業カウンセラーの養成及び研修を実施するとともに、障害者就業・生活

支援センターの職員や医療・福祉等の分野の支援担当者等を対象に、職業リハビリテ

ーションに関する専門的・技術的研修を実施し、職業リハビリテーション人材の育成

を図ること。 

企業のニーズに応じて企業内にも障害者の職場定着に的確に対応できる体制を整

える必要があることから、特に職場適応援助者（ジョブコーチ）の研修体系を見直し、

修了者に対し実践ノウハウを付与するサポート研修を新たに実施することにより、そ

の質的向上を図るとともに、受講希望者が特に多い大都市圏における研修受講機会の

拡充を図ること。 

 

【指標】 

１ 職業リハビリテーションに関する助言・援助等を実施した就労移行支援事業所等の

設置総数に占める割合を51％以上とすること。 
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２ 助言・援助等を受けた関係機関に対する追跡調査において、80％以上から「支援内

容・方法の改善に寄与した」旨の評価を得ること。 

３ 職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修及び同スキル向上研修の受講者数を3,000

人以上（毎年度600人以上）とすること。 

４ 職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修及び同スキル向上研修の受講者の所属長

に対する追跡調査において、80％以上から「障害者の職場定着に寄与した」旨の評価

を得ること。 

 

【重要度：高】 

一億総活躍社会の実現に向け、障害の有無に関係なく、希望や能力、適性等に応じて

活躍できる社会としていくことが必要とされる中、地域の就労支援機関や企業が相互に

連携し、障害者雇用に独自に取り組めるような環境・体制整備をさらに進めることが望

まれるところであり、そのための基礎となる職業リハビリテーションに係る人材の育成

や支援ノウハウが十分でない就労移行支援事業所等に対する助言･援助等を推進してい

くことは極めて重要であるため。 

 

(3) 職業リハビリテーションに関する調査・研究及び新たな技法等の開発の実施とその普

及・活用の推進 

① 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施 

職業リハビリテーションの充実、向上に資するため、職業リハビリテーションに関

する調査・研究を実施すること。 

② 職業リハビリテーションに係る技法等の開発 

福祉、教育、医療の各分野から雇用に向けた障害者支援の流れを踏まえ、障害者雇

用対策の対象者の拡大に資するため、先駆的な職業リハビリテーション技法等の開発

を行い、これまで開発した支援技法のニーズに応じた改良を行うこと。 

③ 研究・開発成果の積極的な普及・活用 

事業主や関係機関に対して、研究・開発の成果の普及を図るための場を設けるとと

もに、職業リハビリテーションに関して職業リハビリテーションの関係者や事業主に

とって利用しやすいマニュアルや教材等を作成・公開すること。また、成果を関係機

関で共有化するため、具体的な活用状況を把握し、さらなる活用を図ること。 

 

【指標】 

１ 外部の研究評価委員による各研究テーマの評価の平均点について５点以上を得る

こと。〔採点方法：研究テーマごとに３人の研究評価委員がそれぞれ、優れている＝

２点、やや優れている＝１点、やや劣っている＝０点、劣っている＝０点で評価〕 

２ 外部の研究評価委員による評価を受ける研究テーマ数を25本以上とすること。 

３ 職業リハビリテーションに関するマニュアル、教材、ツール等について、30件以上

（毎年度６件以上）作成すること。 

 

【難易度：高】 
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これまでの支援技法では対処困難な事例等について、その課題解決に資するための最

新の知見の集約、新たな技術・支援ツール及び先駆的な技法の開発が求められることに

加え、外部の研究評価委員による評価に関する指標において全ての外部の研究評価委員

から１点以上の評価を得、かつ、うち３分の２の委員から最高の評価である２点を得る

という極めて高い目標を設定するため。 

 

３ 障害者雇用納付金関係業務に関する事項 

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、障害者の雇

用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため設け

られた「障害者雇用納付金制度」に基づく、障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調

整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の

支給等の機構が実施する納付金関係業務については、障害者の雇用の促進に寄与するため

に、法律の目的にのっとり、適正かつ効率的な運営を図ること。 

 

 (1) 障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金等の支給 

  障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調

整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給については、機構においてより厳正な審査

及び効率的な手続等を行うことはもとより、事業主に対して障害者雇用納付金制度を

十分に周知徹底し、理解の促進を図るため、関係機関との連携を図りつつ、事業主説

明会を幅広く実施すること。 

  また、障害者雇用率は、平成30年４月１日より0.2％、平成33年４月より前にさら

に0.1％引き上げられるが、障害者雇用納付金徴収業務については、第３期中期目標

期間における目標（収納率99％以上）と同様の高い水準を目指すこととし、それに向

けた適正な制度運営を行うとともに、厳正な審査、調査の実施により、99％以上の収

納率の維持を目指すこと。 

 

【指標】 

１ 障害者雇用納付金に係る事業主説明会を毎年度480回以上実施すること。 

２ 障害者雇用納付金の収納率について、99％以上とすること。 

 

(2) 障害者雇用納付金に基づく助成金の支給等 

① 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給については、障害者雇用に係る事業主

支援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図るため、適正かつ効率的に行う

ことはもとより、助成金制度、申請手続等を周知すること、事業主等が利用しやすい

手続とすること、助成金を障害者雇用に効果的に活用できるように事業主等に対して

助言・援助を行うこと、支給手続を迅速に行うこと、など事業主等に対するサービス

の向上を図ること。 

② 助成金については、職業安定機関との連携、適切な情報提供等により、適正な支給

業務の実施を図ること。 

また、適正な審査、調査の実施により、不正受給を防止するとともに、不正受給が
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発生した場合は、的確に対応すること。 

 

【指標】 

１ 現地調査等による確認を必要とする助成金を除く１件当たりの平均処理期間を30

日以内（新規助成金は３年度目以降から対象）とすること。 

２ 助成金の周知に係る事業主説明会を毎年度700回以上実施すること。 

 

(3) 障害者雇用に関する各種講習、啓発及び障害者技能競技大会（アビリンピック）等 

① 障害者雇用に関する各種講習、啓発等 

障害者を５人以上雇用する事業所に選任が義務づけられている障害者の職業生活

全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員の資格認定講習を実施すること。 

障害者の雇用促進に役立つ就労支援機器の貸出しを行い、それらの就労支援機器の

普及・啓発を図ること。 

事業主や国民一般に対して障害者雇用の気運を醸成するため雇用支援月間を設け

るとともに、障害者の職業的自立を支援するため、障害者雇用に関する様々な啓発活

動を展開すること。 

② 障害者技能競技大会（アビリンピック） 

障害者技能競技大会（以下「アビリンピック」という。）については、産業、職業

及び技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向等を踏まえた競技種目の重点化及び先

駆的又は雇用拡大が期待される等の職種による技能デモンストレーション、障害者の

職業能力及び雇用に関わる展示の実施等一層効率的かつ効果的な大会運営を行うこ

とにより、障害者の職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々の障害者

の技能に対する理解と認識を深め、その雇用の促進を図ること。 

また、国際大会への選手の派遣も考慮して、国内大会の効果的な運営に努めること。 

 

【指標】 

１ 障害者職業生活相談員資格認定講習の受講者数を 28,000 人以上（毎年度 5,600 人

以上）とすること。 

２ アビリンピック来場者に対するアンケート調査における障害者の技能への理解が

深まった旨の評価を、90％以上とすること。 

 

４ 職業能力開発業務に関する事項 

  少子高齢化の進展に伴う企業等の人手不足が深刻化するとともに、第４次産業革命（IoT、

ロボット、ビッグデータ、AI 等）の進展による技術革新に伴いビジネスモデルが大きく

変化している中で、中小企業等が事業展開を図るためには、中小企業等が持つ技術力など

の強みを活かしつつ、技術革新に対応できる労働者を確保、育成していくことが重要にな

っている。 

こうした中、機構においては、全国組織としてのスケールメリットを活かした「組織力」、

高度なものづくり分野における「専門性」及び「指導力」、職業訓練カリキュラムの「開

発、実施、検証」等の「職業訓練の技術・知識」を有しており、地域の中小企業・団体等
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との信頼関係の下、質の高い労働者を輩出、育成する役割を果たしてきたところであり、

人材育成のノウハウが乏しい中小企業等にとって、こうした機構の役割は、ますます重要

になっている。 

このため、第４期中期目標期間において、公共職業訓練等を通じて、職業能力開発促進

法（昭和 44 年法律第 64 号）第 15 条の８等に基づき、機構をはじめ関係行政機関の長そ

の他の関係者の意見を聴いて、毎年度、厚生労働大臣が定める全国職業訓練実施計画に基

づき、雇用のセーフティネットとしての機能を発揮することに加え、経済及び社会の発展

に向け、技術革新に対応できる質の高い労働者を輩出するとともに、労働者の技能の向上

等を図り、もって、中小企業等の生産性向上等を支援することに重点的に取り組むことと

する。また、一億総活躍社会の実現に向けて、女性、若者等に対し積極的にものづくり分

野における職業能力開発の機会を提供することとする。 

 

 (1) 離職者を対象とする職業訓練の実施 

雇用のセーフティネットとしての役割を果たすため、雇用失業情勢に応じて、離職者

に対し、適切かつ効果的な職業訓練コースを開発、実施し、再就職に結びつけるものと

する。特に、ものづくり分野の IoT技術等第４次産業革命の進展に対応した職業訓練コ

ースを開発、実施する。具体的には以下を重点的に実施すること。 

① ものづくり分野における質の高い IT 人材等を育成するため、IoT 技術等第４次産

業革命の進展に対応した職業訓練を実施すること。また、職業訓練カリキュラムにつ

いては、技術の進展に速やかに対応できるよう、随時、開発、見直しを行うこと。 

② 訓練開始時から積極的に相談支援、キャリアコンサルティングを行い、訓練受講者

の就職を支援し、就職率の向上に努めるとともに、安定した雇用につながるよう、就

職者のうち正社員として就職した者の割合の向上に取り組むこと。 

③ ものづくり分野での女性の就業を促進するため、女性の受講率を高めるための取組

を行うこと。特に、育児をしながら働くことを希望する女性や子育てから仕事への復

帰を目指す女性等が受講しやすい職業訓練コースの充実を図るとともに、託児サービ

スの提供等により職業訓練を受講しやすい環境の整備を推進すること。 

④ 非正規雇用労働者の特性に応じた実践的な職業訓練等への「橋渡し」となる訓練や

日本版デュアルシステムを実施すること。 

 

【指標】 

１ ものづくり分野の IoT 技術等第４次産業革命の進展に対応した離職者訓練コース

の受講者数を、3,760人以上とすること。 

２ 訓練修了者の訓練終了後３か月時点の就職率を、80％以上とすること。 

 

【重要度：高】 

全国にわたり、離職者が再就職に必要な技能及び知識を習得するために必要な職業訓

練を実施し、雇用のセーフティネットとしての訓練機会を担保するという重要な役割を

担っているため。 
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【難易度：高】 

第４次産業革命の進展に対応したものづくり分野の IoT 技術等に対応するための離

職者訓練コースの実施に当たっては、技術革新が進む中で、様々な職歴・能力を持った

求職者が６か月という短い訓練期間で必要な技能・技術を身につけることができるよう

に、新たな職業訓練カリキュラムや訓練教材の開発等が必要になることに加え、受講者

数を平成 28年度実績の２倍以上とするチャレンジングな指標を設定しているため。 

 

(2) 高度技能者の養成のための職業訓練の実施 

産業の基盤を支える人材を養成するために、職業能力開発大学校等において、理論と

技能・技術を結びつけた実学融合の教育訓練システムにより、最新の技能・技術に対応

できる高度なものづくりを支える人材（高度実践技能者）を養成する。具体的には以下

を重点的に実施すること。 

① 職業能力開発大学校等について、第４次産業革命の進展に対応した職業訓練コース

の開発、見直しを進め、質の高い人材養成に取り組むこと。特に、ロボット技術（IoT

やビッグデータ等関連技術を含む。）を活用した生産システムの構築、運用管理等が

できる人材を養成するため、同人材を養成するための訓練コース（以下「生産ロボッ

トシステムコース」という。）を開発、実施すること。 

② 職業能力開発大学校等の修了者のうち就職希望者に対して、きめ細かい就職支援に

より、就職率の向上に努めるとともに、安定した雇用につながるよう、就職者のうち

正社員として就職した者の割合の向上に取り組むこと。 

③ 共同研究を通じた産学連携や他大学等関係機関との連携強化を推進する等、地域に

より広く開かれたものとすること。 

 

【指標】 

１ 全ての職業能力開発大学校（10 校）において、生産ロボットシステムコースを開

発、実施すること。 

２ 生産ロボットシステムコースの修了者数を、300人以上とすること。 

３ 職業能力開発大学校等の修了者のうち就職希望者の就職率を、95％以上とすること。 

 

【重要度：高】 

ロボット技術は、製造業の生産現場等における人手不足の解消、生産性の向上などの

社会課題を解決する可能性を有しており、少子高齢化、生産年齢人口の減少が進展する

中で、ロボット技術を活用できる高度な人材を養成することは、極めて重要であるため。 

   

【難易度：高】 

第４次産業革命の進展に対応した生産ロボットシステムコースを新たに開発するこ

とに加え、全ての職業能力開発大学校において同訓練コースを確実に実施するため、最

新の技能・技術に対応し、適切に指導できる職業訓練指導員を育成するとともに、高度

技能者の養成のための職業訓練としては新しい分野であり、かつ、より高度な内容であ

る同訓練コースにおける定員の 90％以上（300人以上）が受講し、さらに修了するとい
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ったチャレンジングな目標を設定しているため。 

 

 (3) 在職者を対象とする職業訓練及び事業主等との連携・支援の実施 

生産性向上人材育成支援センターを拠点にして、都道府県労働局や地方公共団体、商

工関係団体、経済産業局、教育訓練機関、金融機関等と連携し、生産性向上等に取り組

む事業所を支援すること。 

また、あらゆる産業で IT との組合せが進行していることを踏まえ、中小企業等の生

産性向上等に向けた人材育成支援を充実させ、生産現場等で働く者に対する「IT 力」

の強化等に取り組む。具体的には以下を重点的に実施すること。 

  ① 我が国の基幹産業であり、国際競争力を有するものづくり分野においては、IoTや

ロボット、ビッグデータ、AI 等の技術革新にも対応したスキルが求められているこ

とを踏まえ、IoT技術等に対応した在職者訓練コースを開発すること。 

② 事業主のニーズ等に基づき、中小企業等において中核的な役割を果たしている人材

を対象に、高付加価値化、業務効率化等に必要な知識及び技能・技術を習得させる高

度な職業訓練（在職者訓練）を実施すること。 

③ 在職者訓練の効果を客観的に把握する観点から、受講者が習得した能力の職場での

活用状況について確認・評価を実施すること。 

④ 中小企業等の幅広い職務階層の人材を対象に、民間機関等を活用して、企業の生産

性向上に必要な生産管理・品質管理、原価管理・コスト削減、組織マネジメント等に

関する知識等を習得させる「生産性向上支援訓練」を実施すること。 

⑤ 中小企業等における生産現場等で働く者向けの基礎的 IT リテラシーを習得するた

めの訓練カリキュラムを新たに開発し、民間機関等を活用して、同訓練を実施し、そ

の普及を図ること。 

⑥ 事業主等との連携による訓練カリキュラムの開発や訓練の実施、その求めに応じた

職業訓練指導員の派遣、訓練設備の貸与、訓練ノウハウ・情報の提供等を行うなど、

事業主等が効果的に職業訓練を実施できるよう、連携・支援を行うこと。 

 

【指標】 

１ IoT技術等をはじめ、高付加価値化、業務効率化等に必要な知識及び技能・技術を

習得させる在職者訓練の受講者数を、30万人以上とすること。 

２ 在職者訓練を利用した事業主に対して追跡調査を実施し、在職者訓練を利用した事

業主における企業の生産性向上等につながった旨の評価を、90％以上とすること。 

３ 生産性向上人材育成支援センターを利用して生産性向上等に取り組んだ事業所数

を、15万事業所以上とすること。 

 

【重要度：高】 

「働き方改革実行計画」や「未来投資戦略 2017」（平成 29 年６月９日閣議決定）を

踏まえ、中小企業等の生産性向上等に向けた人材育成の支援のため、中小企業等に対す

る相談支援機能の強化のほか、IoTやロボット、ビッグデータ、AI等の技術の進展に対

応した在職者向け訓練の充実や生産現場等で働く者向けの基礎的 IT リテラシーの習得
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のための取組など、「IT力」の強化等に向けた取組は重要であるため。 

 

【難易度：高】 

在職者訓練については、第４次産業革命の進展により日進月歩で発展する技術革新や

求められるスキル（「IT力」等）の高度化に対応した訓練カリキュラムを開発する必要

がある中で、第３期中期目標期間の実績を上回る水準を設定しているため。また、平成

29 年度から新たに取り組んでいる生産性向上人材育成支援センターに係る目標につい

ては、これまで機構が実施してきたものづくり分野以外の訓練カリキュラムの開発や、

ものづくり分野以外の事業所の新たな開拓、働きかけが必要であることに加え、生産性

向上等に取り組んだ事業所数を指標として設定するなど、チャレンジングな目標を設定

しているため。 

 

(4) 職業訓練指導員の養成、職業訓練コースの開発、国際協力の推進等 

 全国の職業能力開発施設において、職業訓練指導員が不足する中で、質の高い職業訓

練指導員を安定的に確保するため、職業能力開発総合大学校において、職業訓練指導員

の養成、能力の向上を推進すること。そのほか、職業訓練コースの開発、国際協力の推

進等に取り組む。具体的には以下を実施すること。 

① 国、都道府県等と連携し、職業訓練指導員の養成課程を効果的に運用するとともに、

職業訓練指導員に関する広報の充実を通じて、幅広い層から職業訓練指導員を確保す

ること。 

② 職業訓練指導員の技能向上を図る研修課程（スキルアップ訓練）のコース内容や実

施方法等の充実を図るとともに、各種技能競技大会や ODA（政府開発援助）事業等へ

の職業訓練指導員の派遣等を通じた人材育成や能力向上を推進するよう努めること。 

③ 企業と連携して、最新技術等に対応できる任期付き等の職業訓練指導員の活用に努

めること。 

④ 政策的必要性の高い分野を中心に、職業訓練コースの開発、人材ニーズの把握、キ

ャリア形成の過程の把握及び職業訓練技法の開発等効果的・効率的な職業訓練の実施

に資する調査・研究を実施するとともに、その成果を民間教育訓練機関、都道府県等

に提供する等、普及の強化に取り組むこと。 

⑤ 国、関係機関（JICA）等の委託又は依頼を受けて、開発途上国からの研修生の受入

れ等を実施すること。 

⑥ 地域の産業界のニーズを踏まえつつ、官民の適切な役割分担の下、適切な職業訓練

コースを設定すること。また、公共職業安定所等と連携し、職業能力開発促進センタ

ー、職業能力開発大学校等における定員充足率の向上に努め、定員充足率が低調なも

のについては、訓練内容や訓練定員の見直し、訓練コースの廃止等の不断の見直しを

行うこと。 

⑦ 各都道府県労働局に設置される地域訓練協議会の枠組み等を活用して、都道府県や

地域の労使団体、教育機関等の関係機関と十分に連携を図り、地域のニーズを踏まえ

た職業訓練の質の向上に努めること。 

⑧ 職業能力開発業務の円滑な運営を図るため、機構法第 11 条に基づき機構に設置さ
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れる運営委員会や、各職業能力開発促進センター等に設置される地方運営協議会を開

催し、関係機関と十分に連携を図ること。 

⑨ 民間教育訓練機関の教育訓練サービスの質を維持・向上させるため、国が実施する

職業訓練サービスガイドライン研修等の取組について、必要な協力を行うこと。 

 

【指標】 

１ 職業訓練指導員養成課程修了者数を、500人以上とすること。 

２ 職業訓練指導員の技能向上を図る研修課程（スキルアップ訓練）の受講者数を、

25,000人以上とすること。 

 

５ 障害者職業能力開発業務に関する事項 

  「働き方改革実行計画」を踏まえ、障害者が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の

特性等に応じて活躍できることが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を

目指していく必要がある中で、職業訓練を必要とする求職障害者は、障害の重度化、多様

化の傾向があり、昨今の求職動向から精神障害者、発達障害者等に対する職業訓練の需要

が高まっている。 

この需要に応えるためには、機構が運営を行う障害者職業能力開発校（以下「機構営校」

という。）のみならず、全ての職業能力開発校（障害者職業能力開発校及び一般の職業能

力開発校）等において、精神障害者や発達障害者を含む職業訓練上特別な支援を要する障

害者（以下「特別支援障害者」という。）に対する職業訓練の水準向上を図る必要がある。 

このため、機構営校は、先導的な職業訓練の実施を通じて開発した特別支援障害者に対

する指導技法等を職業能力開発校等に対してより一層普及させる。 

具体的には、以下を重点的に実施すること。 

(1) 福祉・教育・医療から雇用への流れを踏まえ、関係機関との一層緊密な連携を図り、

特別支援障害者を重点的に受け入れること。 

(2) 機構営校は、広域障害者職業センターと併せて運営され、障害者の職業的自立を図

るための職業評価、職業指導及び職業訓練を一貫した体系の中で実施する先導的な施設

であることから、企業ニーズに的確に対応するとともに、障害者の職域拡大を念頭にお

いて、より就職に結びつく職業訓練の実施・指導技法等の開発に努めること。 

(3) 機構営校の訓練修了者のうち就職希望者について、職業紹介等の業務を担当する職

業安定機関との緊密な連携を図り、就職率の向上に努めること。 

(4) 障害者職業訓練全般の水準向上に向け、国と機構との連携を強化し、機構ホームペ

ージの改訂を含む広報戦略の抜本的な見直しにより、他の職業能力開発校等への指導技

法等の普及を推進し、特別支援障害者等向け訓練コースの設置等の支援に取り組むこと。 

(5) 指導技法等の普及を推進するに当たり、障害者の職業訓練を行う職業訓練指導員の

計画的な確保・養成及び専門性の向上を図ること。 

 

【指標】 

１ 機構営校における特別支援障害者の定員に占める割合を、60％以上とすること。 

２ 機構営校における訓練修了者の訓練終了後３か月時点の就職率を、75％以上とする
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こと。 

３ 指導技法等の提供に係る支援メニュー（「障害者職業訓練推進交流プラザ」「指導技

法等体験プログラム」）の受講機関数を、500機関以上とすること。 

４ 指導技法等の提供に係る「職業訓練実践マニュアル」、「指導技法等体験プログラム」

及び「専門訓練コース設置・運営サポート事業」の利用機関に対して追跡調査を実施

し、「支援内容・方法の改善に寄与した」旨の評価を、90％以上とすること。 

 

【重要度：高】 

「働き方改革実行計画」等を踏まえ、障害者が希望や能力、適性を十分に活かし、障

害の特性等に応じて活躍でき、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく

ため、機構営校においては、先導的な職業訓練の実施を通じて開発した特別支援障害者

等に対する指導技法等を職業能力開発校等に対してより一層普及させるという重要な

役割を担っているため。 

 

６ 求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する事項 

  職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23年法律第 47号）

に基づく職業訓練の認定を的確に実施すること。 

また、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われるよう、機構が有する職業訓練ノウハウ

を活用し、必要な指導及び助言を行うとともに、全ての認定職業訓練について、実地によ

る実施状況の確認を確実に実施すること。 

  

 

第４章 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第 29条第２項第３号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 効率的な業務実施体制の確立 

 機構本部の業務部門については、遅くとも平成 33 年度までに全て雇用促進住宅の譲

渡・廃止を完了することとされていることから、これに伴い当該業務の担当部門の体制の

縮小を図りつつ、一億総活躍社会の実現、働き方改革に対応した業務の充実・強化など、

業務量の変化に見合った効率的な実施体制となるよう点検し、必要な見直しを行うこと。 

地方組織については、機構が専門的な雇用支援を全国で実施するための拠点として、引

き続き効率的・効果的な業務運営に取り組むこと。 

 

２ 業務運営の効率化に伴う経費削減 

一般管理費（人件費、新規に追加される業務、拡充業務分、公租公課等の所要計上を必

要とする経費等を除く。）については効率的な利用に努め、第４期中期目標期間の最終事

業年度において、平成 29年度予算と比べて 15％以上の額を節減すること。 

業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、宿舎等業務、新規に追加される業

務、拡充業務分、公租公課等の所要計上を必要とする経費等を除く。）については、第４

期中期目標期間の最終事業年度において、平成 29 年度予算と比べて５％以上の額を節減
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すること。 

なお、上記による節減の対象外となる経費についても、不断の見直しにより厳しく抑制

を図るものとする。 

 

３ 給与水準の適正化 

職員の給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、国民の理解と納得が

得られるよう厳しく検証を行い、これを維持する合理的な理由がない場合には必要な措置

を講ずることにより、給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取

組状況については公表するものとすること。 

 

４ 契約の適正化 

 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、契約

の適正化を推進すること。 

(1) 調達等合理化計画 

 公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、

機構が策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施すること。 

(2) 一般競争入札等 

 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う場合に

は、競争性、透明性が十分確保される方法により実施すること。 

(3) 監査 

 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的な

チェックを受けること。 

 

５ 保有資産の見直し 

機構が保有する資産については、その必要性について不断の見直しを行うとともに、将

来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる資産がある場合は、

売却等の手続を行い、国庫納付すること。 

 

６ インフラ長寿命化の推進 

インフラ長寿命化基本計画（平成 25 年 11 月 29 日インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議決定）に基づき、平成 32 年度までに個別施設毎のインフラ長寿命化計

画を策定し、施設の効率的な維持管理を図ること。 

 

７ 事業の費用対効果  

 事業の実施に要した費用及び事業によって得られた効果を把握・分析し、その結果を事

業実施内容の見直しや新たな事業展開につなげること。 

 

 

第５章 財務内容の改善に関する事項 

 通則法第 29条第２項第４号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 
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１ 中期計画予算の作成 

「第４章 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を

作成し、当該予算の適切な管理を通じた運営を行うこと。 

 

２ 障害者雇用納付金に係る積立金の管理・運用 

障害者雇用納付金に係る積立金については、納付金が障害者の雇用に伴う、経済的な負

担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るために、法律に基づき、事業主から徴収し

ているものであることに鑑み、適正にその運用及び管理を行うこと。 

 

３ 雇用促進住宅の廃止 

現存する雇用促進住宅については、「規制改革推進のための３か年計画」（平成 19 年６

月 22 日閣議決定）等に基づき、現に入居者がいることを踏まえた上で、売却方法につい

て常に工夫を行いつつ、譲渡を着実に推進し、遅くとも平成 33 年度までに全ての譲渡及

び廃止を完了するとともに、譲渡により生じた収入については機構法等の規定に従い速や

かに国庫納付すること。また、必要に応じて、災害等による被災者等に対する支援策とし

て、可能な範囲内で雇用促進住宅を活用すること。 

なお、譲渡・廃止が完了するまでの間は、独立採算による合理的な経営に努めること。 

 

 

第６章 その他業務運営に関する重要事項 

通則法第 29 条第２項第５号のその他業務運営に関する重要事項については、次のとお

りとする。 

 

１ 関係機関との連携強化及び利用者ニーズの把握等を通じたサービスの向上 

「第３章 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」で掲

げた目標を達成するためには、各地域の事業主、事業主団体等の関係機関及び地方公共団

体との連携や、利用者のニーズに応じた適切なサービスの提供が必要不可欠である。この

ため、全国に展開している地方組織等の機構の持つ経営資源を最大限活用し、事業主及び

事業主団体等の関係機関及び地方公共団体とのさらなる連携強化や利用者ニーズの的確

な把握、利用者の利便性向上等に向けた必要な取組を、機構の創意工夫により実施するこ

と。また、これらの取組が地域において相互に有機的に機能するよう、各種取組を総合的

に実施すること。 

 

２ 業務運営におけるシナジーの一層の発揮に向けた取組 

機構の各業務におけるノウハウ等を共有・結集し、各支援対象者に共通する支援技法や

研究・開発成果を踏まえた活用方法についての検討など、引き続き、業務運営面の連携を

深め、組織全体の一体化、活性化を図ること。 

 

３ 内部統制の充実・強化 
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内部統制については、「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」に

ついて」（平成 26年 11月 28日総務省行政管理局長通知）を踏まえ、内部統制の推進等に

関する規定等を適時・適切に見直し、整備するとともに、各種会議や研修等を通じて機構

内で認識を共有すること。また、内部統制の仕組みが有効に機能しているかどうか点検及

び検証を行い、当該仕組みが有効に機能するよう見直しを行うこと。さらに、リスクの未

然防止のため、機構内の縦割りを排除してリスク情報の共有化を徹底するとともに、不測

の事態の発生に際して迅速かつ的確に対応できるよう、各部署間の連携強化に努めること。 

 

４ 情報セキュリティの強化 

情報セキュリティ対策については、最新の「政府機関等の情報セキュリティ対策のため

の統一基準群」を踏まえ、情報セキュリティポリシー等各種規程類を見直すとともに、こ

れに基づき、サイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化のためのハー

ド及びソフトの両面での不断の見直しと、役職員の高い意識を保持し、情報セキュリティ

ポリシー等の遵守の徹底のための適時・適切な研修・教育を継続すること。 

また、情報セキュリティの強化のため、ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリティ対策

の改善を図ること。 

 

５ 職員の適正な労働条件の確保 

職員の労働条件については、労働関係法令等の趣旨に従い適正に確保するよう、引き続

き留意すること。 

 

６ 既往の閣議決定等 

既往の閣議決定等をはじめとする政府方針や厚生労働省の方針に従い、着実に業務を実

施すること。 
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 潜在成長力、生産性の伸び悩み
 中間層の活力低下
 少子高齢化による生産年齢人口の減少、地域の高齢化
 第４次産業革命による産業構造と就業構造の急激な変化

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）
政策体系図

日本経済・労働市場の抱える課題
 個々の働き手の能力・スキルを向上させる人材育成・人材投資の抜本拡充
 生産性・イノベーション力の向上につながる働き方の促進
 生産性・成長性の高い産業への「人の流れ」を実現する労働市場改革

政府が取り組むべき政策（未来投資戦略2017等）

第４期中期目標期間における高齢・障害・求職者雇用支援機構の役割

 若者、女性、高齢者、障害者等の働く意欲のある全ての人々がその能力を最大限発揮できる環境の整備
 働き手一人一人の能力・スキルを産業構造の変化に合わせ、経済社会全体の生産性を向上させるための人材への投資

厚生労働省のミッション

高齢者雇用関係業務 障害者雇用関係業務 職業能力開発関係業務

高齢者が年齢に関わりなく働き続け
ることができる生涯現役社会の実現

・65歳を超えた継続雇用延長や65歳
以上への定年引上げに取り組む
事業主に対する支援の充実

障害の有無に関係なく、希望や能力、
適性等に応じて活躍できる社会の実現

・新たに障害者を雇用する企業や、
より困難性の高い障害者への個別対
応の強化

・地域の就労支援機関や企業が相互に
連携し、障害者雇用に独自に取り組
めるような環境・体制整備

第４次産業革命（IoT、ロボット、ビッ
グデータ、AI等）の進展に対応した中
小企業等の生産性の向上

・公共職業訓練等を通じた雇用のセーフ
ティネットの維持

・技術革新に対応できる質の高い労働者
の輩出、技能向上

・中小企業等の生産性向上に向けた支援

これらのリソースを最大限有効活用し
主に以下の業務を遂行

蓄積した支援ノウハウ高い専門性を有する人材 全国に展開する地方組織 地域の事業主や関係団体との信頼関係

（別紙１）
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第４期中期目標における「一定の事業等のまとまり」 
 

 
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成 26 年９月２日総務大臣決定）に従

い、第４期中期目標における「第３章 国民に対して提供するサービスその他の業務

の質の向上に関する事項」については、機構の内部管理の観点及び財務会計との整合

性を確保するため、機構の経理区分に応じた一定の事業等のまとまり毎に項目を設定

する。 
 
 

【一定の事業等のまとまり】 
 

第３章 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項 高齢者雇用支援経理に対応 

２ 障害者職業センターの設置運営業務等に関する

事項 
障害者雇用支援経理に対応 

３ 障害者雇用納付金関係業務に関する事項 障害者雇用納付金勘定に対応 

４ 職業能力開発業務に関する事項 職業能力開発勘定に対応 

５ 障害者職業能力開発業務に関する事項 障害者職業能力開発勘定に対応 

６ 求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に

関する事項 
認定特定求職者職業訓練勘定に対応 

 
 

（別紙２） 
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目標水準 指標の設定及び水準の考え方
重要度
難易度

【設定の根拠】
給付金の効果的な活用の促進に向けた周知・広報を図るためには、事業主に対する給付金制度及び申請手続に
係る説明会の実施が有効であることから、説明会の実施回数を指標として設定

【水準の根拠】
公共職業安定所の管轄地域ごと（436箇所）、東京都及び政令指定都市ごと（21箇所）、都道府県全域を対象に四
半期ごとに開催（47都道府県×4回）するものとして設定

【設定の根拠】
効率的な給付金支給業務のためには、給付金の申請から支給決定までの期間の短縮を図っていく必要があること
から、申請１件当たりの平均処理期間を指標として設定

【水準の根拠】
厚生労働省が都道府県労働局に対して指示している雇用関係助成金の処理期間の目安（原則2ヵ月以内、一部
3ヵ月以内）を踏まえて設定
※第3期中期目標期間（平成25～28年度）の平均処理実績100.9日

【設定の根拠】
生涯現役社会の実現に向けた環境整備を進めていくに当たり、65歳を超えた継続雇用延長・65歳以上への定年引
上げへの取組に係る具体的な制度改善を事業主に提案していくことが効果的であることから、当該提案の件数を
指標として設定

【水準の根拠】
第4期中期目標期間からの新たな目標指標であり、「高年齢者の雇用状況」集計の調査対象である従業員数31人
以上の企業の約15万社のうち、65歳を超える継続雇用制度又は65歳以上の定年制度を講じていない企業数約12
万社全社を対象に第4期中期目標期間中にアプローチを行い、その4分の1において具体的な制度改善提案による
働きかけを行うことを目標に水準を設定

【設定の根拠】
生涯現役社会の実現に向けた環境整備を進めていくに当たり、65歳を超えた継続雇用延長・65歳以上への定年引
上げへの取組に係る具体的な制度改善を事業主に提案していくことが効果的であることから、当該提案を受けて
見直しを進めた事業主の割合を指標として設定

【水準の根拠】
第3期中期目標期間における「高年齢者等の雇用に係る技術的問題全般に関する相談・援助」を実施した事業主
に対する追跡調査において「雇用管理改善を検討している」等の回答の直近実績（平成28年度：37.5％）を踏まえて
設定

【設定の根拠】
個別性の高い支援を必要とする精神障害者等の求職者及び雇用者が増加していることから、精神障害者等に対
する職業リハビリテーションサービスの実施者数を指標として設定

【水準の根拠】
精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の利用者の実績（平成25～28年度の年間平均19,193人≒19,200
人）を踏まえて設定
※19,200人×5年＝96,000人

【設定の根拠】
精神障害者等に対する個別性の高い雇用管理や職場適応を実現するための支援ニーズが増加していることか
ら、障害者の雇用管理に係る支援の実施事業所数を指標として設定

【水準の根拠】
障害者の雇用管理に係る支援を実施した事業所数の実績（平成25～28年度の年間平均18,194所≒18,200所）を
踏まえて設定
※18,200所×5年＝91,000所

【設定の根拠】
個別性の高い支援を必要とする精神障害者等の求職者が増加していることから、職業準備支援の修了者のうち精
神障害者等の就職率を指標として設定

【水準の根拠】
職業準備支援の修了者のうち精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の就職率の実績におけるトリム平
均値※（平成24～28年度の年間平均67.2％）を踏まえて設定
※トリム平均値＝最小、最大値を除外した上での平均値

【設定の根拠】
精神障害者等に対する個別性の高い雇用管理や職場適応を実現するための質の高い支援ニーズが増加している
ことから、ジョブコーチ支援事業の終了者のうち精神障害者等の職場定着率を指標として設定

【水準の根拠】
ジョブコーチ支援事業の終了者のうち精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の職場定着率の実績にお
けるトリム平均値（平成24～28年度の年間平均85.9％）を踏まえて設定

【設定の根拠】
指標については他の機関では支援が困難な個別性の高い支援を必要とする精神障害者、発達障害者、高次脳機
能障害者の就職率を設定しているが、これら以外の障害者への対応も重要であるとともに、障害別実績も踏まえた
より詳細で適切な評価を行うため設定

【水準の根拠】
職業準備支援の修了者の障害別就職率の実績におけるトリム平均値※（平成24～28年度の年間平均：精神障害
者66.0％、発達障害者67.2％、高次脳機能障害者77.3％、身体障害者74.3％、知的障害者78.2％）を踏まえて設定
※トリム平均値＝最小、最大値を除外した上での平均値

【設定の根拠】
指標については他の機関では支援が困難な個別性の高い支援を必要とする精神障害者、発達障害者、高次脳機
能障害者の就職率を設定しているが、これら以外の障害者への対応も重要であるとともに、障害別実績も踏まえた
より詳細で適切な評価を行うため設定

【水準の根拠】
ジョブコーチ支援事業の終了者の障害別職場定着率の実績におけるトリム平均値※（平成24～28年度の年間平
均：精神障害者81.7％、発達障害者90.2％、高次脳機能障害者89.8％、身体障害者85.9％、知的障害者89.6％）を
踏まえて設定
※トリム平均値＝最小、最大値を除外した上での平均値

(1)　高年齢者等の雇用の安定等を図る事業主等に対する給付金の支給

1　高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項

④
ジョブコーチ支援終了者のうち精神障害
者、発達障害者及び高次脳機能障害者
の職場定着率

67％以上

85％以上

－

関
連
指
標
１

職業準備支援の修了者の障害別就職率

精神障害者66％
発達障害者67％

高次脳機能障害者77％
身体障害者74％
知的障害者78％

関
連
指
標
２

ジョブコーチ支援終了者の障害別職場
定着率

精神障害者81％
発達障害者90％

高次脳機能障害者89％
身体障害者85％
知的障害者89％

重要度　高
難易度　高

(2)　高年齢者等の雇用に係る相談・援助、意識啓発等

① 給付金の説明会実施回数 毎年度650回以上

重要度　高
難易度　高

①
事業主に対する65歳を超えた継続雇用
延長・65歳以上への定年引上げに係る
制度改善提案件数

30,000件以上

②
制度改善提案により見直しを進めた事
業主の割合

③
職業準備支援の修了者のうち精神障害
者、発達障害者及び高次脳機能障害者
の就職率

40％以上

①
職業リハビリテーションサービスを実施し
た精神障害者、発達障害者及び高次脳
機能障害者の数

96,000人以上
（毎年度19,200人以上）

91,000所以上
(毎年度18,200所以上）

障害者の雇用管理に係る支援の実施事
業所数

②

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　第４期中期目標
指標の設定及び水準の考え方

項目 指標

2　障害者職業センターの設置運営業務等に関する事項

(1)　地域障害者職業センター等における障害者及び事業主に対する専門的支援

90日以内
給付金の申請１件あたりの平均処理期
間

②
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【設定の根拠】
地域の就労支援機関や企業が相互に連携し、障害者雇用に独自に取り組めるような環境整備のため、支援ノウハ
ウが十分でない就労支援機関に積極的に助言･援助等を行うこととし、これら支援を実施した就労移行支援事業所
等の設置総数に占める割合を指標として設定

【水準の根拠】
職業リハビリテーションに関する助言・援助等を実施した就労移行支援事業所等の設置総数に占める割合の実績
（平成25～28年度の年間平均47.4％）を踏まえて設定

【設定の根拠】
職業リハビリテーションに関する助言・援助等については、具体的な成果につながることが重要であることから、各
関係機関が有する課題の解決に繋がった割合を指標として設定

【水準の根拠】
職業リハビリテーションに関する助言・援助等を受けた関係機関に対するアンケート調査において「助言・援助が有
用であった」旨の回答の実績（平成25～28年度の年間平均97.3％）を踏まえ、その約8割（77.8％）を目安に設定
※第４期中期目標においては調査項目を整理し直し、関係機関の主観的な評価ではなく、具体的な行動変容につながった旨の
回答を得ることを目指す予定であることに留意

【設定の根拠】
精神障害者等に対する個別性の高い雇用管理や職場適応を実現するための質の高い支援に対するニーズが増
加しており、企業内にも障害者の職場定着に的確に対応できる体制を整えるため、職場適応援助者（ジョブコーチ）
養成研修等の受講者数を指標として設定

【水準の根拠】
ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者数の実績（平成25～28年度の年間平均304人）を踏まえ、
その約２倍（600人）を目安に設定
※600人×5年＝3,000人

【設定の根拠】
職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修等については、具体的な成果につながることが重要であることから、研修
を受講した者の支援スキル向上が障害者の職場定着に貢献した割合を指標として設定

【水準の根拠】
ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者の所属長に対するアンケート調査における「実務において
役立っている」旨の評価の実績（平成25～28年度の年間平均95.0％）を踏まえ、その約８割（76.0％）を目安に設定
※第4期中期目標においては調査項目を整理し直し、受講者の所属長の主観的な評価ではなく、具体的な行動変容につながっ
た旨の回答を得ることを目指す予定であることに留意

【設定の根拠】
各研究テーマの質的な評価に関する指標については、客観性を持った厳格な評価を実施する観点から外部の研
究評価委員による評価を指標として設定

【水準の根拠】
各研究テーマに対する外部の研究評価委員の評価の実績（平成25～28年度の年間平均5.14点）を踏まえて設定
※１研究テーマにつき研究評価委員は3名。点数は、優れている＝2点、やや優れている＝1点、やや劣っている＝0点、劣って
いる＝0点の合計6点満点。

【設定の根拠】
研究テーマの量的な評価に関する指標として、外部の研究評価委員による評価を受ける研究テーマ数を指標とし
て設定

【水準の根拠】
外部の研究評価委員の評価を受ける研究テーマ数の実績（平成25～28年度の年間平均5.25本）を踏まえて設定
※5本×5年＝25本

【設定の根拠】
職業リハビリテーションに関するマニュアル、教材、ツール等の作成に関する量的な評価に関する指標として、作成
件数を指標として設定

【水準の根拠】
マニュアル、教材、ツール等の作成件数の実績（平成25～28年度の年間平均６件）を踏まえて設定
※6件×5年＝30件

【設定の根拠】
障害者雇用納付金制度の理解を促進するため、事業主説明会の開催回数を指標として設定

【水準の根拠】
障害者雇用納付金にかかる事業主説明会開催回数の実績（平成25年度473回、平成26年度477回、平成27年度
707回、平成28年度601回）を踏まえて設定
※平成27年度の障害者雇用納付金制度の対象事業主拡大に伴い説明会開催実績が一時的に増加したことを考
慮

【設定の根拠】
障害者雇用納付金は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第53条第１項及び第２項に
基づき納付が義務付けられていることを踏まえ、事業主から確実に徴収することを指標として設定

【水準の根拠】
障害者雇用納付金の収納率の実績（平成25～28年度の年間平均99.92％）を踏まえて設定

【設定の根拠】
事業主等に対するサービスの向上を図るため、助成金支給申請の平均処理期間を指標として設定

【水準の根拠】
助成金１件当たりの平均処理期間の実績（平成25年度28.5日、 平成26年度29.3日、 平成27年度28.6日、 平成28
年度27.6日）を踏まえて設定

【設定の根拠】
助成金の活用を促進するため、事業主説明会の開催回数を指標として設定

【水準の根拠】
障害者助成金の周知に係る事業主説明会開催回数の実績（平成25年度721回、 平成26年度712回、 平成27年度
703回、 平成28年度750回）を踏まえて設定

②
障害者助成金の周知に係る事業主説明
会開催回数

毎年度700回以上

② 障害者雇用納付金の収納率

① 助成金１件当たりの平均処理期間 30日以内

③ マニュアル、教材、ツール等の作成件数
30件以上

（毎年度6件以上）

①
障害者雇用納付金に係る事業主説明会
開催回数

毎年度480回以上

99％以上

平均5.0点以上

②
外部の研究評価委員の評価を受ける研
究テーマ数

25本以上

③
ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上
研修の受講者数

3,000人以上
（毎年度600人以上）

④

ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上
研修の受講者の所属長に対する追跡調
査における「障害者の職場定着に寄与し
た」旨の評価の割合

80％以上

(3)　職業リハビリテーションに関する調査・研究及び新たな技法等の開発の実施とその普及・活用の推進

①
職業リハビリテーションに関する助言・援
助等を実施した就労移行支援事業所等
の設置総数に占める割合

51％以上

②
助言・援助等を受けた関係機関に対する
追跡調査における「支援内容・方法の改
善に寄与した」旨の評価

80％以上

難易度　高

3　障害者雇用納付金関係業務に関する事項

①
各研究テーマに対する外部の研究評価
委員の評価

(2)　障害者雇用納付金に基づく助成金の支給等

(1)　障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金等の支給

-

－

(2)　地域の関係機関に対する助言・援助等及び職業リハビリテーションの専門的な人材の育成

重要度　高
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【設定の根拠】
障害者を５人以上雇用する事業所に選任が義務づけられている障害者職業生活相談員の資格認定のための講
習の開催は、障害者の雇用の安定のために重要であることから、その受講者数を指標として設定

【水準の根拠】
障害者職業生活相談員資格認定講習の受講者数の実績（平成25～28年度の年間平均5,185人）を踏まえて設定

【設定の根拠】
アビリンピックの趣旨は、障害者の職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々の障害者の技能に対
する理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることであり、その理解・認識をどの程度深めたかを確認するため、
来場者のアンケート調査の結果を指標として設定

【水準の根拠】
アビリンピック来場者に対するアンケート調査において「障害者の技能への理解が深まった」旨の評価の実績（平
成25年度、平成26年度、平成28年度の年度平均97.9％）を踏まえて設定

【設定の根拠】
第４次産業革命の進展により、中小企業等のビジネスモデルが変化する中で、機構の強みであるものづくり分野に
おけるIT人材等を育成することを明確にするため、第４次産業革命の進展に対応した離職者訓練の受講者数を指
標として設定

【水準の根拠】
ものづくり分野のIoT技術等第４次産業革命に対応した離職者訓練コースの受講者数の直近の実績（平成28年度：
376人）の２倍の水準を設定
※376人×2×5年＝3,760人

【設定の根拠】
雇用のセーフティネットとしての貢献度を測るため、就職率を指標として設定

【水準の根拠】
全国職業訓練実施計画（平成29年３月31日厚生労働省告示第136号）の規定による就職率に係る目標（施設内訓
練80％以上、委託訓練75％以上）と同じ水準を設定

【設定の根拠】
第４次産業革命の進展に対応する人材の養成が高度技能者養成訓練においても重要であることから、ロボット技
術（IoTやビッグデータ等関連技術を含む。）を活用した生産システムの構築、運用管理等ができる人材を養成する
ための職業訓練コースを開発、実施することを指標として設定

【水準の根拠】
全国の全ての職業能力開発大学校（10校）において実施するものとして設定

【設定の根拠】
ロボット技術を活用した生産システムの構築、運用管理等ができる人材を養成するために開発した職業訓練コース
を実施し、第４次産業革命の進展等に対応できるスキルを有する人材を養成した実績を測るため、修了者数を指
標として設定

【水準の根拠】
ロボット技術を活用した生産システムの構築、運用管理等ができる人材を養成するための職業訓練コースの定員
の90％以上（300人以上）が同訓練コースを受講し、修了するものとして設定

【設定の根拠】
技術革新に対応できる質の高い労働者を輩出した実績を測るため、就職率を指標として設定

【水準の根拠】
雇用失業情勢等を踏まえつつ、引き続き100％近い、高い実績（平成25～28年度の年間平均99.3％）を維持してい
くため、第３期中期目標と同じ目標水準を設定

【設定の根拠】
IoTやロボット、ビッグデータ、AI等の技術の進展等に対応したスキルが求められている中で、中小企業等で中核的
な役割を果たしている人材を育成し、生産性向上等を図ることが必要であることから、在職者訓練の受講者数を指
標として設定

【水準の根拠】
在職者訓練の受講者数の実績（平成25年度～28年度の年間平均約5.5万人）を上回る水準を設定
※6万人×5年＝30万人

【設定の根拠】
在職者訓練を利用した事業主において、生産性向上等に向けた行動変容につながったことを確認する指標を設定

【水準の根拠】
第４期中期目標においては、第３期中期目標における「職業能力向上に役立った」旨の評価から、調査項目を整理
し直し、事業主に具体的な行動変容につながったことを確認する指標とするため、比較可能な実績はない。このた
め、第３期中期目標の実績（平成25年度97.8％、平成26年度97.8％、平成27年度97.9％平成28年度97.9％）を踏ま
えて設定

【設定の根拠】
生産性向上人材育成支援センターを拠点として、生産性向上等に取り組む事業所を支援することとしていることか
ら、その実績を測る指標として、生産性向上人材育成支援センターを利用して生産性向上等に取り組んだ事業所
数を設定

【水準の根拠】
在職者訓練と指導員派遣を実施した事業所の合計実績（平成25年度～28年度の年間平均2.4万事業所）に加え、
平成29年度から新たに開始した生産性向上支援訓練の目標受講者数を基に算出した事業所数（0.6万事業所）を
踏まえて設定
※（2.4万事業所＋0.6万事業所）×5年＝15万事業所

【設定の根拠】
質の高い職業訓練指導員を安定的に確保するため、職業訓練指導員養成課程修了者数を指標として設定

【水準の根拠】
今後の需給予測により職業訓練指導員が今後10年間で2,000人不足すると予想されており、その養成が必要なた
め、そのうち半数（10年間で1,000人＝5年間で500人）を機構が実施する職業訓練指導員養成課程で養成すること
として設定。
※残り半数は都道府県において養成

【設定の根拠】
職業訓練指導員の養成、能力の向上を推進するため、職業訓練指導員の技能向上を図る研修課程（スキルアップ
訓練）の受講者数を指標として設定

【水準の根拠】
職業訓練指導員の技能向上を図る研修課程（スキルアップ訓練）の受講者数の実績（平成25年度～28年度の年間
平均受講者数5,010人）を踏まえて設定

① 職業訓練指導員養成課程修了者数 500人以上

②
職業訓練指導員の技能向上を図る研修
課程（スキルアップ訓練）の受講者数

25,000人以上

－

②
在職者訓練を利用した事業主における
企業の生産性向上等につながった旨の
評価

90％以上

③
生産性向上人材育成支援センターを利
用して生産性向上等に取り組んだ事業
所数

15万事業所以上

(4)　職業訓練指導員の養成、職業訓練コースの開発、国際協力の推進等

③
職業能力開発大学校等の修了者のうち
就職希望者の就職率

95％以上

①
IoT技術等をはじめ、高付加価値化、業
務効率化等に必要な知識及び技能・技
術を習得させる在職者訓練の受講者数

30万人以上

②
訓練修了者の訓練終了後3か月時点の
就職率

80％以上

①

全ての職業能力開発大学校において、
ロボット技術を活用した生産システムの
構築、運用管理等ができる人材を養成
するための職業訓練コースを開発・実施

10校

②
ロボット技術を活用した生産システムの
構築、運用管理等ができる人材を養成
するための職業訓練コースの修了者数

300人以上

②
アビリンピック来場者に対するアンケート
調査における障害者の技能への理解が
深まった旨の評価

90％以上

①
ものづくり分野のIoT技術等第４次産業
革命の進展に対応した離職者訓練コー
スの受講者数

3,760人以上

①
障害者職業生活相談員資格認定講習の
受講者数

28,000人以上
（毎年度5,600人以上）

４　職業能力開発業務に関する事項

(1)　離職者を対象とする職業訓練の実施

重要度　高
難易度　高

(2)　高度技能者の養成のための職業訓練の実施

(3)　在職者を対象とする職業訓練及び事業主等との連携・支援の実施

(3)　障害者雇用に関する各種講習、啓発及び障害者技能競技大会（アビリンピック）等

－

重要度　高
難易度　高

重要度　高
難易度　高
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【設定の根拠】
職業訓練を必要とする求職障害者は、障害の重度化、多様化の傾向があり、特に精神障害者、発達障害者等に
対する職業訓練の需要が高まっている状況にあるため、福祉・教育・医療等の関係機関との連携を強化し、特別支
援障害者を引き続き重点的に受け入れることとし、特別支援障害者の定員に占める割合を指標として設定

【水準の根拠】
特別支援障害者の定員に占める割合の実績（平成25～28年度の年間平均59.6％）を踏まえて設定

【設定の根拠】
特別支援障害者に対する職業訓練の効果を測るため、就職率を指標として設定

【水準の根拠】
訓練修了者の就職率の実績（平成25年度～28年度の年間平均77.3％）を踏まえて設定
※第４期中期目標においては特別支援障害者を重点的に受け入れる予定であることを考慮

【設定の根拠】
精神障害者、発達障害者等に対する職業訓練の需要が高まる中で、広く全ての職業能力開発校等に、機構営校
の先導的な職業訓練の実施を通じて開発した特別支援障害者等に対する指導技法等の普及を推進することが重
要であるため、指導技法等の提供に係る支援メニュー（「障害者職業訓練推進交流プラザ」「指導技法等体験プロ
グラム」）の受講機関数を指標として設定

【水準の根拠】
「障害者職業訓練推進交流プラザ」（障害者職業能力開発校、一般の職業能力開発校及び都道府県）の受講機関
数の実績（平成25～28年度の年間平均40機関）にH30以降の拡充を踏まえた「指導技法等体験プログラム」の実
施計画数50機関（平成28年度実績44機関の約1.1倍）を加えた90機関の約1.1倍として設定
※90機関×1.1×5年＝500機関

【設定の根拠】
特別支援障害者に対する指導技法等の普及に係る効果を測るため、「職業訓練実践マニュアル」、「指導技法等
体験プログラム」及び「専門訓練コース設置・運営サポート事業」の利用機関に対する追跡調査により、「支援内
容・方法の改善に寄与した」旨を確認する指標を設定

【水準の根拠】
・障害者職業訓練に関するマニュアル等の提供等を受けた機関に対するアンケート調査において「マニュアルが有
用であった」旨の評価の実績（平成25～28年度の年間平均92.3％）を踏まえて設定
※第４期中期目標においては調査項目を整理し直し、対象者の主観的な評価ではなく、具体的な行動変容につながった旨の回
答を得ることを目指す予定であることを考慮
※「職業訓練実践マニュアル」は、冊子を作成した年の翌年度に評価することに留意
※「専門訓練コース設置・運営サポート事業」は、複数年度にわたり実施するものであり、評価対象となる利用機関は年間数件
となるため、本中期目標期間の終了時にのみ評価することに留意

重要度　高

④

指導技法等の提供に係る「職業訓練実
践マニュアル」、「指導技法等体験プログ
ラム」及び「専門訓練コースの設置・運営
サポート事業」の利用機関に対する追跡
調査における「支援内容・方法の改善に
寄与した」旨の評価

90％以上

75％以上

500機関以上③

指導技法等の提供に係る支援メニュー
（「障害者職業訓練推進交流プラザ」「指
導技法等体験プログラム」）の受講機関
数

①
職業訓練上特別な支援を要する障害者
（特別支援障害者）の定員に占める割合

60％以上

②
訓練修了者の訓練終了後3か月時点の
就職率

5　障害者職業能力開発業務に関する事項
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独立行政法人福祉医療機構中期目標（案） 

 

 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）第 29 条

第１項の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）が達成

すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を次のとおり定める。 

 

平成 30 年●月●日 

厚生労働大臣 加藤 勝信 

 

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

我が国の福祉・医療を巡る環境には、少子高齢化の進展に伴う待機児童問題、特

養待機者問題及び医療需要の増大の他、福祉サービス提供に係る課題の複合化・複

雑化や地域のつながりの希薄化、これらに対応する社会資源の一元的かつ正確な情

報の不足など、政府として取り組むべき喫緊の課題が数多く存在している。 

また、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年６月２日閣議決定）において、「希

望出生率 1.8」、「介護離職ゼロ」を目指し、保育や介護の受け皿整備を一層加速す

ることや、保育士や介護人材の処遇改善、地域共生社会の実現等に向けた取組を推

進することとされており、これらの政策実現に向けた取組が期待されているところ

である。 

こうした政策目的の実現に向けて、機構は、福祉・医療に関する多様な事業を実

施している機構の特長や専門性を生かした「小回りのきく福祉・医療支援の専門店」

としての一層の機能発揮・有機的連携により、第４期中期目標期間においては、待

機児童解消や特養待機者解消、地域医療構想の実現等を推進するための福祉・医療

基盤の整備、保育士や介護人材の処遇改善、制度の谷間の要支援者を支える団体へ

の支援を行い、地域包括ケアシステムや地域共生社会の実現に寄与するとともに、

機構が保有する福祉保健医療情報サービス基盤を活用し、全ての利用者が一元的か

つ正確な情報を入手できる環境の整備等を効果的かつ効率的に実施するものとす

る。 

（別添）政策体系図 

 

第２ 中期目標の期間 

通則法第 29 条第２項第１号の中期目標の期間は、平成 30 年４月から平成 35 年

３月までの５年とする。 

 

第３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

通則法第 29 条第２項第２号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項は、次のとおりとし、１～８の各項目を一定の事業等のまとま

りとする。 
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１ 福祉医療貸付事業 

少子高齢化が進展する中、福祉、介護及び医療サービスの安定的かつ効率的な

提供体制を構築することが喫緊の課題となっている。「ニッポン一億総活躍プラン」

においても、待機児童解消の実現を目指した保育の受け皿整備や介護ニーズに応

じた機動的な介護サービス基盤の整備、地域包括ケアの推進、地域における小児・

周産期医療体制の充実や質が高く効率的な医療提供体制の実現が挙げられている。 

こうした政策目的の実現に向けて、福祉医療貸付事業では、民間の社会福祉施

設及び医療関係施設等の整備に対し長期・固定・低利の資金を提供すること等に

より、施設開設者等の負担軽減を図り、福祉、介護及び医療サービスを安定的か

つ効率的に提供する基盤整備に資するとともに、政策融資としての役割を踏まえ、

地域における社会福祉施設及び医療関係施設等の維持及び存続を図ることを最優

先としつつ、貸付債権の適正な管理を行うことが必要であり、以下の点に特に留

意してその適正な実施に努めること。 

 

【重要度：高】 

少子高齢化が進展する中、福祉、介護及び医療サービスの安定的かつ効率的な

提供体制を構築することが喫緊の課題となっており、国において「ニッポン一億

総活躍プラン」等の政策方針の推進に全力を挙げているところであり、民間の社

会福祉施設及び医療関係施設等の整備に対する長期・固定・低利の資金の提供等

によりこの取組に寄与する本事業は重要度が高いものである。 

 

（１）国の福祉医療政策における政策目標を着実に推進するため、毎年度、国と協議

の上、当該年度における融資の基本方針を定めた融資方針に基づき、政策優先度

に即して効果的かつ効率的な政策融資を実施すること。 

また、政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等に基づき、災害復旧、

金融環境の変化に伴う経営悪化等の緊急時における資金需要に迅速かつ機動的に

対応するなど、融資対象の重点化及び必要な融資枠の確保、融資条件の改善等に

より、増大する利用者ニーズへの対応を図ること。 

 

（２）政策融資を効果的かつ効率的に実施するため、福祉医療関係団体や地方公共団

体に対する福祉医療貸付制度の周知・広報を実施し、地方公共団体等との連携強

化を図ること。 

 

（３）利用者の円滑な資金調達に資する観点から、融資や経営診断を通じて得た社会

福祉施設及び医療関係施設等に関するノウハウ等を民間金融機関に提供すると

ともに、民業補完の観点から協調融資の普及に努めること。 

また、協調融資金融機関数について拡大するなど、制度の充実を図るとともに、

適切な運用を行うこと。 
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（４）福祉、介護及び医療サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備を推進す

るため、事業者の施設整備等に関する相談等を適切に実施するとともに、適正な

審査手続を確保しつつ、業務を迅速に実施することにより、利用者サービスの向

上を図ること。 

 

（５）融資後の貸付債権については、福祉医療経営指導事業と連携しつつ、継続的に

貸付先の事業の運営状況や財務状況等を把握するとともに、フォローアップ調査

を実施するなど、債権区分別に適切な期中管理を行うこと。 

 

（６）債権悪化の未然防止を図るため、貸付債権のポートフォリオ分析を的確に実施

し、効果的・効率的な債権管理に努めること。 

また、政策融資を行う機関としての健全性を確保する観点から、リスク管理債

権の発生要因等の分析を行い、分析結果を貸付関係部等にフィードバックするな

ど、リスク管理債権に対する態勢の強化を図ること。 

 

（７）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、経営の悪化あるいは悪化が懸念される貸

付先に対して、貸出条件緩和等の措置を講ずることにより経営を支援し、福祉・

介護及び医療サービスの供給体制の維持を図るよう努めること。 

また、き損する可能性が高い債権の管理の徹底を図るとともに、必要に応じて

債権保全措置を的確に実施すること。 

 

（８）福祉医療貸付事業に関する評価について、以下の指標を設定する。 

①政策融資を効果的かつ効率的に実施するため、福祉医療関係団体や地方公共団

体に対する福祉医療貸付制度の周知・広報を毎年度 100 回以上実施すること。

（第３期中期目標期間実績（平成 25 年度から平成 28 年度実績をいう。以下同

じ。）平均：98 回） 

  【目標の設定及び水準の考え方】 

 ・福祉医療関係団体や地方公共団体との連携強化の実績を測る指標として、「福

祉医療関係団体や地方公共団体に対する福祉医療貸付制度の周知・広報回数」

を採用する。 

・目標水準については、第３期中期目標期間実績の平均を上回るよう設定する。 

 

②協調融資金融機関数について、中期目標期間の最終年度において第３期中期目

標期間最終年度と比べて 65 機関以上増加させること。（第３期中期目標期間実

績：49 機関（年度平均 12.3 機関）） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・民間金融機関との協調融資の推進に係る実績を測る指標として、「協調融資金

融機関数」を採用する。 

・目標水準については、第３期中期目標期間実績を上回るよう設定する。 
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③正常先及び要注意先のうち今後リスク管理債権化する恐れのある貸付先に係る

実地調査等を毎年度 55 貸付先以上に実施すること。（平成 27 年度及び平成 28

年度実績平均：48 貸付先） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・融資後の貸付債権に対するフォローアップによる経営支援の実績を測る指標と

して、「正常先及び要注意先のうち今後リスク管理債権化する恐れのある貸付先

に係る実施調査等の実施先数」を採用する。 

・目標水準については、取組を開始した平成 27 年度及び平成 28 年度実績の平均

を上回るよう設定する。 

 

２ 福祉医療経営指導事業 

少子高齢化が進展する中、福祉医療サービスの安定的かつ効率的な提供体制を

構築することが喫緊の課題となっている。「ニッポン一億総活躍プラン」において

も、待機児童解消の実現を目指した保育の受け皿整備や質が高く効率的な医療提

供体制の実現が挙げられており、こうした課題に対応していくため、福祉医療サ

ービスを担う経営主体の経営の効率化、安定化を図りつつ、施設等の整備を促進

することが求められている。 

こうした政策目的の実現に向けて、福祉医療経営指導事業では、民間の社会福

祉施設及び医療関係施設等の経営者や地方公共団体、福祉医療関係団体等に対し、

公的な立場から経営に関わる正確な情報や有益な知識を提供するセミナーを実施

すること、あるいは機構が保有するノウハウを活用して経営指標の提供や経営状

況を的確に診断することにより、福祉、介護及び医療サービスを安定的かつ効率

的に提供できる施設の経営を直接・間接を問わず支援することが必要であり、以

下の点に特に留意してその適正な実施に努めること。 

 

【重要度：高】 

少子高齢化が進展する中、福祉、介護及び医療サービスの安定的かつ効率的な

提供体制を構築することが喫緊の課題となっており、国において「ニッポン一億

総活躍プラン」等の政策方針の推進に全力を挙げているところであり、福祉、介

護及び医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を直接・間接を

問わず支援することによりこの取組に寄与する本事業は重要度が高いものである。 

 

（１）セミナーについては、民間の社会福祉施設や医療関係施設等の健全な経営を支

援するため、機構の独自性を発揮できる施設整備・経営管理に関する優良実践事

例や政策動向の情報提供等を中心に内容の充実を図ること。 

 

（２）施設経営者等が施設の経営状況を的確に把握することができるよう、経営状況

に関する調査・分析・公表を行うこと。さらには、施設の経営基盤の強化を支援

するため、分析内容の充実を図るなどの取組を行うこと。 
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（３）経営診断については、福祉医療貸付事業と連携しつつ、経営の悪化あるいは悪

化が懸念される施設のほか、制度改正等への対応や人事体系の構築などの個々の

法人・施設が抱える課題の解決に重点を置いた診断・支援の手法・内容の充実を

図ること。 

 

（４）福祉医療経営指導事業に関する評価について、以下の指標を設定する。 

  ①セミナーについては、中期目標期間における延べ受講者数を 16,200 人以上と

すること。（第３期中期目標期間実績：12,926 人（年度平均 3,232 人）） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・セミナーの開催により必要な情報を広く施設経営者等に提供した実績を測る指

標として、「延べ受講者数」を採用する。 

・目標水準については、第３期中期目標期間実績を上回るよう設定する。 

 

②施設の経営状況に関する調査・分析結果（リサーチレポート）については、中

期目標期間において 80 件以上公表すること。（平成 26 年度から平成 28 年度実

績：レポート公表 47 件（年度平均 15.7 件）） 

 

③公表した結果がマスコミの記事・論文等に引用された回数を中期目標期間にお

いて 340 回以上とすること。（平成 26 年度から平成 28 年度実績：記事等引用回

数 199 件（年度平均 66.3 件）） 

 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・施設経営者等が施設の経営状況を的確に把握することができるよう、施設経営

者等に対する情報の提供実績を測る指標として「リサーチレポートの公表件数」、

提供した内容が的確かつ充実していることを測る指標として「マスコミ記事等

引用回数」を採用する。 

・目標水準については、取組を開始した平成 26 年度から平成 28 年度の実績を上

回るよう設定する。 

 

  ④経営診断については、中期目標期間において延べ 1,710 件以上の診断を実施す

ること。（第３期中期目標期間実績：1,363 件（年度平均 340.8 件）） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・施設経営者等が抱える課題の解決に資するための個別経営診断の実績を測る指

標として、「延べ診断件数」を採用する。 

・目標水準については、第３期中期目標期間実績を上回るよう設定する。 

 

３ 社会福祉振興助成事業 

社会福祉振興助成事業（以下「助成事業」という。）については、ＮＰＯ等の非

営利法人が行う民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細かな活動、特に
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制度の谷間にいる要支援者を支える活動等に対して効果的な助成を行うことによ

り、地域共生社会の実現に寄与するとともに、助成先法人等が、助成期間内の活

動だけにとどまらず、継続的に活動するための自立的運営を行う基盤を構築でき

るよう、事業実施の支援及び事後評価を適切かつ効果的に実施し、助成期間後の

助成先法人等の活動の発展・充実にも資するよう、以下の点に特に留意してその

適正な実施に努めること。 

 

（１）助成事業の募集にあたっては、地域共生社会の実現などの国が示した社会福祉

政策を振興する上で必要なテーマに重点化し、毎年度、国と協議の上、助成方針

を定め公表するとともに、ＮＰＯ等の非営利法人が実施する分野横断的な事業や

他団体と連携・協働する事業等を選定すること。 

 

（２）助成金申請業務の効率化により、助成金申請書の受理から交付決定までの平均

処理期間の短縮を図ること。 

なお、効率化にあたっては、「ＩＴ利活用に係る基本指針」（平成 27 年６月高度

情報通信ネットワーク社会推進戦略本部策定）を踏まえること。 

 

（３）助成先法人等のコンプライアンス確保の観点から、ガバナンス強化の支援を充

実させること。 

また、助成期間後の助成先法人等の活動の発展・充実に資するよう、事後評価

を行うとともに、事後評価結果については、助成先法人等に対し、適切にフィー

ドバッグした上で、次年度の募集要領等に反映させること。 

 

（４）助成事業が円滑に実施され、助成先法人等が行う事業の継続・発展に繋がるよ

う、適切な相談・助言に努めること。 

 

（５）助成事業に関する評価について、以下の指標を設定する。 

  ①助成金申請書の受理から交付決定までの平均処理期間を 22日以内とすること。

（第３期中期目標期間実績：平均 22.9 日） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

 ・助成金申請業務の効率化による利用者サービスの向上を測る指標として、「助

成金申請書の受理から交付決定までの平均処理期間」を採用する。 

・目標水準については、第３期中期目標期間実績の平均を下回るよう設定する。 

 

②助成事業が対象とした利用者の満足度（４段階評価のうち最高評価の率）を

60％以上とすること。（第３期中期目標期間実績平均：59.3％） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

  ・助成を実施した事業の効果を測る指標として、「利用者満足度（最高評価の率）」

を採用する。 

・目標水準については、第３期中期目標期間実績の平均を上回るよう設定する。 
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４ 退職手当共済事業 

少子高齢化が進展する中、福祉サービスの安定的かつ効率的な提供体制を構築

することは喫緊の課題であり、その担い手である福祉人材の確保が必要である。

「ニッポン一億総活躍プラン」においても、保育・介護サービスを提供するため

の人材確保に向けた対策が挙げられている。   

こうした政策目的の実現に向けて、退職手当共済事業では、社会福祉施設等を

経営する社会福祉法人等の相互扶助の精神に基づき、退職手当共済制度の安定的

な運営を図ることにより、社会福祉施設等に従事する職員の処遇改善を図り、福

祉人材の確保に資することが必要であり、以下の点に留意してその適正な実施に

努めること。 

 

【重要度：高】 

少子高齢化が進展する中、福祉サービスの安定的かつ効率的な提供体制を構築

することは喫緊の課題であり、その担い手である福祉人材の確保が必要であるた

め、国において「ニッポン一億総活躍プラン」等の政策方針の推進に全力を挙げ

ているところであり、社会福祉施設職員等退職手当共済制度を安定的に運営し、

社会福祉施設等に従事する職員の処遇改善を図り、福祉人材の確保に資する本事

業は重要度が高いものである。 

 

（１）退職手当金の給付事務の効率化により、請求書の受付から給付までの平均処理

期間の短縮を図ること。 

 

（２）利用者の手続面での利便性の向上及び負担の軽減を図るため、提出書類の簡素

化等に努めるとともに、退職届作成システムの利用を促進すること。 

 

（３）社会福祉施設等に従事する職員の処遇改善を図り、福祉人材の確保に資するた

め、都道府県等と連携し、退職手当共済制度を広く周知すること。 

 

（４）退職手当共済事業に関する評価について、以下の指標を設定する。 

①請求書の受付から給付までの平均処理期間を中期目標期間において 42 日以内

とすること。（マイナンバー制度導入後（平成 27 年度及び平成 28 年度）実績平

均：42.1 日） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・退職手当金の給付事務効率化による利用者サービスの向上を測る指標として、

「退職手当金の請求書の受付から給付までの平均処理期間」を採用する。 

・目標水準については、マイナンバー制度導入による事務量の増加を勘案し、マ

イナンバー制度導入後の平成 27 年度及び平成 28 年度実績の平均を下回るよう

設定する。 
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【難易度：高】 

政府において保育・介護サービスを提供するための人材確保に向けた対策が

進められるなか、本事業の加入者数の増加に併せ給付処理件数も増加傾向にあ

り、第４期中期目標期間においても業務量の増加が見込まれることから、前中

期目標期間と同水準の平均処理期間を維持することは難易度が高い。 

 

②退職届作成システムの利用を促進し、利用割合を毎年度 30％以上とすること。

（第３期中期目標期間実績平均：27.5％） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・退職届作成システムの活用による利用者の利便性の向上及び負担軽減を測る指

標として、「退職届作成システムの利用割合」を指標として採用する。 

・目標水準については、任意の利用としている現状を踏まえ第３期中期目標期間

実績の平均を上回るよう設定する。 

 

５ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養保険事業」という。）については、地方公

共団体が実施する心身障害者扶養共済制度（以下「扶養共済制度」という。）によ

って地方公共団体が加入者に対して負う共済責任を保険する事業に関する業務を

安定的に運営することにより、心身障害者の保護者の不安を解消し、保護者死亡

後の心身障害者の生活安定に寄与することを目的とし、以下の点に特に留意して

その適正な実施及び繰越欠損金の発生防止に努めること。 

なお、扶養共済制度に関し、国においては、その安定的な運営を図り、将来に

わたり障害者に対する年金給付を確実に行うため、平成 19 年度末までに加入した

者の積立不足に対応し、機構が定期的に行う扶養共済制度の長期的な財政状況の

検証を踏まえ、毎年度予算編成を経て必要な財政支援措置を各地方公共団体とと

もに講ずることとし、機構は、上記の国・地方公共団体による財政措置を踏まえ、

資金の安全かつ効率的な運用に努めること。 

 

（１）財政状況の検証 

扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を

確実に行うため、毎年度、扶養保険事業の財政状況を検証するとともに、加入者

等に対し公表すること。 

なお、国においては少なくとも５年ごとに保険料水準等の見直しを行うことと

していることから、機構は基礎数値等見直しに必要な情報を提供するとともに、

将来的に当該事業の安定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大臣に

対しその旨を申し出ること。 

 

（２）扶養保険資金の運用 

① 基本的考え方 

扶養保険資金の運用については、資金の特性を十分に踏まえ、長期的な観点
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から安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって扶養保険事業の運営の

安定に資することを目的として行うこととし、運用に関する基本方針（長期的

に維持すべき資産構成割合（以下「基本ポートフォリオ」という。）を含む。）

を定め、これに基づき管理を行うこと。 

また、各資産ともパッシブ運用を中心として、各年度における各資産のベン

チマーク収益率を確保するよう努めるとともに、中期目標期間においても各資

産のベンチマーク収益率を確保すること。 

② 運用におけるリスク管理 

扶養保険資金については、分散投資による運用を行うとともに、運用に伴う

各種リスクの管理を行うこと。 

③ 運用に関する基本方針の見直し 

運用に関する基本方針については、必要に応じて随時見直すこと。 

④ 基本ポートフォリオの策定 

基本ポートフォリオは、長期的な観点から、厚生労働大臣が別途指示する運

用利回りを確保するような資産構成とすること。 

なお、策定に際しては、以下の点に留意すること。 

・扶養保険事業の短期資金需要等を踏まえて策定すること。 

・基本ポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑制すること。 

また、策定時に想定した運用環境が現実から乖離していないかなどについて

の検証を行い、必要に応じて随時見直すこと。 

⑤ 扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証 

扶養保険事業の財政状況の検証に資するため、毎年度、市場環境や投資行動

の観点から運用実績を確認する等の検証を行うこと。 

 

（３）事務処理等の適切な実施 

心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るため、扶養共済制度

を運営する地方公共団体と連携し、事務担当者会議の開催等により相互の事務処

理の適切な実施を図るとともに、制度周知に努めること。 

 

（４）扶養保険事業に関する評価について、以下の指標を設定する。 

・心身障害者及びその保護者に必要な情報が行きわたるよう、国、地方公共団体

及び関係団体等との連携・協力による周知・広報活動を毎年度 15 回以上行うこ

と。（平成 28 年度実績：10 回） 

  【目標の設定及び水準の考え方】 

・国、地方公共団体及び関係団体などとの連携・協力による制度周知実績を測る

指標として、「心身障害者扶養共済制度の周知・広報回数」を採用する。 

・目標水準については、第３期中期目標期間中の最大値である平成 28 年度実績

を上回るよう設定する。 
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６ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及び保健医療に関する情報システムの整備

及び管理を行い、福祉保健医療関連の各種情報を幅広く総合的に提供していくと

ともに、独立行政法人という公的な主体が運営する信用力を活かし、「社会福祉法

等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 21 号）に基づく「社会福祉法人の財

務諸表等電子開示システム」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 65

号）に基づく「障害福祉サービス等情報公表システム」の管理・運営を行うこと

などにより、全ての利用者に対し福祉保健医療施策に関する一元的かつ正確な情

報の基盤を提供することを目的とし、以下の点に特に留意してその適正な実施に

努めること。 

 

【重要度：高】 

全ての利用者に対する一元的かつ正確な情報の提供や、地域共生社会の実現に

向けた情報提供体制の整備の支援などの取組が必要とされている中、国において

は各種関連法律を改正するなど、政策目的の実現に全力を挙げているところであ

り、この取組に寄与する本事業は重要度が高いものである。 

 

（１）福祉保健医療関連の各種情報を幅広く総合的に提供していくとともに、提供す

る情報の質の向上と利用者の利便性の向上に努めること。 

 

（２）国の施策に基づく情報システムについては、国と連携の上、着実に整備し、当

該システムを安定的に運用するとともに、効率的に管理すること。 

 

（３）福祉保健医療施策及び機構業務の効率的な実施を推進するため、ＷＡＭ ＮＥＴ

の活用を図ること。 

 

（４）ＷＡＭ ＮＥＴ事業に関する評価について、以下の指標を設定する。 

 ①中期目標期間において、提供情報の整備充実及び機能の見直しに関する取組を

25 件以上実施すること。（第３期中期目標期間実績：16 件（年度平均 4 件）） 

②年間ヒット件数を毎年度 1 億 1,000 万件以上とすること。（平成 28 年度実績：

１億 144 万件） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・提供した情報の質及び利用者の利便性を測る指標として、「提供情報の整備充実

等に関する取組数」及び「年間ヒット件数」を採用する。 

・目標水準については、提供情報の整備充実等に関する取組数は第３期中期目標

期間における増加率の実績を上回るよう、年間ヒット件数は第３期中期目標期

間中の最大値である平成 28 年度実績を上回るよう設定する。 
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７ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 

厚生年金保険制度及び国民年金制度に基づき支給される年金の受給権者並びに

労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金の受給権者に対し、その受給権

を担保にして低利で小口の資金を貸し付けることにより、高齢者等の生活の安定

を支援すること及び労災年金受給者の生活を援護することを目的として、その適

正な事業実施に努めること。 

また、当該事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成 22 年 12 月７日閣議決定）及び「年金担保貸付事業廃止計画」（平成 25 年

３月厚生労働省策定）に基づいて、当該事業に関する周知状況を勘案した上で平

成 33 年度末を目途に新規貸付を終了することとし、事業の廃止に向けた適切な措

置を講じること。 

なお、当該事業の実施にあたっては、以下の点に留意すること。 
 

（１）業務運営コストを分析し、その適正化を図るとともに、貸付金利の水準に適切

に反映することにより、安定的で効率的な業務運営に努めること。 
 

（２）年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮した審査等を行うととも

に、返済中に生活困難に陥った者に係る返済条件の緩和を行うこと。 
 

（３）円滑に事業を終了する観点から、新規貸付終了時期及び利用可能な他制度等に

関する周知を図るとともに、受託金融機関等の協力を得て窓口における利用者へ

の適切な対応に努めること。 

なお、利用者等に必要な情報が行きわたるよう、福祉関係団体、司法関係団体

及び消費者関係団体などとの連携・協力による周知活動を行うこと。 
 

（４）年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業に関する評価について、以下の指

標を設定する。 

  ・福祉関係団体、司法関係団体及び消費者関係団体など 30 団体以上との連携・

協力による周知活動を行うこと。（平成 28 年度実績：29 団体） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・円滑に事業を終了する観点から、利用者等に必要な情報が広く行き渡るよう、

福祉関係団体、司法関係団体及び消費者関係団体などとの連携・協力による周

知活動を実施し、当該実績を測る指標として、「連携・協力を実施した団体数」

を採用する。 

・目標水準については、第３期中期目標期間中の最大値である平成 28 年度実績

を上回るよう設定する。 

 

８ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、新規貸付の終了した年金住

宅融資等債権の管理及び回収を行い、当該回収金の国への納付により年金給付の

財源に寄与することを目的とし、以下の点に留意してその適正な実施に努めるこ

と。 
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なお、業務承継時からの債権残高の減少状況を踏まえ、当該業務の終了を見据

えた具体的な検討を行いつつ、安定的かつ効率的な業務実施に努めること。 

 

（１）業務終了を見据えた検討に際しては、減少傾向が続く債権残高の将来見通しを

踏まえ、業務運営コストの分析及び将来の収支状況の的確な把握を行うとともに、

さらに当該業務の関係機関と緊密に連携して、今後の課題の把握等に努めること。 

 

（２）年金住宅融資等債権について、貸付先の財務状況等の把握及び分析、担保物件

及び保証機関又は保証人の保証履行能力の評価等を適時に行うことにより、適切

な債権管理に努めること。 

 

（３）年金住宅融資等債権について、適時的確に回収を行うことにより、延滞債権の

発生の抑制に努めること。 

 

（４）延滞債権について、貸付先に対する督促、保証機関又は保証人に対する保証履

行請求及び担保物件の処分等を適切に行うことにより、早期の債権回収に努める

こと。 

 

（５）承継年金住宅融資等債権管理回収業務に関する評価について、以下の指標を設

定する。 

・長期延滞債権については、被保険者の高齢化等により、その回収が一層難しく

なっている中で、経済環境の著しい変動がない限り、総件数に対して 18％以上

の回収処理を行うこと。（第３期中期目標期間実績：平均 17.8%） 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・長期延滞債権に対する取組実績を測る指標として、「長期延滞債権の総件数に

対する回収率」を採用する。 

・目標水準については、第３期中期目標期間実績の平均を上回るよう設定する。 

 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第 29 条第２項第３号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりと

する。 

 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推進 

（１）各事業・業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、計画的なシステムの

導入及び改善に努めること。 

 

（２）情報化の進展に機動的かつ的確に対応すること。 

 

２ 経費の節減 

（１）業務方法の見直し及び事務の効率化を行い、経費の節減に努めること。 
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（２）公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達のため、機構が

策定した「調達等合理化計画」に基づき、一者応札等に対する取組を着実に実施

すること。 

 

（３）運営費交付金を充当する一般管理費及び業務経費（いずれも人件費を除く。）

については、業務の質の確保に留意しつつ、より一層の業務運営の効率化を推進

し、中期目標期間の最終事業年度において、平成 29 年度と比べて一般管理費は

15％程度、業務経費は５％程度の額を節減すること。 

（注）貸付金に係る振込・口座振替手数料及び債権保全費、福祉医療経営指導事

業に係る経費、社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修に係る

経費、退職手当共済事業に係る業務委託費及び退職手当給付金支給に係る振

込手数料、システム関連経費、事務所借料関連経費、公租公課並びに特殊要

因経費を除く。 

役職員の給与水準については、政府の方針を踏まえ検証を行い、その検証結果

や取組状況について公表すること。 

 

第５  財務内容の改善に関する事項 

通則法第 29 条第２項第４号の財務内容の改善に関する目標は、次のとおりとす

る。 

なお、独立行政法人会計基準の改訂等により、運営費交付金の会計処理として、

業務達成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、 収益化単位の

業務ごとに予算と実績を管理すること。 

 

１ 運営費交付金以外の収入の確保 

運営費交付金を充当して行う事業については、それぞれの事業目的を損なわない

範囲で、利用者負担その他の自己収入を確保することに努めること。 

 

２ 自己資金調達による貸付原資の確保 

福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業において、債券の発行等による資金調達

を適切に行うこと。 

 

３ 不要資産の国庫納付 

将来にわたり業務を確実に実施する上で必要なくなったと認められる財産（不要

財産）を速やかに国庫納付すること。 

 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

通則法第 29 条第２項第５号のその他業務運営に関する重要目標は、次のとおり

とする。 
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なお、独立行政法人制度の趣旨を十分に踏まえ、業務実施方法の更なる改善を図

り、機構に期待される社会的使命を効率的、効果的に果たすことができるよう、経

営管理の充実・強化を図ること。 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 

国の政策や福祉医療に係る事業経営環境が変化する中で福祉医療に係る事業の

健全な発展を総合的に支援するため、組織編成等の業務運営体制を継続的に見直す

こと。 

 

２ 内部統制の充実 

（１）内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の

整備」（平成 26 年 11 月 28 日総務省行政管理局通知）を踏まえ、内部統制基本方

針等関係規程類を適時適切に見直し、整備するとともに、各種会議や研修等にお

ける指示の伝達等を通じて役職員で認識を共有すること。 

また、モニタリングを通じて内部統制の仕組みが有効に機能しているか点検・

検証を行い、その結果を踏まえて、当該仕組みが有効に機能するよう見直しを行

うことにより、機構の組織規模及び事務・事業の特性を踏まえた内部統制の更な

る充実を図ること。 

 

（２）政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報セキュリ

ティポリシー等関係規程類を適時適切に見直すとともに、適切な情報セキュリテ

ィ対策を講じることにより、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力及び

組織的対応能力の強化に取り組むこと。 

また、上記の対策の実施状況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セ

キュリティ対策の改善を図ること。 

 

３ 人事に関する事項 

（１）女性活躍や働き方改革を推進する観点から、育児・介護等との両立支援、ワー

ク・ライフ・バランスの推進などの各種人事施策を講じること。 

 

（２）職員の資質向上を図るため、人材の育成に努め、士気及び専門性の高い組織運

営に努めること。 
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ニ ッ ポ ン 一 億 総 活 躍 プ ラ ン

（ 平 成 2 8 年 6 月 2 日 閣 議 決 定 ）

日 本 再 興 戦 略

（ 平 成 2 8 年 6 月 2 日 閣 議 決 定 ）

まち・ひと ・しごと創生基本方針 2 0 1 6

（ 平 成 2 8 年 6 月 2 日 閣 議 決 定 ）

独立行政法人福祉医療機構の政策体系図

福祉医療機構の取組により、福祉・医療サービスを提供している事業者への支援を通じた福祉医療施策の推進や福祉的支援を必要
とする方への生活支援の充実に大きく寄与。また、保険財政の安定化にも貢献。

独立行政法人福祉医療機構の役割

＜福祉・医療の環境整備や人材確保、福祉的支援が必要な方への支援等が不可欠＞

国の指示 ・政策優先度に即した効果的・効率的な政策融資を実施すること。
・相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設等職員や障害者の生活を支援するための共済制度を確立すること。
・特例的に年金受給権を担保とした融資を実施し、高齢者等の生活の安定を支援すること。 等

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の

構築に向けた介護基盤整備

地 域 医 療 構 想 に 基 づ く

医 療 体 制 整 備

障 害 福 祉 サ ー ビ ス

提 供 体 制 整 備

社会福祉施設職員等の

待 遇 改 善

障 害 者 の 自 立 支 援
年金受給者等に対する

生 活 支 援 等

保 育 の 受 け 皿 確 保

厚生労働省
の政策目的

施 設 の 耐 火 ・ 耐 震 化 等
の 安 全 性 の 向 上

○福祉医療貸付事業（貸付件数：1,073件3,074億円）
・社会福祉施設、医療施設等に対して、「長期･固定･低利」
により施設整備資金等を融資
・災害復旧、診療報酬改定に伴う経営悪化等の緊急時に
おける資金への対応

○経営サポート事業（個別経営診断件数：
337件）
福祉医療施設経営者に対し経営指導

（セミナー、コンサルティング等）を実施し、
施設経営を支援

○年金担保貸付事業・労災年金担保
貸付事業（貸付件数：9.3万件506億円）
年金受給者の方に、医療、介護、冠

婚葬祭等一時的に必要な資金を融資

○承継年金住宅融資等債権管理回収
業務（融資残高：6,718億円）
年金住宅融資等にかかる既往貸付

債権の管理・回収業務を実施○社会福祉振興助成事業（採択件数：128件6億円）
民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細やか

な活動等に対し助成

○退職手当共済事業（支給者数：75,891人）
社会福祉法人の経営する社会福祉施設等に従

事する職員に対し退職手当金を支給

○心身障害者扶養保険事業（加入者数：67,025人）
地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済

制度について、加入者に対して負う共済責任を全
国規模で保険

福祉・医療に関する多様な事業を一体的に実施することにより、
地域の福祉・医療の向上を目指して民間活動を支援

○福祉保健医療情報サービス事業（WAM NET）（ヒット件数：1億144万件）
・福祉保健医療関連の各種情報を幅広く総合的に提供
・国の施策に基づく情報公表システムの整備・管理

事業者支援 個人への直接支援
※（）内は平成28年度実績
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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園中期目標（案） 

 

 

独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）第 29条第１項の規定に基づき、独立

行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園（以下「のぞみの園」という。）が達

成すべき業務運営に関する目標を次のとおり定める。 

 

平成 30年 月 日 

厚生労働大臣 加藤 勝信 

 

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

我が国の障害児・者を取り巻く現状をみると、障害者の地域移行や一般就労への移行

が進む中、障害者が望む地域生活の実現、障害者の高齢化に対応した支援の在り方、障

害児に対する専門的で多様な支援の確立など、国として取り組むべき喫緊の課題が山積

している。また、政府は、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28年６月２日閣議決定）

により、子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、

高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目指している。 

また、平成 28年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

（平成 17 年法律第 123 号。以下、「障害者総合支援法」という。）が改正され、障害者

が望む地域生活の実現や職場への定着を図るとともに、障害者の高齢化、障害児支援の

ニーズの多様化への対応を進めるため、より一層のきめ細かな支援が求められている。 

こうした状況の中、重度の知的障害者に対する支援については、のぞみの園において

自立のための先導的かつ総合的な支援の提供を行う他、知的障害者の支援に関する調

査・研究及びその成果を踏まえた養成・研修を実施することにより、全国の知的障害関

係施設等に情報発信し、障害者支援の質の底上げを行っているところである。 

第４期中期目標期間においては、国が独立行政法人に実施させるべき業務に特化し、

独立行政法人に求められている業務運営の効率性、自立性及び質の向上を図りつつ、よ

り一層、自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調

査・研究及びその成果を踏まえた養成・研修を効果的かつ効率的に実施するものとする。 

なお、中長期的な業務運営の在り方については、平成 29年５月から平成 30年２月に

かけて開催した「（独）国立のぞみの園の在り方検討会」で取りまとめられた報告書（「国

立のぞみの園の在り方検討会報告書（平成 30年 月 日）」（仮称））を踏まえ、関係機

関と協議の上、具体化を図ること。このため、第４期中期目標期間においては、本検討

会の報告書との整合性を図りながら業務を運営すること。 

 

（別添）政策体系図及び一定の事業等のまとまり 
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第２ 中期目標の期間 

独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第 29条第２項第１号の中期目標の期

間は、平成 30年４月１日から平成 35年３月 31日までの５年間とする。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

通則法第 29 条第２項第２号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 自立支援のための取組 

 障害者の自立支援の観点から、施設入所から地域で日常生活又は社会生活を営むこ 

とができるように支援することが重要である。このため、以下の事項を実施すること。 

（１）重度知的障害者のモデル的な支援を行うことにより、施設入所利用者の地域へ 

の移行を引き続き推進していくこと。こうした取組により、施設入所利用者数

について、第３期中期目標終了時（平成 30 年３月 31 日）と比較して、14％縮

減すること。支援にあたっては、引き続き、地域生活体験の実施や保護者懇談

会等の開催などを行うことにより、円滑な地域移行に努めること。 

   

〈重要度：高、難易度：高〉 

・ 障害者が地域で日常生活又は社会生活を営むことができるように支援するこ

とは、障害者総合支援法の基本理念にも明記されている。のぞみの園は、国で

唯一、独立行政法人として運営する重度の知的障害者総合施設であり、先導的

に取り組む役割を担っているため、引き続き、施設入所利用者の地域移行を推

進することは重要度が高い目標である。 

・ 独立行政法人に移行する以前から入所している者（以下、「移行前の施設入所

利用者」という。）（平成 29年４月１日現在）の平均年齢は、65.4歳、平均入所

期間は、40.7 年、障害支援区分（1～6）の平均は、5.9 であり、重度の知的障

害かつ高齢・長期の入所者が多くを占めており、地域移行に関しては、保護者

の理解が不可欠である。また、加齢に伴い、機能低下・重症化が顕著である入

所者が増加しており、これらの者には、常時医療的支援が必要となるなど、特

別な支援が必要な者も多く、受入れ可能な移行先事業所が限定されることから、

難易度が高い目標である。 

 

（２）高齢の施設入所利用者に対する専門性の高い支援を実践すること。支援にあた

っては、認知症を発症した者、機能低下の著しい者及び医療的ケアの必要な者も

多いことから、医療との連携を重視しながら、機能低下に対する予防的なケアに

取り組むとともに、生活環境の配慮に努めること。 
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（３）引き続き有期限で受け入れる、著しい行動障害等を有する者及び福祉の支援を

必要とする矯正施設を退所した知的障害者（以下、「著しい行動障害を有する者

等」という。）について、モデル的支援として拡充を図ること。支援にあたって

は、本人の特性を考慮した適切な支援プログラムを作成するなど、きめ細かな対

応に努めること。なお、矯正施設を退所した知的障害者の支援について、特に法

務関係機関と連携･協力を図ること。 

 

〈重要度：高、難易度：高〉 

・ 著しい行動障害を有する者等は、重度の知的障害者であり支援が難しく、地

域での受け入れに当たり課題を抱えていることが多い場合があることから、地

域での支援が進むようにモデル的支援の構築が必要である。モデル的支援を構

築し普及することによって、障害の程度によらず、障害者が地域で日常生活又

は社会生活を営むことができるように支援することは、重要度が高い目標であ

る。 

・ これまでのぞみの園が行ってきた取組状況によると、著しい行動障害等を有

する者については、地域で受け入れる施設等がないケースや、受け入れてはい

るものの今後の支援方針が定まらず支援者が疲弊しているケースが多く、支援

が困難となっている。また、矯正施設を退所した知的障害者は、知的障害のみ

ならず、発達障害、精神障害を併せ持つなど、複雑で多岐にわたる課題を抱え

ているため、きめ細かな支援が必要なケースが多く、その支援にあたっては、

福祉サービスだけでなく、刑務所、保護観察所、保護司及び地域生活定着支援

センター等の関係機関等との連携が必要となる。さらに、その対応については

医療・福祉の両面から支援をすることが必要であり、本人の特性を考慮した個

別対応をはじめ、期間を設定して課題を整理・改善し、地域での生活を実現さ

せることは多くの困難が想定される。このため、難易度が高い目標である。 

  

（４）上記（１）から（３）までの重度知的障害者に対する自立のための先導的かつ

総合的な支援を行うために関係機関との連携を図ること等により、全国の知的障

害関係施設等で活用ができるサービスモデル等を構築し、その普及に取り組むこ

と。 

 

（５）評価における指標 

自立支援のための取組に関する評価について、以下の指標を設定する。 

① 地域移行者数を毎年度５人以上とする。（平成 28年度実績値５人） 

②  地域生活体験(宿泊体験、日中体験)の実施日数を毎年度延べ 200 日以上と

する。（平成 28年度実績値 194日） 
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③ 保護者懇談会等での説明回数を各寮毎年度１回以上とする。（平成 28 年度

実績値 1回） 

④ 著しい行動障害等を有する者について第４期中期目標期間末までに施設入

所利用者数を 40人まで拡充する。（平成 28年度末施設入所利用者数９人） 

⑤ 矯正施設を退所した知的障害者について第４期中期目標期間末までに施設

入所利用者数を 14 人まで拡充する。（平成 28年度末施設入所利用者数５人） 

⑥ 著しい行動障害等を有する者について、受け入れから３年以内に地域移行

した割合を 100％とする。（平成 28年度実績値 100％） 

⑦ 矯正施設を退所した知的障害者について、受け入れから２年以内に地域移

行した割合を 100％とする。（平成 28年度実績値 100％） 

 

〈指標の設定及び水準の考え方〉 

・ 地域移行の推進に関する指標については、地域移行者数だけでなく、地域移

行につながるプロセスに関する指標も重要である。このため、施設入所利用者

の意思のくみ取りや課題の把握のために実施する地域生活体験の日数や、地域

移行への理解を促すため実施する、保護者懇談会等での説明回数を指標として

採用する。 

・ 地域移行者数について、施設入所利用者の高齢化・重度化等が進み、地域移

行について課題が多いが引き続き取り組むこととし、平成 28年度実績値以上を

指標とする。 

・ 地域生活体験の実施日数、保護者懇談会等について、施設入所利用者数の減

少により、対象者数が減少していることから、平成 28年度実績値を指標とする。 

・ 著しい行動障害を有する者等への支援に係るニーズを踏まえ、第４期中期目

標期間の施設入所利用者数を拡充するとともに、拡充を図る指標として施設入

所利用者数を指標として採用する。 

・ 著しい行動障害を有する者等のモデル的支援の実践を測る指標として、地域

移行の割合を指標として採用する。 

 

２ 調査・研究 

（１）調査・研究のテーマの設定 

知的障害に関する国の政策課題等について、障害福祉施策推進のための基礎的

なデータの収集・分析の他、のぞみの園のフィールドを活用したモデル的支援の

実践成果の取りまとめ及び知的障害関係施設従事者等の資質向上のためのガイド

ラインの作成や効果的な実務研修プログラムの開発等、のぞみの園でなければ実

施できないものに特化して、各年度において具体的なテーマ等を設定して調査・

研究を行うこと。 
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なお、テーマ等の設定にあたっては、障害福祉施策の動向や社会的ニーズを踏

まえ、障害福祉施策の推進に資するものであって、かつ、その成果が全国の知的

障害関係施設等で活用されるなど支援の実践につながるものとなるよう努めるこ

と。 

 

（２）調査・研究の内容の充実 

調査・研究の基本的な方針や内容について、全国の研究機関、研究者及び事業

所との連携・協力を行うことで、充実を図ること。なお、障害福祉施策の推進に

資するなど適正な調査・研究の内容となっているか、外部の有識者が参画する研

究会議等で評価を受けること。 

 

（３）調査・研究の成果の積極的な普及・活用 

調査・研究の成果について、広報媒体の活用、講演会等の開催、各種学会等の

活用を通して、蓄積した研究成果をわかりやすく解説した情報発信を行うことに

より、全国の知的障害関係施設等における普及・活用を図ること。 

 

〈重要度：高〉 

・ のぞみの園のフィールドを活用した調査・研究の成果を全国の知的障害関係

施設等に普及することは、障害者支援の質の底上げに資するため、重要度が高

い目標である。 

 

（４）評価における指標 

調査・研究に関する評価について、以下の指標を設定する。 

① 研究会議の開催を毎年度合計２回以上実施する。（平成 25年度～28年度の 

平均値２回） 

②  外部研究者等と協働した研究を毎年４テーマ以上実施する。（平成 25年度 

～28年度平均値 3.8テーマ） 

③  ホームページに掲載した研究成果のアクセス件数を毎年度 20,000件以上と 

する。 

④ 各種学会等における成果の発表回数を毎年度 22回以上とする。（平成 25年

度～28年度の実績平均値 21.5回） 

 

〈指標の設定及び水準の考え方〉 

・ 調査・研究の内容の充実を測る指標として、研究会議の開催数及び外部研究

者等との協働研究のテーマ数を採用する。 

・ 研究会議の開催数、外部研究者等との協働研究について、第３期中期目標期
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間で達成した水準以上を目指すことから、平成 25年度～28年度の実績平均値以

上を指標とする。 

・ 調査・研究の成果の普及・活用を測る指標として、アクセス件数及び成果の

発表回数を指標として採用する。 

・ ホームページに掲載した研究成果のアクセス件数については、第３期中期目

標期間で達成した水準以上を目指すことから、平成 29 年度実績を指標とする。

（平成 29年９月からカウントしているため、平成 29年９月から 11月の平均ア

クセス件数（月 1,677件）をもとに水準を設定。） 

・ 各種学会等における成果の発表回数について、第３期中期目標期間で達成し

た水準以上を目指すことから、平成 25年度～28年度の実績平均値以上を指標と

する。 

 

３ 養成・研修 

障害者福祉や保健医療に従事する者の資質向上を図るため、研修会及びセミナー

を開催するとともに、知的障害者支援業務に従事する専門家を育成するための取組を

行う。また、ボランティアを希望する学生等には、実践の機会を提供すること。なお、

養成・研修の成果等について、全国の知的障害関係施設等で活用されるよう、支援の

実践につなげることができるような内容とし、成果等を発表する機会を設けること。 

 

○ 評価における指標 

養成・研修に関する評価について、以下の指標を設定する。 

① 研修会・セミナーの開催数を毎年度 10回とする。（平成 29年度実績（見込み）

10回） 

② 研修会・セミナーの参加者の満足度を毎年度 80％以上とする。（平成 25 年度

～28年度の実績平均値 72.6％）  

③ 実習生の受入れを毎年度 150 人以上とする。（平成 25 年度～28 年度の実績平

均値 184人） 

④  ボランティアの受入れを毎年度 1,250 人以上とする。（平成 25 年度～28 年度

の実績平均値 1,218人） 

  

〈指標の設定及び水準の考え方〉 

・ 従事者の資質向上を測るための指標として、研修会・セミナー等の開催数を

採用するが、このほか、養成・研修の成果が支援の実践に活用される指標とし

て、研修会・セミナー等の参加者の満足度を採用する。さらに、満足度のアン

ケートを実施する際に、研修会・セミナーで得られた成果について活用予定等

の把握に努める。 
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・ 研修会・セミナーの開催数については、国の政策課題や重点目標に従って開

催することから、平成 29年度実績（見込み）に基づいて成果が期待できる指標

とする。 

・ 研修会・セミナーの活用度を測る指標として、参加者の満足度を設定する。

これについては、第３期中期目標期間で達成した水準以上を目指すことから、

平成 25年度～28年度の実績平均値以上を指標とする。なお、研修会等に満足し

た参加者は、所属機関において研修等の成果を活用すると想定し、評価基準は、

最高評価を付けた者の割合とする。 

・ 実習生の受入れについては、地域移行等により施設入所利用者数が減少する

ことに伴い、実習が可能な寮が減少することを踏まえ指標を設定する。 

・ ボランティアの受入れについては、第３期中期目標期間で達成した水準以上

を目指すことから、平成 25年度～28年度の実績平均値以上を指標とする。 

 

４ 援助・助言 

重度知的障害者の地域移行、知的障害者の支援方法及び障害者総合支援法に基づく

サービスの支援技術について、のぞみの園における専門的・先駆的な取組みや調査・

研究の成果等に基づき、全国の知的障害関係施設等の求めに応じて援助・助言を行う

とともに、全国の知的障害関係施設等における自立支援活動に寄与することが可能と

なるよう、支援の実践につなげることができるような内容とすること。 

また、必要に応じてのぞみの園から講師を派遣するなど、障害者支援の質の向上に

寄与すること。 

 

〈重要度：高〉 

・ 全国の知的障害関係施設等においては、障害者の支援ニーズが多様化する中、

個々の機関で課題を解決することが困難な場合があり、現に、関係機関、病院

等からの問い合わせが増加している。こうした事態に対処するため、豊富な知

見を有するのぞみの園による援助・助言を行うことは重要である。また、こう

した取組は、障害者支援の質の向上、人材の養成にもつながることから、その

果たす役割は重要である。 

 

○ 評価における指標 

援助・助言に関する評価について、以下の指標を設定する。 

① 全国の知的障害関係施設等に対し行う援助・助言の件数を毎年度 350 件以上

とする。（平成 25年度～28年度の実績平均値 322件） 

② のぞみの園から全国の知的障害関係施設等に派遣する講師の派遣件数を毎年

度 130件以上とする。（平成 25年度～28年度の実績平均値 130件） 
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〈指標の設定及び水準の考え方〉 

・ 全国の知的障害関係施設等の活動に寄与した程度を図る指標として、援助・

助言の件数、講師派遣の件数を採用する。 

・ 援助・助言の件数、講師派遣の件数については、第３期中期目標期間で達成

した水準以上を目指すことから、平成 25年度～28年度の実績平均値以上を指標

とする。 

 

５ その他の業務 

１から４に附帯する以下の各種業務を行うこと。 

（１）診療所の運営を行うこと。なお、運営にあたっては、高齢化する施設入所

利用者の身体機能の低下に対応したリハビリによるＱＯＬの向上及び著しい

行動障害を有する者等への心理・精神面からの医療的アプローチによる二次

障害等の軽減を図るなど、診療所の機能を有効に活用することに留意するこ

と。また、定期的にモニタリング（外来患者数の動向、病床利用率の推移等）

を実施し、経営改善に努めること。 

（２）発達障害児・者の支援を行うこと。なお、支援にあたっては、就学前から

継続的かつ予防的に対応し、安定した生活が送れるよう支援することに留意

すること。 

（３）地域の障害者に対する相談、短期入所、就労支援など地域生活の支援を行

うこと。 

 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第 29条第２項第３号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりと

する。 

 

１ 効率的な業務運営体制の確立 

業務の質の確保を図りつつ、独立行政法人に求められている業務運営の効率性、自

律性及び質の向上を図るため、次の目標を達成すること。 

（１）効率的な業務運営体制の確立及び人事管理に関する体制の見直し 

提供するサービスの質を確保しつつ、効率的かつ柔軟な組織編成を行うととも 

に、地域移行等による施設入所利用者の減少に応じて、関係部門の体制の縮小を

図っていく。また、将来の方向性やビジョンを再検討した上で適正な人員の配置

や資質の高い人材をより広く求めるとともに、研修等を通じた人材育成を図るこ

と等により、全体として人員･コストを縮減すること。また、給与水準について常

に検証し、その検証結果や取組状況を公表し、十分に国民の理解が得られるもの
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とすること。 

 

（２）業務運営の効率化に伴う経費節減 

一般管理費及び事業費等の経費（運営費交付金を充当するもの〈定年退職者に 

係る退職手当に相当する経費を除く。〉）について、中期目標期間の最終年度（平

成 34年度）の額を、初年度（平成 30年度）と比べて５％以上節減すること。 

  

２ 効率的かつ効果的な施設・設備の利用 

既存の施設・設備を有効活用しつつ、効率的かつ効果的な業務運営を図ること。 

 

３ 合理化の推進 

契約は、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、引き続き

随意契約の適正化を推進すること。 

① 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年５ 

月 25日総務大臣決定）を踏まえて、引き続き、公正かつ透明な調達手続による、

適切で迅速かつ効果的な調達を実現する。 

② 毎年度、「調達等合理化計画」を策定し、その取組状況を公表すること。 

③ 外部有識者等からなる契約監視委員会による点検を踏まえて、競争性のない 

随意契約の削減を更に徹底する等、引き続き調達等の改善に努めること。 

 

第５ 財務内容の改善に関する事項 

通則法第 29条第２項第４号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 自己収入の増加に努めることにより、中期目標期間中において、総事業費（定年

退職者に係る退職手当を除く。）に占める自己収入の比率を、50％以上にすること。 

 

２ 経費の節減を見込んだ予算による業務運営の実施 

「第４ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予

算を作成し、適切な予算管理を通じて当該予算内で健全な運営を行うこと。 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

通則法第 29 条第２項第５号のその他業務運営に関する重要事項は、次のとおりと

する。 

 

１ 施設整備や改修等については、適切な支援サービスの確保に留意しつつ、施設利

用の状況、社会経済情勢を踏まえ、その必要性や経費の水準等について十分に精査
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すること。 

 

２ 内部統制強化への取組については、「独立行政法人の業務の適正を確保するため 

の体制等の整備」について（平成 26年 11月 28日付け総務省行政管理局長通知） 

を踏まえて、必要な規程類や体制の整備を行い、内部統制が有効に機能しているか 

点検・検証を行うとともに、内部統制に係る事項について、役職員で認識の共有を 

図ること。 

 

３ 情報セキュリティ対策の強化については、政府機関の情報セキュリティ対策のた

めの統一基準群を踏まえ、情報セキュリティポリシー等関係規程類を適時適切に見

直し、整備すること。また、これに基づき、セキュリティ対策を講じ、情報システ

ムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組

むこと。また、対策の実施状況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルによる情報セキ

ュリティ対策の改善を図ること。 

 

４ 提供するサービスに対する第三者から意見等を聴取する場の確保については、適

切なサービスの提供と業務運営の向上を図るため、第三者から意見等を聴取する機

会を確保するとともに、第三者評価機関による福祉サービスの評価を実施すること。         

また、その評価結果等を公表し、事業運営への反映に努めること。 
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（独）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園に係る政策体系図 

  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 
  のぞみの園法（抄） 
  【平成１４年１２月１３日号外法律第１６７号】  
  第３条  のぞみの園は、重度の知的障害者 
  に対する自立のための先導的かつ総合的な 
  支援の提供、知的障害者の支援に関する 調 
  査、研究 等を行うことにより、知的障害者の 
  福祉の向上を図ることを目的とする。 

国の基本方針 

次期中期目標期間（平成３０年度～３４年度）における法人が果たすべき役割 

総合施設の設置・運営 調査・研究、情報提供 

養成・研修 

○施設入所利用者の地域移行への取組 
○施設入所利用者の高齢化に対応した支援 
○著しく行動障害等を有する者等への支援 
○矯正施設を退所した知的障害者への支援  

○総合施設のフィールドを活用したモデル的 
   支援の実践を踏まえた調査・ 研究      

○モデル的支援の実践や調査・研究の成果等 
     を踏まえ、全国の知的障害関係施設等の職 
     員の養成・研修を実施。 

援助・助言 

○知的障害者関係施設からの相談に対する 
     援助・助言      

附帯業務 

○診療所の設置・運営 
○発達障害児・者への支援  
○共同生活援助事業所の設置・運営 等     

○障害者基本法（抄） 
     第１１条第１項（障害者基本計画等） 
    政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な 
     推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない。 
 
 
 
 
     

    

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）
（抄） 
  第１条の２（基本理念）  全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互
に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する。   
 

 障害者基本計画（抄）【平成２５年９月２７日閣議決定】 
 Ⅱ 基本的な考え方  １ 基本理念（抄） 
  全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊   
  重し合いながら共生する社会の実現を目指して、講じられる必要がある。 
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一定の事業等のまとまり 

１ 自立支援のための取組（第３－１） 

２ 調査・研究（第３－２） 

３ 養成・研修（第３－３） 

４ 援助・助言（第３－４） 

５ その他の業務（第３－５） 
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独立行政法人農畜産業振興機構中期目標（案） 

平成 30 年 月 日 

農 林 水 産 省 

           

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割       

我が国は、超高齢化社会や人口減少社会の到来といった国内の社会情勢の変化だ

けでなく、グローバル化の進展といった世界的な環境の変化に直面している。農業分

野においても、食料の安定供給を確保するとともに、農業を発展させるためのスピー

ド感のある取組が求められている。このため国は、食料・農業・農村基本計画（平成

27 年３月 31 日閣議決定。以下「基本計画」という。）を決定し、農業の構造改革や

新たな需要の取り込み等を通じて農業や食品産業の成長産業化を促進することとし

ている。 

独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）は、基本計画における農

畜産業及び関連産業の持続的な発展に関する施策について、国民生活上重要な畜産

物、野菜、砂糖及びでん粉（以下「農畜産物」という。）を対象に、農畜産物生産者

の経営安定や農畜産物の安定供給を図るための対策等を実施している。 

機構は、平成 15 年 10 月１日の設立以降、第１期から第３期中期目標期間におい

て、経営安定対策、需給調整・価格安定対策、家畜疾病や自然災害等に係る緊急対策、

情報収集提供業務等の的確な実施を通じて、農畜産業及びその関連産業の健全な発

展並びに国民消費生活の安定に寄与するという使命を果たしてきた。 

こうした中、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴い決定された総合的なＴ

ＰＰ関連政策大綱（平成 27 年 11 月 25 日ＴＰＰ総合対策本部決定）において、牛肉、

豚肉、乳製品及び甘味資源作物について経営安定対策の充実等の措置を講ずること

とされ、また、農業の競争力強化を実現するため、農業競争力強化プログラム（平成

28 年 11 月 29 日農林水産業・地域の活力創造本部決定）が決定され、肉用牛・酪農

の生産基盤の強化及び牛乳・乳製品の流通等の改革を推進することとされた。さら

に、平成 29 年７月に日ＥＵ経済連携協定が大枠合意に至り、新たな国際環境に入る

ことを踏まえ、平成 29 年 11 月 24 日に改定された総合的なＴＰＰ等関連政策大綱

（以下「ＴＰＰ等政策大綱」という。）では、経営安定に万全を期すため、生産コス

ト削減や収益性向上への意欲を持続させることに配慮しつつ、経営安定対策の充実

等の措置を講ずることとしている。 

このように、機構の実施する経営安定対策や需給調整・価格安定対策等の業務は、

国の施策の推進にとって一層重要となっていることから、機構は引き続き、国との連

携強化を図りつつ、独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月 24

日閣議決定）等の政府方針を踏まえ、機動的かつ効率的に業務を実施することによ

り、国民の期待と信頼に応え、本中期目標の達成を図るものとする。 

                  

第２ 中期目標の期間       

機構の中期目標の期間は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までの５年

間とする。 
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第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項       

経営安定対策、需給調整・価格安定対策及び緊急対策の各業務については、基本計

画等において示された国の政策目標等を踏まえつつ、農畜産業を巡る諸情勢の変化

に的確に対応し、その効率的かつ効果的な実施を図る。 

なお、独立行政法人の目標の策定に関する指針（平成 26 年９月２日総務大臣決定）

における「一定の事業等のまとまり」は、１から５までの各業務とする。 

１ 畜産（肉畜・食肉等）関係業務 

（１）経営安定対策 

国の政策目標である基本計画等を踏まえ、生産者が希望を持って畜産業に従事

できるよう、畜産経営の安定とともに、競争力を高めて生産基盤の強化を図る観点

から、肉畜・食肉等に係る補助事業等を以下のとおり実施する。 

ア 畜産業振興事業 

肉畜・食肉等に係る補助事業は、肉畜・食肉等の生産・流通の合理化を図るた

めの事業その他の肉畜・食肉等に係る産業の振興に資するための事業で、国の補

助事業を補完するためのものを対象とし、国等の行う事業・施策との整合性を確

保しつつ、独立行政法人農畜産業振興機構法（平成 14 年法律第 126 号。以下「機

構法」という。）に基づき、国、事業実施主体等との明確な役割分担と連携の下

に、機動的かつ弾力的に実施する。 

（ア）肉用牛対策 

肉用牛肥育経営の安定を図るため、肥育牛１頭当たりの粗収益が生産コス

トを下回った場合に、補塡金の交付等を行う。 

このため、補塡金の交付状況等に応じて所要の基金造成を行う。なお、基金

造成は、事業実施主体からの概算払請求書を受理した日から 14 業務日以内に

行う。 

     （第３期中期目標期間実績：14 業務日） 

  

（イ）養豚対策 

養豚経営の安定を図るため、肉豚１頭当たりの粗収益が生産コストを下回

った場合に、補塡金の交付等を行う。 

生産者補塡金については、肉豚生産者からの交付申請を受理した日から 17

業務日以内に交付する。 

（第３期中期目標期間実績：実績なし） 

 

（ウ）補完対策 

肉畜・食肉等に係る環境変化等を踏まえ、肉畜・食肉の生産性向上等に資す

るため、経営安定対策を補完する事業を、新規・拡充事業の事業説明会等の実

施により、効率的かつ効果的に実施する。なお、継続事業についても必要に応

じて事業説明会等を実施する。 

     （第３期中期目標期間実績：新規・拡充事業の事業説明会の実施：100％） 
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イ 肉用子牛生産者補給交付金の交付等 

肉用子牛生産の安定を図るため、肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和 63 年

法律第 98 号）に基づき、肉用子牛価格が保証基準価格を下回った場合に、肉用

子牛生産者補給交付金の交付等を行う。 

（ア）肉用子牛生産者補給交付金等については、指定協会からの交付申請を受理し

た日から 14 業務日以内に交付する。 

（第３期中期目標期間実績：11 業務日） 

 

（イ）肉用子牛生産者補給交付金の交付状況に係る情報を、全指定協会に対する肉

用子牛生産者補給交付金の交付が終了した日から５業務日以内に、ホームペ

ージで公表する。 

（第３期中期目標期間実績：５業務日） 

 

  ＜目標水準の考え方＞（第３の１の（１）のアの（ア）、（イ）及びイ） 

   交付金等を申請する対象者、申請件数、申請書類、審査内容等を考慮し、アの

（ア）については、効率的な事務処理が行われたと考えられる第３期中期目標期

間の実績と同水準の目標を、アの（イ）については、現在の事業対象生産者数が

減少していることを勘案した水準の目標を、イの（ア）については、第３期中期

目標期間の実績は乳用種だけの交付であったことから、乳用種に加え肉専用種

及び交雑種にも交付する場合を考慮し、第３期中期目標期間と同水準の目標を

設定した。 

        また、イの（イ）については、業務実績の取りまとめ、公表内容の確認等の    

事務手続きを考慮し、効率的な事務処理が行われたと考えられる第３期中期目    標

期間の実績と同水準の目標を設定した。 

 

【重要度：高】（第３の１の（１）のアの（ア）、（イ）及びイの（ア）） 

基本計画に基づく経営安定対策であり、また、ＴＰＰ等政策大綱において充実

の措置を講ずるとされた経営安定対策として、的確に実施する必要があるため。 

 

（２）需給調整・価格安定対策 

畜産物の価格の安定を図るため、畜産物の需給動向を定期的に把握するととも

に、畜産経営の安定に関する法律（昭和 36 年法律第 183 号。以下「畜産経営安定

法」という。）に基づき、指定食肉の買入れ・売渡し等を以下のとおり実施する。 

ア 指定食肉の売買 

指定食肉の買入れ・売渡しを決定した場合は、決定した日から 30 業務日以内

に売買業務を実施する。 

（第３期中期目標期間実績：実績なし） 

 

イ 生産者団体等が行う畜産物の調整保管事業に対する補助 

国が保管計画の認定を行った場合は、認定した日から 14 業務日以内に調整保
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管に係る補助金の交付決定を行う。 

（第３期中期目標期間実績：実績なし） 

 

＜目標水準の考え方＞（第３の１の（２）のア及びイ） 

      第３期中期目標期間から制度の仕組みに変更はないこと等を踏まえ、第３期

中期目標期間と同水準の目標を設定した。 

 

（３）緊急対策 

畜産をめぐる諸情勢の変化に対応して緊急に行うものを対象とし、口蹄疫等の

畜産に重大かつ甚大な影響を及ぼす家畜疾病や畜産をめぐる情勢の変化等に対応

した畜産農家及び畜産関係者への影響緩和対策を、国との緊密な連携の下、機動的

に実施することとし、国からの要請文受理後、原則として 18 業務日以内に事業実

施要綱を制定する。 

   （第３期中期目標期間実績：18 業務日） 

 

  ＜目標水準の考え方＞（第３の１の（３）） 

         緊急対策として行う事業の補助金等を申請する事業実施主体、事業内容等の 

    具体化に要する期間を考慮し、効率的な事務処理が行われたと考えられる第３    

期中期目標期間の実績と同水準の目標を設定した。 

 

【難易度：高】（第３の１の（３）） 

災害等の緊急事態においては、事態の展開の予測や活動が困難な状況下で、状

況に応じた迅速かつ適切な対応が求められることから、国、地方自治体、事業実

施主体等と緊密に連携して調整を行いながら、短期間で事業の新たな仕組み及

び要綱の策定等を行い、的確に実施する必要があるため。 

 

２ 畜産（酪農・乳業）関係業務 

（１）経営安定対策 

国の政策目標である基本計画等を踏まえ、生産者が希望を持って酪農業に従事

できるよう、酪農経営の安定とともに、競争力を高めて生産基盤の強化を図る観点

から、酪農・乳業に係る補助事業等を以下のとおり実施する。 

ア 加工原料乳生産者補給交付金の交付等 

生乳等の需給の安定及び酪農経営の安定を図るため、畜産経営安定法に基づ

き、対象事業者に加工原料乳生産者補給交付金の交付等を行う。 

（ア）加工原料乳生産者補給交付金、加工原料乳生産者補給金及び集送乳調整金に

ついては、対象事業者及び指定事業者からの交付申請を受理した日から 18 業

務日以内に交付する（対象事業者及び指定事業者から 18 業務日を超えた支払

希望がある場合を除く。）。 

     （第３期中期目標期間実績：18 業務日） 
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（イ）加工原料乳認定数量等に係る情報を、全都道府県からの報告が終了した日か

ら９業務日以内に、ホームページで公表する。 

     （第３期中期目標期間実績：８業務日） 

 

イ 畜産業振興事業 

酪農・乳業に係る補助事業は、酪農・乳業の生産・流通の合理化を図るための

事業その他の酪農・乳業に係る産業の振興に資するための事業で、国の補助事業

を補完するためのものを対象とし、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつ

つ、機構法に基づき、国、事業実施主体等との明確な役割分担と連携の下に、機

動的かつ弾力的に実施する。 

（ア）酪農対策 

   酪農経営の安定を図るため、加工原料乳の平均取引価格が補塡基準価格を

下回った場合に、補塡金の交付等を行う。 

      このため、補塡金の交付状況等に応じて所要の基金造成を行う。なお、基金

造成は、事業実施主体からの概算払請求書を受理した日から 14 業務日以内に

行う。 

     （第３期中期目標期間実績：実績なし） 

 

（イ）補完対策 

酪農・乳業に係る環境変化等を踏まえ、酪農・乳業の生産性向上等に資する

ため、経営安定対策を補完する事業を、新規・拡充事業の事業説明会等の実施

により、効率的かつ効果的に実施する。なお、継続事業についても必要に応じ

て事業説明会等を実施する。 

      （第３期中期目標期間実績：新規・拡充事業の事業説明会の実施：100％） 

 

  ＜目標水準の考え方＞（第３の２の（１）のア及びイの（ア）） 

      アについては、平成 30 年度に施行される制度改正に伴い、交付対象者は拡大

するものの、交付申請等に係る手続きの流れに変更はないこと、電算システムの

活用等を踏まえ、第３期中期目標期間の実績と同水準の目標を、イの（ア）につ

いては、交付金等を申請する対象者、申請件数、申請書類、審査内容等を考慮し、

他の基金造成事業と同水準の目標を設定した。 

 

  【重要度：高】（第３の２の（１）のアの（ア）及びイの（ア）） 

     アの（ア）及びイの（ア）については、基本計画に基づく経営安定対策とし    

て、加えて、アの（ア）については、ＴＰＰ等政策大綱において充実の措置を    講

ずるとされた経営安定対策として、的確に実施する必要があるため。 

 

（２）需給調整・価格安定対策 

ア 指定乳製品等の輸入・売買 

指定乳製品等の需給の安定を図るため、生乳及び牛乳・乳製品の需給に関する
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情報を定期的に把握するとともに、畜産経営安定法に基づき、指定乳製品等の買

入れ、売渡し等を以下のとおり実施する。 

（ア）国家貿易機関として、国際約束に従って国が定めて通知する数量の指定乳製

品等について、その全量を輸入のための入札に付するとともに、指定乳製品の

生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定

に資することを旨として国が指示する方針により、指定乳製品等の売渡し計

画の数量を売渡しのための入札に付する。 

     （第３期中期目標期間実績：輸入及び売渡しのための入札に付した数量の割合

：100％） 

       

（イ）指定乳製品等の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められ

る場合において指定乳製品等を輸入し、売渡しを行うときには、速やかに輸入

・売渡業務を行うものとし、機構が国内において輸入業者から現品を受けた日

から 20 業務日以内に需要者へ売渡しを行う。 

      ただし、20 業務日以内の売渡しが需給に悪影響を及ぼすと認められる場合

を除く。 

     （第３期中期目標期間実績：20 業務日） 

 

（ウ）上記（ア）又は（イ）により売り渡した輸入バターの流通状況を把握するた

め、機構の輸入バターの落札者から徴収した流通計画等を四半期毎に取りま

とめ、四半期終了月の翌月末までにホームページで公表する。 

（第３期中期目標期間実績：四半期終了月の翌月末） 

 

（エ）指定乳製品等の内外価格差の調整を図るため、機構の買入れ・売戻しの申込

みをする者から、調整金の徴収を行い、指定乳製品等の買入れ・売戻しにおけ

る月毎の売買実績を翌月の 19 日までに、ホームページで公表する。 

     （第３期中期目標期間実績：翌月の 19 日） 

  

イ 乳製品需給等情報交換会議の開催 

脱脂粉乳、バターの需給や国家貿易等について、関係者間で情報共有と意見交

換を行うため、「乳製品需給等情報交換会議」を国と共催する。 

    （参考：第３期中期目標期間実績：６回（平成 29 年度実績）） 

    

  ＜目標水準の考え方＞（第３の２の（２）のアの（イ）～（エ）） 

        アの（イ）については、輸入業者からの現品受領後の需要者への売渡し等の事

務手続きを考慮し、効率的な事務処理が行われたと考えられる第３期中期目標

期間の実績と同水準の目標を設定した。 

          また、アの（ウ）については、流通計画等の取りまとめを、アの（エ）につい

ては、業務実績の取りまとめを考慮し、公表内容の確認等の事務手続きを踏まえ

て、効率的な事務処理が行われたと考えられる第３期中期目標期間の実績と同
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水準の目標を設定した。 

 

（３）緊急対策 

酪農・乳業をめぐる諸情勢の変化に対応して緊急に行うものを対象とし、口蹄

疫等の畜産に重大な影響を及ぼす家畜疾病や乳製品等の価格の変動など酪農・乳

業をめぐる情勢の変化等に対応した酪農生産者等への影響緩和対策を、国との緊

密な連携の下、機動的に実施することとし、国からの要請文受理後、原則として 

18 業務日以内に事業実施要綱を制定する。 

   （第３期中期目標期間実績：18 業務日）             

 

  ＜目標水準の考え方＞（第３の２の（３）） 

         緊急対策として行う事業の補助金等を申請する事業実施主体、事業内容等の 

    具体化に要する期間を考慮し、効率的な事務処理が行われたと考えられる第３    

期中期目標期間の実績と同水準の目標を設定した。 

 

  【難易度：高】（第３の２の（３）） 

災害等の緊急事態においては、事態の展開の予測や活動が困難な状況下で、状

況に応じた迅速かつ適切な対応が求められることから、国、地方自治体、事業実

施主体等と緊密に連携して調整を行いながら、短期間で事業の新たな仕組み及

び要綱の策定等を行い、的確に実施する必要があるため。 

 

３ 野菜関係業務 

（１）経営安定対策 

野菜については、野菜生産出荷安定法（昭和 41 年法律第 103 号）等に基づき、

生産者の経営安定と野菜の安定供給を図るため、価格低落時における生産者補給

金の交付等を以下のとおり実施する。 

その際、農業災害補償法（昭和 22 年法律第 185 号）が農業保険法に改められ、

収入保険が平成 31 年産から開始されることから、生産者の自由な経営判断により

必要とされるセーフティネット対策が選択されるよう適切に対応する。 

ア 指定野菜価格安定対策事業 

指定野菜の価格の著しい低落があった場合において、その低落が対象野菜（野

菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。）の生産者の経営に及ぼ

す影響を緩和するため、生産者補給交付金等を交付する。 

生産者補給交付金等については、登録出荷団体等からの交付申請を受理した

日から 11 業務日以内に交付する。 

    （第３期中期目標期間実績：11 業務日） 

 

イ 契約指定野菜安定供給事業 

あらかじめ締結した指定野菜の供給に係る契約につき指定野菜の価格の著し

い低落があった場合及びあらかじめ締結した契約に基づき契約数量の確保を要
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する場合において、生産者の経営に及ぼす影響を緩和するため、生産者補給交付

金等を交付する。 

生産者補給交付金等については、登録出荷団体等からの交付申請を受理した

日から 21 業務日以内に交付する。 

    （第３期中期目標期間実績：21 業務日） 

 

ウ 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 

特定野菜等の価格の著しい低落があった場合において、生産者の経営に及ぼ

す影響を緩和するため、ア又はイの業務に準ずるものとして都道府県野菜価格

安定法人が行う業務に係る助成金を交付する。 

助成金については、都道府県野菜価格安定法人からの交付申請を受理した日

から 11 業務日以内に交付する。 

    （第３期中期目標期間実績：11 業務日） 

 

エ 業務内容等の公表 

ア、イ又はウの事業の対象となっている各品目及び出荷時期毎の交付予約数

量、価格等に関する情報を、原則として毎月ホームページで公表する。 

（第３期中期目標期間実績：毎月） 

 

オ 野菜農業振興事業 

野菜農業振興事業は、野菜の生産・流通の合理化を図るための事業その他の野

菜農業の振興に資するための事業で、国の補助事業を補完するためのものを対

象とし、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつつ、機構法に基づき、国、

事業実施主体等との明確な役割分担と連携の下に、事業説明会等を実施し、機動

的かつ弾力的に実施する。 

    （第３期中期目標期間実績：事業説明会の実施：100％） 

  

  ＜目標水準の考え方＞（第３の３の（１）のア～ウ） 

   交付金等を申請する対象者、申請件数、申請書類、審査内容等を考慮し、効率

的な事務処理が行われたと考えられる第３期中期目標期間の実績と同水準の目

標を設定した。 

 

 【重要度：高】（第３の３の（１）ア～ウ） 

基本計画に基づく経営安定対策として、的確に実施する必要があるため。 

 

（２）需給調整・価格安定対策 

野菜の需給動向を定期的に把握するとともに、野菜農業振興事業については、野

菜の需給の調整その他の野菜農業の振興に資するための事業で、国の補助事業を

補完するためのものを対象とし、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつつ、

機構法に基づき、国、事業実施主体等との明確な役割分担と連携の下に、事業説明
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会等を実施し、機動的かつ弾力的に実施する。 

   （第３期中期目標期間実績：事業説明会の実施：100％） 

 

４ 特産（砂糖・でん粉）関係業務 

（１）経営安定対策 

砂糖及びでん粉については、基本計画を踏まえ、地域経済におけるその重要性に

鑑み、実需者ニーズに対応した生産や生産性の向上に向けた取組を推進し、価格調

整制度による国内生産の安定を図るため、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法

律（昭和 40 年法律第 109 号。以下「糖価調整法」という。）に基づき、交付金の

交付等を以下のとおり実施する。 

ア 砂糖関係業務 

甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者に対する交付金の交付等を以下

のとおり実施する。 

（ア）甘味資源作物交付金の交付 

甘味資源作物交付金については、機構が指定する電磁的方法による概算払

請求において、対象甘味資源作物生産者からの概算払請求書を受理した日か

ら８業務日以内に交付する。 

     （第３期中期目標期間実績：８業務日） 

 

（イ）国内産糖交付金の交付 

            国内産糖交付金については、対象国内産糖製造事業者からの交付申請を受理

した日から 18 業務日以内に交付する。 

     （第３期中期目標期間実績：18 業務日） 

 

（ウ）業務内容等の公表 

            ホームページにおいて、制度の仕組みを公開するとともに、甘味資源作物交

付金及び国内産糖交付金の月毎の交付決定数量を翌月の 15 日までに公表す

る。 

     （第３期中期目標期間実績：翌月の 15 日） 

 

イ でん粉関係業務 

でん粉原料用いも生産者及び国内産いもでん粉製造事業者に対する交付金の

交付等を以下のとおり実施する。 

（ア）でん粉原料用いも交付金の交付 

でん粉原料用いも交付金については、機構が指定する電磁的方法による概

算払請求において、対象でん粉原料用いも生産者からの概算払請求書を受理

した日から８業務日以内に交付する。 

     （第３期中期目標期間実績：８業務日） 

 

（イ）国内産いもでん粉交付金の交付 
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            国内産いもでん粉交付金については、対象国内産いもでん粉製造事業者から

の交付申請を受理した日から 18 業務日以内に交付する。 

     （第３期中期目標期間実績：18 業務日） 

 

（ウ）業務内容等の公表 

            ホームページにおいて、制度の仕組みを公開するとともに、でん粉原料用い

も交付金及び国内産いもでん粉交付金の月毎の交付決定数量を翌月の 15 日ま

でに公表する。 

     （第３期中期目標期間実績：翌月の 15 日） 

 

  ＜目標水準の考え方＞（第３の４の（１）のア及びイ） 

        アの（ア）、（イ）及びイの（ア）、（イ）については、交付金等を申請する

対象者、申請件数、申請書類、審査内容等を、また、アの（ウ）及びイの（ウ）

については、業務実績の取りまとめ、公表内容の確認等の事務手続きを考慮し、

効率的な事務処理が行われたと考えられる第３期中期目標期間の実績と同水準

の目標を設定した。 

 

【重要度：高】（第３の４の（１）アの（ア）、（イ）及びイの（ア）、（イ）） 

基本計画に基づく経営安定対策であり、また、ＴＰＰ等政策大綱において充実

等の措置を講ずるとされた経営安定対策として、的確に実施する必要があるた

め。 

 

（２）需給調整・価格安定対策 

砂糖及びでん粉の内外価格差の調整を図るため、糖価調整法に基づき、調整金の

徴収を以下のとおり実施する。 

ア 砂糖関係業務 

機構の買入れ・売戻しの申込みをする者から、調整金の徴収を行い、ホームペ

ージにおいて、制度の仕組みを公開するとともに、輸入指定糖・異性化糖等の買

入れ・売戻しにおける月毎の売買実績を翌月の 15 日までに公表する。 

    （第３期中期目標期間実績：翌月の 15 日） 

 

イ でん粉関係業務 

機構の買入れ・売戻しの申込みをする者から、調整金の徴収を行い、ホームペ

ージにおいて、制度の仕組みを公開するとともに、輸入指定でん粉等の買入れ・

売戻しにおける月毎の売買実績を翌月の 15 日までに公表する。 

    （第３期中期目標期間実績：翌月の 15 日） 

 

  ＜目標水準の考え方＞（第３の４の（２）のア及びイ） 

   業務実績の取りまとめ、公表内容の確認等の事務手続きを考慮し、効率的な事

務処理が行われたと考えられる第３期中期目標期間の実績と同水準の目標を設
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定した。 

 

５ 情報収集提供業務 

農畜産物の生産・流通関係者や需要者等に対して、需給動向の判断や経営の安定に

資する情報等（以下「需給等関連情報」という。）を適時適切に提供すること等を通

じて、生産者の経営安定並びに農畜産物の需給及び価格の安定に寄与するよう、機構

法に基づき、情報収集提供業務を以下のとおり実施する。 

 

（１）調査テーマの重点化 

   需給等関連情報の収集及び提供に当たっては、その的確な実施を図るため、調査

テーマの重点化等業務の合理化を進めつつ、計画段階で情報利用者等の参画を得

て開催する委員会において検討する。 

 【指標】 

 情報利用者等の参画を得て開催する委員会で出された意見等を踏まえた、調査

テーマの重点化。 

   （参考：第３期中期目標期間実績：委員会を年３回開催） 

 

（２）需給等関連情報の提供 

   需給等関連情報の提供は、情報の種類に応じ可能な限り速やかに行うこととし、

需給関連統計情報については情報収集から８業務日まで、需給動向情報について

は情報収集の翌月までに公表する。 

（第３期中期目標期間実績：需給関連統計情報は 10 業務日、需給動向情報は翌

月） 

 

（３）情報提供の効果測定 

   情報提供の質の向上を図るため、アンケート調査等の実施により、提供した情報

についての効果測定を行うこととし、各事業年度における情報利用者の満足度を

指標化した５段階評価で 4.0 以上の評価を得る。 

   （第３期中期目標期間実績：4.1）    

      また、アンケート調査結果等を踏まえ、情報提供内容等について必要な改善及び

業務の合理化を行う。     

   さらに、ホームページでの情報提供の充実等に取り組む。 

 

  ＜目標水準の考え方＞（第３の５の（２）及び（３）） 

        （２）については、第３期中期目標期間の実績を踏まえつつ、事務処理に要す

る日数を勘案して設定した。 

        （３）については、第３期中期目標期間の実績を踏まえつつ、第３期中期目標

期間の目標と同水準の目標を設定した。 
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６ ＴＰＰ等政策大綱への対応 

ＴＰＰ等政策大綱では、ＴＰＰ又は日ＥＵ経済連携協定の発効に合わせて経営安

定対策の充実等の措置を講ずることとしているため、国との緊密な連携（国からの通

知を含む）の下、経営安定対策の充実等の措置が協定発効の日から円滑に実施できる

よう準備を行うとともに、協定発効後は、当該業務を適切に実施する。 

 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 業務運営の効率化による経費の削減 

（１）業務経費の削減 

業務の見直し及び効率化を進め、業務経費（附帯事務費（特殊要因により増減す

る経費を除く。））については、毎年度平均で少なくとも対前年度比１％の抑制を

行うことを目標に、削減する。 

 

（２）一般管理費の削減 

業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費（人件費、事務所借料等の所要額計

上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）については、毎年

度平均で少なくとも対前年度比３％の抑制を行うことを目標に、削減する。 

 

２ 役職員の給与水準 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当てを含め役職員給

与の在り方について、厳しく検証した上で、目標水準を設定してその適正化に取り組

むとともに、検証結果や取組状況を公表する。 

 

３ 調達等合理化 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5 月 25

日総務大臣決定）を踏まえ、公正かつ透明な調達手続による適切で迅速かつ効果的な

調達を実現する観点から、機構が毎年度策定する「調達等合理化計画」に基づく取組

を着実に実施することにより、競争性のない随意契約は真にやむを得ないものを除

き行わないこととするとともに、競争性のある契約に占める一者応札・応募の解消に

向け、競争参加者の増加に向けた取組を引き続き実施していくこととし、その取組状

況を公表する。 

   また、外部有識者等からなる契約監視委員会による点検を受ける。 

  【指標】 

 入札・契約の適正な実施について、契約監視委員会における点検結果及びその反

映状況。 

      （参考：第３期中期目標期間実績：委員会を年１回開催） 

 

４ 業務執行の改善 

機構自らが主体的に業務執行の改善を進めるとともに、外部専門家・有識者からな

る第三者機関による業務の点検・評価及び補助事業についての審査・評価を行い、そ
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の結果を業務運営に反映させる。 

 

５ 機能的で効率的な組織体制の整備 

業務運営を機能的かつ効率的に推進する観点から、諸情勢の変化等を踏まえ、必要

に応じ、機能的で効率的な組織体制の整備を図る。 

 

６ 補助事業の効率化等 

（１）透明性の確保 

透明性の高い事業の実施を図る観点から、補助事業についての事業実施主体の選

定に当たっては、原則として公募によることとするとともに、事業内容等の事業に関

する各種情報を公表することとし、事業の採択の概要については、四半期終了月の翌

月末までに公表する。   

また、事業の適切かつ円滑な実施の観点から、事業の進行状況を的確に把握すると

ともに、事業説明会、現地確認調査等を実施し、事業実施主体に対して法令遵守を含

め指導を徹底する。 

 

（２）効率的な事業の実施 

効率的かつ効果的な事業の実施を図る観点から、受理した要領、実施計画及び交付

申請について、10 業務日以内に承認等を行うとともに、施設整備事業について費用

対効果分析等の評価手法を踏まえた採択及び費用対効果分析を実施した施設整備事

業についての事後評価を実施し、事後評価により効用が費用以下となる場合は、すべ

て改善指導を実施する。 

また、畜産業振興事業等について、補助金の効率的な交付の観点から、国における

事業の改廃にも資するよう、決算上の不用理由の分析を行うとともに、事業実施主体

における基金について毎年度見直しを行う。その上で、保有資金及び事業実施主体に

造成している基金については、機構の業務実施に必要な経費を確保する。 

  （第３期中期目標期間実績：要領等の受理から 10 業務日以内の承認等：99％） 

 

＜目標水準の考え方＞（第４の６の（２）） 

      受理した要領、実施計画及び交付申請に係る承認等については、審査内容等を

考慮し、効率的な事務処理が行われたと考えられる第３期中期目標期間の実績

と同水準の目標を設定した。 

   

 ７ ＩＣＴの活用による業務の効率化 

ＴＰＰ等政策大綱に基づく制度改正等を踏まえて、ＩＣＴの活用等を検討し、業務

運営の効率化を推進する。 

 

第５ 財務内容の改善に関する事項       

１ 財務運営の適正化 

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画を適正に計画するとともに、効
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率的に執行する。 

独立行政法人会計基準の改訂（平成 12 年２月 16 日独立行政法人会計基準研究会

策定、平成 27 年１月 27 日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達

成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き収益化単位の業務毎に

予算と実績を適正に管理する。 

 また、財務内容の一層の透明性を確保する観点から、業務内容等に応じた適切な区

分に基づくセグメント情報を開示する。 

 

２ 資金の管理及び運用 

資金の管理及び運用においては、安全性に十分留意しつつ効率的に行う。 

 

３ 砂糖勘定の短期借入れに係るコストの抑制 

砂糖勘定の累積欠損があることから、｢糖価調整制度の安定的な運営に向けた取組

について｣（平成 22 年９月農林水産省公表）に基づき負担者からの調整金収入及び生

産者等への交付金支出の適正化等の収支改善に向けて講じられている取組を踏ま

え、交付金の交付等を適正に実施するとともに、短期借入れを行うに当たっては、短

期金融市場の金利動向を踏まえた適切な借入期間の設定等、借入コストの抑制に努

める。 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項       

１ 内部統制の充実・強化 

法令等を遵守しつつ適正に業務を行い、機構に期待される役割を適切に果たして

いくため、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成 26

年 11 月 28 日総管査第 322 号総務省行政管理局長通知）に基づき業務方法書に定め

た事項を適正に実施するとともに、実施状況についてモニタリングを行い、必要に応

じて規程等を見直す等、内部統制の更なる充実･強化を図る。 

また、法令遵守や倫理保持に対する役職員の意識向上を図るため、外部有識者を含

むコンプライアンス委員会で審議された計画に基づくコンプライアンスを推進す

る。 

 

２ 職員の人事に関する計画 

機構の使命や業務の目的を自覚し、その職階に応じた業務遂行能力を十全に発揮

できるよう、人事評価を通じて職員個々の能力や実績等を的確に把握するとともに、

研修等による人材の育成及び適切な配置を行う。 

 

３ 情報公開の推進 

（１）情報開示及び照会事項への対応 

   公正な法人運営を実施し、機構に対する国民の信頼を確保する観点から、独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）に基づく

情報の開示を行うほか、情報提供した事項に関する照会に対しては、迅速かつ確実
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な対応をすることとし、関連する保有情報については、原則として翌業務日以内に

対応する。 

 

（２）資金の流れ等についての情報公開の推進 

   機構が実施する補助事業等の運営状況等について、国民に十分な説明責任を果

たす等の観点から、機構からの直接の補助対象者のみならず、そこから更に補助を

受けた者の団体名、金額、実施時期等を公表する。また、それと併せ、生産者等に

渡った資金の事業別・地域別の総額も公表する。 

特産関係（砂糖・でん粉）の交付金交付業務の運営状況等については、機構から

の交付金交付対象者に交付した交付金の事業別・地域別の総額を公表する。  

また、畜産業振興事業により事業実施主体において造成された基金については、

補助金等の交付により造成した基金等に関する基準（平成 18 年８月 15 日閣議決

定）等の趣旨を踏まえ、機構から直接交付を受けた補助金による基金のみならず、

事業実施主体を経由し間接的に機構の補助金の交付を受けて設置されているもの

も含め、全ての基金保有状況、今後の使用見込み等を機構において公表する。 

このほか、畜産関係業務について、会計処理の透明性を確保する観点から、資金

の規模及び畜産業振興資金に繰り入れられた事業返還金を含む経理の流れを公表

するとともに、事業返還金の活用について、その会計処理の分かりやすい説明を付

記する等、積極的に説明責任を果たすものとする。 

 

４ 消費者等への広報 

消費者等への情報の提供については、国民消費生活の安定に寄与するとともに、機

構の業務運営に対する国民の理解を深めるため、消費者等の関心の高い農畜産物や

機構の業務に関連した情報を積極的に分かりやすい形で発信する。 

また、ホームページによる情報提供については、機構の最新の動向を正確かつ迅速

に提供するとともに、利用者が必要とする情報に効率的にアクセスできるよう、ホー

ムページの機能強化に努める。 

 

５ 情報セキュリティ対策の向上 

サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）第 25 条第１項に基づく

最新の「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」等を踏まえ、関係

規程等を適時適切に見直すとともに、これに基づき情報セキュリティ対策を講じ、情

報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化

に取り組む。また、実施状況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリ

ティ対策の改善を図る。 

 

６ 長期借入れを行う場合の留意事項 

機構法に基づき長期借入れを行うに当たっては、市中の金利情勢等を考慮し、極力

有利な条件での借入れを行う。 
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（機構の目的）
主要な畜産物の価格の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための

事業についてその経費を補助する業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与する。

独立行政法人農畜産業振興機構 政策体系図

食料・農業・農村基本計画（平成27年３月31日閣議決定）

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
２．農業の持続的な発展に関する施策
（６）需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革

農林水産省の政策

農畜産業振興機構の役割

食料の安定供給の確保

水産物の安定供給と水産業の健全な発展

農業の持続的な発展

農村の振興

林業・木材産業の持続的かつ健全な発展
農業競争力強化プログラム（平成28年11月29日農林水産業・地域の活力創造本部決定）

１１．肉用牛・酪農の生産基盤強化策
１３．牛乳・乳製品の生産･流通等の改革

主な政府方針

畜産物、野菜、砂糖
及びでん粉の農畜産
物の価格、内外の農畜
産物需給等に関する
情報の収集・整理・提
供

○経営安定対策
・野菜生産者への補給金の交
付
・経営安定対策を補完するため
の事業の実施

○需給調整・価格安定対策
・野菜の価格高騰時、低落時に
おける需給調整

○経営安定対策
・肥育牛生産者及び肉豚生産者への補塡金
の交付
・肉用子牛生産者への補給金の交付
・経営安定対策を補完するための事業の実施

○需給調整・価格安定対策
・牛肉及び豚肉の価格低落時の買入れ、価格
高騰時の売渡し

○緊急対策
口蹄疫などの家畜疾病の発生や肉畜・食肉

等をめぐる情勢の変化等に応じた緊急対策の
実施

○経営安定対策
・さとうきび生産者及びでん粉
原料用いも生産者等への交付
金の交付

○需給調整・価格安定対策
・輸入糖及びコーンスターチ用
輸入とうもろこし等の買入れ、売
戻しによる調整金の徴収

特産（砂糖・でん粉） 情報収集提供

○経営安定対策
・加工原料乳生産者への補給
金等の交付
・経営安定対策を補完するため
の事業の実施

○需給調整・価格安定対策
・国家貿易機関として指定乳製
品等の輸入、売渡し

○緊急対策
口蹄疫などの家畜疾病の発生

や酪農・乳業をめぐる情勢の変
化等に応じた緊急対策の実施

畜産（肉畜・食肉等） 畜産（酪農・乳業） 野菜
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独立行政法人農業者年金基金中期目標（案） 

 平成 30 年 月 日 

厚 生 労 働 省 

農 林 水 産 省 

 

第１ 政策体系における法人の位置づけ及び役割 

 １ 国の政策等の背景となる国民生活 

   我が国の農業・農村は、都市部に先駆けて高齢化や人口減少が進み、高齢者のリタ

イア等による農地の荒廃や、担い手の不足等による生産基盤の脆弱化が進行するなど、 

農業・農村を取り巻く環境は極めて厳しい状況であり、このままでは、食料・農業・ 

農村基本法（平成 11 年法律第 106 号）の基本理念である食料の安定供給の確保と多面 

的機能の発揮に支障が生じるおそれがある。 

   また、我が国の農業構造は、土地利用型農業を中心に農業の将来を支える若い担い

手の確保が十分に進んでおらず、農業就業者の高齢化が進み、60 歳以上が約７割、50

歳未満が約１割という著しくアンバランスな年齢構成となっており、高齢者のリタイ

アにより農業就業者が著しく減少していくことが見込まれている。 

  このため、今後、農地等の農業資源や農業経営が次世代に継承できなくなることが 

  懸念されており、農業の内外からやる気のある若者を呼び込み、将来の農業を支える 

  担い手として育成・確保することが喫緊の課題となっている。 

 

 ２ 国の政策体系における法人の位置づけ 

   上記の課題に対応するため、国は、食料・農業・農村基本計画（平成 27 年３月 31

日に閣議決定。以下「基本計画」という。）を定め、産業政策と地域政策とを車の両

輪として農政改革を推進し、強い農業と美しく活力のある農村の実現を目指して施策

を展開することとしており、担い手の育成・確保については、「農業の内外からやる

気のある若者を呼び込むための取組を推進するとともに、担い手が、将来展望をしっ

かりと持ちつつ、意欲的に経営発展に取り組むことができる環境を整備する」（基本

計画第１の２の（４））ことを基本的な視点として、施策を推進するとされている。 

   独立行政法人農業者年金基金（以下「基金」という。）の目的は、農業者の老齢に 

  ついて必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業 

  者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することと 

  されている（独立行政法人農業者年金基金法（平成 14年法律第 127 号）第３条）。 

   このように基金の目的は、農業者の老後保障に加え、農業者の確保という政策目的 

  を有するものとされており、基本計画に基づく農林水産省の政策体系上は、農業の持 

  続的な発展を目標とする「力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・ 

  確保」に関する分野に位置付けられるものである。 
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３ 基金の活動状況 

農業者年金制度は、当初、農地保有の合理化等を図る目的で、世代間扶養の考えに 

基づく年金として昭和 46 年に発足したが、平成 13 年の制度改正により、農業者の確 

保を目的とするとともに、被保険者が自ら納付した保険料とその運用益を原資として、

将来、年金として受け取る仕組みに変更するなど、抜本的な見直しが行われ、平成 14

年１月から全く新たな制度として発足したところである。 

   新制度発足以降、本制度に加入した者は、累計で 117,515人（平成 28年度末現在） 

に達し、そのうち、既に受給権を有している者が 37,383 人、現に被保険者資格を有し 

ている者が 47,615 人、60 歳到達により被保険者資格を喪失したが受給権を取得する

には至っていない者（受給待期者）などが 32,315 人となっている。 

   新制度への加入については、20 歳から 39 歳までの基幹的農業従事者のうち被保険

者の割合を 20％まで拡大することとする第三期中期目標の達成に向けて、基金として

の目標を設定し、関係機関等との連携・協力の下、加入推進活動に取り組んできたと

ころであり、高齢化が進む状況にもかかわらず、毎年、相当数の新規加入者が確保さ

れている。その結果、20 歳から 39 歳までの基幹的農業従事者に占める被保険者の割

合は、14％（平成 24 年度末現在）から 19％（平成 28年度末）に上昇している。引き

続き、新制度の一層の浸透を目指して、更なる制度の普及推進に取り組むことが求め

られる。 

   年金資産の運用業務については、平成 29年９月末現在で総額約 3,000億円の資産の 

  管理・運用を行っている。その大半を占める被保険者ポートフォリオの運用利回りは、 

  平成 14 年度から平成 28 年度までの平均で 2.77％となっている。 

   年金等の給付については、平成 13 年度改正前の旧制度下の受給権者（平成 28 年度

末現在で約 37万人）に対するものも含め、毎年度、1,000 億円を超える額が支給され

ている。このうち、後継者等に経営を移譲して農業を廃止等した者に支給される経営

移譲年金については、前中期目標期間に実施された会計実地検査により、農業を再開

した者などへの不適正支給が判明し、既に基金が再発防止策等を講じたところである

が、今後とも、同様の事態が生じることのないよう、引き続き業務の適正な実施が求

められる。 

 

 ４ 法人の役割（ミッション） 

   力強く持続可能な農業構造の実現に向けて、農業の担い手の育成・確保を図ってい

くためには、他産業とそん色ない生涯所得を展望し得る環境を整備することが必要で 

あり、その際、経営に対する支援により現役時の所得の増大・安定を図ることに加え、 

引退後の老後生活への不安を払拭するため、公的な老後保障を整備することも重要で

ある。 

   農業者年金制度は、こうした老後保障の面から担い手を支えることのできる唯一の 

  農業施策であり、その実施主体である基金にあっては、本制度の特色を活かしつつ、 

  農業者の確保に資する政策年金としての効果を十分に発揮し、喫緊の課題である担い 
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  手の確保に最大限資することが求められる。 

  本中期目標については、このような認識の下、基金が、理事長の適切なリーダーシ

ップの下、効果的かつ効率的な業務運営を図りつつ、本制度が農業・農村の現場によ

り広く浸透し、政策年金としての機能が一層発揮されることとなることを期待して策

定したものである。 

 

第２ 中期目標の期間 

    基金の中期目標の期間は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までの５年間

とする。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

   農業者年金制度が、基本計画に基づき、農業の将来を支える若い担い手の確保等に

貢献するためには、本制度が、農業・農村の現場に広く認識され、かつ、老後の安心

を支える年金制度として高い信頼性を確保することが極めて重要であることを踏ま

え、以下の目標の達成に向けて、業務の質の向上に取り組むものとする。 

   なお、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25年 12月 24日閣議決

定）における「一定の事業等のまとまり」は、農業者年金事業、年金資産の運用及び

制度の普及推進等の３つとする。 

 １ 農業者年金事業 

 （１）被保険者資格の適用及び収納関係業務 

   ア 手続の迅速化 

     被保険者資格の適用及び保険料の収納に関する処理決定について、標準処理期 

間内に処理を行うとともに、その処理状況について、毎年度、定期的に公表する。 

【指標】 

○ 加入申出及び保険料の額の変更申出に係る事務処理の標準処理期間内の処理割合

を 97％以上とする。 

（前中期目標期間実績：97.2％）  

 

イ 被保険者資格の適切な管理 

      国民年金被保険者資格記録と整合した被保険者資格記録に基づき、適切な年金 

給付を行うため、全ての加入者及び待期者を対象に、毎年度、国民年金資格記録

の確認を定期的に行い、不整合が確認された者に対し、必要な手続を遅滞なく行

うよう働きかける。 

 【指標】 

○ 国民年金の被保険者記録との突合を年２回以上実施する。 

（前中期目標期間実績：年２回） 

○ 不整合者の占める割合を 0.7％以下とする。 

（前中期目標期間の平均値：0.7％） 
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 【重要度：高】国民年金の上乗せ年金である農業者年金においては、その被保険者資格

の管理を行う上で、そのベースとなる国民年金の被保険者資格記録との整

合性を確保することが重要であり、仮に長期間経過後に、遡って資格喪失

等が発覚した場合には、被保険者資格の取消し等による不利益が農業者等

に生じることとなるため。 

 

   ウ 保険料収納業務の円滑な実施 

    保険料を円滑かつ確実に収納するため、口座振替が不能となった者について、

該当者を業務受託機関に提示し、被保険者に対する指導等その原因に応じた適切

な対応がとられるよう働きかけを行う。 

    また、一定期間継続して口座振替が不能となっている者について、被保険者が

意図しない口座振替の防止を図るとともに、業務受託機関を通じ被保険者に対す

る働きかけを行う。 

  

エ 過大に納付された保険料の迅速かつ確実な還付 

     保険料納付後に、資格の変更や保険料額の変更等により発生した過大納付の保

険料について、被保険者等からの請求に基づき、迅速かつ確実に被保険者等に対

し、還付処理を行う。 

 【指標】 

〇 還付金の請求から還付処理までの平均処理日数（１週間以内） 

 

（２）年金等の給付業務 

  ア 手続の迅速化 

     年金及び死亡一時金の給付に係る裁定について、基金が定める標準処理期間内

に処理を行うとともに、その処理状況について、毎年度、定期的に公表する。 

 【指標】 

○ 標準処理期間内の処理割合を 98％以上とする。 

（前中期目標期間実績：98％） 

 

イ  年金の受給漏れの防止 

     受給権があるにもかかわらず、年金を受給するためには請求が必要であること

を知らないために年金給付を受けられないといった事態が生じないよう、65歳到

達目前の者に裁定請求の勧奨等の通知を行い、遅滞なく請求を行うよう働きかけ

を行う。 

     さらに、66 歳を超えた長期未請求者に対しても裁定請求の勧奨等の通知を行

う。 

 【重要度：高】受給権を有する者に年金を適切に給付することは、本事業の目的である

農業者の老後生活の安定に直結する最も基本となる業務であり、支給の漏
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れ等の発生は、本制度及び基金に対する信用を著しく失墜させる原因とな

るため。 

 

  ウ 受給資格のある者への適切な年金給付 

     毎年度、支給停止該当の有無や生存の確認を定期的に行うとともに、支給停止

及び失権に係る事務を適確に処理し、年金の支給停止に該当している者や失権者

に対し、長期にわたって年金が給付されることを防止する取組を行う。 

 【重要度：高】受給権を有する者に年金を適切に給付することは、本事業の目的である

農業者の老後生活の安定に直結する最も基本となる業務であり、年金給付

に係る過誤払いの発生は、本制度及び基金に対する信用を著しく失墜させ

る原因となるため。 

 

（３）情報システム管理業務 

    農業者年金記録管理システムの開発・改修等について、必要性及び緊要度の高い

ものから、計画的に開発・改修等を行い、インターネット等の電子情報ネットワー

クの利用による諸手続等の利便性の向上に取り組む。 

 

２ 年金資産の安全かつ効率的な運用 

   年金資産は、将来にわたって安定的に年金及び一時金を給付していくための大切な

財源であり、その運用の成果が、個々の年金額や年金財政に直接影響を及ぼすもので

あることに留意し、年金資産を安全かつ効率的に運用することとし、以下の取組を行

う。 

（１）基本方針に基づく安全かつ効率的な運用 

    年金資産の管理・運用については、年金給付等準備金の運用に関する基本方針に

定める政策アセットミクスによる分散投資を行うとともに、当該基本方針に基づき

安全かつ効率的に行う。 

 【指標】 

  〇 被保険者ポートフォリオの各資産がベンチマーク並みの収益率を上げたとして得

られる収益率(複合ベンチマーク)に相当する収益率の確保 

【重要度：高】年金資産の安全かつ効率的な運用は個々の年金額や年金財政に直接影響

を及ぼすものであるため。 

 

（２）資金運用委員会等によるモニタリング 

    外部の有識者で構成された資金運用委員会において、毎年度、運用環境の変化等

も踏まえて運用状況等の評価・分析等を行う。 

    また、経営管理会議において、四半期ごとに運用状況等の評価・分析等のモニタ

リングを行うとともに、資産の構成割合を確認し、その変動状況に応じ、適切にリ

バランスを行う。 
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 （３）政策アセットミクスの検証・見直し 

    政策アセットミクスについて、毎年度、資金運用委員会において、運用環境の変

化に照らした妥当性の検証を行い、必要に応じて見直しを行う。 

  

（４）運用の透明性の確保 

    年金資産の運用状況等については、四半期ごとに公表するとともに、各年度末時

点における被保険者等に係る運用結果について、当該被保険者等に対し、翌年度６

月末日までに通知する。 

    また、年金給付等準備金の運用に関する基本方針、資金運用委員会の委員名簿、

運営規程及び議事内容並びに外部運用を委託する運用受託機関の名称を公表する

等、情報公開を積極的に行い、運用の透明性の確保を図る。 

  

（５）スチュワードシップ活動の実施 

    被保険者等の中長期的な投資リターンの拡大に資するよう、責任ある機関投資家

としてスチュワードシップ責任を果たすための活動を実施し、その活動状況につい

て、毎年度、公表する。 

 

３ 農業者年金制度の普及推進及び情報提供の充実 

   農業者年金制度の普及に当たっては、今後の農業を支える青年層や女性等に本制度

の特色が広く理解されることにより、本制度への加入が進み、その就農や農業への定

着等が期待されることから、青年層の農業就業者の増加や女性農業者が活躍できる環

境の整備といった、基本計画の施策の方向性に沿って推進することとし、以下の目標

の達成に向けて取り組むこととする。 

（１）政策支援の対象となる若い農業者の加入の拡大 

    我が国の経済社会や農業・農村の構造変化が進み、次世代の農業を担っていこう

とする者を確保することが農政上の喫緊の課題となっているため、新規就農者など

農業の将来を支える若い担い手の育成及び確保に資するよう、政策支援の対象とな

り得る若い農業者に重点を置いた普及推進を図り、その加入の拡大を目指す。 

【指標】 

○ ①又は②を達成すること。 

① 中期目標期間終了時までに、20歳以上 39歳以下の基幹的農業従事者数に対す 

 る被保険者数の割合を 25％に拡大する。 

（前中期目標期間実績：平成 24年度末 14.0％、平成 28 年度末 19.0％） 

（前中期目標値：20％（平成 29年度末）） 

② 20歳以上 39歳以下の基幹的農業従事者数に対する被保険者数の割合を毎年度 

 １ポイント以上増加させる。 

 【重要度：高】次世代の農業を担っていこうとする若い者をどれだけ加入者として制度
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に取り込んでいくことができるかは、農業の担い手の確保に資することを

目的とする農業者年金制度が、政策年金として若い農業の担い手の確保に

という国の施策に貢献する上で必要不可欠な要素であるとともに、加入者

の拡大は、制度の普及度を端的に示す指標であると考えられるため。 

＜目標水準の考え方＞ 

    前中期目標の 20歳以上 39歳以下の基幹的農業従事者に対する被保険者の割合 20

％の達成を前提として、その更なる拡大を目指すため、年平均で１ポイントずつ増

加させ、最終年度である平成 34年度末において、25％に達することを目標とした。 

    なお、被保険者の割合の母数となる基幹的農業従事者については、農業を主たる

職業としていると考えられる基幹的農業従事者を用いた。 

 【難易度：高】農業従事者の高齢化と減少が進行する中、39歳以下の基幹的農業従事者

数に対する被保険者数の割合を毎年拡大していくためには、毎年確保すべ

き新規加入者数を、前中期目標期間中の 1.25 倍程度増加させる必要があ

るため。 

 

（２）女性農業者の加入の拡大 

    女性農業者は農業就業者の４割を占め、女性が参画している農業経営体ほど販売

金額が大きく、経営の多角化に取り組む傾向が強いなど、地域農業の振興や農業経

営の発展等に重要な役割を担っている。 

    他方、農村社会ではいまだ指導的地位や経営主の多数を男性が占めるような状況

にあることから、男女ともに意識改革を図りながら、女性農業者が一層活躍できる

環境整備を進めることが必要である。 

    このため、女性農業者が、老後生活への不安を払拭しつつ、農業経営に積極的に

関与できることとなるよう、女性農業者に対する制度の普及啓発の取組を強化し、

その加入の拡大を目指す。 

【指標】 

○ ①又は②を達成すること。 

① 中期目標期間終了時までに、女性の基幹的農業従事者数に対する女性の被保

険者数の割合を 17％に拡大する。 

（前中期目標期間実績：平成 24年度末 4.9％、平成 28 年度末 8.0％、 

平成 29 年度 8.8％（推計値）、５年間で 3.9 ポイント増） 

② 女性の基幹的農業従事者数に対する被保険者数の割合を毎年度 1.6 ポイント

以上増加させる。 

 ＜目標水準の考え方＞ 

    前中期目標期間中の２倍のペースで、女性の基幹的農業従事者数に対する被保険

者数の割合が増加することを目標とした。（8.8％＋3.9 ポイント×２≒17％、毎年

度 1.6 ポイントの増加） 
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（３）加入推進活動の実施 

    （１）及び（２）に掲げた目標を達成するには、基金及び業務受託機関が認識を

共有し、一丸となって、戦略的に加入推進活動に取り組む必要がある。 

    このため、基金は、加入促進の取組に関する方針を定め、その内容を業務受託機

関に周知徹底するとともに、都道府県毎に新規加入者に関する目標を設定し、当該

目標の達成を目指して加入推進活動を行う。 

 【指標】 

  〇 都道府県別新規加入者に関する目標の達成状況 

〇 加入実績が低調な地域の活動の活性化による地域間の活動格差の縮小（新規加入

実績の前年度比が他の地域の平均以上となっているか） 

 

（４）ホームページ等による情報の提供 

    ホームページやメールマガジン等を活用し、農業者年金制度の内容、基金の運営

状況、事業の実施状況等に関する分かりやすい資料を掲載し、制度や基金の活動等

について広範な情報提供を行い、国民の理解の増進を図る。 

    なお、ホームページは、制度の内容や基金の活動状況を広く周知する有効な手法

の一つであることから、国民が必要な情報に速やかにアクセスできるよう、その構

成・閲覧環境等の改善に取り組む。 

  また、新規就農者や女性農業者等に対する支援を行う機関・団体等との連携を図

り、これらの者が参集する研修会や各種イベント等において、制度のＰＲを行う機

会を増やす。 

  

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 業務改善の推進 

   事務の簡素化・効率化により事務処理の負担を軽減するとともに、業務運営に要す

る経費の抑制を図る観点から、業務フローの検証、改善点の検討・洗い出し等を行う

など、業務運営の効率化の取組を計画的かつ着実に推進する。 

 

２ 電子化の推進 

       「世界最先端 IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平成 29年５月 30

日閣議決定）等を踏まえ、ICT の活用など業務の電子化による業務改善について検討

し、その効果が見込まれ、かつ、実施可能なものから、工程表に基づき、順次、業務

の電子化を推進する。 

   特に、農業者年金記録管理システムについて、利用可能な受託機関の全てが利用す

ることを目指し、その更なる利用の促進に取り組むとともに、マイナンバーによる情

報連携の業務については、円滑かつ着実に実施する。 

 

３ 運営経費の抑制 
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（１）業務の効率化を進め、一般管理費及び事業費（業務委託費）の削減を行う。 

     総人件費については、政府の方針を踏まえつつ、適切に対応する。 

  【指標】 

〇 一般管理費（注）について対前年度比で平均３％の削減をする。 

〇 事業費について対前年度比で平均１％の削減をする。 

（注）人件費、農業者年金記録管理システム保守経費、資金運用管理システム経費、事

務所借料経費、情報セキュリティ対策経費及び特殊要因により増減する経費は除

く。 

 

（２）職員の給与水準の適正化を図るため、国家公務員の給与規定等の状況を踏まえ、

必要に応じ給与規程の見直しを行い、見直しを行った場合にはその内容を公表する

とともに、対国家公務員地域・学歴別指数（地域・学歴別法人基準年齢階層ラスパ

イレス指数）を公表する。 

    また、役員の報酬水準及び職員の給与水準については、毎年度、その妥当性を検

証し、その検証結果についてホームページにおいて公表する。 

  

４ 調達の合理化 

   公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年５月 25日

総務大臣決定）に基づき策定する「調達等合理化計画」について着実に実施する。 

  【指標】 

○ 一者応札・応募件数の割合を前中期計画期間の平均以下とする。 

○ 随意契約件数の割合を前中期計画期間の平均以下とする。 

 

５ 組織体制の整備等 

（１）組織体制の整備 

    各部署の業務量の動向等に対応して、業務全体を効率的かつ効果的に運営できる

体制を確保する観点から、組織の体制及び運営について継続的に点検し、必要に応

じ、適切な組織体制や人員配置への見直しを行う。 

 

（２）働き方改革の推進 

    「働き方改革実行計画」（平成 29 年３月 28日働き方改革実現会議決定）を踏ま

え、業務の効率化を進め、超過勤務の縮減、男性職員の育児休業取得など職員のワ

ークライフバランスの改善に取り組むとともに、独立行政法人として専門性の高い

業務を適切に遂行する観点から、専門研修や資格取得支援、若手職員や女性職員の

活躍の場を積極的に設けるなど職員の人材育成に積極的に取り組み、働き方改革を

積極的に推進する。 
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第５  財務内容の改善に関する事項 

 １ 業務の効率化を反映した予算の策定と遵守 

   「第４ 業務の効率化に関する事項」に定める事項を踏まえた中期計画の予算を作成

し、当該予算による運営を行う。 

 

２ 決算情報・セグメント情報の開示 

   財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報や、業務内容等に応じた

適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 

 

 ３ 業務達成基準に基づく会計処理の適切な実施 

   独立行政法人会計基準の改訂(平成 12 年２月 16 日独立行政法人会計基準研究会策

定、平成 27 年１月 27 日改訂)等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基

準による収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位の業務ごとに予

算と実績を適切に管理し、次年度の予算の配分に反映する。 

   

 ４ 貸付金債権等の適切な管理等 

   旧制度に基づく農地等取得資金貸付金債権及び農地等割賦売渡債権の管理を適切に

行い、これらの債権の円滑かつ確実な回収に努める。 

 

 ５ 長期借入金の適切な実施 

   独立行政法人農業者年金基金法（平成 14年法律第 127 号）附則第 17 条第２項の規

定による長期借入金をするに当たっては、市中の金利情報等を考慮し、極力有利な条

件での借入れを図る。 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

１ 内部統制の充実・強化 

   内部統制は、理事長による適切なマネジメントの下、基金が効果的かつ効率的に業

務を運営していくための重要なツールであり、適切なモニタリングを通じ継続的に改

善しつつ、ＰＤＣＡサイクルが有効に働くマネジメントが行われることが重要である。 

   このため、業務方法書に定める内部統制に関する基本的事項を適切かつ確実に実施

するとともに、内部統制システムの有効性について、不断に点検・見直しを行い、そ

の徹底又は有効性の向上を図る措置を講じるなど、内部統制システムの充実・強化に

取り組む。 

【重要度：高】基金は、マイナンバーを含む加入者・受給者等多くの個人情報を保有し

ている法人であり、これらの情報の漏えいによる影響は極めて大きく、情

報セキュリティ対策や個人情報の漏えいに対するリスクマネジメントを

適確に行うことが求められ、そのためには、内部統制の充実・強化を図る

ことが重要であるため。 
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２ 情報セキュリティ対策及び個人情報保護の強化・徹底 

    個人情報を狙ったサイバー攻撃が高度化・巧妙化する中、基金は加入者・受給者等

多くの個人情報を保有し、また、マイナンバーを活用した情報連携を導入することか

ら、個人情報の漏えい防止に必要な措置など情報セキュリティ対策及び個人情報保護

（以下「情報セキュリティ対策等」という。）を強化・徹底する。 

【指標】 

○ 情報セキュリティ対策等に迅速かつ適正に対応できる組織体制の整備状況 

○ 情報セキュリティ・ポリシーの見直し及びサイバー攻撃に対する組織的対応能力の

強化への取組状況 

○ 情報セキュリティ対策等の実行状況に係る担当幹部職員及び担当役員への定期的

な報告の徹底及びＰＤＣＡサイクルによる改善の取組状況 

○ 職員を対象とした情報セキュリティ対策等に関する研修・訓練等の実施状況及び情

報セキュリティ対策等に関する法令・規定等の遵守の徹底等のための取組状況 

  【重要度：高】情報システムの停止による損失や、個人情報の漏えいによる信用失墜な

どのリスクは非常に高く、その被害や影響は加入者・受給者にも波及する

こととなるため、情報セキュリティ対策、個人情報の漏えいに対するリス

クマネジメントは重要な課題である。 

 

３ 情報公開の推進 

    公正な法人運営を実施し、法人に対する国民の信頼を確保する観点から、独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）等に基づき、適

切に情報公開を行う。 

   

４ 業務運営能力の向上等 

（１）研修の充実 

     農業者年金制度の適切な実施を図るためには、基金の職員のみならず、業務受託

機関の農業者年金担当者の業務運営能力の向上を図る必要がある。 

     このため、基金及び業務受託機関において農業者年金に携わる職員等を対象とし

た研修を実施するとともに、運用等の専門的知識を必要とする業務に携わる職員に

ついては、当該業務に係る分野に特化した専門研修を実施する。 

  

（２）委託業務の質の向上 

      業務受託機関を対象とした考査指導は、委託業務の運営の効率性などを把握する

上で有用であり、委託業務が適正に行われるよう引き続き実施することとする。 

     考査指導に当たっては、加入者・受給者が多く、指導の必要性や効果が高い地域

に重点化するなど、効率的かつ計画的に実施するとともに、把握した事例や注意す

べき課題等について、研修会等を通じて周知徹底するなど、その効果の浸透に努め

る。 
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（独）農業者年金基金の政策体系図

食料・農業・農村基本計画（平成27年３月31日閣議決定）

＜高齢化や人口減少の進行＞

＜担い手など農業・農村の構造の変化＞

農林水産省の政策評価体系

２．農業の
持続的な
発展

⑥ 力強く持続可能
な農業構造の実
現に向けた担い手
の育成・確保

食料・農業・農村基本法

（農業の持続的な発展）
第４条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかんがみ、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が
確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の自然循環機能（農業生産活動が自然界における生物を介在す
る物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。）が維持増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならない。

施策推進の基本的な視点

○ 基本法の理念の実現に向けた施策の安定性の確保
○ 食料の安定供給の確保に向けた国民的議論の深化
○ 農業の担い手が活躍できる環境の整備

食料・農業・農村をめぐる情勢

農業就業者が高齢化・減少し、高齢者のリタイア
等による農地の荒廃や担い手の不足等により生産
基盤の脆弱化が進行。

農業の将来を支える若い担い手の確保が十分に
進んでおらず、60歳以上が約７割、50歳未満が約１
割というアンバランスな年齢構成。

講ずべき施策【農業の持続的な発展】

力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い
手の育成・確保

○ 効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相
当部分を担う農業構造を確立するため、認定農業
者・認定就農者等に対し、重点的に支援を実施

○ 世代間のバランスのとれた就業構造を実現する
ため、青年層の新規就農を促進等

食料の安定供給の確保、
農林水産業の発展、農山漁
村の振興、農業の多面的機
能の発揮、森林の保続培養
と森林生産力の増進、水産
資源の適切な保存・管理等
を通じ、国民生活の安定向
上と国民経済の健全な発展
を図る。

中目標大目標（使命） 政策分野

（独）農業者年金基金

目 的

業務（農業者年金事業の実施）

農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付
と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保
に資することを目的とする。

農業者年金基金は、加入した農業者が積み立てた保険料を安全かつ効率的に運用
し、これを原資として、その老齢時に年金等として給付する事業を実施。

給付の種類：①農業者老齢年金 ②特例付加年金 ③死亡一時金

農業の内外からやる気のある若者を呼び込むため
の取組を推進するとともに、担い手が、将来展望を
しっかりと持ちつつ、意欲的に経営発展に取り組むこ
とができる環境を整備

○ 持続可能な農業・農村の実現に向けた施策展開 等
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独立行政法人農林漁業信用基金中期目標（案） 

平成 30 年 月 日 

財   務   省 

農 林 水 産 省 

 

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割  

我が国においては、農林水産業を取り巻く厳しい環境の変化に対応し、農林水産業

の競争力強化を加速させていくことが必要になっている。 

農業については、人口減少や農業者の高齢化など経済社会や農業・農村の構造変化

が進んでおり、その持続的な発展を図るためには、担い手の育成・確保が重要な課題

となっている。このため、「食料・農業・農村基本計画」（平成 27 年３月 31 日閣議

決定）において、「担い手が主体性と創意工夫を発揮して経営発展できるよう、出資

や融資、税制など、経営発展の段階や経営の態様に応じた支援を行う」とした。 

林業については、我が国の森林資源の本格的な利用期を迎える中で、林業や木材産

業について、山村等における就業機会の創出と所得水準の向上をもたらす産業へと

転換する、林業・木材産業の成長産業化を早期に実現することが課題となっている。

このため、「森林・林業基本計画」（平成 28 年５月 24 日閣議決定）において、林業

の生産性の向上、原木の安定供給体制の構築、木材産業の競争力の強化、新たな需要

創出等のための施策を講じることとなった。 

水産業については、漁船の高船齢化、漁業者の減少・高齢化など水産物の生産体制

が脆弱化していることから、産業としての生産性の向上と所得の増大を図るため、

「浜」単位での所得向上の取組や沖合・遠洋漁業の国際競争力の強化を総合的かつ計

画的に実施することとなった。このためには制度資金による融資及び漁業信用保証

保険制度による経営支援の的確な実施が必要であり、「水産基本計画」（平成 29 年

４月 28 日閣議決定）において、「漁業関係制度資金や漁業信用保証保険制度は、資

金の円滑な融通を通じて漁業者等の経営にとって極めて重要な役割を果たしている

ことから、引き続き、漁業者等の資金の借入や信用保証に係る負担軽減等を推進す

る」とした。 

これらの各基本計画に基づいて、農林水産業の競争力を強化するためには、農林漁

業者等が必要とする資金が円滑に融通される必要がある。近年、融資機関が担保・保

証に過度に依存する姿勢を改め、事業性評価による融資への取組が進められる中に

おいても、農林漁業経営は、自然条件に左右されるなどの農林漁業の特性から、信用

力が低く経営に必要な資金の借入が難しい場合があることから、農林漁業経営に必

要な資金が円滑に融通されるよう、融資機関による事業性評価による融資への取組

を踏まえつつ、公的な信用補完制度である農林漁業の信用保証保険制度が適切に役

割を果たしていくことが重要である。 

独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）は、独立行政法人農

林漁業信用基金法（平成 14 年法律第 128 号。以下「基金法」という。）に基づき、

農林漁業の信用保証保険制度を運営する組織として、農業・漁業の信用基金協会が行

う債務保証等の保険の業務、林業者等の融資機関からの借入に係る債務保証の業務
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等を行うことにより、農林漁業者等の信用力を補完し、農林漁業経営等に必要な資金

の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的としており、農

林漁業者等の資金調達に重要な役割を果たしている。 

信用基金は、こうした役割を適切に発揮し、農林漁業者等の民間融資機関からの資

金調達の円滑化を図り、農林水産業の競争力の強化を支援していく必要がある。 

また、農業・漁業経営のセーフティネットとして、農漁業者が災害等によって受け

る損失を補てんする農業共済制度や漁業災害補償制度があるが、近年、災害が頻発す

る傾向にある中で、その重要性を増している。さらに、平成 31 年１月から、農業経

営者ごとの収入全体を見て総合的に対応し得る農業経営収入保険事業を実施するこ

ととした。 

こうした中、保険金等の支払のための共済団体等における資金繰りの確保はこれ

まで以上に重要なものとなっており、共済団体等の資金繰りに必要な資金の円滑な

供給を行う信用基金の農業保険関係業務・漁業災害補償関係業務は、ますます重要性

を増している。 

こうしたことを踏まえ、信用基金は、国の政策実施機関として業務の質の向上及び

業務運営の効率性を図るものとする。 

（別添）政策体系図 

 

第２ 中期目標の期間 

信用基金の中期目標の期間は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までの

５年間とする。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

信用基金は、基金法に基づいた業務を行うことにより、農林漁業経営等に必要な資

金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的としている

ことから、農林漁業経営等に必要な資金が円滑に融通されるよう、農業・漁業の信用

基金協会や融資機関等関係機関と連携し、農林漁業者等に対する質の高いサービス

の提供及び業務の質の向上に取り組むものとする。 

なお、独立行政法人の目標の策定に関する指針における「一定の事業等のまとま

り」は、農業信用保険業務、林業信用保証業務、漁業信用保険業務、農業保険関係業

務、漁業災害補償関係業務の５つとする。 

 

 １  農業信用保険業務 

 （１）融資機関等に対する普及推進・利用促進の取組 

   信用基金及び農業信用基金協会の信用補完機能の発揮に向けて、農業信用基金

協会と一体となって、融資機関等関係機関への訪問等により積極的な情報交換を

行い、農業信用保証保険制度の普及推進及び利用促進の取組を実施し、農業者等が

融資機関からの資金調達に際して本制度が幅広く利用可能となるよう環境の整備

を推進する。 

   取組に際しては、銀行、信用金庫、信用組合等融資機関に対し、積極的な働きか
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けを実施し、銀行、信用金庫、信用組合等と農業信用基金協会との保証契約の拡大

等が図られるようにする。 

【指標】 

 ○ 銀行・信用金庫・信用組合等と農業信用基金協会との保証契約締結機関数（平成

28 年度末までの実績：のべ 234 機関） 

 ○ 融資機関等関係機関に対する普及推進・利用促進の取組状況（意見交換回数等） 

＜想定される外部要因＞ 

 ・ 銀行・信用金庫・信用組合等との保証契約は、信用基金が直接契約を締結するも

のではなく、農業信用基金協会が締結するものであることや融資機関の経営方針

及び農業融資への取組方針によっては契約に至らない融資機関も存在することか

ら、評価において考慮するものとする。 

【重要度：高】 

 ・ 法人経営体の増加や他産業からの参入などにより、農業者等の資金調達につい

て、多様な融資機関が利用されるようになっていることから、農業者等が選択した

融資機関の業態に関わらず同等・同質の保証を円滑かつ適切に提供することが必

要となっている。信用基金・農業信用基金協会がそれぞれの役割を踏まえつつ、農

業信用保証保険制度の保険業務を行う全国組織である信用基金が、農業信用基金

協会と一体となって、銀行、信用金庫、信用組合等に対する農業信用保証保険制度

の普及推進・利用促進の取組を行い、上記の保証契約の拡大等を図ることが重要で

あるため。 

 

 （２）適切な保険料率・貸付金利の設定  

   ア 保険料率については、適正な業務運営を行うことを前提として、農業の特性を

踏まえつつ、リスクを勘案した適切な水準に設定する。 

     その際、収支均衡に向けて、業務収支の状況や保険事故の発生状況の実態等を

踏まえ、毎年度、料率算定委員会において保険料率水準の点検を実施し、必要に

応じて、保険料率の見直しを行う。 

  ＜目標水準の考え方＞ 

   ・ 保険料率については、収支相等の原則に基づいて設定することを基本として、

保険料率水準の点検を毎年度実施するとともに、必要に応じて見直すことが適

当。 

  【重要度：高】 

   ・ 保険料は、保険事業を継続的・安定的に実施するための不可欠の要素であり、

業務収支の均衡に向けてその水準について不断の見直しを行うことが重要であ

るため。 

 

   イ 信用リスクに応じた保証・保険料率について、農業の事業の特性を踏まえつ

つ、借入者の信用リスク評価の精緻化（デフォルト率の算定）による保証・保険

料率の導入に向けて検討を進める。 

     検討に当たっては、蓄積した借入者の与信データを分析して、農業信用基金協
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会と連携を図りつつ、中期目標期間の最終年度までに、システム構築を計画的に

行う。 

  ＜目標水準の考え方＞ 

   ・ デフォルト率の算定に当たっては、一定のデータ（財務データ、デフォルトデ

ータ等）の蓄積が必要であり、取組を開始した平成 27 年度から蓄積されたデー

タを基に、計画的なシステム構築及び精緻化モデルの試行期間を踏まえると、最

終年度までの導入が適当。 

  ＜想定される外部要因＞ 

   ・ 借入者のデフォルトは、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更

等の影響を受けるものであるため、借入者の信用リスク評価の精緻化を行うた

めに必要なデフォルトデータの蓄積が進まないことも想定されるため、評価に

おいて考慮するものとする。 

  【重要度：高】 

   ・ 信用リスク評価の精緻化による保証・保険料率の設定の取組は、農業者等の経

営努力を保証・保険料に反映するためのものであり、農業者等の自主性と創意工

夫を活かした経営改善の取組を支援する重要なものであるため。 

 

   ウ 農業信用基金協会に対する貸付金利については、貸付目的、市中金利等を考慮

した適切な水準に設定する。 

 

 （３）保険事故率の低減に向けた取組 

    中期目標期間中に保険契約を締結した案件の保険事故率が抑制されるよう、以

下の取組を行う。 

   ア 農業信用基金協会において適正な引受審査や代位弁済が行われるよう、農業

信用基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴う協議並びに大口保険引受案件及

び大口保険金請求案件の事前協議を全件について確実に実施する。 

 

   イ 融資機関との適切なリスク分担を図るとの観点から、農業者等の負担や国庫

負担の増加を避けることに留意しつつ、現在実施している部分保証やペナルテ

ィー方式（代位弁済時等に一定額を融資機関が負担する方式）等の方策について

導入効果を毎年度検証するとともに、必要に応じて方策を拡充する。 

 

   ウ 農業信用基金協会及び融資機関と連携を強化し、大口保険引受先を中心に現

地協議の実施や期中管理を通じて、必要に応じ農業信用基金協会が行う期中管

理の改善を求めるなど、保険事故の未然防止に努める。 

 【指標】 

  ○ 中期目標期間中の保険事故率（直近５年の平均実績：0.15％） 

 ＜想定される外部要因＞ 

  ・ 保険事故については、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等の

影響を受けるものであるため、評価において考慮するものとする。 
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 （４）求償権の管理・回収の取組 

    農業信用基金協会の求償権の行使による回収については、回収実績の進捗管理

や農業信用基金協会との現地協議の実施等、回収向上に向けた取組を着実に行う。 

 【指標】 

  ○ 回収向上に向けた取組の実施状況（回収実績の進捗管理状況、現地協議実施状

況、会議・研修等開催状況等） 

 

 （５）利用者のニーズの反映等 

    農業信用保証保険制度の利用者の意見募集を幅広く定期的に行うとともに、融

資機関や農業者等の全国団体等との情報及び意見交換を通じて、本制度に関する

利用者のニーズを把握し、業務運営への適切な反映と本制度の円滑な運営を図る

ために必要な運用の見直しを行うほか、災害発生時等に必要に応じて相談窓口を

開設し、農業信用基金協会等と連携して対応する。 

 【指標】 

  ○ 利用者ニーズの反映等状況（意見募集や情報・意見交換等の実施状況、相談窓口

開設回数等） 

 

 （６）事務処理の適正化及び迅速化 

    利用者の手続面での負担の軽減や業務の質的向上を図るため、次の事項を実施

し、適正な事務処理を行うとともに、その迅速化を図る。 

   ア 保険引受、保険金支払等の各業務について、利用者の利便性の向上等に資する

観点から、事務手続の簡素化等業務処理の方法について毎年度点検を実施し、必

要に応じて見直しを行う。 

  【指標】 

   ○ 業務処理方法についての点検及び見直しの実施状況 

 

   イ 保険引受、保険金支払等の業務について、審査等の適正性を確保しつつ、標準

処理期間内に案件の処理を行う。 

  ＜目標水準の考え方＞ 

   ・ 前中期目標期間において、目標（85％以上の処理）の確実な達成が見込めるた

め、本中期目標期間においては、一層の業務の見直しによる業務処理の迅速化を

求めるため、目標を 15 ポイント引き上げ、全ての案件を標準処理期間内に処理

することが適当。 

     なお、利用者からの提出書類・データの不備の補正に要した期間など、信用基

金の責めに帰すべき事由とならないものについては、標準処理期間から除くこ

とが適当。 

 

   ウ 保険料の誤徴収事案等の再発防止策を踏まえ、保険料及び貸付金利息の徴収

に当たっては、請求・納入の都度、担当部署及び会計部署において正確性の点検
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を実施し、保険料や貸付金利息を確実に徴収する。 

     また、貸付金については、確実に回収する。 

  【指標】 

   ○ 担当部署及び会計部署における点検実施状況 

 

 ２ 林業信用保証業務 

 （１）融資機関等に対する普及推進・利用促進の取組 

    信用基金の信用補完機能の発揮に向けて、融資機関や林業関係団体等への訪問

等により積極的な林業信用保証制度の普及推進及び利用促進に向けた取組を実施

する。特に、政策効果の高度発揮の観点から、林業・木材産業改善資金助成法（昭

和 51 年法律第 42 号）又は林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に

関する暫定措置法（昭和 54 年法律第 51 号。以下「暫定措置法」という。）に基づ

き都道府県知事の認定を受けた計画の実施に必要な資金（制度資金）に係る保証利

用を促進する。 

 【指標】 

  ○ 保証引受件数（直近５年の平均実績：1,260 件） 

  ○ 保証引受件数のうち制度資金に係るものの比率（直近５年の平均実績：50％） 

  ○ 融資機関等関係機関に対する普及推進・利用促進の取組状況（制度説明回数等） 

 ＜想定される外部要因＞ 

  ・ 保証引受件数は、木材の需給動向等による林業・木材産業の設備投資や運転資金

の借入額の変動のほか、融資機関によるプロパー融資の動向等に影響を受けるも

のであることから、評価において考慮するものとする。 

 

 （２）適切な保証料率の設定 

    保証料率については、適正な業務運営を行うことを前提として、林業の特性を踏

まえつつ、リスクを勘案した適切な水準に設定する。 

    その際、収支均衡に向けて、業務収支の状況や代位弁済の発生状況の実態等を踏

まえ、毎年度、料率算定委員会において保証料率水準の点検を実施し、必要に応じ

て、保証料率の見直しを行う。 

 ＜目標水準の考え方＞ 

  ・ 保証料率については、収支相等の原則に基づいて設定することを基本として、保

証料率水準の点検を毎年度実施するとともに、必要に応じて見直すことが適当。 

 【重要度：高】 

  ・ 保証料は、保証事業を継続的・安定的に実施するための不可欠の要素であり、業

務収支の均衡に向けてその水準について不断の見直しを行うことが重要であるた

め。 

 

 （３）代位弁済率の低減に向けた取組 

    中期目標期間中に保証契約を締結した案件の代位弁済率が抑制されるよう、以

下の取組を行う。 
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   ア 財務状況の的確な判断等による適正な審査を目的とする保証審査協議会への

付議、期中管理のための融資機関との情報共有の取組を進める。 

 

    イ 融資機関との適切なリスク分担を図るとの観点から、林業者等の負担や国庫

負担の増加を避けることに留意しつつ、部分保証や融資機関のプロパー融資と

の組み合わせを推進する。 

 【指標】 

  ○ 中期目標期間中の代位弁済率（直近５年の平均実績：2.03％） 

 ＜想定される外部要因＞ 

  ・ 代位弁済については、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等の

影響を受けるものであるため、評価において考慮するものとする。 

 

 （４）求償権の管理・回収の取組 

    求償権の回収については、求償債務者の特質に応じた回収方策を検討し、催告頻

度の増加や債権回収業者（サービサー）の効果的な活用等、回収向上に向けた取組

を着実に行う。 

 【指標】 

  ○ 回収向上に向けた取組の実施状況（回収方策の検討状況、催告頻度、債権回収業

者の活用状況等） 

 

 （５）利用者のニーズの反映等 

    都道府県、林業関係団体等との情報・意見交換やアンケート調査を通じて、林業

信用保証制度に関する利用者のニーズを把握し、業務運営に適切に反映させると

ともに、林政上の課題に対応し、林業者等のニーズも踏まえ、本制度の利用拡大に

向けて、保証割合などの保証条件や必要な運用の見直し等を行うほか、災害発生時

等に必要に応じて相談窓口を開設し、融資機関等と連携して対応する。 

 【指標】 

  ○ 利用者ニーズの反映等状況（意見募集や情報・意見交換等の実施状況、相談窓口

開設回数等） 

 

 （６）林業者等の将来性等を考慮した債務保証 

    債務保証の審査に当たっては、財務状況等の分析に基づく判断に加え、林業者等

の今後の事業展開に伴う経営の将来性を従来以上に見通すことが必要となってい

ることから、林業・木材産業専門の債務保証を行う機関としての知見を活かし、林

業者等の将来性を考慮した債務保証に取り組み、中期目標期間の最終年度までに、

林業者等の将来性を評価した債務保証に関するマニュアルを整備し、本格導入す

るとともに、職員の審査能力向上の取組を実施する。 

 ＜目標水準の考え方＞ 

  ・ 林業者等の将来性の評価については、これまで体系的な方法が十分確立されてい

なかったことを踏まえ、マニュアルの整備に当たっては、林業・木材産業の特質に
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応じた非財務情報の検討項目の抽出と判断基準の設定、検証といった試行を平成

30 年度から実施することとし、最終年度までに本格的に導入することが適当。 

 

 （７）事務処理の適正化及び迅速化 

    利用者の手続面での負担の軽減や業務の質的向上を図るため、次の事項を実施

し、適正な事務処理を行うとともに、その迅速化を図る。 

   ア 保証引受、代位弁済等の各業務について、利用者の利便性の向上等に資する観

点から、事務手続の簡素化等業務処理の方法について毎年度点検を実施し、必要

に応じて見直しを行う。 

  【指標】 

   ○ 業務処理方法についての点検及び見直しの実施状況 

 

   イ 保証引受、代位弁済等の業務について、審査等の適正性を確保しつつ、標準処

理期間内に案件の処理を行う。 

  ＜目標水準の考え方＞ 

   ・ 前中期目標期間において、目標（85％以上の処理）の確実な達成が見込めるた

め、本中期目標期間においては、一層の業務の見直しによる業務処理の迅速化を

求めるため、目標を 15 ポイント引き上げ、全ての案件を標準処理期間内に処理

することが適当。 

     なお、利用者からの提出書類・データの不備の補正に要した期間など、信用基

金の責めに帰すべき事由とならないものについては、標準処理期間から除くこ

とが適当。 

 

   ウ 保証料の誤徴収事案等の再発防止策を踏まえ、保証料の徴収に当たっては、請

求・納入の都度、担当部署及び会計部署において正確性の点検を実施し、保証料

を確実に徴収する。 

     また、貸付金については、確実に回収する。 

  【指標】 

   ○ 担当部署及び会計部署における点検実施状況 

 

 ３ 漁業信用保険業務 

 （１）適切な保険料率・貸付金利の設定 

   ア 保険料率については、適正な業務運営を行うことを前提として、漁業の特性を

踏まえつつ、リスクを勘案した適切な水準に設定する。 

     その際、収支均衡に向けて、業務収支の状況や保険事故の発生状況の実態等を

踏まえ、毎年度、料率算定委員会において保険料率水準の点検を実施し、必要に

応じて、保険料率の見直しを行う。 

  ＜目標水準の考え方＞ 

   ・ 保険料率については、収支相等の原則に基づいて設定することを基本として、

保険料率水準の点検を毎年度実施するとともに、必要に応じて見直すことが適
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当。 

  【重要度：高】 

   ・ 保険料は、保険事業を継続的・安定的に実施するための不可欠の要素であり、

業務収支の均衡に向けてその水準について不断の見直しを行うことが重要であ

るため。 

 

   イ 漁業信用基金協会に対する貸付金利については、貸付目的、市中金利等を考慮

した適切な水準に設定する。 

 

 （２）保険事故率の低減に向けた取組 

    中期目標期間中に保険契約を締結した案件の保険事故率が抑制されるよう、以

下の取組を行う。 

   ア 漁業信用基金協会において適正な引受審査や代位弁済が行われるよう、漁業

信用基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴う協議並びに大口保険引受案件及

び大口保険金請求案件の事前協議を全件について確実に実施する。 

 

   イ 融資機関との適切なリスク分担を図るとの観点から、漁業者等の負担や国庫

負担の増加を避けることに留意しつつ、現在実施している部分保証やペナルテ

ィー方式（代位弁済時等に一定額を融資機関が負担する方式）等の方策について

導入効果を毎年度検証するとともに、必要に応じて方策を拡充する。 

 

   ウ 漁業信用基金協会及び融資機関と連携しながら、被保証者及び貸付先の財務

状況等を踏まえ、保険引受審査、保険金支払審査等に係る情報の共有及び意見調

整を着実に行う。また、必要に応じ漁業信用基金協会が行う期中管理の改善を求

めるなど、保険事故の未然防止に努める。 

 【指標】 

  ○ 中期目標期間中の保険事故率（直近 10 年の平均実績：0.95％） 

 ＜想定される外部要因＞ 

  ・ 保険事故については、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等の

影響を受けるものであるため、評価において考慮するものとする。 

 

 （３）求償権の管理・回収の取組 

    漁業信用基金協会の求償権の行使による回収については、回収実績の進捗管理

や漁業信用基金協会との個別協議の実施等、回収向上に向けた取組を着実に行う。 

 【指標】 

  ○ 回収向上に向けた取組の実施状況（回収見込調査実施状況、個別協議実施状況

等） 

 

 （４）利用者のニーズの反映等 

    漁業信用保証保険制度の利用者の意見募集を幅広く定期的に行うとともに、融
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資機関や漁業者等の全国団体等との情報及び意見交換を通じて、本制度に関する

利用者のニーズを把握し、業務運営への適切な反映と本制度の円滑な運営を図る

ために必要な運用の見直しを行うほか、災害発生時等に必要に応じて相談窓口を

開設し、漁業信用基金協会等と連携して対応する。 

 【指標】 

  ○ 利用者ニーズの反映等状況（意見募集や情報・意見交換等の実施状況、相談窓口

開設回数等） 

 

 （５）事務処理の適正化及び迅速化 

    利用者の手続面での負担の軽減や業務の質的向上を図るため、次の事項を実施

し、適正な事務処理を行うとともに、その迅速化を図る。 

   ア 保険引受、保険金支払等の各業務について、利用者の利便性の向上等に資する

観点から、事務手続の簡素化等業務処理の方法について毎年度点検を実施し、必

要に応じて見直しを行う。 

  【指標】 

   ○ 業務処理方法についての点検及び見直しの実施状況 

 

   イ 保険引受、保険金支払等の業務について、審査等の適正性を確保しつつ、標準

処理期間内に案件の処理を行う。 

  ＜目標水準の考え方＞ 

   ・ 前中期目標期間において、目標（85％以上の処理）の確実な達成が見込めるた

め、本中期目標期間においては、一層の業務の見直しによる業務処理の迅速化を

求めるため、目標を 15 ポイント引き上げ、全ての案件を標準処理期間内に処理

することが適当。 

     なお、利用者からの提出書類・データの不備の補正に要した期間など、信用基

金の責めに帰すべき事由とならないものについては、標準処理期間から除くこ

とが適当。 

 

   ウ 保険料の誤徴収事案等の再発防止策を踏まえ、保険料及び貸付金利息の徴収

に当たっては、請求・納入の都度、担当部署及び会計部署において正確性の点検

を実施し、保険料や貸付金利息を確実に徴収する。 

     また、貸付金については、確実に回収する。 

  【指標】 

   ○ 担当部署及び会計部署における点検実施状況 

 

４ 農業保険関係業務 

（１）農業保険関係業務についての情報提供の充実及び利用者の意見の反映 

   信用基金の農業保険関係業務の役割や手続きについて、利用者等に対し、図表な

ども含めて分かりやすい形で周知するなど情報提供の充実を図るとともに、利用

者からの意見募集を幅広く定期的に行い、業務運営に適切に反映させる。 
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【指標】 

 ○ 農業共済団体等への農業保険関係業務の周知状況 

 

（２）共済団体等に対する貸付業務の適正な実施 

ア 共済団体等に対する貸付業務は、農業共済制度及び農業経営収入保険事業の

円滑な実施を担保するためのセーフティネットであることを踏まえ、大災害時

等の緊急的な対応を除き、信用基金から共済団体等に対し、民間金融機関からの

融資を受けるよう促す。 

  その上で、共済団体等に対し貸付けを行う場合は、迅速かつ着実に実施するた

め、貸付審査の適正性を確保しつつ、標準処理期間内に全ての案件を処理する。 

  

イ 貸付金利については、貸付目的、調達コスト、市中金利等を考慮した適切な水

準に設定する。 

 

  ウ 貸付金及び貸付利息については、定められた期日に確実に回収する。 

 

５ 漁業災害補償関係業務 

（１）漁業災害補償関係業務についての情報提供の充実及び利用者の意見の反映 

信用基金の漁業災害補償関係業務の役割や手続きについて、利用者等に対し、図

表なども含めて分かりやすい形で周知するなど情報提供の充実を図るとともに、

利用者からの意見募集を幅広く定期的に行い、業務運営に適切に反映させる。 

【指標】 

 ○ 漁業共済団体への漁業災害補償関係業務の周知状況 

 

（２）共済団体に対する貸付業務の適正な実施 

  ア 共済団体に対する貸付業務は、漁業災害補償制度の円滑な実施を担保するた

めのセーフティネットであることを踏まえ、大災害時等の緊急的な対応を除き、

信用基金から共済団体に対し、民間金融機関からの融資を受けるよう促す。 

    その上で、共済団体に対し貸付けを行う場合は、迅速かつ着実に実施するた

め、貸付審査の適正性を確保しつつ、標準処理期間内に全ての案件を処理する。 

    

  イ 貸付金利については、貸付目的、調達コスト、市中金利等を考慮した適切な水

準に設定する。 

 

  ウ 貸付金及び貸付利息については、定められた期日に確実に回収する。 

 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 事業の効率化 

事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収事

業委託費）については、中期目標の期間中に、平成 29 年度比で５％以上削減する。 
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＜想定される外部要因＞ 

・ 保険金及び代位弁済費については、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令

の変更等の影響を受けるものであるため、評価において考慮するものとする。 

 

 ２ 経費支出の抑制 

 （１）業務の見直し及び効率化を進め、全ての支出について、当該支出の要否を検討す

るとともに、以下の措置を講じること等により、一般管理費（人件費、租税公課、

事務所賃料、外部との不正通信の検知に必要な経費、最高情報セキュリティアドバ

イザーの設置に必要な経費、特殊要因により増減する経費及び中期目標期間中に

新たに実施する取組（第３の１の（１）及び（２）のイの取組に限る。）に要する

経費を除く。）については、中期目標の期間中に、平成 29 年度比で 20％以上抑制

する。 

   ア 役職員に対し、費用対効果等のコスト意識を徹底させる。 

 

   イ 業務実施方法を見直す。 

 

   ウ 個別業務単位ごとの予算執行状況の期中管理を徹底する。 

 

 （２）人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定

部分を除く。）については、政府の方針を踏まえつつ、適切に対応する。 

    また、給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役

職員給与の在り方について厳しく検証した上で、対国家公務員地域・学歴別指数

（地域・学歴別法人基準年齢階層ラスパイレス指数）が中期目標期間中は、毎年度

100 を上回らない水準とし、給与水準の適正化に取り組むとともに、検証結果や取

組状況を公表する。 

 

 ３ 調達方式の適正化 

   調達に係る契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年５月 25 日総務大臣決定）及び国における取組（「公共調達の適

正化について」（平成 18 年８月 25 日付け財計第 2017 号財務大臣通知））等を踏ま

え、以下の事項を着実に実施する。 

 （１）調達等合理化計画 

   ア 信用基金が毎年度策定する調達等合理化計画に基づき、一般競争入札等（競争

入札及び企画競争・公募）を着実に実施する。 

 

   イ 調達等合理化計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローア

ップを実施する。 

 

 （２）調達に係る推進体制の整備 

   ア 契約監視委員会において、毎年度、調達等合理化計画の策定及び自己評価の際
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の点検を行うとともに、個々の契約案件の事後点検を行う。 

 

   イ 契約監視委員会において、信用基金の調達に係る推進体制が適正であるかの

検証を行い、必要に応じて、推進体制の整備・見直しを行う。 

 

   ウ 契約審査委員会の活用等により、随意契約とする理由が妥当か、一般競争入札

等が真に競争性・透明性が確保される方法により実施されているか等を確認す

るなど、契約の適正な実施を図る。 

 

   エ 随意契約ができる理由を会計規程等において明確化し、公正性・透明性を確保

しつつ、合理的な調達を実施する。 

 

 ４  電子化の推進 

   業務の効率化及び簡素化を図る観点から情報システムの改善に努めるとともに、

ＩＣＴの活用等による電子決裁や情報デジタル化（ペーパーレス化）の取組など、業

務の電子化を推進する。 

 

第５ 財務内容の改善に関する事項 

１ 財務運営の適正化 

  我が国農林漁業の健全な発展を図るという政策的な見地から、信用基金の業務が

安定的かつ継続的に実施されることが重要であり、このため、信用基金の健全な財務

内容を確保することが必要不可欠となる。 

  このような観点から、信用基金は、長期的に収支均衡とすることを旨として、勘定

ごとに中期目標期間の業務収支の黒字を目指すこととし、第３の１から５までに掲

げる制度の普及推進や利用促進、保険事故率・代位弁済率の低減、求償権の回収等の

取組を着実に実施するとともに、効率的、自律的な業務運営を行うものとする。 

  特に、林業信用保証業務については、前中期目標に掲げられた保証料の増加が未達

成であったことを踏まえ、業務収支の黒字化に資するよう、第３の２（１）の普及推

進・利用促進に向けた取組を着実に実施することにより、林業・木材産業の成長産業

化に向けた林業信用保証制度の利用拡大と保証料収入の確保を行うものとする。 

＜想定される外部要因＞ 

 ・ 業務収支は、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等の影響を受

けるものであるため、評価において考慮するものとする。 

 

２ 決算情報・セグメント情報の開示 

  信用基金の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報や、業務内容

等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 

 

３ 長期借入金の条件 

  基金法第 17 条（漁業災害補償法（昭和 39 年法律第 158 号）第 196 条の 11 第１項
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又は暫定措置法第７条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づ

き、信用基金が長期借入金をするに当たっては、市中の金利情勢等を考慮し、極力有

利な条件での借入れを図る。 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 職員の人事 

 （１）人員 

    業務の質や量に対応した組織体制・人事配置の見直しを通じて、業務運営の効率

化を行うことにより、人員の抑制を図る。 

 

 （２）人事評価 

    役職員に対して、目標管理を取り入れた適切な人事評価を着実に実施し、その業

績及び勤務成績等を給与・退職金等に確実に反映させることにより、業務遂行への

インセンティブを向上させる。 

 

 （３）人材の確保、人材の養成 

   ア 人材の確保 

     金融、保険業務等の分野において高度な専門性を有する民間企業等の人材を

採用する。また、適切な人事管理の構築等を通じた魅力ある就業環境の形成によ

り、人材の確保を行う。 

 

   イ 人材の養成 

     個々の職員の専門性の向上に配慮した人事管理を行うとともに、職員に対す

る研修制度の充実等により、民間企業等から採用した人材の専門的な知見を速

やかに共有させるなど、専門性の高い人材の早期育成を図る。 

  

 ２ ガバナンスの高度化 

 （１）運営委員会 

    政府以外の出資者や外部有識者を委員とする運営委員会を適時に開催して、こ

れらの委員から示された意見等を信用基金の業務運営に的確に反映させる。 

 

 （２）内部統制機能の強化 

   ア 役員会 

     理事長の意思決定を補佐するため、役員会を定期的に開催して、業務に関する

重要事項について意見交換を行う。 

 

   イ 内部統制委員会 

     理事長をトップとする内部統制委員会を開催して、各種委員会における取組

状況をモニタリングするなど、内部統制を推進する。 

 

270



   ウ リスク管理委員会 

     外部有識者を委員として含むリスク管理委員会を開催して、金融業務に固有

のリスクについて統合的なリスク管理を実施する。 

 

   エ コンプライアンス 

     業務の適正な執行を図るため、コンプライアンス委員会において外部有識者

の知見を活用するなど、コンプライアンス（法令等遵守）に着実に取り組む。 

 

   オ 事務リスク自主点検 

     事務リスクの顕在化を防止するため、事務リスク自主点検を実施するととも

に、その結果を踏まえて改善策を検討する。 

 

   カ 監査 

     各部署から独立した内部監査担当部署による内部監査を通じて、また、信用基

金から独立した監事及び会計監査人による監査を通じて、法令等に則った適切

かつ健全な業務運営が確保されるようにする。 

 

 ３ 情報セキュリティ対策 

   「サイバーセキュリティ戦略」（平成 27 年９月４日閣議決定）、「政府機関の情

報セキュリティ対策のための統一基準」（平成 28 年８月 31 日サイバーセキュリティ

戦略本部決定）等の政府の方針等を踏まえ、サイバー攻撃等の脅威への対処に万全を

期するとともに、情報セキュリティに関する知識や経験を有する専門家の活用を通

じて体制を整備し、個人情報の保護を含む適切な情報セキュリティ対策を推進する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金の政策体系図

○農業・漁業の信用基金協会が行う債務の保証等について保険を行うこと、農業・漁業の信用基金協会の業務に必要な資金の融通を行うこと、林業者等の経営
改善に必要な資金の借入に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって、農林漁業の健全な発展に資することを
目的とする。

○農業保険法（注）及び漁業災害補償法に基づき、共済団体等が行う保険事業等に係る保険金等の支払に関して必要とする資金の貸付等の業務を行うことを
目的とする。

農林漁業信用基金が果たすべき役割（独立行政法人農林漁業信用基金法第３条）

○力強く持続可能な農業構造の実現に
向けた担い手の育成・確保

食料・農業・農村基本計画
（平成27年３月31日閣議決定）

森林・林業基本計画
（平成28年５月24日閣議決定）

水産基本計画
（平成29年４月28日閣議決定）

○森林の有する多面的機能の発揮

主な政府方針

農業信用保険業務 林業信用保証業務 漁業信用保険業務 農業保険関係業務（注）

漁業災害補償関係業務

○農業信用基金協会が行う債務の
保証についての保険

○農業信用基金協会が行う保証業
務に必要な資金の貸付け

○農林中央金庫等が行う融資につ
いての直接保険

○林業者等が融資機関から経営
改善に資する資金を借り入れる
際の債務の保証

○日本政策金融公庫に対し、森林
整備活性化資金の貸付けに必
要な資金の寄託

○木材産業等高度化推進資金の
貸付けの事業を行う都道府県に
対して、低利貸付けに必要な資
金を貸付け

○漁業信用基金協会が行う債務の
保証についての保険

○漁業信用基金協会が行う保証業
務に必要な資金の貸付け

○農林中央金庫が行う融資につい
ての直接保険

○農業共済団体等の保険金又は共
済金の支払等に必要な資金の貸
付け等

○漁業共済団体の共済金又は再共
済金の支払に必要な資金の貸付
け等

・担い手が主体性と創意工夫を発揮して経営発
展できるよう、出資や融資、税制など、経営
発展の段階や経営の態様に応じた支援を行う。

・林業経営基盤の強化等のため、金融・税制上
の措置の活用等を進める。

○林産物の供給及び利用の確保

・漁業信用保証保険制度は、資金の円滑な融通
を通じて漁業者等の経営にとって重要な役割
を果たしていることから、引き続き、信用保
証に係る負担軽減等を推進する。

・漁業共済制度は、自然環境に左右されやすい
漁業経営の安定を図る役割を果たしているこ
とから、制度の安定的な運営を確保する。

○融資・信用保証、漁業保険制度等の
経営支援の的確な実施

○林業の持続的かつ健全な発展

○経営の新たなセーフティネットとして
の収入保険制度等の検討

（注）農業災害補償法の一部を改正する法律（平成29年法律第74号）による改正後の法律名及び業務である。なお、法律施行日は平成30年４月１日。
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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 第４期中長期目標（案） 

 

Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

U１．政策体系におけるＮＥＤＯの位置付け 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」とい

う。）は、「エネルギー・環境問題の解決」、「産業技術力の強化」に貢献すること

をミッションとしている。これを実現するために、ＮＥＤＯは、これらのミッション

に必要となる革新的な技術シーズの創出と多様なシーズを事業化に結びつける「技術

開発マネジメント」を推進する。具体的には、世界最先端の技術情報を持つ国内外の

産学官組織との対話によりグローバル視点で最新の技術動向や市場展望を把握し、先

を見据えた中長期の技術戦略及びプロジェクト構想を策定するとともに、産学官を組

み合わせた最適な体制を構築し、技術開発プロジェクトを資金、研究計画、成果管

理・普及、技術評価並びに標準化や規格・規制の整備等あらゆる側面からマネジメン

トする。また、新たなイノベーションの担い手として期待される中堅・中小・ベンチ

ャー企業を技術面から支援し、技術開発助成等による技術開発リスクの低減に貢献す

る。さらに、近年、組織や業種等の壁を越えて、技術やノウハウ、人材等を組み合わ

せ、新たな価値を創造する「オープンイノベーション」が革新的な技術シーズの創出

を担いつつあることを踏まえ、オープンイノベーションの推進を通じて、革新的な技

術を事業化に結びつけるための取組を実施する。 

ＮＥＤＯは設立以来、政策実施機関として、政府と産業界との間に立ち、①ナショ

ナルプロジェクト（民間企業等のみでは取り組むことが困難な、実用化・事業化まで

に中長期の期間を要し、かつリスクの高い技術開発に対し、国の資金提供と技術開発

マネジメントの下に取り組む研究開発事業）、②実証事業（技術の有効性を確認する

ための実証事業）、③テーマ公募型事業（民間企業等からテーマ提案を募る形態によ

る技術開発事業）、④研究開発型ベンチャー支援事業（研究開発型ベンチャーの技術

開発リスクの低減に資する助成等の事業）、⑤国際実証・国際共同事業（非化石エネ

ルギーを発電に利用する技術、エネルギー使用合理化のための技術、鉱工業の技術等

の海外における実証事業及びＮＥＤＯが外国の技術開発マネジメント機関等とともに

行う最先端の技術を持つ内外の企業による国際共同研究プロジェクト等への支援事

業）に係る技術開発マネジメントを実施している。 

また、「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年 6 月閣議決定）等において、イノベ

ーションを生み出す環境整備として、革新的な技術シーズを事業化に結びつける「橋

渡し」機能強化にＮＥＤＯが先行的に取り組むとされたことを受け、第３期中長期目

標期間中の平成 26 年 4 月に、ＮＥＤＯ技術戦略研究センター（以下「ＴＳＣ」とい

う。）を設置した。ＴＳＣにおいては、世界最先端の技術情報を持つ産学官組織との

対話により、グローバル視点で最新の技術動向や市場展望を把握し、先を見据えた中

長期の技術戦略を策定してプロジェクトを企画・構想しつつ、長期的な技術インテリ

ジェンスの向上に取り組んでいる。 
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加えて、ＮＥＤＯが行うプロジェクトマネジメントは、技術シーズの漸進的進歩で

はなく、社会ニーズ・産業ニーズに的確に貢献できる技術の創出を旨としている。具

体的には、ナショナルプロジェクトにおける、非連続なイノベーションの創出を目的

として行われる技術開発関連事業であって、特にリスクの高いもの（以下「非連続ナ

ショナルプロジェクト」という。）の実施やプロジェクトマネージャー（以下「Ｐ

Ｍ」という。）を設けて、プロジェクトマネジメントの権限・裁量を付与する取組を

通じて、社会ニーズ・産業ニーズを意識した技術開発マネジメントの機能強化を図っ

てきた。 

 

U２．ＮＥＤＯを取り巻く現下の経済社会情勢 

現下の産業技術・イノベーション、エネルギー・環境を巡る状況を見ると、未来投

資戦略 2017（平成 29 年 6 月閣議決定）、エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月閣議決

定）、地球温暖化対策計画（平成 28 年 5 月閣議決定）、エネルギー・環境イノベー

ション戦略（平成 28 年 4 月総合科学技術･イノベーション会議）、科学技術イノベー

ション総合戦略 2017(平成 29 年 6 月閣議決定) において以下のような課題が示されて

いる。さらに、経済産業省の産業構造審議会 産業技術環境分科会 研究開発・イノベ

ーション小委員会の「中間とりまとめ」（平成 28 年 5 月）においても、イノベーシ

ョンを結実させるために必要な産学官の取組が示されている。また、産業構造審議会 

産業技術環境分科会 基準認証小委員会の「今後の基準認証の在り方 答申」（平成

29 年 10 月）においては、統合的な官民標準化戦略の実施として、研究開発・知財と

並行して標準化を進める仕組みの構築の必要性が示されている。 

①  我が国は、６００兆円経済の実現に向け、成長戦略の強力な推進が求められ

ている。成長の実現に向けて、ＩｏＴ、人工知能（ＡＩ）、ロボット等の第四

次産業革命の技術革新をあらゆる産業に取り入れ、さまざまな社会課題を解決

する Society5.0 を世界に先駆けて実現する必要がある。また、モノとモノ、人

と機械・システム、人と技術、異なる産業に属する企業と企業など、さまざま

なものをつなげる新たな産業システム（Connected Industries）への変革を推

進する必要がある。【未来投資戦略 2017】 

②  徹底した省エネルギー社会の実現、再生可能エネルギーの導入加速等を進め

るために、省エネルギーに資する技術開発・技術等の国際展開、再生可能エネ

ルギーの低コスト化・高効率化に資する研究開発や使用済製品からの有用金属

資源の回収を進めるための技術開発等を戦略的に推進する必要がある。【エネ

ルギー基本計画】 

また、我が国は、パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効

性ある国際枠組みの下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよ

う国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目

標として 2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すこととされてい

る。このような大幅な排出削減は、従来の取組の延長では実現が困難である。
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このため、エネルギー・環境分野については、「エネルギー・環境イノベーシ

ョン戦略」等に基づき、エネルギーシステムの統合技術やシステムを構成する

コア技術に加え、省エネルギー、蓄エネルギー、創エネルギー、ＣＯ２固定

化・有効利用の各分野におけるイノベーションを促進する必要がある。【地球

温暖化対策計画、エネルギー環境・イノベーション戦略】 

さらに、地球全体の温室効果ガス排出削減に貢献しつつ我が国の更なる経済

成長へつなげるべく、我が国のエネルギー関連先端技術の国際展開及び途上国

への温室効果ガス削減技術等の普及等の国際的な取組を通じて、実現した温室

効果ガス排出削減・吸収を国際貢献として示していくとともに、我が国の削減

目標の達成にも資するよう二国間オフセット・クレジット制度（ＪＣＭ）を活

用していく。【地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画】 

③   Society5.0 の実現を始めとする科学技術イノベーションの推進こそが６００

兆円経済を実現する成長戦略の鍵であり、官民研究開発投資を拡大していくこと

が必要不可欠である。エネルギー・資源の安定的な確保、超高齢化・人口減少社

会等に対応する持続可能な社会の実現、我が国のものづくり産業の競争力向上と

いった視点に加えて、国及び国民の安全・安心を確保するために、我が国の様々

な高い技術力の活用が重要である。【科学技術・イノベーション総合戦略 2017】 

④  イノベーション・ベンチャーを生み出す好循環システムの構築として、今後は

イノベーションの果実が次に投資される好循環によりイノベーション・ベンチャ

ーのエコシステムを構築することが必要である。【未来投資戦略 2017】 

⑤  我が国企業は、自前主義からの脱却の遅れや、事業の“選択と集中”等がで

きていないことから、必ずしも研究開発投資が事業化・企業収益に繋げられて

いない。また、国際競争の激化等により、研究開発費の多くを短期的研究に振

り向ける傾向にある。このため、研究開発、市場獲得・開拓までを通じたイノ

ベーションシステムの構築や、勝ち筋となり得る「戦略分野」の見極めを行

い、国が中長期的な研究を支援することが必要である。 

さらに、イノベーションを結実させるのは主として企業であるが、迅速な社

会実装に向けて、公的研究機関が企業や大学と協働していくことが不可欠であ

る。グローバルにオープンイノベーションを推進するためには、各主体が強み

を生かし、その力を補完的に連携・融合させていく必要があるとされている。

また、大企業、中小・ベンチャー企業、大学、公的研究機関に偏在する人材、

知、資金の流動性向上に加えて、サイバーセキュリティ対策、知財戦略の推

進、先端技術の国際標準化等に官民挙げた取組が必要である。【経済産業省産

業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委員会「中間と

りまとめ」】 

⑥  統合的な官民標準化戦略の実施として、研究開発・知財と並行して標準化を

進める仕組みの構築が求められており、研究開発の初期段階から標準化を構想

していく必要がある。【経済産業省産業構造審議会 産業技術環境分科会 基準
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認証小委員会の「今後の基準認証の在り方答申」】 

（別添）政策体系図 

 

U３．第４期中長期目標期間におけるＮＥＤＯのミッション 

こうした現下の状況・政府方針を踏まえ、本中長期目標期間におけるＮＥＤＯのミ

ッションを以下のとおりとする。 

①  第一に、成果の社会実装によりエネルギーの安定的・効率的な供給の確保及び

経済・産業の発展に資する研究開発プロジェクトを推進する。 

具体的には、産業技術分野については、Connected Industries への変革等を通

じた Society5.0 の実現のための中核技術として期待される人工知能（ＡＩ）技

術、ロボット技術等のコア技術を中心に、我が国が強みを有するものづくり技術

との融合を目指し、ベンチャー等にも広く参画を呼びかけつつ産学官の英知を集

結し、関係府省とも連携を強化しながら研究開発を行う。 

また、エネルギー・環境分野については、エネルギーの安定供給と地球環境問

題の解決に貢献するため、新エネルギー及び省エネルギー技術等の開発や実証事

業等を産学官により国内外で展開するプロジェクト等を推進する。さらに、長期

的、戦略的な取組の中で大胆な温室効果ガス排出量削減を目指す等、中長期的な

課題を解決するため、従来の発想によらない革新的な技術の発掘や開発等に注力

する。 

これらの取組においては、研究開発成果により社会にもたらされる将来の経済効

果を十分に意識しつつ、成果の社会実装を図るため、研究開発プロジェクト等の実

施に併せ、国の標準化行政の最新の政策動向・制度改正も十分に踏まえた国際標準

化の取組支援、知的財産マネジメント支援等を推進する。 

②  第二に、研究開発型ベンチャー企業等の振興、オープンイノベーションを促進

する。 

具体的には、経済の活性化や新規産業・雇用の創出の担い手として、新規性・

機動性に富んだベンチャーの振興が重要である。研究開発型ベンチャーが事業化

リスクに加えて研究開発リスクも抱え、収益が上がるまでに時間と資金を多く要

するため、研究開発型ベンチャー振興のための環境整備に向け、各種支援施策を

整備・実施する。また、イノベーションの手法として効果的な解決策となり得る

オープンイノベーションについて、その理解向上・効果的な取組方法等に関する

共有・普及啓発を行う。さらに、研究開発プロジェクトにおけるオープンイノベ

ーションの推進に向けて、技術分野ごとに競争領域／協調領域を明確化すること

で、企業、大学、国立研究開発法人等の資源を集約し、効果的かつ効率的に研究

開発を進める。 

③  第三に、戦略分野を見極めつつ、中長期的な視点に立った研究開発を進めてい
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く上で、ＮＥＤＯの技術インテリジェンス機能を強化する。 

具体的には、国内外の市場の獲得につなげるため、ＴＳＣを中心として、特許

庁の技術動向調査や他の国立研究開発法人の調査研究等も活用しつつ情報収集・

分析を進め、国内外の有望技術と社会課題・市場課題の動向把握・分析を継続的

に行う体制を構築する。また、他国の後追いではなく、世界に先んじたイノベー

ションの予兆を掴み、萌芽を見い出しつつ、我が国の「強み」、「優位性」を活

かした技術戦略を策定・実施する。 

 

Ⅱ．中長期目標の期間 

平成 30 年度から始まる第 4 期におけるＮＥＤＯの中長期目標の期間は、5 年間とす

る。 

国立研究開発法人たるＮＥＤＯは、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103

号。以下「通則法」という。）第 35 条の 4 の規定により、中長期目標の期間を 5 年

以上 7 年以下の範囲で定めるとされている。ＮＥＤＯには、今後 20 年、30 年先を見

据えた有望技術を探索し、世界に先んじてイノベーションの予兆を掴み、具体的な技

術戦略を策定して、高度な研究開発マネジメントを推進していくという長期的視点が

求められる一方、人工知能（ＡＩ）分野等極めて技術革新のスピードが速い技術分野

に的確かつ柔軟に対応することも強く期待される。このため、中長期目標の期間は通

則法に定められた最短の 5 年間とし、世界の技術革新・イノベーションに係る状況変

化に迅速に対応するものとする。 

 

Ⅲ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

第４期中長期目標期間においては、研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上

のため、以下のとおり、上記ミッションを実現するため、１．から４．の業務項目毎

に取組を行うものとする。 

また、ＮＥＤＯの業務活動単位が、概ね①エネルギーシステム分野、②省エネルギ

ー・環境分野、③産業技術分野、④新産業創出・シーズ発掘等分野に分類され、この

分類ごとに組織上の責任者を配置して業務を実施することが望ましいことから、当該

分類を一定の業務等のまとまりと捉えて「評価単位」とし、評価に当たっては、別紙

のとおり、評価単位ごとに１．から４．の評価項目について評価軸等に基づき実施す

るものとする。なお、異分野の技術の融合がますます重要になってきていることを踏

まえ、評価単位の設定による内部の縦割りを助長することのないよう十分留意すると

ともに、分野横断の視点で全体を俯瞰しつつ、異分野の技術の融合を図る技術開発マ

ネジメントにも適切に取組むものとする。 
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U１．技術開発マネジメント等による研究成果の社会実装の推進 

第４期中長期目標期間においては、さらなる技術開発マネジメントの機能強化を通

じて研究開発成果の最大化を図るとともに、研究成果を速やかに社会実装へつなげる

ための取組を強化するものとする。 

 

（１）世界最先端の研究開発プロジェクトの実施と成果の最大化 

 ＮＥＤＯが行う研究開発プロジェクトについては、事業終了段階での事後評価結果

とともに、追跡調査によって把握される結果により評価を行うものとし、以下の数値

目標を掲げ、その目標の達成状況を公表するものとする。 

○数値目標１.‐１ 

【目標】「基幹目標」 

平成 23 年度以前に終了したナショナルプロジェクト 243 件の終了 5 年経過後の実

用化達成率（製品化又は上市段階の比率。以下同じ。）は 26.2%であるが、平成 27 年

度以降、長期的な技術戦略に基づいてナショナルプロジェクトが組成される仕組みが

導入され、プロジェクトの難易度が上がっていること、第 3 期中長期目標における実

用化達成率目標 25%以上の数値引き上げは、難易度が低く実用化に近いナショナルプ

ロジェクトの組成につながりかねない懸念が生じるため、第 4 期中長期目標ではナシ

ョナルプロジェクトであって、非連続ナショナルプロジェクト以外のものについて

は、事業終了後、５年経過後の時点での実用化達成率を第４期中長期目標期間全体で

該当する評価単位のそれぞれにおいて、いずれも２５％以上とすることを目標とし、

その達成状況を評価する。 

 加えて、終了 5 年経過後時点で実用化達成率のみを評価すると、第 4 期中長期目標

期間中に終了するナショナルプロジェクトの実用化達成率は反映されないこととなる

ため、事業終了後、５年が経過していないナショナルプロジェクト（非連続ナショナ

ルプロジェクトを除く。）については、事業終了後に実施する外部評価委員会による

事後評価における「成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通し」の評価項目の４

段階評点が最上位又は上位の区分となる比率を第４期中長期目標期間全体で該当する

評価単位のそれぞれにおいて、いずれも５０％以上（平成 23 年度以前に終了したナ

ショナルプロジェクト 243 件の実績は４１％）とすることを目標として、成果の実用

化に向けたマネジメントに、より一層取り組むものとし、当該比率を基に実用化達成

率の将来予測を行うものとする。 

【重要度：高】【優先度：高】 

研究開発プロジェクトの実施にかかる成果を測る指標として、実用化に繋がった率

をもって評価することが最も適切と考えられるため、当該率をもって評価を行うもの

とする。ナショナルプロジェクトは、民間企業等のみでは取り組むことが困難な、実

用化・事業化までに中長期の期間を要し、かつリスクの高い技術開発であるが、一方

でＮＥＤＯの技術開発マネジメントによって早期に実用化し社会に実装されることも
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求められる。このため、社会実装へ向けた進捗状況を示す本目標の重要度は高いもの

であり、かつ、平成２７年３月に第３期中長期目標を変更し、技術シーズの迅速な事

業化を促すため、ＰＭへの大幅な権限付与等によるプロジェクトマネジメントの強化

を実施しており、この強化した内容を含むＮＥＤＯの技術開発マネジメントによる業

務成果を直接測るものでもあるため、指標としての優先度も高いものである。 

【難易度：高】 

技術開発マネジメントの機能強化を図る等ＮＥＤＯの業務執行努力によって、実用

化達成率が高まるものと考えられるが、一方で研究開発は常に不確実性を有すること

に加え、平成 27 年度以降長期的な技術戦略に基づいてナショナルプロジェクトが組

成される仕組みが導入され、プロジェクトの難易度が上がっているため、難易度は高

とする。 

 

（２）技術開発マネジメントの機能強化 

 ＮＥＤＯが行う技術開発マネジメントについては、事業終了段階での事後評価結果

により評価を行うものとし、以下の数値目標を掲げ、その目標の達成状況を公表する

ものとする。 

○数値目標１.‐２ 

【目標】 

第 3 期中長期目標期間では、ＮＥＤＯが行った技術開発マネジメントを評価するた

め、ナショナルプロジェクト終了後に実施する外部評価委員会による事後評価全体の

結果について、４段階評点が最上位又は上位の区分の評価を得る比率を６０％以上と

することを目標としていたが、第 4 期は、マネジメント結果を直接的に測定できる

「研究開発マネジメント」及び「研究開発成果」の評価項目に特化することとし、同

評価項目の４段階評点が最上位又は上位の区分の評価を得る比率について、第４期中

長期目標期間全体で該当する評価単位のそれぞれにおいて、いずれも７０％以上（平

成 28 年度までに事後評価を完了したナショナルプロジェクト 358 件の実績値は６

８％）とすることを目標とし、その達成状況を評価する。 

 

（３）技術戦略に基づいたチャレンジングな研究開発の推進 

 国費を原資とするナショナルプロジェクトでは基本的に成功率を高める取組が求め

られるところであるが、成功率だけを目標にするとリスクが高い研究開発が実施され

にくい懸念が生じる。ＮＥＤＯが今後取り組むべき 20 年、30 年先の市場を創出する

技術は、現在の類似技術の延長線上の改良・漸進的進展のみならず、非連続な飛躍が

必要と考えられる。このため、現時点ではリスクが高い研究開発テーマにも果敢に挑

戦することが求められる。 

研究開発の企画・立案段階でその研究開発目標が達成できないリスクを定量的に評

279



価することは困難であるが、技術開発リスクが極めて高い一方で成功した場合の経

済・社会に及ぼす効果が極めて大きい非連続ナショナルプロジェクトにつながる技術

テーマに積極的に取り組んでいくべきであり、その取り組みを促すための数値目標を

以下のとおりとする。 

○数値目標１.‐３ 

【目標】「基幹目標」 

ナショナルプロジェクト実施前に行う先導研究において、外部審査委員会において

非連続ナショナルプロジェクトにつながるものとして分類されるテーマを第４期中長

期目標期間全体で該当する評価単位のそれぞれにおいて、いずれも全体の４０％以上

とする目標を新たに設ける。 

【重要度：高】【優先度：高】 

ＮＥＤＯが今後取り組むべき 20 年、30 年先の市場を創出する技術は、現在の類似

技術の延長線上の改良・漸進的進展のみならず、非連続な飛躍が必要と考えられ、こ

うした技術の開発はリスクが極めて高い一方、成功した場合の経済・社会に及ぼす効

果が大きいと考えられるものである。上記の目標設定により、従来型の研究開発に加

えて、アイデアの斬新さと経済・社会的インパクトを重視した研究開発に挑戦するこ

とを促す仕掛けを取り入れ、非連続なイノベーションの創出を加速するチャレンジン

グな研究開発の推進に適した手法の拡大に取組むことは、重要度及び優先度がいずれ

も高いものである。 

【難易度：高】 

非連続ナショナルプロジェクトにつながるものとして分類される先導研究の創出

は、類似技術の発展・改良のための先導研究に比して、大きな発想の転換や独創性の

ある技術の組み合わせなど、従来の発想にはない高度な提案が必要となるため、相当

の困難性が認められるため、難易度は高とする。 

 

（４）国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化支援 

 研究開発成果を速やかに社会実装につなげるとともに、研究開発成果を取り入れた

製品等の国際的な競争力を確保するため、ナショナルプロジェクトの企画段階におい

て、当該分野の技術や関連する規制・標準の動向を把握し、ナショナルプロジェクト

の「基本計画」に、研究開発と標準化戦略及び知的財産マネジメントを一体的に推進

する体制を記載するものとする。また、標準化の中でも先端技術の国際標準化が国際

的な競争力を確保するために重要であることから、その取組を促すための数値目標を

以下のとおりとする。 

 なお、ナショナルプロジェクト以外の事業についてもナショナルプロジェクトに準

じて研究開発成果の事業化支援に取り組むものとする。 

○数値目標１.‐４ 
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【目標】 

研究開発成果の社会実装及び国際的な競争力確保への取組みを評価するため、新た

に国際標準化に係る指標を設定する。具体的には、ナショナルプロジェクトにおける

国際標準化に係る取組を含んだ基本計画のうち、ＩＳＯ、ＩＥＣ、フォーラム規格等

国際標準化の提案を行ったプロジェクトの比率を該当する評価単位のそれぞれにおい

て、いずれも第４期中長期目標期間中全体で１５％以上（第 3 期中長期目標期間中に

おける実績は１２．９％）とすることを目標とする。なお、国内外の関係機関との連

携が必須となる国際標準化活動において、提案をリードすることは、相当の困難性が

あるものである。 

 

（５）上記の数値目標を達成するための技術開発マネジメントの実施 

 上記の（１）から（４）の数値目標を達成するため、以下のとおり、政策当局と密

接に連携しつつ、産業技術政策などの実施機関として適切に技術開発マネジメントに

取組むものとする。 

①ナショナルプロジェクトの実施 

ⅰ）企画（Plan）・実施(Do)段階 

 企画段階においては、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）

等ＮＥＤＯ以外の公的機関が戦略を策定し推進するものを除き、ＴＳＣが策定する

技術戦略及びプロジェクト構想に基づき企画立案することを基本とする。プロジェ

クト構想が策定された段階でＰＭを選定し、そのＰＭが主体となって、基本計画の

策定、実施体制の構築を行うものとする。なお、ＰＭの選定にあたっては、産業

界、大学等、ＮＥＤＯ内外からの登用を含め、当該プロジェクトの技術開発マネジ

メントに最適な技術開発マネジメント体制を構築する。基本計画には事業終了時や

中間時点での達成目標を定量的かつ明確に示すとともに、市場創出効果、雇用創造

効果、広範な産業への波及効果、中長期視点からの我が国産業競争力強化への貢

献、内外のエネルギー・環境問題等の社会的課題の解決への貢献、費用対効果等の

観点から事前評価を行うものとする。 

実施段階においては、プロジェクト期間を複数のステージに分割し、必要な実施

体制の見直し等を柔軟に図る「ステージゲート方式」を必要に応じて活用するもの

とする。また、挑戦的なテーマに対しベンチャー企業等から広く技術やアイデアを

募集する観点から、書面審査だけではなく提案者によるデモンストレーション等に

よるコンテストを設け、その成績に応じて助成金の交付等を行う「アワード方式」

についても特性に応じて活用することができるものとする。 

 ⅱ）評価(Check)及び反映・実行（Action）段階 

評価段階においては、中間評価及び事後評価の実施、また、必要に応じて追跡評

価を実施することとし、産業界、学術界等の外部の専門家・有識者を活用し厳格に

行うものとする。 
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 また、反映・実行段階においては、各評価結果から得られた技術開発マネジメン

トに係る多くの知見、教訓、良好事例等を蓄積することにより、マネジメント機能

全体の改善・強化に反映させるとともに、各評価結果について、技術情報等の流出

等の観点に配慮しつつ、可能な範囲で公表するものとする。 

さらに、非連続ナショナルプロジェクトについては、評価段階において、実用

化・事業化の見通しに加え、獲得された知見の他の技術や用途への波及効果等の観

点から多面的に評価する。 

加えて、過去の実績データを蓄積し、分析することで評価に活かす必要がある。

そのため、これまでのＮＥＤＯの研究開発成果が活用された製品・プロセス等につ

いて、それらが社会にもたらした経済効果（アウトカム）を把握する既存の取組を

継続するとともに、第４期中長期目標期間のＮＥＤＯ技術開発マネジメントで期待

される研究成果を予測し、その成果を活用して実用化が期待される製品等の売上げ

予測を行うことによって将来的な経済効果（アウトカム）を推計する新たな取り組

みを検討する。 

 ⅲ）国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化支援の具体的な取組内容 

・プロジェクト企画段階の取組 

国内外の市場を獲得するため、有望技術と社会課題・市場課題と当該分野の規

制・標準等の動向把握・分析を踏まえ、知的財産権、標準化、性能評価、環境影響

評価、ロードマップ・ガイドライン、データベース策定、産業人材育成、規制構築

のための実証等の社会実装に必要となる要素を可能な限り特定するものとする。 

産業構造審議会 産業技術環境分科会 基準認証小委員会の「今後の基準認証の在

り方 答申」（平成 29 年 10 月）を踏まえ、先端分野や異業種横断分野を中心に、

技術開発成果に関するＩＳＯ・ＩＥＣ等の国際標準化を図るため、プロジェクト

「基本計画」において標準化に係る取組を具体的に記載してプロジェクトを実施す

るものとする。その際、技術戦略を踏まえた社会実装への効果の高い国際標準の獲

得を目指すものとする。また、鉱工業分野、エネルギー・環境分野における標準化

提案・審議を実施する国内外の標準関係団体との連携強化を図るものとする。 

知的財産マネジメントについては、プロジェクトで創出された知的財産には原則

として日本版バイドール条項を適用し、知的財産の受託者帰属を通じて研究活動を

活性化し、その成果を事業活動において効率的に活用できるようにするものとす

る。 

また、プロジェクトの目的を達成するために、プロジェクト開始までにプロジェ

クト参加者間で知的財産合意書を策定することや海外市場展開を勘案した出願を原

則化した「知財マネジメント基本方針」を全プロジェクトに適用するものとする。 

・プロジェクト終了後の取組 

ＮＥＤＯの研究開発成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資

（金銭の出資を除く。）並びに人的及び技術的支援を行うとともに、産業革新機構
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など事業化促進に資する機能を有する外部機関と積極的に連携することにより、技

術開発の成果の事業化を促進するものとする。 

  また、技術開発の成果を速やかに実用化・事業化に繋げるよう、ＮＥＤＯとして

事業者に対し、技術開発成果を経営において有効に活用するための効果的方策（技

術開発マネジメント、テーマ選定、提携先の選定、経営における活用に向けた他の

経営資源との組み合わせ等）を提案するなど、技術経営力の強化に関する助言を積

極的に行うものとする。 

さらに、技術開発の成果をユーザーにサンプル提供し、その評価結果から課題を

抽出する技術シーズマッチングを行う等、技術開発の成果のユーザー・市場・用途

の開拓に係る支援を行うものとする。 

②ナショナルプロジェクト以外の事業の実施（実証事業、テーマ公募型事業、国際

実証・国際共同事業） 

 企画（Plan）・実施（Do）段階、評価（Check）及び反映・実行（Action）段階

においては、技術戦略策定を除き、１.（５）①に準じて、業務を行うものとす

る。 

③ 国際的な議論への貢献及び関係機関との連携等 

  世界トップレベルの産官学関係者が一堂に会して、地球温暖化問題の解決に向け

たエネルギー・環境技術のイノベーションを促進する方策を議論する国際会議ＩＣ

ＥＦ(Innovation for Cool Earth Forum)等の国際的な取組への貢献、先進諸国等

との連携を着実に進めるものとする。また、国連サミットで採択された持続可能な

開発目標（Sustainable Development Goals:SDGs）を踏まえ、我が国における持続

可能な開発の実施指針（平成 28 年 12 月持続可能な開発目標（SDGs）推進本部決

定）への対応についても検討する。 

さらに、日本の技術の海外展開と海外における技術開発動向把握のため、海外の

研究開発機関や政府機関との協力関係を強化する。その際には、一方的な技術流出

にならないよう双方にとってＷｉｎ－Ｗｉｎの関係となるような連携の推進を図

る。 

④ 各事業の効率的な実施 

各事業の実施に当たり、事業実施者における交付申請・契約・検査事務などの手

続きの公正さを確保しつつ簡素化するとともに、委託事業においては技術開発資産

等の事業終了後の有効活用を図るものとする。 

 また、事業の予見性を高めるとともに進捗に応じた柔軟な執行を可能とするため

に導入した「複数年度契約」や、技術開発のニーズに迅速に応える「年複数回採

択」等の制度面・手続き面の改善を引き続き行うものとする。 

⑤ 各事業における技術流出の防止 

各事業の実施に当たり、科学技術イノベーション総合戦略 2017 において、技術
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情報流出の防止強化のため、公的研究機関等において、外国為替及び外国貿易法の

遵守徹底などの安全保障貿易管理の取組の促進や、機微な技術を適切に管理するた

めの体制整備が求められていることを踏まえ、そのための具体的取組内容を整備す

るものとする。 

 

U２．世界に通用するオープンイノベーションの促進と研究開発型ベンチャー企業の育 

成 

 組織や業種等の壁を越えて、技術やノウハウ、人材等を組み合わせ、新たな価値を

創造する企業の「オープンイノベーション」の取組を積極的に推進しつつ、新規産

業・雇用の創出の担い手として、新規性・機動性に富んだ「研究開発型ベンチャー企

業」等の育成を図るため、ＮＥＤＯは、①民間ベンチャーキャピタルやカタライザー

等と連携した補助事業や研修事業、②オープンイノベーション・ベンチャー創造協議

会等の幅広いネットワークの構築、③ナショナルプロジェクトのマネジメントで培っ

てきた先進的技術に関する高い目利き能力を活かした支援を実施してきているとこ

ろ。 

 これらのリソースを活かし、第４期中長期目標期間においては、ＮＥＤＯが研究開

発型ベンチャーの支援に必要な「技術的目利き」を行いつつ、民間資金や政府資金を

研究開発型ベンチャーのシード期に引き込み、「技術とマネーの結節点」として研究

開発型ベンチャー・エコシステム創出のハブとして機能するとともに、他公的支援機

関等と連携しつつ官民のベンチャー支援のハブを担うことを目指すものとする。 

 この取組を促すため、第４期中長期目標における数値目標を以下のとおり掲げ、そ

の達成状況を評価するものとする。 

○数値目標２.‐１ 

【目標】 

 イノベーションの担い手として重要な技術集約型の中堅・中小・ベンチャー企業の

育成・支援に意識的に取り組む観点から、新規採択額に占める中堅・中小・ベンチャ

ー企業の採択額の割合について２０％以上とすることとする。なお、評価単位毎の目

標は中長期計画において明示するものとする。 

※中堅企業：従業員１，０００人未満又は売上１，０００億円未満の企業であって 

中小企業を除く。 

○数値目標２.‐２ 

【目標】「基幹目標」 

 ＮＥＤＯが技術と資金の結節点となり、研究開発型ベンチャー支援のハブとしての

役割を果たすことを測る指標として、民間ベンチャーキャピタル等からの資金呼び込

み額を指標とする目標を新たに設ける。 
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具体的には、ＮＥＤＯの支援をきっかけとして、研究開発型ベンチャーが民間ベン

チャーキャピタル等から得た外部資金を指標とし、民間ベンチャーキャピタル等から

得た外部資金をＮＥＤＯ支援額で除して得られる倍率について、該当する評価単位の

それぞれにおいて、いずれも第３期中長期目標における実績見込み（２．２５倍）から

５割引き上げ３．４６倍以上とすることを第４期中長期目標期間の目標とする。 

【重要度：高】、【優先度：高】 

ＮＥＤＯが研究開発型ベンチャーの支援に必要な「技術的目利き」を行いつつ、民

間ベンチャーキャピタル等からの資金を呼び込む上で、「技術とマネーの結節点」と

してベンチャー支援のハブとなる役割を果たすことが最も重要であり、優先的に取組

むべきものであることから、重要度及び優先度が高いものである。 

【難易度：高】 

研究開発型ベンチャーの初期段階の研究開発リスクの低減をＮＥＤＯの支援により

実施しつつ、民間ベンチャーキャピタル等からの投資等の資金を呼び込むものである

が、民間ベンチャーキャピタル等の投資規模の判断についてＮＥＤＯが決定できるも

のではないことに加え、世界的な金融危機が発生した際には投資額が大きく落ち込む

など金融経済情勢に大きく左右される外的要因もあるため。 

 

 また、オープンイノベーションの促進、研究開発型ベンチャー企業の育成に係る取

組を以下の（１）及び（２）のとおり行うものとする。 

 

（１）オープンイノベーションの促進 

近年、組織や業種等の壁を越えて、技術やノウハウ、人材等を組み合わせ、新たな

価値を創造する企業の「オープンイノベーション」の取組が重要となってきているこ

とから、第３期中長期目標期間において、その取組を促進すべく、技術ニーズとシー

ズのマッチングの推進、中堅・中小・ベンチャー企業の共同研究等支援の取組を実施

してきたところである。 

第４期中長期目標期間においては、引き続き、我が国企業のオープンイノベーショ

ンの取組を促進すべく、産業界の取組への関与・支援、技術ニーズと技術シーズのマ

ッチングを促進するとともに、中堅・中小・ベンチャー企業と革新的な技術シーズを

事業化に結びつける「橋渡し」機能の能力を有する機関との共同研究への支援を行う

ものとする。 

 

（２）研究開発型ベンチャー企業の育成 

ＮＥＤＯはこれまで中堅・中小・ベンチャー企業を技術面から支援し、研究開発助

成等による研究開発リスクの低減に貢献してきており、第３期中長期目標期間には、

研究開発型ベンチャー企業等の育成を図ることを目的として、シーズ発掘から民間リ
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スクマネーの獲得、事業化の支援に至るまでのシームレスな支援環境の構築等を実施

してきたところである。 

 経済の活性化や新規産業・雇用の創出の担い手として、新規性・機動性に富んだ

「研究開発型ベンチャー企業」等の育成がより一層重要になってきていることにも鑑

み、ベンチャー企業への実用化助成事業における取組等を一層推進する。 

上記事業の実施に当たっては、我が国におけるベンチャー・エコシステムの構築が

重要であることに鑑み、諸外国の先進的な取組も参考にしつつ、ベンチャーキャピタ

ル及び事業会社等との協調支援の取組を一層推進し、研究開発型ベンチャー企業の成

長と新陳代謝を促進する環境づくりを行うほか、官民の支援機関及び地方との連携体

制を強化し、研究開発型ベンチャー企業の一層の底上げを図る。さらに、我が国にお

ける企業意識の醸成・浸透に係る取組を行う。特に、ＮＥＤＯの支援を受けた研究開

発型ベンチャー企業の成功事例の紹介に努めるものとする。 

また、１.（５）②に準じて、業務を行うものとする。 

 

U３．技術に対するインテリジェンス向上による技術開発マネジメントの強化 

（１）技術情報の収集・分析に関する機能強化及び技術戦略の策定 

ＴＳＣを中心として、国内外の有望技術・先端技術と社会課題・市場課題の動向に

関する情報を収集・把握し、それら情報に基づいて、技術革新がもたらす将来の国内

外市場を分析するとともに、産学官の連携によりその市場の獲得につなげるための戦

略を策定するものとする。そのために、国内外における革新的な技術の探索、その技

術を実用化するまでのボトルネックの見極め、将来の国内外の市場に及ぼすインパク

トの予測及びこれら分析に基づく技術戦略の策定に関する機能及び能力の向上に取り

組むものとする。その際、特許庁の技術動向調査等行政機関が実施する調査研究から

の技術動向の把握、最新の科学技術情報を持つ研究機関等との連携強化及び国内外に

おける研究者、技術者等とのネットワーク構築に取組むものとする。また、国だけで

はなく民間企業におけるイノベーション促進にも資する技術戦略を目指す。 

また、技術戦略の策定にあたっては、技術分野毎に企業が抱える共通の課題や技術

領域を抽出することにより、産学官連携による課題解決に向けた取り組みを促進する

ものとする。その際、技術戦略の客観性を担保するため、情報の取扱に注意しつつ、

策定途中の技術戦略案のとりまとめの方向性について複数の外部専門家から意見を聞

くものとする。 

さらに、海外事務所も最大限活用して、ＴＳＣの技術情報収集・分析に関する機能

強化及び技術戦略策定能力の向上のための体制強化に取り組むとともに、ＮＥＤＯ事

業推進部の職員を戦略策定に関与させる仕組みを導入するものとする。 

加えて、科学技術イノベーション総合戦略 2017 で指摘されているように、技術力

は我が国の経済・社会活動を支える基盤であるとともに、国及び国民の安全・安心を

確保するための基盤ともなっており、安全保障に資する技術を幅広く活用し、民生分
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野における科学技術イノベーションを促進することも期待される。このため、我が国

の科学技術の現状の情報収集、客観的根拠に基づく先端技術の進展予測、国内外の科

学技術の動向把握などについて、科学技術の変化により安全保障を巡る環境にもたら

される影響を含めて俯瞰し、ゲームチェンジャーとなる可能性のあるような先進技術

について技術情報の収集・分析を行う体制を整備することが必要である。 

 

（２）人材の流動化促進、育成 

技術インテリジェンスの向上を図るため、ＴＳＣにおいて、内部人材の育成を図る

とともに、クロスアポイントメント制度の活用、外部人材の中途採用、国立研究開発

法人等の研究機関や大学における研究者等幅広い人事交流を行うものとする。 

また、民間企業や大学等の技術開発における中核的人材として活躍しイノベーショ

ンの実現に貢献するＰＭ人材が不足しており、その育成を図ることが急務である。こ

のため、将来のＰＭ人材の候補を採用して多様な実践経験を積ませることや、利益相

反に配慮しつつ民間企業・大学・ＮＥＤＯを含む研究開発法人においてすでに技術開

発マネジメントの実績を有する人材を積極登用するなど、ＰＭ人材のキャリアパスの

確立に貢献するものとする。 

  

（３）情報発信の推進 

ＮＥＤＯの技術インテリジェンスの成果である技術戦略について、積極的にセミナ

ー等による情報発信を推進することにより、様々な分野における技術情報を有する企

業・大学・国立研究開発法人等の研究者との連携を深めることでＮＥＤＯの技術イン

テリジェンス能力の向上を図るものとする。 

 

なお、ＮＥＤＯが技術インテリジェンスの向上に積極的に取り組むことを促すた

め、以下の数値目標を掲げ、その達成状況を評価するものとする 

○数値目標３.‐１ 

【目標】「基幹目標」 

 最新の技術動向や市場動向を把握し、先を見据えた中長期の技術戦略を策定するこ

ととしており、先見性の高い技術戦略の策定を評価するためには、技術戦略がその後

の研究開発プロジェクトにつながった比率を指標とすることが合理的である。一方

で、研究開発プロジェクトを創出するためだけの技術戦略という位置付けではない。 

 このため、経済産業省からの運営費交付金に基づく研究開発プロジェクトだけでは

なく、民間主導や他府省の公募型事業を含む産学官連携プロジェクトにつながった技

術戦略の比率に目標を設定することで、技術インテリジェンスの向上を促すものとす

る。 

具体的には、産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦略（大幅改訂を含
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む）割合を、該当する評価単位のそれぞれにおいて、いずれも延べ１１０％以上（第

３期中長期目標期間中の実績は８０％）とする目標を新たに設ける。 

なお、産学連携研究開発プロジェクトには、経済産業省からの運営費交付金に基づ

いてＮＥＤＯが実施する研究開発プロジェクトのほか、複数の民間企業や大学等が資

金を分担して実施する共同研究開発や、他省庁・他国立研究開発法人等の研究開発プ

ロジェクトにおける実施件数も含むものとする。 

【重要度】高、【優先度】高、【難易度】高 

最新の技術動向や市場展望を把握し、先を見据えた中長期の技術戦略を策定するこ

ととしており、研究開発プロジェクトを創出するための技術戦略という位置付けには

していない。したがって、技術戦略がその後の研究開発プロジェクトにつながるかど

うかは、如何に先見性の高い技術戦略を策定できるかということによるため、技術戦

略の数以上の産学連携研究開発プロジェクト数を求める上記の目標を設定することに

より、ＮＥＤＯに先見性の高い技術戦略を作成することを促し、加えて、先見性の高

い技術戦略を作成するために必要となる国内外の有望技術の発掘にもＮＥＤＯが注力

することによってＮＥＤＯ自身の技術インテリジェンス能力の向上を図るもの。 

また、民間企業が研究開発費の多くを短期的研究に振り向ける傾向がある中、研究

開発、市場獲得・開拓までを通じたイノベーションシステムの構築や、勝ち筋となり

得る「戦略分野」の見極めを行ったうえで、国が中長期的な研究を支援していくこと

が求められており、その戦略分野の見極めを行う役割を担うＴＳＣの技術インテリジ

ェンス機能の向上が第４期中長期目標の重要なミッションとして位置付けられている

ことから、本目標の重要度及び優先度は高とする。 

なお、国内外の有望技術の発掘には、特許庁の技術動向調査等行政機関の調査研究

や他の国立研究開発法人の調査研究等も活用しつつ情報収集・分析を進めるだけでな

く、地道な研究論文の調査、国内外の多くの研究者との直接対話等から、その技術的

内容を理解して整理することが必要。また、技術戦略を取りまとめるためには、有望

技術についての社会課題・市場課題の動向把握・分析を産官学関係者の意見を踏まえ

つつ取りまとめることが必要であり、これらの一連の作業を実施したうえで、中長期

的な視点に立った先見性の高い技術戦略を策定することには、相当の困難性が伴うた

め、本目標の難易度は高とする。 

○数値目標３.‐２ 

【目標】 

 ＮＥＤＯ事業（内閣府が戦略を策定し推進する戦略的イノベーション創造プログラ

ム（ＳＩＰ）事業を除く。）に参加する４０才以下の若手研究員及び女性研究員を、

年間１，４００人以上とすることとする。なお、評価単位毎の目標は中長期計画にお

いて明示するものとする。 
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U４．技術分野ごとの目標 

第４期中長期目標期間における技術分野ごとの取り組みは、「未来投資戦略

2017」、「エネルギー基本計画」、「エネルギー・環境イノベーション戦略」等の政

府の方針を踏まえ、以下の分野ごとに技術開発を実施するものとし、ＮＥＤＯにおい

て作成する中長期計画又は年度計画において、分野ごとに長期的に目指すべき目標及

び第４期中長期目標期間中に達成すべき技術水準や技術開発目標などの達成水準を明

示して取り組むものとする。 

また、世界的な技術革新や市場動向の状況を十分に把握しつつ、必要に応じて中長

期計画又は年度計画における達成すべき技術水準・技術開発目標をより野心的なもの

に見直す等の対応を適切に行うものとする。 

 

【エネルギーシステム分野】 

 「エネルギー基本計画」、「水素基本戦略」に基づき、再生可能エネルギーの導入加

速、蓄電池などのエネルギーの貯蔵手段の確保、水素の利活用を着実に進めること等

が求められている。このため、再生可能エネルギーについては、太陽光発電、風力発

電、地熱発電、バイオマスエネルギー、波力・潮力等の海洋エネルギー、その他の再生

可能エネルギー熱利用の低コスト化・高効率化や多様な用途の開拓に資する研究開発、

再生可能エネルギー発電の既存系統への接続量増加のための系統運用技術の高度化や

送配電機器の技術実証、蓄電池などのエネルギー貯蔵に関する技術開発、水素の製造

から貯蔵・輸送、利用に関わる技術開発や社会実装等を戦略的に推進するものとする。

さらに、エネルギー分野における新市場の創出と、国際展開の強化による成長戦略の

実現に向け我が国の再生可能エネルギー、蓄電池、水素等のエネルギーシステム分野

の国際展開を進展させるため、各国の政策、規制環境等を踏まえ、日本の優れた技術を

核に、海外実証事業等を強力に推進するものとする。加えて、他国への温室効果ガス削

減技術等の普及等の国際的な取組を通じて、実現した温室効果ガス排出削減・吸収を

国際貢献として示していくとともに、我が国の削減目標の達成にも資するよう二国間

オフセット・クレジット制度（ＪＣＭ）を活用していく。 

「エネルギー・環境イノベーション戦略」では、削減ポテンシャル・インパクトが

大きい有望技術として、蓄エネルギー分野では次世代蓄電池、水素等製造・貯蔵・利

用、創エネルギー分野では次世代太陽光発電、次世代地熱発電が特定されるととも

に、ＡＩ、ビックデータ、ＩｏＴ等の活用によるエネルギーシステム統合技術の重要

性についても言及している。これらの技術をはじめとした長期的な視点に立った技術

について、従来の発想によらない革新的な技術の発掘や開発に取り組むものとする。 

 

【省エネルギー・環境分野】 

 「エネルギー基本計画」に基づき、徹底した省エネルギー社会の実現、化石燃料の製

鉄及び発電利用にあたって環境負荷を低減しつつ利用すること等が求められている。

このため、省エネルギー・温室効果ガス排出削減に資する技術開発、水素還元を活用す

ることで温室効果ガス排出量を根本的に下げるための環境調和型製鉄プロセス技術開
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発及び発電効率を大きく向上させることで発電量当たりの温室効果ガス排出量を抜本

的に下げるための高効率火力発電技術開発を推進するとともに、化石燃料の徹底的な

効率利用を図りつつ、二酸化炭素回収・有効利用・貯留（ＣＣＵＳ）の実用化を目指し

た技術開発等を戦略的に推進するものとする。 

 さらに、フロン対策技術、リサイクルシステムの構築に向けた技術開発等の３Ｒ技

術及び水循環技術に関する技術開発・技術実証を推進するものとする。 

 加えて、エネルギー分野における新市場の創出と、国際展開の強化による成長戦略

の実現に向け、省エネルギー・環境分野の国際展開を進展させるため、各国の政策、

規制環境等を踏まえ、日本の優れた技術を核に、海外実証事業等を強力に推進するも

のとする。また、他国への温室効果ガス削減技術等の普及等の国際的な取組を通じ

て、実現した温室効果ガス排出削減・吸収を国際貢献として示していくとともに、我

が国の削減目標の達成にも資するよう二国間オフセット・クレジット制度（ＪＣＭ）

を活用していく。 

 「エネルギー・環境イノベーション戦略」においても、省エネルギー分野で削減ポ

テンシャル・インパクトが大きい有望技術として、多目的超電導、革新的生産プロセ

ス、超軽量・耐熱構造材料及び二酸化炭素固定化・有効利用技術が特定されており、

これらの技術をはじめとした長期的な視点に立った技術について、従来の発想によら

ない革新的な技術の発掘や開発に取り組むものとする。 

 

【産業技術分野】 

 「未来投資戦略 2017」に基づき、成長の実現に向けて、ＩｏＴ、人工知能、ロボッ

ト等の第四次産業革命の技術革新をあらゆる産業に取り入れ、さまざまな社会課題を

解決する Society5.0 を世界に先駆けて実現する必要がある。また、モノとモノ、人

と機械・システム、人と技術、異なる産業に属する企業と企業など、さまざまなもの

をつなげる新たな産業システム（Connected Industries）への変革を推進する必要が

ある。 

 以上を踏まえ、産業技術分野においては、 

・Society5.0 を世界に先駆けて実現するため、技術革新のスピード、ビジネス環境

の変化等を踏まえつつ、ビッグデータのリアルタイム処理、電子デバイス、家

電、ネットワーク／コンピューティングに関する課題に係るＩｏＴ・電子・情報

技術開発、 

・我が国の産業構造の特徴を活かし、川上、川下産業の連携、異分野異業種の連携

を図りつつ、革新的材料技術・ナノテクノロジーや希少金属代替・使用量低減技

術等の材料・ナノテクノロジー技術開発、 

 ・国立研究開発法人日本医療研究開発機構における医療分野を除く、ゲノム情報・ 

制御関連技術及び細胞機能解明・活用技術への取組等のバイオシステム及びバイ 

オテクノロジー技術開発、 

 ・これまでロボットが導入されていなかった分野へのロボット利用拡大に向けた新 

しいコンセプトの産業用ロボットの開発、ロボット技術の活用への期待が高い災 

害対応ロボットや無人システム、ロボット技術を活用したメンテナンス用機器の 
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開発・導入支援等及び人工知能を含めた次世代ロボット技術等のロボット・ＡＩ 

技術開発、 

・新しい製造システムとして、大規模な生産設備が不要で、設備投資とエネルギー 

消費を大幅に削減できる少量多品種生産に対応した製造システムの実用化に向け 

た技術、ＩｏＴやＡＩ等を活用し、サイバー空間を活用した新たなものづくりシ

ステムのためのネットワーク型のデジタルプラットホーム技術開発等のものづく

り技術開発、 

・各分野の境界分野及び分野を跨ぐ技術の融合領域における技術開発、 

を重点的に推進するものとする。 

 加えて、その他鉱工業に係る重要な技術であって、民間企業等のみでは取り組むこ

とが困難な、実用化・事業化までに中長期の期間を要し、かつリスクの高い技術開発に

取り組むとともに、産業技術分野の国際展開支援として、海外実証事業等を推進する

ものとする。 

 また、我が国企業と優れた技術を有する外国企業の国際的な連携を促進し、海外市

場展開を推進するため、国内外の企業による共同研究に対し、ＮＥＤＯが外国の技術

開発マネジメント機関とともに資金支援を行うコファンド事業を積極的に推進するも

のとする。 

「エネルギー・環境イノベーション戦略」では、システムを構成するコア技術分野

（次世代パワーエレクトロニクス、革新的センサー等）が削減ポテンシャル・インパ

クトが大きい技術として特定されており、これらの技術をはじめとした長期的な視点

に立った技術について、従来の発想によらない革新的な技術の発掘や開発に取り組む

ものとする。 

 

【新産業創出・シーズ発掘等分野】 

 オープンイノベーションの推進を図りつつ、新たなイノベーションの担い手として

期待される中堅・中小・ベンチャー企業を技術面から支援し、技術開発助成等による

技術開発リスクの低減に貢献することにより、エネルギーシステム分野、省エネルギ

ー・環境分野、産業技術分野における国内の中堅・中小・ベンチャー企業の育成を図

り、有望な技術シーズを発掘し、新産業創出へつなげる取組みを実施するものとす

る。 

 

なお、ＮＥＤＯの積極的な技術分野ごとの取組を促すため、ＮＥＤＯにおいて作成

する中長期計画又は年度計画において明示する第４期中長期目標期間中に達成すべき

技術水準や技術開発目標などの達成状況を評価するものとする。 

○数値目標４.‐１ 

【目標】 

中長期計画又は年度計画において明示する第４期中長期目標期間中に達成すべき技

術水準や技術開発目標などの達成水準の達成を目標とする。なお、評価単位毎の目標

は中長期計画又は年度計画において明示するものとする。 
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Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項 

U１．柔軟で効率的な業務推進体制 

（１）業務の効率化 

第４期中長期目標期間中、一般管理費（人件費並びに退職手当及びその他所要額

計上を必要とする経費を除く）及び業務経費（特殊要因及びその他所要額計上を必

要とする経費を除く）の合計について、新規に追加されるものや拡充される分を除

き、平成２９年度を基準として、毎年度平均で前年度比１．１０％の効率化を行う

ものとする。新規に追加されるものや拡充される分は翌年度から１．１０％の効率

化を図るものとする。 

また、総人件費については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとす 

る。 

さらに、給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表

及び総人件費を引き続き公表するとともに、国民に対して納得が得られるよう説明

するものとする。また、給与水準の検証を行い、これを踏まえ必要な措置を講じる

ことにより、給与水準の適正化に取り組み、その検証結果や取組状況を公表するも

のとする。 

また、既往の政府の方針等を踏まえ、組織体制の合理化を図るため、実施プロジ

ェクトの重点化を図るなど、引き続き必要な措置を講じるものとする。 

さらに、ＮＥＤＯ・事業実施者間の双方でプロジェクト進捗に係る管理情報の共

有が可能となる新たなプロジェクトマネジメントシステム（ＰＭＳ）の導入を図

り、業務の効率化を図るものとする。 

 

（２）機動的・効率的な組織・人員体制 

  関連する政策や技術動向の変化、業務の進捗状況に応じ機動性・効率性が確保で

きるような柔軟な組織・人員体制を整備するものとする。その際、人員及び財源の

有効利用により組織の肥大化の防止及び支出の増加の抑制を図るため、事務及び事

業の見直しを積極的に実施するとともに、人員及び資金の有効活用の目標を設定

し、その達成に努めるものとする。 

特に、ＰＭ等、高度の専門性が必要とされる役職については、産学官からの優れ

た人材の登用を行うこととする。また、外部人材の登用等に当たっては、利益相反

に留意し、更なる透明性の確保に努めるものとする。 

また、ＮＥＤＯ職員の大学を始めとする研究機関や民間企業への派遣も含め、人

材の流動化を促進するとともに、ＮＥＤＯのマネジメント人材の育成に努め、ＮＥ

ＤＯのマネジメント能力の底上げを図るものとする。 

さらに、常に時代の要請に対応した組織に再編を行い、本部、国内支部、海外事

務所についても、戦略的・機動的に見直しを行うものとする。 

 

（３）外部能力の活用 

  費用対効果、専門性等の観点から、ＮＥＤＯ自ら実施すべき業務、外部の専門機 

関の活用が適当と考えられる業務を精査し、外部の専門機関の活用が適当と考えら
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れる業務については、外部委託を活用するものとする。 

 なお、外部委託を活用する際には、ＮＥＤＯの各種制度の利用者の利便性の確保

に最大限配慮するものとする。 

 

（４）業務の電子化の推進 

電子化の促進等により事務手続きの一層の簡素化・迅速化を図るとともに、ＮＥ

ＤＯの制度利用者の利便性の向上に努めるものとする。また、幅広いネットワーク

需要に対応できるＮＥＤＯ内情報ネットワークの充実を図るものとする。 

「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策（平成１７年６月２９日各府

省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づきＮＥＤＯが作成した業務・

システム最適化計画を実施するものとする。 

 

U２．公正な業務執行とアカウンタビリティの向上 

（１）自己改革と外部評価の徹底 

全ての事業につき適正な評価を行い、不断の業務改善を行うこととする。また、

評価に当たってはＮＥＤＯ外部の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築

するものとする。その際、必要性、効率性、有効性の観点にも留意しながら適切に

評価し、その後の事業改善へ向けてのフィードバックを適正に行うものとする。ま

た、ＰＤＣＡサイクルにより、マネジメント・サイクル全体の評価が可能となるよ

うな仕組みを深化させ、「成果重視」の視点を貫くものとする。 

 

（２）適切な調達の実施 

  ｢独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について｣（平成 27 年 5 月 25 

日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、引き続き、外部有識者等からなる

契約監視委員会を開催することにより契約状況の点検を徹底するとともに、2 か年

以上連続して一者応札となった全ての案件を対象とした改善の取組を実施するな

ど、契約の公正性、透明性の確保等を推進し、業務運営の効率化を図るものとす

る。 

 

Ⅴ．財務内容の改善に関する事項 

U１．財務運営の適正化 

 第４期中長期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、適正に計画

し健全な財務体質の維持を図る。 

 独立行政法人会計基準（平成 12 年 2 月 16 日独立行政法人会計基準研究会策定、平

成 27 年 1 月 27 日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準に

よる収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位として業務ごとに予

算と実績を管理する。 

 また、独立行政法人会計基準等を遵守し、適正な会計処理に努める。 

 なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状

況にも留意した上で、厳格に行う。 
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U２．繰越欠損金の減少 

基盤技術研究促進事業については、管理費の低減化に努めるとともに、資金回収の

徹底を図り、繰越欠損金の減少に努める。具体的には、技術開発委託先等の技術開発

成果の事業化や売上等の状況把握を行い、収益・売上納付の回収を引き続き進めるも

のとする。 

 基盤技術研究促進勘定において、償還期限を迎えた保有有価証券に係る政府出資金

については、順次、国庫納付を行うこととする。 

 

U３．自己収入の増加へ向けた取組 

独立行政法人化することによって可能となった事業遂行の自由度を最大限に活用 

し、国以外から自主的かつ柔軟に自己収入を確保していくことが重要である。 

このため、補助金適正化法における研究設備の使用の弾力化、成果把握の促進によ

る収益納付制度の活用など、自己収入の増加に向けた検討を行うとともに、自己収入

の獲得に引き続き努めるものとする。 

 

U４．運営費交付金の適切な執行に向けた取組 

各年度において適切な予算執行を行うことにより、運営費交付金債務の不要な発生

を抑制する。 

 

U５．債務保証経過業務及び債権管理・回収業務 

 新エネルギーの導入に係る債務保証業務については、平成２２年度に新規引受を停

止しているが、債務保証先の適切な管理に加えて、既に発生した求償権については、

回収の最大化に努め、本中長期目標期間中に業務を終了し、国から受けた出資金の残

額を確定させたうえで国庫返納を完了することを目指す。 

 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要事項 

 上記のほか、ＮＥＤＯの運営を一層効率的かつ効果的にするとともに、適切な運営

の確保に向けた取組を以下のとおり行うものとする。 

 

U１．積極的な広報の推進 

産業界を含め、国民全般に対し、ＮＥＤＯの取組や、それにより得られた具体的な

技術開発成果の情報発信を図り、また、ＮＥＤＯがこれまで実施してきた技術開発マ

ネジメントに係る成功事例を積極的にＰＲするなど、国内外に向けた幅広いソリュー

ションの提供を行うものとする。 

 

U２．法令遵守等内部統制の充実及びコンプライアンスの推進 

内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整

備」（平成 26 年 11 月 28 日つけ総務省行政管理局長通知）を踏まえ、内部統制の推

進に関する規程を整備し、当該規程に基づきＮＥＤＯ自身が作成・公表している「内

部統制の推進に関する基本方針」・「行動計画」を定めるとともに、内部統制・リス
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ク管理推進委員会を設置し、役職員の職務の執行が法令・規定等に適合することを確

保するための体制、役職員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の確

保、業務の適正を確保される体制等について、引き続き、着実に実行するものとす

る。また、内部統制の仕組みが有効に機能しているかの点検・検証を踏まえ、当該仕

組みが有効に機能するよう、更なる充実・強化を図るものとする 

なお、法令遵守や法人倫理確立等コンプライアンスの取組については、今後更なる

徹底を図るべく、管理部門の効率化に配慮しつつ、ＮＥＤＯが果たすべき責任・機能

との関係でプライオリティをつけながら、事業部との連携強化等の内部統制機能の強

化を図るとともに、講じた措置については全て公表するものとする。特に、コンプラ

イアンス体制については、必要な組織体制・規程の整備により、ＰＤＣＡサイクル確

立の観点から体系的に強化するものとする。 

さらに、監査については、独立行政法人制度に基づく外部監査の実施に加え、内部

業務監査や会計監査を、毎年度必ず実施するものとする。 

 

U３.不正事案への対処 

 第３期中長期目標期間中に発生した研究費不正使用事案を踏まえ、 

① 外注費が一定割合・一定金額以上の事業であって、外注先が研究助成先と関係が

深い会社である場合などには、検査時に外注先への調査を実施する、 

② 確定検査又は中間検査には、必要に応じて、当該事業に関連する専門家を参加さ

せる、 

③ 平成 26 年度以降実施することとしている「抜き打ち検査」の頻度を高める、 

などの再発防止策を策定するものとする。 

 ＮＥＤＯの活動全体の信頼性確保に向け、これら再発防止策を含む取組を徹底して

実行し、外部からの通報への的確な対応を含め、ＮＥＤＯ自身が研究費不正使用事案

を発見するよう努めるものとする。 

 また、それでも発生する研究費不正使用事案については、不正行為の態様に応じて

厳正に対処するとともに、不正の手段を踏まえた適切な再発防止策を改めて講じてい

くものとする。 

 

U４．情報セキュリティ対策等の徹底 

 独立行政法人における情報セキュリティ対策の推進について（平成 26 年 6 月情報

セキュリティ対策推進会議）を踏まえ、情報システム、重要情報への不正アクセスに

対する十分な強度を確保するとともに、震災等の災害時への対策を確実に行うことに

より、業務の安全性、信頼性を確保するものとする。 

 また、一部の部署において平成２８年度から順次取得を開始した情報セキュリティ

マネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の国際認証であるＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１の全

部署への適用を第４期中長期目標期間中のなるべく早い段階で実施し、情報セキュリ

ティ対策の一層の強化を図るものとする。 
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U５．情報公開・個人情報保護の推進 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開

を行うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進するものとする。具体的に

は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13 年 12 月 5 日法

律第 140 号）及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成

15 年 5 月 30 日法律第 59 号）に基づき、適切に対応するとともに、職員への周知徹底

を行うものとする。  

 

U６．職員の能力向上と長期的なキャリア開発 

職員の意欲向上と能力開発として、個人評価においては、適切な目標を設定し、そ

の達成状況を多面的かつ客観的に適切にレビューすることにより、評価結果を賞与や

昇給・昇格に適切に反映させるとともに、職員の勤労意欲の向上を図るものとする。   

また、職員の能力開発を図るため、業務を行う上で必要な知識の取得に向けた研修

の機会を設ける、技術開発マネジメントの専門家を目指す職員に外部の技術開発現場

等の経験を積ませる、他機関からの出向職員受入による人材交流の促進、内外の技術

開発マネジメント機関との情報交換を実施する、技術開発マネジメント関係の実践的

研究発表を行うなど、当該業務実施に必要な知識・技能の獲得に資する能力開発に努

めるものとする。            

 

（別紙） 

 評価軸 

 

 別添 

 政策体系図 

 

以 上 
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（別紙）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構における評価軸 

評価単位 評価項目 評価軸 関連する評価指標、モニタリング指標 
【エネルギーシステム分野】 １．技術開発マネジメント等に

よる研究成果の社会実装の推

進 

（世界最先端の研究開発プロ

ジェクトの実施と成果の最大

化） 
○技術開発マネジメントの成

果が実用化につながっている

か。 

（世界最先端の研究開発プロジェクトの実施と成果の

最大化） 
・事業終了後、５年経過後の時点での実用化達成率又

は（及び）外部評価委員会による事後評価における「実

用化見通し」の評価項目の評点（評価指標） 
・ＮＥＤＯの技術開発成果による経済効果（アウトカ

ム）の把握（モニタリング指標） 
（技術開発マネジメントの機

能強化） 
○適切な技術開発マネジメン

トを行っているか。 

（技術開発マネジメントの機能強化） 
・事業終了後に実施する外部評価委員会による事後評

価における「マネジメント」及び「成果」の評点（評

価指標） 
 
・海外機関との情報交換協定等締結状況（モニタリン

グ指標） 
（技術戦略に基づいたチャレ

ンジングな技術開発の推進） 
○ＮＥＤＯがチャレンジング

な研究開発に積極的に取り組

んでいるか 

（技術戦略に基づいたチャレンジングな技術開発の推

進） 
・非連続ナショナルプロジェクトにつながるものとし

て分類される先導研究テーマの設定状況（評価指標） 

（国際標準化等を通じた研究

開発成果の事業化支援） 
○国際標準化に取り組んでい

るか。 

（国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化支援） 
・国際標準化提案を行ったプロジェクトの割合（評価

指標） 
・技術シーズのマッチング件数（評価指標） 

２．世界に通用するオープンイ

ノベーションの促進と研究開

発型ベンチャー企業の育成 

（研究開発型ベンチャー企業

の育成） 
○研究開発型ベンチャー企業

（研究開発型ベンチャー企業の育成） 
・新規採択額に占める中堅・中小・ベンチャー企業の

採択額の割合（評価指標） 
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評価単位 評価項目 評価軸 関連する評価指標、モニタリング指標 
等の育成に積極的に取り組

んでいるか。 
（中長期計画において明示） 

３．技術に対するインテリジェ

ンス向上による技術開発マネ

ジメントの強化 

（技術情報の収集・分析に関す

る機能強化及び技術戦略の策

定） 
○質の高い技術戦略を策定し、

政策・施策や研究開発等に活用

されているか。 

（技術情報の収集・分析に関する機能強化及び技術戦

略の策定） 
・産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦

略の割合（評価指標） 
・海外技術情報の発信数（モニタリング指標） 

（人材の流動化促進、育成） 
○ＮＥＤＯのマネジメント能

力向上に資する人材の育成等

に取り組んでいるか。 

（人材の流動化促進、育成） 
・ＮＥＤＯ事業に参加する４０才以下の若手研究者及

び女性研究者の人数（評価指標） 
（中長期計画において明示） 
 

４．技術分野ごとの目標 個別のナショナルプロジェク

ト等の研究開発目標（達成すべ

き技術水準や技術開発目標な

ど）等が達成できているか。ま

たは、達成できる見込みである

か。 

中長期計画又は年度計画で明示する第 4 期中長期目標

期間中に達成すべき技術水準や技術開発目標などの達

成水準の達成状況（評価指標） 

【省エネルギー・環境分野】 １．技術開発マネジメント等に

よる研究成果の社会実装の推

進 

（世界最先端の研究開発プロ

ジェクトの実施と成果の最大

化） 
○技術開発マネジメントの成

果が実用化につながっている

か。 

（世界最先端の研究開発プロジェクトの実施と成果の

最大化） 
・事業終了後、５年経過後の時点での実用化達成率又

は（及び）外部評価委員会による事後評価における「実

用化見通し」の評価項目の評点（評価指標） 
・ＮＥＤＯの技術開発成果による経済効果（アウトカ

ム）の把握（モニタリング指標） 
（技術開発マネジメントの機 （技術開発マネジメントの機能強化） 
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評価単位 評価項目 評価軸 関連する評価指標、モニタリング指標 
能強化） 
○適切な技術開発マネジメン

トを行っているか。 

・事業終了後に実施する外部評価委員会による事後評

価における「マネジメント」及び「成果」の評点（評

価指標） 
 
・海外機関との情報交換協定等締結状況（モニタリン

グ指標） 
（技術戦略に基づいたチャレ

ンジングな技術開発の推進） 
○ＮＥＤＯがチャレンジング

な研究開発に積極的に取り組

んでいるか 

（技術戦略に基づいたチャレンジングな技術開発の推

進） 
・非連続ナショナルプロジェクトにつながるものとし

て分類される先導研究テーマの設定状況（評価指標） 

（国際標準化等を通じた研究

開発成果の事業化支援） 
○国際標準化に取り組んでい

るか。 

（国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化支援） 
・国際標準化提案を行ったプロジェクトの割合（評価

指標） 
・技術シーズのマッチング件数（評価指標） 

２．世界に通用するオープンイ

ノベーションの促進と研究開

発型ベンチャー企業の育成 

（研究開発型ベンチャー企業

の育成） 
○研究開発型ベンチャー企業

等の育成に積極的に取り組ん

でいるか。 

（研究開発型ベンチャー企業の育成） 
・新規採択額に占める中堅・中小・ベンチャー企業の

採択額の割合（評価指標） 
（中長期計画において明示） 

３．技術に対するインテリジェ

ンス向上による技術開発マネ

ジメントの強化 

（技術情報の収集・分析に関す

る機能強化及び技術戦略の策

定） 
○質の高い技術戦略を策定し、

政策・施策や研究開発等に活用

されているか。 

（技術情報の収集・分析に関する機能強化及び技術戦

略の策定） 
・産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦

略の割合（評価指標） 
・海外技術情報の発信数（モニタリング指標） 

（人材の流動化促進、育成） （人材の流動化促進、育成） 
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評価単位 評価項目 評価軸 関連する評価指標、モニタリング指標 
○ＮＥＤＯのマネジメント能

力向上に資する人材の育成等

に取り組んでいるか。 

・ＮＥＤＯ事業に参加する４０才以下の若手研究者及

び女性研究者の人数（評価指標） 
（中長期計画において明示） 
 

４．技術分野ごとの目標 個別のナショナルプロジェク

ト等の研究開発目標（達成すべ

き技術水準や技術開発目標な

ど）等が達成できているか。ま

たは、達成できる見込みである

か。 

中長期計画又は年度計画で明示する第 4 期中長期目標

期間中に達成すべき技術水準や技術開発目標などの達

成水準の達成状況（評価指標） 

【産業技術分野】 １．技術開発マネジメント等に

よる研究成果の社会実装の推

進 

（世界最先端の研究開発プロ

ジェクトの実施と成果の最大

化） 
○技術開発マネジメントの成

果が実用化につながっている

か。 

（世界最先端の研究開発プロジェクトの実施と成果の

最大化） 
・事業終了後、５年経過後の時点での実用化達成率又

は（及び）外部評価委員会による事後評価における「実

用化見通し」の評価項目の評点（評価指標） 
・ＮＥＤＯの技術開発成果による経済効果（アウトカ

ム）の把握（モニタリング指標） 
（技術開発マネジメントの機

能強化） 
○適切な技術開発マネジメン

トを行っているか。 

（技術開発マネジメントの機能強化） 
・事業終了後に実施する外部評価委員会による事後評

価における「マネジメント」及び「成果」の評点（評

価指標） 
 
・海外機関との情報交換協定等締結状況（モニタリン

グ指標） 
（技術戦略に基づいたチャレ

ンジングな技術開発の推進） 
○ＮＥＤＯがチャレンジング

（技術戦略に基づいたチャレンジングな技術開発の推

進） 
・非連続ナショナルプロジェクトにつながるものとし
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評価単位 評価項目 評価軸 関連する評価指標、モニタリング指標 
な研究開発に積極的に取り組

んでいるか 
て分類される先導研究テーマの設定状況（評価指標） 

（国際標準化等を通じた研究

開発成果の事業化支援） 
○国際標準化に取り組んでい

るか。 

（国際標準化等を通じた研究開発成果の事業化支援） 
・国際標準化提案を行ったプロジェクトの割合（評価

指標） 
・技術シーズのマッチング件数（評価指標） 

２．世界に通用するオープンイ

ノベーションの促進と研究開

発型ベンチャー企業の育成 

（研究開発型ベンチャー企業

の育成） 
○研究開発型ベンチャー企業

等の育成に積極的に取り組ん

でいるか。 

（研究開発型ベンチャー企業の育成） 
・新規採択額に占める中堅・中小・ベンチャー企業の

採択額の割合（評価指標） 
（中長期計画において明示） 

３．技術に対するインテリジェ

ンス向上による技術開発マネ

ジメントの強化 

（技術情報の収集・分析に関す

る機能強化及び技術戦略の策

定） 
○質の高い技術戦略を策定し、

政策・施策や研究開発等に活用

されているか。 

（技術情報の収集・分析に関する機能強化及び技術戦

略の策定） 
・産学連携研究開発プロジェクトにつながった技術戦

略の割合（評価指標） 
（中長期計画において明示） 
・海外技術情報の発信数（モニタリング指標） 

（人材の流動化促進、育成） 
○ＮＥＤＯのマネジメント能

力向上に資する人材の育成等

に取り組んでいるか。 

（人材の流動化促進、育成） 
・ＮＥＤＯ事業に参加する４０才以下の若手研究者及

び女性研究者の人数（評価指標） 
 

４．技術分野ごとの目標 個別のナショナルプロジェク

ト等の研究開発目標（達成すべ

き技術水準や技術開発目標な

ど）等が達成できているか。ま

たは、達成できる見込みである

か。 

中長期計画又は年度計画で明示する第 4 期中長期目標

期間中に達成すべき技術水準や技術開発目標などの達

成水準の達成状況（評価指標） 
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評価単位 評価項目 評価軸 関連する評価指標、モニタリング指標 
【新産業創出・シーズ発掘等分

野】 
１．技術開発マネジメント等に

よる研究成果の社会実装の推

進 

（技術戦略に基づいたチャレ

ンジングな技術開発の推進） 
○ＮＥＤＯがチャレンジング

な研究開発に積極的に取り組

んでいるか 

（技術戦略に基づいたチャレンジングな技術開発の推

進） 
・非連続ナショナルプロジェクトにつながるものとし

て分類される先導研究テーマの設定状況（評価指標） 

２．世界に通用するオープンイ

ノベーションの促進と研究開

発型ベンチャー企業の育成 

（研究開発型ベンチャー企業

の育成） 
○研究開発型ベンチャー企業

等の育成に積極的に取り組

んでいるか。 

（研究開発型ベンチャー企業の育成） 
・新規採択額に占める中堅・中小・ベンチャー企業の

採択額の割合（評価指標） 
（中長期計画において明示） 

○研究開発型ベンチャー支援

のハブとしての役割を果た

しているか。 

・ＮＥＤＯ支援額に対する民間ベンチャーキャピタル

等からの資金呼び込み額比率（評価指標） 

３．技術に対するインテリジェ

ンス向上による技術開発マネ

ジメントの強化 

（人材の流動化促進、育成） 
○ＮＥＤＯのマネジメント能

力向上に資する人材の育成等

に取り組んでいるか。 

（人材の流動化促進、育成） 
・ＮＥＤＯ事業に参加する４０才以下の若手研究者及

び女性研究者の人数（評価指標） 
（中長期計画において明示） 
 

（注）上記に加え、必要な詳細事項については中長期計画において定めるものとする。 
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独立行政法人情報処理推進機構 第四期中期目標【案】 
 

平成３０年２月 

 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

独立行政法人情報処理推進機構（以下「IPA」という。）は、情報処理の促進に

関する法律（以下「情促法」という。）第 32条に定められているとおり、プログ

ラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処

理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び

技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進すること

を目的としている。 

 

IPAは経済産業省（旧通商産業省）の政策実施機関として、独立行政法人（以

下「独法」という。）化以前は、ソフトウェア産業への資金供給を中心に事業を

行うとともに、1990 年代からは、ウイルス・不正アクセス情報・脆弱性に関す

る情報の収集と調査分析を実施し評価を得てきた。 

 

平成 16年の独法化以降は、ソフトウェアベンダーへの支援を行うだけでなく、

複雑化・膨大化するシステムを踏まえ、その開発の高度化や信頼性の確保を進め

るためソフトウェア・エンジニアリング・センター（SEC）を立ち上げてソフト

ウェアエンジニアリングに関する調査、研究、展開を推進するとともに、年々増

大するサイバー攻撃に対するセキュリティの確保にも取り組んできた。また、情

報処理技術者試験やスキル標準の整備、これらの一体的運用や、即戦力人材を大

学で育成する観点から産学連携の推進等を実施してきた。 

 

 第三期中期目標においては、IPAに求められる役割を「社会基盤としての ITの

安全性・信頼性の向上」「高度なセキュリティの確保と次世代を切り開く高度 IT

人材」と定め、IPAは着実にそれら業務の強化を図ってきた。 
一方、その間もサイバー攻撃の脅威は深刻度を増し、平成 26 年 11 月にはサ

イバーセキュリティ基本法が制定され、更には政府関係機関等へのサイバー攻

撃による情報漏洩等の発生を踏まえ、平成 28年 4月にはサイバーセキュリティ

基本法等が改正された。当該法改正等に基づき、IPAには、独法及びサイバーセ

キュリティ戦略本部が指定する特殊法人等（以下「独法等」という。）の情報シ

ステムに対する不正な活動の常時監視及び監査業務や、情報分野で初の法定国

家資格となる情報処理安全確保支援士制度の運営業務が追加された。また、世界

で例を見ない制御系システムにおけるセキュリティ対策の中核機関も設立する

こととなった。これらはいずれも根幹的事業の追加であったが、緊急性が高く、

極めて短い準備期間での対応を要したところ、IPAは、既存業務の着実な遂行と

併せ、迅速かつ機動的に新たな業務のための実施体制を整備し、対応した。 
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これまでの IPAにおける主な成果は以下のとおりである。 

 

１．第一期（情報処理の推進）の主な成果 

（１）ソフトウェア開発支援制度を抜本的に見直し、より効果的な基盤支援事

業にシフト 

（２）情報セキュリティに対する的確な対応や国際承認アレンジメント（CCRA）

など評価・認証の定着 

（３）ソフトウェアエンジニアリング分野における日本最大の産学官連携拠点

の形成 

（４）IT スキル標準の改訂やスーパークリエータの発掘 等 

 

２．第二期（情報社会システムの安寧と健全な発展）の主な成果 

（１）サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）の発足 

（２）電子政府推奨暗号リストの改訂の推進 等 

（３）重要インフラの信頼性対策／組込みソフトウェア開発に関する信頼性向

上指針等の策定 

（４）文字情報基盤の環境整備／政府調達に関する技術標準（TRM）の整備 

（５）３スキル標準の整理統合による共通キャリア・スキルフレームワークの

開発 

（６）未踏人材事業によるスーパークリエータの認定 

 

３．第三期（利用者視点に立った情報社会システムの安全性・信頼性の確保）の

主な成果 

（１）情報セキュリティ対策の強化 
①重要インフラ企業や政府機関を狙う標的型サイバー攻撃の発覚等を受けて、

「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）」の活動を通じて、IPAを中心

とした標的型攻撃対策網により、サイバー攻撃の早期発見・被害低減に貢献。

また、「サイバーレスキュー隊（J-CRAT）」を立ち上げ、セキュリティ対処に

十分な体制を持つことができていない企業、団体等への支援により、サイバ

ー攻撃による被害の拡大防止に貢献。 
②企業で起きた内部不正事件等を受けて、経営者によるセキュリティ認識とリ

ーダーシップの必要性を説く「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を

経済産業省と共同で作成し、発行。 
③日本年金機構への標的型攻撃による大規模な情報漏えい事件等を受けて、我

が国全体としてのサイバーセキュリティの安全かつ安定的な強化を確実な

ものとするため、サイバーセキュリティ基本法の改正等に基づき、内閣サイ

バーセキュリティセンター（NISC）の監督の下、IPAに「独法等の情報シス

テムの監視（第 2GSOC）」体制を構築。また、「独法等の情報セキュリティ監

査」業務をサイバーセキュリティ戦略本部から受託し、マネジメント監査及

305



び情報システムに対する疑似的攻撃（ペネトレーションテスト）による検査

を実施。さらに、情促法の改正に基づき、サイバーセキュリティ対策を担う

専門人材を確保するため、新たに創設された国家資格「情報処理安全確保支

援士制度」を着実に実施し、また、同支援士制度を普及促進。 
④ウクライナ西部での大規模停電等を受けて、重要インフラや産業基盤のサイ

バー攻撃に対する防御力を抜本的に強化するため、セキュリティ対策の中核

拠点としての「産業サイバーセキュリティセンター」を設立し、約 80名の研

修生を受け入れ、実践的な演習・対策立案等のトレーニング（約 1年）を開

始。あわせて、こうした企業の経営層の認識を高め、そのリーダーシップに

より、人材の育成・活用、組織体制の構築等が促進されるよう、最高情報セ

キュリティ責任者（CISO）等を対象とした短期プログラムの提供等も開始。 
（２）情報処理システムの信頼性向上 

①重要インフラ分野や企業等におけるシステム障害の再発防止や影響範囲の

縮小につなげる観点から、企業・団体等におけるシステム障害情報の収集及

び共有する体制を構築するとともに、「情報処理システム高信頼化教訓集」を

随時公開。 
②コネクテッドカーのハッキングによる遠隔操作等、IoT（Internet of Things）

機器への侵入・のっとり攻撃が社会を脅かす懸念から、IoT 製品の開発者が

開発時に考慮すべきリスクや対策に関する検討事項をとりまとめた「つなが

る世界の開発指針」を発行。同指針は IoT 推進コンソーシアム・総務省・経

済産業省が策定した「IoTセキュリティガイドライン」に採用。 
③オープンデータの公開や、組織間・組織内でのデータ交換を効率化するため、

データに用いる用語やデータ構造を共通化（共通語彙基盤事業）し、組織や

分野を超えた相互連携に貢献。また、正確な人名表記が求められる行政で必

要となる約 6 万文字を整備（文字整備基盤事業）し、国際標準化を達成し、

行政機関のコスト削減に貢献。 
（３）高度な IT人材の育成 
①（上記３．（１）③の一部を再掲）情促法の改正に基づき、サイバーセキュリ

ティ対策を担う専門人材を確保するため、新たに創設された国家資格「情報

処理安全確保支援士制度」を着実に実施し、また、同支援士制度を普及促進。 
②「未踏人材発掘・育成事業」において、当期はこれまでに採択した未踏クリ

エータを 100名輩出し、そのうち、特に優れた成果を上げた 41名を「スーパ

ークリエータ」として認定。また、未踏クリエータの育成プログラムとして、

以下の事業を実施。 
・プロジェクトマネージャー（PM）と未踏クリエータ全員が参加し、相互

に成果報告や意見交換を行う「八合目会議」、成果を広く公開する「成果

報告会」を毎年実施。 
・未踏クリエータと産業界の交流の場として「未踏会議」を毎年開催し、
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クリエータの起業・事業化につながるネットワークを構築。 
③次代を担う若年層のセキュリティ人材を発掘・育成するセキュリティ・キャ

ンプの全国大会では当期はこれまで 184 名が修了し、地方大会ではこれまで

434名が修了。また、修了生の年度を超えた交流の促進の場としてセキュリテ

ィ・キャンプフォーラムを毎年開催。 
④第４次産業革命に向けた新たな人材のスキル指標を整備。 
 
４．第四期中期目標期間を迎えるにあたっての基本的な考え方 

IPAを取り巻く ICT（情報通信技術）社会の現状に目を向けると、近年、IoT、

ビッグデータ（BD）、人工知能（AI）等の実用化に伴う第４次産業革命と呼ばれ

る産業構造の転換が世界規模で進みつつあり、今後、技術革新のスピードや、そ

れに伴う社会経済情勢の変化がより一層加速していくことが見込まれる。これ

までも我が国は、IT戦略を成長戦略の柱として位置づけ（「世界最先端 IT 国家

創造宣言」（平成 25 年 6 月閣議決定）、「科学技術基本計画」（平成 28 年 1 月閣

議決定））、世界最高水準の IT利活用社会の実現や世界で最もイノベーションに

適した国となることに向けて政府一丸となって取り組んできたが、第４次産業

革命に伴う有望成長市場の創出は、「日本再興戦略」（平成 28 年 6 月閣議決定）

においても GDP600兆円を目指す上での重要課題として位置付けられている。 

その実現のためには、あらゆる組織、ヒト、モノがつながっていく IoT社会の

進展に向けて、サイバーセキュリティ対策、IT 人材の確保・育成、新たな技術

の社会実装といった取組がますます重要となる。 

 特に、ICTの利活用拡大とともに、脅威が増大しているサイバー攻撃への対応

は急務である。政府関係機関や企業への標的型サイバー攻撃による情報漏洩等

の被害が見られるなど、サイバー攻撃は高度化・巧妙化・大規模化し、社会イン

フラに甚大なダメージを与えるサイバー攻撃の脅威も増大している中、今後、ラ

グビーワールドカップ 2019 日本大会や 2020 年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会などの大規模なイベントの開催を迎えるにあたり、社会全体での

サイバーセキュリティ対策の強化が必要となっている。このような中、IPA は、

政府のサイバーセキュリティ戦略本部の下、平成 27 年 9 月に閣議決定された

「サイバーセキュリティ戦略」の具現化を担う情報セキュリティの専門機関と

して所要の取組を行ってきた。 

今後も引き続き、情報セキュリティ対策や時代を切り拓く IT人材の確保・育

成の取組強化により、世界最高水準の ICT利活用を通じた安全・安心・快適な国

民生活の実現に貢献するとともに、IoT/BD/AI時代の到来がもたらす社会経済情

勢の急激な変化を、社会のあらゆる層が有効かつ安全に活用できるよう、常に最

先端の技術動向をキャッチし、それらを役立つ形で発信して、ICTに関する社会

基盤整備に貢献し続ける、社会全体の公器として親しまれる機関へ更に進化す

るよう、以下のミッションを遂行することが求められる。 
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（１）より一層高度化・巧妙化・大規模化しているサイバー空間の脅威への対

応を強化し、国民と社会の安全を守る。（以下のⅢ１．を参照） 

（２）社会の様々な人材に働きかけ、IT人材の裾野を拡大し、高度な能力を持

つ IT人材のネットワークを形成する。（以下のⅢ２．を参照） 

（３）調査・分析機能を強化し、ICTに関する新しい潮流を常に捉え、役に立つ

形で発信する。（以下のⅢ３．を参照） 

 

また、第４次産業革命など経済・社会全般にわたる急激な変革が訪れるなか

で、IPAが、これらのミッションを遂行していくために、理事長等によるリーダ

ーシップ並びに適切なマネジメントのもと、Plan・Do・Check・Action（PDCA）

のサイクルを機能させ、以下のⅢ、Ⅳ、Ⅴ及びⅥに掲げる取組について、柔軟か

つ機動的な業務改革・組織改革を不断に推進していくこととする。 

 

Ⅱ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、平成 30年 4月から平成 35年 3月までの 5年とする。 

 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項 

第三期中期目標期間においては、社会的な要請や政策（成長戦略等）に基づき、

IPAにとって新たな基幹となるべき業務が追加されるなど、IPAに求められる役

割は、ますます重要なものになってきている。 

第四期中期目標期間においても、第三期で実施してきた取組を継続しつつ、そ

の時々における社会的な要請や政策等を踏まえ、IPAが果たすべきミッションを

達成していく。 

また、IPAの取組がより効率的・効果的に進むよう、必要に応じて関連する政

府機関（中央府省庁及び独立行政法人等）、地方行政機関、国内外のセキュリテ

ィ機関及び中小企業団体等との連携も進めていく。 

なお、各事業年度に係る業務の実績等に関する評価については、以下１．～３．

に掲げる「情報セキュリティ対策の強化」、「高度な能力を持つ IT人材の発掘・

育成・支援及びネットワーク形成と IT人材の裾野拡大に向けた取組の強化」及

び「ICTに関する新しい流れを常に捉え、発信していく機能の強化」それぞれを

評価単位として行う。 

 

１．情報セキュリティ対策の強化 

今後、ラグビーワールドカップ 2019 日本大会や 2020 年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会などを控え、一方ではサイバー攻撃が高度化・巧妙化・

大規模化しており、社会インフラに甚大なダメージが発生するサイバーセキュ

リティのリスクは確実に高まっている。今後もその傾向は続くとともに、IoTの

進展により、企業・重要インフラ・国民各層における情報セキュリティ対策は

益々重要なものになると考えている。このため、第四期中期目標期間においては、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会などや、その後の経済・社
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会活動の安定確保に向けて、第三期中期目標期間で取り組んだ情報セキュリテ

ィ対策の強化を継続しつつ、企業等に対するサイバー攻撃や予兆に関する情報

を迅速に収集・分析・提供・共有する体制の拡充、重要インフラ企業等の現場で

対応する高度な人材の輩出、中小企業及び国民一般のセキュリティ対策の取組

の促進等、多岐にわたる情報セキュリティ対策の強化を推進する。 

（１）サイバー攻撃等に関する情報収集、分析、提供、共有 

①サイバーセキュリティ上の脅威への対応 

・標的型攻撃や新たなサイバー攻撃に係る情報共有体制の強化・拡大及び被害

発生時における初動対応措置や対応策検討の支援 

・被害の未然防止のための措置等高度な対策等の提案に向けた情報収集先の

拡大、情報の量及び質の向上 

・国民からの相談・問い合わせの相談窓口の運営及び当該業務における適切な

情報提供 

②情報システムの脆弱性に対する適切な対策の実施  

・「脆弱性関連情報届出受付制度」の実施並びに当該業務における脆弱性関連

情報の提供及びその活用の推進 

・組込み機器等の脆弱性に関する対策の提示等の実施 

・脆弱性情報や攻撃・被害情報の収集・分析、危険回避対策の徹底を通じたサ

イバーセキュリティ上のリスク低減の促進 

③社会的に重要な情報システム等に関する対策支援 

・重要インフラ分野等（データ活用に積極的に取り組む企業・組織を含む。）

の社会的に重要な情報システム等における、関係府省等の求めに応じた、

セキュリティ対策状況の確認、サイバーセキュリティ強化等のための調査、

インシデント発生時の原因究明調査等 

・社会インフラ・産業基盤に係る制御システムの安全性・信頼性に関するリス

ク評価手法の普及 

（２）重要インフラや産業基盤のサイバー攻撃に対する防御力強化 

・制御技術（OT）と情報技術（IT）の知見を結集し、模擬システムを用いた演

習や最新のサイバー攻撃情報の調査・分析等を通じて、社会インフラ・産業

基盤へのサイバーセキュリティ対策リスクに対応する人材・組織・システ

ム・技術を創出 

（３）非技術的要因を踏まえた調査、分析 

・企業・組織・サプライチェーン全体で見逃されがちな情報セキュリティに係

る脅威、課題等の抽出、分析、評価及びガイドライン等による情報提供 

・情報セキュリティ対策、データ利活用における情報保護、プライバシー・情

報セキュリティ倫理に対する意識等に関する調査・分析及び情報提供 

・潜在的な情報セキュリティ上の脅威等の分析及び情報発信 

（４）セキュリティ対策に関する普及啓発、情報提供 

・企業や国民一般における情報セキュリティ対策の普及促進に向けた取組実

施 

・中小企業に対する情報セキュリティ対策に係るガイドラインや自己宣言制

度等の普及促進、中小企業関連団体との連携拡大 

309



・国内外のセキュリティ関連組織等との連携 

（５）IT製品等のセキュリティ評価及び認証制度の実施 

・「IT製品のセキュリティ評価及び認証制度」の実施並びにその活用促進に向

けた評価・認証手続の改善等の取組実施 

・政府調達における IT機器等のセキュリティ要件、認証取得製品等の情報提

供 

（６）暗号技術の調査及び評価 

・CRYPTREC(Cryptography Research and Evaluation Committees)の事務局業

務及び暗号アルゴリズムに関する利用実態調査の実施 

・情報システムのセキュリティ確保に向けた暗号技術の現状・動向等の調査及

びガイドライン等による情報提供 

・「暗号モジュール試験及び認証制度」の実施並びに現状調査、情報提供等の

実施 

（７）独法等に対する不正な通信の監視、監査 

・NISCの監督の下における独法等の情報システムの監視 

・サイバーセキュリティ戦略本部からの委託に基づく、独法等の情報セキュリ

ティに関する監査、原因究明調査の実施 

 

【指標】 

本事業（上記１．）における毎年度の評価は、以下の指標の達成状況等を踏

まえ、総合的に業務実績を勘案して実施する。 

なお、我が国における情報セキュリティ対策が強化されるためには、企業や

国民がセキュリティの意識を向上させ、その対策に取組む行動が重要である。

一方、IPAはセキュリティの専門的知見を活かして企業や国民を支援する役割

を担っているが、IPA自身の知見も高めることや、セキュリティ対策の普及促

進を図るためには他団体等との連携も必要である。このような考えのもと、以

下の指標を設定する。 

 

＜指標１：重要インフラ関連企業におけるセキュリティ対策の強化（上記１．

（１）関連）＞【基幹目標】 

第四期中期目標期間において、IPAが提供・共有する情報や支援等を通じ

て、情報セキュリティ対策強化に向けた新規・追加の取組を実施した重要イ

ンフラ関連企業数を 500社以上とする。 

 

［指標水準の考え方］ 

重要インフラ関連分野においては、企業単独での実施にとどまらず、業

界としての連携によるセキュリティ対策（業界間の情報共有体制への参

加、業界ごとのガイドラインに沿った対策の実施等）が重要である。この

ため、J-CSIPに参加する分野、組織（平成 29年 12月現在、11分野、227

組織）の拡大を図るとともに、既存の J-CSIP参加組織やそれ以外の重要

インフラ関連企業も含め、IPAが提供するガイドライン（制御システムの

セキュリティリスク分析ガイド等）の適用等の更なる取組を促していく
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ことにより目標値の達成を目指すこととする。なお、新規・追加の取組を

500社以上と設定した考え方は、NISCが創設したセプターカウンシル（※）

の重要インフラ 13分野のうち、「政府・行政サービス」及び「金融」分野

を除く構成員数 709組織と上記の J-CSIP参加組織数 227組織の差分を目

安としたもの。 
※各重要インフラ分野で整備されたセプター（重要インフラ事業者等の情報共有・分

析機能及び当該機能を担う組織）で構成される協議会。 

 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

サイバー攻撃が高度化・巧妙化・大規模化し、社会インフラに甚大なダ

メージを与えるサイバー攻撃の脅威も増大している中、ラグビーワール

ドカップ 2019 日本大会及び 2020 年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会などの大規模なイベントの開催を控え、また、その後の経済・社

会活動の安定確保を図るため、重要インフラ分野における情報セキュリ

ティ対策の促進は、我が国における喫緊の重要課題であり、優先すべきも

のである。さらに、本指標は、情報セキュリティの専門的知見を活かした

IPAの活動の成果として、実際に重要インフラ関連企業等が取り組んだ結

果（アウトカム）を測るものであり、その水準についても目標設定の目安

とした J-CSIPの参加組織数を大幅に上回る、チャレンジングな目標であ

る。 

 

＜指標２：中小企業におけるセキュリティ意識の向上（上記１．（４）関連）

＞【基幹目標】 

「SECURITY ACTION 制度」（中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取

り組むことを自己宣言する制度）に参画する中小企業数を加速度的に増や

し、第四期中期目標期間終了時点で 26,000社（※）以上とする。 
※平成 29年 12 月末時点の参画企業数は、280 社。 

 

［指標水準の考え方］ 

セキュアな社会の実現に向け、サプライチェーン全体としての情報セ

キュリティ対策強化の重要性を踏まえ、製造業、卸売業等の中小企業のう

ち、サイバー攻撃を受けた場合の被害拡大リスクが相対的に高いと考え

られる大企業の子会社、関連会社数（約 26,000社、個人事業者及び小規

模事業者を除く。）を目安として、目標水準を設定する。なお、実際の取

組においては当該事業者以外の事業者も排除することなく、セキュリテ

ィアクション制度の普及に向けた取組を行っていくこととする。 

 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

サプライチェーン全体での情報セキュリティ対策が急務となっている

中、大企業にとどまらず、サプラインチェーンの中核を構成する中小企業

における情報セキュリティ対策の促進は、重要かつ優先すべきものであ

る。また、本指標は、IPAの活動の成果として、中小企業自らが取組んだ
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結果（アウトカム）について、飛躍的に増やすことを目指すチャレンジン

グな水準の目標である。 

 

＜指標３：情報セキュリティ対策の企業への普及促進（上記１．（３）、（５）

及び（６）関連）＞ 

情報セキュリティに係る調査、分析の結果等に基づき、企業・組織・サプ

ライチェーン全体における情報セキュリティ対策の取組を促すべく社会の

要請に応じた対象者別（一般企業、中小企業、重要インフラ関連企業向け）

のガイドライン等の整備、提供を行い、第四期中期目標期間中の累計普及数

（ダウンロード件数、販売数、申込による無償配布など）を 250,000件以上

とするとともに、当該ガイドライン等に対する役立ち度を調査し、4段階評

価で上位 2 つの評価を得る割合を第四期中期目標期間中に 3 分の 2 以上確

保する。 

 

［指標水準の考え方］ 

IPAが整備・提供したガイドライン等が企業・組織に受け入れられてい

るかどうか、セキュリティ対策強化に有用であるかどうかを測る指標と

して設定。想定普及対象として、大企業、一定以上の従業員規模を持つ中

小企業（個人事業者を除く。）及びセプターカウンシルの各セプター構成

員である重要インフラ関連事業者の合計値（約 25 万社）を目安として、

目標水準を設定。ただし、実際の取組においては当該事業者以外の事業者

も排除することなく、ガイドライン等の普及に向けた取組を行っていく

こととする。 

なお、累計普及数については、一般企業、中小企業、重要インフラ関連

企業向けについて総数でカウントするが、どの層に重点を置いて取組を

実施するかについては年度計画で具体化することとする。 

 

＜指標４：国民に対するサポート体制構築（上記１．（４）関連）＞ 

我が国全体としての一般国民へのサポート体制を強化するべく、一般国民

が情報セキュリティに関する相談先、情報収集先をどの程度認識しているか

を把握し、その状況に応じて、IPAが運営する安心相談窓口等との連携組織

を毎年度拡大する。 

 

［指標水準の考え方］ 

他団体等との連携を推進することにより、国民一般に対するセキュリ

ティに係る支援体制の充実を目指す。（平成 30 年 1 月末時点において国

民生活センター、東京都消費生活総合センター及び警視庁サイバー犯罪

相談窓口等の 6機関と連携している。） 

 

＜指標５：社会インフラ・産業基盤のサイバーセキュリティに係る人材育成プ

ログラムの提供（上記１．（２）関連）＞ 

第四期中期目標期間中に、産業サイバーセキュリティセンターが提供する
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人材育成プログラムについて、延べ 500名の受講者を目指す。 

 

［指標水準の考え方］ 

平成 29年 7月に開講した中核人材育成プログラム（長期）の第 1期受

講者が 76名であるが、当該プログラム受講の働きかけ、プログラムの見

直しや開発等により、第四期中期目標期間中に平均して 30%程度増加した

水準（100名／年）を目標とする。 

 

＜指標６：社会インフラ・産業基盤のサイバーセキュリティリスクに対する取

組促進（上記１．（２）関連）＞【基幹目標】 

第四期中期目標期間中に、産業サイバーセキュリティセンターの人材育成

プログラムの受講者が、企業や産業における演習実施、ポリシー策定、組織

変更その他及びこれらに関する企画・提案等の取組を延べ 500 件程度行い、

当センターの事業効果が、当該受講者の得た知見を通じて、更に当該企業の

関係者及び組織全体や社会全体に均てんしていくことを目指す。 

 

［指標水準の考え方］ 

産業サイバーセキュリティセンターの人材育成プログラムの受講者が、

セキュリティ強化のために具体的な取組を行うことを目標として設定。 

 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

サイバー攻撃が高度化・巧妙化・大規模化し、社会インフラに甚大なダ

メージを与えるサイバー攻撃の脅威も増大している中、ラグビーワール

ドカップ 2019 日本大会及び 2020 年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会などの大規模なイベント開催を控え、また、その後の経済・社会

活動の安定確保を図るため、社会インフラ・産業基盤関連分野における情

報セキュリティ対策の促進は、我が国における喫緊の重要課題であり、優

先すべきものである。さらに、本指標は、IPAが提供する人材育成プログ

ラムの成果として、受講者がプログラム受講後に実際に取り組んだ演習

実施、ポリシー策定等の成果（アウトカム）について、第四期中期目標期

間における人材育成プログラムの受講者の目標値と同数の確保を目指す

チャレンジングな水準の目標である。 

 

２．高度な能力を持つ IT人材の発掘・育成・支援及びネットワーク形成と IT 人

材の裾野拡大に向けた取組の強化 

第４次産業革命（IoT、BD、AI等）の進展により、先端 ICTに関する市場は拡

大していくことが見込まれているとともに、時代を切り拓く突出した能力を持

つ人材及び ICT社会基盤を支える人材の質及び数の確保が不可欠となっている。

このため、第四期中期目標期間においては、第三期中期目標期間で取り組んだ高

度な IT人材の発掘・育成・支援を継続しつつ、そうした人材のネットワーク形

成や IT人材の裾野拡大を推進していく。 

（１）優れた IT人材の発掘・育成・支援及び活躍の機会の提供 
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 ・ITの活用によりイノベーションを創出することのできる独創的なアイデア・

技術等を有する突出した IT人材の発掘・育成及び突出した IT人材が持つイ

ノベーティブな技術シードの磨き上げを通じた産業界をけん引・リードして

いく人材の育成 

 ・若年層の優秀なセキュリティ人材の発掘・育成 

 ・情報処理安全確保支援士制度に係る登録、講習の実施及び普及促進 

・優れた IT人材の交流の場の提供等による人的ネットワーク活性化促進 

（２）IT人材の裾野拡大 

・IT を取り巻く環境変化を踏まえた情報処理技術者試験及び情報処理安全確

保支援士試験の実施並びに応募者数の増加に向けた取組の実施 

・アジア諸国における情報処理技術者試験との同等性に関する相互認証及び

相互認証に基づくアジア共通統一試験の実施 

 

【指標】 

本事業（上記２．）における毎年度の評価は、以下の指標の達成状況等を踏

まえ、総合的に業務実績を勘案して実施する。 

なお、我が国の成長戦略の柱として位置付けられている ITに関する戦略の

実現のためには、本事業における新たな価値を生み出す人材や、高度セキュリ

ティ人材の育成や IT 人材の裾野拡大が重要であるため以下の指標を設定する。 

 

＜指標１：未踏事業修了生の成果（上記２．（１）関連）＞【基幹目標】 

未踏関係事業の修了生による新たな社会価値創出を、新技術の創出数、新

規起業・事業化の資金確保数、ビジネスマッチング成立件数で総合的に捉え、

第四期中期目標期間中の合計数延べ 50件を目指す。 

 

［指標水準の考え方］ 

第四期中期目標期間における毎年度の未踏関係事業の修了生を約 50名

以上と想定し、その効果目標として、新技術の創出としての知的財産権に

関する出願・登録数、企業等との共同研究・開発テーマ設定数、起業・事

業化への資金確保数、ビジネスマッチングの成立件数を合わせて、直近年

の起業・事業化見込み（5件）から倍増の毎年度 10件を目安とし、5年間

累計で 50件を目指す。 

 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

「世界最先端 IT 国家創造宣言」（平成 25 年 6 月閣議決定）や「科学技

術基本計画」（平成 28 年 1 月閣議決定）において IT 戦略は我が国の成長

戦略の柱として位置付けられており、IoT、BD、AI等の実用化に伴う第４

次産業革命が世界規模で進展する中、先端 ICTに関する市場の拡大や、今

後の技術革新の加速化等への対応の観点から、時代を切り拓く突出した能

力を持つ人材及び ICT社会基盤を支える人材輩出を目指す本取組は、重要

かつ優先すべきものである。また、本指標は、未踏関係事業の修了生が実

際に新技術の創出、新規起業・事業化といった新たな社会価値（アウトカ
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ム）を創出することをチャレンジングな水準で目指す目標である。 

 

＜指標２：セキュリティ・キャンプ修了生の活動（上記２．（１）関連）＞ 

【基幹目標】 

セキュリティ・キャンプの修了生によるイベント講師等の実績数（キャン

プ講師、チューター含む。）について、第四期中期目標期間中の合計数延べ

225名を目指す。 

 

［指標水準の考え方］ 

第四期中期目標期間中のセキュリティ・キャンプの効果目標として、修

了者による全国大会及び地方大会の講師・チューター数、各種講演会・勉

強会での講師数を、第三期中期目標期間の実績値（年平均 29名）から約

1.5倍増の毎年度 45名を目安とし、5年間累計で 225名を目指す。なお、

講師やチューターとして活躍できる人材は、単なる修了生ではなく、ホワ

イトハッカーなど第一線で活躍できる非常に高いスキルと社会的信頼性

をもつ人材とする。 

 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

加速化する ICT の利活用拡大につれて、サイバー攻撃への対応が急務

となっており、あらゆる組織、ヒト、モノがつながっていく IoT社会の実

現に向けて、若年層の優秀なセキュリティ人材の育成・確保を図ることは、

重要かつ優先すべきものである。また、本指標は、IPAの活動の成果とし

て、第一線で活躍できる非常に高いスキルを持った修了生を第三期中期目

標期間の実績（年平均 29名）から約 1.5倍（年平均 45名）とするチャレ

ンジングな水準の目標である。 

 

＜指標３：情報処理安全確保支援士の活動（上記２．（１）及び（２）関連）＞ 

情報処理安全確保支援士が保有している知識やスキルを発揮して、情報

セキュリティに関連する業務遂行がなされたとする値について、第四期中

期目標期間の最終年度に 75％を目指す。 

 

［指標水準の考え方］ 

第四期中期目標期間の初年度に情報処理安全確保支援士（RISS）の効果

目標として、RISSに対するアンケートにより RISSの活躍指標を測定する

こととし、最終年度に 75％まで達成できることを目指す。 

 

＜指標４：情報処理技術者試験制度の活用（上記２．（２）関連）＞ 

IT人材の裾野拡大を図るため、ITを提供する側だけでなく、ITを利用す

る側も含めた企業における情報処理技術者試験の活用割合について、毎年

度、55％以上を目指す。 

 

［指標水準の考え方］ 
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情報処理技術者試験の活用割合（平成 26 年度から 28 年度の直近 3 か

年平均 54.3％）から、55％以上と算定。なお、ITに係る最新の動向を踏

まえた試験内容に適宜更新等を行うことで、企業における認知度を向上

させ、活用割合を確保する。 

 

３．ICTに関する新しい流れを常に捉え、発信していく機能の強化 

第４次産業革命（IoT、BD、AI等）のイノベーション（新技術）は本格的な普

及段階を迎え、あらゆる産業や社会生活に取り入れることで様々な社会的な技

術課題が起こり得る。このため、第四期中期目標期間においては、最先端の技術

動向や課題をいち早く捉え、臨機応変かつ迅速に社会実装を推進し、企業や国民

が安全に活動できる ICT 社会イノベーションの基盤となるよう、とりわけ、調

査・分析及び情報発信の機能を強化することとする。 

また、新技術に対応する IT 人材に求められるスキル変革の方向性について、

新たな ITスキル標準として整備を行い、社会に発信していく。 

（１）ICTの新たな技術等に関する調査分析及び発信 

・ICT に関する技術動向や IT 人材に関する動向等の調査・分析及び社会実装

の促進等につながる情報発信の強化 

・ICTの安全性・信頼性等の脅威となる情報の収集・調査能力及び分析能力の

強化 

・組込みソフトウェアを始め、情報処理システムに関する実態調査・分析及び

情報発信 

・IoTによる地域課題の解決や新事業創出に関する施策動向、取組事例、人材

育成等の活動情報の収集整理及び発信を通じた地域経済活性化に取り組ん

でいる地方公共団体、民間企業等への支援 

（２）ICTの新たな技術等に関する基準・指針・標準の整備及び情報発信 

・ICTに関する新しい技術の社会実装に必要な指針・ガイドラインの整備・見

直し及び普及 

・IoTシステムや組込みソフトウェア等の高度化、生産性・信頼性向上に向け

た指針・ガイドライン等の整備及び普及 

・製品・サービスの生産性や信頼性を向上させるための手法・技術の活用及び

普及 

・重要性の高い基準・指針等の国際標準化への取組  

・第４次産業革命への対応を含めた最新の技術動向にも対応した ITスキル標

準の継続的な見直し及び経済産業省が実施する「第四次産業革命スキル習

得講座認定制度」の運用支援 

・官民データの利活用促進のための技術標準、データ標準の整備、環境整備、

ガイドラインの整備及び普及 

（３）海外機関との連携促進 

・海外有力機関との連携を通じて、ICT等に関する技術等の最新情報の交換及

び技術共有を行い、調査報告書等に反映 

 

【指標】 
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本事業（上記３．）における毎年度の評価は、以下の指標の達成状況等を踏

まえ、総合的に業務実績を勘案して実施する。 

なお、本事業は、第４次産業革命の進展に伴い、IoT、BD、AI等といった新

たな技術の社会実装に際して起こり得る様々な技術課題等に対応していくも

のであるため、以下の指標を設定する。 

 

＜指標１：ICTに関する技術動向等の調査・分析・情報発信（上記３．（１）及

び（３）関連）＞ 

IPAが取りまとめた ICTに関する技術動向等の白書及び ICTに関する調査

等の報告書について、第四期中期目標期間における普及件数の年間平均値に

つき、第三期中期目標期間中における当該数以上を達成する。 

 

［指標水準の考え方］ 

IPA が取りまとめた報告書等が企業や国民に受け入れられているかど

うかを測る普及件数の年間平均値を指標として設定し、第三期中期目標期

間における実績（※）を上回ることを目指す。 
※第三期中期目標期間のうち平成 28 年度までの報告書等の普及件数の年間平均は

159,661 件であるが、この実績値は第二中期目標期間の実績値（43,812 件）の 3.6

倍に相当し、既に高い水準にあるものと考えられる。 
 

＜指標２：ICTに関する指針やガイドラインの提供及び普及促進（上記３．（２）

関連）＞【基幹目標】 

IPA が整備した ICT に関する指針やガイドラインについて、第四期中期目

標期間における普及件数の年間平均値につき、第三期中期目標期間における

当該数以上を達成する。さらに、当該指針やガイドラインの利用者又は想定

される利用予定者に対し、セミナー等において役立ち度（見込）を調査し、

4 段階評価で上位 2 つの評価を得る割合を第四期中期目標期間中に 3 分の 2

以上を確保する。 

 

［指標水準の考え方］ 

IPAが技術動向等の白書及び ICTに関する調査等を踏まえて整備した指

針やガイドラインが企業や国民に受け入れられているかどうかを測る普

及件数の年間平均値を指標として設定し、第三期中期目標期間における実

績（※）を上回ることを目指す。さらに、当該指針やガイドラインが企業

や国民にとって、ICTに関する新しい技術等の社会実装や製品・サービス

の生産性・信頼性向上に有用であるかどうかを測る役立ち度（見込）を指

標として設定し、第四期中期目標期間中に目標値の達成を目指す。 
※第三期中期目標期間のうち平成 28 年度までの指針やガイドラインの普及件数の年

間平均は 435,663件であるが、この実績値は第二期中期目標期間の実績値（118,675

件）の 3.7倍に相当し、既に高い水準にあるものと考えられる。 

 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

本指標は、第４次産業革命に伴う有望成長市場の創出に必要不可欠な新
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たな技術の社会実装推進を図るものであり、政府の成長戦略の達成や、世

界最高水準の ICT利活用を通じた安全・安心・快適な国民生活を実現する

うえで重要かつ優先すべきものである。また、変化の激しい ICTの世界に

おいて、新しい技術動向等をいち早く捉え、それを迅速に対応していくこ

と自体がチャレンジングであることに加え、IPAの成果普及の量的・質的

の両面から高水準を目指す、意欲的な目標である。 

 

＜指標３：ITスキル標準の浸透（上記３．（２）関連）＞ 

IoT、BD、AI等の進展による今後の IT人材の在り方に影響を及ぼし得る産

業動向や技術等の調査、並びにスキル変革に求められる指標として整備・発

信する新たな ITスキル標準に関する情報アクセス数について、平成 25年度

から平成 28年度の年度当たり平均アクセス数以上を達成する。 

 

［指標水準の考え方］ 

IPA が整備した IT スキル標準等が企業や国民に受け入れられているの

かどうかを測る指標として設定し、第三期中期目標期間における実績（※）

を上回ることを目指す。 
※平成 25 年度から平成 28 年度の年度当たり平均アクセス数は 29,269 件。これは、

日本の IT 企業数（約 3 万社）が平均して年 1 回程度アクセスしていると想定され

る水準であり、第四期中期目標期間においても同水準の達成を目指す。 
 

Ⅳ 業務運営の効率化等に関する事項 

１．機動的・効率的な組織及び人材育成の強化等 

（１）政策課題・社会経済情勢に合わせた柔軟かつ機動的な対応が可能となるよ

う、各部門が有機的に連携し、事業の改廃や事業間のシナジーなど組織全体

としての最適効率を目指す組織体制を構築する。 

（２）組織横断的に将来ビジョンや中長期的施策を共有・議論し、各事業や業務

運営の継続的かつ不断の見直しを実施する恒常的な体制の整備により、業務

改革・組織改革を機動的かつ柔軟に行う。 

（３）IPAに期待される役割の拡大に対応するため、事業や組織の見直しに合わ

せて、人員体制の増強を図るとともに、今後の組織の中核を担うプロパー職

員（特に新卒採用者）への知見や経験の蓄積が重要との観点から、中長期的

な人材育成を見通した人事制度・人員体制への見直しを行う。 

（４）専門性、特殊性の高い業務に対応するため、職員の能力開発制度の整備・

充実、職員の能力や実績に見合った適正な処遇の実現（給与体系及び給与水

準の適正化等）を図るとともに、官公庁や民間企業等との人材交流を促進し、

多様かつ時宜を得た外部人材の確保・育成を図る。 

 

２．業務経費等の効率化 

運営費交付金を充当して行う業務については、新規に追加されるもの、拡

充分及び特別事業費を除き、一般管理費（人件費、退職手当及びその他の所

要額計上を必要とする経費を除く｡）について毎年度平均で前年度比 3%以上、

318



業務経費（人件費及びその他の所要額計上を必要とする経費を除く。）につ

いて毎年度平均で前年度比 1%以上の効率化を行う。 

 

３．調達の効率化・合理化 

（１）公正かつ透明な調達手続きによる適切で迅速かつ効果的な調達を実現す

る観点から、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」

（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）を踏まえ、引き続き、毎年度、適切

に「調達等合理化計画」を策定し、これに則って、一般競争入札の導入・範

囲拡大や随意契約等、適切な契約形態を通じ、業務運営の効率化・合理化を

図る。随意契約については、やむを得ない案件を除き、原則として一般競争

入札等によることとし、その取組状況を公表する。 

（２）企画競争、公募を通じた調達を行う場合には、競争性及び透明性が確保さ

れる方法により実施する。さらに、入札・契約の適正な実施について監事等

による監査を受けるものとする。 

 

４．業務の電子化等による業務運営の効率化 

（１）IPA の事務手続きの簡素化・効率化を図るため、「国の行政の業務改革に

関する取組方針～行政の ICT化・オープン化、業務改革の徹底に向けて～」

（平成 26 年 7 月 25 日総務大臣決定）に基づき、引き続き、業務の電子化

の促進やシステムの最適化等の検討を行い、順次改善を進める。 

（２）また、生産性向上の観点から「働き方改革実行計画（平成 29年 3月 28日

働き方改革実現会議決定）」を推進しつつ、ICT も活用した業務効率化に向

けて、先進的な取組や制度の積極的な導入を図り、効果的・効率的な業務運

営を実現する。 

 

Ⅴ 財務内容の改善 

１．運営費交付金の適切な執行管理 

（１）運営費交付金を充当して行う事業については、引き続き、その必要性等に

応じた財源の最適配分（人員、予算等）を行い、適正かつ効率的に執行し、

各年度期末における運営費交付金債務残高を抑制する。 

（２）「独立行政法人会計基準」（平成 12年 2月 16日独立行政法人基準研究会、

平成 27年 1月 27日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務

達成基準による収益化が原則されたことを踏まえ、引き続き、適切に収益化

単位の業務ごとに予算と実績を管理する。 

（３）決算情報の公表の充実等、引き続き、IPAの財務内容等の透明性を確保す

る。 

 

２．自己収入の確保及び拡大 

（１）自己収入の増加を図る観点から、受益者が特定でき、受益者に応分の負担

能力があり、負担を求めることで事業目的が損なわれない業務については、

経費を勘案して、適切な受益者負担を求めていくこととする。 

（２）情報処理技術者試験及び情報処理安全確保支援士試験については、これら
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の試験の持続的な運営を可能とするため、応募者数の増加に向けた取組を実

施するとともに、事務の活性化・効率化及び収益の維持・改善にも取り組む。 

 

３．地域事業出資業務（地域ソフトウェアセンター） 

（１）地域事業出資業務については、繰越欠損金を減少させるため、第四期中期

目標期間中に経常収益合計で 1億円以上確保する。 
そのために、地域ソフトウェアセンターに対して指導・助言等を積極的に

行い、センターの経営改善を図るとともに、適切な配当を求めるものとする。 

（２）また、経営状況が改善せず、地方自治体・地元産業界からの支援も得られ

ない場合は、他の出資者等との連携の下に、当該期間中に解散に向けた取組

を促すものとする。 

 

４．金融業務（債務保証業務）の適切な管理 

債権の適切な管理等必要な業務を継続して行う。 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 

１．内部統制の強化 

（１）引き続き、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」（平成 26年法律

第 66号）による改正後の独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）及

び「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」

（平成 26 年 11 月 28 日付総管査第 322 号総務省行政管理局長通知）におい

て定められた内部統制の推進及び充実を図る。 

（２）第三期中期目標期間中に、内部統制委員会、監事室、コンプライアンス統

括室を設置し、内部統制の推進及び充実を図ってきたところ、これに加えて、

理事長の指示の下、役員（理事長及び理事）及び各部門の長で構成される「業

務運営方針検討会」を設置し、各部門の施策、将来ビジョンや業務の必要性、

連携の可能性などについて議論する等の取組を実施した。第四期中期目標期

間においても、理事長のリーダーシップにより継続してこのような取組を推

進し、組織の Plan・Do・Check・Action（PDCA）機能の充実を図る。 

 

２．情報管理及び情報セキュリティの確保 

（１）適正な業務運営及び国民からの信頼を確保する観点から、「独立行政法人

等の保有する情報公開に関する法律」（平成 13年法律第 140号）、「独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 59 号）

に基づき、引き続き、適切な対応をとるとともに、職員への周知徹底を行う。 

（２）IPA は、「サイバーセキュリティ戦略」（平成 27 年 9 月 4 日閣議決定）等

の政府の方針の下、独法等の情報システムの監視業務や情報セキュリティ監

査業務を実施してきた。引き続き、その職責を十分に果たすよう、業務を確

実に遂行するとともに、サイバーセキュリティ戦略本部が定める「政府機関

等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」に基づき、適切に内部規程

の制定・改正を実施し、IPA自身の情報セキュリティ対策の水準を向上させ、

万全の情報セキュリティの確保を図る。 
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３．戦略的な広報の推進 

（１）IPAが実施する事業の内容及び成果を、最も効果的な広報手法を検討した

上で積極的に実施し、広く国民の理解を得るとともに、IPAの認知度の向上

に努める。 

（２）利用者の利便性向上を図るため、ウェブサイトの画面構成の改善等に努め

る。 

（３）国民一般に対してきめ細やかな情報提供を行うため、報道発表・取材対応

に加え、IPAが有するメーリングリストや、外部の情報発信ツール等を活用

し、継続的な情報発信を行うとともに、IPAの情報を継続的に受け取る登録

者を増加させる活動を行い、第四期中期目標期間中において 60,000 人以上

の登録者を追加する。 

 

以  上 
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経 済 産 業 省 
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独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構第４期中期目標（案） 

 

第 1 政策体系における独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の位置づけ及び役割 

 

（政策体系における位置づけと発展経緯） 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）は、エネルギー政策基

本法に基づき策定される「エネルギー基本計画」等の国の方針に基づき、エネルギー資源や鉱物

資源の探鉱・開発の支援や石油・石油ガス・金属鉱物の備蓄に関する業務を実施することにより、

それらの安定的かつ低廉な供給に貢献すること、及び金属鉱業等による鉱害の防止に関する業

務を実施することにより、国民の健康の保護や生活環境の保全に寄与することを目的としてい

る。 

機構は、石油公団と金属鉱業事業団を統合し、平成 16 年 2 月末に発足した。これらの前身組

織を含めれば 50 年以上にわたり、我が国のエネルギー資源や鉱物資源の安定的かつ低廉な供

給等を支える中核組織として、リスクマネー供給、探査、技術開発、情報収集・分析等を実施して

きた。その後、平成 24 年に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から石炭資源開

発業務、地熱資源開発業務及び石炭経過業務が移管され、現在の形に至っている。 

その他、数次の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法（平成１４年法律第９４号。

以下単に「法」という。）の改正により、リスクマネー供給機能を中心に強化が図られ、資源・エネ

ルギー開発に関する中心的機関として、資源国や企業に対して総合的な支援を行いうる存在とな

った。 

 

（資源を取り巻く外部環境の変化と政策課題） 

新興国の台頭により、我が国の国際社会における経済的地位は相対的に小さくなる一方で、

資源の安定供給確保は今後とも我が国にとって重要な課題である。特に、中国やインドが、国と

国営石油企業が一体となり、世界中で権益獲得や企業買収を進めているなど、資源権益を巡る

国際競争は激化している。また、電気自動車の普及や電化の進展等の今後の需要動向を見据え

た鉱物資源の確保も重要である。我が国としては、こうした資源・エネルギーに係る国内外の需給

動向について、情報収集能力を高め、自主開発比率の向上を始め、戦略的な資源確保を推進し

ていく必要がある。 

また、世界の大手資源会社が、資産の選択と集中や企業再編あるいはビッグデータ等の新技

術の活用を積極的に進めるなど、低油価でも採算の取れる体質への転換を強力に進めている一

方で、我が国上流開発企業は財務・技術基盤に乏しく、権益確保を巡る国際競争において、立ち

後れている。我が国の上流企業の国際競争力を強化し、持続的・安定的に資源を確保できる強

靭な企業群を創出することも大きな課題である。 

更に、この数年、中東情勢は不安定性を増しており、IEA 等の国際協調の枠組みの外にある資

源消費国のプレゼンスも高まっているなどの状況を踏まえれば、エネルギー・セキュリティの最後
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の砦となる資源備蓄を効率的に維持するとともに、海外からの供給途絶や国内災害等の緊急時

に効果的に活用できる体制を確保することも重要である。 

加えて、2015 年に経済産業省が決定した「長期エネルギー需給見通し」を実現するため、我が

国が世界有数のポテンシャルを有する地熱資源の活用を加速化していくことも急務である。 

機構は、こうした国の資源政策を実現する中心的実施機関として、国内・海外から高い評価を

得る存在となるべく、自己研鑽と外部との対話に努め、不断に挑戦・改革を行い、提案・支援のク

オリティとスピードを高めていくことが求められる。 

 

（第 4 期中期目標の重点課題） 

第 4 期中期目標期間は、機構発足から 16 年～20 年に当たる。資源開発の世界では投資の成

果が現れ始めるまでに 10 年～15 年を要するといわれることを踏まえれば、機構はこれまでの取

組の具体的な成果をより厳しく問われる段階に移行していく。 

同時に、新興国が積極的に権益確保を進めており、資源を巡る国際競争が激化する中、資源

国や関係する企業のニーズは一層多様化・高度化している。更に、AI・IoT 等の技術革新によって、

従来の資源開発の担い手やビジネスモデルが一変する可能性もある。 

こうした厳しい現状を直視した上で、機構には特に以下の点を重視した業務・組織運営を求め

る。 

① 顧客との対話や海外との交流を強化するとともに、組織内部において部門を超えた『横串』

連携や企画機能の充実を進めることにより、理事長主導の下、機構が有するツールや人

脈を総動員して、アウトカム実現という成果を着実に追求する機動的な組織運営を行うこ

と。 

② 機構が主体的に行動することにより、資源国との交渉ポジションを変える、民間企業の動き

の先鞭をつける、国民・企業や社会の資源政策に係る状況認識を改めたりするような、『チ

ェンジ・メーカー』としての役割を果たすべく、社会への影響力のある課題に果敢に挑戦す

ること。 

③ リスクマネー供給事業の進捗に伴うリスク資産の増大を踏まえ、資金効率や財務の健全性

を高めるよう、必要な体制を整備し、毎年、その状況について説明責任を果たすこと。 

 

（別添：政策体系図） 

 

 

第２ 中期目標の期間 

 

 中期目標の期間は平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。 
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第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

１．石油・天然ガス資源開発支援 

2030 年に石油・天然ガスの自主開発比率を 40%以上とする政府目標（平成 29 年 6 月の総合資

源エネルギー調査会資源・燃料分科会報告等に基づく）の実現を始め、我が国の石油・天然ガス

の安定供給確保に貢献するため、機構の石油・天然ガス関連部門（備蓄を含む）は、『横串』での

協調・連携を強化し、以下のツールを総動員していく。 

また、最優先の課題である権益獲得を組織一丸となって推進するため、その重点対象国を資

源エネルギー庁とも密に協議した上で定め、組織全体で共有する。 

 

（１）我が国企業等による権益確保に対する（直接的）支援 

①リスクマネー供給 

リスクマネー供給は、石油・天然ガスの安定供給確保に向けた政策的措置の中核である。民間

主導の原則に則って、貴重な政策資源を『効率的』『効果的』に活用することにより、莫大な投資

が必要でリスクの大きい探鉱・開発事業を資金面（出資及び債務保証）で支援し、我が国企業の

権益獲得を促進することを目的とする。油価の変動に伴って権益価格の変動も起こりうることから、

周辺環境等にも目を配りながら、好機を着実にとらえ、積極的な取組を行う。具体的には、以下を

実施する。 

（ア）支援案件の優先順位付け 

中核的企業育成を含む我が国企業の競争力強化の観点も踏まえ、油ガス田の規模や、地域

バランス、経済性（コストや収益性）、低油価耐性、企業経営戦略との整合性などを勘案し、権益

獲得等に向けた取組に優先順位を付け、リスクマネー供給による支援対象を重点化させる。 

（イ）政府保証付き借入の積極的な活用 

政府出資金の効果的活用の観点から、政府保証付き借入の積極的な活用を念頭に置いたリ

スク分析や借入れ方針の精緻化を行う。 

（ウ）案件発掘・育成・自立化までの支援機能の充実 

平成 28 年の法改正で支援が可能となった企業買収等を中心に、機構自ら案件を発掘・形成す

る体制を強化する。また、単にリスクマネーを供給するにとどまらず、案件の確実な開発移行・生

産開始・安定操業・着実な拡張に向け、助言を行うとともに、民間主導による自律的な事業実施

体制確立のため、適時・効果的な株式売却を進める。なお、株式売却については、企業側の意向

による売却とともに、機構側の判断として、開発・生産段階に入ったものについて、企業のみでも

事業が回り機構の支援が必要でなくなった際には、売却を企業に働きかける。 

（エ）審査機能の強化と、それによる大胆かつ慎重な政策資源の活用 

内部人材育成に加え、投資等の経験を有する外部人材の採用、探鉱事業の失敗事例からの

技術面・投資判断に係る知見・ノウハウの蓄積・共有、最先端の地質情報分析手法の獲得・導入

等を通じて、審査機能を抜本的に強化する。的確な審査機能を実装することにより、探鉱成功率
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の向上を図るための取組を進めながら、より効率的・効果的な探鉱投資（探鉱段階におけるリスク

マネー供給）を実施していく。 

（オ）資産ポートフォリオの不断の見直し 

外部有識者の意見を聴取しつつ、保有資産ポートフォリオを評価・レビューする体制を構築し、

資産ポートフォリオ全体で収益性や石油・天然ガスの安定供給確保を実現する観点から、当該評

価・レビュー結果を案件組成に反映していく。その際、中長期にわたり持続的に権益を維持・拡大

できるよう、探鉱・開発・生産各段階の資産のバランスを図ることを意識する。 

（カ）LNG 市場形成に資する案件への支援 

平成 28年 5月に経済産業省が発表した「LNG市場戦略」も踏まえ、我が国への LNGの安定供

給を確保するとの観点から LNG 市場形成に資する案件や、アジアにおける LNG のサプライチェ

ーン構築を促すような案件に対する支援を拡充する。 

 

②地質構造調査 

・地質構造調査は、初期の参入コスト・リスクが大きいなど、何らかの理由により、プロジェクトの

初期段階において我が国企業が自ら参入することが難しい国・地域・プロジェクトにおいて、機

構が一歩踏み込んでリスクを取ることで、我が国企業の権益獲得につながるような案件に適用

することを原則とし、リスクマネー供給支援の補完的なツールとして位置づける。 

・我が国企業による権益獲得等を通じた安定供給確保にどれだけ資するのかという観点等を踏ま

え、真に必要な国・プロジェクトを対象に地質構造調査を実施する。対象国・対象プロジェクトに

ついては、資源エネルギー庁と緊密に協議した上で決定する。 

・我が国企業の要望・ニーズを把握するとともに、我が国企業を関与させながら適切にプロジェク

ト管理を行う観点から、地質構造調査の作業進捗・成果に係る我が国企業等への情報共有を

積極的に行う。 

 

【指標】 

・第 4 期中期目標期間末（2022 年度末）において、機構支援による自主開発権益量を 100 万バレ

ル/日規模に引き上げる。【基幹目標（重要度、優先度及び難易度のいずれも高い指標をいう。

以下同じ。）】 （前中期目標期間実績（平成 28 年度末実績）：約 66 万バレル/日。） 

 

【重要度：高】【優先度：高】【難易度：高】 

政府目標達成に向けた自主開発権益量の引上げは最優先で取り組む課題であり、我が国の

石油・天然ガスの安定供給確保の観点から重要。資源獲得競争が激化する中、財務基盤の脆弱

な我が国企業が権益を獲得することは容易でないことから難易度も高い。 

 

・第4期中期目標期間において、機構が自ら主体的に動くことで、我が国の石油・天然ガス産業や

資源国との関係の潮流変化につながる先行事例を創出する観点から、企業買収・資本提携支
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援や国営石油企業株式取得、地質構造調査を通じた我が国企業による権益獲得を実現する。 

・上記１.の柱書き（重点対象国指定、『横串』連携）や (1)①の(ア）から(カ）までに記載された取組

の実施状況 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・自主開発比率2030年40%以上の政府目標達成のためには、「長期エネルギー需給見通し」の想

定の下で、2030 年時点で約 172 万バレル／日以上の自主開発権益量に到達することが必要。

既存案件の生産見通し等に基づいて、権益更新や生産計画などが必ずしも全ては順調に行か

ないという現実的な想定を置いた上で、2030 年時点の権益不足分を算出。2030 年時点の権益

不足分の半分を機構支援案件で確保すると想定した場合に、2022 年度時点で機構支援が必要

となる権益量を算出し、足下の機構支援による自主開発権益量（約66万バレル／日（2016年度

末））と合わせ、100 万バレル/日を目標として設定した。 

・その他の指標についても、政府目標の実現に向け、機構には『チェンジ・メーカー』としての役割

や、石油・天然ガスの自主開発権益量を引き上げるための積極的取組が期待されており、その

ためには、各取組を着実に実施することが重要であるため指標として設定した。 

 

（２）海洋を中心とした国内資源の開発 

「エネルギー基本計画」及び平成 30 年に改定される「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」に

定めるとおり、世界第 6 位の排他的経済水域（EEZ）を有する我が国周辺海域の資源を開発する

ことは、自給率に直結するものであり、これまでの機構の取組により得られた知見を有効活用しつ

つ、以下の取組により、その加速化を図る。 

 

①国内外における海洋探査活動 

・国の委託を受け、三次元物理探査船を活用し、国内において海洋探査活動を行うとともに、探査

活動の実施を通じて探査活動を行う能力そのものを機構及び日本企業に蓄積させる。 

・三次元物理探査船の民間貸出を行うこと等を通じて、国内のみならず海外でも探査活動を行う。

資源外交や地質構造調査等の機構の他のミッション遂行に効果的な場合にも、三次元物理探

査船（物理探査事業そのもの）を活用する。 

・探査で得られた地質情報をデータベース化した上で対外発信し、広報活動も行った上で、民間

企業による国内資源開発への投資を呼び込む。 

 

②メタンハイドレート資源開発 

・我が国周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートをエネルギー資源として利用可

能にする（商業化する）ことを目的とし、国の委託を受け、計画的・効果的にメタンハイドレートの

生産技術の開発を行う。 

・第 2 回海洋産出試験の結果を踏まえた総合的な検証を行い、生産技術の確立に向けた課題の
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解決に計画的に取り組む。その際、民間企業の優れた知見を最大限取り込む体制を構築する

など、効果的・効率的に研究開発を進める。また、研究開発を着実に進めていくため、技術開発

のステージごとに、『ステージ・ゲート』を設定し、将来のエネルギー環境の見通し等も念頭に置

きながら、残された課題を明らかにしつつ、商業化に必要な条件を見直した上での経済性評価

を実施する等、目標の達成状況を点検しながら前に進める。三次元物理探査船及びその活動

成果を活用し、我が国周辺海域において商業化が期待できるメタンハイドレートの濃集帯の候

補を提示するとともに、表層型メタンハイドレート賦存層の科学的調査を支援する。 

 

③基礎試すい等を活用した国内資源開発  

・国内における資源開発の促進を目指し、得られた情報の適切な開示等を含む、政府事業として

行う基礎試すいの事業管理等を的確に行うとともに、国内の資源ポテンシャルの評価分析・知

見蓄積をする。 

・国内における水溶性天然ガスやシェールガス・オイル、コールベッドメタンなどの、アンコンベンシ

ョナルな炭化水素資源の開発・実証についても、国内資源開発の促進との観点のみならず海外

フィールドにおける適用に向けた有効なテストとの観点も踏まえ、積極的に取り組む。 

 

【指標】 

・探査活動及び基礎試すい等で得られた地質情報の対外発信を推進（広報活動も行う）し、民間

企業等による当該情報の閲覧数を 300 件以上に引き上げる。 (前中期目標期間実績：196 件)   

・探査活動の実施により、石油ガスの埋蔵の可能性のある地質構造を 1 調査海域あたり平均で 3

構造以上見つける。（前中期目標期間実績：1 調査海域あたり平均 2.8 構造)  

・平成 30 年に改定される「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」において設定されるメタンハイド

レートの研究開発に係る工程や目標に対する達成状況（具体的には年度計画で設定する。）。 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・情報発信・広報は、民間参入の基盤をなす事業であり、特に強化すべきであるとともに、将来的

に石油・天然ガスの自主開発権益量の引上げにつながる点において重要であることから、前中

期目標の実績を 1.5 倍程度上回ることを念頭に設定した。 

・その他の指標も、国際情勢やカントリーリスクに左右されず安定的な供給が可能な国内資源の

開発は自給率向上に直結し、これを着実に進めることが重要であるため、それぞれ前中期目標

期間における実績を上回ることを念頭に設定した。 

 

（３）資源外交の強化 

①資源外交の対象の重点化 

・我が国企業による上流権益獲得を目指す従来の資源外交のみならず、需要創出を通じた LNG

市場形成やバイイングパワーの結集等を目的とする諸外国との関係強化や資源国側の中下流
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や他のエネルギー分野のニーズを踏まえた交流等を含め、従来の概念にとらわれず、『資源外

交』を実施する。機構は、石油・天然ガスに係る専門的知見を活用しつつ、それだけにとらわれ

ることなく、政府の行う幅広い資源外交と一体となって積極的に活動する。 

・地理的な近接性の観点から重要なロシアや、巨大な石油ガス埋蔵量を有し開発コストが低いこ

とに加え、市場としての魅力もある中東、LNG サプライチェーンの構築の観点からも重要なアジ

アや欧州、新たな石油・天然ガス輸出国として台頭が見込まれる米国などを念頭に、全方位的

に、資源外交を展開する。 

 

②ツールの集中的投入 

権益獲得支援を中心とする機構に課されたミッション達成に向けて機構の持つツールの選択

的・集中的な投入はもとより、機構以外が持つ他の政策ツールとの有機的連携も視野に入れて、

創造的に機構が持つ政策ツールを活用する。 

 

③産油国技術者研修の戦略的活用 

・資源国との関係強化等を通じて、将来的な石油・天然ガスの安定供給確保の布石にすることを

目指す等、機構のミッションを強く意識し、結果につながるよう意識しながら、産油国技術者研修

を活用する。 

・資源外交上重要な国を対象とすることに加え、当該産油国の国営石油企業や政府の幹部ない

しは将来幹部になることが見込まれる若手関係者を意識しながら研修を実施する等、戦略的意

図を持って事業を進める。 

 

【指標】 

・資源外交上の重点国を対象とした協力事業を 30 件以上組成・実施する。 (前中期目標期間実

績：27 件) 

 

＜目標水準の考え方＞ 

  資源外交上の重点国を対象とした協力事業の組成・実施は、諸外国との関係強化を通じ権益

獲得を実現し、自主開発権益量の引上げにつながる点で重要であり、基幹目標の達成に寄与す

る観点からも、前中期目標期間中の実績を上回る水準が求められる。 

 

（４）技術開発・人材育成 

 技術力は、我が国の権益獲得交渉の差別化要因となり得るものであり、我が国企業の競争力

強化を図るためにも重要であることから、これらの成果につなげる活動を抜本的に強化する。 

①技術開発   

・我が国企業の競争力向上を念頭においた技術開発と、権益獲得の重点対象国の産油国国営

石油企業等との関係強化に資する技術開発（産油国向け技術提案等）の双方を技術センター
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（以下「TRC」という。）が核となって推進する。 

・TRC は、機構内の技術開発部門のみならず、その他の部門との連携や、我が国企業・他の研究

機関、外国企業との連携を抜本的に強化する。 

・権益確保につながる革新的な技術開発を実現する観点から、AI やロボット等の他の産業の技術

を含め、機構の外にあるイノベーションのシーズを見つけ、積極的に協働していく。また、TRC が

保有するラボ施設等のリソースを我が国企業等へ開放することにより、我が国企業等と機構と

の交流を促進しながら技術開発を推進するオープンラボの取組を、一層強化する。 

・化石燃料ユーザーにとって共通技術となり得る CCS（二酸化炭素回収貯留）について、機構内

の CO2-EOR（増進回収法）に係る知見を活用し、他の研究機関等と連携しながら、早期商業化

に向けて技術的貢献をしていく。 

・自己収入の増加を指標の一つとすることにより、企業や社会にとって真に有益な技術的知見や

サービスの蓄積・提供を促し、TRC の活動の更なる充実を図る。 

 

②人材育成 

最先端の資源開発の動向等も踏まえながら、我が国企業の競争力強化を強く意識した研修メ

ニューを作るとともに、民間企業の声も積極的に拾いながら、常に研修メニューを改善する。 

 

【指標】 

・第 4 期中期目標期間末（2022 年度末）において、機構の支援による自主開発権益量を 100 万バ

レル/日規模に引き上げる。【基幹目標】【再掲】 

・機構の技術開発・実証成果の実用化の実績を 3 件以上作る。 (前中期目標期間実績：0 件)  

・第 4 期中期目標期間における TRC の自己収入を 2 億円以上とする。 (前中期目標期間実績：

平成25年度～29年度における設備利用料や特許料等による収入は約1億円（既に終了し今後

収入にならないことが確定した大型特許の実施許諾料は除く。）)  

・部門間の調整機能を抜本的に強化するとともに、部門間の横断的連携の実績を 5 件以上作る。 

(前中期目標期間実績：3 件)  

 

＜目標水準の考え方＞ 

上記の指標は、TRC の活動を活性化し、権益獲得に向けた部門間の横断的連携を実現するこ

とにより、自主開発権益量の引上げにつながる点で重要であり、基幹目標の達成に寄与する観

点からも、それぞれ前中期目標期間中の実績を大幅に上回る水準が求められる。 

 

（５）情報収集・提供 

・上述の役割を果たす上で必要となる情報収集を行うための能力を強化し、トップレベルから現場

レベルまであらゆる階層において、積極的な情報収集ネットワークを構築する。また、石油・天然

ガス開発や国際的な石油・天然ガス情勢に詳しい、中堅・若手を含む民間有識者の発掘・育成

332



及びネットワーク化を進める。 

・我が国唯一の資源開発に関する専門機関として、機構内に石油・天然ガスに関する専門的な知

見・情報を蓄積し、政策当局や我が国企業からの照会に対してタイムリーな情報提供を行う体

制を整備するとともに、我が国企業の権益獲得・競争力強化という結果につながることを意識し

ながら、我が国企業や政策当局が求める内容の報告や講演等を実施する。同時に、機構職員

が講演・著述を行う際には、専門家や業界関係者を対象としたもののみならず、一般向けの講

演・著述も含め対外的アピールの機会を増やすことで、将来的に機構から石油・天然ガス分野

の論客を輩出していくことも意識する。 

 

【指標】 

・機構職員のコメント等の引用件数を 200 件（前中期目標期間実績： 35 件/年）及びレポートのア

クセス件数を 60 万件（平成 29 年実績：約 11 万件（推計）とする。 

・機構との接触を経て、石油・天然ガスに関する著述を新たに公表することとなった者の数 

 

＜目標水準の考え方＞ 

上記の指標は、機構が政策当局や我が国企業にとって真に必要な情報収集・提供機能を備え、

その専門性を高めることにより、将来的に石油・天然ガスの自主開発権益量の引上げにつながる

点において重要であるため、前中期目標期間中の実績を上回ることを念頭に設定した。 

 

＜想定される外部要因＞ 

以上の目標に影響する外部環境変化として、産油国等における政情・経済不安の顕在化や、

急激な為替や資源価格の変動が想定される。こうした変化に対し、自ら機能強化を図り新しい役

割を果たすなど、機構として臨機応変・適切に対応した場合は、評価において的確に考慮するも

のとする。 

 

 

２．石炭資源開発支援 

2030 年に石炭の自主開発比率を 60％以上とする政府目標（平成 27 年 7 月の総合資源エネル

ギー調査会資源・燃料分科会報告等に基づく）の達成に向けて、以下の施策を実施する。 

 

(１)権益確保に対する支援 

①地質構造調査 

石炭資源の開発を促進し、我が国への石炭の安定供給を確保するため、リスクの高い初期段

階の探査事業（海外地質構造調査）を、調達先の多角化の観点から幅広い地域を対象に実施す

る。また、調査で得られた情報等を我が国企業に積極的かつ適時に提供するとともに、調査によ

り生じる権益等を我が国企業に積極的に引継ぐ。 
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②リスクマネー供給 

石炭資源の開発を促進し、我が国への石炭の安定供給確保に資するため、我が国企業による

探鉱事業案件に対して探鉱出資を行い、開発事業案件に対して債務保証を行う。また、支援案件

の財務面、技術面、HSE 面（配慮すべき潜在的な健康・安全・環境・社会影響）等における適切な

管理を行うとともに、制度運用改善について検討を行い、企業の開発投資につなげる。 

 

(２)資源国等との関係強化 

主要産炭国等との関係強化に努め、供給源の多角化により、石炭の安定供給を図る。特に我

が国企業の将来的な参入可能性が見込まれる資源ポテンシャルのある新たな地域との協力を進

める。 

 

(３)情報収集・提供 

石炭資源確保に資する産炭国の基礎的な情報や開発関連技術情報を政策当局や我が国企

業に積極的かつ適時に提供するとともに情報提供の質の向上を図る。また、石炭の探鉱・開発段

階における技術的課題の解決に向けて、我が国企業に対して技術支援を行う。 

 

【指標】 

・第 4 期中期目標期間末において、機構支援による我が国企業の権益下にある石炭の年間引取

量（以下「自主開発権益量」という。）を 300 万トン積み増す。【基幹目標】 （前中期目標期間実

績見込：約 79 万トン） 

 

【重要度：高】【優先度：高】【難易度：高】 

 政府目標達成のため、我が国企業による探鉱・開発案件を発掘・支援し、自主開発権益量を積

み増すことは重要かつ優先度が高い。また、石炭に係る投資環境の厳しさ、探鉱・開発条件の厳

しさ等からも難易度も高い。 

 

・海外地質構造調査を、第 4 期中期目標期間に 11 件以上、8 以上の地域（国、州）で実施する。

（前中期目標期間実績：11 件、8 地域） 

・海外地質構造調査に係る企業に対するコンサルテーションを年間 15 社以上実施する。（前中期

目標期間実績：年間平均 13 社）  

・海外地質構造調査により生じる権益、オフテイク権及び販売権等の我が国企業への引継ぎを、

第 4 期中期目標期間に 2 件以上行う。（前中期目標期間実績：販売権１件） 

・リスクマネー供給に係る企業に対するコンサルテーションを年間 24 社以上実施する。（前中期目

標期間実績：年間平均 24 社） 

・主要産炭国政府機関等との協力枠組みに基づく事業を第 4 期中期目標期間に 15 件※以上実施
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する。（前中期目標期間実績：14件） また、政策当局の判断の下に、我が国企業の将来的な参

入が見込まれる資源ポテンシャルのある地域（国・州）における事業を 3 件※以上実施する。（前

中期目標期間実績：3 件）  

※海外地質構造調査は含まない。 

・産炭国に対する石炭採掘・保安に関する技術移転事業において、日本国内での研修生を700人

以上、現地での日本技術者による研修生を 60,000 人以上、第 4 期中期目標期間に受け入れる

とともに、研修の質の向上を図る。（前中期目標期間実績見込：国内受入研修生 700 人、現地で

の研修生 60,000 人） 

 

<目標水準の考え方＞ 

・自主開発比率 2030 年 60%以上の政府目標の達成のためには、「長期エネルギー需給見通し」

の想定の下で、2030 年までに約 1,570 万トンの自主開発権益量の積み増しが必要となり、第 4

期中期目標期間末までに我が国全体として年間 600 万トンの積み増しを目指す。機構は、海外

地質構造調査やリスクマネー（探鉱出資・開発債務保証）等の支援を通じて、300 万トン分の民

間企業の権益確保を支援する。なお、前中期目標期間の実績見込値約 79 万トンと比較しても

安易な目標ではない。 

・その他の目標については、第 4期中期目標期間末において、自主開発権益量の 300万トンの積

み増し（基幹目標）を達成するためには、それぞれ前中期目標期間における実績と同等かそれ

を上回る水準が求められる。そのため前中期目標期間実績以上となることを念頭に設定した。 

 

＜想定される外部要因＞ 

  以上の目標に影響する外部要因として、初年度を基準として、産炭国のエネルギー政策などに

大きな変更がないこと、急激な石炭価格の変動や世界における石炭を巡るダイベストメントの動き

の加速化など石炭資源開発分野の投資環境に大きな変化がないことなどを前提とし、これら要因

に変化があった場合には評価において適切に考慮するものとする。 

 

 

３．金属資源開発支援 

2030年にベースメタルの自給率（リサイクルを含む）を80％以上とする政府目標（総合資源エネ

ルギー調査会資源・燃料分科会報告等に基づく）の達成及び「海洋基本計画」に基づく海洋資源

開発分野における平成 30 年代後半以降に、民間企業が参画する商業化を目指したプロジェクト

の開始に向け、以下の支援を一層強化・推進し、我が国の非鉄金属の安定供給確保に貢献す

る。 

 

（１）資源確保への対応 

①権益確保に対する支援 
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（ア）地質構造調査 

政府目標（ベースメタル（銅・亜鉛)の自給率（リサイクルを含む）を 80％以上とする）の達成に寄

与するため、機構は自ら又は我が国企業と協業し、リスクの高い初期段階の探査事業を行う。探

査事業の実施にあたっては、過去の調査実績について十分な検証を行うことで、着実に権益確保

等を目指す。 

（イ）リスクマネー供給 

出資、融資及び債務保証を通じて、我が国企業が金属鉱物資源の探鉱・鉱山開発等に投資す

る際のリスクを分担するとともに、資金調達の円滑化を図ることにより、将来の輸入量に貢献でき

る資源量を持つ優良案件を支援する。その際、電気自動車量産化の動き等を見据えた需給見通

しを踏まえ、その確保が喫緊の課題となっている重要鉱物（特にリチウム、コバルト、ニッケル、銅、

レアアース。以下同じ。）について、必要な資源量を確保するためにリスクマネー供給等の支援を

重点的に講じる。 

 

【指標】 

・地質構造調査により、ベースメタル（銅・亜鉛）について、将来の輸入量の少なくとも１割程度の

規模感で寄与するポテンシャルを持つ優良案件（銅：15 万トン程度（2015 年度時点）、亜鉛：5 万

トン程度（2015 年度時点））を新規に確保する。【基幹目標】（前中期目標期間実績：4％）  

 

【重要度：高】【優先度：高】【難易度：高】 

政府目標達成に向け、将来の需要に貢献する可能性がある案件の確保は重要。また、非鉄マ

ーケットの回復基調による、資源獲得競争に後れをとらぬよう、探鉱・開発の底上げの優先度は

高い。更に奥地化・深部化による新規探鉱案件の形成、国際的な競争激化等難易度は高い。 

 

・出資、融資及び債務保証を通じた将来の輸入量に貢献できる資源量を持つ優良案件（おおむね

10 年以上の採掘期間が見込まれるもの）への支援件数 （前中期目標期間実績：1 件） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・政府目標（ベースメタル（銅・亜鉛）の自給率（リサイクルを含む）を 80％以上とする）と現状との

差は 2 割程度。政府目標を達成するため、そのうち、半分を民間企業が機構の支援を受けるこ

となく独自に実施するもの、残り半分を機構による調査で発見することを目指し設定した。  

・鉱物分野では、鉱種が多岐にわたるため、民間からの持込みを前提として行うリスクマネー供給

は、審査に予断を与えるべきでないこと、支援鉱種の偏在を回避する必要があること等から、定

量目標は設定していない。リスクマネー供給にあたり重要鉱物を対象とした案件に重点化するこ

とで、銅以外の重要鉱物についても安定供給確保を目指すこととしている。 

 

②海洋鉱物資源の開発 
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・海底熱水鉱床については、「海洋基本計画」に掲げる平成 30 年代後半以降に民間企業が参画

する商業化を目指したプロジェクトの開始を目標として、国の委託により、所要の新鉱床の発見

及び概略資源量の把握を目指すとともに、必要な揚鉱量を確保するための採鉱・揚鉱システム

の効率性・信頼性の向上、鉱床特性に応じた選鉱プロセスの開発、環境評価手法の適用性の

向上（パイロット試験海域以外における適用の検討及び標準化への取組）、その他開発に関連

する諸課題の解決（開発に当たり整備が必要となる制度の調査等）を目指す。 

・コバルトリッチクラストについては、「海洋基本計画」に従い、国の委託により、賦存状況調査の

実施（国際海底機構との契約に基づき、2021 年末までに機構が確保する探査鉱区（3,000 平方

キロメートル）を 3 分の 2 に絞り込むために必要なボーリング調査を 84 か所において実施）、生

産関連技術の検討（他の海洋鉱物資源で確立した生産関連の要素技術の適用を検討）を行う。 

・マンガン団塊については、「海洋基本計画」に従い、国の委託により、国際動向を踏まえ、ハワイ

南東方沖の日本鉱区における国際海底機構との探査契約に従った調査を実施する。 

・レアアース泥については、「海洋基本計画」に従い、国の委託により、資源量の把握のための調

査等を行う。 

・上記の海洋鉱物資源の調査において最大限に活用するため、海洋資源調査船「白嶺」の安全

かつ効率的な運航を図る。 

 

【指標】 

・海底熱水鉱床について 5,000 万トンレベルの概略資源量を把握する。【基幹目標】 

 

【重要度：高】【優先度：高】【難易度：高】 

政府目標達成のため、海底熱水鉱床の開発に事業者が参入の判断ができるレベルの資源量

の把握は重要かつ優先度が高い。また、海洋鉱物資源の開発は世界でも先行事例がなく、難易

度は高い。 

 

・海底熱水鉱床に係る広域調査における新鉱床域の発見を 5 件以上行う。 

・海底熱水鉱床について、モデルとして開発した選鉱プロセスの他の鉱床への適用性を 2 件以上

確認する。（前中期目標期間実績：1 件） 

・海底熱水鉱床について、モデルとして開発した環境評価手法の他の鉱床への適用性を2件以上

確認する。 

・海洋資源調査船「白嶺」の全航海日数中、安全かつ効率的な運航（調査航海日数）を年間 240

日以上実現する。（前中期目標期間参考実績：51 航海数）  

 

＜目標水準の考え方＞ 

海底熱水鉱床の開発に事業者が参入の判断ができるレベルの十分な資源量の把握が必要で

あり、5,000 万トンレベルの概略資源量（既発見鉱床の平均金属含有率等に基づき、企業の陸上
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鉱山への投資対象と考えられる 2 兆円規模の金属価値を有し、採掘年数（マインライフ）15 年以

上となる概略資源量）の把握、継続的な新鉱床の発見やそのための海洋資源調査船「白嶺」の調

査航海日数の確保、選鉱プロセス及び環境評価手法の他鉱床・海域への適用の確認が必要で

あることから、上記の目標水準を設定。 

 

③情報収集・提供 

我が国産業界の非鉄資源開発への取組を補完・支援するために以下の事業を実施する。 

(ア）探鉱・開発関連戦略の検討・立案に資する情報収集 

(イ）中国の需給など企業ニーズの高い情報を収集するための現地情報ネットワークの維持・開拓 

   

【指標】 

・鉱種戦略に資する情報収集・提供を第 4 期中期目標期間中に 12 件以上実施する。（前中期目

標期間実績：12 件） 

・ネットワーク強化に資する日本国内でのセミナー等開催を第4期中期目標期間中に10件以上実

施する。（前中期目標期間実績：8 件） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

基幹目標の達成に向け、我が国の非鉄資源開発への取組を補完・支援するため、鉱種戦略に

資する情報や中国の需給等企業ニーズの高い情報の収集・提供を行う。また、機構の持つ現地

ネットワークを民間企業等につなげるセミナー等を開催し、ネットワークの拡大・強化に努める。そ

れぞれにつき、前中期目標期間における実績と同等以上の取組を促すことを念頭に設定した。 

 

（２）資源国等との関係強化 

資源外交については、企業ニーズを踏まえつつ、鉱種と地域を組み合わせて重点国を特定し、

政府機関や国営鉱山公社等との関係強化を進め、我が国企業と相手国政府の橋渡し役を務め

る。具体的には以下の事業を実施する。 

①資源国政府との関係強化に資する事業 

資源国に対して各種セミナー、要人招聘、官民合同ミッション、広域調査・空中物理探査・広域

地化学探査等の初期調査、資源国との技術開発、人材育成などを実施し、我が国企業とフロンテ

ィア国を含め相手国政府の橋渡し役となる。 

 

②我が国技術を活用した現場レベルでの協力推進 

ボツワナ・地質リモートセンシングセンターを拠点としたアフリカにおけるフロンティア地域、及び

同様の取組が可能なその他の資源国に対して、リモートセンシング技術等を利用した共同解析、

技術者招聘、技術ワークショップ等を実施する。 
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【指標】 

・資源国政府との関係強化に資する具体的事業を第 4期中期目標期間中に 26件以上実施する。

（前中期目標期間類似実績：協力枠組み構築数 26 件） 

・リモートセンシング技術等我が国技術を活用した現場レベルでの協力推進事業を第 4 期中期目

標期間中に 18 件以上実施する。（前中期目標期間実績：18 件）  

 

＜目標水準の考え方＞ 

基幹目標の達成に貢献する、資源外交における機構の役割は重要。前中期目標期間に資源

国政府との間で構築した協力枠組みに基づき、機構が有する資源探査等幅広い技術・ノウハウを

活用するほか、我が国技術を活用した現場レベルの協力を通じて、資源国政府等との一層の関

係強化につなげることを念頭に前中期目標期間における実績と同等かそれを上回る水準を設定

した。 

 

（３）技術開発・人材育成 

我が国の資源権益確保に必要な探査技術に加え、採掘から選鉱・製錬に至る一連の工程にお

ける生産最適化に関する技術の重要性が高まっていることから、以下の事業を行う。 

①探査技術の開発 

効率的な探鉱エリアの絞り込みと探鉱ターゲットの明確化を実現するため、リモートセンシング

技術及び物理探査技術等の探査技術を開発し、探査現場適用を目指す。 

②銅原料中の不純物低減技術の開発 

銅原料中の有害物質であるヒ素等不純物の低減技術の開発を実施する。 

③リサイクル製錬原料の高品質化技術の開発 

銅製錬におけるリサイクル原料として使用される廃電子基板類中の「製錬忌避元素」の除去技

術の開発を実施する。 

④金属資源技術研究所のオープンラボ化の推進 

金属資源技術研究所が中心となって、民間企業・大学等研究機関と連携して製錬技術等研究

を実施（オープンラボ化）し、製錬技術等の開発などを目指す。 

⑤現場ニーズ等に対する技術支援事業の実施 

我が国企業による資源権益取得等に資することを目的とした技術支援を実施する。 

⑥大学の技術力向上に向けた人材育成事業 

若手研究員を対象とした選鉱・製錬技術に関する基礎研究や学生を対象とした講座開設によ

る人材育成支援を実施する。 

 

【指標】 

・①については、自ら開発したリモートセンシング技術及び物理探査技術等の探査現場への適用

件数について第 4 期中期目標期間中に 10 件以上達成する。（前中期目標期間実績：9 件） 
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・②については、銅原料中の選鉱による銅精鉱中のヒ素濃度の従来法と比較した割合について、

50％以上の低減を第 4 期中期目標期間中に達成する。 

・③については、リサイクル製錬原料の高品質化技術開発における廃基板中のアルミニウム低減

率及び銅回収率について各々50％以上及び 80％以上を第 4 期中期目標期間中に達成する。 

・④については、金属資源技術研究所のオープンラボ化を契機とした民間企業・大学等との共同

研究等を年 2 件以上実施する。（前中期目標期間実績：年平均 1.3 件） 

・⑥については、大学の技術力向上に向けた人材育成事業に関し、生産技術に関する基礎研究

を年 10件以上、大学等を対象とした講座を年 5件以上実施する。（前中期目標期間実績：（基礎

研究）年平均 6.8 件、（大学講座）年平均 4.6 件） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

 基幹目標達成に貢献するものとして、いずれの目標も重要。目標水準の設定にあたっては、以

下のとおり。 

・②については、銅精鉱中の不純物の増加が世界的に進む中、環境リスクの低い精鉱の生産を

目指し、目標値を設定した。 

・③については、我が国製錬所へのリサイクル原料投入状況を踏まえ、銅回収率を維持しつつ、

リサイクル原料投入量を増加させることを念頭に設定した。 

  また、次の定量指標については、いずれも前中期目標期間中の実績を上回ることを念頭に設

定した。 

・①については、機構自ら行う効率的な探鉱エリアの絞り込み等に活用され、一層の探鉱成果向

上につながるものとする。 

・④については、金属資源技術研究所等機構の施設等を有効利用し、将来的な産学官連携の拠

点を目指すものとする。 

・⑥については、非鉄産業界の技術力向上に向け、大学等若手研究員を対象とした選鉱・製錬等

技術に関する基礎研究や、大学との連携協定に基づく講座開設による人材育成支援を行うもの

とする。 

 

＜想定される外部要因＞ 

以上の目標に影響する外的環境変化として、資源国等における政情・経済不安の顕在化や、

為替や非鉄金属市場の急激な変化等が想定される。こうした変化に対応し、自ら機能強化を図り

新しい役割を果たすなど、機構として臨機応変・適切に対応した場合は、評価において的確に考

慮するものとする。 

 

 

４．資源備蓄 

（１）石油・石油ガスの備蓄 
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  我が国への石油・石油ガス供給不足又は我が国における災害の発生による国内の特定の地

域への供給不足に対し、我が国における安定的な供給を確保するため、機構は、石油の備蓄の

確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６号。以下「石油備蓄法」という。）に基づく石油・石油ガ

スの備蓄に関して、以下の取組を実施する。 

 

①国家石油・国家石油ガスの安全管理と効率的な運営の両立 

国家備蓄石油・石油ガス及び国家備蓄基地の管理を受託している者として、国家備蓄基地の

安全な操業を確保しつつ、効率的な運営に取り組む。 

・安全操業については、緊急時の石油・石油ガス供給不足に対して速やかな放出体制を常時確

保するため、国家備蓄基地を安全に操業し、「重大事故」の発生をゼロとするとともに、その他の

事故等についても発生防止に努める。効率的な運営については、国家備蓄基地の設備の老朽

化により今後大型の工事の増加が見込まれるところ、予算制約のある中でリスクを回避しつつ

効率的に修繕・保全を実施するため、「中長期保全計画」を策定し、同計画に基づく効率的な基

地管理を実施する。併せて、国家備蓄基地の修繕・保全コストを中長期的に最適化するため、

新たな IT 技術等の積極的な導入を検討し、実施する。 

・不断に安全性・効率性を高めるため、全国規模での長期にわたる国家備蓄業務の知見・専門性

を生かし、将来的に基地管理業務の効率化等に資する改善策の検討・提案を行う。 

・国家石油備蓄業務の経験を生かし、国家備蓄石油及び国家備蓄基地施設の効率的・効果的な

活用方法の検討を行い、政府に対して積極的に政策提言を行う。 

・国家石油備蓄基地操業の業務委託に係る入札については、基地の安全操業の確保に留意しつ

つ、平成 29年度の入札結果を踏まえ、平成 34年度に予定されている次回入札での必要な措置

を検討し、実施する。 

 

【指標】 

・安全操業・効率的な運営に係る具体的な改善策を提案し、10 件以上実施する。また、これらの

改善策については、機構の外部評価において、事故件数の低減やコスト効率化などの定量的

な効果に基づき「安全性・効率性向上の観点から優れている」との評価を得なければならない。

【基幹目標】（前中期目標期間における改善策実施件数：10 件） 

 

【重要度：高】【優先度：高】【難易度：高】 

 平時の運営は、安全管理の上に成り立つものであることから、重要度が高い。また、早期に取り

組むほどコスト効率化の効果は大きくなるため、優先度が高い。加えて、老朽化による保全コスト

の増加を抑えつつ、必要な工事等を着実に実施し、安全性を確保することは難易度が高い。 

 

＜目標水準の考え方＞ 

前中期目標期間においては、安全な操業及び効率的な運営を確保できたことから、引き
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続き目標を達成するため、前中期目標期間中の実績と同等又はそれを上回る水準を設定する。

また、これまで改善策を自己評価していたが、より客観性をもたせる観点から、外部評価を求める

こととした。 

 

②緊急時における供給体制の整備等 

放出訓練等の機会を活用し、緊急時における備蓄放出の機動力の維持・向上を図る。また、我

が国における災害の発生による国内の特定の地域への石油供給不足に対し、複数の石油精製

業者等による災害時石油供給連携計画の実施に際して、機構が石油備蓄法に基づき必要な人

的・技術的援助を行う体制の維持・向上を図る。 

・限られた予算の中で、国家備蓄基地において緊急時に機動的に国家備蓄石油・石油ガスを放

出できる体制を確保するため、国家備蓄の放出シミュレーションを含め、緊急放出訓練を効率

的・効果的に実施する。 

・緊急時に機動的に国家備蓄を放出できるよう、国家備蓄石油の適切な品質管理を実施する。 

・我が国における災害の発生による国内の特定への石油・石油ガス供給不足に対応するため、

複数の石油精製業者等による災害時石油供給連携訓練に参加し、企業からの要請に応じて人

的・技術的援助を行う体制の維持・向上を図る。また、特定石油ガス輸入業者等による災害時

石油ガス供給連携訓練に参加する。 

 

【指標】 

・緊急放出訓練を実施し、緊急放出を滞りなく遂行する能力を全 15 基地において維持する。これ

らの訓練については外部評価において、十分に放出ができる体制を維持しているとの評価を得

なければならない。【基幹目標】 

 

【重要度：高】【優先度：高】【難易度：高】  

緊急時における機動的な放出能力を維持することは、石油・石油ガス備蓄事業の根幹であるた

め、重要度及び優先度が高い。また、各基地において放出体制を効率的・効果的に維持している

との外部評価を得ることは難易度が高い。 

 

③石油・石油ガス備蓄に係る国際協力 

・石油備蓄については、IEA 加盟国として、これまで協力関係を構築してきた IEA 及びその加盟国

との連携を維持・強化するための各種取組を実施する。また、アジア諸国は、石油需要が今後

も増加見込みであり、世界的な石油供給途絶時には我が国と同じリスクに直面することとなる。

アジア諸国全体で危機対応力を向上させることは我が国のエネルギー・セキュリティを向上させ

る上で重要であることから、アジア地域において二国間・多国間での石油備蓄体制の構築支援

を実施する。あわせて、産油国共同備蓄事業を円滑に運営する。 

・石油ガス備蓄については、国家備蓄基地施設の活用も含めた諸外国との協力可能性について
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検討する。 

・IEA 会合やアジア諸国との会合等の機会も活用した、各国の動向等の石油・石油ガス備蓄に関

する情報収集、調査・分析及び政策提言を行う。 

 

【指標】 

・アジア諸国から新たに石油・石油ガス備蓄に関する研修講師の派遣、講演等の機会を、各年度

平均 1 件以上獲得する。 

・アジア地域における石油・石油ガス備蓄の創設や運営に寄与し得る具体的な国別の協力を年 4

回以上実施する。（前中期目標期間実績：年 4 回） 

・石油・石油ガス備蓄に関するアジア諸国との多国間協力のための研修等（ASEAN エネルギー・

セキュリティ構築支援研修、ASEAN＋３石油備蓄 WS）を年平均 2 回以上開催する。（前中期目

標期間実績：年 2 回） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・アジア諸国への積極的な支援を進めるため、新たに研修講師の派遣、講演等の機会を毎年平

均１件獲得することを指標として設定する。 

・その他の目標は、アジア諸国全体で危機対応力を向上させるため、これまで実施してきた取組

を継続し、発展させる必要があることから、前中期目標期間の実績以上を達成することとした。 

 

(２)金属鉱産物の備蓄 

金属鉱産物のうち、特に我が国産業において不可欠なレアメタルについて、その供給障害リス

クへの対応のため、総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会報告書等を踏まえ、機構はレ

アメタル備蓄に関して、以下の取組を実施する。 

  

①機動的な備蓄業務を可能とする体制の構築・維持 

収集情報を基に保有備蓄物資を国内産業の変化に応じて最適化するため、入替売却計画及

び買入計画（以下「備蓄計画」という。）を立案し、それに基づいて備蓄を実施する。また、備蓄物

資の市場価格や備蓄倉庫における備蓄状況を踏まえ、より効率的・効果的な備蓄が可能となる

改善策を提案し、それに基づいた備蓄を実施する。 

需給逼迫時売却、緊急時放出及び買入を円滑に実施する。これを機動的に実施するための体

制の整備･維持を図り、第 4 期中期目標期間中に年平均 102 社の登録事業者を確保する。 

売却･放出訓練の実施（訓練回数）については、年 2 回実施する。更に、国からの需給逼迫時

売却同意又は緊急時放出要請を受理した日から売却･放出に係る入札までの期間を 12 日以内と

する。 
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【指標】 

・効率的・効果的な備蓄の実施に係る具体的な改善策の提案を年1件以上行い、それに基づき備

蓄業務を実施する。また、これらの改善策については、機構の外部評価において「効率的・効果

的な備蓄が適確に実施されている」との評価を得なければならない。【基幹目標】 

・緊急時放出訓練の際に外部評価を実施し、緊急放出を滞りなく遂行できる体制を維持。【基幹目

標】 

 

【重要度：高】【優先度：高】【難易度：高】  

国内産業構造や需要状況の急速な変化に対応して保有備蓄物資を最適化していくことは、重

要かつ優先度が高い。また、最適なタイミングによる入替、買入・積増、売却の実施は、市況高騰

時は買入・積増が、市況低下時は売却の計画実行が困難であり難易度は高い。 

また、需給逼迫時・緊急時の売却・放出の円滑な実施体制について、厳しい外部評価に耐えう

るレベルで維持することは、レアメタルの安定供給のため、重要かつ優先度は高く、難易度も高

い。 

 

・国内産業の変化に応じて最適化した備蓄計画を立案し、同計画に基づいた備蓄業務を実施す

る。なお、当該業務の外部評価においては「国内産業のニーズを踏まえた備蓄計画が立案され、

適確に実施されている」との評価を得なければならない。 

・円滑な入札実施のための登録事業者の確保状況、売却・放出訓練の実施状況及び需給逼迫時

売却・緊急時放出実施時における、国の同意・要請から売却・放出の入札までの日数 

 

＜目標水準の考え方＞ 

これまで計画に基づく備蓄の実施や改善策提案及び緊急時放出訓練については自己評価を

行っていたが、より客観性をもたせる観点から、外部評価を求めることとした。特に改善策の提案

については、市場価格や備蓄倉庫における備蓄状況を踏まえた効率的・効果的な備蓄事業の実

施に資する提案・実施を求めることとした。 

 

②情報収集・国内産業ニーズの把握 

備蓄対象鉱種に関係する企業や業界団体との連携強化と情報交換のための委員会の開催等

及びヒアリング等を通じて、ネットワークを構築・強化し、備蓄物資に係る情報を収集して、国内産

業のニーズを踏まえた備蓄事業の推進と改善を図る。 

 

【指標】 

・関連企業との連携強化と情報交換のための委員会等の開催・参加数（前中期目標期間実績：3

回／年） 

・個別企業ヒアリング実施数（前中期目標期間実績：延べ 89 社／年）  
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＜目標水準の考え方＞ 

①の基幹目標を達成するために、備蓄計画を機構自ら策定し、改善策の提案をする上で、国

内産業ニーズ等の情報収集は不可欠。前中期目標期間と同様、業界団体との委員会等の開催・

参加や個別企業ヒアリングの実施は、情報収集機会として重要であり、国内産業の変化等に適

切に対応できるよう、具体的な指標は年度計画で設定する。 

 

③備蓄物資保管管理体制の更なる改善 

国家備蓄倉庫及び備蓄物資の管理については、年 2 回以上実施する防災・防犯・救命救急訓

練の実施等を通して安全性･安定性･効率性のさらなる向上を図る。これらの実施により、短期的

な供給途絶リスクに対応するための備蓄制度の適切な運営を図る。 

 

【指標】 

・防災･防犯･救命救急訓練の実施（訓練回数）については外部評価を実施し、備蓄物資保管管理

体制の維持及び更なる改善を図る。（前中期目標期間実績：2 回） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

これまで改善策を自己評価していたが、より客観性をもたせる観点から、外部評価を求めること

とした。 

 

＜想定される外部要因＞ 

以上の目標に影響する外部要因としては、国内産業構造の変化や技術革新による需要の変

動、為替や非鉄金属市場の急激な変動及び想定外の天災等が想定される。こうした外部要因に

対し、自ら機能強化を図り新しい役割を果たすなど、機構として臨機応変・適切に対応した場合は、

評価において的確に考慮するものとする。 

 

 

５．地熱資源開発支援 

平成 26 年 4 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」の方針に基づいて、平成 27 年 7 月に

経済産業省が決定した「長期エネルギー需給見通し」では、地熱発電の設備容量を、現状の約 53

万 kW から、2030 年度までに約 140～155 万 kW まで増やす（約 90～100 万 kW 増加）ことが想定

されている。これを達成するためには、大型新規案件を組成することが必要であるところ、地熱資

源開発に必要な期間（以下「リードタイム」という。）が 10 年程度 1必要であることを考慮し、第 4 期

1現状では、地熱発電の運転開始までのリードタイムは 14 年程度であるが、環境アセスメント手続きの合

理化により、今後 2 年程度の短縮が見込まれ、併せて（2）に記載の技術開発により、更に 2 年程度の短縮

を目指すこととしているため、10 年程度と記載している。 
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中期目標期間においては、次に掲げる取組を総動員し、地熱資源開発を加速化する必要があ

る。 

 

(１)資源確保への対応 

①初期調査リスク低減等に向けた支援強化 

民間企業による地熱資源開発の大きな課題となっている初期調査リスクを低減するため、地元

との合意形成を進めつつ、国立・国定公園内などでの先導的調査（地熱ポテンシャル調査）を重

点的に行い、有望地域を抽出するとともに、得られた調査データを企業へ広く提供する。 

また、これらの調査データを活用した、企業による地熱資源開発を加速化するため、助成金制

度等を活用し、積極的に案件組成を行う。その際、機構は、資源エネルギー庁や地方公共団体と

連携して、地熱発電による地域の産業振興の見本となる案件を組成し、積極的に情報発信を行う

ことで、全国的に地熱資源開発を加速化する。 

更に、組成した案件について、調査の進捗管理を適切に行いつつ、その結果の分析についても、

技術面からのコンサルテーションを積極的に実施するなど、きめ細やかに企業をフォローすること

により、探査・開発への移行を加速化する。 

 

②リスクマネー供給 

助成金制度等によって組成した調査案件について、探査・開発段階への移行を促進するため、

出資や債務保証による金融支援等を通じて、事業進捗を加速化する。 

 

【指標】 

・企業が実施する地熱資源量調査について、機構が、通期で65件（うち新規組成案件は 35件（約

100 万 kW 相当））以上の案件を組成する。【基幹目標】 

 

【重要度：高】【優先度：高】【難易度：高】  

「長期エネルギー需給見通し」における想定を達成するために、企業による案件組成を促進する

ことは、重要かつ優先度が高い。一方、案件組成のためには、地熱ポテンシャルの高い地域を抽

出することの技術的な難しさに加え、地元との合意形成なども必要であり、難易度は高い。 

 

・機構が実施する先導的調査（地熱ポテンシャル調査）について、空中物理探査を 3 地域、ヒート

ホール調査を 15 地域で実施する。 

・資源エネルギー庁や地方公共団体と連携し、地熱発電による地域の産業振興に関するモデル

として、全国発信しうる案件を 1 件組成する。 

・助成金制度等によって組成した調査案件について、探査・開発段階に移行する案件を、通期で

10 件以上とする。 
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＜目標水準の考え方＞ 

・「長期エネルギー需給見通し」においては、地熱発電の設備容量を、2030 年度までに現状から

約 90～100 万 kW 増加させることが想定されている。これを達成するためには、運転開始までの

リードタイム（10 年程度）を踏まえれば、第 4 期中期目標期間内に、以下の内訳のとおり、現時

点で調査段階の案件（30件）を着実に進捗させるとともに、新規組成案件（35件）を組成すること

が必要である。これを踏まえ、第 4 期中期目標期間においては、通期 65 件（うち新規組成案件

は 35 件）以上の案件を組成することを目標とした。 

なお、地熱開発は、事業の進捗に応じて、徐々に発電可能量が明らかになる特性があること

から、業績目標としては、各地点の想定開発規模を設定した上で、案件組成数を評価指標とし

た。 

－開発・探査段階の案件：約 6 万 kW （成功率 90％と仮定。） 

－調査段階の案件：約 26 万 kW （現在調査中の案件（35 件）は合計約 35 万 kW。各案件の進

捗状況を踏まえ、現在調査中の案件に関する中期目標として、30 件を想定。成功率は 75％と

仮定。） 

－新規案件：約 61 万 kW （機構が新規に先導的調査を予定している有望地域等では、約 101

万 kW 相当（合計 35 件）の開発ポテンシャルが見込まれる状況。成功率は 60％と仮定。） 

 

・また、約 101 万 kW 相当の開発ポテンシャルを有する有望地域等における調査の実施見込みは、

以下を想定していることから、空中物理探査を 3 地域、ヒートホール調査を 15 地域実施すること

を目標とした。 

－既存調査の結果を基に組成する案件：約 7.5 万 kW 相当 

－新規地点（空中物理探査・ヒートホール調査済み）：3 地域（約 18 万 kW 相当） 

－新規地点（空中物理探査のみ実施済み）：12 地域（約 66 万 kW 相当） 

－新規地点（調査未実施）：3 地域（約 9 万 kW 相当） 

 

・更に、助成金制度等によって組成した調査案件について、探査・開発段階への移行を促進する

ことが必要であるところ、第 4 期中期目標期間において、探査・開発段階に移行することが想定

される案件のうち、7,500 kW 以上の中～大規模案件が 12 件存在することから、その大半を探

査・開発段階に移行させることを念頭に 10 件以上とした。 

 

(２)技術開発・人材育成 

地熱開発における課題であるリードタイムや開発コストの軽減、更に稼働率向上に資する技術

開発に取り組むとともに、深刻化する人材不足に対応するため、人材育成支援を強化する。 

具体的には、探査精度の向上や掘削期間の短縮などに資する技術開発により、開発期間を短

縮することを可能にする。 

また、地下の蒸気量の管理技術を確立することで、設備利用率を向上させる（本技術の確立に
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より、生産井の減衰率を約 60%改善することを想定。）。 

更に、人材育成のため、若手を中心とした技術者研修を実施する。 

 

【指標】 

・掘削成功率を約 30%改善させるような地熱貯留層の探査技術及び掘削期間を約 20%短縮するよ

うな掘削効果に優れた機材を実用化する。 

・地下の蒸気量の管理技術を実用化し、ガイドライン化に向けた検討を進め、検討成果の報告書

とりまとめを行う。 

・若手技術者を中心とした 150 名以上に対して、地熱開発事業に関する技術者研修を実施する。 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・技術開発については、エネルギーミックスを達成するために、現在 14 年程度かかっているリード

タイムを、10 年程度まで短縮することが必要である。これにあたり、環境アセスの手続き合理化

により、2 年程度の短縮が見込まれているところ、技術開発により、掘削成功率の改善（約 30％

改善）による掘削本数の削減や、掘削速度の向上等による掘削期間の短縮（約 20％短縮）によ

って、更に 2 年程度短縮することが可能と見込んでいる。 

・更に、地熱発電の発電コストを低減し、価格競争力を持つ電源にしていくことも重要である。その

ため、設備利用率を向上し、他の再生可能エネルギーと遜色のない発電コストにするべく、地下

の蒸気量の管理技術（生産井の減衰率を約 60％改善）の実用化の目途を立てることを目標とし

た。 

・研修事業については、今後の案件組成の時期や件数を勘案すれば、地熱技術者が約 750 名必

要になると想定しているところ、現状では国内に約 300 名しかおらず、海外人材を最大限活用し

たとしても、150 名程度は不足すると考えられており、少なくとも、当該不足数を研修事業で育成

することを念頭に設定した。 

 

(３)情報収集・提供 

「地熱発電の日（10月8日）」を契機として、国や業界団体等と連携し、地熱シンポジウムを開催

するなど、全国規模で地熱資源開発に対する理解促進活動を行う。特に、今後の有望地域である

国立・国定公園内の住民などに対して、重点的に理解促進を図る。 

また、地域での合意形成における役割が高まりつつある地方公共団体への技術面での支援を

継続する。 

更に、我が国の技術レベルの向上や、理解促進に関する取組事例の共有などを行うため、ニュ

ージーランド等の地熱先進国と情報交換を行い、その情報発信を進める。 

 

【指標】 

・地熱シンポジウムや各種イベントへの出展など、各種理解促進活動を全国で 50 回以上実施す
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る。（前中期目標実績：47 回） 

・地熱先進国との情報交換及び国際会議の参加を、通期 40 回以上を実施する。（前中期目標実

績：40 回） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

エネルギーミックスを達成するために必要な案件組成や、効率的な技術開発の実施にあたって

は、各種理解促進活動や海外との情報交換に積極的に取り組む必要があることから、前中期目

標期間における実績と同等以上の水準を目標とした。 

 

＜想定される外部要因＞ 

以上の目標に影響する外部要因として、地熱資源開発にあたっては、①掘削調査の進展に伴

って、各地点での地熱資源量が想定よりも増減し、必要な案件組成数が変化することや、②森林

法・自然公園法等の許認可取得や、調査地点近傍における地元自治体及び関係者との適切な調

整・合意形成が必要であることや、③財政事情、市中金融機関の資金繰りや金利等にも大きく影

響を受けることから、これら要因に変化があった場合には、評価において適切に考慮するものと

する。 

 

 

６．鉱害防止支援 

機構は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法（昭和４８年法律第２６号）の規定により、経済産業

大臣が定める「特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針」（以下「第５次基本方

針」という。）に基づく鉱害防止事業の着実かつ計画的な実施を図るため、以下の取組を実施す

る。 

 

（１）鉱害防止事業実施者等への技術的支援 

・鉱害防止支援のために機構が行う中核的な施策である地方公共団体等への調査指導、調査設

計、工事支援を効率的・効果的に実施するとともに、旧松尾鉱山新中和処理施設の運営管理の

着実な実施及び事故の発生をゼロとする。 

・効率化・費用低減化等に資する普及効果の高い鉱害防止技術の開発を通じ、坑廃水処理の大

幅なコスト削減を目指す。 

・民間企業や地方公共団体の実務者を対象として研修・人材育成に取り組み、国内の鉱害防止

技術レベルの維持向上に貢献する。 

 

【指標】 

・技術支援に対する地方公共団体の満足度についての「総合評価」及び「個別の評価項目のうち

重要なもの（成果物の質や助言の適切さ等に関するもの）」において、5 段階評価の上位２つの
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評価をそれぞれ支援件数の 8 割以上から得る。【基幹目標】 

 

【重要度：高】【優先度：高】【難易度：高】  

鉱害防止事業が着実かつ計画的に実施されるよう地方公共団体へ技術的支援を行うことは、

国民の健康保護・生活環境保全の観点から重要かつ優先度は高い。また、各鉱山は固有の問題

を有し、オーダーメードの対応を求められることから難易度は高い。 

 

＜目標水準の考え方＞ 

第５次基本方針に沿った鉱害防止事業の着実かつ計画的な実施は、実施主体である地方公

共団体の取組が不可欠であり、その取組への技術支援に対する満足度について支援の質向上

に向けた不断の努力を促す観点から、総合評価に加えて個別の重要評価項目を設定しそれぞれ

で上位の評価を得ることとする新たな評価を設定。 

 

（２）鉱害防止事業実施者等への融資 

・鉱害防止事業実施者等への融資の的確な実施のため、迅速かつ厳格な審査を行うとともに、適

切な債権管理を実施する。 

・定期的にアンケート調査・コンサルテーションを実施し、ニーズを把握する。 

 

【指標】 

・鉱害防止事業実施者等に対するコンサルテーションを年 17 回以上実施する。 (前中期目標期

間実績：年 16 回) 

 

＜目標水準の考え方＞ 

 本融資は第５次基本方針に沿った鉱害防止事業の着実かつ計画的な実施に向けて重要な取

組であることから、前中期目標の実績を上回る水準を設定。 

 

＜想定される外部要因＞ 

以上の目標に影響する外部要因として、地方公共団体の方針、考え方、財源措置等に左右さ

れること、また、鉱害防止事業者の鉱害防止事業計画等の状況を考慮することなどを前提とし、こ

れら要因に変化があった場合には評価において適切に考慮するものとする。 

 

 (３)資源保有国への技術・情報協力 

資源外交・権益確保の側面支援の観点から、資源保有国において休廃止鉱山での鉱害防止

分野における技術・情報協力を着実に実施する。 
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【指標】 

・資源保有国への技術・情報協力を第 4 期中期目標期間中に 10 件以上実施する。（前中期目標

期間実績：9 件）  

 

＜目標水準の考え方＞ 

本協力は我が国独自の効果的な資源外交ツールとなり得るものであることから、前中期目標

の実績を上回る水準を設定した。 

 

＜想定される外部要因＞ 

資源保有国側における鉱害防止事業に対する要望が継続的に維持されることを前提に、上記

目標に影響する外部環境変化として、資源保有国等における政情・経済不安の顕在化や、為替

や非鉄金属市場の急激な変化等が想定される。こうした変化等があった場合には評価において

適切に考慮するものとする。 

 

 

７．石炭経過業務 

災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の

一部を改正する法律（平成２４年法律第７６号）に基づき実施している旧保有鉱区に係る管理等を

適切に実施し、鉱害の未然防止等を図るため、以下の取組を実施する。 

 

（１）貸付金償還業務 

貸付金償還業務は、金融協定に基づき２０年後に償還が完了する見込みであるが、回収額の

最大化に向け、債務者の財務状況等を勘案し、必要に応じて協定を見直す等により、引き続き着

実な償還を図る。 

 

 【指標】 

・金融協定に基づく回収計画額に対する回収額の割合 

 

（２）旧保有鉱区管理等業務 

旧保有鉱区管理等業務については、今後も鉱害の発生が想定され、賠償や復旧工事等相当

の業務量が見込まれることから業務を継続する。特に坑廃水については、半永久的に処理及び

施設管理を行う必要があるため、施設管理業務の一層の効率化を図る。 

 

【指標】 

・ボタ山・坑口の調査及び工事を適切に実施 

・坑廃水改善施設の適切な管理及びモニタリング回数：年 13 回（前中期目標期間実績 12 件） 
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・鉱害賠償の早急な処理及び応急工事への迅速な対応 

 

 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

以上に述べた国民に対するサービスを的確に遂行し、着実に成果を上げていくには、限りある

リソースを戦略的に活用するための組織運営・人材管理を行うとともに、リスクや経費の適切な管

理の仕組みを構築することが極めて重要である。 

 

(１)アウトカム志向の組織運営 

中期目標、中期計画及び各部門の年度計画その他重要な個別の事業計画について、着実に

アウトカムを出せるよう、理事長と各部門責任者とが、目標とその進捗について定期的に協議す

る仕組みを強化する。 

目標の進捗を踏まえ、目標達成に向け、特に集中的に経営資源を投入する必要がある場合や、

時勢の変化により優先的に取り組むべき課題が生じた場合には、プロジェクトチーム編成等を行

い、部門の枠を超えて集中的・機動的に取り組む。 

また、基幹目標やアウトカム達成の重要性、新たな財務評価方法、内外との対話や『横串』連

携などの重視すべき行動規範については、的確な研修等により機構全体の意識の向上を図ると

ともに、業績評価における評価項目にも反映させる。 

 

(２)顧客ニーズ対応及び『横串』連携の強化 

定期的に国内・海外の関係企業経営層等との対話の機会を設け、我が国企業や資源国企業

の戦略上の重要課題を把握することにより、支援内容を深化・重点化させる。 

優先すべき企業や資源国のニーズに対して、部門や組織の枠を超えて、我が国の持てるツー

ルを総動員して効果的に対処するため、重要な案件に係る一元的な顧客対応及び部門・組織間

の調整を行う体制を強化する。 

更に、各部門が、他部門との連携強化を始めとして、外部機関・企業や海外との交流を強化し、

機構の事業やサービスにつなげるような業績管理の仕組みを導入する。 

 

(３)適切な人材確保及び人材育成  

職員の専門性及びマネジメント能力向上を図るため、知見・技能の習得機会の提供や、得られ

た知見・技能の組織的な蓄積、伝承を進めること等の人材育成システムを整備する。特に法務、

財務及びプロジェクトマネジメントについて長期的な人材確保及び人材育成の取組を行う。 

また、激変する技術動向や資源情勢の中で、良質の支援を行うためには、職員は世界最先端

の技術や企業の現状を把握する必要がある。このため、留学や企業での海外研修等の充実を図

るとともに、国際会議参加や海外視察等を奨励する。 

更に、機構業務の拡大や高度化、専門化に対応するため、中途採用、任期付職員及び出向者
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受入等、必要な給与規程等を整備し、多角的に人材確保を行う。 

 

(４)リスクマネー事業に係る資産の適切な管理 

機構のリスクマネー支援の累積額が次第に大きくなり、平成 28年の法改正により、企業買収等

新たな業務も追加されたことを踏まえ、厳格な投資審査は大前提として、機構全体の経営の健全

性を確保する観点から、以下のとおり、適切に資産管理を行うものとする。 

・個別案件の厳格な管理を引き続き実施するとともに、リスク想定の精緻化等により合理的なリス

ク分析・リスクマネジメント手法を検討の上、リスクマネーに係る資産管理業務に反映する。 

・保有するリスクマネー関係資産について、資産構成も含めた管理・レビュー体制を機構として整

備する。 

・リスクマネー事業に関し、借入れ・売却も含めた総合的な管理方法を検討し、必要な体制を整備

する。 

 

（５）各種経費の合理化 

①調達の合理化 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成２７年５月２５日付け総務

大臣決定）を踏まえ、機構が定めた「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施する。また、

必要な規程等を整備するとともに、契約監視委員会による点検、主務大臣からの評価を「調達等

合理化計画」へ反映する等により、適切かつ効率的な調達等の実施に努める。 

 

②人件費管理の適正化 

国家公務員の給与水準を考慮し、手当も含めた役員報酬、職員給与のあり方について厳しく検

証した上で、その適正化に計画的に取り組むとともに、検証結果や取組状況を対外的に公表す

る。 

 

③経費の効率化 

運営費交付金を充当して行う業務については、第 4 期中期目標期間中、一般管理費（退職手

当及びその他所要額計上を必要とする経費を除く。）及び業務経費（特殊要因及びその他所要額

計上を必要とする経費を除く。）の合計について、新規に追加されるものや拡充される分を除き、

毎年度平均で前年度比 1.1％以上の効率化を行うものとする。新規に追加されるものや拡充され

る分については翌年度から効率化を図ることとする。 

 

（６）業務の電子化の推進 

機構の業務の効率化及び生産性の向上のため、ＩＴを活用し、本部外も含めた執務環境の整備

を図る。 
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第５ 財務内容の改善に関する事項 

 

(１)リスクマネー事業の財務評価のあり方 

政策資源の『効率的』・『効果的』活用の観点から、リスクマネー供給業務により生じる欠損金に

対する将来見込まれる利益の大きさと、得られた政策効果を総合的に評価する。機構は、将来見

込まれる利益を持続的に拡大させるための取組を進めながら、将来見込まれる利益が欠損金を

上回るよう努める。また、確定収益を含め欠損金の算出方法を明らかにしつつ、欠損金及び将来

見込まれる利益が増減した要因を分析し、適切に説明を行う。 

なお、財務評価の説明に当たっては、会計上、探鉱出資の事業の成否が明らかでない段階で

は出資額の 1/2を評価損として計上することとされているなど、経理や事業の特性にも留意する。 

 

(２)財務内容の改善 

出資案件の多くが開発・生産に至り、十分な配当金収入等が見込まれるようになれば評価損

が徐々に減少するという資源開発業務の特性を踏まえつつ、機構として、個別案件の収益性向

上に向けた管理の強化や、適時・効果的な株式売却に向けた取組を事業部に促すなどにより、繰

越欠損金の削減に努める。 

 

(３)その他の収支の改善策ついて 

運営費交付金については、収益化単位ごとに適正な予算の執行管理を行うよう努める。また、

民間備蓄融資等資金調達を行う場合には、借入れコストの抑制に努めるとともに、引き続き適切

な調達の手法の検討を行う。 

自己収入については、知的財産権による収入、セミナー・講演会等の有料化、保有資産の効率

的な活用等により、拡大に努める。 

保有資産については、保有の必要性を不断に見直し、業務に支障のない限り国庫への返納等

を行う。 

 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

 

（１）適切な業務の管理 

①外部の知見の積極的活用 

国内外から高く評価される存在を目指し、持続的に成果を上げていくため、機構を客観視可能

な外部有識者等の知見を組織・業務運営に生かす。 

 

②知的財産権の管理 

現場のニーズやシーズを踏まえた技術開発やその事業化を奨励するとともに、知的財産権の
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取得及びその利用促進のための環境の整備を促進し、機構全体として的確な知的財産権管理体

制を構築し、コスト意識を持った権利維持の必要性の判断を含め、的確な管理を行う。 

 

（２）内部統制 

・「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」（平成２６年１１月２８

日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定めた事項の運用を着実に行うとともに、

必要に応じ、関連規程等の見直しを行う。 

・機構業務が内包するリスクの顕在化や新たなリスクについては、PDCA サイクルを活用し、評

価・見直しを図る。 

・機構全体の内部監査制度の強化により、監査機能の実効性の向上を図る。 

・公的使命を有し、事業者との接点も多く、内外に活動範囲が及ぶ組織として、コンプライアンスを

徹底する体制、諸規程、研修メニュー等を整備し、着実に実行する。 

 

（３）情報セキュリティ 

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」等を踏まえ、規程やマニュアル等を適

切に整備し、見直すとともに、政府・関係機関等と情報を共有し、新たな脅威等に常に対応できる

ようソフト・ハード両面での対策を行う。 

また、研修等により、役職員の情報セキュリティ・情報管理意識の維持・向上を図る。 

 

（４）情報公開 

機構の財務内容等の透明性を確保し、機構の活動内容を国民に対して分かりやすく示し、理解

促進を図る観点から、財務情報や業務評価等機構の活動について的確に公表する。 
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独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の政策体系図
経済産業省の政策体系

経済成長

産業育成

産業セキュリティ

対外経済

中小企業・地域経済

生活安全

エネルギー・環境

第４期中期目標期間（2018年4月～2023年3月）におけるJOGMECの重点事業

国の重要方針、政策、各種公約
エネルギー基本計画※

・安定的な資源確保のための総合的な政策の推進
－2030年に石油・天然ガスの自主開発比率40％以上
－2030年に石炭の自主開発比率60％以上
－2030年にベースメタル自給率80％以上
・石油備蓄等による海外からの供給危機への対応の強化
・再生可能エネルギーの導入加速
－2030年度までに約150万kWの地熱発電の導入

関連施策：日本再興戦略、海洋基本計画等

特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針
・金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく鉱害防止事業の計画的な実施

地熱資源開発支援
・地熱ポテンシャル調査等を通じた新規開発
案件の組成、開発期間短縮に資する技術開発

石油・天然ガス資源開発支援
・重点化したリスクマネー供給等による我が国
企業の権益確保に対する直接的支援

・技術開発とその他部門との横断的連携を含む
戦略的調整機能強化による権益確保の推進

石炭資源開発支援
・多角化の観点からの幅広い地域での地質構造
調査と権益等の我が国企業への引継ぎ

鉱物資源開発支援
・重要鉱物を中心とした地質構造調査等による
権益確保に向けた優良案件の支援

・海底熱水鉱床の資源量調査等海洋鉱物資源の
開発推進

石油・石油ガス、金属鉱産物備蓄
・国家石油・国家石油ガスの安全かつ効率的な
管理と機動的な放出体制の維持

・金属鉱産物の機動的な入替売却・買入の実施

管理部門
・アウトカムの達成に向けた組織体制の強化
・投資案件の的確な資産管理強化と財務に関
する的確な説明

鉱害防止支援
・地方公共団体及び資源保有国等への的確な
鉱害防止技術支援

我が国の資源確保を支える中核的機関として、資源国、企業のニーズに対応するとともに、我が国企業の国際競争力強化に貢献。

※総合エネルギー調査会報告書含む。

（別添）

356



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構  
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平成３０年 ２月○日 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第４期中期目標 

 

国土交通大臣は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条第

１項の規定に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」

という。）が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定

める。 

 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

我が国が直面する人口急減、少子化、超高齢化という大きな課題に対し、国内の

地域間、国内と海外との間におけるヒト、モノ等の「対流」の促進により次世代へ

と豊かな暮らしをつないでいくことは極めて重要である。 

機構は、特殊法人等改革の一環として、前身の日本鉄道建設公団と運輸施設整備

事業団の統合により、平成１５年１０月に新たに独立行政法人として発足した機関

であり、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸

施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を行っている。 

これらの業務の実施においては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針｣（平

成２５年１２月２４日閣議決定）等を踏まえ、中期目標管理法人として国民に対す

る説明責任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図るとともに、「交通政

策基本計画」（平成２７年２月１３日閣議決定）、「総合物流施策大綱」（平成２

９年７月２８日閣議決定）等における公共交通に関する政府方針を実現すべく、適

切に遂行しているところである。 

機構の担う役割は、上記の政府方針の実現に向けて、機構の有する高度な技術力

や専門性を活かし、独立行政法人通則法第２条の趣旨も踏まえ、民間企業等との適

切な役割分担に留意しながら、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化に的確に

対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立等を図り、国民経済の健全な発

展と国民生活の向上に寄与することである。 

（別添）政策体系図  

 

 

２．中期目標の期間 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間とする。 

 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成２７年５月２５日改定）にお

ける「一定の事業等のまとまり」は、本章中の(1)鉄道建設等業務、(2)鉄道助成業
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務等、(3)船舶共有建造等業務、(4)地域公共交通出資業務等、(5)特例業務（国鉄清

算業務）とする。各業務については、関係機関と十分な連携を図りながら、以下の

通り各業務を遂行する。 

 

(1) 鉄道建設等業務 

機構は、公的資金による鉄道建設事業を行っており、これを実現するため、調

査・計画の作成から地方公共団体等関係機関との円滑な協議・調整、用地取得交

渉、各種構造物の設計・施工までの業務を一貫して実施するなど、鉄道建設業務

に関する総合的なマネジメントを行える我が国唯一の公的な整備主体である。こ

のため、良質な鉄道を経済的に安全にかつ工期どおりに建設することが重要な目

的であるとの認識に基づき、これらの実施に当たっては、環境保全、都市計画と

の整合等鉄道建設に関わる課題へ適切に対応するとともに、技術力の向上、技術

開発の推進と公表、工事コストの縮減、適切な事業費の設定及び管理を通じた鉄

道建設の業務の質の確保を図りつつ、整備新幹線の建設、都市鉄道利便増進事業、

民鉄線及び受託事業等における所要の業務を推進する。 

 

①  工事完成予定時期を踏まえた事業の着実な進捗 

整備新幹線の建設や都市鉄道利便増進事業等について、工事完成予定時期を踏

まえ、事業費・工程の管理を徹底することによって、鉄道建設事業のプロジェク

ト遂行の確実性を確保し、着実な進捗を図る。 

具体的には、鉄道建設事業は、ⅰ測量・設計等の業務や用地協議・取得等を行

う工事の準備段階、ⅱ土木工事や軌道工事といった工事実施段階、ⅲ開業に向け

た諸試験・検査の実施など開業準備段階に分けられるが、各事業が、それぞれど

の段階に位置し、工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗しているかを把握す

ることとする。また、当該年度の事業費や工程に課題が発生していないか機構内

で確認し、課題が発生した場合には、関係者との調整に努めることを通じ、事業

費・工程の管理を徹底する。 

この際、これまで機構が培ってきた鉄道建設の経験と技術力を駆使して、良質

な鉄道を経済的に安全にかつ工期どおりに建設することが重要であり、建設工事

の実施に当たっては、認可時の事業費や技術開発の動向等を踏まえてコスト縮減

に努めるとともに、工事の各段階では、特に以下の点に留意して事業を遂行する

こととする。 

ⅰ 工事の準備段階：工事実施段階に向け、良質な鉄道を経済的に安全にかつ

工期どおりに進められるよう測量・設計等の工事の準備を行うこと 

ⅱ 工事実施段階：これまで機構が培ってきた鉄道建設の経験と技術力を駆使

し、品質を確保しつつ、合理的かつ効率的な工事の実施に努めるとともに、

安全な事業遂行に万全を期すこと 

ⅲ 開業準備段階：開業に向け、様々な諸試験や検査を行うこととなるため、

各作業を行う部門ごとの連携を十分にし、完成・開業予定時期までに開業さ
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せること 

さらに、建設に係る進捗状況について公表するとともに、整備新幹線の未着工

区間について、調査を適切に実施するとともに、国民への説明責任を果たすため、

調査結果について詳細な情報開示を行う。 

＜具体的な完成・開業年度目標＞  

・  鉄道建設について、以下の時期までに完成・開業させることを目指す。 

北陸新幹線（金沢～敦賀間）：平成３４年度末  

九州新幹線西九州ルート（武雄温泉～長崎間）：平成３４年度  

神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線）：平成３１年度下期  

神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線）：平成３４年度下期  

＜目標水準の考え方＞  

整備新幹線整備事業については「整備新幹線の取扱いについて」（平成

２７年１月１４日政府・与党申合せ）において示された完成・開業予定時

期を、都市鉄道利便増進事業については都市鉄道等利便増進法（平成１７

年法律第４１号）に基づく速達性向上計画において国土交通大臣が認定

した完成・開業予定時期を、それぞれ目標として設定した。  

【重要度：高】  

整備新幹線は、地域間の移動時間を大幅に短縮させ、地域社会の振興や

経済活性化に大きな効果をもたらすこと、都市鉄道は、地域間交流・連携

の強化や都市機能の向上等に寄与すること、加えて、鉄道建設は、機構が

有する高度な技術力や専門性を活用できる分野であることから、重要度

は高い。  

【難易度：高】  

鉄道建設事業は、工事期間中においては、地盤の状況や希少野生動植物

種への対応、予期せぬ災害の発生への対応など他律的な制約が多く、ま

た、工事の各段階においては、地方公共団体、鉄道事業者、地権者など調

整すべき関係者が多数あることに加え、完成までに多様な工程・業務の積

み上げが必要であるため。  

 

②  鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援 

機構が有する鉄道分野の技術力、調査能力を広く総合的に活用した鉄道建設に

係る受託業務等及び地域鉄道事業者等への鉄道施設の保全・改修等に係る技術的

な事項の助言などの技術支援（鉄道ホームドクター制度）等を実施する。 

受託工事について、協定に基づき工事を完成させるため、事業費や工程に課題

が発生していないかを機構内で確認し、課題が発生した場合には、関係者との調

整に努めることを通じ、事業費・工程の管理を徹底する。なお、機構の支援が真

に必要な場合のみに実施するために第三者委員会において策定した具体的な基

準を適切に運用するとともに、受託工事に係るコスト縮減の状況等について検証

を行い、その結果について公表する。 
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＜定量的目標＞  

（鉄道分野の技術力を活用した支援）  

・  地域鉄道事業者等への技術支援等について、当該地域鉄道事業者等に

対するアンケート調査（５段階評価）で平均３．０以上の評価を得る。 

＜指標＞  

（鉄道分野の技術力を活用した支援）  

・  技術支援等の実施件数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成

２９年度（見込み）までの件数・７８件）  

＜目標水準の考え方＞  

機構から技術支援等を受けた地域鉄道事業者等の満足度について、５

段階（５＝大変役に立った、４＝おおむね役に立った、３＝役に立った、

２＝あまり役に立たなかった、１＝まったく役に立たなかった）中の「３

＝役に立った」以上の評価を得られることを目標水準として設定した。  

【難易度：高】  

受託業務についても、(1)①と同様に、協定に基づき工事を完成させる

ためには、工事期間中においては、地盤の状況や希少野生動植物種への対

応、予期せぬ災害の発生への対応など他律的な制約が多く、また、工事の

各段階においては、地方公共団体、鉄道事業者、地権者など調整すべき関

係者が多数あることに加え、完成までに多様な工程・業務の積み上げが必

要であるため。  

 

③  鉄道建設に係る業務の質の向上に向けた取組み 

鉄道建設に係る業務について、経済性を確保しながら品質の維持・一層の向上

を図るとともに、安全にかつ工期どおりに建設するため、以下の取組みを推進す

る。 

まず、施工管理の徹底や職員の技術力向上のための鉄道建設業務に係る機構職

員向け技術研修の実施等を通じて、経済性を確保しながら品質の維持・一層の向

上を図る。 

また、良質な鉄道を経済的に安全にかつ工期どおりに建設する能力を高める観

点から、必要に応じた鉄道建設に係る技術基準類の整備、一層高度な技術の開発

を推進するとともに、その成果及び鉄道建設特有の技術を部外へ適切に理解して

もらうため、学会での発表等を通じた積極的な広報及び効果的な活用に努める。 

＜指標＞  

・  機構職員向け技術研修の受講者数（前中期目標期間実績：平成２５年

度から平成２８年度までの施工監理講習受講者数・２，４０６人）  

・  学会等への応募・発表数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平

成２８年度までの学会等への応募・発表数・３０６件）  

・  機構による業務成果を公表する場の開催数（前中期目標期間実績：平

成２５年度から平成２８年度までの技術研究会等開催数・３０件）  
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④  我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み 

我が国は鉄道分野について世界に誇れる高い技術力を有しており、その中で唯

一の公的な新幹線建設主体である機構が有する同分野の技術力を広く総合的に

活用し、国土交通省の関連施策との連携を図りながら、海外の鉄道関係者に対す

る支援を積極的に推進するとともに、我が国の鉄道システムの海外展開（高速

鉄道に係る案件形成及びプロジェクトマネジメントの強化を含む。）に向けた国、

関係団体等による取組みに対して、機構の技術力や経験を活用し、専門家の派遣

や各国の研修員の受入れ等、積極的に協力を行う。 

＜指標＞  

・  専門家派遣数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２８年度

までの実績・１２６人（２７カ国））  

・  研修員等受入数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２８年

度までの実績・４０２人（４１カ国））  

 

⑤  鉄道施設の貸付・譲渡の業務等 

鉄道施設に係る貸付料及び譲渡代金による調達資金の確実な回収に当たって

は、毎年度回収計画を策定し、確実な回収を図る。 

さらに、並行在来線への支援のため、特例業務勘定から建設勘定への繰入れに

より、日本貨物鉄道株式会社に対して貨物調整金を交付する。 

 ＜指標＞  

・  貸付料及び譲渡代金について、回収計画に沿って回収を行った件数

（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２９年度（見込み）ま

での回収件数・９７１件（鉄道事業者数：２７者））  

  

(2) 鉄道助成業務等 

①  鉄道助成 

 機構では、交通インフラ・ネットワークの機能拡充・強化に資するため、整備

新幹線、都市鉄道等、鉄道技術開発及び鉄道の安全・防災対策に対する補助等に

よる支援及び新幹線譲渡代金、無利子貸付資金の回収を適正かつ効率的に実施す

る。 

 

(a)確実な処理・適正かつ効率的な執行 

鉄道関係業務の資金の移動（勘定間繰入・繰戻）及び補助金交付について、第

三者委員会の助言の必要部分を審査業務の改善に反映させること、審査ノウハ

ウの承継やスキルアップのための機構職員向け研修の実施等により、法令その

他による基準に基づき確実に処理するとともに、標準処理期間内に適正かつ効

率的に執行する。 

＜指標＞  
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・  補助金審査に係る機構職員向け研修の受講率 (前中期目標期間実績：

平成２５年度から平成２９年度までの平均受講率・８１％）  

 

(b)助成制度に関する情報提供等の推進 

鉄道事業者等による各種助成制度の効果的な活用を支援するため、鉄道助成制

度に関するガイドブックの配布等による情報提供や周知活動を積極的に推進す

る。 

＜指標＞  

・  鉄道助成制度に関するガイドブックの地方公共団体・鉄道事業者等へ

の配布部数（前中期目標期間実績：平成２７年度から平成２９年度の

平均配布部数・８０９部）  

 

(c)債権の確実な回収等 

既設四新幹線の譲渡代金、無利子貸付資金について、約定等に沿った確実な回

収を図るとともに、これらに係る債務を確実に償還する。 

＜指標＞  

・  譲渡代金及び無利子貸付資金について、約定等に沿った回収を行った

件数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２９年度（見込み）

までの回収件数・譲渡代金：年間６件、無利子貸付資金：年間６件） 

 

②  中央新幹線建設資金貸付等業務 

中央新幹線の建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸

し付けており、貸付けを行った事業について、建設主体の財務状況、事業の進捗

状況等を把握しつつ、約定に沿った貸付利息の確実な回収を図る。 

＜指標＞  

・  貸付利息について、約定に沿った回収を行った件数（前中期目標期間

実績：平成２８年度から平成２９年度（見込み）までの回収件数・８

件）  

 

 (3) 船舶共有建造等業務  

我が国の国民生活や経済活動を支える基幹的輸送インフラであり、モー

ダルシフトによる環境負荷や効率性にも優れる内航海運の分野において、

「内航未来創造プラン」（平成２９年６月内航海運の活性化に向けた今後の

方向性検討会）等を踏まえ、船舶共有建造業務を通じ、安定的輸送の確保に

努め、生産性の向上等に努める必要がある。また、国内旅客船についても、

離島航路の維持改善や観光立国推進等の観点から、着実に整備を推進する

必要がある。このため、これらの国内海運政策の実現に寄与する船舶の建造

を推進しつつ、船舶の老朽化へも対処する。  
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①  船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造推進  

船舶の建造の推進については、今後の国内海運政策の実現に寄与するた

めに必要となる措置について検討し実施する。  

また、機構が船舶共有建造制度を実施するに当たっては、物流の効率化、

離島航路整備や観光立国推進、環境対策等の国内海運政策の実現に寄与す

るため、コンテナ船やフェリーなどの物流効率化に資する船舶、地域振興に

資する船舶、船員雇用対策に資する船舶、事業基盤強化に資する船舶、グリ

ーン化に資する船舶等の建造を推進する。  

その際は、船舶共有建造業務の財務改善に必要な事業量を確保しつつ、

民業圧迫にならないよう配慮する。  

＜定量的目標＞  

・  上記船舶のうち、より高い政策効果を実現する船舶の延べ建造隻数を

今中期目標期間中において１４０隻以上とする。  

＜目標水準の考え方＞  

延べ建造隻数については、過去の年間平均建造実績約２６隻を基に５

年間で約１３０隻となることを踏まえ、今中期目標期間において１４０

隻と設定した。  

【重要度：高】  

内航海運及び国内旅客船は国民生活や経済活動を支える基幹的輸送イ

ンフラとして極めて重要な役割を担っている。しかし、これらを支える海

運事業者は資力が乏しいため、船舶共有建造制度を通じ、国内海運政策に

寄与する政策的意義の高い船舶の建造を推進する必要があるため。  

【難易度：高】  

船舶建造は社会経済状況に応じて建造量が大きく変化し、外部的要因

が強く影響するため。  

 

②  船舶建造等における技術支援  

共有建造する船舶の計画、設計、建造、就航後の各段階での効果的な技

術支援を実施し、国内海運政策の実現に寄与する良質な船舶を建造する。  

【重要度：高】  

船舶は内航海運業に必要不可欠な基幹的輸送インフラであり、国内海

運政策に合致する良質な船舶を建造するには高い技術力が必要である。

しかし、多くの内航事業者は零細事業者で技術力がなく自らのみで船舶

を建造することは困難であることから、政策に合致する船舶建造の技術

支援を実施することの重要度は高い。  

 

③  船舶共有建造業務における財務内容の改善  

未収金の発生防止、債権管理及び回収の強化等の取組みを行うととも

に、機構の収益の確保に努めることにより、財務内容の一層の改善を進め

364



る。  

また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」を踏まえ、未収金

の発生防止、債権管理、回収の強化、一定の事業量の確保、適正な事業金利

の設定及び政策課題の実行等に留意した繰越欠損金削減計画により今中期

目標期間中に４０億円程度の繰越欠損金の縮減を図るほか、未収金残高に

ついても引き続き縮減に努める。  

さらに、海事勘定における財務改善の状況については、特に、繰越欠損

金について、事業年度ごとにその要因を含めホームページ等において国民

に分かりやすく公表する。  

 

(4)地域公共交通出資業務等 

① 地域公共交通出資及び貸付け 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第２

９条の２の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に寄与するため、認定

軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行う。 

＜定量的目標＞ 

・ 国土交通大臣の認可を受けた業務基準に従い、適切に業務を行うことで、

出資及び貸付資金の毀損ゼロを目指す。  

＜目標水準の考え方＞ 

地域公共交通出資業務については、公的資金であることに鑑み、適切に出資

及び貸付けを行うとともに、毀損を生じさせないことを目標としている。 

 

②  内航海運活性化融資  

内航海運活性化融資業務による融資を受けて内航総連が実施している内

航海運暫定措置事業については、国が将来の輸送量、船腹量の推計に基づき

策定・公表する資金管理計画を基に、内航総連に貸し付けるため調達する借

入金が前年度以下となるように貸付金の回収を適切に行う。  

 

(5) 特例業務（国鉄清算業務） 

①  年金費用等の支払及び資産処分の円滑な実施等 

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３

６号。以下「債務等処理法」という。）第１３条の規定に基づき、旧国鉄職員の

年金の給付に要する費用等について、適切な資金管理を行いつつ、円滑かつ確実

に支払を実施する。 

また、やむを得ず処分できていない残存土地については適切かつ早期の処分を

図り、今中期目標期間中に完了させる。 

北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社

（以下「旅客鉄道株式会社等」という。）の株式については、各社の今後の経営

状況の推移等を見極めつつ、適切な処分方法の検討等を行う。 
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②  旅客鉄道株式会社等の経営自立のための措置等 

機構の特例業務勘定における利益剰余金等の取扱いに関する関係三大臣合意

（平成２２年１２月２１日。以下「関係三大臣合意」という。）及び「北海道旅

客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社の安全対策に対する追加的支援措置

について」（平成２７年６月３０日国鉄事第７５号）並びに債務等処理法附則第

４条及び第５条の規定に基づき、旅客鉄道株式会社等に対し、老朽化した鉄道施

設等の更新その他会社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資

金に充てるための無利子の資金の貸付け又は助成金の交付等（以下「貸付け等」

という。）を適切に実施する。また、貸付け等に当たっては、適切な資金管理を

行いつつ、法令その他の基準を遵守し、誤処理なく適正にかつ効率的に実施する。 

なお、関係三大臣合意及び同法附則第６条の規定に基づき、並行在来線の支援

のため、特例業務勘定から建設勘定への繰入れを適切に実施するものとする。 

 

 

４．業務運営の効率化に関する事項 

(1) 業務改善の取組み  

①  組織の見直し 

組織については、業務の質的・量的な変化に常に的確に対応できる効率的かつ

機動的な体制となるよう、弾力的な組織の編成、運営の効率化等の見直しを行い

ながら、適切に運営する。 

 

②  調達等合理化の推進 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成２７年５

月２５日総務大臣決定）に基づく取組みを着実に実施し、事務・事業の特性を踏

まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公平性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続

的に調達等の合理化を推進する。 

＜指標＞  

・  一般競争入札による鉄道施設に係る建設工事での総合評価落札方式

実施率（前中期目標期間実績：平成２７年度から平成２８年度までの

平均実施率・１００％）  

 

③ 人件費管理の適正化 

給与水準については、政府における独立行政法人に係る報酬・給与等の見直し

の取組みを踏まえ、国家公務員等の給与水準等との比較を行いつつ、事務・事業

の特性を踏まえて適正な給与水準となるよう厳しく検証し、その検証結果及び取

組状況を公表する。 

 

④ 一般管理費の効率化 
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一般管理費（人件費及び特殊要因により増減する経費を除く。）については、

中期目標期間の最終年度（平成３４年度）において、前中期目標期間の最終年度

（平成２９年度）比で５％程度に相当する額を削減する。 

 

⑤ 事業費の効率化 

事業費（特殊要因により増減する経費を除く。）については、中期目標期間の

最終年度（平成３４年度）において、前中期目標期間の最終年度（平成２９年度）

比で５％程度に相当する額を削減する。 

 

⑥  資産の有効活用 

宿舎等の保有資産について、効率的な活用を図るとともに、利用実態等に照ら

して適切な場合には処分を行う。 

＜指標＞  

・  保有宿舎・寮の平均入居率（前中期目標期間実績：平成２５年度から

平成２９年度上期までの平均入居率・９５％）  

 

(2) 電子化の推進 

業務運営の簡素化及び効率化を図るため、ＩＴの活用等により、業務の電子化

及びシステム等の最適化を推進する。 

 ＜指標＞  

・  Ｗｅｂ会議開催回数  

・  電子決裁率  

 

 

５．財務内容の改善に関する事項 

(1) 財務運営の適正化 

 中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、適正に計画し健

全な財務体質の維持を図る。 

 独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基準研究会策

定、平成２７年１月２７日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業

務達成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位と

しての業務ごとに予算と実績を管理する。 

 また、独立行政法人会計基準等を遵守し、適正な会計処理に努める。 

 なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発

生状況にも留意した上で、厳格に行う。 

 

(2) 資金調達 

毎年度の資金計画を策定するとともに、計画的な債券発行等を通じて、資金調

達コストの抑制を図る。 

367



 

 

６．その他業務運営に関する重要事項  

(1) 内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成２６年１

１月２８日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定めた事項を確実

に実施するとともに、法人の長のリーダーシップのもと、内部統制の取組みにつ

いて実態把握、継続的な分析、必要な見直しを行う。 

また、北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏えい事案

等の反省に立ち、入札談合等関与行為等の再発防止対策については、これまでの

取組みを踏まえた上で、必要に応じて見直しを行いながら、引き続き取り組んで

いく。 

 

(2) 広報・情報公開の推進 

機構の業務に対する国民の理解を深めるため、広報における主要なターゲット

及びＰＲポイントを整理して、戦略的広報を推進する。また、主な業務の実施状

況及び財務情報等について、広く情報公開を推進するとともに、外部の知見の積

極的な活用を図り、業務運営の透明性を確保する。 

 

(3) 情報セキュリティ対策の推進 

政府の方針に基づき、法人が保有する情報システムに対するサイバー攻撃への

防御能力強化、攻撃に対する組織的対応能力の強化等の適切な情報セキュリティ

対策を推進する。  

 

(4) 環境への配慮 

業務の実施に当たっては、環境負荷の低減、環境の保全について配慮するとと

もに、自然環境保全対策、地球温暖化対策等に努める。 
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0

※国土交通省「政策目標及び施策目標」より抜粋
○整備新幹線の整備を推進する ○鉄道網を充実・活性化させる ○地域公共交通の維持・活性化を推進する
○海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する

（機構の目的） 【独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 抜粋】

第三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の
整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量
輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上
に寄与することを目的とする。

鉄道助成業務

仙台市地下鉄東西線

鉄道建設等業務

 整備新幹線整備事業、都市
鉄道利便増進事業の着実な
進捗。

 我が国鉄道技術の海外展開
に向けた取組の実施。

北海道新幹線

特例業務
（国鉄清算業務）

梅田駅（北）

船舶共有建造業務

高度二酸化炭素低減化船

出資等業務

LRT（イメージ）

総合物流施策大綱（2017-2020）（平成29年7月28日閣議決定）
〇内航海運の安定的輸送の確保と生産性向上のため、 「内航未来創造プラン～たくま
しく日本を支え進化する～」（平成29年6 月内航海運の活性化に向けた今後の方向性
検討会策定）に基づく施策の推進に取り組む。（略）先進的な船舶等 の開発・普及
（ （略）独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の船舶共有建造制度の活用
を通じた円滑な代替建造の促進等） （略）を図る。

独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）

交通政策基本計画（平成27年2月13日閣議決定）
〇整備新幹線（北海道新幹線、北陸新幹線、九州新幹線）の整備を着実に進める（略）

〇都市鉄道の利用を促進するため、（略） 都市鉄道のネットワークの拡大・利便性の向
上を推進する。

〇コンパクトシティ化などの都市構造転換等に併せ、（略）公共交通機関であるＬＲＴ・Ｂ
ＲＴ等の導入を促進する。

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が果たす役割

 交通インフラ・ネットワークの
機能拡充・強化に資するため、
整備新幹線、都市鉄道等への
適正かつ効率的な補助の実
施。

 既設新幹線譲渡代金等の適
正かつ効率的な回収の実施。

 物流効率化に資する船舶、地
域振興に資する船舶等の船
舶共有建造業務を実施。

 良質な船舶建造のための技
術支援の実施。

 地域公共交通の活性化等に
資する認定軌道運送高度化
事業等の実施に必要な資金
の出資等

 内航海運活性化融資業務の
適切な実施。

 旧国鉄職員等への年金費用
等の円滑かつ確実な支払

 国鉄から承継した土地処分の
円滑な実施等

 ＪＲ北海道、四国及びＪＲ貨物
の経営自立のための支援

民間企業等
との適切な
役割分担

内部統制の
充実・強化

業務運営の
効率化の取
組みを実施

国土交通省の政策・施策（鉄道・運輸機構関連）

主な政府方針等
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独立行政法人国際観光振興機構 第四期中期目標（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年 2 月 
 

国土交通省 
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独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 29 条の規定により、独立行政法人国際観光

振興機構（以下「機構」という。）が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）

を定める。 
 
 
1. 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 
 
 外国人旅行者の来訪を促進することは、我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために

重要な課題であるとともに、我が国に対する理解を増進し、国際交流の拡大に資するものである。 
 
平成 28 年 3 月 30 日には、安倍内閣総理大臣を議長とする「明日の日本を支える観光ビジョン

構想会議」において、訪日外国人旅行者数を 2020 年 4,000 万人、2030 年 6,000 万人、訪日外国

人旅行消費額を 2020 年 8 兆円、2030 年 15 兆円とするなど、従来の政府目標を大幅に前倒しし、

かつ、質の高い観光交流を加速させるべく、以下のような新たな目標を設定するとともに、これ

らの目標の実現のため、3 つの視点を柱とする 10 の改革を掲げた「明日の日本を支える観光ビジ

ョン」が取りまとめられた。 
さらに、これを踏まえ、世界が訪れたくなる「観光先進国・日本」への飛躍を図ることを目的

として、「観光立国推進基本計画」も改定されたところである（平成 29 年 3 月 28 日閣議決定）。 
  「明日の日本を支える観光ビジョン」に掲げられた目標 
・訪日外国人旅行者数（2020 年：4,000 万人、2030 年：6,000 万人） 
・訪日外国人旅行消費額（2020 年：8 兆円、2030 年：15 兆円） 
・訪日外国人リピーター数（2020 年：2,400 万人、2030 年：3,600 万人） 
・訪日外国人旅行者の地方部における延べ宿泊者数 
（2020 年：7,000 万人泊、2030 年：1 億 3,000 万人泊） 
  
 観光先進国の実現は、地方創生の切り札、成長戦略の柱として、これまで以上の大きな期待が

寄せられており、訪日外国人旅行者数 2020 年 4,000 万人、その先の 2030 年 6,000 万人等の政

府目標達成のためには、今後更に増加する観光需要に対し、より高次元な観光施策を展開し、特

定の地域に集中している旅行者の全国各地への来訪、滞在の更なる拡大、旅行ニーズの多様化へ

対応するなど、新たなチャレンジに踏み切る覚悟が必要である。 
  
機構については、訪日プロモーション事業の実施主体として、インバウンド拡大における中核

的な役割を果たし、観光先進国の実現に向けて、政府が掲げる目標の達成に貢献することが期待

されており、適時適切な組織や体制の強化を図りつつ、以下を柱とする大胆な改革を進めていく

必要がある。 
・国別戦略に基づく訪日プロモーションの徹底 
・デジタルマーケティングの本格導入 
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・訪日外国人旅行者の戦略的誘客の実現 
 また、国際会議等の誘致・開催支援や国内の受入環境整備支援においても、これまで以上に業

務を的確に遂行していくことが求められているところである。 
 
 特に、戦略的誘客の実現のためには、訪日外国人旅行者のトラベルライフサイクルにおける段

階（認知・関心向上「知る」→ 比較・検討「選ぶ」→ 予約・購入「訪日する」→ 体験・消費「滞

在する」→ 帰国・再来日）ごとに、様々なツールを駆使して、トレンドやニーズに対応した効果

的な情報発信を行うことが重要である。また、地方への誘客や消費拡大の観点から、地方自治体

をはじめインバウンドに取り組む関係団体・民間企業等とより一層緊密な連携を図る体制を構築

しなければならない。あわせて、機構の持つノウハウ・情報を提供するなど、地方が行うプロモ

ーションの質の向上のための支援を強化することも必要である。 
 
 機構は訪日プロモーションに係るそれぞれの取組の目的や必要性、その成果について、ホーム

ページ等を通じて国民にわかりやすく説明するとともに、政府が掲げる目標の達成のために、ど

のような貢献をしているのかが明確となるような指標の設定に向けた取組に努めなければならな

い。 
 
 また、アジア・欧米豪に展開している海外事務所においては、現地目線での情報の発信・最新

の訪日ニーズの入手等により訪日プロモーションのノウハウの蓄積をさらに進めるとともに、例

えば、個々の事業計画段階において事業類型ごとの費用対効果を海外事務所間で比較するなど、

目標と結果を適切に評価し、今後に活かすための仕組みづくりを検討すべきである。その上で、

海外事務所においては、成果指標に基づき毎年度厳格に評価を実施し、国のインバウンド政策及

び市場の動向も踏まえつつ、予算や人員等の経営資源の配分等について不断の見直しを行うこと

が必要である。 
  この点において、理事長のリーダーシップが十分発揮され、また、職員の創意工夫により、機

構の政策実施機能が最大化され、より高みを目指す好循環が生じることを期待するものである。 
 
 
以上の基本的考え方を踏まえ、機構は、自らの役割と使命をしっかりと自覚し、本中期目標に

従って、戦略的、効率的かつ効果的に業務を行うものとする。 
  
（別添）政策体系図 
 
 
2. 中期目標の期間 

中期目標の期間は平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。 
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3. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成 26 年 9 月 2 日策定、平成 27 年 5 月 25 日改

定）における「一定の事業等のまとまり」は、訪日プロモーション等業務（本章中の (1)及び(2) ）
及び国内受入環境整備支援業務（本章中の (3) ）の 2 つとする。 
 
政策評価の事前分析表（国土交通省 29 - ⑳） 

政策目標 6  国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 
施策目標 20  観光立国を推進する 
 
(1) 訪日プロモーション業務 
 「明日の日本を支える観光ビジョン」や「観光立国推進基本計画」において掲げられた政府目

標を達成するため、機構はウェブサイトやソーシャルネットワークを活用して日本の認知度を高

め、訪日旅行商品の造成支援を通じ、実際の訪日につなげるとともに、コンサルティングやセミ

ナーの開催により、地方への誘客を図る等、訪日プロモーション事業の実施主体として以下の取

組を進める。 
 なお、取組を進める上では、政府目標に係る指標等の動向（月別・市場別の訪日外国人旅行者

数の増減等）を踏まえ、プロモーション業務における個別事業の効果の検証を行い、必要な見直

しに努めるものとする。 
 また、訪日プロモーションの成果等について、ホームページ等を通じて国民にわかりやすく説

明する。 
 
① 国別戦略に基づくプロモーションの徹底 

 現地目線のきめ細かなプロモーションを推進するため、訪日プロモーション重点市場毎に、最

新旅行トレンドを把握し、ターゲット層等を明確にした国別戦略を策定するとともに、個々の事

業ごとに目標（KPI）を設定し、事業成果の厳格な管理・PDCA サイクル化を更に徹底する。ま

た、各国の状況に精通している外国人有識者の知見を活用する。 
さらに、滞在期間が長く、旅行消費額も多い欧米豪旅行者の旅行意欲をかき立てる魅力的なコ

ンテンツを発掘し、インターネットなどの様々なツールを駆使して発信することにより、日本を

旅行先として認知・意識していない層を取り込むプロモーションを実施する。 
 
【指標】 
・機構のソーシャルネットワークページのファン数（平成 28 年度実績値：555 万人） 
・機構が作成するウェブサイト等のユーザー数 
・機構の訪日旅行商品の販売、造成のための商談件数（平成 28 年度実績値：28,170 件） 
・商談参加者の評価（平成 28 年度実績値：4 段階評価で上位 2 つの評価を得る割合 95.0%） 
・機構が招請したメディアが作成した番組・記事の接触者数 
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② デジタルマーケティングの本格導入 
 訪日外国人旅行者の旅行に関する主要な情報収集の手段がウェブサイトや SNS 等に移行して

いることを踏まえ、デジタルマーケティングの専任部署の体制を強化するとともに ICT 専門人材

を配置し、訪日外国人旅行者の移動履歴等ビックデータの解析により旅行トレンドを把握する等

データ分析に基づくマーケティングの実施や、外国人視点によるウェブサイト等のコンテンツの

充実を進める。 
 
【指標】 
・機構のソーシャルネットワークページのファン数（平成 28 年度実績値：555 万人）（再掲） 
・機構が作成するウェブサイト等のユーザー数（再掲） 
 
③ 訪日外国人旅行者の戦略的誘客の実現 

 海外現地目線の訪日プロモーションを推進するため、本部・海外事務所においてマーケティン

グなどの専門人材を配置し、より効果的な訪日外国人旅行者の誘客を行う。 
また、海外における現地関係者や民間企業との連携を強化することにより、イベントやセミナ

ーの開催、情報発信等オールジャパン体制での誘客を図る。 
 さらに、地方への訪日外国人旅行者の誘客のために、地方自治体・DMO 等との連携の促進や地

方支援を専任とする部署の体制強化により、地域への誘客・消費につながる外国人目線のニーズ

等の的確かつ迅速な情報提供や地域の観光資源を掘り起こしプロモーションしていくためのノウ

ハウの提供などを通じて、地方が行うプロモーションの質の向上を支援する。 
 
【指標】 
・機構の個別コンサルティング件数（平成 28 年度実績値：3,605 件） 
・機構からの情報提供に対する事業パートナー（地方公共団体、民間企業等）の評価 （平成 28 年

度実績値：4 段階評価で上位 2 つの評価を得る割合 99.5%） 
・機構が地方自治体・DMO 等を支援するために実施したワークショップ、セミナー件数 
 
【重要度：高】 

「明日の日本を支える観光ビジョン」や「観光立国推進基本計画」において掲げられた政府目

標を達成するための取組であるため、重要度は高い。 
 
【想定される外部要因】 
 急激な為替変動、自然災害、テロや伝染病等様々な外部要因がないことを前提とし、これらの

要因に変化があった場合には評価において考慮するものとする。 
 
(2) 国際会議等の誘致・開催支援業務 
 我が国の MICE （Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition/Event の総称）推進に
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おいては、「観光立国推進基本計画」に位置づけられている「アジア主要国における国際会議の開

催件数に占める割合 3 割以上・アジア最大の開催国」を達成するため、引き続き国際会議誘致に

関する取組を強化する。また、今後これまで以上にインバウンドを伸ばしていくためには、国際

会議のみならず、MICE 全体に対する誘致策を促進する必要があることから、国際会議以外の分

野についても取組を強化する。これらの取組に際しては、2019 年のラグビーワールドカップ、

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック、2021 年のワールドマスターズという大型スポー

ツイベントが集中的に日本で開催され、日本への注目が集まる機会を捉え、効果的なプロモーシ

ョン活動を行い、大型スポーツイベント開催後も見据えた MICE の誘致につなげる必要がある。 
上記を踏まえ、具体的な活動としては、海外においては各種 MICE 関連団体等との国際ネット

ワークを活用し、世界の MICE 市場の動向及び競合する都市や団体による誘致活動に関する情報

の収集力・分析力を強化し、今後の市場トレンドの把握や課題の整理・解決を図るとともに、デ

スティネーションとしての日本への関心を喚起するコンテンツの作成や、デジタルマーケティン

グを活用したプロモーションを展開するなどの取組を実施する。 
また、国際会議の誘致に関しては、大学・産業界等国内主催者との一層の関係強化・支援強化

に取り組む。これらの活動に際し、地域のコンベンションビューローとの役割分担を明確にして

効率化を図る一方、我が国のナショナルコンベンションビューローとしての機能を強化する。 
更に、ミーティング、インセンティブについては、プロモーションに際し、デスティネーショ

ンとしての日本の認知度向上に訴求力のあるイベントや媒体との連携により、露出効果の最大化

を図る。加えて産業界と連携し、海外に対する訴求を強化する。 
なお、これらの各種取組に当たっては、成果の最大化の観点から、支援対象等の選択と集中の

徹底及び効率的な実施に留意することとする。 
 
(3) 国内受入環境整備支援業務 
訪日外国人旅行者の利便性・満足度を向上させるため、国内における受入環境整備として、外

国人観光案内所の認定・支援を行う。特に、地方部においては、多言語で案内が行える観光案内

所を増やすとともに、都市部の観光案内所を含む観光案内所間における密接な情報共有が可能な

仕組みの構築・ネットワークの拡充により、案内機能の質の向上を図る。また、認定・更新につ

いては簡略化・円滑化に向けた改善を積極的に行う。上記の取組に当たっては、認定案内所から

の評価を踏まえ、課題の改善に取り組むこととする。機構が運営するツーリスト・インフォメー

ション・センター（TIC）については、機構のネットワークや民間のノウハウを取り入れた効果的

な運営により、対面による質の高い情報提供を行うとともに、案内所支援業務の中核として全国

の案内所との連携を強化する。さらに、ウェブ、モバイル等の ICT を活用した訪日外国人旅行者

にとって利便性の高い観光情報提供機能の拡充を図る。 
 
通訳案内士制度については、訪日外国人旅行者の増加とニーズの多様化に対応するため、通訳

案内士法（昭和 24 年法律第 210 号）を改正し、通訳案内士の業務独占規制を廃止するとともに、

全国通訳案内士試験においては、試験科目に通訳案内の実務を加える等の試験科目・内容の見直
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しを行うこととしている。そのため、機構は、受験者の数の増加や試験業務の効率化に努めてき

たが、新たな制度の元で安定的に実施していくため、更なる事務の効率化等を図りながら、試験

業務等を実施することとする。  
 
 
4. 業務運営の効率化に関する事項 
 
(1) 組織運営の効率化 

「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光立国推進基本計画」を踏まえ、欧米豪を中心

とした組織の強化を図るとともに、平成 28 年度以降に新設した事務所については体制整備をさ

らに進めるほか、市場の動向を見極めつつ、プロモーション効果の最大化を図る観点から、本部

の組織強化や海外事務所新設の必要性についても、随時検討を行う。 
 また、市場のニーズに即応し、現地目線のきめ細かな訪日プロモーションを推進していくため、

海外事務所に一定の権限を与え、迅速な意思決定を可能にするとともに、海外事業者のより一層

の活用（海外契約）に努める。 
職員の意欲向上を図り、組織を活性化させるため、能力と実績に基づく人事評価を行い、これ

に応じた処遇を行うとともに、能力の啓発に努める。 
なお、中途採用職員の増加に伴い、その能力が十分発揮されるよう、適材適所の人事配置を行

うとともに、プロパー職員との相乗効果により、組織の力が最大化するよう、適切な措置を講ず

る。 
あわせて、地方自治体・民間事業者等からの専門人材を活用するとともに、現地採用職員につ

いても、有能な人材の登用や処遇改善を進める。 
海外事務所については、成果指標に基づき毎年度厳格に評価を実施し、国のインバウンド政策

及び市場の動向も踏まえつつ、予算や人員等の経営資源の配分等について不断の見直しを行う。 
 
(2) 業務運営の効率化 

① 効率化目標の設定等 
運営費交付金を充当して行う業務については、今中期目標期間中、一般管理費（人件費、公租

公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）及び業務経費

（公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）の合計に

ついて、毎年度平均で前年度比 1.25% 以上の効率化を行うものとする（ただし、新規に追加され

る業務、拡充業務は対象外）。 
給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方に

ついて検証した上で、その適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表するもの

とする。 
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② 調達等合理化の取組 
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣

決定）等を踏まえ、公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観

点から、外部有識者及び監事から構成される契約監視委員会を活用するとともに、毎年度策定す

る「調達等合理化計画」に基づき、一者応札の改善等の取組を着実に実施する。 
 
(3) 業務の電子化及びシステムの最適化 
業務運営の簡素化及び効率化を図るため、ICT の活用等により、業務の電子化及びシステムの

最適化を推進する。 
 
 
5. 財務内容の改善に関する事項 
 
(1) 財務運営の適正化 

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、適正に計画し健全な財務体質の

維持を図る。 
「独立行政法人会計基準」（平成 12 年 2 月 16 日 独立行政法人会計基準研究会策定、平成 27 

年 1 月 27 日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準による収益化が原

則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位としての業務ごとに予算と実績を管理する。 
また、独立行政法人会計基準等を遵守し、適正な会計処理に努める。 
なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意

した上で、厳格に行う。 
 
(2) 自己収入等の拡大 

賛助団体・会員制度について、日本を代表する幅広い業種とのパートナーシップを構築すると

ともに、デジタルマーケティングをはじめとした新たに取り組む事業等を通じて、自己収入の拡

大に努める。 
 
 
6. その他業務運営に関する重要事項 
 
(1) 内部統制の充実 

内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成 26 年

11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）を踏まえ、内部規程の整備、業務運営方針や組織・業

務目標の明確化を行い、役職員による共有を図るとともに、定期的に業務実績や課題を整理し、

改善を行うなど、内部統制の仕組みが有効に機能することを確保する。 
法令等について、職員等に対する周知を行い、機構全体の職員のコンプライアンスの更なる徹
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底を図る。また、内部監査を行い、監査結果に基づくフォローアップを適切に行う。 
 
(2) 情報セキュリティ対策の推進 

「サイバーセキュリティ戦略」（平成 27 年 9 月 4 日閣議決定）等の政府方針を踏まえ、関連す

る規程類の策定・見直しを行うとともに、情報セキュリティインシデント対応の訓練や保有個人

情報の保護を含む情報セキュリティ対策に関する教育などの対策を講じ、情報システムに対する

サイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。 
また、上記の対策の実施状況を毎年度把握し、PDCA サイクルにより情報セキュリティ対策の

改善を図る。 
 
(3) 活動成果等の発信 
 訪日プロモーションに係る取組の目的や必要性、その成果について、ホームページ等を通じて

国民にわかりやすく説明するとともに、政府が掲げる目標の達成のために、どのような貢献をし

ているのかが明確となるような情報発信に努める。 
 
(4) 関係機関との連携強化 
 在外公館をはじめとする関係省庁、事務所の共用化・近接化を進めている独立行政法人国際交

流基金、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人日本貿易振興機構等の政府関係法人、地方

自治体やインバウンドに取り組む関係団体・民間企業等とより一層緊密な連携を図る体制を構築

し、在外公館等連携事業を活用した海外におけるイベントやセミナーの開催、官民連携事業を活

用した情報発信等、オールジャパンで、戦略的、効率的かつ効果的な訪日プロモーションを実施

する。 
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独立行政法人国際観光振興機構に係る政策体系図

主な政府方針

■オールジャパンによる訪日プロモーションの実施
・日本各地の多様な魅力を体験する様子をグローバルメディアを活用して効果的に世界中に発信して地方
への誘客を図る。
・日本政府観光局ウェブページの外国人目線での更なる充実や、スマホアプリの作成等ＩＣＴを活用。
■高品質な日本ブランドの確立及び発信
・訴求メッセージや統一のキャッチコピーをアドバイザリーボードの設置等を通じて外国人目線で開発。
・旅行消費額の多い傾向にある欧米豪市場、富裕層やビジネス旅行者を中心に新しい需要を掘り起こす。
■通訳ガイドの質･量の充実
・通訳案内士法の改正により業務独占規制を廃止し、名称独占のみ存続。
■観光案内拠点の充実
■都市におけるＭＩＣＥマーケティング戦略の高度化／ＭＩＣＥ産業の競争力強化 等 等

観光立国推進基本計画（平成２９年３月２８日閣議決定）

観光ビジョン実現プログラム２０１７
（平成２９年５月３０日観光立国推進
閣僚会議決定）

国際観光振興機構が果たすべき役割

独立行政法人国際観光振興機構法（平成十四年法律第百八十一号）
第三条 独立行政法人国際観光振興機構は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の

来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。

訪日プロモーション業務

〇 海外事務所を活用した市場動向の収集・調査・

分析・提供

〇 多様なメディアを活用した日本の観光魅力の発信

国際会議等の誘致・開催支援業務
〇 国際会議等の誘致支援業務

〇 国際会議の開催支援業務

観光ビジョン・観光立国推進基本計画で定められた訪日外国人旅行者数２０２０年４０００万人、２０３０年６０００
万人等の政府目標の達成に向け、訪日プロモーションの戦略的高度化とそのためのＪＮＴＯの体制強化等を図る。

明日の日本を支える観光ビジョン
（平成２８年３月３０日決定）

国内受入環境整備支援業務

〇 観光案内所の整備支援業務

〇 通訳案内士試験業務
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［沿革］平成 30 年 2 月○日指示 
 

独立行政法人水資源機構第４期中期目標 
 
 

１．政策体系における法人の位置づけ及び役割 
（１）法律・計画・政策体系上の水資源機構の位置づけ 

 水資源機構（以下「機構」）は、水資源開発促進法（昭和３６年法律第２１７号）に基づき

閣議決定された国土交通大臣が指定する水系（以下「水資源開発水系」）において、水資源の

総合的な開発及び利用の合理化の基本となる水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は

利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行い、産業の発展及び人口の集

中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ること（独立行政法人

水資源機構法（平成１４年法律第１８２号。以下「機構法」）第４条）を目的とする法人であ

る。 
 また、機構は、洪水防御の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む多目

的ダム等の河川管理施設である「特定施設」（機構法第２条）の新築・改築・管理を行うこと

とされている（機構法第１７条）。 
 国の政策体系について、機構との関係は、まず、利水面では、国土交通省における水資源

の確保一般、厚生労働省における水道用水の確保、農林水産省における農業用水の確保、経

済産業省における工業用水の確保、それぞれについて、機構は実施の役割を担っており、国

土交通省の政策体系では「水資源の確保、水源地域活性化等の推進」、厚生労働省の政策体系

では「安全で質が高く災害に強い持続的な水道の確保」、農林水産省の政策体系では「構造改

革の加速化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備の推進」、経済産業省の政策体系では「産

業施設の整備・活用等を通じた地域経済の活性化」の目標が掲げられ、これらの目標の達成

に向けて機構の果たす役割が期待されているところである。 
また、治水面では、国土交通省の政策体系では「水害の防止・減災の推進」の目標の達成

に向けて、機構が担う「特定施設」の新築・改築・管理という役割が期待されているところ

である。 
 
（２）水資源政策における基本理念 

上記の役割に基づき、機構は、前身の水資源開発公団の時代を含め平成１５年の発足時か

ら、特定施設を含む水資源の開発又は利用のための施設の新築・改築・管理を行っており、

水資源開発水系における水の供給や水害の防止・減災に大きな役割を果たしてきたところで

ある。 
しかしながら、近年、気候変動等の要因による渇水や洪水リスクの増大、水インフラの老

朽化に伴う断水などの水資源を巡る新たなリスクや課題が顕在化している。その現状を踏ま

え、水資源開発促進法に基づき、国土審議会から平成 27 年 3 月に「今後の水資源政策のあり

方について」が答申され、今後の水資源政策の基本理念としては、「安全で安心できる水を確
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保し、安定して利用できる仕組みをつくり、水の恵みを将来にわたって享受することができ

る社会を目指すこと」とされ、需要主導型の「水資源開発の促進」からリスク管理型の「水

の安定供給」へのさらなる進化を図るべきであることが提言されている。それを受けて、平

成 29 年 5 月に国土審議会から答申された「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開

発基本計画のあり方について」では、2 つの基本理念「水供給を巡るリスクに対応するための

計画」と「水供給の安定度を総合的に確保するための計画」、その基本理念を実現する方法論

として、「既存施設の徹底活用」と「ハード・ソフト施策の連携による全体システムの機能確

保」が提言されたところである。 
 
（３）機構の役割 
   このような状況を踏まえ、機構としては、主たる役割である水資源開発水系における「安

全で良質な水の安定した供給」と「洪水被害の防止・軽減」について、引き続き適正に実施

することが求められている。また、近年の社会経済状況等の変化を踏まえた国土審議会の提

言を受けて、既存の施設の維持のみならず、水資源を巡るリスクに対応できるよう一層の機

能の向上を図るなど、既存施設を最大限に有効活用していくことが第一に求められている。

更に、水循環を巡る様々なリスクや不確実性に対して柔軟・臨機かつ包括的に対応していく

ため、実施中の施設整備を的確に行うことも含め、ハード対策とソフト対策の両面から施策

の連携が図られ、水供給の全体システムとしての機能を確保していくことが求められている。 
 

このため、機構は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24日閣議

決定）等の政府方針を踏まえ、業務運営の効率化を図りつつ、自主的かつ自律的な経営のも

と、国の政策実施機関としての機能の最大化を図るものとする。 
（別添）政策体系図 

 
 
２．中期目標の期間 
  機構の第４期の中期目標の期間は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日までの４年

間とする。 
 
 
３． 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 機構は、主たる役割である「安全で良質な水の安定した供給」と「洪水被害の防止・軽減」につ

いて、引き続き適正に実施するため、「一定の事業等のまとまり」として設定する「水資源開発施

設等の管理業務」、水資源開発施設等の建設業務のうち「ダム等建設業務」、「用水路等建設業務」

の事業を実施すること。 
その際、国土審議会答申の主旨を踏まえ、地震等の大規模災害、水インフラの老朽化に伴う大

規模な事故、危機的な渇水等の危機時においても最低限必要な水を確保するため、既存施設の徹

底活用とともに、ハード・ソフト施策の連携により、水供給の全体システムの機能を確保するこ
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と。 
３－１ 水資源開発施設等の管理業務 
３－１－１  安全で良質な水の安定した供給 

機構は、水資源開発施設等の管理を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用

水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とすることから、年

間を通じて、各利水者に対し、安全で良質な水の安定した供給を行うこと。 
（１） 安定した用水の供給等 

   施設管理規程に基づき的確な施設の管理を行い、安定的な水供給に努めること。特

に、渇水等の異常時においては、河川管理者、利水者及び関係機関との調整を図り、被

害が顕在化又は拡大しないよう、その影響の軽減に努めること。 
 

（２） 安全で良質な用水の供給 
     日常的に水質情報を把握し、安全で良質な水の提供に努めること。また、水質が悪化

した場合及び水質事故や第三者に起因する突発事象等発生時には、河川管理者、利水者

及び関係機関との調整を図り、被害が顕在化又は拡大しないよう、その影響の軽減に努

めるとともに、必要に応じその対応について率先した役割を担うこと。 
 

＜定量目標＞ 

・各年度の補給日数割合：補給必要日数 P

※１
Pに対する実補給日数の割合 100％ 

・各年度の供給日数割合：供給必要日数 P

※２
Pに対する実供給日数の割合 100％ 

※１ 補給必要日数：ダム下流の各取水地点の取水量や河川維持流量等を確保するため、ダ

ム等に貯留した水を補給する必要がある日数（応急復旧に要する期間を控除）。 

※２ 供給必要日数：各利水者からの申込を受け、機構が管理する取水導水施設及び幹線水

路等を介して水の供給が必要となる日数（応急復旧に要する期間を控除）。 

 

 
〈目標水準の考え方〉 
 ・国民生活・経済への影響を最小限とするため、応急復旧に要する最低限の期間を控除した実

補給日数・実供給日数を１００％とする。 
 
〈想定される外部要因〉 
自然災害や第三者に起因する事故等、機構の責によらない事象等により、目標の達成に影響が

生じる場合がある。 
 
【重要度：高】 既に気候変動の影響が顕在化する中、国民生活・経済にとって特に重要な７つ

の水資源開発水系において、産業活動の発展、国民経済の成長と国民生活の向上に

必要不可欠な「安全で良質な水の安定した供給」を行うことが極めて重要であるた

め。  
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【難易度：高】複雑かつ高度な水利用が行われている７つの水資源開発水系において、広域的か

つ複数の利水者に対して用水の適正配分、安定供給を実施するなど中立的で高い公

共性が必要とされるため。 
具体的には、 

➀ 気候変動等により渇水の回数の増加と期間の長期化の傾向にあるため。 

② 取水地点等における流況予測の困難性に加え、気候変動等に伴う渇水リスクが

増大する中で、日々変化する利水者の必要水量や河川流況を的確に把握しなけれ

ばならないため。 
③ 渇水時には、利害の異なる多用途、複数の利水者、河川管理者等との調整を図

り、その影響の軽減に努めなければならないため。 
④ 高度な専門技術を必要とするダム等施設管理を治水機能にも配慮して的確に実

施するとともに、大規模かつ多目的な水路施設について、必要な通水機能を確保

しつつ、的確に施設管理しなければならないため。 
 
３－１－２  洪水被害の防止・軽減 

機構は、洪水（高潮を含む。）防御の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその目的に

含む「特定施設」の管理を行うことから、治水機能を有するダム等施設においては、的確な洪

水調節等の操作を行い、洪水被害の防止又は軽減を図ること。 
また、下流で洪水被害の発生が予想される場合及び既に被害が発生している場合において、

下流自治体から洪水被害軽減に係る要請があった場合等は、今後のダム流域への降雨等も勘案

しつつ可能な範囲で、通常の洪水調節よりも貯留量を増やして容量を有効に活用する高度な操

作等に努めること。 
 

＜定量目標＞ 

・各年度の洪水調節適正実施割合  100％ 

 
〈目標水準の考え方〉 

 洪水発生時に、的確な体制を構築し、適切に水文情報を把握して、確実に洪水調節操作を実

施することが必要。このため、各年度の洪水調節適正実施割合を 100％とする 
 
【重要度：高】 既に気候変動の影響が顕在化する中、国民生活・経済にとって特に重要な７つ

の水資源開発水系において、国民生活・経済に必要不可欠な「洪水被害の防止・軽

減」を行うことが極めて重要であるため。  
【難易度：高】  

① 降雨等の定量予測については、ダム流域という比較的狭いエリアが対象であ

るため、依然として精度上の技術的制約があるなかで、確実な洪水調節を実施す

る必要があるため。 
② 近年の気候変動等による局所的な豪雨や、記録的な短時間雨量など、施設計画
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規模を超える洪水に対応しなければならない災害が増加しつつあるため。 
③ 下流河川整備の状況を踏まえつつ、下流自治体等と住民避難に関する情報等

を共有しながら高度な専門技術を必要とするダム等施設管理を的確に実施する

必要があるため。 
 

３－１－３ 危機的状況への的確な対応 
（１） 機構施設の危機的状況への的確な対応 

地震等の大規模災害、水インフラの老朽化に伴う大規模な事故、危機的な渇水等の

危機時においても最低限必要な水を確保するため、日頃から危機的状況を想定し、対

応マニュアルの整備や訓練等を実施するなど、危機管理体制の整備・強化により、危

機的状況の発生時には的確な対応を図ること。 
また、災害発生時の迅速な災害復旧工事等を的確に実施するとともに、保有する備

蓄資機材の情報共有、災害時の融通等、関係機関との連携を図ること。 
 

（２） 特定河川工事の代行（特定災害復旧工事に係るもの） 
都道府県等を技術的に支援するため、機構法第 19 条の２第１項に規定する特定河

川工事の代行（特定災害復旧工事に係るもの）を都道府県知事等から要請され、機構

が実施することが適当であると認められる場合には、機構が有する知識・経験や技術

等を活用し、特定河川工事の代行の適切な実施を図ること。 
 

（３） 災害時等における他機関への支援 
機構は、災害対策基本法に基づく指定公共機関に指定されていることから、国、被

災地方公共団体及びその他の関係機関から災害等に係る支援の要請を受けた場合に

おいて、水資源開発水系における「安全で良質な水の安定した供給」と「洪水被害の

防止・軽減」という業務に支障のない範囲で、被害が顕在化又は拡大しないよう機構

の技術力を活かした支援等に努めること。  
そのために、これまでの災害支援の実績を踏まえ、機構として実施可能な災害支援

の方策について、あらかじめまとめた上で関係機関等との災害支援協定の締結等に努

めること。 
なお、災害等は発生場所や被災規模等の予見が難しく、発生時の状況把握にも時間

を要することから、災害発生の可能性がある段階等で支援体制の準備を行う等、自発

的な判断も含めた支援に努めること。 
 

＜指標＞ 

・各年度の災害対応訓練の実施回数（第 3期中期目標期間の平均実施回数（見込み））280 回 

 
〈想定される外部要因〉 
他機関への支援については、機構施設の被災状況や周辺状況、必要とされる支援の内容等によ
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り、支援要請に対応できない場合がある。 
 
【重要度：高】近年、風水害、渇水地震等の災害が多発化、激甚化しつつある中で、国民生活・経

済に必要不可欠な水資源開発施設の被災等を極力軽減し、早期に復旧を図ることは極

めて重要であるため。 
また、他機関施設の被災時に、機構の有する高い技術力等を活かし、被災による

影響の軽減や早期復旧のための支援を行うことが極めて重要であるため。  
 
【難易度：高】 目標として、 

①  風水害、大規模地震、異常渇水等の事態の危機的状況については、様々な被害状況等

に対応できるよう、十分な危機管理体制を整備する必要があると同時に、発生した被害

状況に応じて高い技術力を必要とする迅速な施設復旧を行うこと  

②  被災状況等に応じて協力業者、物資等の確保や備蓄資材を活用した直営の支援を実施

するなど、機構の業務に支障のない範囲で、機構の技術力を活かした他機関施設の復旧

対応等、他機関への迅速な支援を行うこと   
 を設定しているため。 

 
３－１－４ 施設機能の確保と向上 

水資源を巡るリスクに対応し、水の安定供給を実現するためには、既存施設の徹底活用が

重要であることから、確実な施設機能の確保と向上に取り組むこと。 
確実な施設機能の確保のため、水資源開発施設等用地の適切な保全、計画的な施設・設備

の点検等に加えて、定期的な機能診断を実施することにより、施設の状態を確実に把握する

こと。 
また、施設の老朽化対策及び耐震対策等のための施設更新等に当たっては、政府が定めた

「インフラ長寿命化基本計画（平成 25年 11月）」に基づき、引き続き、水需要・供給の見

直しの状況に配慮しつつ、施設の機能回復、長寿命化、耐震化及びライフサイクルコストの

低減を図る個別施設計画の見直しを的確に行うこととし、併せて、個別施設の状況を踏まえ

て、気候変動の影響による災害等に対する防災性能及び事故による第三者被害や利水への

影響を防ぐための安全性能の向上等の新たなニーズに対応する戦略的メンテナンスを推進

すること。 
加えて、機構が管理するダム等施設について、「ダム再生ビジョン」（平成 29 年 6 月 国

土交通省）を踏まえ、ダムの長寿命化、施設能力の最大発揮のための柔軟で信頼性のある運

用、高機能化のための施設改良などの既設ダムの有効活用に向けた取組を推進すること。 
さらに、施設管理に附帯する業務や発電等の受託業務の的確な実施を行うこと。 

 
＜指標＞ 

・インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の見直しを行った回数   

 （機構が管理する５２施設の内、ダム等施設についてはダム定期検査等に基づく見直し４１

385



回、水路等施設については機能診断調査に基づく見直し２０回を予定している）  

 

３－２ 水資源開発施設等の建設業務 
   機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等を行

うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定

的な供給の確保を図ることを目的とすることから、第４期中期目標期間を通じて、水資源開

発基本計画に基づく施設の改築等を行うこと。 
 
３－２－１ ダム等建設業務 

 
 
（１） 計画的で的確な施設の整備 
① 水需要の動向、事業の必要性、費用対効果、事業の進捗見込み等を踏まえ事業評価を行うと

ともに、用地補償も含めた円滑な業務執行、事業にかかる適正な要員配置及び新技術の活用や

工法の工夫、生産性の向上等によりコスト縮減等を図りつつ、計画的かつ的確な実施を図るこ

と。 
  また、事業に附帯する業務についても、的確な実施に努めること。 
② 事業進捗に必要な予算の確保が難しい場合は、可能な範囲で特定事業先行調整費制度等を

活用することにより、工期の遅延やこれに伴うコスト増を回避し、事業の計画的かつ的確な実

施に努めること。 
 

 
（２） ダム再生の取組 

「ダム再生ビジョン」を踏まえ、「３－１ 水資源開発施設等の管理業務」の取組と

あわせ、ダムの長寿命化や放流能力を強化するなど高機能化のための施設改良、維持管

理における効率化・高度化などの既設ダムの有効活用に向けた取組を推進すること。 
 

（３） 特定河川工事の代行（特定改築等工事に係るもの） 
都道府県等を技術的に支援するため、機構法第 19 条の２第１項に規定する特定河川

工事の代行（特定改築等工事に係るもの）を都道府県知事等から要請され、機構が実施

することが適当であると認められる場合には、機構が有する知識・経験や技術等を活用

し、特定河川工事の代行の適切な実施を図ること。 
 

＜定量目標＞ 

・小石原川ダム建設事業  平成３１年度に工事を完成させる。 

 

＜指標＞ 

・川上ダム建設事業進捗率（総事業費に対する当該年度までの事業執行額）（平成 29 年度見込
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実績：58.2％）（平成３４年度までに事業完了） 

・思川開発事業進捗率（総事業費に対する当該年度までの事業執行額）（平成 29年度見込実績：

49.2％）（平成３６年度までに事業完了） 

 
 
〈目標水準の考え方〉 
  事業実施計画に定められた工期 

 

〈想定される外部要因〉 
・急激な物価変動等、社会・経済情勢の激変により、目標の達成に影響が生じる場合がある。 
・自然災害や第三者に起因する事故等、機構の責によらない事象等により、目標の達成に影響

が生じる場合がある。 
 
【重要度：高】 国民生活・経済にとって特に重要な７つの水資源開発水系において、閣議決定

された水資源開発基本計画に基づき、水資源開発施設の新築やダム再生の取組等を

行うことにより、用水の安定供給や洪水被害の防止・軽減等を可能とすることが極

めて重要であるため。 
【難易度：高】  

① 複雑かつ高度な水利用が行われている７つの水資源開発水系において、目的の 
異なる広域的かつ複数の利水者や水源地域等の調整を行い、的確に事業進捗を図 
る必要があるため。 

② ダム等施設の新築やダムの機能を確保しながら整備を行うダム再生の取組につ 
いては、高度な技術力を要するため。 

 
３－２－２ 用水路等建設業務 

  
（１）計画的で的確な施設の整備 

水需要の動向、事業の必要性、費用対効果、事業の進捗見込み等を踏まえ事業評価を行う

とともに、用地補償も含めた円滑な業務執行、事業にかかる適正な要員配置及び新技術の活

用や工法の工夫、生産性の向上等によりコスト縮減等を図りつつ、計画的かつ的確な実施を

図ること。 
また、事業に附帯する業務についても、的確な実施に努めること。 

 
＜定量目標＞ 

・利根導水路大規模地震対策事業  平成３３年度に事業を完了させる。 

・群馬用水緊急改築事業      平成３０年度に事業を完了させる。 

・房総導水路施設緊急改築事業   平成３２年度に事業を完了させる。 

・木曽川右岸緊急改築事業     平成３２年度に事業を完了させる。 
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＜指標＞ 

・豊川用水二期事業進捗率（総事業費に対する当該年度までの事業執行額）（平成 29年度見込実

績：18.5％）（平成４２年度までに事業完了） 

 
〈目標水準の考え方〉 
  事業実施計画に定められた工期 
 
〈想定される外部要因〉 
・急激な物価変動等、社会・経済情勢の激変により、目標の達成に影響が生じる場合がある。 
・自然災害や第三者に起因する事故等、機構の責によらない事象等により、目標の達成に影響

が生じる場合がある。 
 
【重要度：高】 国民生活・経済にとって特に重要な７つの水資源開発水系において、閣議決定

された水資源開発基本計画に基づき、水資源開発施設等の改築等を行うことで、通

水機能の回復、施設の長寿命化と耐震性の確保に努めることにより、用水の安定供

給を可能とすることが極めて重要であるため。 
【難易度：高】  

複雑かつ高度な水利用が行われている７つの水資源開発水系において、広域的か

つ複数の利水者に対して用水の適正配分、安定供給を実施するなど中立的で高い

公共性が必要とされるなか、利水者ニーズを適時・適切に把握し、365 日 24 時間、

既存の用水を絶やすことなく継続的に供給しつつ、用水路等の改築事業を実施す

る必要があるため。 
 

４． 業務運営の効率化に関する事項 
４－１ 業務運営の効率化 

独立行政法人における内部統制とは、「中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行

い、独立行政法人のミッションを有効かつ効果的に果たすため、法人の長が法人の組織内に

整備・運用する仕組み」であり、独立行政法人が内部統制を整備する目的は、①業務の有効

性及び効率性、②事業活動に関わる法令等の遵守、③資産の保全、④財務報告等の信頼性、

を達成することである。 
    業務運営の効率化を確保するため、「６－１．内部統制の充実・強化」の取組とあわせ、

以下の取組を行うこと。 
 
（１）業務運営の効率化等 

① 機動的な組織運営を図るため、引き続き、要員配置計画を作成し、重点的かつ効率的な

組織整備を行うとともに、施設の老朽化や新たなニーズに的確に対応していくため、施設管

理や建設事業の遂行に必要な体制を維持しつつ、調査・計画を機動的に実施できる適切な組

織体制を構築すること。 

388



② 組織体制については、災害発生時の緊急対応等を含めた的確な施設管理や建設事業を円

滑に実施していくため、引き続き支社局、事務所等を活用しつつ、事業の進捗状況を踏まえ

適正な規模となるよう、随時見直しを行うこと。 
③ 機構は、中期目標管理型の独立行政法人であり、国からの運営費交付金によらず、治水

事業のための国からの交付金や農業用水、工業用水、水道用水関係の国庫補助金、各種用水

の利水者負担金等により運営している。 
こうしたことから、自主的・戦略的な業務運営を行い、最大限の成果を上げていくため

には、業務運営の透明性を向上させるとともに、安定した組織運営体制を確保した上で、適

切な事業監理を行うことにより、事業費については、新築・改築事業費を除き、第３期中期

目標期間の最終年度（平成２９年度）と第４期中期目標期間の最終年度（平成３３年度）を

比較して４％縮減すること。 
さらに、一般管理費（人件費、公租公課、高年齢者雇用確保措置等の所要額計上を必要

とする経費を除く。）については、効率的な運用により第３期中期目標期間の最終年度（平

成２９年度）と第４期中期目標期間の最終年度（平成３３年度）を比較して１２％削減する

こと。  
 

（２）調達の合理化 
機構の行う契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」

（平成 27 年５月 25 日総務大臣決定）等を踏まえ、引き続き、公正かつ透明な調達手続によ

る適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、機構内の推進体制を整備し、契約監

視委員会による監視等を活用するとともに、毎年度「調達等合理化計画」を策定・公表し、

年度終了後、実施状況について評価・公表を行うこと。 
また、引き続き、一般競争入札等を原則としつつも、随意契約によることができる事由を

会計規程等において明確化し、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施すること。 
 
（３）ＩＣＴ等の活用 

世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(平成 29 年 5 月 30 日閣議決

定)等を踏まえ、AI、IoT などの技術と官民データの利活用により、有線・無線ネットワーク

の多重化や災害情報共有システム等をベースとして、平常時における災害リスクの予防・予

知や、発災・復旧時の円滑な支援策等の充実を図ること。 
また、建設事業については、ICT の積極的活用及び i-Construction の推進等を図ることに

より生産性の向上に努めるとともに、継続中の事業については、計画的な実施、コスト増の

抑制及び利水者等の関係者間の連携を強化することにより、事業費及び事業の進捗状況を適

切に管理し、円滑な業務執行を図ること。 
 

 
５． 財務内容の改善に関する事項 
５－１ 財務内容の改善 
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第４期中期目標期間中に計画される事業量等に基づき第４期中期計画の予算を作成し、適正な

予算管理の下、効率的な予算執行による業務運営を行うこと。 
（１）安定的かつ効率的な資金調達 

機構は、国からの運営費交付金によらず、治水事業のための交付金や農業用水、工業用水、

水道用水関係の国庫補助金、各種用水の利水者負担金及び借入金等によって運営しているこ

とから、引き続き、水資源債券の発行にあたっては、投資家への情報発信を行うとともに、

市場関係者等のニーズを踏まえながら、安定的かつ効率的な資金調達に努めること。 
 
（２）適切な資産管理 

保有する資産については、山間部のダム等管理や災害等発生時の緊急対応等も含め、施設

管理等に支障が出ることの無いよう留意しつつ保有の必要性について検討を行うこと。 
 

６．その他業務運営に関する重要事項 
６－１ 内部統制の充実・強化 

理事長のリーダーシップの下、「４．業務運営の効率化に関する事項」及び「５．財務内

容の改善に関する事項」に関する取組等を実施することに加え、適切なリスク管理や法令

等の遵守等の取組を実施することにより、内部統制システムの向上に努め、自主的・戦略

的な業務運営及び適切なガバナンスを行うこと。 
また、「サイバーセキュリティ戦略」(平成 27 年 9 月 4 日閣議決定)等の政府の方針を踏

まえ、引き続き、サイバー攻撃等の脅威への対処に万全を期するとともに、保有する個人

情報の保護を含む適切な情報セキュリティ対策を推進すること。 
 
６－２ 他分野技術の活用も含めた技術力の維持・向上 

大規模災害や事故等に対する水インフラの脆弱性や専門的技術を有する人員の不足とそ

れに付随する技術力の低下等の現状の課題を踏まえて対応するため、機構の技術力の積極

的な維持・向上に努めるとともに、他分野を含めた先進的技術の積極的活用や研究機関との

連携等に努めること。 
 

６－３ 機構の技術力を活かした支援等 
（１）機構の技術力を活かした支援 

機構が培った水インフラに係る技術力を活用して、国内外の機関等への技術支援を行うこ

と。また、これらの支援や水資源管理を担う海外の機関と水資源に関する技術情報及び知識

を共有するなどにより得られた知見を機構の技術力の維持向上に還元すること。特に、水イ

ンフラに携わる人員不足等による技術力の低下が懸念されている地方公共団体等に対する積

極的な技術支援を行うこと。 
さらに、調査、設計及び研修等並びに施設の工事及び管理を受託した場合には、その適切

な実施を図ること。 
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（２）機構施設が有する潜在能力の有効活用 
機構のダム・水路等施設が有する潜在能力の有効活用に向けた検討、取組を実施すること。 

 
６－４  広報・広聴活動の充実 

渇水及び洪水リスクが増大するとともに、水インフラの老朽化に伴う断水などのリスク

が増大していることを踏まえ、水源地域の住民や関係地域住民はもとより、広く国民ひと

りひとりに対し、水資源や治水に対する意識を高めるとともに、機構が国民生活や産業活

動に果たす役割についての理解を深めるための分かりやすい広報・広聴を、内容、対象に

応じた適切な媒体を活用して積極的に行うこと。 
また、必要とされる情報を的確に発信し、機構が果たしている役割･業務について利水者

をはじめ広く国民から理解を得るとともに、災害時等の緊急時に機構がとった対応等につ

いて、国民に対して迅速に情報提供すること。 
 
６－５ 地域への貢献等 
（１） 環境の保全 

業務の実施に当たっては、環境の保全との両立を図ることとし、水資源の開発又は利用

と自然環境の保全との両立を目指した環境保全対策、良好な景観形成等に取り組むこと。 
（２） 利水者等の関係機関、水源地域等との連携 

水源地域等の自立的・持続的な活性化と流域圏の発展に貢献するため、地域のニーズを

把握した上で水源地域振興等に関係する自治体、住民等と協働で取り組むこと。 
また、水源地域及び利水者等に加え、地域振興を担う民間事業者、地域住民の団体、Ｎ

ＰＯなどを含めた多様な主体との連携及び協力を行うよう努めること。 
① 適切な役割分担の下に効率的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関係機

関に対し、業務運営に関する適時適切な情報提供を行うこと等により積極的な連携を

促進すること。また、費用の負担割合の決定等に当たっては、関係機関との円滑な調整

に努めること。 
②水源地域等の自立的・持続的な活性化と流域圏の発展に貢献するため、自治体、住民

等と積極的な連携を図ること。また、上下流交流を推進し、水源地域と下流受益地の相

互理解を促進すること。 
 

６－６ その他当該中期目標を達成するために必要な事項 
（１）施設・設備に関する計画 

機構の保有する実験設備、情報機器等については、保有の必要性を検証した上で、必要な

設備等の機能を長期間発揮できるよう、的確な維持管理に努めるとともに、計画的な更新等

を行うこと。 
（２）人事に関する計画 

計画的な要員配置の見直しを行うため、本社、支社局及び事務所ごとの要員配置計画を的

確に作成し、業務量に応じて適時適切に改定するなど、人員の適正配置により業務運営の効
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率化を図ること。 
人事制度の適切な運用や職員が業務を効率的、効果的に行うための人材の育成と活用を行

うこと。 
機構の給与水準については、国民の理解と納得が得られるよう透明性の向上に努めるとと

もに、独立行政法人通則法の規定に則り、国家公務員の給与水準を踏まえ、民間企業の給与

水準を参考に、業務の特性や機構の業務実績、職員の勤務の特性等を適切に反映するととも

に、給与体系の適切な運用を行うこと。 
 

（３） 中期目標期間を超える債務負担 
中期目標期間中の事業を効率的に実施するため、必要に応じて第４期中期目標期間を超え

る債務負担を検討すること。 
 
（４）積立金の使途 

将来の金利変動リスクへの対応等を勘案しつつ、国及び利水者等の負担軽減を図る観点か

ら、経常的な管理経費の縮減、大規模災害や事故等への対応、調査・検討や技術力の維持・

向上等の取組に活用すること。 
 
（５） 利水者負担金に関する事項 

利水者の負担金の支払方法について、利水者の要望も踏まえ適切に対応すること。 
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独立行政法人水資源機構 政策体系図

- 国土交通省が、重点的に水資源開発を行う水系を水資源開発水系として指定（閣議決定）
【水資源開発水系】利根川・荒川水系、豊川水系、木曽川水系、淀川水系、吉野川水系、筑後川水系

- 各水系毎に、国土交通省が、関係省庁及び都道府県知事等との調整を経て、水資源開発基本計画を決定（閣議決定）

多目的で複数の都府県にまた
がる、広域かつ利害が対立す
る事業を、水資源機構が中立
的な立場に立って、効率的か
つ適切に運営

ダ
ム
、
水
路
等
の

水
資
源
開
発
施
設
の
機
能

主務大臣
国土交通大臣

■第４期中期目標（期間：平成30年４月１日～平成34年３月31日の４年間）

＜水資源機構の使命＞「安定的かつ良質な用水の供給、洪水被害の防止・軽減」

水資源開発促進法（昭和36年11月13日 法律第217号）

一
元
的
に
実
施

機構は、水資源開発基本計画に基づき、水資源開発施設の新築・改築を行うとともに、施設の操作・維持・修繕その他の管理を行う。
（法第12条）

独立行政法人水資源機構法（平成14年12月18日 法律第182号）

●水資源機構の業務

水資源開発水系の開発水量の87％は水資源機構事業による建設事業 新築、改築 11事業
管理業務 操作、維持、修繕等 52施設

●水資源機構の特色
複数省庁の所管にまたがる多目的かつ広域的な業務を一元的に実施

農林水産大臣

経済産業大臣

※H29.4.1 現在

農業用水の確保・供給

水道用水の確保・供給

流水の正常な機能の維持

洪水被害の軽減

工業用水の確保・供給

厚生労働大臣
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独立行政法人 空港周辺整備機構の中期目標（ ４期 ） 

１． 政策体系における法人の位置づけ及び役割 

航空輸送の急激な発展に伴うジェット機の運航の増加は、利便性の向上をもたらす反

面、空港の周辺地域に深刻な騒音問題を引き起こした。国は、特定飛行場（国が設置する

公共用飛行場であって騒音等による障害が著しいと認める空港）について、「公共用飛行

場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 （昭和 42 年法律第 110

号。以下「騒防法」という。）」に基づき、その周辺地域の住宅の騒音防止工事の助成や移

転補償等の環境対策事業を実施している。福岡空港は、特定飛行場の中でも、特に周辺

の市街化が著しく、騒音区域における航空機騒音障害の緩和や生活環境の改善に資す

るための計画的な地区整備を促進する必要が認められたことから、周辺整備空港として

指定された。 

騒防法により、指定された福岡空港の騒音区域を管轄する福岡県知事は「福岡空港周

辺整備計画」を策定し、当該計画の実施主体として、政府・自治体からの出資金により福

岡空港周辺整備機構が設立された。その後、特殊法人等改革の一環として平成 15 年 10

月 1 日に、独立行政法人空港周辺整備機構（以下「機構」という。）として新たに発足し、福

岡空港周辺の環境対策事業（再開発整備事業、住宅騒音防止対策事業、移転補償事業、

緑地造成事業）を実施している。上記事業の実施にあたっては、地域と空港の共生に貢

献することを念頭に、機構は、空港周辺住民や関係自治体等との意思疎通を図りながら、

地域の事情や住民の要望に沿ったきめ細やかな対応を行ってきた。このように、地元住

民等に寄り添いながら、丁寧な対応を長年にわたり実施してきたことから、機構は、上記

事業に係る豊富なノウハウを蓄積し、地元自治体や住民からも高い評価及び信頼を得て

いる。 

一方、「独立行政法人の制度及び見直しの基本方針（平成 24 年 1 月 20 日閣議決定）」

において、機構の講ずべき措置として、「福岡空港につき民間委託等を行うこととなる際に、

本法人が行う福岡空港の周辺環境対策も、その適正な実施を確保しつつ、新たな空港運

営主体に移管する方法で検討する」とされ、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営

等に関する法律（平成 25 年 6 月 12 日法律第 34 号。以下「民活空港運営法」という。）」が

施行されたことにより、国は空港運営の民間委託を進めることとなり、また、環境対策事業

についても国管理空港運営権者（民活空港運営法第 4 条第 2 項に規定する国管理空港

運営権者をいう。以下「運営権者」という。）へ移管することとされたところである。さらに、

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定。以下「25

年閣議決定」という。）」において、「福岡空港について民間委託の手続きを進める際には、

周辺地域の理解を得る観点からも、丁寧な手続きを踏む必要があることから、業務移管に

当っては、必要な経過措置等も含めた業務の適正かつ円滑な実施を確保する。本法人の
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業務が全て完了した段階で、本法人は廃止する。」ことが決定された。 

これらの方針等を踏まえ、「福岡空港特定運営事業等実施方針(平成 29 年 3 月 24 日

国土交通省航空局。以下「実施方針」という。」において、機構は、環境対策事業を機構の

廃止が予定されている滑走路増設事業の完了から 4 年後に運営権者へ移管するまでは

引き続き実施するとともに、運営権者による円滑な業務の実施を確保すると決定している。

また、機構の業務及び組織については、国の政策を実施するための機関として法人の機

能の最大化を図るため、業務運営の効率性、自律性及び質の向上を図り、本中期目標に

したがって業務を着実に実施するものとする。 

（別添）政策体系図 

 

２． 中期目標の期間 

中期目標の期間は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間とする。 

 

３． 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

独立行政法人の目標の策定に関する指針（平成 26年 9 月 2日総務大臣決定、平成 27

年 5 月 25 日改定）における「一定の事業等のまとまり」は、再開発整備事業、住宅騒音防

止対策事業、移転補償事業及び緑地造成事業の４つとする。 

 

(1) 再開発整備事業 

再開発整備事業は、移転補償事業により国が取得した土地を、機構が有償で借受

け、周辺生活環境へも配慮しながら「騒音斉合施設※」を整備し、貸付をすることによっ

て移転補償跡地の有効活用を図る事業である。 

本事業は、これまで地域のまちづくり・生活環境改善の一環として、国・県・市・地元

関係者と一体となって取り組んできた結果、郵便集配施設・郵便局、ホームセンター、

複合商業施設などの施設整備及び誘致を実現しており、地域活性化に繋がっている。 

今後も地域との共生に資するため、貸借人の経営状況の把握に努めるなど、事業

の健全性を確保しつつ、賃貸料の収入をもって保有資産の適切な維持管理を図ってい

くこと。 

※航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設（駐車場、倉庫、物販

施設など） 

【指標】  

・定期巡回による全施設月１回の点検実施 

 （平成 28 年度実績  全施設月１回の点検実施） 

・全貸借人との情報交換のための面談  年１回以上 

 （平成 28 年度実績  一部賃借人と面談） 

 

(2) 住宅騒音防止対策事業 

住宅騒音防止対策事業は、航空機騒音障害の緩和による生活環境の改善を目的と
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して、騒音区域（第一種区域）指定の際に存在した住宅に対し、住民からの申請に基づ

き、国や地方公共団体からの助成を受けて防音工事を行うとともに、当該工事により

設置された空気調和機器の更新工事などを行う事業である。 

今後も、騒防法に基づく国からの補助事業として、関係自治体担当者との情報共有

及び積極的な広報等の取組を通じて、事業を円滑かつ着実に実施することにより空港

周辺住民の生活環境改善を図るとともに、事務処理の効率化等を図り、事業を着実に

推進していくこと。 

【指標】 

・更新工事交付申請に対する交付決定までの処理日数  ６０日以内 

 （平成 28 年度実績  60 日） 

 

(3) 移転補償事業 

移転補償事業は、航空機騒音障害の緩和による生活環境の改善を目的として、国

からの委託契約に基づき、騒音区域（第二種区域）の指定の際に存在した建物や土

地について、所有者等からの申請に基づき、その建物の移転補償や土地の買い入れ

を行う事業である。 

今後も、騒防法に基づく国からの委託事業として、地域と空港の共生に貢献する観

点から、関係自治体担当者との情報共有及び積極的な広報等の取組を通じて、事業

を円滑かつ着実に実施することにより空港周辺住民の生活環境改善を図るとともに、

事務処理の効率化等を図り、事業を着実に推進していくこと。 

【指標】 

・申請後の測量等の調査開始から契約までの日数  原則２７０日以内 

 （平成 28 年度実績  270 日） 

 

【重要度：高】 

空港周辺住民の生活基盤である住居等について、申請のあった物件の着実な移

転により、移転申請をした住民の生活環境の改善に資すること、また、25 年閣議決

定において、業務の民間委託に向けて業務の適正かつ円滑な実施を確保するとさ

れていることから重要なものであるといえる。 

 

(4) 緑地造成事業 

緑地造成事業は、騒音区域（第三種区域）において、航空機騒音障害の緩和によ

る生活環境の改善を目的とし、移転補償事業により国が取得した土地について、国

からの委託契約に基づき緩衝緑地帯の整備を行う事業である。 

今後も、騒防法に基づく国からの委託事業として、地域と空港の共生に貢献する

観点から、航空機騒音障害の緩衝帯である緑地造成について、事務処理の効率化

等を図り、事業を着実に推進していくこと。 
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４．業務運営の効率化に関する事項 

国の行政の業務改革に関する取組方針（平成 26 年 7 月 25 日総務大臣決定）等で示さ

れた業務の見直し及び業務処理の電子化等を踏まえ、以下の取組を行うことにより、コス

ト削減等を推進し業務運営の効率化を図ること。 

（１）  業務改善の取組 

① 業務運営の効率化 

      現体制の下、人材の確保・育成、技術の承継により組織を一層活性化するとともに、

将来の事業見込み等にも留意しつつ更なる業務の見直しを行い効率的な事業執行を

図ること。 

② 事業費の抑制 

事業費について、中期目標期間の最後の事業年度において、前中期目標期間の

最終年度比で５％程度に相当する額を削減すること。 

③  一般管理費の抑制 

一般管理費（人件費及び特殊要因により増減する経費を除く。）について、中期目

標期間の最後の事業年度において、前中期目標期間の最終年度比で 15％程度に相

当する額を削減すること。 

④  契約の適正化・調達の合理化 

引き続き、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成

27 年 5 月 25 日総務大臣決定）等を踏まえ、契約の適正化を推進し、公正かつ透明

な調達手続による適切で迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、機構内の推

進体制を整備し、外部有識者等による契約監視委員会を活用するとともに、毎年度

「調達等合理化計画」を策定・公表し、年度終了後、実施状況について評価・公表を

行うこと。また、一般競争入札等を原則としつつも、随意契約によることができる事由

を会計規程等において明確化し、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施

すること。 

⑤ 給与水準の適正化 

給与水準については、引き続き、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定して

その適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を毎年度公表す

ること。 

 

（２）  業務の電子化及びシステムの最適化 

業務運営の簡素化及び効率化を図るため、再開発整備事業貸付物件資料のデ

ータベース化の拡充、住宅騒音防止対策事業工事関係書類の電子化と防音工事シ

ステムとの連動推進など、ＩＣＴの活用等により、業務の電子化及びシステムの最適

化を推進すること。 
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５．  財務内容の改善に関する事項 

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、各事業において適切

に計画するとともに予算管理を徹底し、引き続き健全な財務体質の維持を図ること。  

 

６．  その他業務運営に関する重要事項            

（１）  適切な内部統制の実施 

内部統制については、これまで同様充実・強化を図ること。その際、「独立行政法人の

業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成 26 年 11 月 28 日付け総務省行政管

理局長通知）を踏まえ、内部統制を機能させるための規程類、体制を常にチェックするこ

と。 

指示の伝達、情報共有・活用等に資するために引き続き内部各委員会の開催、職員

研修の実施、内部コミュニケーションの活性化等を図ること。これらが有効に行われてい

るかの点検・検証と、その結果を踏まえた取組の見直し・推進を行うこと。 

 

（２）  情報セキュリティ対応等の取組の推進 

情報セキュリティ、個人情報保護対応については、平成 27 年 9 月の「サイバーセキュ

リティ戦略」等の政府方針を踏まえ、独立行政法人空港周辺整備機構情報セキュリティポ

リシーに基づき、適切な情報セキュリティ対策を行うこと。これに基づき、ハード及びソフト

の両面での不断の見直し、役職員の高い意識を保持するための適時適切な研修など情

報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対す

る組織的対応能力の強化に取り組むこと。併せて、これらの取組の点検・検証と、その結

果を踏まえた取組の見直しと推進を行うこと。 

 

（３）  空港と周辺地域の共生と連携の強化 

周辺住民、国及び関係自治体等との十分な意思疎通を図りながら、空港と周辺地域の

共生に資するため、次の措置を講ずること。 

①  国及び関係自治体との連携 

空港周辺環境対策事業が円滑かつ効果的に実施できるよう国及び関係自治体と

の十分な意思疎通を図るための体制の確保を図ること。 

②  広報活動の充実 

機構が担う空港周辺の環境対策事業及び同事業に関わる事務・事業の運営状況

等について、透明性の確保、空港周辺住民の理解増進及び運営権者への円滑な環

境対策事業の承継を図る観点から、より一層の国民等への説明責任を全うするため

の広報の充実に努めること。 

このため、ホームページを年間２０回程度常に最新の情報に更新し、リーフレット

やチラシによる広報を積極的に推進すること。 

 

（４）  運営権者への円滑な環境対策事業の承継に向けた取組の推進 
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国からの委託により機構で実施している環境対策事業については専門知識・経験等が

求められる業務であることから、環境対策事業承継日以降の運営権者による円滑な業務

の実施を確保するため、運営権者への円滑な環境対策事業の承継に向けた取組を推進

していくこと。 
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第一条 この法律は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着
陸のひん繁な実施により生ずる損失の補償その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活
の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（抄）

独立行政法人空港周辺整備機構の政策体系図

独立行政法人空港周辺整備機構は、周辺整備空港（福岡空港）の周辺地域において空港周辺整備計画を実
施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の
改善に資することを目的としている。（騒防法第２０条）

空港周辺整備機構が果たすべき役割

住宅騒音防止対策事業移転補償事業 再開発整備事業緑地造成事業

第１種区域内に建っ
ている住宅に対し、
航空機騒音により生
ずる障害の軽減を図
るため住宅防音工事
に関し助成を行う。

第２種区域内の建物
等の移転又は除去
により生ずる損失の
補償及び土地の購
入に関する事務を行
う。

航空機の騒音により
その機能が害される
おそれの少ない施設
（倉庫、物販施設等）
の用に供する土地の
造成及び管理を行う。

第３種区域において、
緑地帯その他の緩衝
地帯の造成及び管
理を行う。

400



 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 中期目標（第４期） 

（案） 

 

 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 29 条第１項の規定に基づき、独

立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）が達成すべき業

務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

 

 「道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて(平成 15 年 12 月 22 日政府・与

党申し合わせ) 」(以下｢民営化の基本的枠組み｣という。)において、「民間にできる

ことは民間に委ねる」との原則に基づき、以下の３つの民営化の目的を提示されてい

る。 

 １ 道路関係四公団合計で約 40兆円に上る有利子債務を一定期間内に確実に返済 

 ２ 有料道路として整備すべき区間について、民間の経営上の判断を取り入れつつ、

必要な道路を早期に、かつできるだけ少ない国民負担の下で建設 

 ３ 民間のノウハウ発揮により、多様で弾力的な料金設定、サービスエリアを始め

とする道路資産や関連情報を活用した多様なサービス提供等を図る 

 このため機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに東日本高速道路株式会社、

首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高

速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社（以下「会社」と総称する。）に

対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な

返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、会

社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することが求められている。 

 また、民営化後１０年を迎えた平成 27年 7月に国土交通省がとりまとめた「高速

道路機構・会社の業務点検」では、有識者による検討会の意見として、これまで着実

な成果をあげてきた民営化の基本的枠組みについては、当面継続する必要がある一

方、今後は民営化の目的に加え、民営化後の重大な災害や事故の発生による、国民の

安全・安心な通行の確保に対する意識の高まり等を踏まえ、機構及び会社は、民営化

時点では明示されていなかった役割についても適切に対応していく必要があるとさ

れたところである。 

  これらの業務の実施においては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」

(平成 25年 12月 24日閣議決定)等を踏まえ、業務運営の効率化を図りつつ、自主的

かつ自律的な経営の下、国の政策実施機関としての機能の最大化を図ることを目標

とする。 

  (別添)政策体系図 
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Ⅱ  中期目標の期間 

 

中期目標の期間は、平成30年４月１日から平成34年３月31日までの４年間とする。 

 

Ⅲ  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

機構は、協定に基づき、会社と連携協力しつつ、以下に掲げる会社による管理の

適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び貸付け、債務の返済等の

業務を実施することにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、国民

が良好な高速道路網を活用できるよう、会社による高速道路事業の円滑な実施を支

援する目的を達成すること。 

 

※ 独立行政法人の目標の策定に関する指針における｢一定の事業等のまとまり｣は、高速

道路事業（本章中の１～７及び９）、鉄道事業（本章中の８）の２つとする。 

 

１  会社による管理の適正な水準の確保を通じた高速道路資産の適切な保有及び

貸付け 

① 機構は、高速道路に係る道路資産の内容を適正に把握した上で、その保有及

び貸付けを適切に実施すること。 

 

② 機構は、貸し付けた道路資産が適切に良好な状態に保たれるように、笹子ト

ンネル天井板落下事故（平成 24年 12月発生）後の道路法改正等により、｢事後

保全｣から｢予防保全｣への転換を図るべく、橋梁やトンネルなどの道路構造物

の定期点検が全道路管理者に義務化されたこと、熊本地震（平成 28 年 4 月発

生）において基幹ネットワークとしての高速道路が被災したこと等を踏まえ、

国及び会社と一体となって、高速道路の老朽化対策(特定更新等工事等)や耐震

対策を計画的に推進するとともに、管理水準の向上を図ることにより高速道路

の安全性を一層向上させること。また、国及び会社と連携しつつ、会社が実施

する高速道路の維持・管理の在り方の適切な見直しを図ること。なお、実地確

認等を通じて機構が把握している高速道路の管理の実施状況、老朽化対策や耐

震対策の進捗状況等の情報については、全ての会社の高速道路の管理等に適切

に反映されるよう、国及び全会社に提供し情報の共有化を図ること。 

  さらに、機構は管理に係る３次元データの仕様の統一など、高速道路に関す

る各種データを適切に管理できるよう国及び会社と連携して取り組むこと。 

 

③ 機構と会社との間で設定しているアウトカム指標について、機構がリーダ－

シップを持って、その達成が適切になされるよう会社と連携しつつ取り組むと

ともに、指標の設定に際しての会社間の考え方の統一、指標の組替えに加え、

中期的な目標の新たな設定などを通じ、会社が自らの経営指標として計画的に
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取り組むことを促し、高速道路の管理水準を一層向上させ、もって高速道路利

用者に対するサービス向上を図ること。 

  特に中期的な目標については、中期的なサービス水準を示すとともに、その

進捗状況を確認することなどを通じて、適切な維持管理の実施、事故・渋滞対

策の推進、過積載車両の取締りの強化、ＳＡ・ＰＡにおけるサービスの向上等

について、会社による計画的かつ実効的な事業実施を確保すること。 

 

   【重要度：高】 

     アウトカム指標の適正な設定は、高速道路の安全性・利便性の向上に対す

る各社の取組状況を分かりやすく高速道路利用者に伝えるとともに、会社が

これを自らの経営指標として計画的に取り組むことを促すために重要である

ため。 

 

２  承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済 

① 会社との協定の締結に当たっては、金利、交通量、経済動向等の見通しにつ

いて十分に検討するとともに、従前の高速道路事業の実施状況も踏まえつつ、

適正な品質や管理水準が確保されることを前提とした上で、高速道路の新設、

改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理の内容、貸付料の額及び貸付期間、

会社が徴収する料金の額及びその徴収期間、会社から引き受けることとなる

債務の限度額（以下「債務引受限度額」という。）等を定めること。 

また、債務引受限度額は、事業費の管理を適切に行うことができる範囲を単

位として、適正な額を設定するとともに、機構が会社から債務を引き継ぐ際、

会社から引き受けた実際の債務の額と債務引受限度額との乖離の要因を分析

し、今後の債務引受限度額の設定に適切に反映すること。 

 

② 機構は、会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料については、機構が収

受する占用料その他の収入と併せて、債務の返済に要する費用等を貸付期間内

に償うものとなるよう定めること。 

 その際、毎事業年度の貸付料の額については、会社が徴収する料金収入及び

高速道路の管理費の将来の見通しを勘案して定めること。 

 また、計画管理費と実績管理費とで乖離が発生した場合には、その乖離につ

いての要因を分析し、必要に応じて協定変更をするなど適切な対応を取ること

により、適正な貸付料の算定を図ること。 

 

③ おおむね５年ごとに、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平

成16年法律第100号。以下「法」という。）第12条第１項の業務の実施状況を勘

案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるとき又は

大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して

協定を変更する必要があると認めるときは、債務の返済等が確実かつ円滑に行
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われるとともに、高速道路の管理が適正かつ効率的に行われるよう、必要に応

じて、適切な措置を講ずること。 

なお、協定等の変更があった場合には、その内容、理由等をわかりやすく公

表し、透明性の確保及び国民に対する説明責任を果たすこと。 

 

④ 機構は、承継債務及び会社から引き受けた債務の早期の確実な返済を実施す

るため、債務返済の見通しについて、できる限り定量的に把握し、特定更新等

工事に係る債務をその他の債務と区分した上で常時適切な債務の残高の管理

に努めるとともに、次に掲げる点に留意すること。 

 

 (指標) 

 ・有利子債務残高 

 ・目標期間中の債務返済額 

 

【重要度：高】 

     適切に債務残高の管理を行い、有利子債務の早期の確実な返済に努めるこ

とが、民営化の基本的枠組みにおける目的の１つである｢道路関係四公団合計

で約40兆円に上る有利子債務を一定期間内に確実に返済｣する上で重要であ

るため。 

 

１）  全国路線網に属する高速道路（法第13条第２項に規定する全国路線網に

属する高速道路をいう。以下同じ。）に係る有利子債務については、毎事業

年度末における機構の債務の残高が民営化時点における承継債務の総額

を上回らないこと。 

 

２）  首都高速道路（高速道路株式会社法（平成 16年法律第 99号。以下「道

路会社法」という。）第５条第２項第２号に定める高速道路をいう。以下同

じ。）及び阪神高速道路（道路会社法第５条第２項第５号に定める高速道

路をいう。以下同じ。）に係るそれぞれの有利子債務については、毎事業

年度末における機構の債務の残高が民営化時点における承継債務の総額

を極力上回らないよう努めること。 

 

３）  各会社が高速道路の新設、改築等に要する費用に充てるために負担した

債務について機構が各会社から引き受ける額（法第 12 条第１項第５号又

は第７号の規定による無利子貸付けにより行う災害復旧に要する費用に

係るものを除く。）は、それぞれ各会社から徴収する貸付料を充てて返済

することができる範囲内であること。 

 

４）  全国路線網に属する高速道路にあっては、東日本高速道路株式会社、中
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日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道

路株式会社から徴収する貸付料を充てて返済を行う債務の額を会社ごと

に試算し、各会社から徴収する貸付料を充てて行われるそれぞれの返済の

達成状況を把握し、その内容を公表することとし、各会社の経営責任の明

確化を図ること。 

 

５）  全国路線網に属する高速道路以外の高速道路にあっては、業務実施計画

（法第14条第１項に規定する業務実施計画をいう。）の対象となる高速道

路ごとの債務について、各会社から徴収する貸付料を充てて行われるそれ

ぞれの返済の達成状況を把握し、その内容を公表することとし、各会社の

経営責任の明確化を図ること。 

 

⑤ 会社が実施した高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の費用を機構が会

社から債務として引き継ぐ際、より適切に機構に移管されるよう、実地を含め

た確認を一層的確かつ厳正に行うとともに、国民に対して適切に運用がなされ

ていることを分かりやすく説明するなど透明性の向上を図ること。なお、当該

取組については、機構がリーダーシップを持って、協定の相手方である各会社

と連携しつつ、推進すること。 

 

⑥ 債務返済に係る借換資金等の資金調達に当たっては、将来の借換えに伴う金

利上昇リスクを軽減することに加え、支払利子を圧縮するため、例えば金利の

変動状況を踏まえつつ超長期の債券の発行を行うなど、調達の多様化に努める

こと。 

  また、積極的なＩＲ活動を通じて投資家の新規開拓に努めるとともに、会社

との資金調達に関する情報共有及び共通課題の検討等を実施すること。 

 

   【重要度：高】 

     民営化の基本的枠組みにおける目的の１つである｢道路関係四公団合計で

約 40 兆円に上る有利子債務を一定期間内に確実に返済｣を遂行するためには、

更なる調達の多様化に努める必要があるため。 

 

⑦ 債務の確実な返済のため、計画の変更等に伴い発生する不要資産の売却等を

図ること。 

 

３  会社に対するスマートＩＣの整備及び首都高速道路又は阪神高速道路の新設、

改築又は修繕のための無利子貸付け 

機構が国から交付されるスマートＩＣの整備のための補助金及び国又は首都

高速道路若しくは阪神高速道路に係る出資地方公共団体から交付される首都高

速道路又は阪神高速道路の新設、改築又は修繕のための出資金又は補助金につい
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て、国等と緊密な連携の下、これらの資金を財源とした会社に対する適切な無利

子貸付けの貸付計画を協定で定めるとともに、当該出資金又は補助金が交付され

た場合には、会社による事業が速やかに実施されるよう、事務手続の効率化に配

慮し、遅滞なく会社に対し無利子貸付けを実施すること。 

   その際、機構は協定で定めた貸付計画等に基づき実施する事業については、適

時進捗状況を確認することを通じて、会社の計画的な事業実施を促すとともに、

課題が生じた場合には、国、当該出資地方公共団体及び会社と協力して適切に対

応すること。 

 

４  会社に対する災害復旧のための無利子貸付け 

機構は、国又は首都高速道路若しくは阪神高速道路に係る出資地方公共団体か

ら災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして補助金が

交付された場合には、会社による速やかな災害復旧及び安全かつ円滑な交通の確

保に資するよう、事務手続の効率化に配慮し、遅滞なく会社に対し無利子貸付け

を実施すること。 

 

５  高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長す

るための仕組み 

① コストの縮減は国民負担の軽減に寄与するものであり、その成果は国民に還

元されるべきものであることから、会社が、適正な品質や管理水準を確保した

上で経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する

費用の縮減を行うよう、会社に促す仕組みを適正に運用するとともに、手続の

更なる簡素化を進めるなど、より活用しやすい制度となるよう検討を行うこと。 

  特に、この仕組みの適正な運用や見直しを通じて、会社における安全性や資

産価値の向上等を図るための新技術の開発等が促進されるよう十分配慮する

こと。 

 

② 助成対象額の算定及び助成対象技術の標準化の促進については、機構がリー

ダーシップを持って、協定の相手方である各会社と連携しつつ、過去の助成案

件を踏まえて適切に実施するとともに、国民に対して適切に運用がなされてい

ることを分かりやすく説明するなど透明性の向上を図ること。 

 

６  道路整備特別措置法に基づく道路管理者の権限の代行その他の業務 

① 道路整備特別措置法（昭和31年法律第７号）に基づく道路管理者の権限の代

行その他の業務について、会社その他の関係機関と密接な連携を図りつつ、適

正かつ効率的に実施すること。 

  また、その事務手続の在り方については、継続的に点検を行い、手続の迅速

化・効率化を図るため、必要に応じて、新たなシステムの導入等を行うなど、

見直しを実施すること。 
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   １） 利用者が行う手続を迅速化・効率化するため、特殊車両通行許可支援シ

ステム等については、会社と連携し、適切な運用がなされるよう努めるこ

と。 

 

(定量目標) 

 ・特殊車両通行許可支援システムの運用開始後の年間平均事務処理期間に

ついては、標準処理期間の２分の１に短縮する。(標準処理期間：新規・

変更申請許可２１日、更新申請許可１４日) 

 

 ＜目標水準の考え方＞ 

 ・システム化に伴い、システムへの入力作業、提出資料のチェック等を簡

素化・迅速化したことにより、作業量が減るため、目標値を標準処理期

間の２分の１とすることが適当。 

 

   ２） 車両制限令違反車両の削減目標を設定することに加え、会社に自動軸重

計等の計画的な整備を促すなど、国及び会社と連携し、取締りの強化を図

ること。 

 

   ３） 高速道路上の落下物について、会社と連携しつつ、トラック物流事業者

等へ車両の積載の事前点検の強化を促すとともに、早期発見・早期回収に

向けた体制強化等を図ること。 

 

   ４） 大雪時の対応について、会社と連携しつつ、トラック物流事業者等に冬

用タイヤ・チェーン装着の事前点検の強化を促すとともに、長時間の通行

止めや滞留車両の発生を防ぐための早期の通行規制やその早期解除等の

実施に向け、関係機関との連絡体制の強化等を図ること。 

 

   ５） 占用入札制度を積極的に運用し、高架下の有効活用等に努めること。 

 

② 特車関連情報、通行止めに係る情報等の機構が把握する各種の情報を、利用

者の利便の向上につながるよう会社や他の道路管理者とも連携しつつ、積極的

にその活用を図ること。 

 

７  本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に

規定する業務 

   本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法（昭

和 56年法律第 72号）に規定する業務の実施に当たっては、本州四国連絡高速道

路株式会社と連携を図りつつ、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事
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業等に係る影響の軽減を図ること。 

 

８  本州四国連絡鉄道施設に係る業務 

本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を適切に行うこと。 

なお、本州四国連絡橋（本四備讃線）（以下「本四備讃線」という。）の耐震補

強事業については、着実に実施すること。 

また、本四備讃線の維持修繕に係る費用等は、利用料として鉄道事業者から確

実に徴収すること。 

 

９  業務遂行に当たっての取組 

業務遂行に当たっては、以下の取組を実施し、国民に対するサービスの向上、

高速道路の利用促進及び技術開発への貢献に努めること。 

① 高速道路事業の総合的なコストの縮減 

  協定の締結又は見直しに際しては、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災

害復旧その他の管理について、会社の継続的かつ自律的な効率化を促すよう措

置すること。 

 

② 高速道路の利用促進 

 債務の返済に要する費用等を貸付期間内に償う前提で、必要な高速道路網の

整備と併せ、より高速道路の利用を促進する施策を推進するよう会社に促すこ

と。 

なお、高速道路利便増進事業について、交通状況、減収額、利用者の利便性

等を把握し、必要に応じて計画の変更を行いつつ、効果的に運用すること。 

 

③ 利用者サービスの向上 

  利用者の安全性や利便性等の向上を図るため、ネットワークの機能拡充等に

よる生産性の向上、耐震対策、暫定 2車線区間の対策、逆走対策、道路区域外

からの災害対策、大雪時の対策等の安全確保の施策及び休憩施設を活用した観

光振興、地域活性化の取組、無人ＰＡの解消、高速バス停整備、高速トラック

輸送の効率化支援等の快適な利用環境の実現について、協定の締結又は見直し

に際して、会社の計画的かつ効率的な実施を促すよう措置するとともに、

ETC2.0の普及促進・活用等や高速道路システムの海外輸出など、今後の高速道

路の検討課題について、国及び会社と一体となって取り組むこと。 

 

④ 調査・研究の実施 

  交通流の最適化や海外への事業展開など、内外の高速道路事業や業務上の諸

課題に関し、大学等の研究機関とも適宜連携しつつ、調査・研究を実施すると

ともに、その成果が広く活用されるよう、会社をはじめ関係機関に情報提供す

ること。 
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Ⅳ  業務運営の効率化に関する事項 

 

機構は、会社と締結した協定に基づき、会社と連携協力しつつ高速道路に係る国

民負担の軽減を図るとともに、会社による高速道路事業の円滑な実施を支援するこ

とを目的としていることから、会社が実施する高速道路事業の適切かつ効果的な実

施及び安全性の確保を前提とした上で、業務運営の効率化に努めること。 

 

１  組織運営の効率化 

機構は、効率的な業務運営が行われるようその組織を整備するとともに、業務

や組織の在り方について継続的に点検を行い、機動的に見直しを実施すること。 

 

２  一般管理費の縮減 

機構は、必要最小限の組織として、業務運営全体の効率化を図り、一般管理費

（人件費及び特殊要因除く。）については、平成 29年度に比べ、中期目標期間の

最終年度までに４％以上削減すること。 

 

３ 調達等合理化の取組の推進 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成 27年 5月

25 日総務大臣決定)に基づく取組を着実に実施し、事務・事業の特性を踏まえ、

ＰＤＣＡサイクルにより、公平性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調

達等の合理化に取り組むこと。 

 

  (指標) 

 ・入札・契約手続運営委員会における契約の点検率（平成29年度点検率：100％） 

 

 ４ ＩＣＴを活用した生産性の向上 

   ＩＣＴを活用し、会社と連携して電子化・システム化を行うことにより、事務

手続の効率化・迅速化を図るとともに、利用者利便等の向上を図ること。 

 

５  業務評価の実施 

業務の効率性及び透明性の向上を図るため、業務実績の評価を実施すること。 

 

Ⅳ  財務内容の改善に関する事項 

 

１  財務体質の強化 

債務の計画的な返済に必要な毎事業年度の貸付料を収受するなど、業務活動に

よる収入の確保を図るとともに、業務コストの縮減を進め、債務の早期の確実な

返済を図ること。 
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Ⅴ  その他業務運営に関する重要事項 

 

１  業務の実施について 

高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、国民が良好な高速道路網を活

用できるよう、機構が実施すべき業務を厳格に実施するため「出向職員は出向元

に関係する業務に携わらない」、「利益相反が生じる場合には、出向元以外の者

がリーダーとなってチームを組む」など、会社のモラルハザード等により機構の

利益を害する危険を防ぐための措置を講じること。また、必要に応じて適材適所

の人員配置の適正化を含めた体制の見直しを行うこと。 

 

２  積極的な情報公開 

    機構の業務運営に関する透明性の確保を図り、機構が行う業務についての説明

責任を果たすため、財務諸表等の法定の開示事項に加え、道路資産の保有及び貸

付けの実態並びに債務の返済状況について、積極的な情報公開を行うこと。その

際、広く国民に対し広報に努めるとともに、投資家や研究者が必要とする情報に

ついても積極的な情報開示に努めること。さらに、会社に対しても、積極的な情

報開示を促すこと。 

    また、老朽化対策・耐震対策の進捗状況などの高速道路事業の状況や機構の業

務運営に関し、国民に効率的かつ効果的に広く情報が伝わるようホームページ等

を積極的に活用すること。この場合において、そのアクセス状況の調査・分析な

どを通じて、会社とも連携を図りつつ、より利用者のニーズに的確に応えられる

ホームページとなるよう必要な改善を図ること。 

 

 

３  情報セキュリティ対策 

    ｢政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準｣等を踏まえ、関連する規

程類を適時適切に見直すこと。また、これに基づき、情報セキュリティインシデ

ント対応の訓練や情報セキュリティ対策に関する教育などの情報セキュリティ

対策を講じ、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織

的対応能力の強化に取り組むとともに、これらの対策の実施状況を毎年度把握し、

ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリティ対策の改善を図ること。 

 

４  内部統制について 

    内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の

整備」（平成26年11月28日付け総務省行政管理局長通知）を踏まえ、理事長のリ

ーダーシップの下、引き続き必要な規程類や体制の整備を行い、内部統制システ

ムの充実及び監事機能の実効性の向上に努めるとともに、内部統制の仕組みが有

効に機能しているかの点検・検証を行い、これらの点検・検証を踏まえ、当該仕

組みが有効に機能するよう見直しを行うこと。 
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５  国及び出資地方公共団体並びに会社との緊密な連携の推進 

  業務の実施に当たっては、国及び出資地方公共団体並びに会社との緊密な連携

を図ること。 

６  環境への配慮 

   物品等の調達を行うに当たっては、環境物品等の調達により、環境への負荷の

低減に配慮すること。 

   また、会社に対し、高速道路の整備や料金施策等の実施に際して、環境の保全

と創出に配慮するよう促すこと。 

７  危機管理 

   会社及び関係行政機関と協力して、大規模な交通事故、地震災害等不測の事態

が生じたことによる影響を最小限度にとどめるために、より一層の迅速、的確か

つ効果的な対応を取ることができるよう体制を確立し、日頃から高速道路の供用

に重大な影響を与える事態を想定した情報の収集、伝達等に関する訓練を実施す

るなど、これまでの取組状況も踏まえ、会社とも連携を図りつつ、危機管理能力

の一層の向上を図ること。 

（指標） 

・会社及び関係行政機関と連携した当該事態を想定した訓練の実施回数（平

成 29年度実施実績：１回）

・災害に備えた機構独自の非常参集訓練等の実施回数（平成 29年度実施実績：

３回） 

８  人事に関する事項 

① 職員の能力及び実績を適正かつ厳格に評価し、その結果を処遇に反映させ

るとともに、適材適所の人員配置とし、職員の能力の向上を図ること。 

② 業務運営を効率化し、人員の抑制に努めること。

③ 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針(平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定)」を踏まえ、給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手

当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、事務・事業の特性

を踏まえ、合理的な給与水準とするとともに、その検証結果を公表すること。 
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高速道路に係る資産の保有及び貸付け 債務の早期の確実な返済 高速道路に関する事業の円滑な実施の支援

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に係る政策体系図

主な政府方針

日本高速道路保有・債務返済機構(以下｢機構｣という。)が果たすべき役割

機構は、高速道路に係る道路資産の保有及び会社に対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務
を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的とする。

会社による管理の適正な水準の確保を通じた高
速道路資産の適切な保有及び貸付けを実施

道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて(平成15年12月22日 政府・与党申し合わせ)【民営化の目的】

高速道路に係る国民負担の軽減を図りつ
つ、債務の早期の確実な返済を実施

国民が良好な高速道路網を活用できるよう、会社
による高速道路事業の円滑な実施を支援

真に必要な道路を会社 の自主性を尊重しつつ
早期に出来るだけ、少ない国民負担で建設

民間のノウハウの発揮により、多様で弾力的
な料金設定や多様なサービスを提供

○ 高速道路に係る道路資産の内容を適正に
把握した上で、その保有及び貸付を適切に実
施

○ 貸付けた道路資産が適切に良好な状態に
保たれるように、国及び会社と一体となって、
高速道路の老朽化対策や耐震対策の計画的
な実施及び管理水準を向上

○ 機構と会社との間で設定しているアウトカ
ム指標について、機構がリーダーシップを持っ
て取り組むとともに、中期的な目標を設定する
こと等により、会社が自らの経営指標として計
画的に取組むことを促進

約４０兆円に上る有利子債務の確実な返済

○ 会社との協定の締結において、高速
道路の工事等の内容及び貸付期間等
を定め、貸付料については、債務の返
済に要する費用等を貸付期間内に償う
ものとなるよう設定

○ 会社から引き受けた実際の債務の
額と債務引受限度額との乖離の要因を
分析し、今後の債務引受限度額の設定
に適切に反映

○ 債務返済の見通しについて、できる
限り定量的に把握し、常時適切な債務
残高の管理を実施

○ 超長期の債券の発行を行うなど資金
調達を多様化

○ 高速道路の新設等に要する費用の縮減を助
長するための仕組みを適正に運用するとともに、
より活用しやすい制度となるよう検討

○ 道路整備特別措置法に基づく道路管理者の
権限の代行その他の業務を適正かつ効率的に
実施し、迅速化・効率化のための手続の在り方
の見直しを実施

・ 手続の迅速化・効率化のため、特殊車両通
行許可支援システム等について、会社と連携し、
適切に運用

・ 車両制限令違反車両の削減目標を設定す
るなど、国及び会社と連携し、取締りを強化

等

※

※｢会社｣とは、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第１条に規定する会社をいう。以下同じ。
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